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一
九
六

0
年
代
後
半
か
ら
の
日
本
経
済
の
驚
異
的
な
飛
躍
は
、

的
責
任
の
増
大
が
日
を
追
っ
て
進
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
環
境
の
も
と
で
日
本
経
済
の
国
際
競
争
力
を
如
実
に
示
す
も
の
と

し
て
、
経
済
成
長
率
、
実
質
国
民
所
得
、
輸
出
入
の
規
模
、
外
貨
準
備
高
、
対
外
投
資
残
高
、
雇
用
動
向
、
物
価
上
昇
率
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
が
、

こ
れ
を
集
中
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
が
円
の
実
力
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
通
貨
の
国
際
的
購
買
力
の
強
さ
は
一
面
で
国
際
的
に
商
品
、
労
働
を
自
由
に
移
動
さ
せ
る
よ
う
な
国
際
交
通
の
局
面
に

お
け
る
わ
が
国
の
先
進
性
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
お
り
、
事
実
、

遂
げ
つ
ヽ
あ
る
。

当
研
究
所
に
お
い
て
も
「
海
事
経
済
」
部
門
が
こ
れ
ら
の
研
究
に
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
つ
ヽ
あ
る
が
、
故
嘉
納
孔
教
授
は
昭
和
四

十
六
年
七
月
よ
り
、
上
記
の
研
究
部
門
の
兼
任
教
授
と
し
て
国
際
法
の
専
門
家
と
し
て
部
門
を
担
当
さ
れ
、
船
籍
論
に
お
け
る
研
究
の

こ
の
間
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
よ
り
約
一
ケ
年
間
、
法
学
部
長
と
し
て
の
激
職
に
あ
り
な
が
ら
も
、
研
究
所
兼
任
教
授
と
し
て
研
究

所
に
対
す
る
情
熱
的
献
身
は
い
さ
ヽ
か
も
変
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
教
授
は
研
究
所
の
教
授
会
に
対
し
、
経
済
経
営
研
究

叢
書
の
単
独
執
筆
を
昭
和
五
十
四
年
に
お
申
出
を
さ
れ
て
い
た
が
、
不
幸
に
し
て
、
教
授
は
学
問
と
大
学
へ
の
全
身
全
霊
を
傾
注
さ
れ

べ
き
で
あ
る
。

わ
が
国
の
国
際
経
済
的
地
位
を
米
国
に
次
ぐ
も
の
と
し
、

そ
の
国
際

こ
の
分
野
の
研
究
は
法
学
的
、
経
済
学
的
、
商
学
的
に
急
速
な
発
展
を

本
書
は
、
教
授
の
生
前
の
全
生
涯
を
通
じ
て
蓄
積
さ
れ
た
研
究
業
績
を
、
故
人
に
も
っ
と
も
縁
り
が
深
く
、
故
人
の
学
問
体
系
の
最

る
の
余
り
、
そ
の
業
、
半
ば
に
し
て
病
を
得
ら
れ
昭
和
五
十
五
年
一
月
、

つ
い
に
還
ら
ぬ
人
と
な
ら
れ
た
こ
と
は
痛
恨
の
極
み
と
い
う

す
べ
て
を
研
究
所
の
充
実
に
投
入
さ
れ
て
き
た
。
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し

昭
和
五
十
六
年
一
月

嘉
納
教
授
の
一
周
忌
に
際
し
て

適
の
理
解
者
で
あ
る
神
戸
大
学
法
学
部
の
山
田
幸
男
教
授
お
よ
び
、
甲
南
大
学
法
学
部
の
畝
村
繁
教
授
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
集
大
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
嘉
納
教
授
の
わ
れ
わ
れ
に
遺
さ
れ
た
不
滅
の
学
術
的
資
産
と
し
て
、

ヽ

い
ま

藤

田

正

寛

こ
こ
に
本
書
を
内
外
の
学
界
へ
公
に
す
る
こ

こ
の
書
を
手
に
し
て
、
在
り
し
日
の
嘉
納
教
授
を
偲
び
、
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
る
と
と
も
に
御
霊
の
安
か
ら
ん
こ
と
と
、

な
お
、
本
書
に
は
と
く
に
、
故
嘉
納
教
授
の
恩
師
で
あ
ら
れ
る
京
都
大
学
名
誉
教
授
田
岡
良
一
博
士
の
追
悼
文
を
収
録
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
こ
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
前
記
、
山
田
、
畝
村
両
教
授
の
格
別
の
ご
協
力
が
な
け
れ
ば
本
書

が
こ
の
よ
う
な
形
で
『
国
際
法
上
の
船
籍
論
」
と
し
て
世
に
問
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
深
い
感
謝
の
意
を
表
し

た
い
。
さ
ら
に
研
究
所
の
刊
行
物
編
集
委
員
山
本
泰
督
教
授
、
研
究
助
成
掛
長
中
間
潔
氏
の
ご
協
力
に
対
し
て
も
お
礼
を
申
し
上
げ
た

わ
れ
わ
れ
へ
の
加
護
を
祈
念
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
深
い
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。

神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究
所
長
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う
点
に
お
い
て
も
、
人
間
の
国
籍
は
、

人
間
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
特
定
の
国
家
の
国
民
と
し
て
、

そ
の
特
定
の
国
家
の
法
制
度
の
定
め
る
権
利
を
も
ち
義
務
を
負
う
、
と
い
う

こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
国
家
の
国
民
で
あ
る
、
と
い
う
地
位
が
人
間
の
国
籍
で
あ
る
。
人
間
が
国
家
と
い
う
も
の
を

つ
く
っ
た
、
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
国
籍
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
人
間
を
あ
る
国
家
の
国
民
で
あ
る
人
間
と
そ
う
で
な
い
人
間

と
に
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
人
間
の
生
活
を
ま
も
り
福
利
を
増
進
す
る

の
に
有
用
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
各
国
は
、
自
国
民
以
外
の
人
間
に
対
し
て
は
、
義
務
を
軽
減
し
て
い
る
が
、
権
利
も
制
限
し
て
い
る
。

人
間
の
国
籍
は
、
国
際
法
の
面
で
も
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

す
る
た
め
に
外
交
的
保
護
権
を
も
っ
て
お
り
、
人
間
の
国
籍
は
、
ど
の
人
間
が
ど
の
国
の
外
交
的
保
護
権
の
下
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ

と
の
基
準
に
な
る
。
戦
争
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
交
戦
国
の
国
籍
を
も
っ
人
間
と
中
立
国
の
国
籍
を
も
つ
人
間
と
で
は
取
扱
の
ち
が

う
こ
と
が
あ
る
し
、
兵
役
の
義
務
を
課
し
て
い
る
国
で
も
外
国
の
国
籍
を
も
つ
人
間
に
は
兵
役
の
義
務
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い

一
般
国
際
法
が
作
用
す
る
基
準
に
な
る
。
ま
た
、
通
商
航
海
条
約
を
結
ん
で
い
る
国
に
お
い
て

は
、
あ
る
人
間
が
こ
の
条
約
所
定
の
待
遇
を
受
け
る
か
否
か
、

と
い
う
条
約
適
用
の
基
準
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
う
い
う
人
間
を
自
国
の
国
籍
を
も
つ
自
国
の
国
民
と
す
る
か
、

そ
の
要
件
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
、
歴
史
的
伝
統
、
人
口

政
策
、
経
済
政
策
、
軍
事
上
の
要
請
そ
の
他
の
都
合
を
考
え
て
、
任
意
に
そ
の
法
制
度
に
よ
っ
て
定
め
る
。
国
に
よ
っ
て
ち
が
い
、

た

と
え
ば
、
生
ま
れ
て
く
る
人
間
に
つ
い
て
も
、
生
ま
れ
た
場
所
に
関
係
な
く
親
と
の
血
縁
関
係
を
基
準
と
す
る
血
統
主
義
を
採
用
し
て

い
る
国
も
あ
れ
ば
、
逆
に
、

そ
う
い
う
血
縁
に
は
関
係
な
く
生
ま
れ
た
場
所
を
基
準
と
す
る
生
地
（
出
生
地
）
主
義
を
を
採
用
し
て
い

序

章

一
般
国
際
法
上
、
国
家
は
、
外
国
に
対
し
て
自
国
民
を
保
護
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拠
を
お
く
の
が
普
通
で
あ
る
。

る
国
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
両
者
の
折
衷
主
義
を
採
用
し
て
い
る
国
も
あ
る
。
わ
が
国
の
国
籍
法
は
、
血
統
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
親

が
わ
か
ら
な
い
か
国
籍
を
も
っ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
わ
が
国
で
生
ま
れ
た
人
間
も
わ
が
国
の
国
籍
を
も
つ
わ
が
国
の
国
民
と
す
る
こ

と
に
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
第
二
条
）
。
こ
の
よ
う
な
結
果
、
生
ま
れ
て
く
る
人
間
が
無
国
籍
あ
る
い
は
二
重
国
籍
に
な
る
、
と
い
う

こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
国
は
、
無
国
籍
や
二
重
国
籍
と
い
う
不
便
な
現
象
を
で
き
る
だ
け
な
く
す
る
よ
う
に
、
条
約
に
よ
っ
て
国

籍
付
与
に
関
す
る
法
制
度
を
統
一
あ
る
い
は
調
整
す
る
こ
と
を
は
か
っ
て
は
い
る
が
、
生
ま
れ
て
く
る
人
間
に
対
す
る
国
籍
付
与
の
要

件
に
つ
い
て
血
統
主
義
か
生
地
主
義
か
ど
ち
ら
か
に
統
一
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
生
ま
れ
て
く
る
人
間
が
無

国
籍
や
二
重
国
籍
に
な
る
こ
と
が
全
く
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
生
ま
れ
て
き
た
後
で
帰
化
を
認
め
た
り
婚

姻
や
養
子
縁
組
な
ど
の
身
分
行
為
を
国
籍
付
与
の
原
因
に
し
て
い
る
国
も
あ
る
が
、

て
も
要
件
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
各
国
の
任
意
で
あ
る
。
領
域
の
帰
属
の
変
更
を
国
籍
付
与
の
原
因
と
す

る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
の
要
件
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
、

そ
う
い
う
国
籍
付
与
を
認
め
る
か
、
認
め
る
と
し

こ
れ
も
ま
た
各
国
の
任
意
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

国
籍
付
与
の
要
件
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
各
国
の
任
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
は
国
民
と
い
う
も
の
を

不
可
欠
の
構
成
要
素
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
国
家
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
所
定
の
要
件
を
み
た
す
人
間
に
自
国
の
国
籍
の
付
与
を
強

制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
人
間
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
特
定
の
国
の
国
籍
の
取
得
は
、
特
に
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
、
任
意

で
は
な
く
、
強
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
人
間
は
、
自
然
の
感
情
と
し
て
血
縁
関
係
や
地
縁
関
係
と
い
う
も
の
に
愛
着
を
も
ち
、

必
要
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
関
係
国
が
認
め
れ
ば
国
籍
の
あ
る
本
国
以
外
の
場
所
に
ゆ
く
こ
と
も
あ
る
が
、
生
活
の
本
拠
は
本
国
に
お
い

て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
外
国
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
自
分
自
身
の
意
思
が
国
籍

変
更
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

や
は
り
、
新
し
く
本
国
と
な
っ
た
国
に
愛
着
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、

そ
の
本
国
に
生
活
の
本

4
 



な
お
、
人
間
は
、
国
家
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
、

一
定
の
場
所
を
区
切
っ
て
、

こ
と
に
し
て
い
る
。
や
は
り
、
人
間
の
生
活
を
ま
も
り
福
利
を
増
進
す
る
の
に
有
用
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
所
を
国
家
の

領
域
と
い
い
、
国
家
の
そ
の
領
域
に
対
す
る
こ
う
い
う
権
利
を
領
域
権
あ
る
い
は
領
土
権
と
い
っ
て
い
る
。
国
家
の
領
域
に
お
い
て
は
、

そ
の
国
の
国
民
以
外
の
人
間
も
、
本
国
に
対
し
て
そ
の
法
制
度
所
定
の
権
利
を
も
ち
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、

家
の
領
域
権
に
よ
る
統
治
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
国
が
領
域
内
に
い
る
人
間
に
対
し
て
そ
の
国
籍
付
与
の
要
件
を
法
制

度
で
定
め
て
い
る
の
も
、
領
域
権
の
行
使
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
自
由
な
統
治
と
は
い
っ
て
も
、
国
際
法
に
よ
っ
て
制
限

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
、

い
う
自
然
現
象
に
よ
っ
て
増
減
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
領
域
は
、
国
民
お
よ
び
安
定
し
た
政
府
と
と
も
に
国
家
を
構
成
す
る
不

可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
領
域
が
な
け
れ
ば
国
家
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
し
て
、
領
域
と
い
う
の
は
、
動
く
こ
と
の
な
い
特
定
の
場
所
な

の
で
あ
る
。

さ
て
、
船
舶
に
対
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
籍
を
も
つ
国
民
と
い
う
も
の
を
そ
れ
以
外
の
人
間
と
区
別

そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
そ
こ
で
は
排
他
的
に
自
由
な
統
治
を
行
な
う
権
利
を
も
つ
、
と
い
う

い
う
ま
で
も
な
い
。
国
家
の
領
域
は
、
先
占
や
譲
渡
な
ど
と
い
う
国
家
の
行
為
あ
る
い
は
添
付
な
ど
と

い
ろ
い
ろ
の
点
に
つ
い
て
、
ど
こ
か
の
国
が
保
護
を
与
え
た
り
規
制
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
船
舶
は
、
ど
こ
か
の
国
に
登
録
さ
せ
、

そ
の
国
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、

一
般
国
際
法
上
、
公
海
は
、
自
由
、
す
な
わ
ち
各

そ
こ
を
領
域
と
す
る
国

そ
の
国
の
国
旗
を
掲
げ
る
権
利
が
あ
り
、

が
国
権
を
行
使
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
船
舶
の
国
籍
の
あ
る
国
を
旗
国
と
い
っ
て
い
る
。

そ
の
国

船
舶
の
国
籍
も
、
国
際
法
の
面
で
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
船
舶
は
、
航
行
す
る
こ
と
が
そ
の
本
質
で
あ
り
、
し
か
も
、
船
舶
の
航
行

す
る
場
所
は
、
公
海
と
領
水
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
だ
け
で
も
、
船
舶
の
国
籍
が
国
際
法
上
も
つ
機
能
は
、
人
間
の
国

籍
の
そ
れ
よ
り
も
複
雑
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

国
の
国
籍
の
行
使
か
ら
自
由
で
あ
り
、

す
る
と
と
も
に
、

そ
の
反
面
、
利
用
も
自
由
で
あ
り
、

こ
の
利
用
の
自
由
の
な
か
に
は
す
べ
て
の
国
の
船
舶
の
航
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行
の
自
由
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
が
、
船
舶
は
、
外
国
の
領
海
に
お
い
て
も
無
害
通
航
権
と
い
う
も
の
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
領
海
を
外
国
の
船
舶
に
も
開
放
し
て
い
る
の
は
、
領
海
が
航
行
の
自
由
な
公
海
と
直
接
に
接
続
す
る
海
域
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
し

た
が
っ
て
、
領
海
に
お
い
て
漁
獲
や
沿
岸
運
輸
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
沿
岸
国
の
許
可
が
な
け
れ
ば
、
沿
岸
国
の
国
籍
を

も
つ
船
舶
だ
け
で
あ
る
。
最
近
は
、
領
海
の
外
側
に
漁
業
水
域
と
い
う
も
の
を
設
定
す
る
国
が
あ
り
、

年
の
「
公
海
に
関
す
る
条
約
」
と
の
関
係
は
問
題
で
は
あ
る
が
、
そ
う
い
う
国
の
漁
業
水
域
で
漁
獲
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、

は
り
、

そ
の
沿
岸
国
の
許
可
が
な
け
れ
ば
、

「特 や

そ
の
沿
岸
国
の
国
籍
を
も
つ
船
舶
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
自
国
が
承
認
を
与
え
ず
国

交
を
も
っ
て
い
な
い
国
に
国
籍
の
あ
る
船
舶
に
対
し
て
は
、
領
海
の
航
行
も
認
め
る
必
要
は
な
い
。
公
海
は
各
国
の
国
権
の
行
使
か
ら

自
由
で
あ
る
、
と
は
い
っ
て
も
、
完
全
に
自
由
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
公
海
に
お
い
て
も
、
領
水
で
沿
岸
国
の
国
内
法
に
違
反
し
た

外
国
の
船
舶
を
拿
捕
す
る
た
め
に
、
沿
岸
国
は
、
継
続
追
跡
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
公
海
の
秩
序
を
維
持
し
そ
の
利
用
の
自
由
を
確
保

す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
国
は
、
海
賊
行
為
を
す
る
船
舶
を
拿
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
条
約
に
よ
っ
て
奴
隷
取
引
の
禁
止
や
海

底
電
線
の
保
護
な
ど
を
約
束
し
て
い
る
国
は
、
締
約
国
の
国
籍
を
も
つ
船
舶
に
対
し
て
は
条
約
所
定
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
戦
争
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
、
船
舶
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
乗
組
員
や
積
荷
に
つ
い
て
も
、
船
舶
の
国
籍
が
交
戦
国

に
あ
る
か
中
立
国
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
取
扱
か
ち
が
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
海
に
お
い
て
は
、
国
際
法
に
よ

っ
て
特
に
認
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
各
国
は
、
外
国
の
国
籍
を
も
つ
船
舶
に
対
し
て
も
所
定
の
国
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

う
で
な
け
れ
ば
、
船
舶
に
対
し
て
国
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
船
舶
の
国
籍
が
あ
る
国
、
す
な
わ
ち
旗
国
だ
け
な
の

で
あ
る
。
な
お
、
公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
五
条
一
項
は
、
船
舶
に
対
す
る
各
国
の
国
籍
の
許
与
、

そ
の
登
録
お
よ
び
国
旗
を
掲
げ
る

権
利
に
つ
い
て
規
定
し
た
後
、
締
約
国
は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
げ
る
船
舶
、
す
な
わ
ち
自
国
に
国
籍
の
あ
る
船
舶
に
対
し
て
は
、

そ

「
行
政
上
、
技
術
上
及
び
社
会
上
の
事
項
に
つ
い
て
有
効
に
管
轄
権
を
行
使
し
、
及
び
有
効
に
規
制
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
般
慣
習
国
際
法
や
一
九
五
八
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船
舶
と
で
は

の
規
定
が
あ
る
特
別
の
場
合
以
外
は
、
「
公
海
に
お
い
て
そ
の
国
の
排
他
的
管
轄
権
に
服
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
船

舶
の
国
籍
が
ど
こ
に
国
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
国
際
法
上
、
以
上
の
よ
う
な
実
に
重
要
な
機
能
を
も
つ
の
で
あ
る
。

で
は
、

ど
う
い
う
船
舶
を
自
国
の
国
籍
を
も
ち
自
国
の
国
旗
を
掲
げ
る
権
利
が
あ
る
も
の
と
す
る
か
、

国
が
、
海
運
業
務
や
海
上
貿
易
な
ど
の
経
済
政
策
や
海
上
の
安
全
や
航
行
の
能
率
そ
の
他
の
都
合
を
考
え
て
、
任
意
に
そ
の
法
制
度
に

よ
っ
て
定
め
る
。
公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
五
条
一
項
も
、
先
に
ふ
れ
た
が
、
ま
ず
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
各
国
は
、
船
舶
に
対
す
る
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
及
び
自
国
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
に
関
す
る
条
件
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
船
舶
は
、

そ
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
国
の
国
籍
を
有
す
る
。
」
と
。

国
籍
付
与
の
要
件
が
各
国
の
任
意
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
に
つ
い
て
も
船
舶
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
と

一
方
が
、
国
家
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
血
縁
関
係
や
地
縁
関
係
と
い
う
も
の
に
自
然
の

感
情
と
し
て
愛
着
を
も
ち
生
活
の
本
拠
を
一
定
の
場
所
に
お
く
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
は
、
国
家
を
構
成
す
る
不
可
欠

の
要
素
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
が
利
用
す
る
道
具
、
す
な
わ
ち
物
で
あ
り
、

行
す
る
こ
と
が
そ
の
本
質
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
に
対
す
る
国
籍
付
与
の
要
件
は
、
同
日
に
論
ず
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
軍

艦
そ
の
ほ
か
国
家
が
所
有
し
そ
の
国
の
非
商
業
的
役
務
に
だ
け
し
か
使
用
さ
れ
な
い
船
舶
に
つ
い
て
は
、
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

う
い
う
船
舶
は
、
当
然
に
そ
の
国
に
登
録
さ
れ
そ
の
国
の
国
籍
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
私
人

の
所
有
す
る
船
舶
で
あ
る
。
私
人
の
所
有
す
る
船
舶
に
つ
い
て
も
、
人
間
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
、
無
国
籍
と
か
二
菫
国
籍
と
い
う
現

象
が
生
ず
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
船
舶
の
国
籍
は
、
何
ら
か
の
国
に
対
し
て
そ
の
所
定
の
要
件
を
み
た
し
て
所
定
の

手
続
で
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、

そ
の
国
旗
を
掲
げ
る
権
利
は
、
国
籍
の
取
得
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
り
、
公
海
に
関

い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
第
六
条
一
項
は

「
船
舶
は

そ
の
要
件
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の

そ
れ
自
身
と
し
て
は
感
情
を
も
た
ず
、
し
か
も
航

一
国
の
み
の
旗
を
掲
げ
て
航
行
す
る
も
の
と
し
」
、
条
約
に
明
文
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一
国
だ
け
の
国
旗
を
掲
げ
て
航
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
二
か
国
以
上
の

国
旗
を
適
宜
に
使
用
し
て
航
行
す
る
と
、
ど
ち
ら
の
国
の
国
籍
も
第
三
国
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
無
国
籍
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
舶
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
の
国
に
も
登
録
し
な
い
と
か
一
一
か
国
以
上
に
登
録
す
る
と
い
う
こ
は
、

ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
船
舶
に
対
す
る
国
籍
付
与
の
基
準
と
し
て
は
、
製
造
地
、
所
有
者
の
国
籍
や
乗
組
員
の
国
籍
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
＇
船
舶
そ
の
も
の
に
は
地
縁
関
係
に
対
す
る
愛
着
と
い
う
よ
う
な
感
情
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
登
録
す
る
の
は
人
間
で
あ
り
、

造
船
技
術
や
製
造
価
格
の
競
争
が
さ
か
ん
な
現
在
、
製
造
地
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
か
、
疑
問
で
あ
る
。
わ

が
国
の
船
舶
法
は
、

わ
が
国
の
官
庁
ま
た
は
公
署
の
所
有
す
る
船
舶
を
わ
が
国
の
船
舶
と
し
て
い
る
ほ
か
、
所
有
者
が
わ
が
国
の
国
民

で
あ
る
こ
と
を
わ
が
国
の
船
舶
と
す
る
こ
と
の
―
つ
の
要
件
と
し
て
い
る
（
第
一
条
）
が
、

達
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
の
よ
う
に
所
有
者
の
国
籍
を
基
準
と
す

る
と
し
て
も
、
船
舶
と
所
有
者
の
間
に
は
血
縁
関
係
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
国
籍
企
業
と
い
う
も
の
が
ま
す
ま
す
発

そ
う
い
う
基
準
に
も
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
名
儀
だ
け
の
所
有
者
を
つ

く
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
乗
組
員
の
国
籍
を
基
準
と
す
る
と
し
て
も
、

血
縁
関
係
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
乗
組
員
の
国
籍
が
同
一
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
も
、
船
舶
は
、
国
家
を
構
成

す
る
不
可
欠
の
要
素
で
は
な
く
、
航
行
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
も
の
と
し
て
人
間
が
利
用
す
る
道
具
な
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
側

と
し
て
は
、
国
籍
付
与
の
要
件
は
任
意
で
は
あ
っ
て
も
、
任
意
に
一
定
の
船
舶
に
国
籍
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
強
制
す
る
わ
け
に
は

ゆ
か
な
い
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
側
と
し
て
は
、
船
舶
に
つ
い
て
ど
こ
の
国
の
国
籍
を
選
択
す
る
か
、

る
。
そ
こ
に
、
船
舶
に
対
す
る
国
籍
付
与
の
要
件
を
ご
く
ゆ
る
や
か
な
も
の
に
す
る
国
も
あ
り
、

す
る
条
約
の
第
六
条
も
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
船
舶
は
、

ほ
と

や
は
り
、
船
舶
と
乗
組
員
の
間
に
は

と
い
う
こ
と
は
任
意
な
の
で
あ

そ
う
い
う
国
の
国
籍
を
選
択
す
る
人

間
も
い
る
、
す
な
わ
ち
、
最
近
で
は
一
般
に
「
便
宜
置
籍
」
と
い
う
言
葉
で
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
便
宜
船
籍
と
い
う
現
象
が
生
ず

る
ゆ
え
ん
が
あ
る
の
で
あ
る
。
リ
ベ
リ
ア
や
パ
ナ
マ
な
ど
の
よ
う
に
船
舶
に
対
す
る
国
籍
付
与
の
要
件
を
ご
く
ゆ
る
や
か
な
も
の
に
し

8
 



生
し
た
政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
、
す
な
わ
ち

I
M
C
0
条
約

(
C
o
n
v
e
n
t
1
0
n
o
n
 t
h
e
 
I
n
t
e
r
g
o
v
e
目
nental

M
a
r
i
t
i
m
e
 
C
o
n
s
u
l
t
a
,
 

tive 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
)
 
の
第
二
八
条
の
規
定
す
る

I
M
C
0
の
海
上
安
全
委
員
会

(
M
a
r
i
t
i
m
e
S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
の
構
成
員
で
あ

る
国
の
選
出
の
際
で
あ
っ
た
。
同
条
約
の
第
二
八
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
委
員
会
を
構
成
す
る
の
は
、

係
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
総
会

(
A
s
s
e
m
b
l
y
)

が
選
出
す
る
十
四
の
加
盟
国
」
で
、

保
有
国

(
t
h
e
largest 
s
h
i
pー

0
g
1
m
g
n
a
t
1
0
n
s
)
 

に
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
、

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

た
と
え
ば
、
多
数
の
船
員
の
供
給
に
つ
き
、
又
は
多
数
の
寝
床
及
び
無
寝
床
の
旅
客
の
輸
送
に

つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
国
及
び
主
要
な
地
理
的
地
域
が
適
当
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
委
員
会
の
構
成
国
の
任
期
は
、

四
年
間
で
あ
る
。
委
員
会
を
構
成
す
る
国
の
選
出
を
議
題
の
一
っ
と
し
た
一
九
五
九
年
一

月
の
第
一
回
の
総
会
に
事
務
局
長
が
提
出
し
て
い
た
一
九
五
八
年
の
ロ
イ
ド
船
級
協
会
の
船
舶
登
録
統
計
表
に
基
く
加
盟
国
の
商
船
隊

の
総
ト
ン
数
の
表
に
よ
れ
ば
、

リ
ベ
リ
ア
が
第
三
位
で
、

パ
ナ
マ
が
第
八
位
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

を
構
成
す
る
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
選
出
さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
有
し
主
要
な
地
理
的
地
域

を
適
当
に
代
表
す
る
国
と
し
て
も
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
求
め
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
総
会
は
、

規
定
に
準
拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
選
挙
は
有
効
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
勧
告
的

意
見
を
求
め
た
。
特
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
「
八
最
大
船
腹
保
有
国
」
と
い
う
の
は
各
国
に
登
録
さ
れ
た
船
舶
の
ト
ン
数
だ
け
に
よ
っ
て
決

国
際
法
上
、
船
舶
の
国
籍
が
最
初
に
大
き
く
問
題
に
な
っ
た
の
は

て
多
く
の
船
舶
を
自
国
に
登
録
さ
せ
自
国
の
国
籍
を
も
つ
船
舶
を
多
く
し
て
い
る
国
を
「
便
宜
置
籍
国
」
あ
る
い
は
「
便
宜
船
籍
国
」

‘ヽ,‘

と
し
し

こ
う
い
う
国
に
登
録
さ
れ
こ
う
い
う
国
の
国
籍
を
も
っ
て
い
る
船
舶
を
「
便
宜
置
籍
船
」
と
い
っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
国
は
、
加
盟
国
た
る
国
の
政
府
で
海
上
の
安
全

リ
ベ
リ
ア
は
、

こ
れ
を
う
け
て
、

リ
ベ
リ
ア
も
パ
ナ
マ
も
、
委
員
会

こ
の
条
約
の
第
二
八
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
国
際

そ
の
選
出
し
た
海
上
安
全
委
員
会
は
条
約
の

「
そ
の
う
ち
八
以
上
の
国
は
、
最
大
の
船
腹

「
海
上
の
安
全
に
軍
大
な
利
害
関

一
九
五
九
年
一
月
、
前
年
の
一
九
五
八
年
の
三
月
に
効
力
を
発

，
 



け
て
い
る
。
こ
の
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
と
は

舶
と
の
間
に
は

そ
れ
で
は
、
便
宜
置
籍
と
は
、

定
さ
れ
、
委
員
会
を
構
成
す
る
国
と
し
て
そ
う
い
う
最
大
船
腹
登
録
ト
ン
数
を
保
有
す
る
国
を
選
出
す
る
こ
と
は
法
的
義
務
な
の
で
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
翌
一
九
六

0
年
の
六
月
、
「
最
大
船
腹
保
有
国
」
と
い
う
の
は
各
国
に
登
録
さ
れ
た
船
舶
の

ト
ン
数
を
も
っ
ば
ら
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
委
員
会
は
条
約
の
規
定
に
準
拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
勧
告
的
意
見
を
表
明
し
た
。
こ
こ
で
国
際
法
上
の
船
籍
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
「
最
大
船
腹
保
有
国
」
の
意
義
の
根
本
に
あ
る

の
は
、
実
は
、
便
宜
置
籍
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
一
章
で
は
、
政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
、
す
な
わ
ち
I
M
C
o
条
約

の
採
択
お
よ
び
効
力
の
発
生
に
は
じ
ま
る
上
述
の
よ
う
な
経
緯
を
紹
介
し
、

一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
は
便
宜
置
籍
国
あ
る
い
は
便
宜

船
籍
国
と
い
わ
れ
て
い
る
国
は
、
ど
う
い
う
国
で
あ
り
、

は
、
非
難
や
攻
撃
を
あ
び
せ
て
い
る
が
、

お
よ
び
国
旗
を
掲
げ
る
権
利
に
つ
い
て
規
定
し
、

そ
の
実
態
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
、
船
舶
に
対
す
る
国
籍
の
付
与
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
法
制
度
を
採
用
し
て
い
る
か
、
便
宜
置
籍
あ
る
い
は
便
宜
船
籍
と
い
う
も
の
に
対
し
て
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
海
運
国

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
点
か
ら
な
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
五
条
一
項
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

そ
の
上
で
、
船
舶
に
対
す
る
旗
国
の
管
轄
権
の
行
使
と
規
制
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

る
が
、
旗
国
の
管
轄
権
の
行
使
と
規
制
に
関
す
る
規
定
の
前
に
、
船
舶
が
国
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
も
ち
国
籍
の
あ
る
国
と
そ
の
船

「
真
正
な
関
係
（
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
、

a
g
e
n
u
i
n
e
 l
i
n
k
)

が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
」
と
い
う
規
定
を
設

一
体
ど
う
い
う
も
の
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に

は
、
国
際
連
合
の
国
際
法
委
員
会
が
公
海
制
度
に
つ
い
て
国
連
の
総
会
に
提
出
し
た
報
告
書
の
な
か
の
船
舶
の
国
籍
に
関
す
る
規
定
の

採
択
か
ら
公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
五
条
一
項
の
こ
の
よ
う
な
規
定
が
採
択
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
、
第
二
章
で
は
、

こ
れ
ら
の
問
題
を
実
証
的
に
考
察
し
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
上
述
の
よ
う
な
問
題
の
所
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
ず
、
船
舶
に
対
す
る
国
家
の
国
籍
の
許
与
、

そ
の
登
録

10 



し
て
第
一
次
理
事
会
が
決
定
し
た
六
加
盟
国
と
い
う
の
は

一
九
六

ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
に
よ
れ
ば
第
三
位
の
リ
ベ
リ
ア
を
除
く
上
位
最

と

(d.）
種
理
事
国
だ
け
で
、
し
か
も
、

同
条
約
の
第
一
八
条
に
よ
れ
ば
、

害
関
係
を
も
っ
六
加
盟
国
、

第
一
七
条
に
よ
れ
ば
、

(

a

)

国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
六
加
盟
国
、

(
b
)
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利

ロ
イ
ド

の
勧
告
的
意
見
に
よ
れ
ば
I
M
C
0
条
約
の
規
定
に
準
拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

0
の
第
二
回
総
会
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
構
成
国
の
改
選
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
改
選
で
は
、
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
、

船
級
協
会
の
同
年
の
船
舶
登
録
統
計
表
に
よ
る
第
四
位
の
リ
ペ
リ
ア
を
ふ
く
む
上
位
の
最
大
船
腹
保
有
国
八
か
国
が
、
国
際
司
法
裁
判
所

の
勧
告
的
意
見
に
し
た
が
っ
て
、
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
総
会
に
お
い
て
は
、
理
事
会

(
C
o
u
n
c
i
l
)

の
理
事
国
の
改
選
も
行
な
わ
れ
た
。

理
事
国
の
任
期
は
、
二
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
通
常
総
会
の
次
の
会
期
ま
で
の
二
年
間
で
あ
る
。
理
事
会
を
構
成
す
る
の
は
、
同
条
約
の

(

C

)

国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
な
か
か
ら
総
会
が
選
出
す
る
二
加
盟
お

よ
び

(
d
)
国
際
海
上
貿
易
に
実
質
的
に
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
な
か
か
ら
総
会
が
選
出
す
る
二
加
盟
国
の
計
一
六
の
加
盟
国
で
あ
り
、

(

a

)

種
理
事
国
と

(
b
)
種
理
事
国
は
理
事
会
が
決
定
し
、
総
会
が
選
出
す
る
の
は
(

C

)

種
理
事
国

第
一
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
の
選
出
の
基
準
と
さ
れ
た
の
は
、
登
録
ト
ン
数
で
あ
り
、
第
二
次
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
と

大
船
腹
保
有
国
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

(

C

)

種
理
事
国
の
選
出
に
つ
い
て
は
理
事
会
が
候
補
国
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

リ
ベ
リ
ア
も
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
に
よ
る
第
一
―
位
の
船
舶
保
有
国
で
あ
る
。
ハ
ナ
マ
も
、

第
一
次
理
事
会
と
同
じ
く
、
第
二
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
と
し
て
も
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見

は
、
実
は
、
便
宜
置
籍
あ
る
い
は
便
宜
船
籍
の
問
題
を
ふ
く
み
理
事
会
の
構
成
に
つ
い
て
も
問
題
を
残
し
た
の
で
あ
っ
た
。

年
の
第
三
回
総
会
に
お
い
て
は
、
理
事
会
の
構
成
お
よ
び
理
事
国
の
選
出
に
つ
い
て
規
定
し
た
条
約
の
第
一
七
条
お
よ
び
第
一
八
条
の

改
正
が
審
議
さ
れ
、
翌
一
九
六
四
年
の
第
二
回
臨
時
総
会
に
お
い
て
、

理
事
国
数
の
増
大
、

理
事
国
全
部
の
総
会
に
よ
る
選
出
お
よ
び

一
九
六
一
年
の

I
M
C

I
M
C
0
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
国
の
任
期
は
四
年
間
で
あ
る
が
、

一
九
五
九
年
の
選
挙
に
よ
る
委
員
会
は
国
際
司
法
裁
判
所

11 



し
て
は
、

し
、
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
条
項
の
改
正
案
が
採
択
さ
れ
、

一
九
七
八
年
、
こ
れ
ら
の
改
正
が
効
力
を
発
生
し
た
。

つ
い
で
第
二
段
階
と

力
を
発
生
し
た
。

一
九
六
四
年
の
第
二
回
臨
時
総
会
に
お
い
て
は
、
海
上
安
全
委
員
会
に
つ
い
て
規
定
し
た
第
二
八
条
の
改
正
案
も
提

出
さ
れ
、
翌
一
九
六
五
年
の
第
四
回
総
会
に
お
い
て
、
構
成
国
数
の
増
大
、

ナ
マ
が
選
出
さ
れ
な
い
こ
と
は
変
わ
ら
ず
、
第
一
位
の
リ
ベ
リ
ア
も
、
落
選
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
第
一
七
条
お
よ
び
第
一
八

一
年
の
第
七
次
理
事
会
の
理
事
国
の
選
挙
で
も
、

総
会
に
お
い
て
、

三
段
階
と
し
て
、

リ
ベ
リ
ア
も
パ
ナ
マ
も
選
出
さ
れ
な
い
こ
と
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

一
九
六
九
年
だ
け
で
は
な
く
一
九
六
七
年
も
一
九
七
一
年
も
、
船
腹
登
録
量
が
世
界
第
一
位
、

一
九
六
九
年
だ
け
で
は
な
く
一
九
七
一
年
も
第
一
一
位
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

I
M
C
0
条
約
は
、
三
段
階
を
へ
て
全
面
的
な
改
正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
は
、

ロ
イ
ド
船
舶
登

一
九
七
四
年
の
第
五
回
臨
時

理
事
会
の
理
事
国
数
の
増
大
お
よ
び
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
国
の
地
位
の
加
盟
国
全
部
に
対
す
る
開
放
を
主
眼
と

一
九
七
五
年
の
第
九
回
総
会
に
お
い
て
、
す
で
に
改
正
案
が
採
択
さ
れ
た
理
事
会
お
よ
び
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
お
よ
び

規
模
と
そ
れ
ら
の
関
連
事
項
以
外
の
広
い
範
囲
に
わ
た
る
改
正
案
が
採
択
さ
れ
た
。
条
約
の
名
称
を
「
国
際
海
事
機
構
条
約
(
C
o
n
v
e
n
,

tion o
n
 the 
International. M
a
r
i
t
i
m
e
 O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
)

と
ナ
ソ
る
改
正
案
が
採
択
さ
れ
た
の
も
、

一
九
七
七
年
の
第
一

0
回
総
会
に
お
い
て
、

な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
三
章
で
は
、

こ
の
と
き
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
第

そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
も
改
正
案
が
採
択
さ
れ
、
全
面
的
な
改
正
が
行

I
M
C
0
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
国
お
よ
び
理
事
会
の
理
事
国
の
一
九
六
一

。
ハ
ナ
マ
は
、

一
九
六
七
年
に
は
第
―
二
位
、

録
統
計
表
に
よ
れ
ば
、

リ
ベ
リ
ア
は
、

条
の
改
正
後
の
一
九
六
七
年
の
第
五
次
理
事
会
の
理
事
国
の
選
挙
、

一
九
六
九
年
の
第
六
次
理
事
会
の
理
事
国
の
選
挙
お
よ
び
一
九
七

生
し
た
。
し
か
し
、

一
九
六
九
年
の
第
四
次
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
国
の
選
挙
で
は
、

ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
の
第
一
―
位
の
パ

び
明
確
な
地
理
的
配
分
を
主
眼
点
と
し
た
改
正
案
が
採
択
さ
れ
、

一
九
六
八
年
、
こ
の
改
正
は
、
必
要
な
条
件
を
み
た
し
て
効
力
を
発

-
0最
大
船
腹
保
有
国
の
な
か
か
ら
八
か
国
の
選
出
お
よ

理
事
国
の
公
平
な
地
理
的
配
分
を
規
定
し
た
改
正
案
が
採
択
さ
れ
、

一
九
六
七
年
、
こ
れ
ら
の
改
正
は
、
必
要
な
条
件
を
み
た
し
て
効
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約
案
の
作
成
お
よ
び
採
択
が
意
図
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、

一
九
六
四
年
に
国
際
連
合
の
総
会
の
補
助
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た

ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
お
よ
び
「
第
六
章

船
舶
と
国
籍
」
と
つ
づ
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。

一
九
七
三
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
第
一
二
次
国

け
ら
れ
、
さ
ら
に
、
「
第
四
章

「
中
国
」
と
い
わ
れ
、

義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

年
の
改
選
の
経
緯
を
紹
介
し
、

わ
れ
て
い
る
の
は
、

「
船
籍
論
序
説
ー
便
宜
置
籍
に
関
連
し
て
ー
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ

「
ド
イ
ツ
」
と
い

一
九
六
五
年
三
月
発
行
の
「
国
際
法
外

っ
ぎ
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
先
の
勧
告
的
意
見
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
考
察
し
た
上
で
、
理
事
会
の
構

成
と
理
事
国
の
選
出
に
つ
い
て
規
定
し
た

I
M
C
o
条
約
の
第
一
七
条
と
第
一
八
条
の
改
正
お
よ
び
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
と
構
成

国
の
選
出
に
つ
い
て
規
定
し
た
同
条
約
の
第
二
八
条
の
改
正
の
経
緯
を
紹
介
し
て
、

M
C
0
条
約
の
全
面
的
な
改
正
の
経
緯
を
紹
介
し
た
上
で
、
特
に
海
上
安
全
委
員
会
お
よ
び
理
事
会
の
構
成
お
よ
び
規
模
の
改
正
の
意

第
一
章
、
第
二
章
お
よ
び
第
三
章
に
あ
た
る
部
分
は
、
す
で
に
、

そ
れ
ぞ
れ
同
じ
題
名
で
、

交
雑
誌
」
第
六
三
巻
六
号
、
同
年
同
月
発
行
の
「
神
戸
法
学
雑
誌
」
第
一
四
巻
四
号
お
よ
び
一
九
七
九
年
一
二
月
発
行
の
同
じ
く
「
神
戸

法
学
雑
誌
」
第
二
八
巻
四
号
に
掲
載
さ
れ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

そ
れ
ぞ
れ
、
中
華
民
国
す
な
わ
ち
現
在
の
い
わ
ゆ
る
台
湾
の
こ
と
で
あ
り
、

ゆ
る
西
ド
イ
ツ
の
こ
と
で
あ
る
。

嘉
納
孔
教
授
の
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
全
体
の
構
成
と
し
て
、

こ
こ
で
、

第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
の
単
一
交
渉
包
括
草
案
の
船
籍
条
項
」
、
「
第
五
章

連
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
は
、
公
海
の
項
目
の
な
か
で
船
舶
の
国
籍
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、

U
N
C
T
A
D
(
U
n
i
t
e
d
 Nations 
Conference o
n
 T
r
a
d
e
 a
n
d
 Development, 

リ
ン
ク
お
よ
び
便
宜
置
籍
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

い
る
問
題
を
実
証
的
に
紹
介
、
考
察
さ
れ
、

そ
れ
ら
の
改
正
の
意
義
を
考
察
し
、
さ
ら
に
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
す
な
わ
ち
い
わ

U
N
C
T
A
D
と
ジ
ェ

そ
の
条
項
を
ふ
く
む
海
洋
法
に
関
す
る
条

国
際
連
合
貿
易
開
発
会
議
）
も
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・

そ
れ
ら
の
経
緯
お
よ
び
そ
れ
ら
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て

そ
の
上
で
、
船
舶
の
国
籍
が
特
に
便
宜
置
籍
と
の
関
連
に
お
い
て
国
際
法
上
は
ら
ん
で
い

13 



っ
た
。
第
三
章
の
次
に
こ
れ
を
つ
け
加
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

る
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
指
摘
し
、

く
む
船
舶
の
国
籍
の
問
題
は
、
国
際
海
運
や
国
際
海
上
貿
易
な
ど
の
国
際
経
済
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
漁
業
、
航
行
の
安
全
、
海
洋

汚
染
、
海
洋
開
発
、
船
員
の
労
働
条
件
、
海
上
保
険
、
多
国
籍
企
業
あ
る
い
は
開
発
途
上
国
な
ど
の
問
題
、
さ
ら
に
は
国
際
政
治
の
問

題
と
い
う
実
に
広
い
範
囲
の
問
題
と
の
間
に
相
関
関
係
を
も
つ
実
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
船
舶
の

国
籍
の
問
題
を
国
際
法
学
の
面
か
ら
体
系
的
に
と
り
あ
げ
た
学
者
と
し
て
は
、
教
授
は
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
最
初
の

学
者
で
あ
る
。
第
三
章
に
あ
た
る
部
分
を
発
表
さ
れ
た
一
九
七
九
年
三
月
か
ら
一
年
も
経
た
な
い
一
九
八

0
年
一
月
一
八
日
、

重
な
研
究
を
半
ば
に
し
て
急
逝
さ
れ
た
。
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
逝
去
さ
れ
る
二
か
月
足
ら
ず
前
の
一
九
七
九
年
―
一
月
ニ
―
日
、

第
四
回
国
際
海
洋
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
二
日
目
の
午
後
、
便
宜
置
籍
船
を
と
り
あ
げ
た
第
三
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
。
ハ
ネ
リ
ス
ト
と
し

て
病
魔
を
押
し
て
発
言
さ
れ
た
。

「
便
宜
置
籍
船
」
と
題
さ
れ
た
も
の
で
、

（

畝

村

繁

）

そ
れ
ら
に
対
す
る
教
授
の
見
解
を
提
示
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
便
宜
置
籍
を
ふ

こ
の
貴

こ
れ
が
国
際
法
学
者
と
し
て
の
教
授
の
最
後
の
発
言
と
な
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第
三
節

第
二
節

第
一
節

第
一
節

政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
構
成

海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙

最
大
船
腹
保
有
国
の
意
義政

府
間
海
事
協
議
機
構
の
構
成

フ
ラ

一
九
四
八
年
二
月
十
九
日
か
ら
三
月
六
日
ま
で
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
連
合
海
事
会
議

(
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
 M
a
n
t
1
m
e
 

C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
)
は
、
政
府
間
海
事
協
議
機
構

(
I
n
t
e
r
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
M
a
r
i
t
i
m
e
 C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
v
e
 O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
.

以
下

I

M

C

O
と

(

1

)

 

略
称
）
を
設
立
す
る
条
約
を
採
択
し
た
。
こ
の
国
際
連
合
海
事
会
議
に
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ブ
ラ

ジ
ル
・
カ
ナ
ダ
・
チ
リ
ー
・
中
国
・
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
・
チ
ェ
ッ
コ
・
デ
ン
マ
ー
ク
・
ド
ミ
ニ
カ
・
エ
ジ
プ
ト
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・

ン
ス
・
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
ン
ド
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
イ
タ
リ
ー
・
レ
バ
ノ
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
パ

キ
ス
タ
ン
・
パ
ナ
マ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ペ
ル
ー
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
エ
ー
デ
ン
・
ス
イ
ス
・
ト
ル
コ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
三
十

ニ
カ
国
が
代
表
を
お
く
り
、

キ
ュ
ー
バ
・
エ
ク
ア
ド
ー
ル
・
イ
ラ
ン
・
南
阿
の
四
カ
国
、
国
際
労
働
機
構
(
I
L
O
)
•世
界
保
健
機
構

ー

国

際

法

上

の

船

籍

日

I

第
一
章
政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
第
二
十
八
条

l 5 



(
W
H
O
)
 
•
国
際
電
気
通
信
連
合
(
I
T
U
)
•
国
際
民
間
航
空
機
構
(
!
C
A
O
)
•世
界
気
象
機
構
(
W
M
O
)の
五
つ
の
国
連
専
門
機
関
、

及
び
国
際
協
同
組
合
同
盟

(International

C
8
p
e
r
a
t
i
v
e
 

m
e
r
c
e
)
•国際
法
協
会

(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

L
a
w
 Association) 

Federation)
の
四
民
間
団
体

(international
n
o
n
。g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
o
r
g
a
m
z
a
t
i
o
n
)
 

こ
の
国
際
連
合
海
事
会
議
で
採
択
さ
れ
た
政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約

(
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
o
n
 the 
I
M
C
O
.
 

一
九
四
六
年
三
月
三
日
に
設
立
さ
れ
た
連
合
国
海
事
協
議
理
事
会

(United
M
a
r
i
t
i
m
e
 Consultative C
o
u
n
c
i
l
)

が
一
九
四
六

年
十
月
に
作
成
し
た
条
約
草
案
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

I
M
C
0
の
構
成
は
こ
の
一
九
四
六
年
の
条
約
草
案
の
線
に
そ
っ
て
い

(
3
)
 

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

I
M
C
0
条
約
第
二
十
八
条
に
つ
い
て
の
問
題
点
の
解
明
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
一
九
四
六
年
の
条
約
草

案
な
ら
び
に
そ
の
起
草
の
経
過
は
曝
々
参
考
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

I
M
C
0

に
は
、
主
要
機
関
と
し
て
総
会

(
A
s
s
e
m
b
l
y
)

・
理
事
会
(
C
o
u
n
c
i
l
)
•

海
上
安
全
委
員
会
(
M
a
r
i
t
i
m
e

Safety 
C
o
m
。

m
i
t
t
e
e
)

・
事
務
局

(
S
e
c
r
e
t
a
n
a
t
)
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

•
国
際
商
工
会
議
所
(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

C
h
a
m
b
e
r
 of 
C
o
m
。

•
国
際
連
輸
労
働
者
連
盟

(
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l

T
r
a
n
s
p
o
r
t
 
W
o
r
k
e
r
s
'
 

(
2
)
 

は
オ
プ
ザ
ー
バ
ー
を
派
遣
し
た
。

I
M
C
o
条
約
と
略
称
）

そ
の
他
必
要
に
よ
っ
て
補
助
機
関
が
設
け
ら
れ
る

(
I
M
C
0
条
約
第
十

―
一
条
）
。
総
会
は
、
投
票
権
を
も
た
な
い
准
加
盟
国
を
ふ
く
む
全
加
盟
国
で
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

(
I
M
C
0
条
約
第
十
条
及
び
第
十
―
―
―

条
）
。
理
事
会
は
、
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
っ
六
加
盟
国
、
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
六
加

盟
国
、
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
加
盟
国
の
中
か
ら
総
会
が
選
出
す
る
ニ
カ
国
、
国
際
海
上
貿
易
に
実
質

的
な
利
害
関
係
を
も
つ
加
盟
国
の
中
か
ら
総
会
が
選
出
す
る
ニ
カ
国
の
以
上
十
六
の
理
事
国
で
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
(
I
M
C
o
条

約
第
十
七
条
）
。
た
だ
し
、

こ
の
理
事
会
で
も
、
次
の
海
上
安
全
委
員
会
で
も
、
准
加
盟
国
は
理
事
国
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
I
M
C

0
条
約
第
十
条
）
。
海
上
安
全
姿
員
会
は
、
総
会
か
ら
四
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
る
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
十
四
の
理

事
国
で
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

(
I
M
C
o
条
約
第
二
十
八
条
）
。
事
務
局
は
、
総
会
の
承
認
を
え
て
理
事
会
が
任
命
す
る
事
務
局
長
、

ま、．．
 

A
l
l
i
a
n
c
e
)
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ス
イ
ス

メ
リ
カ

一
九
五
六
年
に
エ
ク
ア
ド
ー
ル

と
に
な
っ
て
い
る

(
I
M
C
0
条
約
第
六
十
条
）
。

下
巻
、
昭
和
二
十
五
年
、
三
五
六
頁
。

一
九
五
八
年
十
二
月
三
十
一
日
と
一
九
五

一
九
五
三
年
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ハ
イ
チ
・
ド
ミ
ニ
カ

一
九
五
四
年
に
エ
ジ
プ
ト
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
・
メ
キ
シ
コ

一
九
五
五
年
に

一
九
五
一
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
ビ
ル
マ
・
ベ
ル
ギ
ー

一
九
五
二
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ス
ラ
エ
ル

一
九
四
八
年
に
カ
ナ
ダ
、

一
九
四
九
年
に
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ

一
九
五

0
年
に
ア

て 海
上
安
全
委
員
会
書
記
長
、

そ
の
他
必
要
な
職
員
で
構
成
さ
れ

(
I
M
C
o
条
約
第
二
十
―
―
一
条
及
び
第
一
―
-
+
＝
一
条
）
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
か
れ
て

I
M
C
0
条
約
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
四
八
年
三
月
六
日
に
国
際
連
合
海
事
会
議
で
採
択
さ
れ
、
直
ち
に
署
名
の
た
め
に
開
か
れ

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
チ
リ
ー
・
コ
ロ
ン
ビ
ャ
・
エ
ジ
プ
ト
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
フ
ラ
ン
ス
・
ギ
リ

シ
ャ
・
イ
ン
ド
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
イ
タ
リ
ー
・
レ
バ
ノ
ン
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
イ
ス
・
ト
ル
コ
・
イ
ギ

(
4
)
 

リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
二
十
力
国
の
代
表
が
自
国
政
府
の
受
諾
を
条
件
と
し
て
署
名
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

I
M
C
0
条
約
は
、
そ
の
船
腹

の
総
計
ト
ン
数
が
百
ガ
グ
ロ
ス
・
ト
ン
以
上
で
あ
る
七
カ
国
を
ふ
く
む
二
十
一
カ
国
が
条
約
当
事
国
と
な
っ
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
こ

一
九
五
八
年
一
月
一
一
日
に
イ
ラ
ン
が
受
諾
書
を
寄
託
し
て
条
約
当
事
国
と
な
り
、
同
年
一
二
月
十
七
日
に
日
本
が
受
諾
書
を
寄
託
し
て
条

約
当
事
国
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
国
際
連
合
海
事
会
議
で
採
択
さ
れ
て
か
ら
十
年
に
し
て

I
M
C
0
条
約
は
よ

(
5
)
 

う
や
く
効
力
を
発
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
問
題
と
な
っ
た
パ
ナ
マ
と
リ
ベ
リ
ヤ
は
、

(
6
)
'
 

九
年
一
月
六
日
に
そ
れ
ぞ
れ
条
約
当
事
国
と
な
っ
た
。

(
1
)
I
M
C
0
条
約
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
条
約
局
、
多
数
国
間
条
約
集
（
改
訂
版
）
、
昭
和
―
―
-
＋
六
年
、
七
二
三
頁
以
下
を
参
照
。

(
2
)
日
本
国
際
連
合
協
会
、
国
際
連
合
大
観

一
九
五
七
年
に
イ
タ
リ
ー
が
受
諾
書
を
寄
託
し
、
条
約
当
事
国
は
十
九
カ
国
と
な
っ
た
。

(
3
)
H
i
g
g
i
n
s
 a
n
d
 C
o
l
o
m
b
o
s
,
 
T
h
e
 International 
L
a
w
o
f
 t
h
e
 S
e
a
,
 
1
9
5
1
,
 
p
.
 2

9
7
.
 

い
る

(
I
M
C
0
条
約
第
四
十
四
条
）
。
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海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
は
、

I
M
C
o
条
約
第
二
十
八
条
(

a

)

に

第
二
節

(
6
)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
条
約
集
、
七
五
八
頁
。

(
4
)
日
本
国
際
連
合
協
会
、
前
掲
書
、
三
五
七
頁
。

(
5
)
W
r
i
t
t
e
n
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 States 
of 
A
m
e
r
i
c
a
;
 Internat10nal 
C
o
u
r
t
 
of 
Justice: 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
,
 O
r
a
l
 

Arguments•Dguments, 

C
o
n
s
t
i
t
u
t
1
0
n
 of 
t
h
e
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
t
h
e
 I
n
t
e
r
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 

C
o
n
s
u
l
 tat1 ve 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
 1
9
6
0
 

(
以
下
、

I.C.
J. 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 
1
9
6
0
.

と
略
記
す
る
）

船
腹
の
総
計
ト
ン
数
が
百
万
グ
ロ
ス
・
ト
ン
以
上
の
国
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
カ
ナ
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
・
日
本
・
オ
ラ
ン
ダ
・
イ

ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
八
国
で
あ
っ
た
。

海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙

一
九
五
八
年
三
月
十
七
日
に

I
M
C
o
条
約
は
効
力
を
発
生
し
た
が
、

パ
ナ
マ
の
地
位
・
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
お
こ
り
、

p
.
 1

6
2
.

な
お
、
こ
の
一
―
十
一
カ
国
の
中
で

I
M
C
0
の
第
一
回
総
会
は
一
九
五
九
年
一
月
六
日
に
ロ
ン

ド
ン
に
召
集
さ
れ
た
。
投
票
権
の
あ
る
正
加
盟
国
で
第
一
回
総
会
に
参
加
し
た
の
は
二
十
八
カ
国
で
あ
っ
た
。
海
上
安
全
委
員
会
の
理

(
1
)
 

事
国
の
選
挙
は
、
総
会
の
議
題
十
一
と
な
っ
て
お
り
、
総
会
は
一
月
十
四
日
に
こ
の
議
題
に
は
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

I
M
C
o

条
約
を
採
択
し
た
一
九
四
八
年
の
国
際
連
合
海
事
会
議
で
は
登
録
ト
ン
数
に
お
い
て
当
時
で
は
世
界
の
六
番
目
で
あ
っ
た
新
興
海
運
国

パ
ナ
マ
は
、
第
一
運
営
委
員
会

(
M
a
1
n
W
o
r
k
1
n
g
P
a
r
t
y
.

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
プ
ラ
ジ
ル
・
中
国
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ン
ド
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ス
エ
ー
デ
ン
・
イ
ギ

リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
で
構
成
さ
れ
た
）
に
も
、

I
M
C
o
条
約
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
に
よ
る
第
一
次
理
事
会

(
I
M
C
0
条
約
付
属
書
［
参

照
）
に
も
え
ら
ば
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
議
題
十
一
の
審
議
に
は
い
る
前
か
ら
、
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
を
め
ぐ
っ

(
2
)
 

て
紛
議
が
お
こ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。
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ノゞ＇ ア メ イ ホ 轟 卜 ベ‘ 才 ヘ ア 力
キ イ キ ス ン Jレ ｝レ I イ

Jレ ナ
ス Jレ シ ラ ジ コ ギ ス

ン
ゼ ダ

ド
夕 ラ コ 工 ユ I 卜

、一
ン

ン ン ｝レ ラ ラ チ
ド ス リ ン

ヤ

ヽ ヽ

ヘ
五 五 8 ， /＇ ‘ ， 

゜
五ー」

゜
九 ノ心

ノ‘
八

_.__ 
五 八 九 五 八 五/‘ ヽ

九 -'---Iヽ 八 /， ‘ 四 一 五 八Iヽ

/＇ ‘ 九

゜
七 四 四 七 八 八

九 七

゜゚
五

゜
八 五 七
ヽ

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
総
会
に
は

「
海
上
安
全
委
員
会
は
、
加
盟
国
た
る
国
の
政
府
で
海
上
の
安
全
に
菫
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
総
会
が
選
出
す
る
十
四
の
加

盟
国
で
構
成
す
る
。
そ
の
う
ち
八
以
上
の
国
は
、
最
大
の
船
腹
保
有
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
国
は
、
加
盟
国
た
る
国
の
政
府
で
海
上
の

安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
、
た
と
え
ば
、
多
数
の
船
員
の
供
給
に
つ
き
、
又
は
多
数
の
寝
床
及
び
無
寝
床
の
旅
客
の
輸
送
に
つ
い
て

利
害
関
係
を
有
す
る
国
及
び
主
要
な
地
理
的
地
域
が
適
当
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

一
九
五
八
年
の
ロ
イ
ド
船
級
協
会
の
船
舶
登
録
統
計
表

(
L
l
o
y
d
'
s
R
e
g
i
s
t
e
r
 
o
f
 
S
h
i
p
p
i
n
g
 S
t
a
t
i
s
。

tical 
T
a
b
l
e
s
 1
9
5
8
)

に
基

<
I
M
C
0
加
盟
国
の
商
船
隊
の
総
ト
ン
数
の
表
が
事
務
局
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
た
。

グ
ロ
ス
・
ト
ン
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で
リ
ベ
リ
ヤ
・
ア
メ
リ
カ
の
共
同
提
案
と
か
わ
っ
た
。
し
か
し

ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
の
登
録
ト
ン
数
に
基
い
て
の
上
位
八
カ
国

ま
た
、
総
会
に
は
、
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
の
方
法
に
つ
い
て
、

提
出
さ
れ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
八
理
事
国
(
n
o
t
less 
t
h
a
n
 e
i
g
h
t
 shall 
b
e
 t
h
e
 
largest 
s
h
i
p
-
o
w
m
n
g
 n
a
t
1
0
n
s
)
の
選
出
方
法

と
し
て
、
事
務
局
長
に
よ
っ
て
総
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
前
述
の
表
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
一
カ
国
ず
つ
賛
否
の
投
票
を
し
て
、
過
半

(
4
)
 

数
の
賛
成
票
を
え
た
国
か
ら
順
次
に
当
選
を
き
め
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
た
。
リ
ベ
リ
ヤ
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
オ
ラ
ン

る
こ
と
を
察
知
し
て
、

(
3
)
 

イ
ギ
リ
ス
案
・
リ
ベ
リ
ヤ
案
・
ア
メ
リ
カ
案
の
三
つ
が

ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
等
の
伝
統
的
海
連
国
が
海
上
安
全
委
員
会
か
ら
リ
ベ
リ
ヤ
及
び
パ
ナ
マ
を
し
め
だ
そ
う
と
す
る
動
き
の
あ

(
5
)
 

八
理
事
国
は
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
の
登
録
ト
ン
数
に
準
拠
し
て
決
定
す
べ
し
と
い
う
こ
と
を
提
案
し
た
。

ア
メ
リ
カ
は
、
理
事
国
選
挙
の
紛
糾
を
予
想
し
て
、
海
上
安
全
委
員
会
の
設
置
を
第
二
回
総
会
ま
で
延
期
す
る
こ
と
、
及
び
そ
れ
ま
で

の
間
は
参
加
・
協
力
の
意
思
の
あ
る
加
盟
国
の
す
べ
て
に
門
戸
を
開
放
す
る
暫
定
海
上
安
全
委
員
会
(Provistonal
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 

(
6
)
 

C
o
m
m
i
t
t
e
e
)

を
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

一
月
十
四

H
の
総
会
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
・
リ
ベ
リ
ヤ
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
パ
ナ
マ
・
ア
メ
リ
カ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ド
ミ
ニ
カ
・
イ
ン
ド

・
ベ
ル
ギ
ー
等
の
国
々
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
理
事
国
の
選
挙
に
つ
い
て
見
解
を
表
明
し
た
。
前
述
の
三
つ
の
案
の
中
で
ア
メ
リ
カ
案
が
同

日
の
総
会
で
表
決
に
か
け
ら
れ
た
が
、
賛
成
十
ニ
・
反
対
十
四
・
棄
権
二
で
否
決
せ
ら
れ
た
。
リ
ベ
リ
ヤ
の
提
案
は
、

総
会
で
イ
ギ
リ
ス
案
に
対
す
る
修
正
案
の
か
た
ち
に
か
え
ら
れ
、

一
月
十
四
日
の

さらに一月十五日にはイギリス案に対する修正案のかたち

26 25 24 

ド ビ 政 ス
ミ ）レ

下
ィ

マ ス
力

の

醤
に
つ
し9 ＇ 
て
は

［ 
に 九

r 数子• 七

が 七
な 四
し9 五
ヽ

30 29 28 27 

ア イ ノ‘ 工

ラ ラ ィ ク
プ ン チ ア

喜 ド
I 

Jレ
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ら
な
い
の
か
、

ヽ
こ
ゞ
‘

し

t
カ

を
一
括
し
て
理
事
国
と
し
て
選
出
し
よ
う
と
い
う
リ
ベ
リ
ヤ
•
ア
メ
リ
カ
の
共
同
提
案
も
、
賛
成
十
一
・
反
対
十
七
で
否
決
せ
ら
れ
た
。

か
く
し
て
、
最
後
に
残
っ
た
イ
ギ
リ
ス
案
が
賛
成
十
八
・
反
対
九
・
棄
権
一
で
採
択
せ
ら
れ
、
事
務
局
長
に
よ
っ
て
提
出
せ
ら
れ
て
い

た
前
掲
の
表
に
基
い
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
順
次
一
カ
国
ず
つ
ロ
ー
ル
・
コ
ー
ル
に
よ
る
投
票

(roll
。call
v
o
t
e
s
)
が
な
さ
れ
た
，
そ
の
結

ア
メ
リ
カ
ニ
十
七
—
|
0
1
-
、

ェ

イ

は

二

十

五

ー

0

三

、

0

三、

イ
ギ
リ
ス
は
二
十
七
0
|
|
-
、

日
本
は
二
十
五

ol-―-‘

。
ハ
ナ
マ
は
九
|
|
＋
四
|
|
五
‘

リ

ベ

リ

ヤ

は

十

一

十

四

ー

三

、

イ
タ
リ
ー
は
二
十
五
0
ー
ー
三
、

フ

ラ

ン

ス

は

二

十

三

二

三

、

ノ
ー
ル
ウ

オ
ラ
ン
ダ
は
二
十
五
ー
|

ド
イ
ツ
は
二
十
三
ー
|
ニ
_
|
-
―
一
で
あ
り
、
ア

(
1
)
 

メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
日
本
・
イ
タ
リ
ー
・
オ
ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
の
当
選
が
順
次
に
決
定
し
た
。
―
―
一
番

目
の
リ
ベ
リ
ヤ
と
八
番
目
の
パ
ナ
マ
が
落
選
し
て
、
九
番
目
の
フ
ラ
ン
ス
と
十
番
目
の
ド
イ
ツ
と
が
理
事
国
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
-

リ
ベ
リ
ヤ
は
、
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
が
行
な
わ
れ
る
前
日
の
一
月
十
四
日
の
総
会
で
す
で
に
そ
の
意
思
を
表
明
し
て

一
月
十
五
日
に
理
事
国
の
選
出
が
終
っ
て
リ
ベ
リ
ヤ
・
パ
ナ
マ
の
落
選
が
決
定
す
る
や
、

二
十
八
条
の
解
釈
」
に
つ
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
る
こ
と
を
総
会
に
提
案
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
代
表
は
、
（
イ
）

八
最
大
船
腹
保
有
国
(
e
i
g
h
t
l
a
r
g
e
s
t
 
s
h
i
p
。
0

含
m

g
n
a
t
i
o
n
s
)

は
各
国
に
登
録
せ
ら
れ
た
ト
ン
数
に
よ
っ
て
の
み
決
定
せ
ら
れ
ね
ば
な

（
口
）
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
総
会
は
最
大
船
腹
登
録
ト
ン
数
を
保
有
す
る
国
の
政
府
を
海
上
安
全
委
員
会
の

理
事
国
に
え
ら
ぶ
べ
き
法
的
義
務
が
あ
る
の
か
、

に
つ
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
こ

で
、
総
会
は
、
法
律
委
員
会

(
L
e
g
a
l
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
フ
ラ
ン
ス
・
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
・
イ
タ
リ
ー
・
日
本
・
リ
ベ
リ
ヤ

・
オ
ラ
ン
ダ
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
パ
ナ
マ
・
ア
メ
リ
カ
・
ソ
連
・
イ
ギ
リ
ス
で
構
成
）
に
、
国
蔽
麻
司
法
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
る
問
題

ラ
ブ
連
合
が
当
選
し
た
。

お
、
残
り
の
六
理
事
国
の
選
挙
も
一
月
十
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
、

た
だ
ち
に
、

「

I
M
C
0
条
約
第

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
カ
ナ
ダ
・
ギ
リ
シ
ャ
・
パ
キ
ス
タ
ン
・
ソ
連
・
ア

果
は
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一
月
十
五
日
の

I
M
C
0
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
が
有
効
か
無
効
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
と
く
に
そ
の
十
四
理
事
国
の

中
の
八
理
事
国
の
選
出
が

I
M
C
0
条
約
第
二
十
八
条

a
項
に
準
拠
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

書
を
提
出
し
た
国
は
、

一
九
五
九
年
八
月
五
日
に
、

一
九
六

0
年
六
月
八
日
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
は

I
M
C
O
加
盟
国
、
利
害
関
係
国
及
び
関
係
国
際
機
構
に
対
し
て
同
年
＋
―
―

(
l
}
 

を
提
出
す
る
よ
う
に
と
通
告
し
ナ
。
こ
の
通
告
に
応
じ
て
十
二
月
五
日
ま
で
に
陳
述

ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ベ
リ
ヤ
・
ア
メ
リ
カ
・
中
国
・
パ
ナ
マ
・
ス
イ
ス
・
イ
タ
リ
ー
・
デ
ン
マ
ー
ク
・

イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ン
ド
の
十
三
カ
国
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

六
月
四
日
ま
で
七
回
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
が
、

口
頭
陳
述
は
一
九
六

0
年
四
月
二
十
六
日
か
ら

こ
れ
に
参
加
し
た
国
は
イ
タ
リ
ー
・
リ
ベ
リ
ヤ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ

・
パ
ナ
マ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
七
カ
国
で
あ
っ
た
。
こ
れ
等
の
陳
述
書
及
び
口
頭
陳
述
書

(
o
r
a
l

s
t
a
t
e
m
e
n
t
)
で
は
、

イ
ギ
リ

ス
を
筆
頭
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
等
の
伝
統
的
な
海
運
国
は
一
几
五
九
年
一
月
十
五
日
の
八
理

事
国
の
選
挙
は
有
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
便
宜
船
籍
国
と
い
わ
れ
る
リ
ベ
リ
ヤ
・
パ
ナ
マ
を
ふ
く
む
新
典
海
連
国
は
選
挙
の
無

効
を
主
張
し
て
お
り
、

ア
メ
リ
カ
は
後
者
の
側
に
た
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
、
形
式
上
は

I
M
C
O
が
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意

見
を
も
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
態
は

I
M
C
0
第
一
回
総
会
の
議
題
十
一
の
審
議
の
さ
い
の
論
争
を
国
際
司
法
裁
判
所
の
法
廷
で

イ
ギ
リ
ス
と
リ
ベ
リ
ヤ
・
パ
ナ
マ
・
ア
メ
リ
カ
の
間
に
再
燃
し
た
も
の
で
あ
る
。

賛
成
九
・
反
対
五
で
決
定
せ
ら
れ
た
勧
告
的
意
見
を
表
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、

一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
に
選
出
さ
れ
た

I
M
C
0
の

海
土
安
全
委
員
会
は

I
M
C
o
条
約
に
準
拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
否
定
的
回
答
(
a
n
e
g
a
t
i
v
e
 
a
n
s
w
e
r
)

で
あ
っ
．
た
。

「
海
上
安
全
委
員
会
は
、
加
盟
国
た
る
国
の
政
府
で
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
総
会
が
選
出
す

る
十
四
の
加
盟
国
で
構
成
す
る

(
T
h
e
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 
c
o
n
s
i
s
t
 
of 
f
o
u
r
t
e
e
n
 M
e
m
b
e
r
s
 elected 
b
y
 t
h
e
 

A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
s
,
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
t
h
o
s
e
 
nations 
h
a
V
J
n
g
 a
n
 i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
In m
a
r
i
t
i
m
e
 safety,・・・)
」

月
五
日
ま
で
に
陳
述
書
(
w
r
i
t
t
e
n
s
t
a
t
e
m
e
n
t
)
 

国
際
司
法
裁
判
所
は
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最
大
船
腹
保
有
国
の
。
w
n
i
n
g

を

(
o
w
n
e
r
s
h
i
p
 
m
 
t
h
e
 
c1vi1 
s
e
n
s
e
)
 ~
.
.
Qっ
て

と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
十
四
の
理
事
国
全
部
が
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
•
e
l
e
c
tと
い
う
か
ぎ
り
は
選
択

(
3
)
 

(
c
h
o
i
c
e
,
 s
e
l
e
c
t
i
o
n
)

の
自
由
す
な
わ
ち
d
i
s
c
r
e
t
i
o
n

が
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

大
の
船
腹
保
有
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
・
・
・••· 

o
f
 
w
h
i
c
h
 n
o
t
 
less 
t
h
a
n
 e
i
g
h
t
 
shall 
b
e
 t
h
e
 
l
a
r
g
e
s
t
 
s
h
i
p
。o
w
n
i
n
g
n
a
t
i
o
n
s
,
 

and・

…
,
．
）
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
最
大
船
腹
保
有
国
で
あ
る
八
カ
国
は
当
然
に
自
動
的
に
(
a
u
t
o
m
a
t
i
c
)
に
理
事
国
に
な
ら
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
っ
て
、
shall

b
e

と
い
う
か
ぎ
り
は
総
会
が
最
大
船
腹
保
有
国
で
あ
る
八
カ
国
を
理
事
国
に
す
る
の
は
義
務
的

(
m
a
n
d
a
。

(
4
)
 

t
o
r
y
)

で
あ
る
と
主
張
し
、

(collective 
a
n
d
 f
o
r
m
a
l
 
1
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
1
0
n
)
」

(
5
)
 

の
意
味
に
つ
か
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。

a
項
の
規
定
か
ら
総
会
は
最
大
船
腹
保
有
国
で
あ
る
八
国
を
当
然
に
自
動
的
に
理
事
国
に
任
命
す
る
義
務
が
あ
る
の
か
、
ま
た
は
総
会

は
選
択
の
自
由
が
あ
る
の
か
は
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
「
国
際
法
上
の
船
籍
」
の
問
題
に
直
接
に
は
関
係
が
な
い
の
で
詳
論
し
な
い
こ

「
国
際
法
上
の
船
籍
」
の
問
題
に
直
接
関
係
が
あ
る
の
は
、
「
最
大
船
腹
保
有
国

(
t
h
e
l
a
r
g
e
s
t
 
s
h
i
p
-
o
w
n
i
n
g
 n
a
t
i
o
n
s
)
」
の
意
義

「
最
大
船
腹
保
有
国
」
と
い
う
言
葉
は
、

I
M
C
0
条
約
に
独
得
の
表
現
で
あ
っ
て
、
他
の
国
際
条
約
・
協
定
に

(
6
)
 

は
み
ら
れ
な
い
珍
ら
し
い
言
葉
で
あ
る
。
最
大
船
腹
保
有
国
と
い
う
言
葉
は
、
明
確
な

(
c
l
e
a
r
-
c
u
t
)
意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
り
、

専
門
用
語
と
し
て
の
意
味
も
も
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
律
的
に
分
析
(legal
a
n
a
l
y
s
i
s
)

す
る
に
適
当
な
言
葉
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て

(
8
)
 

い
る
。
最
大
船
腹
保
有
国
と
い
う
言
葉
は
、
な
る
ほ
ど
他
の
国
際
条
約
・
協
定
に
は
み
ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
っ
て
も
、

I
M
C
0
条
約

と
い
う
国
際
条
約
で
は
つ
か
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

に
つ
い
て
で
あ
る
。

と
に
す
る
。

「
任
命

(
d
e
s
i
g
n
a
t
i
o
n
.

a
p
p
o
m
t
m
e
n
t
)
」

こ
の
言
菓
が
条
約
の
解
釈
・
適
用
を
め
ぐ
っ
て
ま
さ
に
ポ
イ
ン
ト
の
―
つ
に
な

こ
の
言
葉
の
意
義
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
イ
）
民
事
的
意
味
で
の
所
有
権

e
l
e
c
t
1
0
n

と
い
う
言
葉
は
「
集
団
的
形
式
的
な
確
認

I
M
C
o
条
約
第
二
十
八
条 や

「
そ
の
う
ち
八
以
上
の
国
は
、
最
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あ
る
海
上
の
安
全
に
つ
い
て
の
分
野
で
の
二
つ
の
条
約
、
す
な
わ
ち
、

「
…
…
そ
れ
等
（
筆
者
註
｀
船
舶

t
h
e

v
e
s
s
e
l
s
)
~
~
.
i
;
~
.
i
;
~

属
し
で
い
る
国
に
社
い
で(i
nth
e
 c
o
u
n
t
r
y
 

to 
w
h
i
c
h
 t
h
e
y
 r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
belong.)・・・

」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
海
上
安
全
委
員
会
は
勿
論
の
こ
と
I
M
C
0
全
体
の
仕
事
で

一
九
二
九
年
五
月
三
十
一
日
の
海
上
人
命
安
全
条
約
(
S
a
f
e
t
y

と
い
う
規
定
で
あ
っ
て
、

t
h
e
y
 r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 b
e
l
o
n
g
.
」

い
る
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
、
軍
艦
・
公
船
等
の
よ
う
に
国
家
が
所
有
し
て
い
る
船
腹
の
量
が
最
大
で
あ
る
国
と
い
う
解
釈
、
（
口
）

政
治
的
意
味
で
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
(
O
目
1
e
r
s
h
i
p
i
n
 t
h
e
 political 
s
e
n
s
e
)

を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
、
そ
の
国
家

(
9
)
 

の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

I
M
C
0
、
特
に
海
上
安
全
委
員
会
の
目
的

の
旗
の
下
に
あ
る
船
腹
の
量
が
最
大
で
あ
る
国
と
い
う
解
釈
、

及
び
任
務
、
す
な
わ
ち
、
海
上
の
安
全
に
関
す
る
も
の
を
ふ
く
み
国
際
貿
易
に
従
事
す
る
海
運
に
影
響
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
規
制
及

び
そ
の
た
め
の
政
府
間
の
協
力
と
い
う
そ
の
目
的
及
び
任
務
か
ら
考
え
て
、
海
上
安
全
委
員
会
の
八
理
事
国
た
る
要
件
と
し
て
の
「
最

大
船
腹
保
有
国
」
を
（
イ
）
の
意
味
に
限
定
し
て
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
最
大
船
腹
保
有
国
」
を
（
口
）
の
よ
う
に
当
該
国
家
の
旗
の
下
に
あ
る
船
腹
の
量
が
最
大
で
あ
る
国
と
解
す
る
こ
と
は
、
当
該
国

家
に
属
す
る
船
腹
の
量
が
最
大
で
あ
る
国
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

し
て
い
る
船
腹
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ま
で
の
国
際
条
約
・
協
定
に
そ
の
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と

一
八
四
五
年
十
一
月
十
日
の
ベ
ル
ギ
ー
と
ア
メ
リ
カ
の
間
の
通
商
航
海
条
約
の
第
十
二
条
は
、

「

T
h
e
H
i
g
h
 C
o
n
t
r
製
t
i
n
g
Parties a
g
r
e
e
 to 
c
o
n
s
i
d
e
r
 a
n
d
 to 
treat 
as 
B
e
l
g
i
a
n
 vessels, a
n
d
 a
s
 
vessels 
of 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 

S
5
t
e
s
,
 all 
t
h
o
s
e
 w
h
i
c
h
`
b
e
i
n
g
 p
r
o
v
i
d
e
d
 b
y
 t
h
e
 c
o
m
p
e
t
e
n
t
 
a
u
t
h
o
r
i
t
y
 w
i
t
h
 a
 p
a
s
s
p
o
r
t
,
 s
e
a
 letter, 
o
r
 
a
n
y
 o
t
h
e
r
 suff-

icient 
d
o
c
u
m
e
n
t
,
 shall 
b
e
 r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
 c
o
n
f
o
r
m
a
b
l
y
 w
i
t
h
 e
x
i
s
t
i
n
g
 l
a
w
s
 a
s
 
nation,aI 
vessels 
i
n
 t
h
e
 c
o
u
n
t
r
y
 to 
w
h
i
c
h
 

え
ば
、

核
国
家
に
所
属
し
て
い
る

(
b
e
l
o
n
g
i
n
g

to 
a
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
n
a
t
i
o
n
)
」

船
腹
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
当
該
国
家
に
所
属

「
保
有
し
て
い
る
(
O
日
1ing)
」
船
腹
と
い
う
の
は
「
当

25 



of 
Life at 

S
e
a
 Convention) 

Q
撚

1
1
~玲

l
密
ざ

「Article
2. 

Applications 
and Definitions: 

I. 
T
h
e
 provisions 

of 
the 

present 
Convention shall 

apply to 
ships 

belonging to 
countries 

the 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

w
h
i
c
h
 are 

Contracting G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
:
 a
n
d
 to 

ships 
belong to 

territo-

ries 
to 

w
h
i
c
h
 the 

present 
Convention 

is 
applied 

under 
Article 62, 

as 
follows 

·
…
•
•
」

........ 
↓

ニ
・

這
即

群
索

s
'

中
Q

足
全

足
「

造
孟

囲
出

缶
直

ヤ
心

筵
羞

(ships
belonging 

to countries 
the G

o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 

w
h
i
c
h
 

are Contracting 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
)
」

必
も

「
配

<
+
I

1~Q)-L-や
括
《
料
豆
各
咽
庄
め
＃
心
芸
寅
立
志
宣
や
ふ
宰
芸

(ships
be. 

longing 
to 

territories 
to 

w
h
i
c
h
 the 

present 
Convention is 

applied under 
Article 

62.)
」

4
玲

S
'

悩
{.!'I

~
1
1
1
0
母

.
.
µ
匹
屯
O
J
Q
遅
審
母
妥
蕊
~
~

(
L
o
a
d
 L
i
n
e
 
Convention) 

Q
踪
1
1
~
*
Q

I
既
廷
ざ

「
Article

2. 
S
c
o
p
e
 of 

Convention. 1. 
T
h
i
s
 Convention applies 

to 
all 

ships 
e
n
g
a
g
e
d
 o
n
 international 

voyages, 

w
h
i
c
h
 belong to 

countries 
the 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

w
h
i
c
h
 are Contracting G

o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
,
 or 

to 
territories 

to 
w
h
i
c
h
 

this 
Convention 

is 
applied under 

Article 
21, except•

…••」

98 

-u.:. 
•0!聡

製
や
玲
S
'
り
り
や
企
「
造
孟
囲
足
志
喧
ヤ
心
奎
涵

(
w
h
i
c
h

belong 
to 

countries 
the G

o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

w
h
i
c
h
 are 

Contracting 
Governments,

）」
送
も
「
朦
1
1
+
1
~
{
〇
←
や
怜
怨
起
姿
疇
モ
初
＃
心
華
禽
立
志
宣
心
ふ
宰
迫

(which
belong

・・・

... 
to 

territories 
to 

w
h
i
c
h
 this 

Convention 
is 

applied 
under Article 21;••)」

4
足
(
'
ド
ニ
炉

リ
S

廿
鼻

↑
足

嘔
+

<
奎

塞
迷

如
囲

→
さ

罰
逃

回
悩

以
忘

喧
ヤ

心
奎

塞
〇

囀
姿

嘔
k

や
玲

心
囲
e

り
心

や
玲

心
迅

’
中

＃
や

竺
奎

涵
洛

二

抽
＃
e

囲
足

宅
喧

ヤ
心

全
如

恙
捉

ヤ
心

ふ
Q
さ

足
ぐ

や
企

心
令

’
ヤ

さ
や

心
＇

窒
涵

0
忘

喧
如

恙
製

ヤ
心

埠
悪

(criterion)
姿

臣
國

心
を
心
や
均
ぐ
•
↑
°

i忌
足
示
EEE_).i!

1
 ~1
1
兵
迅
e
埋
4
-
<
告
枢
俎
緑
孟
Q
探
1
1
~
1
1
1
~

(co)
辻

「
奎

涵
姿

ト
ミ

囲
S

抱
や

剃
磁

初

#
P
二
心
さ
心
さ
’
中
Q
奎
涵
さ
莉
悩
囲
以
志
薗
ヤ
心
ふ
Q
4
心
足
初

~t-0
(
A
 ship is 

regarded as 
belonging to 

a
 country if 



it 
ts 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
at 
a
 p
o
r
t
 
o
f
 
t
h
a
t
 
c
o
u
n
t
r
y
.
)」
L
J
中
止
羊
式
ー
し
テ
J
4
Q
い
ソ
‘
十
不
4
に
、

「
船
舶
が
ア
ル
国
の
政
府
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

7
 

2
 

と
い
う
要
件
を
決
定

一九――

-0年
の
満
載
吃
水
線
条
約
の
第
三
条
(

a

)

も

そ
の
船
舶
は
当
該
国
に
所
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る

(
A
s
h
i
p
is 

r
e
g
a
r
d
e
d
 a
s
 
b
e
l
o
n
g
i
n
g
 
to 
a
 c
o
u
n
t
r
y
 1f 
it 
1s 
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
b
y
 t
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
t
h
a
t
 
c
o
u
n
t
r
y
」

L
J中
心
羊
衣

L
T
い
6。
5
g砧
加

の
所
属
を
決
定
す
る
も
の
は
、

そ
の
船
舶
が
掲
揚
す
る
権
利
の
あ
る
国
旗
で
あ
っ
て
、

こ
の
国
旗
掲
揚
の
権
利
は
そ
の
国
家
に
登
録
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
亨
有
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
大
船
舶
保
有
国
と
は
、
当
該
国
家
に
登
録
せ
ら
れ
た
船
腹
の
量
が
最

大
で
あ
る
国
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
大
船
腹
保
有
国
は
登
録
ト
ン
数
(
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
t
o
n
n
a
g
e
)

を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
登
録
ト
ン
数
を
国
際
海
運
の
分
野
で
基
準
と
し
て
つ
か
う
こ
と
は
、
国
際
的
実
行
(
i
n
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l
p
r
a
c
t
i
c
e
)
•

海
事

(10) 

慣
習
(
m
a
r
i
t
i
m
e
u
s
a
g
e
)
•

国
際
条
約
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
I
M
C
O

に
お
い
て
も
、
I
M
C
0

理
事
会
の
第
十
七
条
c

項
の

ま
た
、
第
四
十
一
条
に
よ
る

I

「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
国
の
政
府
の
う
ち
か
ら
総
会
が
選
出
す
る
」
二
理
事
国
と
し
て
日
本
と
イ

(11)
、

タ
リ
ー
を
一
九
五
九
年
の
第
一
回
総
会
で
選
出
し
た
時
に
も
登
録
ト
ン
数
が
つ
か
わ
れ
た
の
で
あ
り

M
C
0
加
盟
国
の
分
担
金
の
割
当
て
に
あ
た
っ
て
も
分
担
額
の
割
当
の
一
部
は
加
盟
国
の
登
録
ト
ン
数
を
基
準
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
総
計
ト
ン
数
百
万
グ
ロ
ス
・
ト
ン
以
上
の
船
腹
を
保
有
す
る
七
カ
国
が
条
約
当
事
国
と
な
る
こ
と
を
ー

M
C
o
条
約
発
効
の
要
件
の
一
っ
と
し
た
の
で
あ
り
、

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

て
お
り
、

こ
の
七
カ
国
を
決
定
す
る
基
準
に
は
登
録
ト
ン
数
を
も
っ
て
し
た
と
考
え
ら
れ

ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
を
み
る
と
、

「
所
有
国

(
C
o
u
n
t
r
i
e
s
w
h
e
r
e
 o
w
n
e
d
)
」
と
し
て
国
名
が
列
挙
さ
れ

そ
の
横
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
登
録
せ
ら
れ
た
総
ト
ン
数
が
書
い
て
あ
る
の
で
あ
r61、。

一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
の

I
M
C
0
総
会
に
お
け
る
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
で
リ
ベ
リ
ャ
・
パ
ナ
マ
に
反
対
投
票
を

し
た
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
そ
の
他
の
伝
統
的
な
海
運
国
も
第
六
十
条
の
「
総
ト
ン
数
百
万
グ
ロ
ス
・
ト
ン
以
上
の
船
腹
を
保
有
す
る

国
七
国
(

7

shall 
e
a
c
h
 h
a
v
e
 a
 total 
t
o
n
n
a
g
e
 of 
n
o
t
 
less t
h
a
n
 
1
,
0
0
0
,
0
0
0
 
g
r
o
s
s
 t
o
n
s
 of 
s
h
i
p
p
i
n
g
)
」



対
し
て
実
施
す
る
権
限
が
あ
る
の
は
、

す
る
基
準
と
し
て
|
—
こ
の
要
件
は
船
腹
を
保
有
す
る
国
と
い
う
点
で
第
二
十
八
条
の
最
大
「
船
腹
保
有
国
」
と
い
う
要
件
と
同
じ
で

あ
る
I

登
録
ト
ン
数
を
つ
か
う
こ
と
を
み
と
め
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
等
伝
統
的
な
海
運
国
は
、
第
二
十
八
条
の
海
上
安

全
委
員
会
の
八
理
事
国
た
る
要
件
で
あ
る
「
最
大
船
腹
保
有
国
」
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
登
録
ト
ン
数
の
み
を
基
準
と
す
る
こ

と
に
反
対
し
た
。
最
大
船
腹
保
有
国
が
必
ず
し
も
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ

る
。
リ
ベ
リ
ヤ
及
び
パ
ナ
マ
は
海
上
の
安
全
に
必
要
な
専
門
的
技
術
的
知
識
が
な
く
海
上
の
安
全
に
な
ん
ら
か
の
重
大
な
貢
献
を
な
し

う
る
立
場
に
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
等
二
国
が
海
上
の
安
全
の
分
野
で
向
上
し
た
な
ら
ば
将
来
は
理
事
国
に
な
る
可
能
性
も
で
て
く

(13
ぷ

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る

「
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
(
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
interest 
i
n
 m
a
r
i
t
i
m
e
 s
a
f
e
t
y
)
」
と
い
う
文
言
も
漠
然
と
し
た
表
現
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
十
八
条
a
項
の
後
段
に
は
「
た
と
え
ば
、
多
数
の
船
員
の
供
給
に
つ
き
、
又
は
多
数
の
寝
床
及
び
無
寝
床
の
旅

客
の
輸
送
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
有
す
る
国
及
び
主
要
な
地
理
的
地
域
が
適
当
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

し
て
、
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
と
い
う
文
言
の
内
容
の
一
部
を
し
め
て
い
、
か
、
。
ま
た
、
第
二
十
九
条

a
項
に
、
海
上
安
全
委
員

会
の
任
務
と
し
て
、

「
航
海
援
助
施
設
、
船
舶
の
構
造
及
び
設
備
、
安
全
の
見
地
か
ら
の
配
員
、
衝
突
予
防
規
則
、
危
険
貨
物
の
取
扱
、

海
上
の
安
全
に
関
す
る
手
続
及
び
要
件
、
水
路
情
報
、
航
海
日
誌
及
び
航
行
上
の
書
類
、
海
難
調
査
、
並
び
に
財
産
及
び
人
命
の
救
助

に
関
す
る
も
の
並
び
に
そ
の
他
の
海
上
の
安
全
に
直
接
影
響
の
あ
る
事
項
を
審
議
す
る
」
こ
と
を
列
挙
し
て
い
る
。
海
上
安
全
委
員
会

は
こ
の
よ
う
な
事
項
を
取
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
と
な
る
べ
き
国
は
当
然
に
こ
れ
等
の
問
題
に
重
大

な
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
と
は
、
第
二
十
九
条

a
項
に
列
挙
さ
れ
た
事
項
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

こ
れ
等
の
事
項
に
つ
い
て
の
規
制
を
船
舶
に

一
般
的
に
は
そ
の
船
舶
の
所
属
国
た
る
旗
国
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
大
船
腹
保
有
国
ー
↓

28 



2
3
8
.
 

(
3
)
た
と
え
ば
、

W
r
i
t
t
e
n
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 K
m
g
d
o
m
,
 
I.C.J. 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 
1
9
6
0
,
 

pp. 2
3
7
~
 

M
o
r
e
n
o
 Q
u
i
n
t
a
n
a
 

(
l
)

国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
六
十
六
条
。

自
国
に
所
属
す
る
船
腹
の
量
が
最
大
で
あ
る
国
|
↓
自
国
に
登
録
さ
れ
た
船
腹
の
量
が
最
大
で
あ
る
国
は
、
当
然
に
海
上
の
安
全
に
重

大
な
利
害
関
係
の
あ
る
国
な
の
で
あ
る
。
最
大
船
腹
保
有
国
ー
ー
自
国
に
登
録
さ
れ
た
船
腹
の
量
が
最
大
で
あ
る
国
が
海
上
の
安

合
海
事
会
議
で
も
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
な
ら
ば
こ
そ
最
大
船
腹
保
有
国
|
|
自
国
に
登
録
さ
れ
た
船
腹
の
量
が
最
大
で
あ

(15) 

る
国
ー
|
で
あ
る
八
カ
国
に
海
上
安
全
委
員
会
で
の
優
越
的
な
(
p
r
e
d
o
m
i
n
a
n
t
)
地
位
を
み
と
め
た
の
で
あ
る
。

I
M
C
0
の
第
一
回
総
会
で
海
上
安
全
委
員
会
の
八
理
事
国
の
選
出
方
法
が
審
議
さ
れ
た
時
に
、
便
宜
船
籍
の
問
題
は
現
在
の
討
議

(16) 

の
範
囲
外
の
も
の
で
あ
る
と
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
は
発
言
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
等
の
伝
統
的
な
海
運
国

が
八
理
事
国
を
選
出
し
た

I
M
C
0
総
会
及
び
国
際
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
表
明
し
た
見
解
は
、

数
を
こ
れ
等
両
国
の
真
の
意
味
で
の
船
腹
で
は
な
い
と
し
て
、

ダ
代
表
の
「
修
正
案
（
筆
者
註
、

こ
れ
を
否
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
の

I
M
C
0
総
会
で
の
イ
ギ
リ
ス
案
を
修
正
し
よ
う
と
し
た
リ
ベ
リ
ヤ
・
ア
メ
リ
カ
の

(
1
1
)
 

共
同
提
案
）
を
採
択
す
る
こ
と
は
、
便
宜
船
籍
の
制
度
を
み
と
め
る
に
ひ
と
し
い
」
と
い
う
発
言
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
問
題
の
根
本

に
あ
る
も
の
は
や
は
り
便
宜
船
籍
な
の
で
あ
る

(
2
)
Y
e
a
r
b
o
o
k
 of 
t
h
e
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
u
r
t
 
of 
J
u
s
t
i
c
e
 
1
9
5
9
-
1
9
6
0
,
 
pp, 9
3
~
9
5
.
 

理
中
の
五
月
八
日
に
死
亡
し
た
の
で
、
十
四
名
の
裁
判
官
が
表
決
し
た
の
で
あ
る
。
裁
判
長
H
e
l
g
e
K
l
a
e
s
t
a
d
 

（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）
と
は
反
対
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。

全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
っ
国
で
あ
る
と
い
う
原
則
は

（
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
）
と
判
事

リ
ベ
リ
ヤ
及
び
。
ハ
ナ
マ
の
登
録
ト
ン

I
M
C
o
第
一
回
総
会
で
の
オ
ラ
ン

な
お
、

S
i
r
H
e
r
s
c
h
 L
a
u
t
e
r
p
a
c
h
t
は
審

一
九
四
六
年
の
連
合
国
海
事
協
議
理
事
会
で
も
、

一
九
四
八
年
の
国
際
連
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e
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n
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m
b
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n
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r
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O
/
A
.
I
.
/
S
R
.
7
.
,
 
p.2. 

（;::;) 
S
u
m
m
a
r
y
 R
e
c
o
r
d
 of 

the 
E
i
g
h
t
h
 M
e
e
t
i
n
g
 
of 

the 
A
s
s
e
m
b
l
y
.
J
a
n
u
a
r
y
 
15.1959., 

I
M
C
O
/
A
.
1
.
/
S
R
.
 8., 

p.3. 

（竺）
1-i=::'.KOJ:l¾-G

ロ
ャ
ユ
釜
涵
ば
咄
醤
器
＃
照
足
廿
心
4
°
<
ト
ト
竺
抵
＋

1
臨
口
や
硲
S
'
°
<
+

卜
S
社
戯
岱
ム
入
姦
姿
聟
呂
ヤ
心
睾
匡
豆
心
心
菜

ビ
ニ
合
心
’
リ

S
回

艇
而

坦
祗

弄
忘
e
忌
甘

0迄
艇
匹
ざ
゜
＜
・
ト
ト
足
翌
ヤ
心
仝
狛
ミ
豆
’
企
さ
＆
挑
艇
→
0
卿
蔀
ギ
辻
召
二
刈
二
兵
兵
ド
ニ
心

(Boczek, op. 
cit., 

p.155.)0 
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The Constitution of the Maritime Safety 
Committee of the Inter-Governmental 
Maritime Consultative Organization 

Article 28 (a) of the IMCO Convention reads as follows : "The 

Maritime Safety Committee shall consist of fourteen Members elected 

by the Assembly from the Members, governments of those nations hav-

ing an important interest in maritime safety, of which not less than eight 

shall be the largest ship-owning nations, and the remainder shall be 

elected…………”.At its eighth meeting held on 15 January 1,59, the 
Assembly elected the eight members of the Maritime Safety Commi-

ttee. The eight countries elected were : the United States of America, 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Norway, 

Japan, Italy, the Netherlands, France and the Federal Republic of 

Germany. Liberia, the third nation in the Secretary-General's list 

"Merchant fleets of IMCO Members according to the Lloyd Register 

of Shipping Statistical tables 1958", and Panama, the eighth nation 

in the Secretary-General's list, were not elected to the Committee. 

Liberia and Panama strongly protested against the election. The 

Assembly requested the International Court of Justice to give an advi-

sory opinion on the following question : "Is the Maritime Safety Com-

mittee of the IMCO, which was elected on 15 January 1959, constituted 

in accordance with the Convention for the Establishment of the Orga-

nization? 

Among the particular issues relating essentially to the election of 

those eight members of the Maritime Safety Committee, the writer 

makes some comments on the meaning of the expression "the largest 

ship-owning nations" and the interpretation of the term "an important 

interest in maritime safety". It is the view of the writer that the 

largest ship-owning nations are to be determined by registered tonnage 

as set forth in the Secretary-General's list and have by reason of their 

ranking size the required interest in maritime safety. 
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四

第
二
節

ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項
の
解
釈
上
の
問
題

公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
五
条

国
際
法
委
員
会
の
採
択
し
た
「
船
舶
の
国
籍
」
に
関
す
る
規
定

便
宜
船
籍
に
対
す
る
批
判

第

一

節

便

宜

船

籍

第
二
章

_
—
国
際
法
上
の
船
籍
ロ
ー

便
宜
船
籍
と

便
宜
船
籍
の
意
義

便
宜
船
籍
国

ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク

ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン

・
リ
ン
ク
」
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ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に

国
際
司
法
裁
判
所
は
一
九
六

0
年
六
月
八
日
に
「
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
勧
告
的
意
見
を

表
明
し
た
が
、
こ
の
「
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
の
問
題
の
根
本
に
あ
る
も
の
は
便
宜
船
籍
の
制
度
な
の

(
2
)
 

で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
便
宜
船
籍
の
こ
と
を
便
宜
置
籍
と
も
い
っ
て
い
る
。
英
語
で
は

f
l
a
g
of 
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
、

p
a
v
1
1
l
o
n
 
d
e
 c
o
m
p
l
a
i
s
a
n
c
e

、

1
e
n
z
a
、

ド
イ
ツ
語
で
は
billige
F
l
a
g
g
e

、

ス
ペ
イ
ン
語
で
は

b
a
n
d
e
r
a
d
e
 c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
1
a

、

シ
ュ
ル
テ
及
び
ボ
ツ
ェ
ッ
ク
の
こ
れ
等
の
定
義
か

イ
タ
リ
ー
語
で
は

b
a
n
d
1
e
r
a
o
m
b
r
a
,
 b
a
n
d
i
e
r
a
 di 
c
o
n
v
e
n
-

オ
ラ
ン
ダ
語
で
は

g
o
e
d
k
o
p
e

v
l
a
g

と
い
わ
れ
て
い
る
。

シ
ュ
ル
テ

(
H
.
S
c
h
u
l
t
e
)

は
、
便
宜
船
籍
と
い
う
言
葉
を
、

年
の
登
録
税
と
を
支
払
う
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
船
舶
に
差
別
な
く
そ
の
旗
を
許
与
す
る
よ
う
な
国
、
す
な
わ
ち
、
パ
ナ
マ
・
リ
ベ
リ
ヤ

・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
三
海
運
国
」
の
船
籍
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ツ
ェ
ッ
ク

(
B
.
A
.
B
o
c
z
e
k
)

は、

「
便
宜
船
籍
と
は
、
外
国
人
が
所
有
・
管
理
し
て
い
る
船
舶
の
登
録
を
そ
の
理
由
が
な
ん
で
あ
れ
船
舶
を
登
録
す
る
そ
の
人
に
好
都
合

な
条
件
で
も
っ
て
み
と
め
て
い
る
よ
う
な
国
の
船
籍
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。

「
便
宜
船
籍
国
」
と
い
わ
れ
る
国
々
は
、
内
国
人
の
所
有
で
あ
ろ
う
と
外
国
人
の
所
有
で
あ
ろ
う
と
区

別
す
る
こ
と
な
く
、
厳
重
で
な
い
要
件
で
も
っ
て
、
船
舶
の
登
録
を
許
容
し
て
お
り
、
登
録
し
た
後
も
比
較
的
か
る
い
義
務
や
負
担
し

か
課
し
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
所
謂
「
便
宜
船
籍
国
」
で
は
、
外
国
人
に
よ
る
登
録
が
い
ろ
い
ろ
な
面
で
容
易
に
さ

(
6
)
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
多
数
の
国
で
は
、
船
舶
の
登
録
は
、
そ
の
国
の
国
民
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本

(
7
)
 

の
船
舶
法
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
が
そ
の
所
有
す
る
船
舶
を
日
本
に
登
録
し
て
日
本
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

便
宜
船
籍
の
意
義

第

一

節

便

宜

船

籍

「
船
舶
の
所
有
者
が
た
だ
一
回
か
ぎ
り
の
登
録
料
と
非
常
に
安
い
毎

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
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由
の
原
則
」
、
国
際
法
外
交
雑
誌
、
第
六
十
一
巻
六
号
、
昭
和
三
十
八
年
、
二
十
二
貞
゜

(
3
)
B
o
l
e
s
l
a
w
 A
d
a
m
 B
o
c
z
e
k
,
 
F
l
a
g
s
 of 
C
o
n
v
e
m
e
n
c
eー

A
n
I
n
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l
 
L
e
g
a
l
 Study~, 

1962, 
p. 4
.
 

(
4
)
H
e
m
r
i
c
h
 S
c
h
u
l
t
e
,
 
D
i
e
・
b
i
l
h
g
e
n
 F
l
a
g
g
e
n
 
• 

i
m
 V
i
:
i
l
k
e
r
r
e
c
h
t
|
|
N
u
r
 
F
r
a
g
e
 des• 

g
e
n
u
i
n
e
 link•—|-. 

1962̀
 

s. 7
.
 

(
5
)
B
o
c
z
e
k
,
0
p
.
 Cit., 
p. 2. 

(
2
)
た
と
え
ば
小
町
谷
操
三
・
窪
田
宏
著
、
海
商
法
上
巻
、
昭
和
―
二
十
四
年
、
二
十
八
頁
、
及
び
、
高
梨
正
夫
、

(
1
)
 

コ
ス
タ
リ
カ

(
C
o
s
t
a
R
i
c
a
)
 

(
P
a
n
a
m
a
)

・
リ
ベ
リ
ヤ

(
L
i
b
e
r
i
a
)

・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
(
H
o
n
d
u
r
a
s
)• 

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
便
宜
船
藉
の
こ
と
を
パ
ン
リ
ブ
ホ
ン
船
籍

(
f
l
a
g
s
of 
P
a
n
l
i
b
h
o
n
)
ま
た
は
パ

ン
ホ
ン
リ
ブ
コ
船
籍

(
f
l
a
g
s
of 
P
a
n
h
o
n
l
i
b
c
o
)

と
も
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

主
義
的
な
手
前
勝
手
な
印
象
を
あ
た
え
、

こ
の
表
現
が
敵
意
の
あ
る
軽
べ
つ
的
な
意
味
に
つ
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
か

ら
、
便
宜
船
籍
国
自
身
は
、
国
旗
掲
揚
権
を
こ
の
よ
う
に
容
易
に
許
容
す
る
制
度
が
後
述
す
る
よ
う
な
理
由
か
ら
必
要
で
あ
る
と
い
う

意
味
を
こ
め
て
「
必
要
船
籍

(
f
l
a
g
s
o
f
 
n
e
c
e
s
s
i
t
y
)

」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
便
宜
船
籍
に
反
対
す
る
側
は
、
種
々
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
便
宜
船
籍
に
つ
け
て
い
る
。
本
来
登
録
せ
ら
る
べ
き
国

（
伝
統
的
海
連
国
の
通
念
か
ら
見
る
な
ら
ば
）
か
ら
逃
げ
だ
し
て
他
の
国
に
登
録
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で

f
l
a
g
s
 
of 
r
e
f
u
g
e

と
か
、
登
録
税
そ
の
他
の
税
金
を
の
が
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
t
a
x
,
f
r
e
e
f
l
a
g
s

と
呼
ん
だ
り
、

ま
た
、

そ
の
船
籍
は
イ
ン
チ
キ
で
(
b
o
g
u
s
m
a
r
i
t
i
m
e
 f
l
a
g
s
)
、
単
に
名
目
的
で
あ
り

(
n
o
m
i
n
a
l

f
l
a
g
s
)
、
擬
制
的
で
あ
り

(fictiti,

o
u
s
 
f
l
a
g
s
)

、
そ
の
実
際
は
海
賊
的
で
あ
る

(
p
i
r
a
t
e
f
l
a
g
s
`
f
r
e
e
b
o
o
t
e
r
s
)
等
の
悪
口
が
い
わ
れ
て
い
る
。

「
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
便
宜
船
籍
国
と
い
わ
れ
る
国
々
は
パ
ナ
マ

第
一
章
一
、
二
節
参
照
。

「
海
洋
の
自
由
と
海
運
自

r
u
n
a
w
a
y
 f
l
a
g
s

ま
た
は

「
便
宜
」
船
籍
と
い
う
言
葉
は
な
に
か
御
都
合
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国
を
お
び
や
か
す
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
船
舶
登
録
統
計
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

(
9
)
I
b
i
d
.
,
 
p. 6. 

p. 
270.

及
び
、

B
8
z
e
k
,
op. 
cit., 
p. 5
.
 

(
6
)
W
r
i
t
t
e
n
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
the 
U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
;
 
International 
C
o
u
r
t
 
of 
J
u
s
t
i
c
e
:
 P
l
e
a
d
i
n
g
s
,
 

O
r
a
l
 
A
r
g
u
m
e
n
t
s
,
 D
o
c
u
m
e
n
t
s
,
 C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 of 
t
h
e
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
,
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 

M
a
r
i
t
i
m
e
 C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
v
e
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
 
1960 
(
以
下

I.C.J.
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 1
9
6
0
.
と
略
記
す
る
）
•
p
.
2
3
6
.

(
7
)
現
行
船
舶
法
は
、
明
治
三
十
二
年
(
-
八
九
九
年
）
に
制
定
さ
れ
、
昭
和
三
十
七
年
(
-
九
六
二
年
）
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
 
Legislative 
Series, L
a
w
s
 c
o
n
c
e
r
m
n
g
 t
h
e
 
Nationality of 
S
h
i
p
s

に
も
と
づ
い
て
、
各
国
の
船

舶
法
を
比
較
・
分
析
す
る
。

(
8
)
た
と
え
ば
、

O
r
a
l

S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
M
r
.
 
W
e
e
k
s
 r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
L
i
b
e
r
i
a
,
 
I.C.J. 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 1
9
6
0
,
 

前
述
の
よ
う
に
、
便
宜
船
籍
は
、

便
宜
船
籍
国

パ
ン
リ
ブ
ホ
ン
船
籍
ま
た
は
。
ハ
ン
ホ
ン
リ
プ
コ
船
籍
と
も
い
わ
れ
て
お
る
が
、

こ
れ
等
の
便
宜
船

籍
国
で
あ
る
パ
ナ
マ
・
リ
ベ
リ
ヤ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
・
コ
ス
タ
リ
カ
に
登
録
せ
ら
れ
た
商
船
の
隻
数
及
び
ト
ン
数
と
一
九
五
九
年
一
月

十
五
日
に
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
総
会
に
よ
っ
て
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
と
し
て
選
出
さ
れ
た
十
四
理
事
国
の
中
の
最
大
船
腹

(
1
)
 

保
有
国
で
あ
る
八
理
事
国
に
登
録
せ
ら
れ
た
商
船
の
隻
数
及
び
ト
ン
数
と
を
比
較
す
る
た
め
に
、
次
に
船
舶
登
録
統
計
表
を
引
用
す
る
。

別
稿
で

コ
ス
タ
リ
カ
と
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
と
は
、
便
宜
船
籍
国
と
は
い
っ
て
も
、
伝
統
的
海
運

36 



他 八 理 事 国 便宜船籍国

ソ ァーゞ ス ギ ド フ 才 イ 日 ノ イ ア コ ホ ノゞ リ
国

ン 工 I ス ン

リ ラ ラ 夕 ギ メ
ジ

ベ‘
）レ

ナマ I イ 夕
ウ ユ

シ’ ン ン リ リ リ リ
I フ―.. 

工 リ ラ 名

連 ク ン ヤ ツ ス ダ I 本 イ ス 力 力 ス マ ヤ

云 竺＝ ＝ ど 四 八 五 写 突 ＝ 早ュエ 七 ヘ 三三 ヨ 五 三 八 七 五 七 邑 荏匹 ブ 匹 六 四 ヨ → 七 C二） ＝ ブ C二） 七 Cご3

四
九

写 匹 匹

見 ブ--
九 五 匹＝ 

哭 罹＝ 三
三

四 ブ ブ 七 八

五八 七 七 四

呑
三三~

塁
四 二 五 五

喜
四 三 九 芭

匹

芸 c二：） 四
蒜 云 八 五 命 合 三三

七 七 八 プ 七 五 五 三三 ブ

四 三三 五
七

五

琶 宍 四 尖 王エ 呈 ヨ ヨ
-= ⇔ 七

窒
六 弓 茎 ョョo 克 窒 宍 元ブ 六 五 四 '‘ 五 三

匹 三 五

苫 央 丑 五 五 た 邑 塁 五
ヨ

'‘ ブ 己 ＜⇒ ＝ 四 呂 八 四 届ブ 七 七 c:, ブ 写

き = ヨ 突 g 四 五 五 ＝ 臼 鼠 王エ．
嘉ブ プ ブ 五 六 芙 突 芭 ヘ

四 ブ 八 三 九 八 六 七 乏5 ヘ

五 ＝ 五

戻
五 邑 五 五 C二） 五

芸
ヨ

塁
五

ノー、 七 九 '‘ 八 九 五 主 丑 呑 六

罪王工 六 ノー、 九 1 八 ブ 八 五 七 ブ

＝ 三

さ 三 五
C二） 芦 五 翌 哭 六 写 五 哭 嘉+ 芭 cっ 云 ョ

匹 五 五 ブ ヨ 八 三三 六

五
芋

靡
七 = ヨ ＝ 七 ヰ 五 六 六

翌 六
七 三 匹 七 五 四 ヨ五~ 四

ョェ
⇔ 云 芙 芸六 七 七 C二） ヘ 七 七 王 八 五

ョ ＝ 五七 三 ヨ 八 ヨ 写 六 品 四

苔
八

主 ．＝ 八 写 ブ

＾ 
九 cつ ョ 九 産七 C二》 四 ＝ 八 四 七 六 三三 七 六 三三 匹

八 ョ 奏 贔
七 二 ヨ

六
六 天 七 八 天 五 （ごつ

七 五 八 六 七 三 匹
呂四 七 四 プ 六 匹 cつ 八 （ここ） ヘ ブ 六

八 三 ヨ 匹 八 六 ヨ 六 ブ ＝ 匹 ブ ヨ C二）

亙ヨ ヨ 七 cつ 九 三 ョ 七 立 ＝ 六 ブ 二 芋 匹
八 六 七 九 五 八 プて 六 六 '‘ 五

'‘ 三三 写 六 八 六 五 六 C二） 三 匹 元
翌

八

さ年5 七 四 六 ＝ 六 四 五 五 = 三三
ヲ

七
三 ブ 四 七 六 六 六 早 七 ヨ

九 三三 コ 六 八 空 ョ 念 宕 ＝ 表 天
哭 八 仰匹 六 五 王 匹 匹

芙C二） ヨ 主 ヨ ブ 九 六 ヘ 四 七 三三 c::, 七

千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
以
上
の
商
船
の
登
録
隻
数
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他 八 理 事 国 便 宜 船 籍 国

ソ プ--~ .. ス ギ ド フ 才 イ 日 ノ イ ア コ ホ ノゞ リ
国

ン 工
I 

ス
ン

リ ラ ラ 夕 ギ メ
ジ

ベ
）レ

マ I イ 夕 ナ
ウ ユ

シ／ ン ン リ リ リ リ
I ァー→

工 リ ラ 名

連 ク ン ャ ッ ス ダ I 本 ィ ス ヵ ヵ ス マ ャ

＝ 云 云 三三 芦. 四 六 '‘ 
年見涵 三 六 ブ 匹 （二) 七

呉 宍 尺 芭 尺 ⇔ ブ
七 云 ヘ

六 九 C二） ブ Cこ）

四 六 品 邑 匹

塁 屈 尺 旦 菫
七 云 七 表 器

望 三三 五

ヘ 究 尺 窟＝ 四 六 七 ブ

云 八
ヨ 六 丑 三三

贔主 八 匹 四 ヨ 某 五
五 匹

翌
五 某 rヽ

こ5
七 空 五＝ 元六 四 ブ 匹 六 匹 四

る＝ 
三三

'‘ へ 委
写 六 ョ

喜
五

翌 己cっ； 
八 匹 七 匹 七

元七コ
匹

云 '‘ 六 芭

＾ 
七

云五 七 ブ 匹

＝ 三三~ ＝ = ＝ ヨ 云 ョ 三三 ヨ匹 = 芭
九 五

喜 茎 匹
某

尺 五 癸 邑 八

＇芍 匹
プ 号 五 届三 七 四 六 七 七

四
三三

宍 塁 ブ 鸞
六 五 元 ヨ

五 表 ヨエ 写

食 き
畏 癸 犀云 五 ブ

⇔ 
究 云 七

四 茎 其 そ三 竺

究
豆 癸 塁 芸 六 甚 匹 三 早

靡七 翌
ブ

匹
ヨ

癸 王 芭 窒 宍宍 ブ 巴 ヨ
ブ ＝ 四 ブ 匹 ヨ 七

藝 究 旦詈＝ 表 臭＝ 
七

苔
匹 戻 琶 靡ヘ 五 七

詈
主

巴； 四 八
翌 ュョ． 芙七 cっ 四 三三

丑

邑 g 菜 呉 匹 二三

旦 尺 巴 塁
六

靡六 二 七

癸 ＝ 王
七 穴 芭

二 巴 茜 号 ブ
cっ 八 五 四

天 ブ 戻 戻
塁畏

四

＾ 
'‘ 云 匹

食嘉苔 究 器 ヨ 七 五 三三

苫ョ 芸 七 ブ
五三 主 ブ ブ 匹 八

ヘ 匹

尺
き 表 四

誓
四 五

喜 窒
贔を 夏 員

六 写

匹 某 会

＾ 
ヨエ 匹 某 芭

ョ
九 五 七 六 三三

主 三 匹 匹

誓
匹

塁 喜 四 云 竺 四,． 、 戻 宝 き 芸 ブ

嘉三三こ 呂 共 六 竺 邑 穴 九 邑 哭 匹

七 匹 三三 ヨ

三

委
主 匹 匹 匹

空匹 哭 六 宍 奮
云 三三 宍 靡六 央 ブ

尻 望 七 ブ

菜 宍 ヰ t J1.』

七 C二） 六

＾ 
四 四

三 芙 竺 哭 匹

旦
ブ

巴仝 I 巴
天 ミ屈盆 国

匹
翌 ヘ •三己 匹

匹 哭 宍 匹 八 芸
匹 昼 品

9、
ブ 四 1 九 C二） 七

千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
以
上
の
商
船
の
登
録
ト
ン
数
（
単
位
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
）
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こ
の
よ
う
に
、
所
謂
「
便
宜
船
籍
国
」
の
中
で
も
、

コ
ス
タ
リ
カ
に
登
録
さ
れ
た
商
船
隊
の
ピ
ー
ク
は
一
九
五
五
年
＼
一
九
五
八
年
で
あ
っ
た
が
、

間
中
に
お
い
て
さ
え
、

そ
の
隻
数
で
も
ま
た
そ
の
ト
ン
数
で
も
全
世
界
の
そ
れ
の
一
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
も
み
た
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ

の
コ
ス
タ
リ
カ
の
商
船
隊
は
、
戦
前
の
一
九
三
九
年
に
は
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
以
上
の
船
舶
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
か
な

り
発
展
し
た
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
伝
統
的
海
運
国
を
お
び
や
か
す
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、

リ
カ
の
商
船
隊
が
一
九
五
九
年
に
突
然
に
激
減
し
た
の
は
、

れ
て
い
（
紀
。

そ
の
船
舶
登
録
に
つ
い
て
の
法
律
が
改
正
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
わ

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
も
、
戦
前
の
一
九
三
九
年
に
そ
の
商
船
隊
が
二
九
隻
・
八
万
二
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
一
九
五
0
年
の
九
十
四
隻
•
五
十
二
万
九
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
も
、

ピ

ー
ク
時
で
あ
る
一
九
五
0
年
に
は
九
十
四
隻
•
五
十
二
万
九
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
相
当
な
発
展
を
と
げ
た
と

一
九
五

0
年
の
全

世
界
の
一
三
二
八
二
隻
・
七
五
七
一
万
八
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
の
こ
れ
ま
た
一
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
も
み
た
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
船
舶
基
本
法

(
L
e
y
o
r
g
a
n
i
c
a
 d
e
 la 
m
a
r
i
n
a
 m
e
r
c
a
n
t
e
 nacional.
一
九
四
三
年
三
月
二
日
）
は
、
後
述
す
る
リ
ベ
リ

ヤ
の
船
舶
法
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
り
、
登
録
料
ゃ
登
録
税
に
つ
い
て
は
、

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
登
録
料
に
つ
い
て
は
、

の
に
対
し
て
、

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
は
リ
ベ
リ
ヤ
や
。
ハ
ナ
マ
よ
り
む
し
ろ
安

リ
ベ
リ
ャ
・
パ
ナ
マ
が
ト
ン
当
り
一
ド
ル
ニ
十
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

ン
ジ
ュ
ラ
ス
は
二
十
五
セ
ン
ト
で
あ
り
、
ま
た
、
年
間
の
登
録
税
に
つ
い
て
は
、

ホ

リ
ベ
リ
ヤ
・
パ
ナ
マ
が
ト
ン
当
り
＋
セ
ン
ト
で
あ
る

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
は
五
セ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
の
船
舶
所
有
者
が
リ
ベ
リ
ヤ
・
パ
ナ
マ
に
比
較

し
て
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
に
あ
ま
り
登
録
し
な
か
っ
た
の
は
、

ア
メ
リ
カ
の
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
に
対
す
る
経
済
上
の
影
響
力
が
小
さ
い
こ
と
と

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
政
情
不
安
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

コ
ス
タ
リ
カ
及
び
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
商
船
隊
は
伝
統
的
海
運
国
に
よ
っ
て
そ
れ

コ
ス
タ
リ
カ
は
、

コ
ス
タ

こ
の
ピ
ー
ク
の
期
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ほ
ど
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

リ
カ
は
、

リ
ベ
リ
ヤ
及
び
。
ハ
ナ
マ
の
商
船
隊
は
伝
統
的
海
運
国
に
と
つ
て
大
き
な
脅
威
と
な
っ
た
の

一
九
五
一
年
一
月
十
五
日
の
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
総
会
で
の
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
に
さ
い
し
て
、
ま
た
、

商
船
隊
だ
け
が
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
に
も
、

こ
れ
に
関
連
し
て
政
府
間
海
事
協
議
機
構
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
た
さ
い
に
、
リ
ベ
リ
ヤ
及
び
パ
ナ
マ
両
国
の

(
4
)
 

こ
の
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

パ
ナ
マ
は
、
革
命
に
よ
っ
て
一
九

0
三
年
十
一
月
に
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
か
ら
分
離
独
立
し
た
の
で
あ
り
、
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
諸
国
の
中
で
最
後
に
独
立
し
た
国
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
、
中
央
ア
メ
リ
カ
に
運
河
を
建
設
す
る
に
あ
た
つ
て
、

は
じ
め
は
ニ
カ

ラ
ガ
(
N
i
c
a
r
a
g
u
a
)

に
予
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
途
中
で
パ
ナ
マ
地
峡
（
当
時
は
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
の
一
州
で
あ
っ
た
）
に
変
更
し
た
の

コ
ロ
ン
ビ
ヤ
の
上
院
が
ヨ
リ
有
利
な
条
件
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
ア
メ
リ
カ
と
の
間
の
運
河
建
設
に
つ
い
て
の

条
約
の
批
准
を
否
決
し
た
の
で
、

(
5
)
 

こ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
不
満
を
も
っ
た
パ
ナ
マ
の
住
民
た
ち
が
コ
ロ
ン
ビ
ャ
か
ら
の
分
離
独
立
の
た
め
の
革
命
を
お

コ
ロ
ン
ビ
ヤ
か
ら
の
分
離
独
立
の
革
命
が
成
功
し
た
直
後
の
一
九

0-
―
一
年
十
一
月
十
八
日
に
。
ハ
ナ
マ
が
ア
メ
リ
カ

と
の
間
に
締
結
し
た
ヘ
イ
・
バ
リ
ラ
条
約
(
H
a
y
-
V
a
n
l
l
a
-
V
e
r
t
r
a
g
)

に
よ
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
は
、
運
河
を
建
設
す
る
権
利
、
運
河
の

行
政
権
、
運
河
の
両
岸
各
五
マ
イ
ル
の
地
帯
の
使
用
・
管
理
・
占
有
の
権
利
を
譲
与
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
代
償
と
し
て
、

パ
ナ
マ
の
独
立
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
頭
金
(initial
g
r
a
n
t
)
と
し
て
一
千
万
ド
ル
と
毎
年
の
使
用
料
と
し
て
二
十
五
万

ド
ル
(
-
九
三
六
年
―
―
一
月
―
一
日
の

G
~
n
e
r
a
lTr
e
a
t
y
 of 
F
n
e
n
d
s
h
i
p
 a
n
d
 C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n

に
よ
り
年
間
四
十
三
ガ
ド
ル
、
一
九
五
五
年
一
月
二
十

五
日
の
T
r
e
a
t
y
of 
M
u
t
u
a
l
 
U
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 a
n
d
 C
8
p
e
r
a
t
i
o
n
に
よ
り
年
間
百
九
十
三
万
ド
ル
）
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
た
の
で
あ
つ

た
。
こ
の
パ
ナ
マ
運
河
の
開
通
に
よ
っ
て
パ
ナ
マ
は
自
然
に
国
際
海
運
界
に
仲
間
い
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
パ
ナ
マ
に
船
舶
を
登

録
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
船
舶
所
有
者
は
、

パ
ナ
マ
に
五
年
間
居
住
し
て
お
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
つ
て
、

題
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ナ
マ
の
独
立
は
ア
メ
リ
カ
の
お
か
げ
で
あ
り
、
し
か
も
、

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

で
あ
る
。

そ
の
国
籍
は
問

そ
の
後
両
国
間
に
多
少
の
い
ざ
こ
ざ
は

ア
メ
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ら、 ち
が
っ
て
い
る
が
、
前
掲
の
船
舶
登
録
統
計
表
は
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
つ
い
て
で
あ
る
）
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
三
百
六
隻
は
ア
メ
リ

カ
、
九
十
隻
は
イ
ギ
リ
ス
、
二
十
隻
は
ギ
リ
シ
ャ
、
十
六
隻
は
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
十
四
隻
は
ド
イ
ツ
か
ら
で
あ
っ
て
、

ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
イ
タ
リ
ー
・
ス
エ
ー
デ
ン
等
を
ふ
く
め
て
全
部
で
三
十
ニ
カ
国
の
三
百
八
十
四
の
会
社
が

こ
れ
等
六
百
四
十
四
隻
の
。
ハ
ナ
マ
船
を
所
有
し
て
い
が
、
。
こ
の
当
時
リ
ベ
リ
ヤ
に
登
録
せ
ら
れ
て
い
た
船
腹
の
量
は
す
く
な
か
っ
た
か

一
九
四
九
＼
一
九
五
四
年
の
期
間
に
お
い
て
は
パ
ナ
マ
が
主
要
便
宜
船
籍
国
で
あ
っ
て
、

i
r
y
)

の
報
告
に
よ
る
と
、

あ
っ
た
に
し
て
も
。
ハ
ナ
マ
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
経
済
上
の
依
存
関
係
に
は
そ
れ
ほ
ど
変
化
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

(
7
)
 

当
時
。
ハ
ナ
マ
に
登
録
し
て
い
た
船
舶
所
有
者
は
圧
倒
的
に
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
。
第
二
大
戦
中
は
、

転
籍
し
た
か
ら
、

ロ
ス
・
ト
ン
、

ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ

一
九
三
九
年

ア
メ
リ
カ
の
船
主
の
み
な
ら
ず

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
船
主
た
ち
ま
で
も
そ
の
船
舶
を
当
時
す
で
に
避
難
船
籍
(
a
flag of 
r
e
f
u
g
e
)

と
い
う
評
判
の
あ
っ
た
。
ハ
ナ
マ
船
籍
に

。
ハ
ナ
マ
商
船
隊
は
ま
す
ま
す
拡
大
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
第
二
大
戦
が
終
っ
て
も
、
激
烈
な
国
際
海
運
界
の

競
争
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
避
難
船
籍
か
ら
便
宜
船
籍
と
し
て
有
名
に
な
っ
て
い
た
。
ハ
ナ
マ
船
籍
へ
の
登
録
は
増
大
し
つ
づ
け
た
の
で

あ
っ
，
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
ナ
マ
に
登
録
せ
ら
れ
て
い
た
船
腹
の
量
（
た
だ
し
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
の
量
）
は
、
一
九
三
九
年
に
は
七
十
二

一
九
四
七
年
に
は
二
百
四
十
五
万
八
千
グ

一
九
四
八
年
に
は
二
百
八
|
四
万
三
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
と
増
大
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
‘
た
。

プ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
連
合
海
事
会
議

(
U
n
i
t
e
d

N
a
t
i
o
n
s
 M
a
r
i
t
i
m
e
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
)

は
政
府
間
海
事
協
議
機
構
を
設
立
す
る
条
約

を
採
択
し
た
が
、

こ
の
国
際
連
合
海
事
会
議
で
は
、
。
ハ
ナ
マ
は
、
当
時
登
録
ト
ン
数
約
二
百
五
十
万
ト
ン
で
世
界
の
第
五
番
目
か
第
六

番
目
に
位
置
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
第
十
七
条
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
第
一
回
理
事
会
の
理
事
国

(10) 

の
中
に
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
四
九
年
の
国
際
労
働
機
構

(
I
.
L
.
 0
.
)

の
調
査
委
員
会

(
C
o
m
m
i
t
t
e
e
of 
E
n
q
u
,
 

一
九
四
八
年
に
パ
ナ
マ
に
登
録
せ
ら
れ
て
い
た
船
舶
は
六
百
四
十
四
隻
（
前
掲
の
船
舶
登
録
統
計
表
の
数
字
と

万
二
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン
で
あ
っ
た
の
が
、

一
九
四
六
年
に
は
百
八
万
五
千
グ
ロ
ス
・
ト
ン

そ
の
ほ
か
オ
ー

一
九
四
八
年
に
ジ
ュ
ネ
ー
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を
ア
メ
リ
カ
植
民
協
会
に
お
う
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

イ
に
次
い
で
世
界
で
第
四
番
目
の
船
腹
保
有
国
で
あ
っ
た
。
便
宜
船
籍
国
と
し
て
は
一
九
五
五
年
以
降
に
リ
ベ
リ
ヤ
が
パ
ナ
マ
を
追
い

一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
の
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
総
会
に
よ
る
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
の
時
に

は
、
パ
ナ
マ
は
世
界
で
第
八
番
目
の
船
腹
保
有
国
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

有
国
に
ま
で
順
位
が
さ
が
っ
た
の
で
あ
り
、

パ
ナ
マ
は
一
九
六

0
年
に
は
世
界
で
第
十
一
番
目
の
船
腹
保

(12) 

パ
ナ
マ
に
登
録
さ
れ
る
船
腹
量
が
今
後
増
大
す
る
傾
向
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
、
伝
統
的
海
運
国
に
と
っ
て
最
大
の
強
敵
と
な
っ
て
い
る
便
宜
筐
籍
船
は
、

せ
ら
れ
船
籍
港
と
し
て
モ
ン
ロ
ビ
ヤ

(
M
o
n
r
o
v
i
a
、
リ
ベ
リ
ャ
の
首
都
）

造
船
業
界
に
と
っ
て
は
最
大
の
輸
出
先
き
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
星
―
つ
の
星
条

旗
」
を
掲
揚
し
た
リ
ベ
リ
ヤ
船
で
あ
る
。
し
か
も
、
伝
統
的
海
運
国
の
一
っ
で
あ
る
日
本
に
と
っ
て
皮
肉
な
こ
と
に
は
、

fferkliste)
ま
た
は
穀
物
海
岸
(
G
r
a
m
C
o
a
s
t
)
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
ア
フ
リ
カ
で
も
古
い
共
和
国
で
あ
る
。

日
本
の
造
船

所
で
外
国
か
ら
註
文
を
う
け
て
つ
く
ら
れ
た
船
舶
の
相
当
数
が
船
主
は
ギ
リ
シ
ャ
人
そ
の
他
の
外
国
人
で
あ
っ
て
も
リ
ベ
リ
ヤ
に
登
録

こ
の
リ
ベ
リ
ヤ
は
、
北
西
ア
フ
リ
カ
の
コ
シ
ョ
ウ
海
岸

(
P
f
e
-

に
ア
メ
リ
カ
植
民
協
会
(
A
m
e
r
i
c
a
n
C
o
l
o
m
z
a
t
i
o
n
 S
o
c
i
e
t
y
)
は
奴
隷
解
放
に
よ
っ
て
自
由
の
身
と
な
っ
た
ニ
グ
ロ
を
そ
の
故
郷
で
あ

る
西
ア
フ
リ
カ
に
復
帰
・
移
住
さ
せ
た
が
、

た
。
他
の
ア
フ
リ
カ
の
国
家
と
同
様
に
、

こ
れ
が
端
緒
と
な
っ
て
リ
ベ
リ
ヤ
は
一
八
四
七
年
に
共
和
国
と
し
て
独
立
し
た
の
で
あ
っ

リ
ベ
リ
ヤ
の
国
民
も
、
前
述
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
復
帰
し
た
解
放
奴
隷
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
・
リ

ベ
リ
ヤ
人

(
A
m
e
n
c
o
-
L
i
b
e
n
a
n
s
)
と
い
わ
れ
る
も
の
を
ふ
く
み
複
数
の
種
族
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
リ
ベ
リ
ヤ
の
海
岸
地

帯
に
居
住
し
て
い
る
英
語
の
「
c
r
e
w
」
に
そ
の
名
を
由
来
す
る
ク
ル
ー
族

(the

Kru)と
い
わ
れ
る
種
族
も
あ
る
が
、
こ
の
ク
ル
ー
族

(13) 

は
水
夫
と
し
て
ア
フ
リ
カ
沿
岸
航
路
の
商
船
隊
に
多
数
の
り
く
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
リ
ベ
リ
ヤ
は
そ
の
建
国
を

領
の
時
で
あ
り
、
し
か
も
、

ア
メ
リ
カ
が
リ
ベ
リ
ャ
を
承
認
し
た
の
は
一
八
六
二
年
リ
ン
カ
ー
ン
大
統

そ
の
後
も
約
五
十
年
間
は
ア
メ
リ
カ
は
リ
ベ
リ
ヤ
を
無
視
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
建
国
当
初
か
ら
の
リ

ぬ
い
た
の
で
あ
り
、

一
八
ニ
一
年

の
標
示
を
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
リ
ベ
リ
ヤ
は
日
本
の
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一
九
四
し
年
に
リ
ベ
リ
ヤ
で
も
船
舶
法
が
つ
く
ら

First 
N
a
 ttonal 
C
i
t
y
 
B
a
n
k

の
子
会
社
と

一
九
四
―
―
一
年
に
は
ア
メ
リ
カ
・

ベ
リ
ヤ
の
経
済
的
困
難
に
対
す
る
外
国
か
ら
の
借
款
も
専
ら
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
か
ら
で
あ
っ
て
、

借
款
は
一
九
―
二
年
の
モ
ル
ガ
ン
金
融
業
(J.P.
M
o
r
g
a
n
 b
a
n
k
m
g
 m
t
e
r
e
s
t
s
)

に
よ
る
も
の
が
最
初
で
あ
り
、

リ
カ
の
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ス
ト
ー
ン
・
ゴ
ム
農
園
会
社

(
F
i
r
e
s
t
o
n
e
R
u
b
b
e
r
 P
l
a
n
t
a
t
1
0
n
)
が
リ
ベ
リ
ヤ
に
設
置
さ
れ
て
か
ら
ア
メ
リ
カ
と

リ
ベ
リ
ヤ
と
の
経
済
関
係
は
密
接
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ス
ト
ー
ン
会
社
は
、

属
物
(
a
p
p
e
n
d
a
g
e
)
で
あ
る
と
極
言
さ
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
、

は
一
時
悪
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

リ
ベ
リ
ヤ
は
ア
メ
リ
カ
の
付

(14) 

リ
ベ
リ
ヤ
の
実
質
的
支
配
権
を
に
ぎ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
九
三

一
年
に
国
際
連
盟
が
リ
ベ
リ
ヤ
の
奴
隷
制
度
の
存
続
と
圧
制
を
問
題
と
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
ア
メ
リ
カ
と
リ
ベ
リ
ヤ
と
の
外
交
関
係

(15) 

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
時
代
に
両
国
の
関
係
は
再
び
よ
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第

ニ
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
リ
ベ
リ
ヤ
の
経
済
に
公
然
と
直
接
の
関
係
を
も
ち
は
じ
め
、

リ
ヤ
の
輸
出
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
及
び
輸
人
の
三
分
ノ
ニ
は
ア
メ
リ
カ
と
の
間
の
も
の
で
あ
り
、

一
九
四
一
年
以
来
リ
ベ

ド
ル
が
リ
ベ
リ
ヤ
の
通
貨
と
さ
れ
た
り
、
リ
ベ
リ
ヤ
の
国
立
銀
行
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

(16) 

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
と
リ
ベ
リ
ャ
と
の
間
の
密
接
な
経
済
関
係
か
ら
リ
ベ
リ
ヤ
は
「
ア
メ
リ
カ
の
名
ヅ
ケ
子

A

し
、
前
掲
の
船
舶
登
録
統
計
表
か
ら
も
明
ら
か
な

命）、

(
t
h
e
 
g
o
d
s
o
n
 
of 
U
n
c
l
e
 S
a
m
)
」
で
あ
る
と
ま
で
い
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
力
し
カ

よ
う
に
、
第
二
大
戦
終
了
ま
で
は
、
海
連
の
面
で
の
ア
メ
リ
カ
と
リ
ベ
リ
ャ
と
の
関
係
は
は
と
ん
と
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
前
述
の

よ
う
に
ア
メ
リ
刀
の
船
主
は
パ
ナ
マ
船
籍
を
多
い
に
利
川
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

れ
、
こ
の
船
舶
法
は
パ
ナ
マ
の
船
舶
法
（
実
際
は
固
法
典

c
o
m
m
e
r
c
1
a
l
c
o
d
e
の
一
部
）

に
類
似
し
て
い
た
か
、

L
m
e
リ
ベ
リ
ヤ
沿
岸
航
路
に
配
船
し
、
前
述
の
ク
ル
ー
族
を
水
夫
と
し
て
多
数
雇
用
し
て
い
た
）

パ
ナ
マ
船
籍
を
取
得
す
る

た
め
に
は
船
舶
所
有
者
が
パ
ナ
マ
に
五
年
間
居
住
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
パ
ナ
マ
船
舶
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
要
件
は

リ
ベ
リ
ヤ
船
舶
法
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
ヘ
リ
ヤ
は
一
九
四
七
年
に
ア
メ
リ
カ
の
船
会
社
フ
ァ
ー
レ
ル
・
ラ
イ
ン

(
F
a
r
r
e
l
l

に
登
録
を
み
と
め
た
が
、
し
か
し
、

リ
ベ
リ

一
九
二
六
年
に
ア
メ

ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
リ
ヤ
に
対
す
る
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ヤ
が
パ
ナ
マ
以
上
に
開
放
的
な
そ
の
船
舶
法
に
よ
っ
て
世
界
の
船
舶
登
録
の
競
争
に
の
り
出
し
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
に
そ
の
名
を

出
し
は
じ
め
た
の
は
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
の
一
九
四
九
年
か
ら
で
あ
っ
て
、

ス
テ
ッ
チ
ニ
ア
ス
・
リ
ベ
リ
ヤ
会
社

(
S
t
e
t
t
i
m
u
s
'
L
i
b
e
-

(19) 

ria 
C
o
.
ま
た
は

Stettinius
A
s
s
o
c
i
a
t
e
s
 of N
e
w
Y
o
r
k
)
に
よ
る
リ
ベ
リ
ヤ
船
籍
の
取
得
が
そ
の
口
火
を
き
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
船

船
籍
国
と
な
り
、

一
九
五
五
年
に
は
登
録
ト
ン
数
で
は
パ
ナ
マ
を
追
い
ぬ
い
て
最
大
の
便
宜

一
九
五
七
年
に
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
で
世
界
第
三
位
の
海
運
国
に
ま
で
の
し
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
リ
ベ
リ
ヤ
の
商
船
隊
の
五
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
は
タ
ン
カ
ー
で
あ
っ
て
、

(20) 

て
世
界
で
最
大
量
の
タ
ン
カ
ー
を
保
有
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
り
、

い
わ
れ
て
い
(621)。

リ
ベ
リ
ヤ
は
一
九
五
八
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
を
追
い
ぬ
い

以
上
の
リ
ベ
リ
ヤ
・
パ
ナ
マ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
・
コ
ス
タ
リ
カ
の
四
国
が
便
宜
船
籍
国
で
あ
っ
て
、
各
国
の
船
主
は
こ
れ
等
の
便
宜

メ
リ
カ
及
び
ギ
リ
シ
ャ
の
船
主
で
あ
る
。
こ
れ
等
便
宜
船
籍
国
に
登
録
せ
ら
れ
た
ト
ン
数
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
、

ア
メ
リ
カ
や

ギ
リ
シ
ャ
の
国
籍
を
も
っ
た
船
主
ま
た
は
ア
メ
リ
カ
や
ギ
リ
シ
ャ
に
オ
リ
ジ
ン
を
も
っ
た
船
主
に
属
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ

(22) 

れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
と
リ
ベ
リ
ヤ
ま
た
は
パ
ナ
マ
と
の
経
済
関
係
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
の
海
運
政
策
が
影
響
し
て
、

多
数
の
ア
メ
リ
カ
人
船
主
が
リ
ベ
リ
ヤ
ま
た
は
パ
ナ
マ
の
船
籍
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
の
船
主
が
ま
さ
に
「
必

要
船
籍
」
と
し
て
パ
ン
ホ
ン
リ
プ
コ
船
籍
と
く
に
パ
ナ
マ
及
び
リ
ベ
リ
ヤ
の
船
籍
に
多
数
逃
避
し
た
の
は
、
第
二
大
戦
後
の
ギ
リ
シ
ャ

の
政
情
不
安
、
船
舶
の
国
有
化
の
危
険
、
海
運
業
に
対
す
る
重
税
、
時
代
お
く
れ
の
船
舶
法
等
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
第
二
大
戦
直
後
の
政
情
不
安
や
経
済
混
乱
が
お
さ
ま
り
ギ
リ
シ
ャ
は
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
安
定
し
て
き
た
う
え
に
、

九
五
三
年
及
び
一
九
五
八
年
に
は
ギ
リ
シ
ャ
は
そ
の
法
律
を
改
正
し
て
便
宜
船
籍
国
に
ま
け
な
い
ほ
ど
に
海
運
業
を
優
遇
す
る
措
置
を

船
籍
と
く
に
リ
ベ
リ
ヤ
及
び
パ
ナ
マ
の
船
籍
を
利
用
し
て
い
る
が
、

「
必
要
船
籍
」
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
多
い
に
利
用
し
た
の
は
ア

リ
ベ
リ
ヤ
の
タ
ン
カ
ー
船
隊
は
世
界
で
最
も
近
代
的
で
あ
る
と

舶
登
録
統
計
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
リ
ベ
リ
ヤ
は
、
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(
1
1
)
B
o
c
z
e
k
,
 op. 
cit., 
p. 
12. 

(
1
0
)
I
b
i
d
・
。
p,387.

(
8
)
 

(
6
)
 

と
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
人
船
主
た
ち
は
、
便
宜
船
籍
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
船
籍
に
移
籍
し
た
り
、
新
造
船
を
は
じ
め
か
ら
ギ
リ
シ
ャ

(23) 

に
登
録
し
た
の
で
あ
っ
た
。
前
述
の
船
舶
登
録
統
計
表
に
よ
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
の
登
録
ト
ン
数
は
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
一
年
に
か

け
て
急
激
に
増
大
し
世
界
の
第
六
位
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
後
も
ギ
リ
シ
ャ
船
腹
の
ノ
ビ
は
順
調
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
は
前
述
の
法
律

(
2
4
)
 

改
正
に
よ
っ
て
外
国
人
船
主
の
登
録
を
み
と
め
た
り
税
金
面
で
の
優
遇
措
置
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
は
便
宜
船
籍
国
と
は
一

般
に
考
え
ら
れ
て
お
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
人
船
主
は
ア
メ
リ
カ
人
船
主
と
な
ら
ん
で
便
宜
船
籍
を
多
い
に
利
用
し
た
側
で

B
o
c
z
e
k
,
 o
p
・
c
i
t
・
・
p
p
.
 14 ~
 18. 
A
m
e
r
i
c
a
n
 B
u
r
e
a
u
 of 
S
h
i
p
p
i
n
g

の船
g

舶

H
玩
計
に
本
）
と
づ
い
て
作
＂
曲
8

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
S
c
h
u
l
t
e
,
 
a. a. 
0., S. 9
 ~
 10. 

(
4
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
参
照
。

(
5
)
A
u
s
t
i
n
 F. 
M
a
c
d
o
n
a
l
d
,
 
L
a
t
i
n
 A
m
e
r
i
c
a
 Politics 
a
n
d
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 1950, 

pp・3
7
4
~
3
7
5
.

一九
01
―
一
年
十
一
月
十
八
日
の
ヘ
イ
・
バ
リ
ラ
条
約
に
つ
い
て
は
、

V
i
k
t
o
r
B
o
h
m
e
r
t
,
 P
a
n
a
m
a
,
K
a
n
a
i
,
 S
t
r
u
p
p
'
S
c
h
l
o
c
h
a
u
e
r
:
 

W
o
r
t
e
r
b
u
c
h
 d
e
s
 
V
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
,
 II. 
B
a
n
d
,
 1961. 
S. 
7
2
6
 ~
 727. 

(
7
)
S
c
h
u
l
t
e
,
 a
.
a
.
O
.
,
 S. 
8. 

B
8
Z
妥
,
op. 
cit., 
p, 11. 

(
9
)
O
r
a
l
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
M
r
.
 Vallat 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
,
 
I
.
C
.
J
.
 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 1960., 

p.387. 

(
2
)
I
b
i
d
.
,
 
p. 
14. 

(
1
)
 

あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
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九
五
九
年
一
月
の
第
一
回
総
会
で
リ
ベ
リ
ヤ
及
び
パ
ナ
マ
が
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
も
、
便
宜
船
籍
に
対

す
る
伝
統
的
海
運
国
の
反
対
の
あ
ら
わ
れ
の
一
っ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
船
舶
は

（
第
二
大
戦
直
後
し
ば
ら

リ
ベ
リ
ヤ
は
、
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
選
挙
と
い

う
よ
う
な
問
題
に
経
済
上
・
商
業
上
の
争
い
を
も
ち
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
、
伝
統
的
海
運
国
に
強
く
反
撃
し
た
の
で
あ
っ

(
l
i
 一

九
三
W
年
に
国
際
運
輸
労
働
者
連
盟

(International

T
r
a
n
s
p
o
r
t
 W
o
r
k
e
r
s
•
F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
)

の
要
請
に
よ
っ
て
国
際
労
働
機
構

(
I
.
L
.
 0̀
)
の
合
同
海
事
委
員
会

(
J
o
i
n
t
M
a
r
i
t
i
m
e
 C
o
m
m
1
s
s
1
0
n
)
は
便
宜
船
籍
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
が
、
便
宜
船
籍
は
安
全
管

理
を
含
む
船
員
の
労
働
条
件
や
雇
用
条
件
を
危
険
に
お
と
し
い
れ
る
と
と
も
に
他
国
の
船
主
と
の
不
正
競
争
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る

と
批
判
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
二
大
戦
後
の
国
際
運
輸
労
働
者
連
盟
の
諸
会
議
や

I
L
O
で
も
、
船
員
労
働
と
不
正
競
争
と
い
う
労
働
及

(
2
~
 

び
海
運
の
面
か
ら
、
便
宜
船
籍
が
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
の
よ
う
に
、
便
宜
船
籍
は
、
船
舶
登
録
に
つ
い
て
の
手
数
料
及
び
税

金
が
低
率
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

ま
た
、
海
運
業
に
対
す
る
そ
の
ほ
か
の
種
々
の
優
遇
措
置
か
ら
、
国
際
海
運
の
不
正
競
争
と
い
う
問

題
を
お
こ
し
、
伝
統
的
海
運
国
の
船
主
は
便
宜
船
籍
を
目
の
仇
に
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
他
方
で
は
、

く
の
間
に
）
便
宜
船
籍
に
転
籍
せ
ら
れ
た
船
舶
の
性
能
・
装
備
・
船
令
等
に
関
連
し
て
船
員
の
安
全
管
理
と
い
う
問
題
や
、
船
員
の
賃

金
の
面
か
ら
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
船
員
に
つ
い
て
で
あ
る
が
船
員
の
失
業
問
題
を
お
こ
し
、

ア
メ
リ
カ
の
海
員
組
合
を
含
め
各
国
の

海
員
組
合
は
便
宜
置
籍
船
に
対
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
そ
の
他
の
反
対
運
動
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(

3

)

、

便
宜
置
籍
船
は
ミ
セ
カ
ケ
の
船
籍
を
も
っ
た
ボ
ロ
船

(
S
e
e
l
e
n
v
e
r
k
a
u
f
e
r
u
n
t
e
r
 S
c
h
a
t
t
e
n
f
l
a
g
g
e
n
)
で
あ
り
所
有
権
に
つ
い
て
は

な
ん
ら
実
際
的
変
化
を
も
た
ら
さ
な
い
ミ
セ
カ
ケ
の
船
籍
移
転

(
s
p
u
r
i
o
u
s
transfer)
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
6

ま
た
、

特
定
の
国
家
に
実
際
に
所
属
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
パ
ナ
マ
及
び
リ
ベ
リ
ヤ
の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て

(
5
)
 

お
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
批
判
は
、
い
ず
れ
も
、
便
宜
船
籍
国
の
船
舶
登
録
法
と
く
に
便
宜
船
籍
国
に
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を
あ
げ
て
お
り
、
さ
ら
に

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

。
ハ
ナ
マ
は

(
S
e
c
t
i
o
n
 2
.
)

に
よ
る
と
、

C
)
 

(
6
)
 

て
い
る
の
で
あ
る
ま
た
、

一
九
五
八
年
十
二
月
三
十
一

H
に
お
い
て
は
、

登
録
せ
ら
れ
て
い
る
船
舶
の
所
有
権
に
む
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
リ
ベ
リ
ヤ
海
事
法
典

(
L
i
b
e
n
a
n
M
a
r
i
t
i
m
e
 
C
o
d
e
)

の
第
二
節

リ
ベ
リ
ヤ
国
民
の
み
な
ら
ず
外
国
人
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
船
舶
に
も
登
録
の
資
格
が
み
と
め
ら
れ

。
ハ
ナ
マ
の
商
事
法
典
の
第
一
〇
八
〇
条
に
よ
る
と
、

パ
ナ
マ
に
居
住
し
て
お
れ
ば
、

パ
ナ
マ
国
民
の
み
な
ら
ず
、
外
国
人
で
も
五
年
以
上

(
7
)
 

そ
の
所
有
し
て
い
る
船
舶
を
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
リ
ベ
リ
ヤ
及
び
パ
ナ
マ
は
外
国
人
の
所
有
し
て
い
る
船
舶
に
も
登
録
を
み
と
め
て
そ
の
船
籍
を
付
与
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

リ
ベ
リ
ヤ
及
び
パ
ナ
マ
に
登
録
せ
ら
れ
て
い
る
船
舶
の
大
部
分
は
リ
ベ
リ
ヤ
及
び
パ
ナ
マ
の
国
民
が
所
有
し
て
い
る
船
舶

一
九
六

0
年
三
月
に
お
い
て
は
、

が
パ
ナ
マ
国
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ベ
リ
ヤ
は
、

有
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、

は
お
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
リ
ベ
リ
ヤ
海
事
法
典
の
第
一
一
節
は
、

「
ど
こ
で
建
造
せ
ら
れ
た
に
せ
よ
、

そ
の
登
録
船
舶
の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

五
百
十
四
隻
・
六
百
七
万
六
千
―
二
十
グ
ロ
ス
ト
ン
の
船
舶
が
リ
ベ
リ
ヤ
国
民
に
よ
っ
て
所
有
せ
ら
れ
且
つ
そ
の
名
儀
で
登
録
せ
ら
れ
て

い
た
と
い
っ
て
い
芍
炉
と
こ
ろ
が
、

一
九
五
八
年
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
リ
ベ
リ
ヤ
に
登
録
せ
ら
れ
て
い
た
千
七
十
三
隻
・
千
百

七
万
四
千
五
百
五
十
九
グ
ロ
ス
ト
ン
の
船
舶
の
中
で
五
百
十
四
隻
・
六
百
七
万
六
千
―
―
-
＋
グ
ロ
ス
ト
ン
の
船
舶
は
リ
ベ
リ
ヤ
国
民
の
所

こ
の
リ
ベ
リ
ヤ
国
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
船
舶
の
大
部
分
が
名
目
上
だ
け
リ
ベ
リ
ヤ
国
民
の
所
有
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
他
国
の
国
民
が
享
益
的
所
有
権
者

(beneficial
o
w
n
e
r
.

財
産
の
事
実
上
の
所
有
者
と
し
て
、
他
人
名
儀
の
そ

(10)
、

の
財
産
か
ら
の
収
益
を
う
け
る
者
）
で
あ
り
し
た
が
っ
て
、
リ
ベ
リ
ヤ
船
籍
の
船
舶
の
大
部
分
は
リ
ベ
リ
ヤ
国
民
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て

リ
ベ
リ
ヤ
に
登
録
を
み
と
め
ら
れ
る
船
舶
と
し
て
、

リ
ベ
リ
ヤ
の
公
民
ま
た
は
国
民
あ
る
い
は
外
国
の
公
民
ま
た
は
国
民
に
よ
っ
て
所
有
せ
ら
れ
て
い

る
航
洋
船

(
A
s
e
a
g
o
i
n
g
 vessel 
w
h
e
r
e
v
e
r
 b
u
i
l
t
,
o
w
n
e
d
 b
y
 a
 citizen or 
national 
of 
L
i
b
e
r
i
a
 o
r
 
of 
a
n
y
 f
o
r
e
i
g
n
 c
o
u
n
t
y
)」

「
こ
の
公
民
ま
た
は
国
民
と
い
う
言
葉
は
会
社
・
組
合
及
び
個
人
の
団
体
を
含
む
も
の
と
す
る
(
T
h
e
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逸
脱
し
て
い
る
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。

t
e
r
m
 
"citizen•and•national•shall 

i
n
c
l
u
d
e
 corporations, p
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
s
 a
n
d
 associat10ns of individuals.)」
L
J↓
0
3に
5
3
T
ぃ`ス
Y
o

し
た
が
っ
て
、
リ
ベ
リ
ヤ
船
籍
の
船
舶
の
大
部
分
が
「
リ
ベ
リ
ヤ
国
民
」
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

船
舶
の
大
部
分
が
「
リ
ベ
リ
ヤ
の
法
律
の
も
と
で
設
立
せ
ら
れ
た
会
社
を
含
む
リ
ベ
リ
ヤ
国
民
」
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

う
の
も
、

リ
ベ
リ
ヤ
船
籍
の

パ
ナ
マ
船
籍
の
船
舶
の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
「
パ
ナ
マ
国
民
」
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
と
い

「
パ
ナ
マ
の
法
律
の
も
と
で
設
立
さ
れ
登
記
さ
れ
且
つ
パ
ナ
マ
に
住
所
地
を
も
つ
会
社
、
す
な
わ
ち
、
パ
ナ
マ
の
会
社
」
が

(11) 

パ
ナ
マ
船
籍
の
船
舶
の
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
リ
ベ
リ
ヤ
自
身
が
認
め

て
い
る
よ
・
1
匝
、
こ
れ
等
の
会
社
は
主
と
し
て
外
国
資
本
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
な
に
も
リ
ベ
リ
ヤ
・
パ
ナ
マ
等
の
便
宜
船
藉
国
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

た
船
舶
の
中
で
百
万
ト
ン
以
上
の
船
腹
は
ア
メ
リ
カ
の
会
社
が
享
益
的
所
有
権
を
も
っ
て
お
り
、

た
と
え
ば
、

イ
ギ
リ
ス
船
籍
を
も
っ

オ
ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ノ
ー
ル
ウ

ェ
イ
・
ド
イ
ツ
等
の
他
の
伝
統
的
海
運
国
に
も
同
じ
よ
う
な
現
象
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
単
独
の
個
人
が
名
儀
上
も
事
実
上
も
船
舶

を
所
有
し
且
つ
そ
の
所
有
者
が
国
籍
を
も
っ
て
い
る
国
と
他
の
国
と
の
間
を
そ
の
船
舶
が
航
行
す
る
と
い
う
よ
う
な
時
代
も
あ
っ
た
が
、

今
日
の
海
運
界
は
国
際
化
せ
ら
れ
て
非
常
に
複
雑
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
船
主
が
あ
る
国
で
法
人
化
さ
れ
、

の
国
の
船
藉
を
取
得
し
、

さ
ら
に
、

し
か
も
、
数
力
国
に
ま
た
が
っ
て
調
達
さ
れ
た
資
本
で
そ
の
経
営
が
な
さ
れ
、
と
き
に
は
そ
の
船
舶
が
船
籍
港
に
一
度
も
寄
港
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
な
航
路
に
配
船
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
の
で
あ
な
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
海
連
界
の
現
状
を
考
え
る
な
ら
ば
、
リ
ベ
リ

ヤ
及
び
。
ハ
ナ
マ
の
船
舶
登
録
制
度
、

「
フ
ラ
ッ
グ
・
ト
ン
ネ
ー
ジ

そ
の
船
舶
の
寿
命
の
大
部
分
の
期
間
に
わ
た
っ
て
第
三
国
の
国
民
に
よ
っ
て
チ
ャ
ー
タ
ー
さ
れ
、

と
く
に
登
録
せ
ら
れ
る
船
舶
の
所
有
権
に
つ
い
て
、

そ
の
所
有
す
る
船
舶
が
他

リ
ベ
リ
ヤ
及
び
パ
ナ
マ
が
一
般
的
標
準
か
ら

(flag-tonnage・

―
つ
の
国
に
登
録
せ
ら
れ
て
い
る
総
ト
ン
数
）
を
出
発
点
と
し
て
、
当
該
国
家
の
国
民
が
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G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
v
e
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
 I. 
C
.
 J. 
R
e
p
o
r
t
s
 
1960・ 

す
る
）
、
p.
156.
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
意
見
と
し
て
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
。

(
6
)
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
 
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
Series, 
L
a
w
s
 
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
t
h
e
 
N
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 of 
S
h
i
p
s
,
 S
T
¥
L
E
G
;
S
E
R
.
 B
¥
5
 a
n
d
 A
d
d
.
 

1
,
 

p. 96. 

(
5
)
た
と
え
ば

(
4
)
 

「
不
必
要
に
複
雑
な

所
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
ト
ン
数
を
こ
れ
か
ら
ひ
き
さ
り
、
当
該
国
家
の
国
民
の
所
有
で
は
あ
る
が
他
の
国
家
に
登
録
さ
れ
て
い
る

(14) 

ト
ン
数
を
こ
れ
に
加
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
国
家
の
真
の
船
腹
保
有
量
を
決
定
す
べ
し
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

前
述
の
よ
う
に
今
日
の
海
運
界
は
非
常
に
複
雑
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
船
舶
に
対
す
る
享
益
的
所
有
権
や
船
会
社
の
株
主
の
国
籍
ま
で

も
考
慮
に
い
れ
て
登
録
船
舶
の
真
の
所
有
権
者
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
困
難
と
い
う
よ
り
も
ま
ず
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

船
舶
の
所
有
権
を
船
籍
を
取
得
す
る
た
め
の
船
舶
登
録
の
要
件
の
一
っ
と
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
船
舶
法
を
比
較
．

分
析
す
る
別
稿
で
詳
論
す
る
が
、

と
に
か
く
、
登
録
ト
ン
数
を
な
に
か
の
た
め
の
基
準
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、

間
海
事
協
議
機
構
の
海
上
安
全
委
員
会
の
八
理
事
国
と
な
る
た
め
の
資
格
で
あ
る
最
大
船
腹
保
有
国
の
決
定
に
あ
た
っ
て
登
録
ト
ン
数

を
基
準
と
す
る
場
合
に
、
登
録
船
舶
の
真
の
所
有
権
者
や
船
会
社
の
株
主
の
国
籍
等
を
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
は
、

(15) 

基
準
(
a
n
m
m
e
c
e
s
s
a
r
y
 c
o
m
p
l
i
c
a
t
e
d
 criterion)
を
も
ち
こ
む
も
の
で
あ
る
」
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
W
r
i
t
t
e
n
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
L
i
b
e
r
i
a
,
I
.
C
.
J
.
 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 
1960., 
p.36. 

(
2
)
B
8
z
e
k
,
 op. cit•, 

p
p
.
6
5
~
6
9
.
 

(
3
)
S
c
h
u
l
t
e
,
 a. a. 
0., S
.
1
1
 u
n
d
 
14. 

B
8
z
e
k
,
 op. 
cit., 
p, 65. 

A
d
V
1
s
o
r
y
 O
p
1
m
o
n
 of 
8
 

た
と
え
ば
、
政
府

J
u
n
e
 1
9
6
0
:
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 of 
t
h
e
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
t
h
e
 Inter, 

（
以
下
、

I.
C
.
 J. 
R
e
p
o
r
t
s
 
1960.

と
略
記
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(
8
)
S
e
c
o
n
d
 O
r
a
l
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
Dr.

忍
b
r
e
g
a
r
e
p
r
e
8
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
P
a
n
a
m
a
,
 I. 
C
.
 J. 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 1960., 

p. 409. 

(
9
)
S含
o
n
d
O
r
a
l
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
M
r
.
 W
e
e
k
s
 r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 
t
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 of 
L
i
b
e
n
a
,
 I.C.J. P
l
e
a
d
i
n
g
s
 
1960., 
p.395. 

(
1
0
)
O
r
a
l
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
M
r
.
 Vall at 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 t
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 K
m
g
d
o
m
,
 I. C. J. P
l
e
a
d
m
g
s
 
1960., 

p. 
372. 

(
1
1
)
S
e
c
o
n
d
 O
r
a
l
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
Dr. F
a
b
r
e
g
a
 r
e
p
r
e
s
e
n
t
m
g
 t
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
P
a
n
a
m
a
,
I
.
C
.
J
.
 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 
1960., 

p. 
409. 

(
1
2
)
O
r
a
l
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
M
r
.
 W
e
e
k
s
 r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 t
h
e
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
Liberia, I.C.J. 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
 
1960., 
p. 271. 

(
1
3
)
I
 bid., 
pp. 2
7
2
 ~
 273.
に
腿
a味
太
3

る
加
5

の
一
―
つ
の
実
例
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
イ
）
一
九
五
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
る
バ
ミ
ュ
ー
ダ

(
B
e
r
m
u
d
a
)
で
A
n
g
l
o
-
A
m
e
n
c
a
n
S
h
i
p
p
i
n
g
 C
o
m
窓
n
y
L
i
m
i
t
e
d
が

設
立
さ
れ
た
。
こ
の
会
社
が
バ
ミ
ュ
ー
ダ
で
設
立
さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
よ
り
こ
の
植
民
地
の
税
法
の
ほ
う
が
苛
酷
で
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
会
社
の
株
式
資
本
は
二
百
二
十
万
バ
ミ
ュ
ー
ダ
・
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
こ
の
株
式
の
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
パ
ナ
マ
で
設

立
さ
れ
た

N
o
r
n
e
s
s
S
h
i
p
p
i
n
g
 C
o
m
p
a
n
y
 I
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
 

の
で
あ
る
。

九
四
六
年
ま
で
は
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
の
市
民
権
を
も
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
の

E
r
l
i
n
g
D. N
o
r
n
e
s
s

に
よ
っ
て
実
際
上
支
配
さ
れ
て
い
た

の
所
有
す
る
船
舶
は
全
部
で
五
隻
で
あ
る
が
、
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
の
港
に
登

苔
g
l
o
,
A
m
e
r
i
c
a
n
S
h
i
p
p
m
g
 
C
o
m
p
a
n
y
 

録
せ
ら
れ
て
い
る
か
ま
た
は
登
録
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
最
も
小
さ
い
一
隻
は
別
の
イ
ギ
リ
ス
の
船
会
社
に
十
五
年
間
チ
ャ
ー
タ

ー
さ
れ
て
い
る
。
他
の
一
隻
は
ド
イ
ツ
の
船
会
社
に
八
年
間
チ
ャ
ー
タ
ー
さ
れ
て
い
る
。
一
二
隻
目
の
船
は
、
ア
メ
リ
カ
の
石
油
会
社
の
丸
ガ

カ
エ
の
子
会
社
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
会
社
に
五
年
半
の
間
チ
ャ
ー
タ
ー
さ
れ
て
い
る
。
四
隻
目
と
五
隻
目
の
船
舶
は
、
別
の
ア
メ
リ
カ
の
石

油
会
社
の
丸
ガ
カ
工
の
子
会
社
で
あ
る
バ
ミ
ュ
ー
ダ
の
会
社
に
十
五
年
間
チ
ャ
ー
タ
ー
さ
れ
て
い
る
。
チ
ャ
ー
タ
ー
の
期
間
中
、
わ
ず
か
に

(
7
)
I
 bid., 
p, 
129. 

に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
後
者
の
会
社
は
す
く
な
く
と
も
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(

1

5

)

I

ぎ
1.,
p
.
 1

6
9
.
 

て
い
る
の
で
あ
る
。

二
隻
の
船
舶
、
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
に
鉄
鉱
石
を
輸
送
す
る
最
も
小
さ
い
船
と
中
東
か
ら
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
港
に
石
油
を
輸
送
す
る
船
と
が
、

お
そ
ら
く
イ
ギ
リ
ス
に
寄
港
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
の
こ
り
の
三
隻
は
、
ア
メ
リ
カ
の
東
海
岸
か
ら
北
欧
に
石
油
を
輸
送
す
る
も
の

と
、
中
東
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
及
び
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
に
原
油
を
輸
送
す
る
も
の
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
最
近
に
設
立
せ
ら
れ
た
N
a
e
s
s

D
e
n
h
o
l
m
 &
C
o
.
,
 Ltd. 
が
こ
れ
等
船
舶
の
経
営
・
管
理
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
の
会
社
の
株
式
の
六
＋
。
ハ
ー
セ
ン
ト
は
ア
メ
リ
カ
の

会
社
で
あ
る

N
a
e
s
s
S
h
i
p
p
i
n
g
 C
o
m
p
a
n
y
 
I
n
c
.

に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
お
り
、
の
こ
り
の
株
式
四
十
。
ハ
ー
セ
ン
ト
は
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の

J. 
&
 J. 
D
e
n
h
o
l
m
,
 
Ltd.
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

口

）

G
l
o
b
a
l
B
u
i
 k
 T
r
a
n
s
p
o
r
t

と

と
は

T
a
n
k
o
r
e
と
い
う
。
ハ
ナ
マ
の
会
社
を
設
立
し
た
。

T
a
n
k
o
r
e

は

R
e
,

p
u
b
l
i
c
 
S
t
e
e
一
の
工
場
に
鉄
鉱
石
を
輸
送
す
る
と
い
う
長
期
契
約
を

R
e
p
u
b
l
i
c
Steel
と
の
間
に
む
す
ん
だ
。
こ
の
契
約
に
も
と
づ

い
て

T
a
n
k
o
r
e
は
日
本
で
数
隻
の
船
舶
を
建
造
し
た
。
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
に
登
録
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
海
事
組
合
に
よ
っ
て

組
合
化
さ
れ
る
の
を
予
防
す
る
た
め
に
、
こ
れ
等
船
舶
は
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
の
会
社
に
そ
の
名
儀
を
う
つ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ

の
法
律
に
よ
る
と
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
の
船
籍
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
の
国
民
が
そ
の
船
舶
の
六
十
。
ハ
ー
セ
ン
ト
を
所
有
す

る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
の
こ
り
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
、

G
l
o
b
a
l

B
u
l
k
 T
r
a
n
s
p
o
r
t

と

R
e
p
u
b
l
i
c

Steel
と
が
設
立
し
た

パ
ナ
マ
の
会
社

T
a
n
k
o
r
e
を
通
じ
て
所
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
の
国
民
が
所
有
し
て
い
る
六
＋
。
ハ
ー
セ
ン
ト
も

単
な
る
表
面
上
の
ミ
セ
カ
ケ
で
あ
っ
て
、
前
記
の
ア
メ
リ
カ
の
二
つ
の
会
社
が
買
取
り
契
約
あ
る
い
は
抵
当
権
に
よ
っ
て
実
際
上
は
所
有
し

(14)
た
と
え
ば
、

A
d
v
i
s
o
r
y
O
p
i
n
i
o
n
 
of 8
 
J
u
n
e
 1
9
6
0
,
 I.C.J. 
R
e
p
o
r
t
s
 
1
9
6
0
.
,
 

p. 
1
6
7
.

に
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
の
主
張
と
し
て
引
用
さ
れ

て
い
る
。

R
e
p
u
b
l
i
c
 
Steel 
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ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク

ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
の
勧
告
的
意
見
の
中
で
、

国
は
当
該
国
家
に
登
録
せ
ら
れ
た
ト
ン
数
を
も
っ
ぱ
ら
基
準
と
し
て
決
定
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
か
ら
、
勧

告
的
意
見
を
も
と
め
て
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
こ
の
問
題
に
こ
た
え
る
た
め
に
い
ま
さ
ら
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
も
と
づ
く
主
張
を

を
検
討
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
」
と
し
て
‘
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
の
意
見
も
表
明
し
て
お
ら
な
い
。
前
述
の

よ
う
に
、
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
、

と
く
に
海
上
安
全
委
員
会
の
八
理
事
国
と
し
て
選
任
せ
ら
れ
る
資
格

と
し
て
の
「
最
大
船
腹
保
有
国
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
、
便
宜
船
籍
国
に
登
録
せ
ら
れ
た
船
舶
の
所
有
権
が
問
題
と
な
っ
た
が
、

ほ
か
に
、
船
舶
と
そ
の
船
舶
が
登
録
せ
ら
れ
た
国
家
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
便
宜
置
籍
船
と
そ
れ
が
登
録
せ
ら
れ
た
便
宜
船
籍
国
と

の
間
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

(
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
)

が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
海
上
安
全
委
員
会
の
八
理
事
国
と
し
て
選
任
せ
ら
る
べ
き
最
大

船
腹
保
有
国
に
し
て
「
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
国
」
と
い
う
要
件
を
め
ぐ
っ
て
も
、
便
宜
船
籍
国
と
そ
こ
に
登
録

せ
ら
れ
て
い
る
便
宜
置
籍
船
と
の
間
の
海
上
の
安
全
に
つ
い
て
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ル
国
家
に
登
録
せ
ら
れ
た
船
腹
の
量
だ
け
で
も
っ
て
当
該
国
家
が
海
上
安
全
委
員
会
の
八
理
事
国
に
え
ら
ば
れ
る
べ
き
資
格
を
そ
な
え

な
い
な
ら
ば
、

て
い
る
と
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
船
舶
と
国
家
と
の
間
に
存
在
す
る
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
登
録
と
が
一
致
し

そ
の
よ
う
な
登
録
を
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
‘
た
。

こ
の
よ
う
に
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク

(a
g
e
n
u
i
n
e
 link, d
i
e
 e
c
h
t
e
 
V
e
r
b
i
n
d
u
n
g
.
 

第
二
節

「
最
大
船
腹
保
有

そ
の

オ
ラ
ン
ダ
は
、

ア

真
正
な
る
連
鎖
）
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
一
九

五
八
年
四
月
二
十
九
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
プ
で
署
名
さ
れ
た
「
公
海
に
関
す
る
条
約

(
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
o
n
 t
h
e
 
H
i
g
h
 S
e
a
s
)
」
の
第
五
条
の
中
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一
九
四
九
年
四
月
十
二
日
か
ら
六
月
九
日
ま
で
そ
の
第

国
際
法
委
員
会
の
採
択
し
た
「
船
舶
の
国
籍
」

に
「
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
真
正
な
る
連
鎖
が
存
在
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
特
に
、

自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て
、
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
そ
の
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
行
使
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
（
所
謂
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
公
海
に
関
す
る
条
約
」
の
第
五
条
は
、

船
舶
の
国
籍
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
単
に
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
「
国
際
法
上
の

一
般
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
含
め
て
船
舶
の
国
籍
の
問
題
を

解
明
す
る
た
め
に
、
以
下
に
「
公
海
に
関
す
る
条
約
」
第
五
条
が
で
き
た
経
緯
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

(
1
)
A
d
v
i
s
o
r
y
 O
p
i
n
i
o
n
 of 8
 
J
u
n
e
 
1960, 
I
.
C
.
J
.
 R
e
p
o
r
t
s
 
1960., 
p.171. 

(
2
)
W
r
i
t
t
e
n
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 
K
i
n
g
d
o
m
 of 
t
h
e
 N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
,
 
I
.
C
.
J
.
 P
l
e
a
d
i
n
g
s
 
1960., 
p,251. 

国
際
連
合
の
国
際
法
委
員
会
(International
L
a
w
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)

は、

会
期

(
F
i
r
s
t
S
e
s
s
i
o
n
)
を
開
催
し
た
。
こ
の
第
一
会
期
に
お
い
て
、
国
際
法
委
員
会
は
、
公
海
制
度

(
T
h
e
r
e
g
i
m
e
 of 
t
h
e
 
h
i
g
h
 

s
e
a
s
)
を
条
約
法
及
び
仲
裁
裁
判
手
続
に
つ
い
で
法
典
化
の
た
め
に
第
三
番
目
に
優
先
的
に
と
り
あ
げ
る
課
題
と
決
定
し
、
条
約
法
に

つ
い
て
は
プ
ラ
イ
ア
リ
ー
（
J
目
吾
,

L
.
 B
r
i
e
r
l
y
)
、
仲
裁
裁
判
手
続
に
つ
い
て
は
セ
ル
（
G
e
o
r
g
e
s
S
c
e
l
l
e
)
、
公
海
制
度
に
つ
い
て
は

で

1
)

を
そ
れ
ぞ
れ
特
別
報
告
者
(
S
p
e
c
i
a
l

R
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
に
え
ら
ん
だ
。
ま
た
、
国
際
法
委
員
会
は
、

フ
ラ
ン
ソ
ワ
(J.
P. A
.
 
Fran~ois) 

九
五

0
年
六
月
五
日
か
ら
七
月
二
十
九
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
第
二
会
期
に
お
い
て
、

船
籍
」

1960., 
p. 357. 

一
九
四
九
年
十
二
月
六
日
の
国
連
総
会
決
議
三
七

に
関
す
る
規
定

そ
の
国
家
は
、

及
び

O
r
a
l
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
M
r
.
 R
i
p
h
a
g
e
n
 r
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
g
 t
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
t
h
e
 N
e
t
h
e
r
 la
n
d
s
,
 I. C
.
 J. 
P
l
e
a
d
i
n
g
s
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商
船
の
国
旗
掲
揚
権
は
当
該
旗
国
の
官
憲
の
発
給
す
る
文
書
に
よ
っ
て
証
明
せ
ら
れ
る
。

1
 

E
a
c
h
 S
t
a
t
e
 s
h
a
l
l
 
f
i
x
 t
h
e
 c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
g
r
a
n
t
 
o
f
 
its 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 to 
s
h
i
p
s
,
 for 
t
h
e
 
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
s
h
i
p
s
 

i
n
 its 
territory, a
n
d
 for 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
to 
fly 
its 
flag. 
S
h
i
p
s
 h
a
v
e
 t
h
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 o
f
 
t
h
e
 S
t
a
t
e
 
w
h
o
s
e
 f
l
a
g
 t
h
e
y
 a
r
e
 

e
n
t
i
t
l
e
d
 
to 
fly. Nevertheless•for 

p
u
r
p
o
s
e
s
 o
f
 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 o
f
 
t
h
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 
o
f
 
t
h
e
 s
h
i
p
 b
y
 o
t
h
e
r
 

States, 
t
h
e
r
e
 
m
u
s
t
 exist 
a
 g
e
n
u
i
n
e
 l
i
n
k
 b
e
t
w
e
e
n
 t
h
e
 S
t
a
t
e
 
a
n
d
 t
h
e
 s
h
i
p
.
 

2
 

A
 me
r
c
h
a
n
t
 
ship's 
n
g
h
t
 to 
fly t
h
e
 
f
l
a
g
 o
f
 
a
 S
t
a
t
e
 
is 
e
v
i
d
e
n
c
e
d
 b
y
 d
o
c
u
m
e
n
t
s
 i
s
s
u
e
d
 b
y
 t
h
e
 a
u
t
h
o
r
i
t
i
e
s
 
of 

t
h
e
 S
t
a
t
e
 
o
f
 
t
h
e
 
flag. 

と
こ
ろ
が
、

そ
の
前
年
の
一
九
五
五
年
の
国
際
法
委
員
会
の
第
七
会
期
の
国
連
総
会
へ
の
報
告
書
の
第
二
章
「
公
海
制
度
」
の
中
の
「
公

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

4

)

 

こ
の
船
舶
の
国
籍
に
関
す
る
第
二
十
九
条
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

制
度
」
の
第
二
十
九
条
が
船
舶
の
国
籍
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

会
は
、

そ
の
の
ち
、

一
九
五
六
年
の
第
八
会
期
ま
で
か
か
っ
て
、

「
海
洋
法
（
に
w

o
f
 
t
h
e
 S
e
a
)
」
に
つ
い
て
の
国
連
総
会
へ
の
最
終

（慇

四

(IV)
に
応
じ
て
領
海
制
度
を
も
優
先
的
に
と
り
あ
げ
る
課
題
の
中
に
含
め
た
カ

一
九
五
一
年
五
月
十
六
日
か
ら
七
月
二
十
七
日

(
3
)
 

ま
で
開
催
さ
れ
た
第
三
会
期
に
お
い
て
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ソ
ワ
を
領
海
制
度
に
つ
い
て
の
特
別
報
告
者
に
え
ら
ん
だ
。
国
際
法
委
員

報
告
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
国
際
法
委
員
会
の
海
洋
法
に
つ
い
て
の
最
終
報
告
の
第
二
部
「
公
海
」
の
第
一
節
「
公
海
の
一
般

各
国
は
、
船
舶
に
対
す
る
自
国
の
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
及
び
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に
つ
い
て
の

条
件
を
さ
だ
め
る
も
の
と
す
る
。
船
舶
は
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
あ
る
国
家
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
船
舶

の
国
家
的
属
性
が
他
の
国
家
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
真
正
な
る
連
鎖
が
存
在
し
て
お
ら
な
け
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4
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サ
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P
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サ
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ふ

4
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＃
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S
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固
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兵
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企
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拭
＜
甜
＃
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E
a
c
h
 State 

m
a
y
 fix 

the conditions 
for 

the 
registration 

of 
ships 

in its 
territory and the 

right 
to 

fly 
its 

flag. 

Nevertheless, for 
purposes of 

recognition of 
its 

national 
character 

b
y
 other States, a

 ship m
u
s
t
 
either: 

1
 B
e
 the 

property of 
the 

State 
coocerned ;

 or 

2
 B
e
 m
o
r
e
 than 

half 
o
w
n
e
d
 b
y
:
 

(
a
)
 
Nationals 

of 
or 

persons legally domiciled in 
the 

territory of 
the 

State 
concerned and actually resident 

there; or 

(
b
)
 
A

 partnership in 
w
h
i
c
h
 the 

majority of 
the 

partners 
with personal 

liability 
are 

nationals 
of or 

persons 

legally domiciled 
in the 

territory of 
the 

State concerned and actually resident 
there; 

or 

(
c
)
 
A

 joint 
stock c

o
m
p
a
n
y
 formed under 

the 
laws of 

the 
State 

concerned a
n
d
 having its 

registered office 
in 

the 
territory of 

that 
State. 



右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
際
法
委
員
会
の
第
七
会
期
の
報
告
で
の
第
五
条
が
相
当
に
修
正
せ
ら
れ
て
、
国
際
法
委
員
会

の
第
八
会
期
の
海
洋
法
に
つ
い
て
の
最
終
報
告
の
第
二
十
九
条
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
七
会
期
の
第
五
条
は
個
人

に
せ
よ
法
人
に
せ
よ
船
舶
の
所
有
権
が
船
舶
を
登
録
し
て
そ
の
国
家
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
を
取
得
す
る
た
め
の
要
件
と
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
第
八
会
期
の
第
二
十
九
条
は
こ
の
よ
う
な
要
件
を
削
除
し
て
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
な
る
要
件
を
か
わ
り
に
入

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
国
際
法
委
員
会
は
、

の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
（
紀
。

そ
の
第
七
会
期
の
国
連
総
会
へ
の
報
告
の
中
で
、

こ
の
第
五
条
に
つ
い
て
次

「
個
人
に
国
籍
を
許
与
す
る
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
問
題
（
筆
者
註
、
船
舶
に
国
籍
を
許
与
す
る
問
題
）
に
つ
い
て
の
各
国
の
立
法
は
、
多
数
の

国
家
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
原
則
か
ら
あ
ま
り
に
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
原
則
は
国
際
法
の

一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
条
件
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
国
家
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
自
由
が
弊
害

や
他
国
と
の
摩
擦
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
旗
掲
揚
を
許
容
す
る
要
件
に
つ
い
て
種
々
の
国
内
法
上
の
制
度
が
可
能
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
各
国
の
国
内
法
で
さ
だ
め
ら
れ
る
べ
き
最
低
の
要
件
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
単
な
る
登
録
に
も
と
づ
く
以
上
の

関
係
が
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
実
際
に
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
国
家
は
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
管
理
権
や
管

轄
権
を
有
効
に
行
使
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

一
八
九
六
年
と
い
う
か
な
り
以
前
に
、
国
際
法
学
会
は
、
こ
の
原
則
に
も
と
ず
い
て
、
国
旗
掲
揚
の
許
容
を
規
律
す
る
若
干
の
規
則
を
採
択
し
て

い
る
。
本
委
員
会
は
こ
れ
等
の
規
則
を
わ
ず
か
に
修
正
す
る
だ
け
で
う
け
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
。
大
多
数
の
国
家
の
法
制
の
中
に
存
在

し
て
い
る
こ
の
第
五
条
で
き
め
ら
れ
て
い
る
原
則
は
現
行
国
際
法
の
一
部
を
な
す
も
の
と
み
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
本
委
員
会
は
、
目
あ
て
に
し
て
い
る
目
的
を
首
尾
よ
く
達
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
国
家
が
そ
の
法
制
の
中
に
前
述
の
規
則
を
と
り
い
れ
る

に
あ
た
っ
て
も
っ
と
詳
細
な
規
定
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
る
。
」

こ
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
際
法
委
員
会
は
、
第
七
会
期
ま
で
は
、
国
家
が
船
舶
に
そ
の
国
籍
を
許
与
し
て
自
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国
の
国
旗
の
掲
揚
を
み
と
め
る
に
つ
い
て
は
国
際
法
上
の
原
則
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
船
舶
に
自
国
の
国
籍
を
許
与

す
る
最
低
の
要
件
は
そ
の
船
舶
の
所
有
者
の
国
籍
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
船
舶
の
国
籍
の
許
与
に
つ
い
て

ア
ル
程
度
の
統
一
を
も
た
ら
す
一
般
原
則
を
き
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
国
際
法
委
員
会
の
第
二
会
期
で
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で

(
7
)
 

あ
っ
て
、
そ
の
船
舶
を
所
有
す
る
自
然
人
ま
た
は
法
人
の
国
籍
が
船
舶
に
国
籍
を
許
与
す
る
最
低
要
件
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い

と
こ
ろ
が
、
国
際
法
委
員
会
の
第
八
会
期
の
海
洋
法
に
つ
い
て
の
最
終
報
告
の
第
二
十
九
条
の
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
そ
の
事
情

(
8
)
 

を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
際
法
委
員
会
は
、
船
舶
の
所
有
者
の
国
籍
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
な

る
基
準
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

「
本
委
員
会
は
、
そ
の
第
八
会
期
に
お
い
て
、
各
国
政
府
の
コ
メ
ン
ト
を
検
討
し
た
の
ち
に
、
こ
の
見
解
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
感
じ
た
。

委
員
会
の
さ
だ
め
た
基
準
は
委
員
会
の
目
ざ
し
て
い
る
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
。
多
数
の
国
家
で
の
現
在
の

実
行
が
あ
ま
り
に
も
ち
が
い
す
ぎ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
委
員
会
の
採
用
し
て
い
る
若
干
の
基
準
で
は
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
規
則
で
は
、
多
く
の
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
で
の
こ
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
弊
害
を
防
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
委
員
会
は
、
国
籍
の
許
与
が
ひ
ろ
く
承
認
さ
れ
る
前
に
船
舶
と
そ
の
国
旗
の
掲
揚
を
許
容
し
た
国
家
と
の
間
に
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン

ク
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
針
的
原
則
を
宣
言
す
る
に
と
ど
め
る
の
が
も
っ
と
も
よ
い
と
考
え
た
。
委
員
会
は
、
こ
の
リ
ン
ク
が
ど

う
い
う
形
を
と
る
べ
き
か
を
こ
れ
以
上
詳
細
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
委
員
会
の
若
干
の
委
員
は
、
こ
の
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
明

確
に
定
義
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
い
れ
る
こ
と
の
当
否
を
問
題
に
し
た
。
し
か
し
、
多
数
の
委
員
は
、
全
然
基
準
が
な
い

よ
り
は
漠
然
と
し
た
基
準
で
も
あ
る
ほ
う
が
よ
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
国
家
に
広
い
行
動
の
自
由
を
の
こ
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

委
員
会
は
、
船
舶
に
対
し
て
自
国
の
国
旗
の
掲
揚
を
許
容
す
る
こ
と
は
そ
の
船
舶
が
当
該
国
家
と
真
の
リ
ン
ク
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
保
証
を
と
も

な
わ
な
い
単
な
る
行
政
上
の
手
続
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
国
家
の
船
舶
に
対
す
る
管
轄
権
及
び
本
規
則
の
第

た
の
で
あ
っ
た
。
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揚
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
か
で
き
る
。
L

三
十
四
条
に
し
た
が
っ
て
国
家
が
行
使
す
る
管
理
権
は
、
単
な
る
登
録
ま
た
は
登
録
証
明
書
の
単
な
る
交
付
以
外
の
関
係
が
国
家
と
船
舶
と
の
間
に

実
際
に
存
在
す
る
場
合
に
の
み
効
果
的
な
も
の
と
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
」

A
r
t
i
c
l
e
 5
 

a

と

A
r
t
i
c
l
e
5
 
b

と
か
ら
な
っ
て
お
り
、

国
際
法
委
員
会
の
第
八
会
期
に
は
、
二
十
五
国
の
政
府
か
ら
「
一
九
五
五
年
の
第
七
会
期
で
国
際
法
委
員
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た

(
9
)
 

公
海
制
度
に
関
す
る
仮
規
則
及
び
領
海
制
度
に
関
す
る
規
則
案
」
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
が
提
出
せ
ら
れ
た
。
国
際
法
委
員
会
は
、
各

国
政
府
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
の
中
で
公
海
制
度
に
関
す
る
第
七
会
期
の
報
告
の
第
五
条
に
つ
い
て
の
部
分
ー
ー
な
か
ん
ず
く
第
五
条
に
つ

い
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
修
正
案
と
オ
ラ
ン
ダ
の
修
正
案
|
ー
を
検
討
し
、
第
五
条
を
再
起
草
す
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー

リ
ス

(
G
e
r
a
l
d
F
i
t
z
m
a
u
r
i
c
e
)
・
サ
ラ
マ
ン
カ

(
C
a
r
l
o
s
S
a
l
a
m
a
n
c
a
)

・
ク
リ
ロ
フ

(
S
.
B。
K
r
y
l
o
v
)

(10) 

s
l
a
v
 Z
o
u
r
e
k
)
の
六
委
員
で
構
成
す
る
小
委
員
会
（
議
長
は
ズ
ー
レ
ッ
ク
）
を
設
置
し
た
。

(11) 

国
際
法
委
員
会
の
第
八
会
期
に
提
出
さ
れ
た
第
五
条
に
つ
い
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
修
正
案
は
、

「
船
舶
は
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
あ
る
国
家
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旗
国
が
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て

そ
の
国
内
法
及
び
国
際
法
の
も
と
で
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
且
つ
行
使
し
て
お
り
従
っ
て
国
旗
掲
揚
権
が
そ
の
国
内

法
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
規
制
さ
れ
て
お
ら
な
い
か
ぎ
り
は
、
当
該
国
家
は
そ
の
船
舶
に
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
り
、
ま
た
、
他
の
国
家
は
そ
の
船
舶
を
そ
の
よ
う
な
権
利
の
あ
る
も
の
と
み
と
め
る
必
要
は
な
い
。
外
国
が
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
行

使
す
る
と
い
う
要
件
を
み
た
し
て
お
る
な
ら
ば
、
国
家
は
国
内
法
の
も
と
で
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
あ
る
船
舶
に
当
該
外
国
の
国
旗
を
掲

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
五
条
に
つ
い
て
の
オ
ラ
ン
ダ
の
修
正
案
は

(12) 
ょ、

そ
の

A
r
t
i
c
l
e
5
 
a
 

・
セ
ル
・
ズ
ー
レ
ッ
ク

(Jaro-
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「
各
国
は
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
及
び
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
条
件
を
さ
だ
め
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
船
舶
の
国
家
的
属
性
が
他
の
国
家
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
ジ
ェ
ヌ
イ

ン
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

(a
g
e
n
u
i
n
e
 c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
)
が
存
在
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
い
・
ウ
も
の
で
あ
る
。
小
委
員
会
は
、

ク
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
て
）
を
採
用
し
て
、 オ

ラ
ン
ダ
の
修
正
案
（
た
だ
し
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
か
わ
り
に
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン

(13) 

こ
れ
を
国
際
法
委
員
会
に
報
告
し
た
の
で
あ
る
。
国
際
法
委
員
会
は
小
委
員
会
か
ら
報
告

さ
れ
た
こ
の
修
正
案
に
さ
ら
に
若
千
の
補
正
を
加
え
た
が
、

こ
れ
が
国
際
法
委
員
会
の
海
洋
法
に
つ
い
て
の
最
終
報
告
の
第
二
部
「
公

海
」
の
第
一
節
「
公
海
の
一
般
制
度
」
の
第
二
十
九
条
の
規
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

船
舶
の
国
籍
に
関
す
る
第
二
十
九
条
の
規
定
が
国
際
法
委
員
会
で
採
択
せ
ら
れ
た
以
上
の
よ
う
な
経
緯
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
際
法
委
員
会
は
、
国
家
が
船
舶
に
自
国
の
国
籍
を
許
与
し
て
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
を
み
と
め
る

に
つ
い
て
は
国
際
法
上
の
原
則
が
存
在
す
る
と
考
え
た
。
国
際
法
委
員
会
は
、
若
干
の
国
の
国
内
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
船
長
及
び
乗

組
員
の
過
半
数
が
当
該
国
家
の
国
籍
を
も
つ
こ
と
を
船
籍
許
与
の
要
件
と
す
る
こ
と
も
考
慮
し
た
が
、

こ
の
要
件
を
み
た
す
に
充
分
な

ほ
ど
の
訓
練
せ
ら
れ
た
船
員
を
若
干
の
国
は
ま
だ
も
っ
て
い
な
い
と
お
も
っ
て
、
そ
の
価
値
を
み
と
め
な
が
ら
も
船
長
及
び
乗
組
員
の

(

4

)

 

国
籍
を
船
籍
許
与
の
要
件
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
国
際
法
委
員
会
は
、
そ
の
第
七
会
期
の
報
告
の
第
五
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

船
舶
の
所
有
者
の
国
籍
を
船
籍
許
与
の
最
低
要
件
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
海
洋
法
に
つ
い
て
の
国
連
総
会
へ
の
最
終
報
告
を

準
備
し
た
第
八
会
期
に
な
っ
て
、
国
際
法
委
員
会
は
、

こ
の
従
来
の
立
場
を
放
棄
し
て
、
船
舶
と
国
家
と
の
間
に
存
在
す
る
ジ
ェ
ヌ
イ

ン
・
リ
ン
ク
を
船
舶
に
国
籍
を
許
与
す
る
た
め
の
要
件
と
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
第
一
の
セ
ン
テ
ン
ス

「
各
国
は
、
船
舶
に
対
す
る
自
国
の
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
及
び
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に

つ
い
て
の
条
件
を
さ
だ
め
る
も
の
と
す
る
」
か
全
員
賛
成
、
第
二
の
セ
ン
テ
ン
ス
「
船
舶
は
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
あ
る
国
家
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の
国
籍
を
保
有
す
る
」
が
賛
成
十
四
・
棄
権
一
、
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

国
家
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

る
」
が
全
員
賛
成
、

い
」
が
賛
成
九
・
反
対
三
・
棄
権
三
、
第
二
項
「
商
船
の
国
旗
掲
揚
権
は
当
該
旗
国
の
官
憲
の
発
給
す
る
文
書
に
よ
っ
て
証
明
せ
ら
れ

(15) 

で
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
反
対
三
・
棄
権
三
と
い
う
表
決
の
結
果

そ
し
て
規
定
全
体
が
賛
成
十
一
・
棄
権
四
、

が
し
め
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
十
九
条
の
規
定
で
第
一
項
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
船
舶
登
録
の
条
件
を

き
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
当
該
国
家
だ
け
で
あ
り
、

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
外
国
に
船
籍
を
否
認
す
る
こ
と
を
み
と
め
る
よ
う
な
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い

う
意
見
が
あ
っ
た
ま
た
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
概
念
は
あ
ま
り
に
漠
然
と
し
て
不
明
瞭
で
あ
る
か
ら
、
第
三
の
セ
ン
テ
ン

(17) 

ス
を
規
定
と
し
て
い
れ
て
も
な
ん
ら
う
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
そ
の
ほ
か
、
船
舶
に
対
し
て
管
理
権
を
行
使
で
き

な
い
の
み
な
ら
ず
そ
の
船
舶
に
つ
い
て
の
国
際
的
責
任
を
と
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
国
旗
掲
揚
権
を
許
容
す
る
国
が
あ
る
か
ら
、

ギ
リ
ス
の
修
正
案
の
よ
う
に
旗
国
が
公
海
上
の
そ
の
船
舶
に
対
し
て
有
効
な
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
か
ど
う
か
の
能
力
を
船
籍
許
与
の

(18) 

要
件
と
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
こ
の
最
後
の
見
解
は
ま
さ
に
便
宜
船
籍
国
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
l
)
Y
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b
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k
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e
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L
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.
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そ
の
船
舶
の
国
家
的
属
性
が
他
の

そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
真
正
な
る
連
鎖
が
存
在
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
の
国
家
だ
け
が
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る

1
9
4
9
.
,
 

p
p
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9
 a
n
d
 2
3
8
.
 

イ
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国
際
法
委
員
会
か
ら
海
洋
法
に
つ
い
て
の
最
終
報
告
を
う
け
と
っ
た
国
連
総
会
は
、
海
洋
法
を
検
討
す
る
た
め
の
国
際
会
議
を
一
九

五
八
年
三
月
上
旬
に
召
集
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
(
-
九
五
七
年
二
月
二
十
一
日
の
決
議
―

1
0
五

(Xl)
）
。
こ
の
決
議
に
も
と
ず
い
て
一

九
五
八
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
二
十
七
日
ま
で
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
第
一
回
海
洋
法
会
議
が
開
催
せ
ら
れ
た
。
こ
の
海
洋
法
会
議
で
は
、

領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る
条
約
、
公
海
に
関
す
る
条
約
、
漁
業
及
び
公
海
生
物
資
源
の
保
存
に
関
す
る
条
約
、
大
陸
棚
に
関
す
る

条
約
の
四
つ
の
条
約
、

(
1
8
)
I
b
i
d
.
,
 
p
.
 72. 

公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
五
条

(
1
7
)
I
b
i
d
.
,
 
p
.
 7
2
.
 

(
1
5
)
Y
.
 I. L
.
 C
.
 1
9
5
6
.
 
Vol. 
I., 
p
,
 7
2
.
 

(
1
6
)
I
b
i
d
.
,
 
p
p
.
 6
9
 a
n
d
 7
2
.
 

一
議
定
書
、
九
つ
の
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
船
舶
の
国
籍
に
つ
い
て
の
規
定
を
審
議
し
た
の
は
、
公
海
の
一
般

(
1
4
)
Y
.
 I. L
.
C
・
1
9
5
5
.

Vol. I
I
・
・
p
.
 2
3
.
 

(
1
2
)
I
b
i
d
.
,
 
p
.
 6
3
.
 

(
1
1
)
Y
.
 I
.
 L
.
 C
.
 1
9
5
6
.
 
Vol. II., p
,
 8
1
 

(
1
0
)
Y
.
 I. L
.
 C
.
 1
9
5
6
.
 
Vol. 
I., p
.
 3

8
.
 

(
7
)
Y
.
 I. L
.
 C
.
 1
9
5
0
.
 
Vol. I••p. 

1
9
1
.
 

(
8
)
Y
.
 I. L
.
 C
.
 1
9
5
6
.
 
Vol. 11., p
.
 2

7
9
.
 

(
9
)
I
b
i
d
.
,
 
p
p
.
 3
7
 ~
 10
1
.
 

(
1
3
)
Y
.
 I
・
L
.
 C
.
 1
9
5
6
.
 
Vol. I••pp.66 

~
 67
.
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商
船
の
国
旗
掲
揚
権
は
当
該
旗
国
の
官
憲
の
発
給
す
る
文
書
に
よ
っ
て
証
明
せ
ら
れ
る
。

と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
海
洋
法
会
議
の
第
二
委
員
会
が
採
択
し
た
第
二
十
九
条
は
、

各
国
は
、
船
舶
に
対
す
る
自
国
の
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
及
び
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に
つ
い
て
の

条
件
を
さ
だ
め
る
も
の
と
す
る
。
船
舶
は
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
あ
る
国
家
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
船
舶

の
国
家
的
属
性
が
他
の
国
家
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
真
正
な
る
連
鎖
が
存
在
し
て
お
ら
な
け

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

•••••••••••••••• 

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
特
に
、
そ
の
国
家
は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て
、
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
そ

竺
ぼ
霊
及
び
管
理
櫃
を
有
効
に
往
使
し
な
か
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
各
国
は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
を
許
容
し
た
船
舶
に
対
し
て
、
そ
の
趣
旨
の
文
書
を
発
給
す
る
も
の
と
す
る
。
．

1
 

E
a
c
h
 State 
shall 
fix t
h
e
 c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
for 
t
h
e
 g
r
a
n
t
 
of 
its 
nationality to 
ships, for 
t
h
e
 registration 
of 
s
h
i
p
s
 i
n
 

its 
territory, a
n
d
 for 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
to 
fly 
its 
flag. 
S
h
i
p
s
 h
a
v
e
 
t
h
e
 nationality of 
t
h
e
 State 
w
h
o
s
e
 flag t
h
e
y
 a
r
e
 

entitled 
to 
fly. 
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
 for 
p
u
r
p
o
s
e
s
 of 
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
 of 
t
h
e
 national 
c
h
a
r
a
c
t
e
r
 of 
t
h
e
 s
h
i
p
 b
y
 o
t
h
e
r
 

States, 
t
h
e
r
e
 m
u
s
t
 exist 
a
 g
e
n
u
i
n
e
 l
i
n
k
 b
e
t
w
e
e
n
 t
h
e
 S
t
a
t
e
 a
n
d
 t
h
e
 s
h
i
p
;
 i
n
 particular, 
t
h
e
 State m
u
s
t
 effect, 

ively e
x
e
r
c
i
s
e
 
its 
jurisdiction 
a
n
d
 control 
i
n
 a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
,
 
technical 
a
n
d
 social 
m
a
t
t
e
r
s
 o
v
e
r
 
s
h
i
p
s
 flying 

れ
ば
な
ら
な
い
。

制
度
(
H
i
g
h
S
e
a
s
 :
 
G
e
n
e
r
a
l
 
R
e
g
i
m
e
)
を
分
担
し
た
第
二
委
員
会

(
S
R
o
n
d
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
海
洋
法
会
議
の
第
二
委

員
会
の
審
議
に
付
託
せ
ら
れ
た
国
際
法
委
員
会
の
提
出
し
た
海
洋
法
に
つ
い
て
の
最
終
報
告
の
第
二
十
九
条
は
、

各
国
は
、
船
舶
に
対
す
る
自
国
の
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
及
び
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に
つ
い
て
の

条
件
を
さ
．
だ
め
る
も
の
と
す
る
。
船
舶
は
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
あ
る
国
家
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
船
舶

の
国
家
的
属
性
が
他
の
国
家
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
真
正
な
る
連
鎖
が
存
在
し
て
お
ら
な
け
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国
際
法
委
員
会
は
最
初
は
国
旗
掲
揚
の
許
容
を
律
す
る
若
干
の
規
範
を
そ
の
草
案
の
中
に
い
れ
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
い
た
が
、
そ
の
第
八
会
期
で

こ
の
努
力
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
法
制
が
国
際
法
委
員
会
の
最
初
に
提
案
し
た
規
則
に
完
全
に
一
致
し
て
い
る
イ
タ
リ
ー
政
府
は
詳

い
の
で
あ
る
。

フ
ラ

2
 

E
a
c
h
 State shall 
i
s
s
u
e
 to 
s
h
i
p
s
 to 
w
h
i
c
h
 it 
h
a
s
 g
r
a
n
t
e
d
 t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
to 
fly its 
flag 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 to 
that 
effect. 

(
1
)
 

と
な
っ
て
い
る
。
国
際
法
委
員
会
の
第
二
十
九
条
と
海
洋
法
会
議
の
第
二
委
員
会
の
第
二
十
九
条
と
の
相
異
は
、
第
一
項
の
第
三
の
セ

ン
テ
ン
ス
の
あ
と
に
「
特
に
、
そ
の
国
家
は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て
、
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い

て
そ
の
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
有
効
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
が
後
者
に
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
第
二

項
の
文
言
が
全
面
的
に
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
で
あ
る
。
第
二
項
の
文
言
が
全
面
的
に
か
わ
っ
た
の
は
、

い
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
は
直
接
の
関
係
が
な
い
の
で
、

第
一
項
の
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
あ
と
に
新
た
な
文
言
が
追
加
さ
れ
た
の
は
、
「
特
に
、
そ
の
国
家
は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶

に
対
し
て
、

の
提
案
と
、

オ
ラ
ン
ダ
の
修
正
案
を
と
り

こ
ヽ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
。

そ
の
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
有
効
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
を
つ
け
加
え
る
べ
し
と
い
う
イ
タ
リ
ー

こ
の
イ
タ
リ
ー
の
提
案
の
中
に
「
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
言
を
加
え
る
べ
し
と
い
う
フ

ラ
ン
ス
の
修
正
案
と
が
採
択
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
フ
ラ
ン
ス
の
修
正
案
は
賛
成
―
一
十
四
・
反
対
十
六
．
棄
権
十
四
で
、

(

2

)

 

ン
ス
の
修
正
案
を
含
む
イ
タ
リ
ー
の
提
案
は
賛
成
三
十
四
・
反
対
四
・
棄
権
十
七
で
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

イ
タ
リ
ー
代
表
は
、
第
二
十
九
条
に
つ
い
て
の
イ
タ
リ
ー
の
提
案
を
説
明
し
て
、

「
多
く
の
代
表
が
旗
国
と
そ
の
国
籍
を
も
と
め
る
船
舶
と
の
間
の
リ
ン
ク
に
つ
い
て
も
っ
と
よ
い
定
義
を
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
こ
と
を
想
起
す
る
。
海
洋
法
の
法
典
化
を
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
会
議
は
現
代
生
活
の
法
的
現
実
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

i窃

flag.
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細
な
提
案
を
受
諾
す
る
用
意
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
各
国
の
実
行
が
あ
ま
り
に
も
ち
が
っ
て
い
る
の
で
国
際
社
会
の
全
体
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
よ

う
な
共
通
分
母
が
で
き
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ー
政
府
は
イ
タ
リ
ー
提
案
を
だ
し
た
が
、
そ
の
主
た
る
目
的
は
、
主
権
の
行

使
の
一
対
の
構
成
分
子
で
あ
る
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
こ
そ
船
籍
決
定
の
最
も
重
要
な
要
素
の
―
つ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
際
法
委
員
会
の
最
終
案
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
詳
細
な
規
定
に
固
有
な
困
難
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、
な

に
が
船
舶
と
国
家
と
の
間
の
リ
ン
ク
で
あ
る
べ
き
か
を
明
確
に
し
め
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

(
3
)
 

と
い
っ
て
い
る
。
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
詳
細
に
具
体
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
」
を
船

籍
決
定
の
重
要
な
要
素
の
―
つ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
代
表
は
、

「
こ
れ
等
の
基
準
（
筆
者
註
、
船
籍
許
与
の
基
準
）
は
国
家
に
よ
っ
て
そ
の
自
由
な
判
断
で
き
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン

ク
を
要
件
と
し
て
き
め
る
こ
と
そ
れ
自
身
が
こ
の
よ
う
な
自
由
裁
量
を
み
と
め
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
と
い
う
の
は
根
拠
の
な
い
主
張
で
あ
る
。
国
際

法
学
会
の
一
八
九
六
年
の
会
議
で
も
、
ま
た
、
国
際
法
委
員
会
の
討
論
で
も
証
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
国
の
き
め
る
要
件
が
種
々
ち
が
っ
て
い

る
結
果
、
統
一
さ
れ
た
規
則
を
課
す
る
こ
と
が
全
然
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
各
国
は
そ
れ
自
身
の
基
準
を
え
ら
ぶ
自
由
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、

る
管
理
権
の
有
効
な
行
使
で
あ
る
。
」

と
い
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
基
準
を
え
ら
ん
で
も
最
後
の
結
果
は
同
じ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旗
国
に
よ
る
船
舶
に
対
す

イ
タ
リ
ー
案
を
支
持
す
る
と
と
も
に
、

追
加
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ー
案
に
「
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
言
を

ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
代
表
も
、

イ
タ
リ
ー
案
を
支
持
し
て
、

「
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
が
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
不
可
欠
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
同
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
イ
タ
リ
ー
の
修
正

を
と
り
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
船
舶
所
有
者
の
国
籍
ま
た
は
住
所
、
営
業
の
本
拠
地
、
士
官
及
び
乗
組
員
の
国
籍
、

旗
国
の
裁
判
所
に
船
舶
所
有
者
を
実
際
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
中
の
ど
れ
か
を
絶
対
必
要
な
も
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代
表
は

の
で
あ
る
と
し
て
え
ら
び
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
等
す
べ
て
の
要
素
を
総
計
し
た
も
の
こ
そ
重
要
な
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
も
っ
と
詳
細
な
定
義
を
し
よ
う
と
す
る
の
は
無
駄
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」

と
い
っ
て
い
る
。
船
主
の
国
籍
や
住
所
、
士
官
及
び
乗
組
員
の
国
籍
、
営
業
の
本
拠
地
等
々
の
も
の
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン

・
リ
ン
ク
の
不
可
欠
の
要
素
は
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
有
効
な
管
理
権
及
び
管
轄
権
が
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
原
則
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
な
ん
ら
の
疑
問
も
な
い
。
管
理
権
及
び
管

轄
権
を
も
っ
と
詳
細
に
定
義
し
よ
う
と
し
て
も
、
現
在
の
状
況
で
は
よ
り
明
確
な
結
論
は
出
そ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。
」

と
い
っ
て
、

イ
タ
リ
ー
案
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、

ス
エ
ー
デ
ン
代
表
も
、

イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
・
中
国

「
い
ず
れ
の
国
家
も
船
舶
に
対
す
る
自
国
の
国
籍
の
許
与
に
つ
い
て
の
条
件
を
き
め
る
に
あ
た
っ
て
広
汎
な
自
由
裁
量
権
を
も
っ
て
い
る
が
、
国

際
社
会
全
体
の
利
益
の
た
め
に
こ
の
自
由
裁
量
に
も
若
千
の
制
限
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
法
委
員
会
は
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
概
念

と
こ
ろ
で
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
言
葉
が
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、

「
こ
の
委
員
会
の
第
十
三
回
会
合
で
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漠
然
と
し
た
概
括
的
な
言
葉
は
、

と
い
っ
て
、
イ
タ
リ
ー
案
を
好
意
的
に
研
究
す
る
と
い
っ
て
い
る
。

に
そ
の
よ
う
な
制
限
を
用
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。
」

的
態
度
を
留
保
し
な
が
ら
も
、

・
デ
ン
マ
ー
ク
等
も
イ
タ
リ
ー
案
に
賛
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

一
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
代
表
は
、

ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ

イ
タ
リ
ー
案
に
対
す
る
最
終
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い
」
と
い
う
提
案
を
し
た
の
で
あ
る
。
リ
ベ
リ
ヤ
案
は

に
も
の
か
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」

ド
イ
ツ
案
が
あ
っ
た
。
ド
イ
ッ
代
表
は

国
内
法
で
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
、
国
際
法
で
も
使
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
」
、
「
こ
の
委
員
会
自
身
が
、
第
一
―

十
七
条
（
筆
者
註
、
現
在
の
公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
二
条
）
に
つ
い
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
修
正
案
を
採
択
し
て
」
、
「
合
理
的
な
考
慮
を
払
っ
た
う
え

で
(
w
i
t
h
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
 r
e
g
a
r
d
)
」
と
い
う
言
葉
を
い
れ
て
お
る
か
、
こ
の
言
菜
は
、
は
じ
め
は
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
を
こ
れ
以
上
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
に
う
け
い
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」

と
い
っ
て
反
論
し
て
い
る
。
ま
た
、

し
て
、

リ
ベ
リ
ヤ
代
表
が
「
特
に

(in
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
)
」
と
い
う
言
葉
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
っ
た
の
に
対

オ
ラ
ン
ダ
代
表
は
「
就
中
(
a
b
o
v
e
all)」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
こ
た
え
て
い
る
。

と
に
か
く
、
第
二
十
九
条
一
項
の
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
修
正
案
を
含
ん
だ
イ
タ
リ
ー
案
が
採
択
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
が
、

そ
の
ほ
か
に
表
決
の
結
果
否
認
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、

リ
ベ
リ
ヤ
案
・
リ
ベ
リ
ヤ
案
に
対
す
る
パ
ナ
マ
の
修
正
案
・

「
船
舶
と
旗
国
と
の
間
に
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
国
際
法
の
み
と
め
ら
れ
た
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
リ
ン

ク
の
存
在
は
登
録
の
あ
と
に
つ
く
ら
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
船
舶
が
登
録
せ
ら
れ
る
前
に
確
立
せ
ら
れ
る
べ
き
な

と
い
っ
て
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
よ
り
詳
細
に
定
義
す
る
た
め
に
、
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
の
ほ
か
に
、
船
舶
所
有
者
の
国

籍
や
住
所
を
も
含
ま
し
め
よ
う
と
し
て
、

「
国
家
・
船
舶
・
船
舶
所
有
者
の
間
に
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

「
各
国
は
、
船
舶
に
対
す
る
自
国
の
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
及
び
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に
つ
い
て
の

条
件
を
さ
だ
め
る
。
国
家
は
そ
の
船
舶
に
対
し
て
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す
る
。
船
舶
は
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
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不
承
認
原
則
に
つ
い
て
は
、
。
ハ
ナ
マ
代
表
は

と
い
う
規
定
で
あ
る
。
リ
ベ
リ
ヤ
案
に
対
す
る
パ
ナ
マ
の
修
正
案
は
、
国
家
は
船
籍
許
与
の
条
件
だ
け
で
な
く
船
籍
取
消
の
条
件
も
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の
文
言
、
及
び
「
船
舶
の
国
家
的
属
性
が
他
の
国
家
に
よ
っ
て
み
と

め
ら
れ
る
た
め
に
は
」
と
い
う
不
承
認
原
則
(
p
r
i
n
c
i
p
l
e
of 
n
o
n
-
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
)
が
削
除
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
パ
ナ
マ
代
表
は
、

「
国
際
法
委
員
会
は
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
記
で
き
な
か
っ
た
。
ほ
か
の
す
ぺ
て
の
も
の
と
同
様
に
国
際
法
委
員

会
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
家
の
権
利
・
義
務
を
明
確
な
表
現
で
も
っ
て
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
条
約
文
の
中
に
、
そ
の
よ
う

な
不
明
確
な
も
の
を
い
れ
る
こ
と
は
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
い
っ
て
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
反
対
し
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ベ
リ
ヤ
代
表
は
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
言
葉
が
混
乱
を

ま
ね
く
と
い
う
理
由
か
ら
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の
文
言
の
削
除
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

「
国
際
法
委
員
会
自
身
が
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
は
漠
然
た
る
基
準
で
あ
っ
て
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
と
い
う
言
葉
を
つ
け
加
え
て
も
そ

の
ア
イ
マ
イ
さ
は
な
く
な
ら
な
い
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
。
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
は
、
基
準
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
―
つ
の

目
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
全
然
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
言
葉
を
明
確
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」

と
い
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
言
葉
が
ア
イ
マ
イ
で
あ
っ
て
、

こ
と
を
理
由
に
し
て
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の
文
言
の
削
除
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

リ
ベ
リ
ヤ
案
が
イ
タ
リ
ー
案
と
相
異
し
て
い
る
点
は
、

だ
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
国
家
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
」

ア
メ
リ
カ
代
表
も
、

し
か
も
こ
れ
を
明
確
に
定
義
で
き
な
い

「
国
家
と
船
舶
と
の
間
に
は
真
正
な
る
連
鎖
が
存
在
し
て
お
ら
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「
各
国
は
自
国
の
船
籍
の
許
与
に
つ
い
て
の
条
件
を
定
め
る
と
規
定
し
て
お
い
て
、
次
に
、
そ
の
船
籍
が
他
の
国
家
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
た

め
に
国
家
と
船
舶
と
の
間
に
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
…
…
そ
の
う
え
に
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ

ン
ク
と
い
う
言
葉
は
、
国
家
が
他
国
の
内
政
に
干
渉
す
る
こ
と
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

と
い
っ
て
い
る
。
リ
ベ
リ
ヤ
代
表
は
、
不
承
認
原
則
は
国
際
的
な
摩
擦
を
ひ
き
お
こ
す
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
代
表
も
、

「
第
二
十
九
条
一
項
の
第
一
＿
一
の
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
ア
ル
国
家
が
他
の
国
家
の
船
舶
の
国
籍
を
み
と
め
る
こ
と
を
一
方
的
に
拒
否
す
る
可
能
性
を
含

む
も
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
国
家
が
そ
の
船
舶
を
公
海
で
航
行
さ
せ
る
権
利
に
は
、
公
海
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
れ
等
船
舶
に
対
し
て

管
理
権
と
有
効
な
管
轄
権
を
行
使
す
べ
き
対
応
す
る
義
務
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旗
国
に
よ
っ
て
有
効
な
管
轄
権
が
行
使
さ

れ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
な
ん
ら
の
証
拠
も
だ
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
、

そ
の
削
除
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。

ク
が
な
ん
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
国
家
に
い
う
と
同
時
に
、
も
し
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
し
な
い
と
わ
か
っ
た
な
ら
ば
当
該
船
舶
の
国
籍

を
み
と
め
な
い
自
由
が
あ
る
と
国
家
に
い
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
国
際
法
の
原
則
は
本
来
危
険
な
も
の
で
あ
る
。
」

と
い
っ
て
、
第
二
十
九
条
一
項
の
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
削
除
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
概
念
及
び
不
承
認
原
則
を
削
除
し
て
い
る
リ
ベ
リ
ヤ
案
も
リ
ベ
リ
ヤ
案
に
対
す
る
パ
ナ

フ
ラ
ン
ス
修
正
案
を
含
ん
だ
イ
タ
リ
ー
案
が
採
択
せ
ら
れ
た
あ
と
で
、

マ
の
修
正
案
も
否
決
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

の
要
求
に
よ
っ
て
「
不
承
認
原
則
」
の
文
言
だ
け
が
別
に
表
決
に
か
け
ら
れ
た
が
、
不
承
認
原
則
の
文
言
も
三
十
九
ー
十
三
ー
六
で
採

(
4
)
 

択
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
第
二
委
員
会
が
採
択
し
て
本
会
議
に
報
告
し
た
第
二
十
九
条
は
、
国
際
法
委
員
会
の
第
二
十
九
条
一
項
の
第
三
の
セ
ン

テ
ン
ス
の
あ
と
に
フ
ラ
ン
ス
修
正
案
を
含
ん
だ
イ
タ
リ
ー
案
の
文
言
が
つ
け
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、

リ
ベ
リ
ヤ
代
表

オ
ラ
ン
ダ
案
に
よ
っ
て
第
二
項
が

「
要
す
る
に
、
こ
の
会
議
は
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
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第

五

条

四

修
正
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
海
洋
法
会
議
の
本
会
議
の
第
十
回
会
合
で
、

認
原
則
は
国
家
主
催
の
原
則
を
お
か
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

こ
の
不
承
認
原
則
の
文
言
に
つ
い
て
別
に
表
決
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

(
5
)
 

表
決
の
結
果
不
承
認
原
則
の
文
言
は
一
二
十
ー
十
五
ー
＋
七
で
否
決
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
大
規
模
な
ロ
ビ
イ

(e笞
e
n
s
i
v
e
l
o
b
b
y
i
n
g

裏

(

6

)

 

面
工
作
）
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
五
条
は
、
第
二
委
員
会
の
報
告
し
た
第

二
十
九
条
か
ら
不
承
認
原
則
の
文
言
を
と
っ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
O
f
f
i
c
i
a
l
 
R
e
c
o
r
d
s
 of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 o
n
 t
h
e
 
Law of 
t
h
e
 
S
e
a
,
 V
o
l
.
 N.: S
e
c
o
n
d
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
 

p
.
 
1
5
0
.
 

(
3
)
I
b
i
d
.
,
 p.
 6

1
.

な
お
、
以
下
に
引
用
す
る
海
洋
法
会
議
の
第
二
委
員
会
に
お
け
る
各
国
代
表
の
主
張
は
、
す
ぺ
て
こ
の
資
料
の
六
一
頁
S
六

七
頁
を
参
照
。

(
4
)
I
b
i
d
.
,
 p
.
 7
5
.
 

(
5
)
O
f
f
i
c
i
a
l
 R
e
c
o
r
d
s
 of 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
g
n
f
e
r
e
n
c
e
 o
n
 t
h
e
 
Law of 
t
h
e
 Sea, Vol. II.: P
l
e
n
a
r
y
 M
e
e
t
i
n
g
s
,
 p
.
 2
0
.
 

(
6
)
M
a
x
 S
o
r
e
n
s
e
n
,
 
Law of 
t
h
e
 S
e
a
,
 International 
Conciliation 
N
o
.
 5
2
0
,
 1
9
5
8
,
 
p
.
 2
0
5
.
 

ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項
の
解
釈
上
の
問
題

公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
五
条
「
船
舶
の
国
籍
」
に
つ
い
て
の
規
定
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

各
国
は
、
船
舶
に
対
す
る
自
国
の
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
及
び
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に
つ
い
て
の

(
2
)
I
b
i
d
.
,
 p
.
 7
5
.
 

エ
ル
・
サ
ル
バ
ド
ー
ル
の
代
表
が
、
不
承
。7

 



に
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
は
、

s
h
i
p
s
 flying its 
flag. 

条
件
を
さ
だ
め
る
も
の
と
す
る
。
船
舶
は
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
あ
る
国
家
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は

ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
特
に
、
そ
の
国
家
は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て
、

行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
そ
の
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
有
効
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

各
国
は
｀
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
を
許
容
し
た
船
舶
に
対
し
て
、
そ
の
趣
旨
の
文
書
を
発
給
す
る
も
の
と
す
る
。

1
 

E
a
c
h
 S
t
a
t
e
 
shall 
fix t
h
e
 c
o
n
d
i
t
i
o
n
 for 
t
h
e
 
g
r
a
n
t
 
of 
its 
nationality to 
s
h
i
p
s
,
 
for 
t
h
e
 
registration of 
s
h
i
p
s
 in 

its 
territory, a
n
d
 for 
t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
to 
fly 
its 
flag. 
S
h
i
p
s
 h
a
v
e
 t
h
e
 nationality of 
t
h
e
 S
t
a
t
e
 
w
h
o
s
e
 flag t
h
e
y
 a
r
e
 

T
h
e
r
e
 m
u
s
t
 exist 
a
 g
e
n
u
i
n
e
 l
i
n
k
 b
e
t
w
e
e
n
 t
h
e
 
State 
a
n
d
 t
h
e
 s
h
i
p
:
 in particular, t
h
e
 S
t
a
t
e
 

entitled 
to 
fly. 

m
u
s
t
 effectively 
e
x
e
r
c
i
s
e
 
its 
j
u
n
s
d
i
c
t
t
o
n
 
a
n
d
 control 
in a
d
m
1
m
s
t
r
a
t
i
v
e
,
 t
e
c
h
n
i
c
a
l
 
a
n
d
 social 
m
a
t
t
e
r
s
 
o
v
e
r
 

2
 

E
a
c
h
 S
t
a
t
e
 
shall 
i
s
s
u
e
 
to 
s
h
i
p
s
 to 
w
h
i
c
h
 it 
h
a
s
 g
r
a
n
t
e
d
 t
h
e
 
r
i
g
h
t
 
to 
fly 
its 
flag d
o
c
u
m
e
n
t
s
 to 
that 
effect, 

と
こ
ろ
が
、

こ
の
第
五
条
の
一
項
の
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
、
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項
に
つ
い
て
解
釈
上
の
問
題
が
お

こ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
の
問
題
に
つ
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
口
頭
陳
述
が
な
さ
れ
た
時

「
船
籍
許
与
の
た
め
の
基
準
に
つ
い
て
の
各
国
の
実
行
は
い
ろ
い
ろ
異
っ
て
い
る
か
ら
、
必
要
な
基
準
と
重
要
で
な
い
基
準
と
を
え
り
わ
け
る
こ

と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
が
」
、
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
は
船
籍
許
与
の
た
め
の
種
々
の
基
準
の
総
計
で
あ
り
」
、
「
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
は

必
須
の
条
件
で
あ
っ
て
」
、

「
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
は
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
」

っ
て
い
る
d

ま
た
、
ジ
ュ
ネ
ー
プ
海
洋
法
会
議
の
第
二
委
員
会
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

と
し

イ
タ
リ
ー
代
表
は
、
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「
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
こ
そ
船
籍
決
定
の
最
も
重
要
な
要
素
の
―
つ
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
」
、

の
間
の
リ
ン
ク
で
あ
る
べ
き
か
を
明
確
に
し
め
す
も
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
ジ
ュ
ネ
ー
プ
海
洋
法
会
議
の
第
二
委
員
会
に
お
い
て
、

「
こ
の
方
式
は
、
な
に
が
船
舶
と
国
家
と

ド
イ
ツ
代
表
は
、
前
述
の
よ
う
に

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
存
在
は
、
登
録
の
あ
と
に
つ
く
ら
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
船
舶
が
登
録
せ
ら
れ
る

前
に
確
立
せ
ら
れ
る
べ
き
な
に
も
の
か
な
の
で
あ
る
。
」

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
主
張
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
、

た
め
の
概
括
的
基
準
で
あ
り
、
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
の
行
使
は
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
っ
て
、
船

舶
と
旗
国
と
の
間
に
登
録
前
に
存
在
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
を

そ
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
と
し
て
い
る
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
は
、
船
舶
の
登
録
の
前
に
船
舶
と
国
家
と
の
間
に
存
在
す
る
登
録
の
た

め
の
要
件
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
は
船
舶
と
旗
国
と
の
間
に
存
在
す
べ
き
船
籍
許
与
の

(

3

)

 

ボ
ツ
ェ
ッ
ク
は
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の
解
釈
と
し
て
、

「
定
義
さ
れ
て
い
な
い
し
ま
た
定
義
で
き
な
い
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
概
念
は
第
五
条
一
項
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
削
除
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
り
、
第

五
条
一
項
は
次
の
よ
う
に
解
読
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

各
国
は
、
船
舶
に
対
す
る
自
国
の
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
及
び
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
条

件
を
さ
だ
め
る
も
の
と
す
る
。
船
舶
は
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
あ
る
国
家
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
各
国
は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶

に
対
し
て
、
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
そ
の
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
有
効
に
行
使
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
五
条
一
項
の
立
法
論
で
あ
っ
て
解
釈
論
で
は
な
い
。
こ
の
ボ
ツ
ェ
ッ
ク
の
い
っ
て
い
る
第
五
条
一
項
は
、
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第
二
の
セ
ン
テ
ン
ス
と
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
と
の
順
序
を
か
え
る
と
、

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
海
洋
法
会
議
の
第
二
委
員
会
に
お
い
て
三
六
ー
十

六
—
六
で
否
決
せ
ら
れ
た
リ
ベ
リ
ヤ
案
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
と
「
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理

権
」
と
が
第
五
条
一
項
の
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
中
に
文
言
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項

の
解
釈
と
し
て
は
、

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
「
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
」
の
み
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
と
「
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
」
と
の
間
に
は

に
）
」
と
い
う
言
葉
が
は
い
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
原
文
で
は
「

n
o
t
a
m
m
e
n
t

(
な
か
ん
ず
く
）
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
ボ
ツ
ェ

is 
(
す
な
わ
ち
）
と
い
う
意
味
の
ほ
う
に
近
い
と
い
っ
て
い
る
‘
。
前
述
の

よ
う
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
プ
海
洋
法
会
議
の
第
二
委
員
会
で
は
、

な
い
で
あ
ろ
う
。

リ
ベ
リ
ヤ
は
国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
口
頭
陳
述
で
、

リ
ベ
リ
ヤ
代
表
が
「

tn
particular 
(
特
に
）
」
と
い
う
言
葉
は
不
明

オ
ラ
ン
ダ
代
表
は
「
a
b
o
v
e

all 
(
な
か
ん
ず
く
）
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
こ
た
え
て
い
る
。

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
は
船
舶
と
旗
国
と
の
間
に
登
録
前
に
存
在
す
べ
き
要
件
で
あ
り
、
「
有

効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
」
は
船
舶
と
旗
国
と
の
間
に
登
録
後
に
存
在
す
べ
き
要
件
で
あ
る
と
し
て
、

わ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き

「
公
海
に
関
す
る
条
約
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
概
念
に
つ
い
て
注
意
さ
る
べ
き
重
要
な
第
一
一
の
点
は
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ

ン
ク
は
享
益
的
所
有
権
に
関
係
が
な
い
の
み
な
ら
ず
登
録
前
に
存
在
す
べ
き
条
件
に
も
全
然
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ

ン
ク
概
念
の
も
つ
特
質
、
す
な
わ
ち
、
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
の
管
轄
権
及
び
管
理
権
の
旗
国
に
よ
る
有
効
な
行
使
は
、
こ
の

ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
概
念
が
登
録
前
の
事
象
に
で
は
な
く
し
て
登
録
後
の
事
象
に
最
終
的
に
は
関
係
す
る
よ
う
に
し
よ
う
と
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ

条
項
の
前
半
と
後
半
と
を
わ
け
て
、

「
な
か
ん
ず
く
」
で
あ
る
に
せ
よ

「
す
な
わ
ち
」
で
あ
る
に
せ
よ
、

in

particular 

確
で
あ
る
と
い
っ
た
の
に
対
し
て

ッ
ク
は
「

in
particular 
(
特
に
）
」
よ
り
も
「
that

で
つ
な
が
れ
て
い
る
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク

「

in
particular 
(特
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轟．

(
7
)
 

と
い
っ
て
い
る
。
管
轄
権
及
び
管
理
権
の
有
効
な
行
使
は
登
録
後
の
旗
国
の
義
務
で
あ
り
、
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
が
旗
国
と
船

舶
と
の
間
に
登
録
後
の
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
は
国
旗
掲
揚
権
を
許
容
す
る
た

が
ま
さ
に
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。
」

に
、
自
国
の
船
舶
を
保
護
す
る
必
然
的
な
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
」

と
を
し
め
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
概
念
は
、
国
家
が
そ
の
国
旗
の
も
と
に
あ
る
船
舶
に
対
し
て
な
に
か
を
せ
よ
と
い
う
訓

告
（

e
各
o
r
t
a
t
i
o
n
)

な
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の
文
言
の
前
に
最
初
は
存
在
し
て
い
た
不
承
認
条
項
が
ジ
ュ
ネ
ー
プ
会
議

で
バ
ッ
サ
リ
と
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
見
解
は
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

「
管
轄
権
及
び
管
理
権
の
有
効
な
行
使
」
は
、
登
録
前
に
船
舶
と
国
家
と
の
間
に
存
在
す
べ
き
条
件
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
登

録
後
に
旗
国
が
そ
の
船
舶
に
対
し
て
も
つ
べ
き
関
係
や
と
る
べ
き
行
為
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ボ
ツ
ェ
ッ
ク
は
、

「
第
五
条
の
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項
は
、
航
行
の
安
全
及
び
秩
序
の
た
め
に
、
旗
国
が
公
海
上
で
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
を
効
果
的

に
管
理
す
ぺ
き
義
務
を
さ
だ
め
た
概
括
的
な
規
則
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
」
、

す
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
公
海
を
利
用
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
、
公
海
上
の
自
国
の
船
舶
を
有
効
に
管
理
す
ぺ
き
義
務
、
な
ら
び

(

6

)

、

と
い
っ
て
お
り
旗
国
は
登
録
後
に
そ
の
船
舶
に
対
し
て
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
有
効
に
行
使
す
べ
き
義
務
を
お
う
も
の
で
あ
る
と
解

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

パ
ン
ト

(
R
o
g
e
r
P
i
n
t
o
)

は、

「
し
か
し
な
が
ら
、
会
議
の
採
択
し
た
公
海
に
関
す
る
条
約
の
第
五
条
で
は
、
そ
の
条
件
を
さ
だ
め
る
国
家
の
自
由
は
な
ん
ら
制
限
を
う
け
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
第
五
条
の
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
、
国
家
が
そ
の
船
舶
に
対
し
て
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
有
効
に
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

(

5

)

 

と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
リ
ベ
リ
ヤ
の
見
解
に
よ
る
と
、

「
船
籍
国
は
、
そ
の
登
録
文
書
を
船
舶
に
発
給

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
な
ら
び
に
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
特
質
で
あ
る
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は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヽ

た
よ
う
に

こ
の
見
解
を
表
明
し
た
あ
と
で
、

め
の
条
件
で
は
な
く
し
て
国
旗
掲
揚
権
を
許
容
し
た
結
果
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
船
舶
に
対
し
て
自
国
の
船
籍
を
許
与
す
る
た
め
の
要
件
を
さ
だ

め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
、
国
家
が
自
国
の
船
籍
を
許
与
し
た
後
に
そ
の
船
舶
に
対
し
て
な
す
べ
き
義
務
を
さ
だ
め
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
見
解
と
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
旗
国
と
船
舶
と
の
間
の
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
は
登
録
の
前
に
存
在
す

べ
き
も
の
な
の
か
登
録
の
後
に
存
在
す
べ
き
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ン
ト
は
、

で
あ
る
と
す
る
人
々
は
、
条
件
と
結
果
と
は
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
」
が
、
船
籍
許
与
の
た
め
の
基
準
と
船
籍
許
与
の

結
果
と
は
区
別
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

ジ
デ
ー
ル

(
G
i
l
b
e
r
t
G
i
d
e
!
)
の

「
船
籍
許
与
の
た
め
に
国
家
が
と
る
こ
と
の
で
き
る
基
準
と
そ
れ
等
基
準
が
保
証
せ
ね
ば
な
ら
な
い
結
果
と
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

「
国
家
は
そ
れ
自
身
の
基
準
を
え
ら
ぶ
自
由
が
あ
る
が
」
、

な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旗
国
に
よ
る
船
舶
に
対
す
る
管
理
権
の
有
効
な
行
使
で
あ
る
。
」

と
い
う
見
解
を
引
用
し
て
い
る
。
パ
ン
ト
の
引
用
し
て
い
る
ジ
デ
ー
ル
の
見
解
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
海
洋
法
会
議
の
第
一
一
委
員
会
で
ジ
デ

ー
ル
が
フ
ラ
ン
ス
代
表
と
し
て
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
ジ
デ
ー
ル
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
海
洋
法
会
議
の
第
二
委
員
会
の
と
こ
ろ
で
述
べ

よ
っ
て
イ
タ
リ
ー
案
を
支
持
し
、

な
い
の
で
あ
り
」

「
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
言
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に

フ
ラ
ン
ス
案
を
撤
回
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ジ
デ
ー
ル
が
支
持
し
た
イ
タ
リ
ー
案
と
い

う
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
登
録
の
結
果
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
そ
の
構

成
分
子
と
す
る
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
船
籍
許
与
の
た
め
の
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
ジ
デ
ー
ル
の
態
度

こ
ヽ
で
再
び
繰
返
し
て
詳
論
す
る
ま
で
も
な
く
、
国
際
法
委
員
会
は
、
最
初
は
船
籍
許
与
の
た
め
の
要
件
を
具
体
的
に
さ
だ
め
よ
う

「
し
か
し
、
最
後
の
結
果
は
い
ず
れ
に
せ
よ
同
じ
で
な
く
て
は
な
ら

「
国
旗
掲
揚
を
み
と
め
る
条
件
が
必
要
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に
有
害
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
」

と
し
た
が
、

そ
の
第
八
会
期
で
こ
の
態
度
を
か
え
て
指
針
的
原
則
で
あ
り
概
括
的
基
準
で
あ
る
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
概
念
を

採
用
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
海
洋
法
会
議
の
第
二
委
員
会
で
の
慎
貢
な
審
議
の
あ
と
で
行
わ
れ
た
表
決
に
お
い

て
も
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
明
ら
か
に
船
籍
許
与
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
こ
と
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
船
舶
の
国
家
的
属
性
が
他
の
国
家
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
」
と
い
う
所
謂
不
承
認
条
項
を
削
除
の
要
求
に
も
か
か
わ

ら
ず
採
択
し
た
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
言
葉
が
船
籍
許
与
の
た
め
の
概
括
的
基
準
を
表
現
す
る
も
の

と
し
て
生
れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ボ
ツ
ェ
ッ
ク
は
、

「
船
舶
に
適
用
せ
ら
れ
る
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
概
念
は
、
こ
の
概
念
を
鼓
吹
し
た
人
々
に
と
っ
て
は
危
険
な
競
争
で
あ
り
且
つ
他
の
経
済
上

の
理
由
か
ら
不
都
合
で
あ
る
便
宜
船
籍
を
抑
制
す
る
た
め
の
国
際
法
上
の
手
段
と
し
て
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
」
、

「
国
際
法
委
員
会
か
ら
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
海
洋
法
会
議
に
う
け
つ
が
れ
た
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
概
念
は
な
お
漠
然
と
し
て
定
義
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
て
、
会
議
の
第
二
委
員

会
で
明
示
の
不
承
認
条
項
が
そ
の
ま
ヽ
残
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
と
国
際
慣
行
に
反
す
る
と
と
も
に
国
際
尚
取
引
な
ら
び
に
国
際
関
係
一
般

「
こ
の
ア
イ
マ
イ
な
規
定
に
固
有
の
危
険
が
ジ
ュ
ネ
ー
プ
会
議
の
本
会
議
を
し
て
不
承
認
条
項
を
削

除
せ
し
め
る
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
要
件
は
そ
の
刃
は
け
づ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
そ
の
ま
ヽ
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(
9
)
 

と
い
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
海
洋
法
会
議
の
本
会
議
で
不
承
認
条
項
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
「
キ
バ
」

は
ぬ
か
れ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
船
籍
許
与
の
た
め
の
概
括
的
基
準
を
表
現
す
る
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
と
い
う
言
葉
は
残
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
記
録
が
し
め
し
て
い
る
よ
う
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
プ
海
洋
法
会
議
の
本
会
議
で
は
充
分
な
審
議
も
な
さ
れ
ず
し
て

あ
っ
さ
り
と
不
承
認
条
項
が
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
承
認
条
項
と
い
う
「
キ
バ
」
を
い
と
も
簡
単
に
お
と
し
た
あ
と

で
、
残
さ
れ
た
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
、
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
船
籍
許
与
の
た
め
の
概
括
的
基
準
を
表
現
す
る
概
念
と
し
て
生
れ
て

き
た
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
と
と
も
に
国
家
が
船
籍
許
与
の
あ
と
で
そ
の
船
舶
に
対
し
て
お
う
義
務
と
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(
2
)
 

録
後
に
旗
国
と
船
舶
と
の
間
に
存
在
す
べ
き
要
件
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

「
第
五
条
の
中
で
現
在
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
に
不
承
認
条
項
を
含
ん
で
い
た
テ
キ
ス
ト
の
場
ち
が
い
の

遺
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
不
承
認
条
項
と
い
っ
し
ょ
に
否
認
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
」

と
い
っ
て
い
が
、
。
第
五
条
一
項
の
第
三
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
く
、
た
だ
「
国
家
は
、
自
国

の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て
、
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
そ
の
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
有
効
に
行
使
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
管
轄
権
及
び
管
理
権
の
有
効
な
行
使
を
登
録
後
の
旗
国
の
義
務
と
解
す
る
こ
と

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の
言
及
が
残
っ
て
い
る
現
在
の
第
五
条
一
項
の
第
三
の
セ
ン

テ
ン
ス
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
無
理
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
つ
い
て
は
、

ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
国
家
と
船
舶
と
の
間
に
存
在
す
べ
き
船
籍
許
与
の
た

め
の
要
件
で
あ
る
と
す
る
人
々
は
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
条
項
が
採
択
さ
れ
た
経
緯
か
ら
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
旗
国
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
存
在
す
べ
き
船
籍
許
与
後
の
要
件
で
あ
る
と
す
る
人
々
は
、
ジ
ェ

ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
の
意
義
が
漠
然
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

対
し
て
旗
国
が
お
う
義
務
で
あ
る
と
理
解
し
て
、

(
1
)
O
f
f
i
c
i
a
l
 
R
e
c
o
r
d
s
 of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
1
0
n
s
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 o
n
 t
h
e
 
L
a
w
 of 
t
h
e
 
S
e
a
,
 
V
o
l
.
 II.: 
P
l
e
n
a
r
y
 M
e
e
t
i
n
g
s
,
 

p
.
 1

3
6
.
 

ま
ず
「
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
」
を
船
舶
登
録
後
に
そ
の
船
舶
に

そ
こ
か
ら

in

p
a
r
t
i
c
u
l
a
r

で
つ
な
が
っ
て
い
る
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
を
船
舶
登

O
r
a
l
 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
 
of 
M
r
.
 S
e
y
e
r
s
t
e
d
 r
e
p
r
e
s
e
n
t
m
g
 t
h
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
of 
N
o
r
w
a
y
,
 
I. C
.
 J
.
 P
l
e
a
d
m
g
s
 1
9
6
0
.
,
 
pp. 3
6
7
 

ー

3
6
8
.

解
釈
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ボ
ツ
ェ
ッ
ク
は
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第
三
節

四

第
二
節

第
一
節

全
面
改
正

第
三
章

政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
の
改
正
と
便
宜
置
籍
船
国

ー
国
際
法
上
の
船
籍

海
上
安
全
委
員
会
お
よ
び
理
事
会
の
理
事
国
の
改
選

海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
改
選

理
事
会
の
理
事
国
の
改
選

政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
の
一
部
改
正

国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
め
ぐ
る
諸
問
題

第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正

第
二
十
八
条
の
改
正

改
正
の
意
義

政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
の
全
面
改
正

海
上
安
全
委
員
会
お
よ
び
理
事
会
の
改
組
の
意
義

口
ー
ー
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「
一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
に
選
出
さ
れ
た
政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
海
上
安
全
委
員
会
は
政
府
間
海
事
協

(
l
)
 

議
機
構
条
約
に
準
拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
勧
告
的
意
見
を
一
九
六

0
年
六
月
八
日
に
表
明
し
た
。
政
府
間
海
事
協
議
機

構
（
略
称
I
M
C
o
)
の
一
九
五
九
年
一
月
の
第
一
回
総
会
で
便
宜
置
籍
船
国
で
あ
る
リ
ベ
リ
ヤ
お
よ
び
パ
ナ
マ
を
海
上
安
全
委
員
会
の

(
2
)
 

最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
理
事
国
に
選
出
し
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
の
副
書
記
官

(
D
e
,

p
u
t
y
 Registrar:l-Q
ら、

I
M
C
O
事
務
局
長
は
一
九
六

0
年
六
月
十
日
に
、

I
M
C
0
加
盟
国
は
そ
の
後
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
こ

(
3
)
 

の
勧
告
的
意
見
書
を
受
け
と
っ
て
い
る
。
事
務
局
長
は
、
同
年
＋
月
の
理
事
会
第
四
会
期
に
対
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
こ
の
勧
告

的
意
見
に
つ
い
て
そ
の
注
意
を
喚
起
し
た
。
そ
こ
で
、

(
4
)
 

を
第
二
回
総
会
の
議
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

と
こ
ろ
が
、

リ
ベ
リ
ャ
は
、
同
年
十
一
月
一
日
付
の
事
務
局
長
宛
の
覚
書
で
、
次
回
の
海
上
安
全
委
員
会
に
そ
の
オ
プ
ザ
ー
バ
ー
を

参
加
さ
せ
た
い
と
い
う
意
向
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
務
局
長
は
、
十
一
月
三
日
に
、
十
一
月
八
日
か
ら
十
日
ま

で
開
催
さ
れ
る
予
定
の
海
上
安
全
委
員
会
に
こ
の
リ
ベ
リ
ヤ
の
意
向
を
っ
た
え
、

こ
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
に
関
連
し
て

I
M
C
o
条

約
第
三
十
二
条
へ
の
留
意
を
海
上
安
全
委
員
会
に
促
す
つ
も
り
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
‘
。
こ
の

I
M
C
o
条
約
第
三
十
二
条
は
、
「
海

上
安
全
委
員
会
は
、

い
ず
れ
か
の
加
盟
国
に
特
に
関
係
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
を
行
な
う
と
き
は
、

参
加
す
る
よ
う
に
そ
の
加
盟
国
を
勧
誘
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
リ
ベ
リ
ヤ
は
十
一
月
八
日
か
ら
十
一
日
ま
で
開
催
さ

れ
た
海
上
安
全
委
員
会
第
三
会
期
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
た
が
、

国
際
司
法
裁
判
所
は
、

第
一
節

海
上
安
全
委
員
会
お
よ
び
理
事
会
の
理
事
国
の
改
選

海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
改
選

理
事
会
第
四
会
期
は
、

こ
の
勧
告
的
意
見
を
テ
ー
ク
・
ノ
ー
ト
し
、

こ
の
問
題

そ
の
審
議
に
投
票
権
な
し
で

こ
の
リ
ベ
リ
ヤ
の
オ
プ
ザ
ー
バ
ー
参
加
は
「
海
上
安
全
委

80 



第
二
回
総
会
は
、

つ
い
で
、
総
会
は
、
海
上

員
会
の
構
成
と
い
う
別
個
の
問
題
に
先
入
観
を
あ
た
え
る
も
の
で
は
な
い
(
w
i
t
h
o
u
t

p
r
e
J
u
d
i
c
e
 
to 
t
h
e
 
s
e
p
a
r
a
t
e
 q
u
e
s
t
i
o
n
 of 
t
h
e
 

(
6
)
 

constitution 
of 
t
h
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
」
L
J
い{ノ

T
舷
E

の未
P
L
J
で
七
3

つ
た
の
で
あ
る
o

と
に
か

vヽ
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
を
選
出

す
る
の
は
総
会
で
あ
り
（
第
二
十
八
条
）
、
総
会
の
通
常
会
期
は
二
年
ご
と
に
一
回
開
催
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
（
第
十
四
条
）
、
第
二
回
通
常

(
7
)
 

四
十
七
加
盟
国
（
准
加
盟
国
一
カ
国
を
含
む
）
の
う
ち
の
三
十
九
カ
国
が
参
加
し
て
、
一
九
六
一
年
四
月
五
日
か
ら
十

四
日
ま
で
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
総
会
の
議
題
一

0
が
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
の
第
一
回
総
会
に
よ
る
国
際

司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
の
要
請
に
関
す
る
報
告

(
R
e
p
o
r
t
o
n
 r
e
q
u
e
s
t
 
b
y
 t
h
e
 first 
A
s
s
e
m
b
l
y
 for 
a
n
 
A
d
v
i
s
o
r
y
 O
p
i
n
i
o
n
 

of 
t
h
e
 International 
C
o
u
r
t
 
of 
Justice 
o
n
 t
h
e
 
constitution 
of 
t
h
e
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
」
で
J

七
3

つ
ヤ
2

0

吟
g
ム
云
げ
2

、

四
月
六
日
に
議
題
一

0
の
審
議
に
は
い
り
、
「
一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
に
選
出
さ
れ
た
海
上
安
全
委
員
会
は
い
ま
や
解
散
さ
れ
る
べ
き

で
あ
り
」
、
「
勧
告
的
意
見
で
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
如
き

I
M
C
o
条
約
第
二
十
八
条
に
準
拠
し
て
新
し
い

海
上
安
全
委
員
会
を
構
成
し
」
、

「
海
上
安
全
委
員
会
の
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
の
会
期
（
筆
者
註
、
海
上
安
全
委
員
会
の
第

一
会
期
は
一
九
五
九
年
一
月
十
九
日
に
、
第
二
会
期
は
一
九
五
九
年
十
一
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
、
第
三
会
期
は
一
九
六
0
年
十
一
月
八
日

(
8
)
 

か
ら
十
一
日
ま
で
開
か
れ
て
い
る
）
で
と
ら
れ
た
各
種
の
措
置
を
こ
こ
で
採
択
し
確
認
す
る
」
と
決
議
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
総
会
は
新
し
い
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
年
三
月
三
十
日
に
既
に
事
務
局

長
は
ロ
イ
ド
船
級
協
会
の
船
舶
登
録
統
計
表
に
基
<
I
M
C
0
加
盟
国
の
商
船
隊
の
一
九
六
一
年
二
月
二
十
八
日
現
在
の
次
の
よ
う
な

(
9
)
 

総
ト
ン
数
表
を
総
会
に
提
出
し
て
い
た
。

ま
ず
、
総
会
は
、

こ
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
の
上
位
八
カ
国
、
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
リ
ベ
リ

(10) 

ヤ
・
日
本
・
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
タ
リ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
を
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
と
決
定
し
た
。

総
会
は
一
九
六
一
年
四
月
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
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IMCO加盟国に登録された商船隊の総トン数

(1961年 2月28日現在）

出典：ロイド船舶登録統計

1 アメリカ 24,343,313 24 イスラエル 355,052 

2 イギリス 21,712,174 25 中 国 347,755 

3 ノールウェイ 11,688,400 26 パキスタン 274,335 

4 リベリヤ 10,973,765 27 インドネシャ 250,569 

5 日 本 7,654,962 28 ニュージーランド 235,200 

6 ギリシャ 5,423,109 29 アラプ連合 202,958 

7 イタリー 5,366,938 30 メキシコ 183,109 

8 フランス 5,045,088 31 スイス 157,631 

， オランダ 4,977,723 32 アイルランド 144,326 

10 ドイツ匹） 4,685,313 33 ホンジュラス 132,006 

11 Jゞナマ 4,100,301 34 アイスランド 109,582 

12 ソ 連 3,993,145 35 プルガリヤ 56,938 

13 スェーデン 3,940,252 36 ビルマ 34,288 

14 デンマーク 2,327,711 37 ナイジェリヤ 34,256 

15 カナダ 1,653,704 38 クェート 33,619 

16 アルゼンチン 1,117,840 39 イラン 29,903 

17 インド 910,972 40 ガーナ 28,592 

18 フィンランド 841,310 41 エクアドール 25,694 

19 ユーゴスラビア 811,148 42 ドミニカ 17,085 

20 ポーランド 743,479 43 カンボジャ 1,880 

21 ベルギー 722,866 44 アイボリー・コースト
｝ フランスに

22 トルコ 679,979 45 セネガル 含まれる

23 オーストラリヤ 599,678 46 ハイチ

゜（グロス・トン）
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(
1
)
本
書

(
2
)
本
書

二
;
'
ニ
ニ
頁
。

の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
加
盟
国
た
る
残
り
の
六
理
事
国
と
し
て
、

チ
ン
・
パ
キ
ス
タ
ン
を
選
出
し
た
。
な
お
、

選
出
さ
れ
た
日
す
な
わ
ち
一
九
六
一
年
四
月
十
三
日
か
ら
四
年
間
と
さ
れ
た
。

以
上
の
結
果
、

オ
ラ
ン
ダ
・
ド
イ
ツ
・
ソ
連
・
カ
ナ
ダ
・
ア
ル
ゼ
ン

こ
れ
等
十
四
理
事
国
の
任
期
は
、
総
会
議
長
の
裁
定
(
t
h
ePresident•s 

r
u
l
i
n
g
)
に
よ
り
、

一
九
六
一
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
の
順
位
に
よ
る
と
、
上
位
八
カ
国
が
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事

国
と
な
り
、
第
九
位
の
オ
ラ
ン
ダ
、
第
十
位
の
ド
イ
ツ
、
第
十
二
位
の
ソ
連
、
第
十
五
位
の
カ
ナ
ダ
、
第
十
六
位
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

第
二
十
六
位
の
パ
キ
ス
タ
ン
が
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
の
あ
る
六
理
事
国
と
し
て
当
選
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
旧

の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
を
比
較
し
て
み
る
と
、
十
四
理
事
国
全
体
と
し
て
は
ア
ラ
プ
連
合
の
か
わ
り
に
便
宜
置
籍
船
国
の
リ
ベ
リ

ヤ
が
新
た
に
入
り
、
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
と
し
て
は
オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
の
か
わ
り
に
リ
ベ
リ
ヤ
と
ギ
リ
シ
ャ
（
旧

海
上
安
全
委
員
会
で
は
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
の
あ
る
六
理
事
国
の
な
か
の
国
）
が
入
り
、

有
国
と
し
て
の
理
事
国
か
ら
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
の
あ
る
六
理
事
国
の
な
か
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
旧
海
上
安
全

委
員
会
理
事
国
の
選
出
の
当
時
に
は
第
八
位
で
あ
り
な
が
ら
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
に
も
残
り
の
六
理
事
国
に
も
選
出

さ
れ
な
か
っ
た
便
宜
置
籍
船
国
の
パ
ナ
マ
は
、
今
回
は
第
十
一
位
の
船
腹
保
有
国
で
あ
る
か
ら
当
然
に
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八

理
事
国
の
な
か
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
の
あ
る
残
り
の
六
理
事
国
の
選
出
は
十

五
の
候
補
国
に
つ
い
て
秘
密
投
票
で
行
な
わ
れ
、
総
投
票
数
ニ
―

0
票
の
う
ち
で
当
選
し
た
六
理
事
国
の
得
票
数
合
計
が
一
七
八
票
で

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
十
一
位
の
船
腹
保
有
国
で
あ
る
パ
ナ
マ
は
わ
ず
か
五
票
の
得
票
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

r

和゚

二
三
頁
。

こ
の
オ
ラ
ン
ダ
と
ド
イ
ツ
は
最
大
船
腹
保
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(
b
)
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
っ
六
加
盟
国
、

I
M
C
0
の
理
事
会
は
、

(
4
)
I
M
C
O
¥
C
o
u
n
c
i
l
 rv:¥9. 
a
n
d
 I
M
C
O
¥
A
.
 II¥10. 

(
5
)
I
M
C
O
/
M
S
C
.
 Ill¥WP. 
1. 

(
6
)
I
M
C
O
¥
A
.
Lヽ
11.

I
M
8
¥
'
A
.
 
II/Res. 2
6
.

に
よ
る
と
、
当
時
国
連
非
加
盟
国
で
あ
っ
た
モ
リ
タ
ニ
ャ

は
第
二
回
総
会
で
四
月
十
三
日
に
I
M
C
O
へ
の
加
盟
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

(
8
)
I
M
C
O
¥
A
.
 II¥Res. 21. 

(
9
)
I
M
C
O
¥
A
.
 I
I
¥
W
P
.
 1.

一
九
六
一
年
二
月
二
十
八
日
現
在
の
I
M
C
0
加
盟
国
の
商
船
隊
の
総
ト
ン
数
で
あ
る
か
ら
、
同
年
三
月
八
日
に

加
盟
し
た
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

(
1
1
)
K
.
R
.
 S
i
m
m
o
n
d
s
,
 T
h
e
 Constitution 
of 
the 
M
a
r
i
t
i
m
e
 Safety 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
I
M
C
O
,
 International 
a
n
d
 C
o
m
,
 

苫
rative

Law Quarterly, 1
9
6
3
,
 
Vol. 1
2
,
 
p
.
 8
0
.
 

理
事
会
の
理
事
国
の
改
選

(

a

)

国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
六
加
盟
国
、

(

C

)

国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
な
か
か
ら
総
会
が
選
出
す
る
二
加
盟
国
、

(
d
)
国
際
海
上
貿
易
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
な
か
か
ら
総
会
が
選
出
す
る
二
加
盟
国
、

(
1
0
)
I
M
C
O
¥
A
.
 II¥Res. 4
0
.
 

(
7
)
准
加
盟
国
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ヤ
は
欠
席
し
て
い
る
。
な
お
、

(
3
)
I
M
C
O
¥
C
o
u
n
c
i
l
 
J
V
¥
9
.
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（イ）

な
わ
ち

C
0
条
約
を
採
択
し
た
国
際
連
合
海
事
会
議
は
、

I
M
C
0
条
約
が
発
効
し
て
第
一
回
総
会
の
開
催
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
十
ニ
カ
国
か

ら
な
る
準
備
委
員
会
(
P
r
e
p
a
r
a
t
o
r
y
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)

を
設
け
た
。
こ
の
準
備
委
員
会
を
構
成
し
た
十
ニ
カ
国
の
な
か
で
、
ギ
リ
シ
ャ
・
オ

ラ
ン
ダ
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
ス
エ
ー
デ
ン
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
六
カ
国
は
第
一
次
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
に
、

チ
ン
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
カ
ナ
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ン
ド
の
六
カ
国
は
第
一
次
理
事
会
の

(
b
)
種
理
事
国
と
さ
れ
た

（
第
十
七
条
に
言
及
さ
れ
て
い
る
条
約
の
附
属
書
I
)
。
第
一
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
と
し
て
は
イ
タ
リ
ー
と
日
本
が
、
第
一
次
理
事

(
l
)
 

会
の

(
d
)
種
理
事
国
と
し
て
は
ド
イ
ツ
と
ソ
連
が
、
第
一
回
総
会
で
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
理
事
会
の
理
事
国
の
任
期
は
総
会
の
次
の
通
常
会
期
ま
で
の
二
年
で
あ
る
（
第
十
九
条
）
。
し
た
が
っ
て
、

第
二
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
と
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
ソ
連
お
よ
び

(
d
)
種
理
事
国
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
と
イ
ン
ド
が

選
出
さ
れ
た
の
で
、
第
一
次
理
事
会
が
既
に
第
二
次
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
と
し
て
決
定
し
て
い
た
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
タ
リ
ー
・
日

本
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
お
よ
び

(
b
)
種
理
事
国
と
し
て
決
定
し
て
い
た
ベ
ル
ギ
ー
・
カ
ナ
ダ
・
ド
イ
ツ
・
フ

ラ
ン
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ス
エ
ー
デ
ン
と
あ
わ
せ
て
、
以
上
十
六
理
事
国
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
第
二
次
理
事
会
が
発
足
し
た
の
で
あ
っ

(
2
3
 

た
以
上
の
結
果
、
第
一
次
理
事
会
の
理
事
国
で
あ
っ
た
十
六
加
盟
国
は
い
ず
れ
も
第
二
次
理
事
会
の
理
事
国
と
な
っ
た
が
、
第
二
次
理

事
会
は
そ
れ
を
構
成
す
る
(

a

)

・
(
b
)
・
(

C

)

・
(
d
)
の
各
種
理
事
国
の
国
別
で
第
一
次
理
事
会
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

ギ
リ
シ
ャ
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
四
国
は
第
二
次
理
事
会
で
も
(

a

)

種
理
事
国

務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
と
し
て
再
選
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
次
理
事
会
で
(

a

)

種
理
事
国
で
あ
っ
た
オ
ラ

の
計
十
六
理
事
国
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（
第
十
七
条
）
。

一
九
四
八
年
二
月
十
九
日
か
ら
三
月
六
日
ま
で
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ

I
M

ア
ル
ゼ
ン

第
二
回
総
会
で

（
国
際
海
運
業
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（

二

）

（

ハ

）

（

口

）

第
二
次
理
事
会
の

(
b
)
種
理
事
国
（
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
の
な
か
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
三
国
は
再
選
で
あ
る
が
、

関
係
を
も
つ
国
）
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
は
第
一
次
理
事
会
で
は

(
d
)
種
理
事
国
（
国
際
海
上
貿
易
に
実
質
的
な
利
害

第
二
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
（
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
で
あ
る
ソ
連
は
、
第
一
次
理

事
会
で
は

(
d
)
種
理
事
国
（
国
際
海
上
貿
易
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
新
し
く
構
成
さ
れ
た
海
上
安
全
委
員
会
の
十
四
理
事
国
の
な
か
で
第
二
次
理
事
会
（
＋
六
理
事
国
）
の
理
事
国
は
、
ア
メ
リ
カ

（
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
の
第
一
位
、

a
種
理
事
国
）
、

日
本
（
第
五
位
、

a
種
理
事
国
）
、
ギ
リ
シ
ャ
（
第
六
位
、

a
種
理
事
国
）
、
イ
タ
リ
ー
（
第
七
位
、

a
種
理
事
国
）
、
フ
ラ
ン
ス
（
第
八
位
、

b
種

理
事
国
）
、

オ
ラ
ン
ダ
（
第
九
位
、

b
種
理
事
国
）
、

十
五
位
、

b
種
理
事
国
）
、

イ
ギ
リ
ス
（
第
二
位
、

a
種
理
事
国
）
、

ド
イ
ツ
（
第
十
位
、

b
種
理
事
国
）
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
（
第
十
六
位
、

C

種
理
事
国
）
の
十
ニ
カ
国
で
あ
る
。
な
お
便
宜
置
籍
船
国
で
あ
る
リ
ベ
リ
ヤ

（
第
四
位
で
あ
る
か
ら
新
し
く
構
成
さ
れ
た
海
上
安
全
委
員
会
の
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
理
事
国
）
お
よ
び
同
じ
く
便
宜
置
籍
船
国
で
あ
る

の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
と
な
っ
て
い
る
。

ン
ダ
お
よ
び
ス
エ
ー
デ
ン
は
第
二
次
理
事
会
で
は

(
b
)
種
理
事
国
（
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
と
な
り
、

第
一
次
理
事
会
で
は
・
(

C

)

種
理
事
国
（
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ー
お
よ
び

第
一
次
理
事
会
で

(
b
)
種
理
事
国
（
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
で
あ
っ
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ヤ
•
イ
ン
ド
の
な
か
で
、

貿
易
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
と
な
り
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
お
よ
び
イ
ン
ド
は
第
二
次
理
事
会
で
は

(
d
)
種
理
事
国

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
第
二
次
理
事
会
で
は
(

C

)

種
理
事
国

日
本
が
第
二
次
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
と
な
っ
て
い
る
。

ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
（
第
三
位
、

a
種
理
事
国
）
、

ソ
連
（
第
十
二
位
、

C

種
理
事
国
）
、

（第

ベ
ル
ギ
ー
・
カ
ナ
ダ
・

（
国
際
海
上

（
国
際
海
運
業
務

カ
ナ
ダ
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約
に
準
拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
勧
告
的
意
見
を
表
明
し
た
。
こ
の
勧
告
的
意
見
の
論
旨
を
要
約
す
る
と
、

船
腹
保
有
国
と
は
自
国
に
登
録
さ
れ
た
船
腹
の
量
が
最
大
で
あ
る
国
す
な
わ
ち
最
大
船
腹
登
録
国
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

八
理
事
国
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
に
つ
い
て
は
総
会
に
は
選
択
の
自
由
は
な
い
、

(

l

)

 

あ
る
。し

か
し
な
が
ら
、
国
家
は
自
国
に
登
録
す
る
船
舶
に
対
し
て
自
国
船
籍
を
付
与
す
る
の
で
あ
っ
て
、

と
い
う
の
で

船
腹
の
量
が
最
大
で
あ
る
と
い
う
の
は
単
な
る
事
実
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
く
に
所
謂
「
便
宜
置
籍
船
国
」
の
よ
う
な
容
易
に
登

録
申
請
を
う
け
い
れ
て
自
国
船
籍
を
付
与
す
る
国
家
で
は
最
大
船
腹
登
録
量
と
は
「
そ
の
国
に
登
録
さ
れ
て
い
る
船
腹
の
量
が
最
大
で

登
録
国
は
海
上
の
安
全
に
菫
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
あ
り
、

ア
ル
国
家
に
登
録
さ
れ
て
い
る

（
口
）
八
最
大
船
腹
登
録
国
は
当
然
に
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の

前
述
の
如
く
、
・
国
際
司
法
裁
判
所
は

第
二
節

cit., 
pp. 
5
0
、~
5
1

パ
ナ
マ
（
第
十
一
位
）
は
い
ず
れ
も
第
一
次
理
事
会
と
同
様
に
第
二
次
理
事
会
で
も
理
事
国
と
し
て
選
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

(
1
)
D
.
H
.
N
.
 J
o
h
n
s
o
n
,
 I
M
C
O
:
 T
h
e
 first 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
(
1
9
5
9
|
1
9
6
2
)
,
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
n
d
 C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
Law Q
u
a
r
t
e
r
l
y
,
 

1963, V
o
l
.
1
2
,
 
p. 35.

お
よ
バ
）

S
i
m
m
o
n
d
s
,
o
p
.
 
cit., 
p. 5
8
 a
n
d
 p. 60. 

(
2
)
I
M
C
O
.
 R
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
a
n
d
 O
t
h
e
r
 
D
e
c
i
s
i
o
n
s
 
of 
t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
:
 
2
n
d
 S
e
s
s
i
o
n
 
1961, 
p, 20.

お
よ
び

J
o
h
n
s
o
n疇

op.

政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
の
一
部
改
正

国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
め
ぐ
る
諸
問
題

「
一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
に
選
出
さ
れ
た

I
M
C
0
の
海
上
安
全
委
員
会
は

I
M
C
o
条

（
イ
）
最
大

こ
の
最
大
船
腹
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ま
た
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、

あ
る
」
と
い
う
単
な
る
事
実
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
十
八
条
(

a

)

に
よ
る
と
海
上
安
全
委
員
会
を
構
成
す
る
十
四

理
事
国
は
い
ず
れ
も
海
上
の
安
全
に
董
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
な
か
の
最
大
船
腹
保

有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
も
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
海
上
の
安
全
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
規
制
を
船
舶
に
対
し
て
実
施
す
る
権
限
が
あ
る
の
は
一
般
的
に
は
当
該
船
舶
が
登
録
さ
れ
て
い
る
国
家
す
な

的
な
甚
準
(a
sole 
a
n
d
 
exclusive 
c
r
i
t
e
n
o
n
)
」

わ
ち
旗
国
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
最
大
船
腹
登
録
量
が
た
だ
ち
に
海
上
の
安
全
に
甫
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
こ
と
の
「
唯
一
の
絶
対

(
2
)
 

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
対
し
て
裁
判
長

H
e
l
g
e
K
l
a
e
s
t
a
d
と
判
事

M
o
r
e
n
o
Q
u
i
n
t
a
n
a
の
反
対
意
見
が
あ

る
。
両
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
い
ず
れ
も
、
海
上
安
全
委
員
会
を
構
成
す
る
全
十
四
理
事
国
に
つ
い
て
「
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害

関
係
を
も
つ
国
」
と
い
う
要
件
が
あ
り
、
そ
の
な
か
の
八
理
事
国
に
つ
い
て
は
サ
ラ
に
「
最
大
船
腹
保
有
国
」
と
い
う
要
件
が
あ
る
と

(
3
)
 

い
う
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
よ
る
と
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
会
国
に
つ
い
て
は
最
大

船
腹
登
録
量
が
「
唯
一
の
絶
対
的
な
基
準
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

八
理
事
国
に
つ
い
て
は
「
海
上
の
安
全
に
童
大
な
利
害
関

係
」
と
「
最
大
船
腹
保
有
量
す
な
わ
ち
最
大
船
腹
登
録
量
」
と
の
二
重
の
要
件
お
よ
び
残
り
の
六
理
事
国
に
つ
い
て
は
「
海
上
の
安
全
に
重
大

な
利
害
関
係
」
と
「
主
要
な
地
理
的
地
域
の
適
当
な
代
表
す
な
わ
ち
適
当
な
地
理
的
配
分
」
と
の
二
重
の
要
件
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
最
大
船
腹
保
有
国
は
当
該
国
家
に
登
録
せ
ら
れ
た
ト
ン
数
を
も
っ
ぱ
ら
基
準
と
し
て
決
定
せ
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
か
ら
、
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
て
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
こ
の
問
題
に
こ
た
え
る
た
め
に
い

ま
さ
ら
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
に
も
と
づ
く
主
張
を
検
討
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
回
総
会

が
「
一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
に
選
出
さ
れ
た

I
M
C
0
の
海
上
安
全
委
員
会
は
、

こ
の
機
構
の
設
立
に
関
す
る
条
約
に
準
拠
し
て
構

(

5

)

 

成
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
た
の
は
、
前
述
の
如
く
第
一
回
総
会
に
お
け

88 



意
見
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

，
 

一
九
六

0
年
六
月
八
日

8

る
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
選
挙
で
リ
ベ
リ
ヤ
お
よ
び
パ
ナ
マ
を
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
理
事
国
に
し
な
か
っ
た
こ
と
に
端
を

発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
は
ど
、
第
一
回
総
会
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
た
の
は
、

こ、

さ
ら

こ
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
つ
い
て
、

「
一
九
五
九
年
一
月
十

五
日
に
選
出
さ
れ
た
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
と
い
う
法
律
問
題
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
伝
統
的
海
運
国
家
に
よ
る
反
便
宜
置
籍
船

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
動
機
と
な
っ
た
政
治
的
・
経
済
的
問
題
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
関

(
6
)
 

す
る
問
題
の
根
本
に
あ
る
も
の
は
明
ら
か
に
便
宜
置
籍
の
問
題
で
あ
っ
た
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
前
述
の
如
く
最
大
船
腹
保
有
国
と

マ
両
国
の
便
宜
置
籍
の
制
度
の
問
題
を
含
む
「
船
舶
と
そ
の
船
舶
が
登
録
さ
れ
た
国
家
と
の
間
の
関
係
」
と
い
う
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン

(
7
)
 

ク
の
問
題
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。

シ
モ
ン
ズ

(
K
.
R
.
 S
i
m
m
o
n
d
s
)
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
登
録
ト
ン
数
は
、
各
国
の
海
運
政
策
が
変
わ
る
こ
と
に
応
じ
て
時
お
り
、
し
か
も
し
ば
し
ば
意
外
な
工
合
に
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。
将
来
こ
の

ょ
う
な
変
動
は
各
委
員
会
の
任
期
中
に
起
こ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際
に
登
録
ト
ン
数
の
変
動
に
も
と
づ
い
て
自
動
的
に
選
出
さ
れ
る
権
利
（
筆
者

註
、
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
と
な
る
権
利
）
が
主
張
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
I
M
C
O
が
直
面
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
と
こ
ろ
の
勧
告
的
意
見
に
よ
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
諸
問
題
の
―
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

I
M
C
0
の
初
め
の
数
年
間
に
お
け
る
ト
ラ
プ
ル

が
一
九
六
0
年
六
月
八
日
の
勧
告
的
意
見
に
よ
っ
て
減
る
ど
こ
ろ
か
ふ
え
た
の
で
あ
る
」

最
大
船
腹
登
録
ト
ン
数
に
も
と
づ
い
て
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
に
自
動
的
に
な
る
と
い
う
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的

以
上
は
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
が
、
第
二
回
総
会
で
は
こ
の
勧
告
的
意
見
の
取
扱
い
を

め
ぐ
っ
て
カ
ナ
リ
の
紛
議
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
第
二
回
総
会
は
、

そ
の
議
題
一

0
と
し
て
、

は
最
大
船
腹
登
録
国
で
あ
る
と
の
結
論
に
到
達
し
た
か
ら
と
し
て
、

「
最
大
船
腹
保
有
国
」
の
意
義
に
関
連
し
て
の
リ
ベ
リ
ヤ
・
パ
ナ



あ
っ
て
」

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
回
総
会
は
、

存
続
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

判
所
の
勧
告
的
意
見
の
非
拘
束
性
に
つ
い
て
は
説
明
の
必
要
は
な
い
が
、

「
海
上
安
全
委
員
会
の
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六

の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
関
連
し
て
海
上
安
全
委
員
会
の
現
在
の
理
事
国
を
改
選
す
る
か
否
か
を
審
議
し
た
。
ブ
ル
ガ
リ

ャ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ソ
連
の
三
国
は
、
海
上
安
全
委
員
会
の
す
ぐ
れ
た
業
績
お
よ
び
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
の
非
拘
束
性
に

(
9
)
 

か
ん
が
み
て
、
現
在
の
海
上
安
全
委
員
会
を
四
年
の
任
期
の
終
る
一
九
六
三
年
ま
で
存
続
し
て
お
く
こ
と
を
主
張
し
た
。
国
際
司
法
裁

ま
で
の
海
上
安
全
委
員
会
の
第
一
会
期
•
第
二
会
期
・
第
三
会
期
に
お
け
る
海
上
の
人
命
の
安
全

(
S
a
f
e
t
y

of 
L
i
f
e
 at 
S
e
a
)
・
万
国
船

舶
信
号
([nternat10nal
C
o
d
e
 of S
i
g
n
a
l
s
)
・
ト
ン
数
計
測
(
T
o
n
n
a
g
e
M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
)
・
油
に
よ
る
海
洋
汚
染
防
止
(
P
r
e
v
e
n
t
i
o
n
of 

Pollution 
b
y
 O
i
l
)
・
枯
垢
術
的
問
題
に
関
し
て
の
国
連
そ
の
他
の
国
際
機
構
と
の
連
絡
(
L
i
a
i
s
o
n

w
i
t
h
 U
N
.
 a
n
d
0
t
h
e
r
 A
g
e
n
c
i
e
s
 o
n
 

(10) 

T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
M
a
t
t
e
r
s
)

等
の
問
題
に
つ
い
て
の
多
数
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
作
業
・
活
動
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
三
国
の
主
張
は
、

国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
し
た
が
っ
て
任
期
途
中
の
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
を
改
選
す
る
と
、
海
上
安
全
委
員
会
の
こ

れ
ま
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
作
業
・
活
動
の
効
力
が
問
題
に
な
る
か
ら
、
任
期
満
了
の
一
九
六
三
年
ま
で
現
在
の
海
上
安
全
委
員
会
を

「
一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
に
選
出
さ
れ
た
海
上
安
全
委
員
会
は
い
ま
や
解
散
さ
れ
る
べ
き
で

「
勧
告
的
意
見
で
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
如
き

I
M
C
0
条
約
第
二
十
八
条
に
準
拠
し
て
新
し
い

(
1
1
)
 

海
上
安
全
委
員
会
を
構
成
す
る
」
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
・
リ
ベ
リ
ヤ
の
共
同
提
案
に
、

一
年
ま
で
の
会
期
で
と
ら
れ
た
各
種
の
措
置
を
こ
こ
で
採
択
し
確
認
す
る
」
と
い
う
文
言
を
加
え
て
、
前
述
の
如
き
第
二
回
総
会
決
議

第
二
十
一
号

(
I
M
C
O
¥
A
.
II¥Res. 
21.)
を
賛
成
三
十
・
反
対
三
・
棄
権
二
で
採
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
第
二
回
総
会
決
議

第
二
十
一
号
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
ラ
プ
連
合
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
両
国
は
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
の
み
の
改
選
を
提

面

）

、

（

13
）

案
し
た
力
こ
の
共
同
提
案
は
最
終
的
に
は
撤
回
さ
れ
た
の
で
あ
る

C

「
海
上
安
全
委
員
会
の
す
ぐ
れ
た
業
績
」
と
は
第
二
回
総
会

90 



と
こ
ろ
で
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
が
「
一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
に
選
出
さ
れ
た
海
上
安
全
委
員
会
は

I
M
C
0
条
約

に
準
拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
を
明
ら
か
に
違
法
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
し
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
全
面
的
に
う
け
い
れ
た
な
ら
ば
、
違
法
な
海
上
安
全
委
員
会
の
第
一
会
期
＼
第
三
会
期
の
前

述
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
作
業
・
活
動
等
は
す
べ
て
無
効
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
回
総
会
は
、

は
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
留
意
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
海
上
安
全
委
員
会
の
従
来
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
作
業
・
活
動
等
を

今
後
に
も
生
か
す
た
め
に
、
前
述
の
如
き
第
二
回
総
会
決
議
第
二
十
一
号
を
採
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
の
上
位
八
カ
国
を
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
と
決
定
し
、

関
係
を
も
つ
残
り
の
六
理
事
国
を
選
出
し
た
。
第
二
回
総
会
が
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
の
上
位
八
カ
国
を
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て

の
八
理
事
国
と
決
定
し
た
の
は
、
前
述
の
如
く
「
最
大
船
腹
保
有
国
と
は
最
大
船
腹
登
録
国
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
最
大
船
腹
登
録
国

は
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
あ
っ
て
、
八
最
大
船
腹
登
録
国
は
当
然
に
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
に

な
る
」
と
い
う
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
の
論
旨
に
留
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
八
最
大
船
腹
登
録
国
は
当
然

に
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
に
な
る
」
べ
き
で
あ
る
か
ら
「
一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
に
選
出
さ
れ
た
海
上
安
全
委
員
会

は
I
M
C
0
条
約
に
準
拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
は
前
述
の
如
く
問
題
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

第
二
回
総
会
は
、

シ
モ
ン
ズ
教
授
も
「

I
M
C
0
の
初
め
の
数
年
間
に
お
け
る
ト
ラ
プ
ル
が
一
九
六

0
年
六
月
八
日
の
勧
告
的

意
見
に
よ
っ
て
減
る
ど
こ
ろ
か
ふ
え
た
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
回
総
会
に
お
け
る
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の

改
選
に
よ
っ
て
最
終
的
に
問
題
が
決
着
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
勧
告
的
意
見
が
も
と
め
ら
れ
た
の
は
、
便
宜
置
籍
船

一
九
五
九
年
一
月
十
五
日
に
選
出
さ
れ
た
海
上
安
全
委
員
会
を
解
散
し
て
、

つ
い
で
海
土
の
安
全
に
重
大
な
利
害

一
九
六
一
年
二
月
二
十
八
日
現
在
の

一
方
で
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事
国
に
選
出
し
た
の
で
あ
る
。

と
し
て
登
録
ト
ン
数
を
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

成
」
に
も
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

C

)

種

国
で
あ
る
リ
ベ
リ
ヤ
お
よ
び
。
ハ
ナ
マ
が
第
一
回
総
会
で
海
上
安
全
委
員
会
の
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
理
事
国
に
選
出
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
便
宜
置
籍
船
国
で
あ
る
リ
ベ
リ
ヤ
お
よ
び
。
ハ
ナ
マ
が
第
一
次
理
事
会
の
理
事
国
に

選
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
第
一
回
総
会
で
は
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
と
い
う
議
題
十
一
に
は
い
る
前
か
ら
す
で

(14) 

に
紛
議
の
お
こ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
最
大
船
腹
保
有
国
と
は
最
大
船
腹
登
録
国
の
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
最
大
船
腹
登
録
国
は
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
過
程
で
、
第
一
回
総
会
が
第

一
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
（
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
に
日
本
お
よ
び
イ
タ
リ
ー
を
選
出
し
た
基
準

(15) 

と
し
て
登
録
ト
ン
数
を
つ
か
っ
た
こ
と
に
国
際
司
法
裁
判
所
は
留
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
「
海
上

安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
勧
告
的
意
見
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
は
「
理
事
会
の
構

理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
は
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
理
事
会
が
決
定
す
る
六
カ
国
で
あ
り
、

(

C

)

種
理
事
国
は
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
な
か
か
ら
総
会
が
選
出
す
る
ニ
カ
国
で
あ
る
（
第
十

七
条
お
よ
び
第
十
八
条
）
。
前
述
の
如
く
第
一
回
総
会
は
第
一
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
に
日
本
お
よ
び
イ
タ
リ
ー
を
選
出
し
た
基
準

一
九
五
八
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
に
よ
る
と
日
本
の
船
腹
登
録
量
は
第
五
位

で
あ
り
イ
タ
リ
ー
は
第
六
位
で
あ
っ
た
。
船
腹
登
録
量
で
は
第
一
位
の
ア
メ
リ
カ
、
第
二
位
の
イ
ギ
リ
ス
、
第
四
位
の
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ

は
I
M
C
0
条
約
附
属
書
ー
に
よ
っ
て
第
一
次
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
に
す
で
に
決
定
し
て
い
た
。
第
一
回
総
会
は
、

理
事
国
に
つ
い
て
は
、
船
腹
登
録
量
で
は
第
三
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
を
と
ば
し
て
、
第
五
位
の
日
本
と
第
六
位
の
イ
タ
リ
ー
を
(

C

)

種
理

「
最
大
」
船
腹
保
有
国
は
通
常
は
国
際
海
連
業
務
の
提
供
に
「
最
大
」
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
第
一
次
理
事
会
の
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の
(

a

)

種
理
事
国
は
I
M
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C
0
条
約
附
属
書
ー
に
よ
っ
て
す
で
に
き
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
大
船
腹
登
録
国
と
し
て
第
三
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
は
、

連
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の
(

C

)

種
理
事
国
の
選
出
の
基
準
と
し
て
登
録
ト
ン
数
が
つ
か
わ
れ
た

と
い
わ
れ
て
お
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
回
総
会
で
は
(

C

)

種
理
事
国
に
す
ら
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
回
総
会
で

海
上
安
全
委
員
会
の
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
に
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
と
同
じ
コ
ン
テ
ク
ス
ト

(
c
o
n
t
e
x
t
)

す
な
わ
ち
便

宜
置
籍
船
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
最
大
船
腹
登
録
国
と
し
て
第
三
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
が
第
一
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
に
す

と
こ
ろ
で
、
第
一
節
の
「
二
」
で
述
べ
た
如
く
、
第
一
次
理
事
会
は
、
第
二
次
理
事
会
の
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
「
最
大
」
の
利
害
関

係
を
も
つ
(

a

)

種
理
事
国
と
し
て
、

国
と
し
て
第
一
位
の
ア
メ
リ
カ
、
第
二
位
の
イ
ギ
リ
ス
、
第
三
位
の
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
第
五
位
の
日
本
、
第
六
位
の
ギ
リ
シ
ャ
、
第
七

位
の
イ
タ
リ
ー
の
六
カ
国
を
決
定
し
て
、
第
四
位
の
リ
ペ
リ
ヤ
を
除
外
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
回
総
会
も
、
第
二
次
理
事
会
の
国
際

海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
(

C

)

種
理
事
国
と
し
て
、
第
十
二
位
の
ソ
連
と
第
十
六
位
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
選

出
し
て
、
第
四
位
の
リ
ベ
リ
ャ
も
第
十
一
位
の
パ
ナ
マ
も
当
選
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
次
理
事
会
が
第
二
次
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
を
決
定
し
且
つ
第
二
回
総
会
が
第
二
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
を
選
出
し
た
時
に
は
、

船
腹
登
録
国
の
こ
と
で
あ
り
、

「
最
大
船
腹
保
有
国
と
は
最
大

一
九
六
一
年
二
月
二
十
八
日
現
在
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
に
よ
れ
ば
「
最
大
」
船
腹
登
録

こ
の
最
大
船
腹
登
録
国
は
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
あ
る
」
と
い
う
論
旨
に
も
と

づ
く
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
は
第
一
次
理
事
会
の
理
事
国
を
含
む
I
M
C
o
全

(
6
ど

加
盟
国
に
す
で
に
通
告
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
そ
の
結
果
と
し
て
海
上
安
全
委
員
会
の
最
大
船
腹
保
有
国
で
あ
る
八
理

事
国
に
は
最
大
船
腹
登
録
国
と
し
て
第
四
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
が
選
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
次
理
事
会
の
国
際
海
運
業
務
の
提

供
に
「
最
大
」
の
利
害
関
係
を
も
つ
(

a

)

種
理
事
国
（
六
カ
国
）
か
ら
は
「
最
大
」
船
腹
登
録
国
と
し
て
第
四
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
は
除
外

ら
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
国
際
海

93 



さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
如
く
第
一
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
の
選
出
に
は
登
録
ト
ン
数
が
つ
か
わ
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
船
腹
登
録
量
で
は
第
四
位
の
リ
ベ
リ
ャ
も
第
十
一
位
の
パ
ナ
マ
も
第
二
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
か
ら
は
ず
れ
て

お
り
、
第
十
二
位
の
ソ
連
と
第
十
六
位
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
当
選
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意

見
は
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
前
述
の
第
二
次
理
事
会
の
理
事
国
の
選
出
に
も
み
ら
れ
る
如
く

「
理
事
会
の
構
成
」
に
も
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
関
連
し
て
の
問
題
（
便
宜
置
籍
の
問
題
を
含
み
）

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
本
書

(
3
)
A
d
v
i
s
o
r
y
 O
p
m
i
o
n
 of 
8
 J
u
n
e
 1
9
6
0
:
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 of 
t
h
e
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
-
G
o
v
e
r
n
m
e
n
,
 

ta! 
M
a
n
t
i
 m
e
 C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
v
e
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
 I.C. J. 
R
e
p
o
r
t
s
 1960, p
p
.
1
7
3
、
178.

(
4
)
I
 bid., 
p. 171. 

(
5
)
I
M
C
O
¥
A
.
 I
 /R
e
s
.
 12. 

(
6
)
本
書

(
7
)
本
書

二
三
頁
ー
ニ
九
頁
。

二
九
頁
。

第
二
章
―
一
節
。

(
8
)
S
i
m
m
o
n
d
s
,
 op. 
cit., 
p,87. 

(
9
)
I
M
C
O
¥
A
.
 II¥SR. 4
.
 

(
1
0
)
海
上
安
全
委
員
会
の
活
動
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

I
M
C
O
¥
A
.
II¥11. 

(
1
1
)
I
M
C
O
¥
A
.
I
I
¥
W
P
.
 6. 

(
1
2
)
I
M
C
O
¥
A
.
 II/ W
P
.
 22. 

(
2
)
S
i
m
m
o
n
d
s
.
 op. 
cit., 
p
p
.
8
3
~
8
4
.
 

が
な
お
残
っ
て
い
た
と

な
お
、
ア
ラ
プ
連
合
は
、
第
二
回
総
会
で
の
海
上
安
全
委
員
会
の
全
理
事
国
の
改
選
の
結
果
、
残
り
の
六
理
事
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(
1
3
)
S
i
m
m
o
n
d
s
,
 
op. c
i
t
:
p
.
8
0
.
 

一
八
頁
。

(14)
本
書

(
1
5
)
本
書
二
七
頁
。

(
1
6
)
I
M
C
O
¥
C
o
u
n
c
i
l
 N
¥
9
.
 
a
n
d
 
I
M
C
O
¥
A
.
 
II¥lo. 

「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
の
問
題
は
前
述
の
如
く
国
際
司
法
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
ら
れ
た
が
、

判
所
の
勧
告
的
意
見
に
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
理
事
会
の
構
成
」
の
問
題
は
別
の
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。

十
六
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
第
三
回
総
会
で
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正
の
問
題
が
審
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

a

)

六
加
盟
国
は
、
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
有
す
る
国
の
政
府
と
す
る
。

(
b
)
六
加
盟
国
は
、
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
有
す
る
国
の
政
府
と
す
る
。

(

C

)

二
加
盟
国
は
、
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
国
の
政
府
の
う
ち
か
ら
、
総
会
が
選
出
す
る
。

(
d
)
二
加
盟
国
は
、
国
際
海
上
貿
易
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
国
の
政
府
の
う
ち
か
ら
、
総
会
が
選
出
す
る
。

こ
の
条
に
掲
げ
る
原
則
に
従
い
、
第
一
次
理
事
会
は
、
こ
の
条
約
の
附
属
書
ー
に
定
め
る
と
お
り
構
成
す
る
。

理
事
会
は
、
十
六
の
加
盟
国
で
次
の
と
お
り
構
成
す
る
。

第
十
七
条

第
十
七
条
は
理
事
会
の
構
成
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正

国
で
あ
っ
た
従
来
の
地
位
を
失
っ
て
い
る
。

一
九
六
―
―
一
年
十
月

こ
の
国
際
司
法
裁
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が
基
準
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

な
時
期
に
、
そ
れ
ら
の
決
定
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

し
た
が
っ
て
、

こ
の
附
属
書
ー
に
よ
っ
て
、

委
員
会
を
構
成
す
る
十
ニ
カ
国
の
う
ち
の
ギ
リ
シ
ャ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
ス
エ
ー
デ
ン
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
六
カ

国
が
第
一
次
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
に
、

I
M
C
0
条
約
を
採
択
し
た
一
九
四
八
年
の
国
際
連
合
海
事
会
議
で
設
置
さ
れ
た
準
備

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
カ
ナ
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ン
ド
の

一
九
四
八
年
当
時
の
船
腹
登
録
量
で
は
第
六
位
で
あ
っ
た
便
宜
置
籍
船
国
パ
ナ
マ
は
、

準
備
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
第
一
次
理
事
会
の
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を

(

1

)

 

も
つ
国
」
と
し
て
の
(

a

)

種
理
事
国
の
六
カ
国
の
な
か
に
人
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
十
八
条
は
理
事
会
の
理
事
国
の
選
出
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

こ
の

こ
の
条
約
の
附
属
書
ー
に
定
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
理
事
会
は
、
前
条
(

a

)

の
規
定
の
適
用
上
、
加
盟
国
た
る
国
の
政
府
で
国
際
海
運
業
務

の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
を
決
定
し
、
お
よ
び
、
同
条
(

C

)

の
規
定
の
適
用
上
、
加
盟
国
た
る
国
の
政
府
で
同
業
務
の
提
供
に

実
質
的
な
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
を
決
定
す
る
。
そ
れ
ら
の
決
定
は
、
同
条
(

a

)

お
よ
び
(

C

)

の
規
定
に
基
い
て
理
事
会
に
代
表
者
を
出
し

て
い
る
加
盟
国
の
過
半
数
の
賛
成
投
票
を
含
む
理
事
会
の
過
半
数
の
投
票
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
。
理
事
会
は
、
さ
ら
に
、
同
条
(
b
)
の
規
定
の
適

用
上
、
加
盟
国
た
る
国
の
政
府
で
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の
を
決
定
す
る
。
理
事
会
は
、
総
会
の
各
通
常
会
期
前
の
適
当

第
一
回
総
会
は
、
第
一
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
と
し
て
日
本
と
イ
タ
リ
ー
を
、

(
d
)
種
理
事
国
と
し
て
ド
イ
ツ
と
ソ
連
を
選

出
し
た
。
こ
の
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の
(

C

)

種
理
事
国
の
選
出
に
は
船
腹
登
録
量

一
九
五
九
年
の
第
一
回
総
会
当
時
に
は
船
腹
登
録
量
で
は
第
一
位
の
ア
メ
リ
カ
、
第
二
位
の
イ
ギ
リ

ス
、
第
四
位
の
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
は
い
ず
れ
も
(

a

)

種
理
事
国
に
な
っ
て
い
た
の
で
問
題
は
な
か
っ
た
が
、
第
三
位
の
リ
ベ
リ
ャ
は
と

六
カ
国
が

(
b
)
種
理
事
国
に
な
っ
た
。
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か
く
、
第
二
次
理
事
会
以
降
の
理
事
会
の
理
事
国
に
つ
い
て
は
、

(
d
)
種
理
事
国
に

(

a

)

種
理
事
国
お
よ
び

(
b
)
種
理
事
国
に
つ
い
て
は
理
事
会
だ

ば
さ
れ
て
、
第
五
位
の
日
本
と
第
六
位
の
イ
タ
リ
ー
が
(

C

)

種
理
事
国
と
し
て
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
次

理
事
会
の
理
事
国
に
つ
い
て
は
、
(

a

)

種
理
事
国
お
よ
び

(
b
)
種
理
事
国
を
決
定
す
る
理
事
会
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
条
約
附
属
書
ー
に
よ
っ
た
の
で
あ
り
、
(

C

)

種
理
事
国
の
決
定
に
つ
い
て
も
理
事
会
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
附
属

書
ー
で
指
名
さ
れ
た
第
一
次
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
六
カ
国
に
よ
っ
て
推
薦
さ
れ
た
候
補
国
名
簿
の
な
か
か
ら
第
一
回
総
会
が
選

出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
第
二
次
理
事
会
以
降
の
理
事
会
の
理
事
国
は
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
に
準
拠
し
て
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
一
次
理
事
会
は
、
第
二
回
総
会
の
前
に
、
第
二
次
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
と
し
て
一
九
六
一
年
当
時
の
船
腹
登
録
量
で
は
第
一

位
の
ア
メ
リ
カ
、
第
二
位
の
イ
ギ
リ
ス
、
第
三
位
の
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
第
五
位
の
日
本
、
第
六
位
の
ギ
リ
シ
ャ
、
第
七
位
の
イ
タ
リ
ー

の
六
カ
国
を
、
第
二
次
理
事
会
の

(
b
)
種
理
事
国
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
（
船
腹
登
録
量
で
は
第
八
位
）

（
第
十
位
）

・
ス
エ
ー
デ
ン
（
第
十
三
位
）

け
で
決
定
し
、

・
オ
ラ
ン
ダ
（
第
九
位
）
・
ド
イ
ツ

・
カ
ナ
ダ
（
第
十
五
位
）
・
ベ
ル
ギ
ー
（
第
二
十
一
位
）
の
六
カ
国
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
つ
い

で
、
第
二
回
総
会
は
、
第
二
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
と
し
て
第
一
次
理
事
会
が
決
定
し
た
四
カ
国
の
候
補
国
名
簿
(
t
h
e
P
a
n
e
l
 

of 
f
o
u
r
 
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
 b
y
 t
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
)
の
f
Jが
～
が
～
ら
り
か
叩
庫
空
登
録
畢
〗
で
は
竿

R
+
―
一
位
の
ソ
連
と
第
十
六
位
の
カ
ナ
ダ
を

選
出
し
、
第
二
次
理
事
会
の

(
d
)
種
理
事
国
と
し
て
イ
ン
ド
（
第
十
七
位
）
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
（
第
二
十
三
位
）
を
選
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。
船
腹
登
録
量
で
は
第
四
位
の
リ
ベ
リ
ャ
も
第
十
一
位
の
パ
ナ
マ
も
と
も
に
第
二
次
理
事
会
の
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
ま

た
は
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
と
し
て
の
(

a

)

種
理
事
国
に
も
(

C

)

種
理
事
国
に
も
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
に

(

C

)

種
理
事
国
に
つ
い
て
は
理
事
会
が
決
定
し
た
候
補
国
名
簿
の
な
か
か
ら
総
会
が
選
出
し
、

(
2
)
 

つ
い
て
の
み
総
会
が
単
独
で
選
出
す
る
の
で
あ
る
。
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第
三
回
総
会
で
は
こ
れ
等
の
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
き
理
事
会
の
理
事
国

の
選
出
の
手
続
お
よ
び
第
一
次
理
事
会
以
来
の
理
事
会
の
構
成
の
経
緯
か
ら
、
伝
統
的
海
運
国
が
理
事
会
に
お
い
て
絶
対
的
多
数
を

(

3

)

 

し
め
て
お
り
、
便
宜
置
籍
船
国
を
含
む
新
興
海
運
国
が
理
事
国
に
な
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

う
に
理
事
会
の
理
事
国
の
選
出
が
ヨ
リ
民
主
的
な
手
続
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
国
が
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
そ

れ
で
は
国
際
海
運
ま
た
は
国
際
海
上
貿
易
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
が
理
事
会
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
国
も
あ
っ

(
4
)
 

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
条
約
改
正
案
は
総
会
で
の
審
議
の
少
く
と
も
六
カ
月
前
ま
で
に
事
務
局
長
に
よ
っ
て
加
盟
国
に
送
付
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
第
五
十
二
条
）
。

こ
の
「
I
M
C
0
条
約
の
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正
の
審
議
」
と

い
う
議
題
は
第
三
回
総
会
中
に
プ
ラ
ジ
ル
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
｀
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
具
体
的
改
正
案
は

事
前
に
は
提
出
さ
れ
て
お
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正
に
つ
い
て
は
第
三
回
総
会
で
は

そ
こ
で
プ
ラ
ジ
ル
は
次
回
総
会
で
の
審
議
の
た
め
に
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正
案
を
事
務
局
長
に
提
出
し
、
事
務
局
長
は

(

6

)

 

こ
の
プ
ラ
ジ
ル
の
改
正
案
を
一
九
六
三
年
十
二
月
十
九
日
に

I
M
C
0
の
全
加
盟
国
に
送
付
し
た
。

の
改
正
案
に
対
す
る
補
正
案
(a
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
 p
r
o
p
o
s
a
l
)
を
事
務
局
長
に
提
出
し
、
事
務
局
長
は
こ
れ
を
一
九
六
四
年
一
月
二
十

七
日
に

I
M
C
0
の
全
加
盟
国
に
送
付
し
た
。
さ
ら
に
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

(
M
a
d
a
g
a
s
y
R
e
p
u
b
l
i
c
)
は
、
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の

み
な
ら
ず
第
二
十
八
条
の
改
正
案
を
事
務
局
長
に
提
出
し
、
プ
ラ
ジ
ル
の
改
正
案
お
よ
び
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
改
正
案
を
審
議
す
る
た
め

に
一
九
六
四
年
九
月
に
臨
時
総
会
を
開
催
す
る
よ
う
に
と
の
希
望
を
表
明
し
た
。
事
務
局
長
は
臨
時
総
会
の
開
催
の
希
望
を
含
む
マ
ダ

(
8
)
 

ガ
ス
カ
ル
の
改
正
案
を
一
九
六
四
年
三
月
五
日
に

I
M
C
0
の
全
加
盟
国
に
送
付
し
た
の
で
あ
る
。
臨
時
総
会
は
加
盟
国
の
三
分
の
一

が
開
催
を
希
望
す
る
旨
を
事
務
局
長
に
通
告
し
た
と
き
は
最
低
六
十
日
の
予
告
を
も
っ
て
開
催
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
第
十
四
条
）
。
事
務

問
題
の
審
議
だ
け
に
終
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
、

フ
ラ
ン
ス
は
プ
ラ
ジ
ル

一
方
で
は
プ
ラ
ジ
ル
の
よ
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A
r
t
.
1
8
.
 

局
長
に
臨
時
総
会
の
開
催
を
希
望
し
た
国
が
同
年
五
月
二
十
九
日
ま
で
に
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ブ
ラ
ジ
ル
・
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
・
チ
ェ
コ
ス

ロ
バ
キ
ャ
・
ド
ミ
ニ
カ
・
イ
ン
ド
・
ア
イ
ボ
リ
ー
コ
ー
ス
ト
・
ク
エ
イ
ト
・
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
・
メ
キ
シ
コ
・
モ
ロ
ッ
コ
・
パ
キ
ス
タ
ン

・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
セ
ネ
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
・
チ
ュ
ニ
ジ
ャ
・
ア
ラ
プ
連
合
・
ソ
連
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
十
九
カ
国
に
達
し
た
の
で
、

(
9
)
 

第
二
回
臨
時
総
会
の
開
催
通
知
が
同
年
七
月
六
日
に
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
回
臨
時
総
会
は
一
九
六
四
年
九
月
十
日
か
ら
十
五
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
が
、

第
十
八
条
•
第
二
十
八
条
の
改
正
案
（
プ
フ
ジ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
・
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
諸
提
案
）

案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
瓜
})0

理
事
会
は
、
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
十
八
の
加
盟
国
で
構
成
さ
れ
る
。

そ
の
議
題
四
が
「

I
M
C
o
条
約
の
第
十
七
条
・

総
会
は
、
理
事
会
の
理
事
国
を
選
出
す
る
あ
た
り
、
次
の
諸
原
則
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

の
審
議
」
で
あ
っ
た
。
ま
ず
ブ
ラ
ジ
ル
の
改
正

(

a

)

六
カ
国
は
、
自
国
の
旗
の
も
と
に
最
大
船
腹
登
録
量
を
保
有
す
る
国
の
政
府
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
b
)
六
カ
国
は
、
(

a

)

種
理
事
国
に
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
国
で
、
最
大
海
上
貿
易
量
を
も
つ
国
の
政
府
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

C

)

六
カ
国
は
、
(

a

)

種
理
事
国
ま
た
は
(
b
)
種
理
事
国
に
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
国
で
、
海
運
に
特
別
の
利
害
関
係
を
も
つ
か
ま
た
は
世

界
の
す
べ
て
の
主
要
な
地
理
的
地
域
を
代
表
す
る
よ
う
に
選
出
さ
れ
る
国
の
政
府
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

A
r
t
.
 17. 

T
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
 
is 
c
o
m
p
o
s
e
d
 o
f
 
e
i
g
h
t
e
e
n
 m
e
m
b
e
r
s
 e
l
e
c
t
e
d
 
b
y
 t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
.
 

第
十
八
条

第
十
七
条
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第
十
八
条

こ
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
改
正
案
は

g
r
a
p
h
i
c
 a
r
e
a
s
 of 
t
h
e
 
w
o
r
l
d
.
 

(

b

)

 

n
a
g
e
 

I
n
 electrng t
h
e
 m
e
m
b
e
r
s
 of 
t
h
e
 C
o
u
n
c
t
l
,
 
t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 shall 
o
b
s
e
r
v
e
 t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
p
n
n
c
i
p
l
e
s
:
 

(

a

)

 

(
a
)
 six shall 
b
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
n
a
t
i
o
n
s
 h
a
v
m
g
 
u
n
d
e
r
 
their 
national 
flag t
h
e
 largest 
g
r
o
s
s
 r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 ton, 

s
i
x
 shall 
b
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
n
a
t
1
0
n
s
 
n
o
t
 
elected 
u
n
d
e
r
 
(
a
)
 above, 
w
i
t
h
 t
h
e
 
largest 
v
o
l
u
m
e
 of 
s
e
a
b
o
r
n
e
 

trade 
;
 

(
c
)
 six shall 
b
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
n
a
t
i
o
n
s
 
n
o
t
 
elected 
u
n
d
e
r
 
(
a
)
 o
r
 
(
b
)
 
a
b
o
v
e
,
 
w
h
i
c
h
 h
a
v
e
 special 
interests 

in m
a
r
i
t
i
m
e
 t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
o
r
 
w
h
o
s
e
 election 
to 
t
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
 
will 
i
n
s
u
r
e
 t
h
e
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
of 
all 
m
a
j
o
r
 g
e
o
-

（
イ
）
理
事
会
の
理
事
国
の
選
出
を
ョ
リ
民
主
的
に
す
る
た
め
に
、
総
会
が
全
理
事
国
を
選
出
す
る
、

（
口
）
そ
の
機
能
を
円
滑
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
海
運
業
務
お
よ
び
海
上
貿
易
に
重
大
な
国
際
的
責
任
の
あ
る
国
々
に

理
事
会
で
准
恒
常
的
地
位
を
も
た
せ
る
、

（
ハ
）
す
べ
て
の
主
要
な
地
理
的
地
域
を
適
当
に
代
表
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

種
理
事
国
お
よ
び
(
b
)
種
理
事
国
以
外
の
理
事
国
の
数
を
ふ
や
し
、
結
果
と
し
て
十
六
理
事
国
か
ら
十
八
理
事
国
に
理
事
会
を
拡
大

す
る
、
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

フ
ラ
ン
ス
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
改
正
案
の
第
十
八
条
の
文
言
に
は
複
数
の
解
釈
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、

(
1
)
 

次
の
よ
う
な
補
足
提
案
を
出
し
た
の
で
あ
み
。

総
会
は
、
理
事
会
の
理
事
国
を
選
出
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
諸
原
則
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

(

a

)

六
カ
国
は
、
自
国
の
旗
の
も
と
に
相
当
の
船
腹
登
録
量
を
保
有
す
る
国
の
政
府
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Article 
18. 

In electing 
the 

m
e
m
b
e
r
s
 of 

the 
Council, the 

A
s
s
e
m
b
l
y
 shall 

observe the 
following principles: 

(
a
)
 six shall 

b
e
 
chosen f

r
o
m
 a
m
o
n
g
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

States 
having under 

their 
national 

flag 
a
 considerable 

gross 
register 

tonnage; 

(
b
)
 six shall 

b
e
 
chosen f

r
o
m
 a
m
o
n
g
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

States 
not 

elected 
under 

(a) above, 
with 

a
 considerable 

volume of 
seaborne trade; 

(
c
)
 six shall 

b
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

States 
not 

elected 
under 

(a) or 
(b) above, 

w
h
o
s
e
 election 

to 
the 

Council 

will 
ensure the 

representation 
of 

all 
major 

geographic 
areas 

of 
the 

world. 
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十
八
理
事
国
は
次
の
よ
う
に
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条

第
十
七
条

(12) 

つ
ぎ
に
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
改
正
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
o
r
 J

を
削
除
し
た
の
で
あ
る
。

（
口
）
プ
ラ
ジ
ル
の
改
正
案
の
(

C

)

の
「
w
h
i
c
h
h
a
v
e
 special 
interests in m
a
r
i
t
i
m
e
 t
r
a
n
s
p
o
r
t
 o
r
 w
h
o
s
e
 election 

t
o
 t
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
•

…
…
…

•
J
な
る
文
言
は
、

「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見

に
関
連
し
て
複
数
の
解
釈
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
解
釈
お
よ
び
そ
の
適
用
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、

(

a

)

種
理
事
国
お
よ
び

(
b
)
種
理
事
国
以
外
の
理
事
国
を
従
来
の
(

C

)

種
理
事
国
お
よ
び

(
d
)
種
理
事
国
の
各
ニ
カ

国
す
な
わ
ち
計
四
カ
国
か
ら
六
カ
国
に
ふ
や
し
て
(

C

)

種
理
事
国
に
し
た
第
十
八
条
の
改
正
の
意
図
が
実
現
さ
れ
な
い
こ
と

も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
プ
ラ
ジ
ル
の
改
正
案
の
(

C

)

の
「
w
h
i
c
h
h
a
v
e
 special 
interests 
in 
m
a
r
i
t
i
m
e
 

理
事
会
は
、
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
十
八
の
加
盟
国
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(

a

)

六
カ
国
は
、
最
大
商
船
隊
保
有
国
の
な
か
か
ら
理
事
会
が
決
定
し
た
八
カ
国
な
い
し
十
ニ
カ
国
の
候
補
国
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら
総
会
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
b
)
六
カ
国
は
、
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
な
か
か
ら
理
事
会
が
決
定
し
た
八
カ
国
な
い
し
十
ニ
カ
国
の
候
補
国
リ
ス
ト
の

な
か
か
ら
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(

C

)

六
カ
国
は
、
海
運
に
特
別
の
利
害
関
係
を
も
つ
か
ま
た
は
世
界
の
す
べ
て
の
主
要
な
地
理
的
地
域
を
代
表
す
る
よ
う
に
任
命
さ
れ
る
そ
の

他
の
国
の
政
府
の
な
か
か
ら
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
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Article 
17. 

T
h
e
 Council 

shall 
b
e
 c
o
m
p
o
s
e
d
 of 

eighteen m
e
m
b
e
r
s
 elected 

b
y
 the 

Assembly. 

Article 
18. 

T
h
e
 eighteen m

e
m
b
e
r
s
 to 

b
e
 elected 

shall 
b
e
 c
h
o
s
e
n
 
as 

follows: 

(
a
)
 S
i
x
 m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 a

 list 
of 

eight 
to 

twelve candidates 
d
r
a
w
n
 u
p
 by the 

Council 
and 

chosen 
f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 States 

possessing the 
largest 

fleets; 

(
b
)
 Six m

e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

by the 
A
s
s
e
m
b
l
y
 from. 

a
 list 

of 
eight 

to 
twelve candidates 

d
r
a
w
n
 u
p
 b
y
 

the 
Council 

and chosen f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 States having the 

largest 
interest 

in seaborne trade; 

(
c
)
 Six m

e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 electerl 

b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 the 

goverrnnents 
of 

other 
countries 

having 

a
 special 

interest 
in 

shipping or 
w
h
o
s
e
 appointment 

to 
the 

Council 
will 

ensure 
representation 

of 
all 

the 

major 
geographic 

areas 
of 

the 
world. 
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に
起
り
が
ち
な
幻
想
を
正
す
可
能
性
(
t
h
e
potential 
to 
correct 
t
h
e
 f
a
n
t
a
s
i
e
s
)

を
も
つ
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
石
6

こ
の
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
改
正
案
に
対
し
て
も
補
足
修
正
案
(
s
u
b
1
a
m
e
n
d
m
e
n
t
)
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
政
府
間
国
際
機
構
の
執
行
機
関
の
理
事
国
数
の
増
大
は
、
独
立
国
の
数
が
ふ
え
且
つ
国
連
一
家

(the
f
a
m
i
l
y
 o
f
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 

N
a
t
i
o
n
s
)
を
構
成
す
る
国
際
機
構
の
加
盟
国
数
が
ふ
え
た
結
果
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
」
、
「
国
連
の
安
保
理
事
会
の
理
事
国
は
十

一
カ
国
か
ら
十
五
カ
国
に
な
り
」
、
「
国
連
の
経
済
社
会
理
事
会
の
理
事
国
は
十
八
カ
国
か
ら
二
十
七
カ
国
に
な
り
」
、

空
機
構
の
理
事
会
は
二
十
一
理
事
国
か
ら
二
十
七
理
事
国
に
拡
大
さ
れ
、
国
際
労
働
機
構
の
執
行
理
事
会
も
二
十
理
事
国
か
ら
二
十
四

理
事
国
に
ふ
や
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
主
要
な
地
理
的
地
域
を
ョ
リ
適
当
に
代
表
す
る
た
め
に
(

C

)

種
理
事
国
を
八
カ
国
に

(

C

)

種
理
事
国
は
ア
フ
リ
カ
・
北
米
お
よ
び
南
米
・
ア
ジ
ャ
お
よ
び
極

東
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
四
地
域
か
ら
各
二
理
事
国
の
計
八
理
事
国
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
は
、

変
更
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
と
と
も
に
前
総
会
で
表
明
さ
れ
た
十
分
に
理
由
の
あ
る
要
望
を
満
足
せ
し
め
る
方
式
」
で
あ
る
と
し
て
、

(15) 

こ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
補
足
修
正
案
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
第
二
回
臨
時
総
会
で
は
、
第
一
一
十
八
条
の
改
正
は
一
九
六
五
年
の
第
四
回
総
会
ま
で
延
期
さ
れ
た
が
、

の
理
事
国
数
の
増
大
、

（
口
）
理
事
会
の
全
理
事
国
の
総
会
に
よ
る
選
出
、
（
ハ
）
理
事
会
の
理
事
国
の
公
平
な
地
理
的
配
分
の
確
保
、

の
必
要
が
認
め
ら
れ
て
次
の
よ
う
な
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正
案
が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
っ
、
力
＆

理
事
会
は
、
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
十
八
カ
国
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条

総
会
は
、
理
事
会
の
理
事
国
の
選
出
に
あ
た
り
、
次
の
諸
原
則
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
事
会
の
理
事
国
を
二
十
力
国
に
し
、

ょ、9, 

「
現
行
規
定
の

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ

「
国
際
民
間
航

（
イ
）
理
事
会
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(
1
)
他
の
便
宜
置
籍
船
国
リ
ベ
リ
ヤ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
・
コ
ス
タ
リ
カ
は

に
よ
り
採
択
さ
れ
た
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正
は
、

と
こ
ろ
で
総
会
で
採
択
さ
れ
た
条
約
の
改
正
は
加
盟
国
（
准
加
盟
国
を
除
く
）

m
a
j
o
r
 g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
 a
r
e
a
s
 of 
t
h
e
 
w
o
r
l
d
.
 

(

a

)

六
カ
国
は
、
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
政
府
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
b
)
六
カ
国
は
、
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
そ
の
他
の
国
の
政
府
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

C

)

六
カ
国
は
、

5
 ゜

一
九
四
八
年
の
国
際
連
合
海
事
会
議
に
は
参
加
し
て
お
ら
な
か
っ
た
ー
・

の
三
分
ノ
ニ
が
受
諾
し
た
後
十
ニ
カ
月
で
効
力
を
生

(

a

)

種
理
事
国
ま
た
は

(
b
)
種
理
事
国
に
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
国
で
、
海
運
ま
た
は
航
海
に
特
別
の
利
害
関
係
を
も
ち

且
つ
世
界
の
す
べ
て
の
主
要
な
地
理
的
地
域
を
代
表
す
る
よ
う
に
選
出
さ
れ
る
国
の
政
府
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

T
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
 
shall 
b
e
 c
o
m
p
o
s
e
d
 of 
e
i
g
h
t
e
e
n
 
m
e
m
b
e
r
s
 elected 
b
y
 A
s
s
e
m
b
l
y
・
 

I
n
 electing t
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
 of 
t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
,
 
t
h
e
 A
s
s
e
m
b
l
y
 shall 
o
b
s
e
r
v
e
 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
principles: 

(
a
)
 six shall 
b
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
S
t
a
t
e
s
 
w
i
t
h
 t
h
e
 largest 
interest 
in p
r
o
v
i
d
i
n
g
 international 
s
h
i
p
p
i
n
g
 s
e
r
v
i
c
e
s
;
 

(
b
)
 s
i
x
 b
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
o
t
h
e
r
 
States 
w
i
t
h
 t
h
e
 l
a
r
g
e
s
t
 
interest 
in international 
s
e
a
b
o
r
n
e
 t
r
a
d
e
;
 

(
c
)
 s
i
x
 shall 
b
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
States 
n
o
t
 
elected 
u
n
d
e
r
 (
a
)
 o
r
 
(
b
)
 a
b
o
v
e
,
 w
h
i
c
h
 h
a
v
e
 special 
interest 
in 

m
a
r
i
t
i
m
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
or 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 w
h
o
s
e
 election to 
t
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
 
will 
e
n
s
u
r
e
 t
h
e
 p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
of 
all 

ず
る
の
で
あ
る
（
第
五
十
二
条
）
。
一
九
六
四
年
九
月
二
十
八
日
付
の
第
二
回
臨
時
総
会
決
議
第
六
十
九
号

(
I
M
C
O
¥
A
/
E
S
.
II/Res. 6
9
)
 

十
三
カ
国
に
よ
っ
て
受
諾
さ
れ
た
の
で
、

一
九
六
六
年
十
月
六
日
に

I
M
C
0
加
盟
国
の
三
分
ノ
ニ
に
あ
た
る
四

(
1
7
)
 

そ
の
十
ニ
カ
月
後
の
一
九
六
七
年
十
月
六
日
に
発
効
し
た
の
で
あ
る
。

A
r
t
i
c
l
e
 1
8
.
 

Article 1
7
.
 



(
1
0
)
I
M
C
O
¥
A
¥
E
S
.
 I
I
¥
4
.
 
A
n
n
e
x
 
I
 

で
あ
る
。

の
で
あ
り
(
-
五
頁
）
、
一
九
四
八
年
当
時
の
こ
れ
等
三
国
の
船
腹
登
録
量
は
い
ず
れ
も
そ
れ
程
多
く
な
い
か
ま
た
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ

た
（
三
七
頁
）
。

(
2
)
第
三
回
総
会
は
、
第
三
次
理
事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
と
し
て
第
二
次
理
事
会
の
決
定
し
た
五
カ
国
の
候
補
国
名
簿
か
ら
イ
ン
ド
と
ス
エ
ー

デ
ン
を
選
出
し
、

(
d
)
種
理
事
国
と
し
て

I
M
C
0
加
盟
国
の
な
か
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
と
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
を
選
出
し
て
い
る
。
リ
ベ

リ
ヤ
も
パ
ナ
マ
も
第
一
＿
一
次
理
事
会
の
理
事
国
に
は
い
っ
て
お
ら
な
い
。

(
3
)
L
.
 F. E. Goldie, A
 R
e
v
i
e
w
 of Boczek•Flags 

of 
C
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
 :
 An
 International 
L
e
g
a
l
 Study•International 

a
n
d
 

C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
L
a
w
 Q
u
a
r
t
e
r
l
y
,
 1963, 
Vol.12, 
pp. 
9
8
9
 ~
 990. 
f
8
t
n
o
t
e
 
2. 

法
律
に
よ
り
船
舶
の
所
有
権
の
す
べ
て
ま
た
は
大
部
分
が
そ
の
国
民
に
あ
る
こ
と
を
船
舶
登
録
の
条
件
の
一
っ
と
し
て
い
る
国
の
こ
と
で
あ
り
、

。
ハ
ナ
マ
・
リ
ベ
リ
ヤ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
以
外
の
大
船
腹
保
有
国
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
日
本
・
イ
タ
リ
ー
・
オ

ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
ス
エ
ー
デ
ン
・
デ
ン
マ
ー
ク
お
よ
び
小
船
腹
保
有
国
す
な
わ
ち
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ベ
ル
ギ
ー
等
の
国
の
こ
と

(
4
)
I
M
C
O
¥
A
/
E
S
.
 II¥4. 
A
n
n
e
x
 m
.
 
a
n
d
 I
 MC
O
¥
A
.
 N
¥
2
8
.
 A
n
n
e
x
 
I. 

(
5
)
I
M
C
O
.
 
R
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 a
n
d
 O
t
h
e
r
 D
e
c
i
s
i
o
n
s
 of 
t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
:
 3
r
d
 S
e
s
s
i
o
n
 
1963 
a
n
d
 1st 
E
x
t
r
a
o
r
d
m
a
r
y
 S
e
s
s
i
o
n
 

1963, 
p. 
2. 

(
6
)
I
M
C
O
¥
A
¥
E
S
.
 II¥4. 
A
n
n
e
x
 
I. 

(
7
)
I
M
C
O
¥
A
¥
E
S
.
 II¥4. 
A
n
n
e
x
 II. 

(
8
)
I
M
C
O
¥
A
¥
E
S
.
 
II,,、4.
A
n
n
e
x
m
.
 

(
9
)
I
M
C
O
¥
A
¥
E
S
.
 I
I
¥
4
.
 

に
よ
る
と
、
伝
統
的
海
運
国
と
は
、
そ
の
国
の
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十
六
理
事
国
は
次
の
よ
う
に
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
1
1
)
I
M
C
O
/
A
¥
E
S
.
 
11/4. 
A
n
n
e
x
 II. 

(
1
2
)
I
M
C
O
¥
A
¥
E
S
.
 
II¥4. 
A
n
n
e
x
 
m. 

(
1
3
)
I
b
i
d
.
 a
n
d
 I
M
C
O
¥
A
.
 I
V
¥
2
8
.
 
A
n
n
e
x
 
I. 

(
1
4
)
I
M
C
O
¥
A
.
 I
V
¥
2
8
.
 
A
n
n
e
x
 II. 

(
1
5
)
I
M
C
O
¥
'
A
.
 I
V
¥
2
8
.
 
A
n
n
e
x
 
m. 

(
1
6
)
I
M
C
O
¥
A
¥
E
S
.
 
II¥Res. 6
9
.
 

(
1
7
)
I
M
C
O
¥
C
.
 
XVII¥5. 
a
n
d
 
I
M
C
O
¥
M
S
C
.
 X
V
I
I
/
 3.
 

(
1
)
 

前
述
の
第
二
回
臨
時
総
会
に
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
に
よ
っ
て
第
二
十
八
条
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
改
正
案
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。

海
上
安
全
委
員
会
は
、
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
十
六
の
加
盟
国
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(

a

)

八
カ
国
は
、
最
大
商
船
隊
保
有
国
の
な
か
か
ら
理
事
会
が
決
定
し
た
十
力
国
な
い
し
十
四
カ
国
の
候
補
国
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら
総
会
に
よ

っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
b
)
八
カ
国
は
、
海
運
に
特
別
の
利
害
関
係
を
も
つ
か
ま
た
は
世
界
の
す
べ
て
の
主
要
な
地
理
的
地
域
を
代
表
す
る
よ
う
に
任
命
さ
れ
る
そ
の

他
の
国
の
政
府
の
な
か
か
ら
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
は
、
四
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
、
再
選
さ
れ
う
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条

第
二
十
八
条
の
改
正
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で
あ
っ
て
、

「
大
国
の
た
め
の
恒
常
的
地
位
」
と
し
て
の
八
理
事
国
の
保
留
、
を
意
図
し
た
も
の
で

(
2
)
 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
改
正
案
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
補
足
修
正
案
を
提
出
し
て
い
た
。

第
二
十
八
条

海
上
安
全
委
員
会
は
、
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
十
六
の
加
盟
国
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

十
六
理
事
国
は
次
の
よ
う
に
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(

a

)

八
カ
国
は
、
最
大
商
船
隊
保
有
国
の
な
か
か
ら
理
事
会
が
決
定
し
た
十
力
国
な
い
し
十
四
カ
国
の
候
補
国
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら
総
会
に
よ

ま
た
、

あ
っ
た
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
は
、

（
ハ
）
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
う
ち
の

（
イ
）
海
上
安
全
委
員
会
の
「
理
事
国
選
出
手
続
の
民
主
化
」
、

（
口
）
海
上
安
全
委
員
会
の
「
理
事
国
数
の
増
大
」

こ
の
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
第
二
十
八
条
の
改
正
案
は
、

for 
reelection 

T
h
e
 
Man ti
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 f1-. 
111 

b
e
 c
o
m
p
o
s
e
d
 of 
sixteen 
m
e
m
b
e
r
s
 elected 
b
y
 t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
.
 

T
h
e
 sixteen 
m
e
m
b
e
r
s
 to 
b
e
 elected 
shall 
b
e
 c
h
o
s
e
n
 a
s
 
f
o
l
l
o
w
s
:
 

(
a
)
 E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 
b
e
 elected 
b
y
 t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 a
 list 
of 
ten to 
fourteen 
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
 
d
r
a
w
n
 u
p
 

b
y
 t
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
 
a
n
d
 c
h
o
s
e
n
 f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 p
o
s
s
e
s
s
i
n
g
 t
h
e
 
largest 
fleets; 

(b') 
E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 
b
e
 elected 
b
y
 t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
o
t
h
e
r
 c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
h
a
v
m
g
 

a
 special 
interest 
in s
h
i
p
p
i
n
g
 or 
w
h
o
s
e
 a
p
p
o
i
n
t
m
e
n
t
 
to 
t
h
e
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 will 
e
n
s
u
r
e
 

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
of 
all 
t
h
e
 
m
a
j
o
r
 g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
 a
r
e
a
s
 
of 
t
h
e
 
w
o
r
l
d
.
 

M
e
m
b
e
r
s
 of 
t
h
e
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 
b
e
 elected 
for 
a
 t
e
r
m
 of 
f
o
u
r
 
y
e
a
r
s
 
a
n
d
 shall 
b
e
 eligible 

Article 2
8
.
 

第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
に
つ
い
て
の
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
改
正
案
と
同
じ
趣
旨
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Article 
28. 

T
h
e
 M
a
r
i
t
i
m
e
 Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

b
e
 c
o
m
p
o
s
e
d
 of 

sixteen 
m
e
m
b
e
r
s
 elected 

b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
.
 

T
h
e
 sixteen 

m
e
m
b
e
r
s
 to 

b
e
 elected 

shall 
b
e
 c
h
o
s
e
n
 as 

follows :
 

(
a
)
 E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

b
y
 the 

A
s
s
m
b
l
y
 f
r
o
m
 a

 list 
of 

ten to 
fourteen 

candidates 
d
r
a
w
n
 u
p
 

b
y
 the 

Council 
a
n
d
 c
h
o
s
e
n
 f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 p
o
s
s
e
s
s
i
n
g
 the 

largest 
fleets; 

(
b
)
 E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

countries 
other 

than 

those 
a
p
掟
aring

on 
the 

list 
d
r
a
w
n
 
u
p
 by 

the 
Council under 

(
a
)
 above, 

and 
ensuring adequate 

represent-

ation o
f
 alt 

the m
a
j
o
r
 geographical 

areas 
o
f
 the w

o
r
l
d
 so 

that 
t
w
o
 m
e
m
b
e
r
s
 shalt 

be 
elected f

r
o
m
 each 

(i) Af,:ica, 
(ii) 

A
m
e
r
i
c
a
,
 (i

り）
Asia

a
n
d
 
the 

Far East 
a
n
d
 (iv) E

u
r
o
包

M
e
m
b
e
r
s
 of 

the 
M
a
r
i
t
i
m
e
 Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

b
e
 elected a

 te
r
m
 of 

four 
years, 

a
n
d
 shall 

b
e
 eligible 

for 
reelection, 

but 
those 

elected u
n
d
e
r
 (b) 

above for 
not m

o
r
e
 
than 

two 
consecutive 

terms. 

,
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連
続
し
て
三
期
以
上
は
選
出
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

よ
う
に

(
i
)
ア
フ
リ
カ

(
~
1
1
)
ア
メ
リ
カ

(
•
I
V
)
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
域
か
ら
各
ニ
カ
国
を
総
会
に
よ

界
の
す
べ
て
の
主
要
な
地
理
的
地
域
を
適
当
に
代
表
す
る
よ
う
に
、
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
に
つ
い
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
補

足
修
正
案
と
同
じ
く
ア
フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
・
ア
ジ
ャ
お
よ
び
極
東
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
四
地
域
か
ら
の
各
ニ
カ
国
に

(
b
)
種
理
事
国

（
ハ
）
こ
の

(
b
)
種
理
事
国
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
内
で
理
事
国
に
な
る
国
が
固
定
化
し
な
い
よ
う
に
一
―
―

選
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
補
足
修
正
案
を
含
む
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
改
正
案
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
補
足
修
正

海
上
安
全
委
員
会
は
、
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
二
十
の
加
盟
国
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(

a

)

八
カ
国
は
、
自
国
の
旗
の
も
と
に
相
当
な
船
腹
登
録
量
を
保
有
す
る
国
の
政
府
の
な
か
か
ら
理
事
会
が
決
定
し
た
十
力
国
な
い
し
十
四
カ

国
の
候
補
国
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
b
)
四
カ
国
は
、
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
も
の
、
た
と
え
ば
、
多
数
の
船
員
の
供
給
に
つ
き
、
ま
た
は
多
数
の
痣
床
お
よ
び

無
痣
床
の
旅
客
の
輸
送
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
政
府
の
な
か
か
ら
理
事
会
が
決
定
し
た
六
カ
国
な
い
し
八
カ
国
の
候
補
国
リ
ス
ト

(

C

)

八
カ
国
は
、
前
記
(

a

)

お
よ
び

(
b
)
で
選
出
さ
れ
た
以
外
の
も
の
で
、
世
界
の
す
べ
て
の
主
要
な
地
理
的
地
域
を
適
当
に
代
表
す
る

っ
て
選
出
す
る
も
の
と
す
る
。

(
~
l
l
l
)

ア
ジ
ャ
お
よ
び
極
東
、

海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
は
、
四
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
、
再
選
さ
れ
う
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
記
．
（
C

）
で
選
出
さ
れ
た
理
事
国
は
、

の
な
か
か
ら
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

二
十
理
事
国
は
次
の
よ
う
に
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条

ス
ペ
イ
ン
は
、

(
3
)
 

案
を
提
出
し
て
い
た
。

さ
ら
に
、

た
る
八
カ
国
を
配
分
し
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Article 
28. 

T
h
e
 M
a
r
i
t
i
m
e
 Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

b
e
 c
o
m
p
o
s
e
d
 of 

twenty 
members elected 

b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
.
 

T
h
e
 
twenty 

m
e
m
b
e
r
s
 to 

be 
elected 

shall 
b
e
 c
h
o
s
e
n
 as 

follows :
 

(
a
)
 
E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 a

 list 
of 

ten to 
fourteen 

candidates 
d
r
a
w
n
 u
p
 

b
y
 the'Council 

a
n
d
 chosen f

r
o
m
 a

m
o
n
g
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

States 
having 

u
n
d
e
r
 
their 

national 
flag 

a
 

consideraole 
g
r
o
s
s
 
register 

tonnage; 

(
b
)
 
Four m

e
m
b
e
r
s
 shall 

be 
elected 

b
y
 
the 

A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 
a

 list 
o
f
 six 

to 
eight 

candidates 
d
r
a
w
n
 u
p
 by the 

Council 
a
n
d
 chosen 

f
r
o
m
 
a
m
o
n
g
 governments o

f
 States with 

an 
important 

interest 
in 

maritime 
safetY, 

such as 
nations 

interested 
in 

the 
supply o

f
 large 

numbers 
o
f
 crews 

or 
in 

the 
carriage 

o
f
 large 

numbers 

o
f
 berthed a

n
d
 
unberthed 

passengers. 

(
c
)
 E

i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

countries 
other 

than 

those 
elected u

n
d
e
r
 
(a) a

n
d
 
(b) above, a

n
d
 e
n
s
u
r
i
n
g
 adequate 

representation 
of 

all 
the 

m
a
j
o
r
 g
e
o
g
r
a
p
h
ぃ

cal 
areas 

of 
the 

w
o
r
l
d
 so that 

t
w
o
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

f
r
o
m
 each 

(i) Africa, (ii) 
A
m
e
r
i
c
a
,
 (iii) 

Asia a
n
d
 the 

Far 
East 

a
n
d
 
(iv) 

E
u
r
o
p
e
.
 

M
e
m
b
e
r
s
 of 

the 
M
a
r
i
t
i
m
e
 Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

b
e
 elected 

for 
a

 te
r
m
 of 

four 
years, a

n
d
 shall 

b
e
 eligible 

for 
re-election, 

b
u
t
 
those 

elected 
u
n
d
e
r
 
(c) above shall 

not 
b
e
 eligible 

for 
m
o
r
e
 than t

w
o
 consecutive 

terms. 
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害
関
係
を
も
つ
国
」
の
な
か
か
ら
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
を
選
出
す
る
こ
と
が
「
き
わ
め
て
専
門
的
で
あ
り
、
出
来
る
限
り
多
く

の
経
験
を
集
め
る
必
要
の
あ
る
海
上
安
全
委
員
会
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
」
と
し
て
、

か
か
る
基
準
に
も
と
づ
い
て
選
出
さ
れ
る
四

理
事
国
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
別
に
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
数
を
二
十
力
国
に
す
る
と
い
う
補
足
修
正
案
を
提

出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
第
二
回
臨
時
総
会
で
は
、
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
は
改
正
さ
れ
た
が
、
第
一
一
十
八
条
の
改
正
は
第
四
回
総
会
ま
で

延
期
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
第
二
回
臨
時
総
会
決
議
第
六
十
九
号
）
。
第
四
回
総
会
は
一
九
六
五
年
九
月
十
五
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
開
催

さ
れ
た
が
、

そ
の
議
題
二
十
八
が
「
第
二
回
臨
時
総
会
決
議
第
六
十
九
号
に
よ
る

I
M
C
0
条
約
第
二
十
八
条
の
改
正
案
・
ス
ペ
イ
ン

の
補
足
修
正
案
が
提
出
さ
れ
て
い
た
が
、
第
四
回
総
会
で
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
種
々
の
補
足
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

多
数
の
船
員
の
供
給
ま
た
は
多
数
の
痣
床
お
よ
び
無
痣
床
の
旅
客
の
輸
送
に
利
害
関
係
を
も
つ
国
と
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

理
事
国
、

(

a

)

最
大
商
船
隊
保
有
国
の
な
か
か
ら
理
事
会
が
決
定
す
る
十
ニ
カ
国
の
候
補

ア
フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ジ
ャ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
の
四
地
域
か
ら
各
一
カ
国
を
総
会
が
選
出
す
る
四

(
4
)
 

の
計
十
六
カ
国
で
構
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
口
）
リ
ベ
リ
ヤ
案
。
海
上
安
全
委
員
会
は
二
十
力
国
で
構
成
し
、
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
理
事
国
は
十
力
国
に
し

(
n
o
t
less 

t
h
a
n
 t
e
n
 shall 
b
e
 t
h
e
 
l
a
r
g
e
s
t
 
s
h
i
p
。o
w
m
n
g
n
a
t
1
0
n
s
)
、
珪
5

い
ソ
の
十
理
声
ヂ

OOは
鉛
g
ム
H

が
「
造
匹

L
の
｛
女
全
に
童
大
な
利
害
関
係

を
も
つ
国
、

た
と
え
ば
、
多
数
の
船
員
の
供
給
に
つ
き
、
ま
た
は
多
数
の
痣
床
お
よ
び
無
昧
床
の
旅
客
の
輸
送
に
つ
い
て
利
害

な
か
か
ら
各
ニ
カ
国
を
総
会
が
選
出
す
る
四
理
事
国
、

(

C

)

す
べ
て
の
主
要
な
地
理
的
地
域
を
適
当
に
代
表
さ
せ
る
た
め
に

国
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
八
理
事
国
、

(
b
)
国
際
海
上
貿
易
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
と

（
イ
）
パ
キ
ス
タ
ン
案
。
海
上
安
全
委
員
会
は
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第
二
十
八
条

(＊） 

ス
エ
ー
デ
ン
は
次
の
よ
う
な
案
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

関
係
を
も
つ
国
の
な
か
か
ら
」
お
よ
び
主
要
な
地
理
的
地
域
を
適
当
に
代
表
さ
せ
る
た
め
に
ア
フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ

(
5
)
 

ッ
パ
・
ア
ジ
ャ
お
よ
び
極
東
の
四
地
域
か
ら
少
く
と
も
各
一
カ
国
を
選
出
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

第
二
回
臨
時
総
会
で
提
出
さ
れ
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
補
足
修
正
案
の

(
b
)

の

文
言
を
「
E
i
g
h
t
m
e
m
b
e
r
s
 shall 
b
e
 elected 
b
y
 t
h
e
 A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
c
o
u
n
t
r
i
e
s
 
with 
inter. 

e
s
t
 
in m
a
ミ
t
i
m
e
safety 
o
t
h
e
r
 
t
h
a
n
 t
h
o
s
e
 a
p
p
e
a
r
i
n
g
 o
n
 t
h
e
 
list 
d
r
a
w
n
 u
p
 b
y
 t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
u
n
d
e
r
 
(
a
)
 
a
b
o
v
e
,
 

a
n
d
 e
n
s
u
n
n
g
 a
d
e
q
u
a
t
e
 r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
of 
all 
t
h
e
 
m
a
j
o
r
 g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
 a
r
e
a
s
 
of 
t
h
e
 
w
o
r
l
d
 s
o
 
that 
t
w
o
 m
e
m
b
e
r
s
 

shall 
b
e
 elected 
f
r
o
m
 e
a
c
h
 (
i
)
 A
f
r
i
c
a
,
 
(ii) 
A
m
e
r
i
c
a
s
,
 (iii) 
A
s
i
a
 a
n
d
 A
u
s
t
r
a
l
i
a
 
a
n
d
 
(iv) E
u
r
o
p
e
」

L
J
ナ
ブ
る

b
の

で
あ
っ
て
、

「
w
i
t
h
m
t
e
r
e
s
t
 
m
 
m
a
r
i
t
i
m
e
 s
a
f
e
t
y
」
な
る
文
言
を
挿
入
し
、

に
修
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
補
足
修
正
案
の
「
連
続
し
て
三
期
以
上
の
選
出
の
禁
止
」
の
文

(
6
)
 

言
を
削
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
再
補
足
修
正
案
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ジ
ル
案
は
、

shall 
b
e
 t
h
e
 
l
a
r
g
e
s
t
 
s
h
i
p
-
o
w
n
i
n
g
 n
a
t
1
0
n
s
」

「

(iii)
」含
ia
a
n
d
 t
h
e
 
F
a
r
 
E
a
s
t
」
左
d

「

(ii)

「

(a)
E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 

ら
「
o
t
h
e
r
t
h
a
n
 t
h
o
s
e
 
a
p
p
e
a
r
i
n
g
 o
n
 t
h
e
 
list 
d
r
a
w
n
 u
p
 b
y
 t
h
e
 
C
o
u
n
c
i
l
 
u
n
d
e
r
 (a) 
a
b
o
v
e
」
な
る
寸
仝
言
を
削
印
除
し
て
い

(
7
)
 

る
の
で
あ
る
。

海
上
安
全
委
員
会
は
、
海
上
の
安
全
に
勇
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
政
府
の
な
か
か
ら
総
会
に
卜
(
て
選
出
さ
れ
る
＋
六
の
加
盟
国
で
構
成
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

（ハ）

と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
再
補
足
修
正
案
の

(
b
)
か

（
二
）
プ
ラ
ジ
ル
案
。

A
s
i
a
 a
n
d
 A
u
s
t
r
a
l
i
a
 J 

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
再
補
足
修
正
案
。
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第
二
十
八
条
の
最
初
の
部
分
に
つ
い
て
は
、 ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
再
補
足
修
正
案
の

(
b
)
の
「
(
m
)

否
ia
a
n
d
 A
u
s
t
r
a
l
i
a
」
を
「
d
i
)

た
ia

(

9

)

 

a
n
d
 
O
c
e
a
n
i
a
」
に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
総
会
に
設
け
ら
れ
た
第
二
十
八
条
の
改
正
に
関
す
る
作
業
部
会
(
T
h
e
W
o
r
k
i
n
g
 G
r
o
u
p
 c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 t
h
e
 
R
e
v
i
s
i
o
n
 

択
一
的
改
正
案
(
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
A
m
e
n
d
m
e
n
t
s
)
 

of 
Article 
2
8
.
)

は
、
前
述
の
多
数
の
改
正
案
お
よ
び
補
足
修
正
案
を
検
討
・
審
議
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
（
三
者
お
よ
び
―
1

者）

(10) 

を
作
成
し
勧
告
し
た
の
で
あ
る
。

（へ）

一
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、

(

a

)

八
カ
国
は
、
最
大
船
腹
保
有
国
た
る
十
力
国
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
b
)
八
カ
国
は
、
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
、
た
と
え
ば
、
多
数
の
船
員
の
供
給
に
つ
き
、
ま
た
は
多
数
の
痣
床
お
よ
び
無

痣
床
の
旅
客
の
輸
送
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
政
府
で
、
主
要
な
地
理
的
地
域
を
適
当
に
代
表
す
る
よ
つ
に
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

Article 2
8
.
 

T
h
e
 M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 
c
o
n
s
i
s
t
 
of 
sixteen m
e
m
b
e
r
s
 elected 
b
y
 t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 t
h
e
 
m
e
m
b
e
r
s
,
 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
t
h
o
s
e
 States 
h
a
v
i
n
g
 a
n
 i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
interest 
in m
a
r
i
t
i
m
e
 safety. 

(
a
)
 E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 
b
e
 
elected 
from a
m
o
n
g
 the 
ten 
largest 
s
h
i
p
-
o
w
n
i
n
g
 States ;
 

(
b
)
 E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 
b
e
 elected 
s
o
 
as 
to 
e
n
s
u
r
e
 
a
d
e
q
u
a
t
e
 
re/J,resentation 
o
f
 m
a
j
o
r
 g
e
o
g
r
a
P
h
i
c
a
/
 
areas 
b
y
 

G
o箋
r
n
m
e
n
t
s
o
f
 S
t
a
t
e
s
 w
i
t
h
 a
n
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
interest 
in 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
safety, 
s
u
c
h
 a
s
 States 
interested in t
h
e
 

s
u
p
p
l
y
 of 
l
a
r
g
e
 
n
u
m
b
e
r
s
 of 
c
r
e
w
s
 o
r
 
i
n
 t
h
e
 
c
a
r
r
i
a
g
e
 of 
l
a
r
g
e
 n
u
m
b
e
r
s
 of 
b
e
r
t
h
e
d
 a
n
d
 u
n
b
e
r
t
h
e
d
 

g
e
r
s
.
 

p
a
s
s
e
n
,
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Alternative 
I

 

T
h
e
 Maritime Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

consist 
of 

six.teen 
m
e
m
b
e
r
s
 elected 

by the 
A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 the 

m
e
m
b
e
r
s
,
 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

those 
States 

having 
a
n
 
important 

interest 
in 

m
a
r
i
t
i
m
e
 safety of 

which: 

(
a
)
 
Eight 

m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

f
r
o
m
 a

m
o
n
g
 the 

twelve 
largest 

s
h
i
p
-
o
w
n
i
n
g
 States. 

Alternative 
II 

T
h
e
 M
a
r
i
t
i
m
e
 Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

consist 
of 

sixteen 
m
e
m
b
e
r
s
 elected 

by the 
A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 m
e
m
b
e
r
s
,
 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

those 
States 

having a
n
 important 

interest 
in 

m
a
r
i
t
i
m
e
 safety of 

w
h
i
c
h
 :

 

(
a
)
 
E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 
elected 

f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 the 

ten 
largest 

s
h
i
p
-
o
w
n
i
n
g
 States. 

A/tern a
 ti ve 

Ill 

T
h
e
 M
a
r
i
t
i
m
e
 Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

consist 
of 

sixteen 
m
e
m
b
e
r
s
,
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

those States 
having a

n
 

important 
interst 

in 
m
a
r
i
t
i
m
e
 safety of 

which: 

(
a
)
 
E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 the 

largest 
s
h
i
p
-
o
w
n
i
n
g
 States. 

苺
潟
s
-
祝

心
辺

＝
如

葱
年
⇒
心

叡
□
!d'

匡
ボ
e
送

Q
途

中
足

で
二

や
廷

'

Alternative X
 

(
b
)
 
F
o
u
r
 m

e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

f
r
o
m
 States 

not 
candidates 

for 
election 

u
n
d
e
r
 
(a), in s

u
c
h
 m
a
n
n
e
r
 as 

to 

ensure that, under 
this 

sub-paragraph, 
a

 State 
in each of 

the 
following areas 

is 
represented: 

I. 
Africa 

II. 
T
h
e
 A
m
e
n
c
a
s
 

9[I 



皿．
Asia

and Oceania 

IV. 
E
u
r
o
p
e
 

(
c
)
 T

h
e
 remaining four 

m
e
m
b
e
r
s
 shall 

be elected 
f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 States 

not 
otherwise represented on the 

Committee. 

For 
the 

purposes of 
this 

Article, 
States 

having a
n
 important 

interest 
in 

maritime safety shall 
include, for 

匹
mple,

States 
inter

蕊
ted

in the supply of 
large 

n
u
m
b
e
r
s
 of 

c
r
e
w
s
 or 

in 
the carriage of 

large 
n
u
m
b
e
r
s
 of 

berthed or 
unberthed 

passengers. 

9II 

A/ternati ve 
Y
 

(
b
)
 Eight 

m
e
m
b
e
r
s
 shall 

be elected so as 
to 

ensure adequate representation 
of 

major geographical 
areas 

b
y
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

States 
with a

n
 important 

interest 
in maritime safety, 

s
u
c
h
 as 

States 
interested in the 

supply of 
large 

n
u
m
b
e
r
s
 of 

c
r
e
w
s
 or 

in the 
carriage of 

large 
n
u
m
b
e
r
s
 of 

berthed or 
unberthed passen-

gers. 

塩
国
e

日
如

際
峯
..)-1-.!

寄
4E

以
＇
匝
緑

e
妃

0
蔀

中
以

0
二

や
ざ

Alternative 
P
 

(
b
)
 Four m

e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

by the 
A
s
s
e
m
b
l
y
 in such m

a
n
n
e
r
 as 

to 
ensure that, under this 

sub-

paragraph, 
a
 States 

in each of 
the 

following areas 
is 

represented: 

I. 
Africa 

II. 
T
h
e
 Americas 

m. 
Asia and Oceania 



N
.
 E
u
r
o
p
e
 

(
c
)
 T

h
e
 remaining four 

m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
 from a

m
o
n
g
 States 

not 
otherwise 

repre-

sented on the Committee. 

・
 

For the 
p
u
r
p
o
s
e
 of 

this 
Article, States 

having an important 
interest 

in maritime safety shall 
include, for 

example, States 
interested 

in the supply of 
large 

n
u
m
b
e
r
s
 of 

c
r
e
w
s
 or 

in the 
carriage of 

large n
u
m
b
e
r
s
 of 

berthed or 
unberthed passengers. 

Alternative 
Q
 

(
b
)
 
Eight 

m
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

so as 
to 

ensure adequate 
representation 

of 
major geographical 

areas 

by G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

States 
with an important 

interest 
in maritime safety, 

s
u
c
h
 as 

States 
interested in 

the 
supply of 

large 
n
u
m
b
e
r
s
 of 

c
r
e
w
s
 or 

in the carriage of 
large 

n
u
m
b
e
r
s
 of 

berthed or 
unberthed 

passengers. 

匡
嫌

Q
嘔
巡
e
眠

中
ざ

i忌
国
e

ニ
ャ
ニ
〇
際
峯
如
.
.
.
)
共
噂
如
以
企
共
隈
や
母

S
'

卿
ヒ

慨
II+

＜
《
心

(..C)...lJ
匝

2
や
玲
心゚

M
e
m
b
e
r
s
 of 

the 
Maritime Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

be elected 
for 

a
 te
r
m
 of 

four 
years 

a
n
d
 shall 

be eligible 

for 
re-

election. 

全
v
⇒

ド
’
撚
臣
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ぐ
胆
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限
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ぢ
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縣
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三
.

A
s
i
a
 a
n
d
 O
c
e
a
m
a
 

=. T
h
e
 A
m
e
r
i
c
a
s
 

(

a

)

八
カ
国
は
、
最
大
船
腹
保
有
国
た
る
十
力
国
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
b
)
四
カ
国
は
、

b
号
の
も
と
で
次
の
各
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
一
カ
国
が
代
表
と
な
る
よ
う
に
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

II
、
ア
メ
リ
カ

川
、
ア
ジ
ャ
お
よ
び
オ
セ
ア
ニ
ャ

(

C

)

残
り
の
四
カ
国
は
、
前
記
の
理
事
国
以
外
の
国
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
適
用
上
、
海
上
の
安
全
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
に
は
、
た
と
え
ば
、
多
数
の
船
員
の
供
給
ま
た
は
多
数
の
麻
床
あ
る
い
は

無
採
床
の
旅
客
の
輸
送
に
利
害
関
係
の
あ
る
国
か
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
は
、
四
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
、
再
選
さ
れ
う
る
も
の
と
す
る
。

T
h
e
 M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 
c
o
n
s
i
s
t
 
of 
s
i
x
t
e
e
n
 
M
e
m
b
e
r
s
 elected 
b
y
 t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 f
r
o
m
 M
e
m
b
e
r
s
,
 

G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
t
h
o
s
e
 States 
h
a
v
i
n
g
 a
n
 i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
interest 
in m
a
r
i
t
i
m
e
 safety of 
w
h
i
c
h
:
 

(
a
)
 
E
i
g
h
t
 
M
e
m
b
e
r
s
 shall 
b
e
 elected 
f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 t
h
e
 
t
e
n
 
l
a
r
g
e
s
t
 
s
h
i
p
o
w
n
i
n
g
 States ;
 

(
b
)
 F
o
u
r
 M
e
m
b
e
r
s
 shall 
b
e
 elected 
in s
u
c
h
 m
a
n
n
e
r
 a
s
 
to 
e
n
s
u
r
e
 
that, 
u
n
d
e
r
 
this sub• 

p
a
r
a
g
r
a
p
h
,
 a
 State 

,
 in 

e
a
c
h
 of 
t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 a
r
e
a
s
 
1s 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
:
 

A
r
t
i
c
l
e
 2
8
.
 

I
.
 

Afnca 

IV
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

ア
フ
リ
カ

ヽ

ー

の
加
盟
国
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
う
ち
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IV. 
E
u
r
o
p
e
 

(
c
)
 T

h
e
 r
e
m
a
i
n
i
n
g
 four 

M
e
m
b
e
r
s
 shall 

b
e
 elected 

f
r
o
m
 a
m
o
n
g
 States 

not 
otherwise represented on the 

Committee. 

For 
the purpose of 

this 
Article, St.ates 

having an important 
interest. 

in 
maritime safety shall 

include, 
for 

example, 
States 

interested in 
the 

supply of 
large 

n
u
m
b
e
r
s
 of 

c
r
e
w
s
 or 

in 
the 

carriage 
of 

large 
n
u
m
b
e
r
s
 

of 
berthed or 

unberthed passengers. 

M
e
m
b
e
r
s
 of 

the 
Maritime Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

be 
elected 

for 
a
 te
r
m
 of 

four 
y℃
ars 

and shall 
be eligible 

for 
re-election. 
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っ
て
選
出
し
た
の
は
、

四
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
に
よ
る
上
位
八
カ
国
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
リ
ベ
リ
ヤ
•
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
日
本
・
ソ

連
・
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
タ
リ
ー
を
第
三
次
海
上
安
全
委
員
会
の
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
に
選
出
し
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
、

第
四
国
総
会
は
、
第
三
次
海
上
安
全
委
員
会
の
残
り
の
六
理
事
国
と
し
て
、
第
九
位
の
ド
イ
ツ
、
第
十
位
の
フ
ラ
ン
ス
、
第
十
一
位
の

(
1
)
 

オ
ラ
ン
ダ
、
第
十
六
位
の
カ
ナ
ダ
、
第
十
八
位
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
第
三
十
位
の
パ
キ
ス
タ
ン
を
選
出
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
第
十

五
位
の
パ
ナ
マ
は
、
第
三
次
海
上
安
全
委
員
会
に
も
理
事
国
と
し
て
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

改
正
第
二
十
八
条
は
一
九
六
八
年
十
一
月
三
日
に
発
効
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
を
改
正
第
二
十
八
条
に
よ

一
九
六
九
年
の
第
六
回
総
会
に
お
け
る
第
四
次
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
出
か
ら
で
あ
っ
た
。
第
六
回

理
事
国
の
選
出
と
同
じ
く
、

一
九
六

た
の
で
あ
る
。
第
四
回
総
会
は

前
述
の
如
く
一
九
六
五
年
九
月
二
十
八
日
に
第
四
回
総
会
で
採
択
さ
れ
た
改
正
第
二
十
八
条
は
一
九
六
八
年
十
一
月
三
日
に
効
力
を

発
生
し
た
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
第
四
回
総
会
に
お
け
る
第
三
次
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
出
は
旧
第
二
十
八
条
に
よ
っ

「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
し
た
が
っ
て
、

(
A
)
 
改
正
第
二
十
八
条

(12) で
あ
り
、

(11) 

(10) 

(
9
)
 
I
M
C
O
¥
A
.
 
I
V
¥
2
8
.
 
A
d
d
.
 6
.
 

I
M
C
O
¥
A
.
 
I
V
¥
2
8
.
 
A
d
d
.
 7
.
 

I
M
C
O
¥
A
.
 
N
¥
R
e
s
.
 7
0
.
 

I
M
C
O
¥
M
S
C
.
 X
V
I
I
¥
3
・
な
お
、

一
九
六
七
年
十
一
月
三
日
現
在
の
I
M
C
0
加
盟
国
は
六
十
五
カ
国
（
他
に
准
加
盟
国
と
し
て
香
港
）

一
九
六
八
年
一
月
一
日
現
在
で
受
諾
国
は
四
十
六
カ
国
で
あ
っ
た
。

改
正
の
意
義

一
九
六
一
年
の
第
二
回
総
会
に
お
け
る
第
二
次
海
上
安
全
委
員
会
の
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八

四
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を
派
遣
し
そ
の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
て
き
た
の
で
あ
る
、

(
4
)
海
上
安
全
・
航
路
・
サ
ル
ペ
ー
ジ
・
旅
客
お
よ
び
貨
物
の
輸
送

(
3
)
船
舶
の
安
全
・
危
険
な
貨
物
・
油
に
よ
る
海
洋
汚
染

る 六
位
の
船
舶
建
造
量
、

(
5
)
海
上
安
全
委
員
会
の
小
委
員
会
・
作
業
部
会

総
会
は
は
一
九
六
九
年
十
月
十
五
日
か
ら
三
十
日
ま
で
開
催
さ
れ
、

で
あ
っ
た
。

そ
の
議
題
二
十
七
が
第
四
次
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙

一
九
六
九
年
七
月
一
日
現
在
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
表
に
も
と
づ
く
I
M
C
0
加
盟
国
に
登
録
さ
れ
た
商
船
隊
の
登
録

(

2

)

 

ト
ン
数
表
が
事
務
局
長
に
よ
っ
て
全
加
盟
国
に
送
付
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
若
干
の
国
は
文
書
で
第
四
次
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
へ
の
立
候
補
を
事
務
局
長
に
通
告
し
て
お
り
、
事
務
局
長

(
3
)
 

は
こ
れ
等
の
文
書
を
全
加
盟
国
に
送
付
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

(
2
)
便
宜
置
籍
船
国
を
除
く
と
世
界
の
海
運
国
の
な
か
で
の
第
十
三
位
の
船
腹
登
録
量
（
筆
者
註
、

計
に
よ
る
と
第
十
五
位
で
あ
る
が
、
便
宜
置
籍
船
国
で
あ
る
第
一
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
お
よ
び
第
十
一
位
の
。
ハ
ナ
マ
を
除
く
と
第
十
三
位
）
、
（
3
）
世
界
第

(
4
)

ス
ペ
イ
ン
人
船
員
二
万
人
の
外
国
船
へ
の
乗
組
み
、

そ
の
他
の
I
M
C
0
の
事
業
へ
の
ス
ペ
イ
ン
の
積
極
的
参
加
、

(
6
)
二
十
万
人
の
漁
民
お
よ
び
登
録
ト
ン
数
で
世
界
第
四
位
の
漁
船
隊
、

(
7
)
国
際
海
上
交
通
の
要
衝
に
あ
た
る
非
常
に
重
要
な
地
理
的
位
置
、
等
の
理
由
か
ら
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
と
し
て
適
格
で
あ
る

(

4

)

 

と
自
薦
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ベ
リ
ヤ
は
、

七
七
八
隻
・
ニ
九
、

(
1
)
海
上
安
全
委
員
会
の
事
業
や
決
定
を
実
効
あ
ら
し
め
る
法
令
・
規
制
を
一
、

9
-

―
-
、
七
二
四
グ
ロ
ス
ト
ン
で
約
八
万
人
の
士
官
と
船
員
を
雇
傭
し
て
い
る
大
商
船
隊
に
適
用
す
る
責
任
が
あ

(
2
)
リ
ベ
リ
ヤ
の
大
商
船
隊
に
海
上
の
安
全
お
よ
び
航
行
の
能
率
に
関
し
て
実
行
可
能
な
最
高
基
準
を
達
成
し
よ
う
と
努
力
し

て
き
た
の
で
あ
り
、
ま
た
将
来
も
そ
の
努
力
を
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
、

・
・
ト
ン
数
計
測
・
航
路
・
満
載
吃
水
線
・
防
火
等
の
問
題
の
審
議
の
た
め
の
専
門
家
小
委
員
会
や
作
業
部
会
に
国
際
的
水
準
の
専
門
家

•
海
洋
汚
染
そ
の
他
船
員
の
労
働
条
件
等
々
に
関
す
る
多
数
の
国
際
条
約
に
加
入
し
て
い
る
、

(
5
)
ア
フ
リ
カ
大
陸
お
よ
び
世
界
で

の
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
毎
年
の

I
M
C
0
の
分
担
金
の
最
大
供
出
国
で
あ
る
、
等
の
理
由
か
ら
理
事
国
に
選
出
さ
れ
る
特
権
が
あ

一
九
六
九
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統

ス
ペ
イ
ン
は
、

(
1
)
海
運
に
つ
い
て
の
歴
史
的
伝
統
、
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(
5
)
 

る
の
み
な
ら
ず
必
要
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

(
3
)
そ
の
領
土
内
に
パ
ナ
マ
運
河
が
あ
る
、
等
の
理
由
か
ら
海
上
安
全
委
員
会
の

(
6
)
 

ア
メ
リ
カ
地
域
を
代
表
す
る

(
b
)
種
理
事
国
に
立
候
補
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
ア
ラ
ブ
連
合
は
、

中
海
の
両
方
に
面
し
て
い
る
ユ
ニ
ー
ク
な
地
理
的
位
置
か
ら
、
航
行
の
安
全
の
た
め
に
必
要
な
航
海
援
助
施
設
を
維
持
し
て
き
た
の
で

あ
り
、

元
れ
を
改
善
し
つ
つ
あ
る
、

―
つ
で
あ
る
、

以
来
、

(
2
)
＋
分
に
訓
練
さ
れ
た
船
員
・
士
官
・
機
関
員
を
外
国
船
に
供
給
し
て
い
る
数
少
な
い
国
の

(
3
)
開
発
途
上
国
と
し
て
海
運
な
ら
び
に
造
船
に
非
常
に
重
大
な
利
害
関
係
を
も
っ
て
い
る
、

理
事
会
・
法
律
委
員
会
・
作
業
部
会
等
の

I
M
C
0
の
各
種
機
関
の
活
動
に
参
加
し
て
い
る
、

ズ
湾
と
地
中
海
を
結
ぶ
施
設
や
こ
れ
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
世
界
貿
易
の
発
展
に
大
い
に
貢
献
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
紅
海

お
よ
び
地
中
海
に
お
け
る
ス
ー
パ
ー
タ
ン
カ
ー
の
安
全
は
ア
ラ
ブ
連
合
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
、

海
で
多
数
の
森
床
お
よ
び
無
麻
床
の
旅
客
の
輸
送
に
従
事
し
て
い
る
数
少
な
い
国
の
一
っ
で
あ
る
、
等
の
理
由
か
ら
立
候
補
し
て
い
る

(
7
)
 

の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
に
適
格
で
あ
る
と
い
う
自
薦
の
理
由
は
い
ず
れ
も
、
多
数
の
船
員
の
供
給
ま
た
は

多
数
の
痣
床
お
よ
び
無
麻
床
の
旅
客
の
輸
送
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
を
含
む
種
々
の
海
上
の
安
全
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
・
船
腹
登
録

量
・
地
理
的
位
置
で
あ
っ
て
、
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
を
選
出
す
る
基
準
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
8
)
 

と
こ
ろ
で
第
六
回
総
会
は
一
九
六
九
年
九
月
二
十
日
に
第
四
次
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
を
選
出
し
た
の
で
あ
る
が
、

(

a

)

種

理
事
国
に
つ
い
て
は
一
九
六
九
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
に
よ
る
最
大
船
腹
登
録
国
十
力
国
の
な
か
で
第
一
位
の
リ
ベ
リ
ャ
と
第
九

位
の
ド
イ
ツ
が
落
選
し
、
第
二
位
の
イ
ギ
リ
ス
、
第
三
位
の
日
本
、
第
四
位
の
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
第
五
位
の
ア
メ
リ
カ
、
第
六
位
の
ソ

連
、
第
七
位
の
ギ
リ
シ
ャ
、
第
八
位
の
イ
タ
リ
ー
、
第
十
位
の
フ
ラ
ン
ス
が
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ず
い
ま
だ
理
事
国
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
、

っ
て
い
る
（
筆
者
註
、

一
九
六
八
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）

パ
ナ
マ
は
、

(
b
)
種
理
事
国
と
し
て
は
ア

(
6
)
紅
海
お
よ
び
地
中

(
5
)
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
ス
エ

(
4
)
 
一
九
五
八
年

(
l
)
紅
海
お
よ
び
地

(
2
)
大
商
船
隊
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

2
 

2
 

(
l
)
船
腹
登
録
量
で
は
第
十
二
位
の
商
船
隊
を
も

ー



た
っ
て
は

ラ
ブ
連
合
（
第
四
十
位
、
ア
フ
リ
カ
地
域
）
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
（
第
二
十
二
位
、
ア
メ
リ
カ
地
域
）
、
パ
キ
ス
タ
ン

び
オ
セ
ア
ニ
ヤ
地
域
）
、
ド
イ
ツ
（
第
九
位
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
）
が
選
出
せ
ら
れ
、

第
十
三
位
の
ス
ェ
ー
デ
ン
、
第
十
五
位
の
ス
ペ
イ
ン
、
第
十
六
位
の
カ
ナ
ダ
が
選
出
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
海
上
安
全
委
員
会
は
十
六

一
九
六
九
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
の
上
位
十
六
カ
国
の
な
か
で
理
事
国
に
選
出
さ
れ
な
か
っ

・
デ
ン
マ
ー
ク
（
第
十
四
位
）
の
三
カ
国
で
あ
り
、
そ
の
な
か
の
リ
ベ
リ
ヤ
と
パ

前
述
の
改
正
第
二
十
八
条
が
適
用
せ
ら
れ
た
第
四
次
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
の
選
挙
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
、
改
正
第
二
十
八

条
は
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
お
よ
び
理
事
国
の
選
出
方
法
に
つ
い
て
の
諸
点
で
旧
第
二
十
八
条
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
イ
）
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
数
が
十
四
カ
国
か
ら
十
六
カ
国
に
増
大
さ
れ
て
い
る
。

（
第
一
二
十
三
位
、
ア
ジ
ャ
お
よ

（
口
）
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
す
な
わ
ち
(

a

)

種
理
事
国
は
、
最
大
船
腹
登
録
国
で
あ
る
上
位
十
力
国
の
な
か
か

か
ら
選
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
作
業
部
会
の
提
案
し
た

A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e

m
は
「
(a)
E
i
g
h
t
 
m
e
m
b
e
r
s
 shall 
b
e
 t
h
e
 l
a
r
g
e
s
t
 

s
h
i
p
-
o
w
n
i
n
g
 S
t
a
t
e
s

」
と
な
っ
て
お
り
、
旧
第
二
十
八
条
の
「
of
w
h
i
c
h
 n
o
t
 
less 
t
h
a
n
 e
i
g
h
t
 
shall 
b
e
 
t
h
e
 
l
a
r
g
e
s
t
 

s
h
1
P
1
0
w
n
i
n
g
 n
a
t
1
0
n
s
」
と
同
じ
文
言
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
III
が
採
用
さ
れ
た
な
ら
ば
、

は
、
旧
第
二
十
八
条
と
同
じ
く
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
し
た
が
っ
て
、
最
大
船
腹
登
録
国
の
上
位
八
カ
国
が
そ
の

ま
ま
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
業
部
会
の
と
t
e
r
n
a
t
i
v
e
II

が
改
正
第
二
十
八
条
に
採
用

さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
総
会
は
最
大
船
腹
登
録
国
の
上
位
十
力
国
の
な
か
か
ら
八
カ
国
を
選
出
す
る
と
い
う
選
択
の
自
由
を
も

っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
総
会
は
、
最
大
船
腹
登
録
国
十
力
国
の
な
か
か
ら
(

a

)

種
理
事
国
八
カ
国
を
選
出
す
る
に
あ

「
海
上
の
安
全
へ
の
菫
大
な
利
害
関
係
」
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
改
正
第
二

ナ
マ
は
便
宜
置
籍
船
国
で
あ
る
。

た
の
は
リ
ベ
リ
ヤ
（
第
一
位
）
・
パ
ナ
マ
（
第
十
一
位
）

カ
国
で
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が

(

a

)

種
理
事
国
に

(

C

)

種
理
事
国
と
し
て
は
第
十
二
位
の
オ
ラ
ン
ダ
、
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こ
ま
.l',_l・

を
含
む
「
海
上
の
安
全
へ
の
菫
大
な
利
害
関
係
」
と
い
う
基
準
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
b
)
種
理
事
国
を
選
出
す
る
基
準
と
し
て
も
、

「
海
上
安

な
利
害
関
係
」
そ
れ
も
「
多
数
の
船
員
の
供
給
ま
た
は
多
数
の
痣
床
お
よ
び
無
採
床
の
旅
客
の
輸
送
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
」

（
ハ
）
旧
第
二
十
八
条
の
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
以
外
の
六
理
事
国
が
、
改
正
第
二
十
八
条
で
は
(
b
)
種
理
事
国

四
カ
国
と
(

C

)

種
理
事
国
四
カ
国
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
第
二
十
八
条
で
は
単
に
「
主
要
な
地
理
的
地
域
を

適
当
に
代
表
す
る
よ
う
に
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
改
正
第
二
十
八
条
で
は
(
b
)
種
理
事
国
四
カ
国
と
し
て
ア
フ
リ
カ
・
ア
メ

リ
カ
・
ア
ジ
ャ
お
よ
び
オ
セ
ア
ニ
ャ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
四
地
域
か
ら
各
一
カ
国
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ア
フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
・
ア
ジ
ャ
お
よ
び
オ
セ
ア
ニ
ャ
・
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
四
地
域
か
ら
各
一
カ
国
」
と
い
う
基
準
に
「
多
数
の
船
員
の
供
給
ま
た
は
多
数
の
痣
床
お
よ
び
無
採
床
の
旅
客
の
輸
送

に
つ
い
て
の
利
害
関
係
」
を
含
む
「
海
上
の
安
全
へ
の
童
大
な
利
害
関
係
」
と
い
う
基
準
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

(

C

)

種
理
事
国
も
、

(

a

)

種
理
事
国
お
よ
び
(
b
)
種
理
事
国
に
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
国
の
な
か
か
ら
、

害
関
係
」
を
基
準
と
し
て
選
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

前
記
の
（
口
）

「
多
数
の
船
員

の
供
給
ま
た
は
多
数
の
麻
床
お
よ
び
無
昧
床
の
旅
客
の
輸
送
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
」
を
含
む
「
海
上
の
安
全
へ
の
重
大
な
利

で
述
べ
た
如
く
、
改
正
第
二
十
八
条
の
(

a

)

種
理
事
国
す
な
わ
ち
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
の
選
出

「
最
大
船
腹
登
録
量
」
と
「
海
上
の
安
全
へ
の
童
大
な
利
害
関
係
」
と
の
一
云
つ
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
対
す
る
両
判
事
（
裁
判
長
Klaestad
判
事
お
よ
び
Q
u
i
n
t
a
n
a
判
事
）

の
反
対
意
見
は
、

の
重
大
な
利
害
関
係
」
と
の
二
つ
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
改
正
第
二
十
八
条
の
(

a

)

種
理
事
国

な
お

旧
第
二
十
八
条
の
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
の
選
出
に
も
「
最
大
船
腹
保
有
国
」
と
「
海
上
の
安
全
ヘ

十
八
条
の
(

a

)

種
理
事
国
を
選
出
す
る
基
準
と
し
て
は

4
 

2
 

「
最
大
船
腹
登
録
量
」
と
い
う
基
準
に
「
海
上
の
安
全
へ
の
重
大

ー



係
を
も
つ
国
）
は
日
本
・
イ
タ
リ
ー

カ
ナ
ダ
・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
イ
ン
ド
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
ベ
ル
ギ
ー

ウ
ェ
イ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ギ
リ
シ
ャ
・
ス
ェ
ー
デ
ン
、

第
一
次
理
事
会
で
は
、

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

理
事
会
、

通
常
総
会
は
二
年
ご
と
に
一
回
開
催
さ
れ
（
第
十
四
条
）
、

こ
ろ
が
一
九
六
四
年
九
月
十
五
日
に
第
二
回
臨
時
総
会
で
採
択
さ
れ
た
改
止
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
は
一
九
六
七
年
＋
月
六

日
に
発
効
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
九
五
九
年
に
発
足
し
た
第
一
次
理
事
会
、

(

a

)

種
理
事
国
（
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ー
ル

(
B
)
 

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

の
選
出
の
基
準
は
両
判
事
の
反
対
意
見
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
一
佃
総
会
に
お
け
る
第
一
次
海
上
安
全
委
員
会
の

最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
の
選
出
で
は
、
最
大
船
腹
登
録
量
で
第
一
位
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
順
次
一
カ
国
ず
つ

賛
否
の
投
票
を
し
た
結
果
、
第
一
二
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
と
第
八
位
の
パ
ナ
マ
が
落
選
し
、
第
九
位
の
フ
ラ
ン
ス
と
第
十
位
の
ド
イ
ツ
が
当
選

(
9
)
 

し
た
の
で
あ
っ
た
。
結
果
と
し
て
の
偶
然
の
一
致
で
は
あ
る
が
、
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
は
当
時
の
最
大
船
腹
登
録
国

の
上
位
十
力
国
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
旧
第
二
十
八
条
の
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
に

つ
い
て
の
部
分
の
文
言
が
改
正
第
二
十
八
条
の
よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
る
こ
と
に
は
な

理
事
会
の
任
期
は
次
の
通
常
総
会
ま
で
の
二
年
で
あ
る
（
第
十
九
条
）
。

一
九
六
五
年
か
ら
の
第
四
次
理
事
会
は
い
ず
れ
も
旧
第
十
七
条
お
よ
び
旧
第
十
八
条

(
b
)
種
理
事
国
（
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
は
フ
ラ
ン
ス
・

(
d
)
種
理
事
国
（
国
際
海
上
貿
易
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
は
ド
イ
ツ
・
ソ
連
で
あ
っ
た
。

一
九
六
三
年
か
ら
の
第
三
次
理
事
会
、

改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条

(

C

)

種
理
事
国
（
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関

一
九
六
一
年
か
ら
任
期
の
は
じ
ま
っ
た
第
二
次 と
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四
次
理
事
会
ま
で
継
続
し
て
理
事
国
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

旧
第
十
七
条
お
よ
び
旧
第
十
八
条
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
最
後
の
理
事
会
で
あ
る
第
四
次
理
事

会
の
理
事
国
は
第
三
次
理
事
会
の
構
成
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
て

っ
て
理
事
国
に
な
っ
た
だ
け
で
、

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
が
第
三
次
理
事
会
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
か
わ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
カ
ナ
ダ
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
ン
ド
・
イ
タ
リ

ー
・
日
本
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
・
ス
ェ
ー
デ
ン
・
ソ
連
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
十
五
カ
国
は
、
第
一
次
理
事
会
か
ら
第

改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
に
よ
っ
て
理
事
会
が
構
成
さ
れ
た
の
は
第
五
次
理
事
会
以
降
で
あ
る
。
第
五
回
総
会
は
そ
の

議
題
二
十
と
し
て
一
九
六
七
年
＋
月
十
八
日
と
十
九

H
に
第
五
次
理
事
会
の
理
事
国
を
選
出
し
た
が
、

(

a

)

種
理
事
国

（
国
際
海
運

業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
と
し
て
は
一
九
六
七
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
で
第
二
位
の
イ
ギ
リ
ス
、
第
三
位
の
ア
メ

リ
カ
、
第
四
位
の
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
第
五
位
の
日
本
、
第
六
位
の
ソ
連
、
第
七
位
の
ギ
リ
シ
ャ
が
選
出
せ
ら
れ
、

際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
）
と
し
て
は
第
八
位
の
イ
タ
リ
ー
、
第
九
位
の
西
ド
イ
ツ
、
第
十
位
の
フ
ラ
ン
ス
、
第
十
一
位

同
じ
く
(

a

)

種
理
事
国
に
な
っ
て
お
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て

(
b
)
種
理
事
国
（
国

一
九
六
五
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
で
は
第
三
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
は

で
も
、

(

a

)

．
 

(10) 

っ
た
が
、
す
べ
て
第
二
次
理
事
会
の
理
事
国
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
二
次
理
事
会
の
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利

害
関
係
」
を
も
つ
(

a

)

種
理
事
国
に
は
、
一
九
六
一
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
で
第
一
位
の
ア
メ
リ
カ
、
第
二
位
の
イ
ギ
リ
ス
、
第

三
位
の
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、
第
五
位
の
日
本
、
第
六
位
の
ギ
リ
シ
ャ
、
第
七
位
の
イ
タ
リ
ー
が
決
定
さ
れ
て
、
第
四
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
は
除

外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

の
理
事
国
の
な
か
で
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
落
選
し
、

つ
い
で
、
第
三
次
理
事
会
で
は
、
第
一
次
理
事
会
お
よ
び
そ
れ
と
同
じ
理
事
国
で
構
成
さ
れ
た
第
二
次
理
事
会

(11) 

そ
の
か
わ
り
に
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
が
当
選
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
次
理
事
会

一
九
六
三
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
で
の
上
位
七
カ
国
の
な
か
の
第
四
位
の
リ
ベ
リ
ャ
を
除
く
六
カ
国
が
(

a

)

種
理
事
国

第
一
次
理
事
会
の
理
事
国
で
あ
っ
た
こ
れ
等
十
六
カ
国
は
、

(
b
)
・
(

C

)

・
(
d
)
の
各
種
理
事
国
の
国
別
に
は
変
動
は
あ
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い
る
の
で
あ
る
。

次
理
事
会
お
よ
び
第
六
次
理
事
会
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、

(
b
)
種
理
事
国
は
第
六
次
理
事
会
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、

(

C

)

種

(

a

)

種
理
事
国
は
第
五

(

C

)

種
理
事
国
は
ア
ラ
ブ
連
合
に
か
わ
っ
て
ガ

ま
た
、
第
六
次
理
事
会
で
は
、

(

a

)

種
理
事
国
は
第
五
次
理
事
会
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、

の
オ
ラ
ン
ダ
、
第
十
三
位
の
ス
ェ
ー
デ
ン
、
第
十
六
位
の
カ
ナ
ダ
が
選
出
せ
ら
れ
、

第
二
十
三
位
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
、

害
関
係
を
も
ち
主
要
な
地
理
的
地
域
を
代
表
す
る
国
）
と
し
て
は
第
十
七
位
の
イ
ン
ド
、
第
十
八
位
の
ブ
ラ
ジ
ル
、
第
二
十
位
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

(13) 

そ
の
他
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
と
ア
ラ
プ
連
合
が
選
出
さ
れ
た
。
船
腹
登
録
量
で
世
界
第
一
位
の
リ
ベ
リ

ヤ
は
(

a

)

種
理
事
国
は
お
ろ
か
そ
の
他
の
種
類
の
理
事
国
に
も
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
第
十
二
位
の
パ
ナ
マ
も
理
事
国
に

選
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
次
理
事
会
の
理
事
国
十
六
カ
国
の
な
か
で
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
ベ
ル
ギ
ー
を
除
く
十
四
カ
国
が
第

一
次
理
事
会
か
ら
第
五
次
理
事
会
ま
で
継
続
し
て
理
事
国
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
わ
っ
．
て
ベ
ル
ギ
ー
が
選
出
さ
れ
て
い
る
以
外
は
第
五
次
理
事
会
と
同
じ
で
あ
り
、

ー
ナ
が
選
出
さ
れ
て
い
る
以
外
は
第
五
次
理
事
会
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
一
九
六
九
年
の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
で
第
一
位
の
リ
ベ
リ
ヤ

(14) 

も
第
十
一
位
の
パ
ナ
マ
も
理
事
国
に
選
出
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
七
次
理
事
会
で
は
、

理
事
国
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
に
か
わ
っ
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ヤ
が
選
出
さ
れ
て
い
る
以
外
は
第
六
次
理
事
会
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
一
九
七
一
年

(15) 

の
ロ
イ
ド
船
舶
登
録
統
計
で
第
一
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
も
第
十
一
位
の
。
ハ
ナ
マ
も
理
事
国
に
選
出
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
一
次
理

事
会
の
理
事
国
十
六
カ
国
の
な
か
で
第
七
次
理
事
会
の
理
事
国
に
な
っ
て
い
る
の
は
十
四
カ
国
で
あ
り
、

そ
の
十
四
カ
国
の
な
か
で
ベ

ル
ギ
ー
を
除
く
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
カ
ナ
ダ
・
西
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ギ
リ
シ
ャ
・
イ
ン
ド
・
イ
タ
リ
ー
・
日
本
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ノ

ー
ル
ウ
ェ
イ
・
ソ
連
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
十
三
カ
国
が
第
一
次
理
事
会
か
ら
第
七
次
理
事
会
ま
で
継
続
し
て
理
事
国
と
な
っ
て

前
述
の
第
一
次
理
事
会
か
ら
第
七
次
理
事
会
ま
で
の
理
事
国
の
選
挙
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
ま
た
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十

(
b
)
種
理
事
国
は
ス
ェ
ー
デ
ン
に

(

C

)

種
理
事
国
（
海
運
ま
た
は
航
海
に
特
別
の
利
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八
条
を
採
択
し
た
第
二
回
臨
時
総
会
決
議
第
六
十
九
号
に
も
あ
る
よ
う
に
、
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
は
次
の
三
点
で
旧

(16) 

第
十
七
条
お
よ
び
旧
第
十
八
条
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
イ
）
理
事
会
の
理
事
国
数
の
増
大
。
旧
第
十
七
条
で
は
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の

(

a

)

種
理
事
国
六
カ
国
、
「
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の

(
b
)
種
理
事
国
六
カ
国
、

際
海
連
業
務
の
提
供
に
実
質
的
な
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の
(

C

)

種
理
事
国
ニ
カ
国
、
「
国
際
海
上
貿
易
に
実
質
的

な
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の

(
d
)
種
理
事
国
ニ
カ
国
の
計
十
六
理
事
国
で
あ
っ
た
。
改
正
第
十
八
条
で
は
「
国
際
海

運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の
(

a

)

種
理
事
国
六
カ
国
、
「
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関

係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の

(
b
)
種
理
事
国
六
カ
国
、
「
海
運
ま
た
は
航
海
に
特
別
の
利
害
関
係
を
も
ち
主
要
な
地
理
的
地
域

を
代
表
す
る
国
」
と
し
て
の
(

C

)

種
理
事
国
六
カ
国
の
計
十
八
理
事
国
に
ふ
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
口
）
理
事
会
の
全
理
事
国
の
総
会
に
よ
る
選
出
。
旧
第
卜
七
条
お
よ
び
旧
第
十
八
条
に
よ
る
と
、

(

a

)

種
理
事
国
お
よ
び

(
b
)

種
理
事
国
は
理
事
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、

(

C

)

種
理
事
国
は
理
事
会
の
決
定
し
た
候
補
国
名
簿
の
な
か
か
ら
総
会
が
選
出

(
d
)
種
理
事
国
は
総
会
が
選
出
し
て
い
た
。
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
に
よ
る
と
、
総
会
が
全
理
事
国
を

選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
ハ
）
理
事
会
の
理
事
国
の
公
平
な
地
理
的
配
分
。
旧
第
十
七
条
お
よ
び
旧
第
十
八
条
で
は
理
事
会
の
理
事
国
の
選
出
に
つ
い
て
公

平
な
地
理
的
配
分
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
改
正
第
十
八
条
に
よ
る
と
(

C

)

種
理
事
国
の
選
出
に
つ
い
て
は
「
海

運
ま
た
は
航
海
に
特
別
な
利
害
関
係
」
と
い
う
基
準
と
「
主
要
な
地
理
的
地
域
の
代
表
」
と
い
う
基
準
の
二
つ
の
基
準
が
考
慮

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
旧
第
十
八
条
に
つ
い
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
の
補
足
修
正
案
で
は
ア
フ
リ
カ
・
北
米
お
よ
び

(
1
7
)
 

南
米
・
ア
ジ
ャ
お
よ
び
極
東
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
四
地
域
か
ら
各
ニ
カ
国
づ
つ
の
計
八
カ
国
の
選
出
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。
ま
た

し、

「国
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改
正
第
二
十
八
条
に
よ
る
と
海
上
安
全
委
員
会
の

(
b
)
種
理
事
国
に
は
ア
フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
・
ア
ジ
ヤ
お
よ
び
オ
セ
ア
ニ

ャ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
四
地
域
か
ら
各
一
カ
国
ず
つ
の
計
四
カ
国
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
改
正
第
二
十
八
条

に
よ
る
海
上
安
全
委
員
会
の
(
b
)
種
理
事
国
の
ア
フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
・
ア
ジ
ャ
お
よ
び
オ
セ
ア
ニ
ャ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
四

地
域
の
区
分
を
第
五
次
理
事
会
•
第
六
次
理
事
会
・
第
七
次
理
事
会
の

(
C
)
種
理
事
国
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
第
五
次
理

事
会
で
は
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
ニ
カ
国
（
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
・
ア
ラ
プ
連
合
）
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
一
カ
国
（
プ
ラ
ジ
ル
）
、
ア
ジ
ャ
お
よ
び

オ
セ
ア
ニ
ャ
か
ら
ニ
カ
国
（
イ
ン
ド
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
一
カ
国
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
と
な
る
の
で
あ
り
、

第
六
次
理
事
会
お
よ
び
第
七
次
理
事
会
で
も
ア
フ
リ
カ
か
ら
一
一
カ
国
・
ア
メ
リ
カ
か
ら
一
カ
国
・
ア
ジ
ャ
お
よ
び
オ
セ
ア
ニ
ャ

か
ら
ニ
カ
国
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
一
カ
国
の
配
分
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
は
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的

意
見
に
関
連
し
て
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
は
最
大
船
腹
登
録
国
で
あ
る
上
位
八
カ
国

を
そ
の
ま
ま
海
上
安
全
委
員
会
の
「
最
大
船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国

(
e
i
g
h
t

shall 
be 
the 
largest s
h
i
p
'
o
g
]
m
g
 n
a
t
i
o
n
s
)
」

に
選
出
す
べ
き
で
あ
っ
て
総
会
に
は
選
択
の
自
由
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
旧
第
十
七
条
に
よ
る
と
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事

国
た
る
六
加
盟
国
は
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
政
府
」
(
s
t
x
shall 
be g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
n
a
t
i
o
n
s
 

w
i
t
h
 t
h
e
 l
a
r
g
e
s
t
 
interest 
in p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
international 
s
h
i
p
p
i
n
g
 s
e
r
v
i
c
e
s
)
で
太
3
hノ‘

(
a
)

種
理
事
国
を
決
定
す
る
(
d
e
t
e
r
m
i
n
e
)
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
総
会
が
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
国
際
司
法
裁

判
所
に
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
且
つ
そ
の
勧
告
的
意
見
に
し
た
が
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

旧
第
十
八
条
に
よ
る
と
理
事
会
が
こ
の

理
事
会
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見

を
も
と
め
た
の
で
は
な
く
且
つ
勧
告
的
意
見
は
も
と
も
と
拘
束
力
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
理
事
会
が
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最

大
の
利
害
関
係
を
も
つ
六
カ
国
」
を
そ
の
ま
ま
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
に
決
定
す
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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（
リ
ベ
リ
ャ
を
除
外
し
た
こ
と
に
問
題
は
あ

「
国
際

務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
六
カ
国

(
s
i
x
shall 
be g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
States 
with 
the 
largest 
interest 
in p
r
o
v
i
d
m
g
 

を
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正
を

審
議
し
た
第
二
回
臨
時
総
会
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
改
正
案
は
改
正
第
十
八
条
の
(

a

)

種
理
事
国
の
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に

最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
の
政
府
」
の
部
分
に
「
自
国
の
旗
の
も
と
に
最
大
船
腹
登
録
量
を
保
有
す
る
国
の
政
府
(
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
of 

）
」
と
い
う
文
言
を
つ
か
っ
て
お
面
へ
、
ま
た
プ

n
a
t
i
o
n
s
 
h
a
v
i
n
g
 u
n
d
e
r
 thetr nat10nal 
flag t
h
e
 l
a
r
g
e
s
t
 
g
r
o
s
s
 r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 
t
o
n
n
a
g
e
 

ラ
ジ
ル
の
改
正
案
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
補
足
修
正
案
で
も
「
自
国
の
旗
の
も
と
に
相
当
の
船
腹
登
録
量
を
保
有
す
る
国
の
政
府

(
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
States 
h
a
v
i
n
g
 u
n
d
e
r
 
their 
nat10nal 
flag a
 c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
 
g
r
o
s
s
 
register 
tonnage)J.;::_61'-Q-p入―-―
-
E
尤
d

つ
ふ
か
っ

て
お
り
さ
ら
に
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
改
正
案
は
「
最
大
商
船
隊
保
有
国
(States
p
o
s
s
e
s
s
i
n
g
 t
h
e
 l
a
r
g
e
s
t
 fleets)J
な
る
文
言
を
つ
か

L20)、

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
女
＜

「
最
大
」
船
腹
登
録
国
は
す
な
わ
ち
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
「
最
大
」
の
利
害
関
係

を
も
つ
国
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

旧
第
十
七
条
お
よ
び
旧
第
十
八
条
が
適
用
さ
れ
た
第
二
次
理
事
会
＼

第
四
次
理
事
会
に
も
、
ま
た
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
が
適
用
さ
れ
た
第
五
次
理
事
会
＼
第
七
次
理
事
会
に
も
、

海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
で
あ
る
(

a

)

種
理
事
国
と
し
て
、

る
が
）
リ
ベ
リ
ャ
を
除
く
最
大
船
腹
登
録
国
の
上
位
六
カ
国
を
決
定
ま
た
は
選
出
し
た
の
で
あ
る
。

旧
第
十
七
条
お
よ
び
旧
第
十
八
条
が
適
用
さ
れ
た
第
二
次
理
事
会
＼
第
四
次
理
事
会
に
は
、

法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
留
意
す
る
こ
と
な
く
、
最
大
船
腹
登
録
国
の
上
位
七
カ
国
の
な
か
か
ら
リ
ベ
リ
ャ
を
除
く
六
カ
国
を
(

a

)

種
理
事
国
と
し
て
決
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
が
適
用
さ
れ
た

第
五
次
理
事
会
＼
第
七
次
理
事
会
に
は
総
会
が
(

a

)

種
理
事
国
を
選
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
事
情
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
国
際
司
法

nternational 
s
h
i
p
p
i
n
g
 s
e
r
v
i
c
e
s
)
」

と
こ
ろ
が
、
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
に
よ
る
と

理
事
会
は
、
総
会
の
も
と
め
た
国
際
司

「
総
会
」
が
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
と
し
て
「
国
際
海
運
業
。3
 

ー



見
を
勘
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が

裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
し
た
が
っ
て
最
大
船
腹
登
録
国
の
上
位
八
カ
国
を
そ
の
ま
ま
旧
第
二
十
八
条
の
海
上
安
全
委
員
会
の
「
最
大

船
腹
保
有
国
と
し
て
の
八
理
事
国
」
に
選
出
し
た
総
会
が
、
第
五
次
以
降
の
理
事
会
の
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係

を
も
つ
国
」
で
あ
る
(

a

)

種
理
事
国
に
は
文
字
ど
お
り
最
大
船
腹
登
録
国
で
あ
る
第
一
位
の
リ
ベ
リ
ャ
を
除
き
最
大
船
腹
登
録
国
の

第
二
位
か
ら
第
七
位
ま
で
の
六
カ
国
を
選
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
改
正
を
審
議
し
た
第
二
回
臨
時
総

会
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
プ
ラ
ジ
ル
の
改
正
案
「
(a)
s
i
x
 shall 
b
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
n
a
t
i
o
n
s
 
h
a
v
i
n
g
目
d
e
r
their 
national 
f
l
a
g
 

t
h
e
 largest 
g
r
o
s
s
 r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 t
o
n
n
a
g
e
」
に
は
均
5

粘
元
の
紐
t
釈
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
「
(a)
s
i
x
 shall 
b
e
 
c
h
o
s
e
n
 
from 

a
m
o
n
g
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 
States 
h
a
v
i
n
g
 u
n
d
e
r
 
their 
national 
flag 
a
 considerable 
g
r
o
s
s
 register 
t
o
n
n
a
g
e」
ヤ
9

ス
ニ
細
ば
疋
は
些
↓
止

(
2
1
)
 

案
を
提
出
し
て
い
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
補
足
修
正
案
は
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意

か
く
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
危
惧
は
改
正
第
十
八
条
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

シ
モ
ン
ズ
教
授
が
一
九
六
三
年
に
既
に
指
摘
し
た
如
く
「

I
M
C
0
の
初
め
の
数
年
間
に
お
け
る
ト
ラ
プ
ル
は
一
九
六

(22) 

0
年
六
月
八
日
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
よ
っ
て
減
る
ど
こ
ろ
か
ふ
え
た
の
で
あ
り
」

見
を
め
ぐ
る
問
題
は
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
に
よ
っ
て
そ
の
舞
台
が
理
事
会
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
I
M
C
O
¥
A
.
 
IV¥17. 

(
2
)
I
M
C
O
¥
A
.
 
V
I
¥
2
7
¥
A
d
d
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3
)
I
M
C
O
¥
A
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a
n
d
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M
C
O
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A
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V
I
¥
2
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d
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I
M
C
O
¥
A
.
 V
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2
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d
d
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)
I
M
C
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A
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n
e
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(
6
)
I
M
C
O
¥
A
.
 V
I
¥
2
7
¥
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A
n
n
e
x
 II. 

国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
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I
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A
s
s
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m
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l
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6
t
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a
n
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1966, 

p. 
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(
m
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S
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Resolutions a

n
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給

s
e
m
b
l
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:

2
n
d
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1961, 
p. 20. 
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I
M
C
O
.
 
Resolutions 
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A
s
s
e
m
b
l
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:
 
3
r
d
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Session 
1963, 
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3
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（ま）
I
M
C
O
.

Resolutions 
and Other 

Decisions 
of 

the
舷

s
e
m
b
l
y
:

6th Session 
1969 

a
n
d
 
4th Extraordinary 

Session 
1968, 

p. 
203. 

(~
) I

M
C
O
.
 
Resolutions 

a
n
d
 Other 

Decisions 
of 

the 
A
s
s
e
m
b
l
y
:
 7th Session 

1971, 
p.189. 

ぼ
）

I
M
C
O
.

Resolutions 
a
n
d
 Other 

Decisions 
of 

the 
A
s
s
e
m
b
l
y
:
 4th Session 

1965 
and 2

n
d
 E
x
t
r
a
o
r
d
m
a
r
y
 

Session 
1964, 

p. 
6. 

（
S::) 

I
M
C
O
/
A
.
 
N
/
2
8
.
 A

n
n
e
x
 II. 

ぽ
）

I
M
C
O
/
A
/
E
S
.

II/ 4. 
A
n
n
e
x
 
I. 

(~
) 

I
M
C
O
/
A
/
E
S
.
 
II/ 4. 

A
n
n
e
x
 II. 

（目）
I
M
C
O
/
A
/
E
S
.

II/4. 
A
n
n
e
x
 ID. 

88I 



ロ
ン
ド
ン
駐
在
大
使
を
通
じ
て
事
務
局
長
宛
に
一
九
七
三
年
十
月
二
十
九
日
付
の
書
簡
を
お
く
り
、

(
a
n
 e
n
l
a
r
g
e
d
 m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
 of 
t
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
)
.
J
J
!
-
/
€
-
-
L
H

女
ム
土
未
女
＝
貝
＾
云
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
開
放

(
a
no
p
e
n
-
e
n
d
e
d
 m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
 of 

t
h
e
 
M
a
r
i
t
i
m
e
 S
a
f
e
t
y
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
)

を
提
案
し
、
こ
の
問
題
を
同
年
十
一
月
十
二
日
に
開
催
さ
れ
る
第
七
次
理
事
会
の
特
別
会
期
の

(

l

}

 

議
題
と
す
る
よ
う
要
請
し
ナ
。
事
務
局
長
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
申
人
れ
を
口
上
書
(
N
o
t
e
V
e
r
b
a
l
e
 
A
l
¥
E
¥
1
b
8
(
N
V
.
5
)
)
 

全
加
盟
国
に
通
告
す
る
と
と
も
に
、

十
力
国
で
あ
っ
た
。

理
事
会
に
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
と
る
べ
き
行
動
を
事
務
局
へ
指
示
す
る
よ
う
要
請
し
た
の
で
あ

一
九
四
八
年
の
国
際
連
合
海
事
会
議
で
採
択
さ
れ
た

I
M
C
o
条
約
の
最
初
の
署
名
国
は
二

一
九
七
三
年
に
は
加
盟
国
数
は
一
九
四
八
年
当
時
の
予
想
を
ハ
ル
カ
に
こ
え
て
八
十
力
国
に
達
し
て
い
る
。

海
運
ま
た
は
海
上
貿
易
に
多
少
と
も
利
害
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
一
九
四
八
年
当
時
に
考
え
ら
れ
た
国
々
が
I
M
C
0
の
加
盟

国
と
な
っ
た
が
、
そ
の
は
か
に
多
数
の
新
典
国
家
が
I
M
C
0
の
活
動
に
関
心
を
示
し
て

I
M
C
0
に
加
盟
す
る
と
と
も
に

I

（
イ
）
理
事
会
の
理
事
国
数
の
増
加
。

る
。
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
提
案
の
要
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

オ
ラ
ン
ダ
は
、

(
A
)
 
第
一
段
階

I
M
C
o
条
約
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
段
階
を
へ
て
、
結
果
と
し
て
全
面
的
に
改
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

(
2
2
)
S
i
m
m
o
n
d
s
,
 
op. 
cit., 
p.87. 

(
2
1
)
I
M
C
O
¥
A
¥
E
S
.
 
I
I
¥
4
.
 

全
面
改
正

A
n
n
e
x
 II・ 

政
府
間
海
事
協
議
機
構
条
約
の
全
面
改
正

で
も
っ
て

理
事
会
の
拡
大
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M
C
0
の
諸
活
動
に
参
加
し
た
い
と
い
う
願
望
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
一
九
六
四
年
の
第
十
七
条
お
よ
び
第
十

八
条
の
改
正
で
あ
り
、
理
事
会
の
理
事
国
数
は
十
六
カ
国
か
ら
十
八
カ
国
に
な
り
、
開
発
途
上
国
の
議
席
数
は
二
か
ら
四
に
ふ

え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

I
M
C
0
の
加
盟
国
数
は
一
九
六
四
年
当
時
の
五
十
四
カ
国
か
ら
一
九
七
三
年
に
は
八
十
力
国

に
増
加
し
、
八
十
力
国
の
な
か
で
開
発
途
上
国
は
四
十
八
カ
国
で
あ
り
、
全
加
盟
国
の
六
十
。
ハ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
る
開
発
途
上

国
に
は
理
事
会
の
十
八
理
事
国
の
な
か
の
四
理
事
国
の
議
席
し
か
割
当
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
理

事
会
の
(

C

)

種
理
事
国
を
現
在
の
六
カ
国
か
ら
九
カ
国
に
ふ
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
全
理
事
国
数
を
十
八
カ
国
か
ら
二
十
一
カ

（
口
）
海
上
安
全
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
開
放
。
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
数
も
十
四
カ
国
か
ら
十
六
カ
国
に
ふ
や
さ
れ

た
が
、
海
上
安
全
委
員
会
も
理
事
会
と
同
様
に

I
M
C
0
の
加
盟
国
の
現
状
を
十
分
に
反
映
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
海
上
安

全
委
員
会
の
よ
う
な
専
門
的
・
技
術
的
問
題
を
処
理
す
る
機
関
で
は
先
進
海
運
国
が
重
要
な
役
割
を
は
た
す
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
海
上
安
全
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
現
在
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
異
常
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

理
事
会
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
委
員
会
（
筆
者
註
、
理
事
会
手
続
規
則
第
二
十
二
に
よ
る
理
事
会
の
補
助
機
関
）
す
な
わ
ち
法
律
委
員

会
(the
L
e
g
a
l
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
・
簡
易
化
委
員
会
(the
Facilitation C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
・
技
術
協
力
委
員
会

(
t
h
e
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o
n
 

T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
C
o
-
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)

に
は
い
ず
れ
も
全
加
盟
国
が
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
現
在
提
案
さ
れ
て
い
る
海
洋
環
境

保
全
委
員
会
(
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
 M
a
r
i
n
e
 E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
に
も
全
加
盟
国
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
委
員
会
の
処
理
し
て
い
る
問
題
が
海
上
安
全
委
員
会
の
そ
れ
よ
り
も
一
般
的
性
格
を
も
っ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
海
上
安
全
委
員
会
も
全
加
盟
国
に
開
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
七
次
理
事
会
は
、
同
年
十
一
月
十
二
日
の
特
別
会
期
で
、
議
題
十
四
「
そ
の
他
の
事
項

(
a
n
y
o
t
h
e
r
 
b
u
s
i
n
e
s
s
)
」
と
し
て
、

国
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
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(
2
~
 

オ
ラ
ン
ダ
の
提
案
を
審
議
し
た
後
に
、
第
八
回
総
会
に
こ
れ
を
付
託
す
る
こ
と
に
し
た

第
八
回
総
会
は
同
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
が
、

そ
の
追
加
議
題
二
(
S
g
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
A
g
e
n
d
a
 I
t
e
m
 2
)

 

が
「
理
事
会
の
規
模
と
構
成
お
よ
び
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
の
オ
ラ
ン
ダ
の
提
案
の
審
議
」
で
あ
っ
た
。
第
八
回
総
会
は
、

理
事
会
の
規
模
と
構
成
お
よ
び
海
上
安
全
委
員
会
に
つ
い
て
の

I
M
C
0
条
約
の
改
正
案
な
ら
び
に
そ
の
結
果
と
し
て
の
関
連
修
正
案

(
a
n
y
 c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
i
a
l
 
related 
a
m
e
n
d
m
e
n
t
s
)
 ~
~
恢
討
ナ
ッ
る
た
め
に
一
九
七
四
年
二
月
に
全
加
盟
国
の
参
加
す
る
臨
時
作
業
部
会(
A
d

(
V
I
I
I
)
)
 

H
)
C
 W
o
r
k
i
n
g
 G
r
o
u
p
)
を
開
催
し
、
ま
た
こ
の
臨
時
作
業
部
会
の
勧
告
な
ら
び
に
関
連
提
案
を
審
議
し
て

1
M
C
o
条
約
の
適
当
な
改

(
3
)
 

正
案
を
採
択
す
る
た
め
に
一
九
七
四
年
十
月
に
臨
時
総
会
を
召
集
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
第
八
回
総
会
決
議
第
三
一
四
号
に
よ
る
臨
時
作
業
部
会

(the
A
d
 H
o
c
 W
o
r
k
i
n
g
 
G
r
o
u
p
 o
n
 A
s
s
e
m
b
l
y
 R
e
s
o
l
u
t
i
o
n
 
A
.
3
1
4
 

は、

I
M
C
0
加
盟
国
三
十
七
カ
国
と
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
の
カ
タ
ー
ル
の
計
三
十
八
カ
国
が
参
加
し
て
一
九
七
四

年
二
月
四
日
か
ら
八
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
。
作
業
部
会
に
は
前
述
の
オ
ラ
ン
ダ
の
提
案
と
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
が
だ
さ
れ
て
い
た
が
、

フ

ラ
ン
ス
の
提
案
の
な
か
に
は
理
事
会
の
権
限
の
強
化
や
法
律
委
員
会
お
よ
び
海
洋
環
境
保
全
委
員
会
の
主
要
機
関
と
し
て
の
制
度
化
等

(
4
)
 

の
第
八
回
総
会
に
よ
り
作
業
部
会
に
付
託
さ
れ
た
任
務
を
こ
え
る
よ
う
な
改
正
案
も
含
ま
れ
て
い
た
。
と
に
か
く
オ
ラ
ン
ダ
の
提
案
と

フ
ラ
ン
ス
の
提
案
を
討
議
の
基
礎
と
し
た
作
業
部
会
の
審
議
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

（
イ
）
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
と
規
模
。
海
上
安
全
委
員
会
の
定
足
数
や
そ
の
能
率
的
活
動
の
必
要
等
の
実
際
的
難
点
か
ら
態
度

を
保
留
し
た
国
も
あ
っ
た
が
、

オ
ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
の
両
提
案
の
「
海
上
安
全
委
員
会
を
全
加
盟
国
に
開
放
」
す
る
こ
と
は

広
く
支
持
せ
ら
れ
た
。

海
上
安
全
委
員
会
の
定
足
数
に
つ
い
て
は

I
M
C
o
条
約
に
規
定
す
る
必
要
は
な
く
、
海
上
安
全
委
員
会
が
そ
の
能
率
的
活

動
の
必
要
を
勘
案
し
て
手
続
規
則
で
規
定
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。
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オス ア ソ ポ 日 才 ノ ヵ ナ ィ フ

I 
I I ィ 提

ラペ メ ス
Jレ ジ

夕 ラ

ラ 卜
ウ

ナ 案
ンイ リ ラ

工
リ ン

ン
リ 工 リ 国

ダン 力 連 ド本 ヤ イ ダ ヤ I ス

理

24 24 ?2 22 21 24 X 24 24 24 24 
直

種理

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 類事

数国

6 7 6 6 6 6 8 6 6 6 6 (a) 
各

種

6 7 X 6 6 6 6 8 6 8 6 (b) 
類

別

の

12 10 Y 10 ， X X X 12 10 6 (c 理

事

国

Y 6 (d 数

に
な
っ
た
。

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

(X, yは未定数）

ま
た
、
海
上
安
全
委
員
会
は
少
く
と
も
年
一
回
は
会
合
す
る
が
、
理
事
会
の
賛
成
が
あ
れ
ば
そ
れ
以
外
に
会
合
で
き
る
こ
と

に
し
た
。
し
か
し
、
全
加
盟
国
の
一
定
の
割
合
ま
た
は
一
定
数
の
要
請
に
よ
っ
て
特
別
に
会
合
で
き
る
よ
う
に
と
の
意
見
も
あ

「
理
事
会
の
賛
成
が
あ
れ
ば
」
と
い
う
文
言
は
作
業
部
会
の
改
正
案
で
は
「
カ
ッ
コ
」

(
6
)
 

（
口
）
理
事
会
の
構
成
と
規
模
。
作
業
部
会
に
は
次
の
よ
う
な
各
種
の
改
正
案
が
だ
さ
れ
た
。

つ
き
に
す
る
こ
と
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I
n
 e
l
e
c
t
i
n
g
 t
h
e
 
M
e
m
b
e
r
s
 o
f
 
t
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
 
t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 s
h
a
l
l
 
o
b
s
e
r
v
e
 t
h
e
 
f
o
l
l
o
w
i
n
g
 
criteria: 

(
a
)
 s
i
x
 s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
h
o
s
e
n
 
a
m
o
n
g
s
t
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
s
 
w
i
t
h
 t
h
e
 
l
a
r
g
e
s
t
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
i
n
 p
r
o
v
i
d
i
n
g
 i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 

s
e
r
v
i
c
e
s
;
 

(
b
)
 s
i
x
 s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
h
o
s
e
n
 a
m
o
n
g
s
t
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
s
 
w
i
t
h
 t
h
e
 
l
a
r
g
e
s
t
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
i
n
 
m
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
a
b
o
r
n
e
 t
r
a
d
e
 ;
 

(
c
)
 t
w
e
l
v
e
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 
c
h
o
s
e
n
 a
m
o
n
g
s
t
 
t
h
e
 
S
t
a
t
e
s
 
n
o
t
 
e
l
e
c
t
e
d
 
u
n
d
e
r
 
(
a
)
 o
r
 (
b
)
 a
b
o
v
e
,
 

w
h
i
c
h
 h
a
v
e
 s
p
e
c
i
a
l
 

i
n
t
e
r
e
s
t
s
 
i
n
 m
a
r
i
t
i
m
e
 t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
o
r
 
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
,
 
a
n
d
 w
h
o
s
e
 e
l
e
c
t
i
o
n
 to 
t
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
 
will 
e
n
s
u
r
e
 t
h
e
 

A
r
t
i
c
l
e
 1
8
.
 

l
i
s
h
e
d
 
in 
A
r
t
i
c
l
e
 1
8
.
 

A
r
t
i
c
l
e
 1
7
.
 

結
局
の
と
こ
ろ
作
業
部
会
で
は
現
在
の
(

a

)

種
・

(
b
)
種
・
(

C

)

種
の
理
事
国
の
種
類
は
か
え
な
い
で
(

C

)

種
理

事
国
を
十
ニ
カ
国
に
す
る
妥
協
案
が
広
く
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
ス
ペ
イ
ン
の
次
の
提
案
が
「
第
十
七
条
お
よ
び
第

十
八
条
の
文
言
と
本
機
構
の
実
行
と
を
一
致
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
多
数
の
国
々
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
の
は
注
意
す

(
7
)
 

べ
き
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

T
h
e
 C
o
u
n
c
i
l
 
s
h
a
l
l
 
b
e
 c
o
m
p
o
s
e
d
 o
f
 
2
4
 M
e
m
b
e
r
s
 e
l
e
c
t
e
d
 
b
y
 t
h
e
 
A
s
s
e
m
b
l
y
,
 
zn 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 w
i
t
h
 
t
h
e
 
criteri 

に
割
り
当
て

ト
ラ
リ
ヤ
案
は
、

(
d
)
種
理
事
国
に
は
地
理
的
配
分
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
案
は
、
海
運
業
務
に
進
出
し
ま
た
は
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
開
発
途
上
国
の
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
新
た

に
設
け
て
、

そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
六
カ
国
を
割
り
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ヤ
案
は
、
開
発
途
上
七
十
七
カ
国
グ
ル

ー
プ
の
代
表
と
し
て
の
提
案
で
あ
り
、

(

C

)

種
理
事
国
の
十
ニ
カ
国
を
開
発
途
上
国
に
割
り
当
て
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス

(
C
)
種
理
事
国
を
貿
易
・
造
船
お
よ
び
船
舶
修
理
・
主
要
港
•
国
際
海
法
に
特
別
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
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representation of 
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兵
心
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Article 
10. 

A
n
 Associate 

M
e
m
b
e
r
 shall 

have 
the 

rights 
and obligations 

of 
a
 M
e
m
b
e
r
 under 

the 
Convention except 

that 

it 
shall 

not 
have the 

right 
to 

vote 
in 

the 
A
s
s
e
m
b
l
y
 or 

the 
Maritime Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 or 

b
e
 eligible 

for 

m
e
m
b
e
r
s
h
i
p
 o
n
 the 

Council 
and subject 

to 
this 

the 
w
o
r
d
 
"
M
e
m
b
e
r
 • in 

the 
Convention shall 

be d
e
e
m
e
d
 to 

include 
Associate 

M
e
m
b
e
r
 unless 

the 
context 

otherwise requires. 

Article 
16. 

(
d
)
 T

o
 elect 

the 
M
e
m
b
e
r
s
 to 

b
e
 represented on the 

Council 
as 

provided in 
Article 

17. 

Article 
17. 

T
h
e
 Council 

shall 
be c

o
m
p
o
s
e
d
 of 

twenty-four M
e
m
b
e
r
s
 elected 

b
y
 the 

A
s
s
e
m
b
l
y
.
 

Article 
18. 

In 
electing 

the 
M
e
m
b
e
r
s
 of 

the 
Council, 

the
邸

s
e
m
b
l
y
shall 

observe the 
following principles: 

(
a
)
 Six shall 

be G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

States 
with the 

largest 
interest 

in 
providing 

international 
shipping services; 

(
b
)
 Six shall 

b
e
 G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
 of 

other 
States 

with the 
largest 

interest 
in international 

seaborne trade; 



(
c
)
 T

h
e
 Council 

shall 
m
e
e
t
 upon one 

month's notice 
as 

often as 
m
a
y
 b
e
 necessary for 

the efficient 
discharge 

of 
its 

duties 
upon the 

s
u
m
m
o
n
s
 of 

its 
C
h
a
i
r
m
a
n
 or 

u
p
o
n
 request 

b
y
 not 

less 
than four 

of 
its 

M
e
m
b
e
r
s
.
 

It 
shall 

m
e
e
t
 
at 

s
u
c
h
 places 

as 
m
a
y
 be convenient. 

Article 
28. 

T
h
e
 Maritime Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

consist 
of 

all 
the 

M
e
m
b
e
r
s
.
 

Article 
31. 

T
h
e
 Maritime Safety C

o
m
m
i
t
t
e
e
 shall 

m
e
e
t
 
at 

least 
once a

 ye紅
〔

and
at 

a
n
y
 other 

time 
that 

the 
Council 

shall 

d
e
e
m
 
appropriate J. 

It 
shall 

elect 
its 

officers 
once a

 year 
a
n
d
 shall 

adopt 
its 

o
w
n
 Rules of 

Procedure. 
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(
b
)
理
事
会
の
定
足
数
は
、
十
六
の
構
成
員
と
す
る
。

第
十
条

准
加
盟
国
は
、
投
票
権
を
も
た
ず
且
つ
理
事
会
の
構
成
員
と
な
る
資
格
を
も
た
な
い
こ
と
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
加
盟
国
の
権
利
お

よ
び
義
務
を
も
つ
も
の
と
す
る
。
こ
の
規
定
に
し
た
が
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
こ
の
条
約
に
お
い
て
「
加
盟
国
」
と
は
、
文
脈
に
よ
り
他
の
解
釈

第
十
六
条

(
b
)
第
十
七
条
の
規
定
に
し
た
が
い
、
理
事
会
に
代
表
者
を
出
す
加
盟
国
を
選
出
す
る
こ
と
。

理
事
会
は
、
総
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
二
十
四
カ
国
で
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

総
会
は
、
理
事
会
の
理
事
国
の
選
出
に
あ
た
り
、
次
の
諸
基
準
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。

(

a

)

六
カ
国
は
、
国
際
海
運
業
務
の
提
供
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
b
)
六
カ
国
は
、
国
際
海
上
貿
易
に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
そ
の
他
の
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ち
且
つ
世
界
の
す
べ
て
の
主
要
な
地
理
的
地
域
を
代
表
す
る
よ
う
に
選
出
さ
れ
る
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

(

a

)

種
理
事
国
ま
た
は

(
b
)
種
理
事
国
に
選
出
さ
れ
な
か
っ
た
国
で
、
海
運
ま
た
は
航
海
に
特
別
の
利
害
関
係
を
も

(

a

)

理
事
会
は
、
そ
の
議
長
を
選
出
し
、
こ
の
条
約
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
そ
の
手
続
規
則
を
採
択
す
る
も
の
と
す
る
。

(

C

)

理
事
会
は
、
そ
の
任
務
を
実
効
的
に
遂
行
す
る
た
め
、
議
長
が
召
集
し
た
と
き
、
ま
た
は
四
以
上
の
構
成
員
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、

(

C

)

＋
ニ
カ
国
は
、

第
十
八
条

第
十
七
条

を
必
要
と
し
な
い
限
り
、
准
加
盟
国
を
含
む
も
の
と
す
る
。
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0
条
約
の
改
正
第
二
十
八
条
」
と
い
う
。

0
条
約
の
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
」
、

条
・
旧
第
二
十
八
条
」
と
い
い
、

C
0
条
約
の
改
正
は
一
九
七
八
年
四
月
一
日
に
発
効
し
た
。
以
下
に

一
九
五
八
年

一
九
四
八
年
三
月
に
国
際
連
合
海
事
会
議
で
採
択
さ
れ
一
九
五

一
カ
月
の
予
告
に
よ
り
、
会
合
す
る
も
の
と
す
る
。
理
事
会
は
適
当
と
認
め
る
場
所
で
会
合
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
二
十
一
条

海
上
安
全
委
員
会
は
、
少
く
と
も
毎
年
一
回
会
合
す
る
も
の
と
す
る
。
海
上
安
全
委
員
会
は
、
そ
の
役
員
を
毎
年
一
回
選
出
し
、
そ
の
手
続
規
則

を
採
択
す
る
も
の
と
す
る
。

第一―-＋―一条

第一―-+-＿一条
1
第
六
十
一
＿
一
条
は
条
文
ナ
ン
バ
ー
が
一
っ
づ
つ
く
り
あ
が
る
。

こ
の
一
九
七
四
年
十
月
十
七
日
付
の
第
五
回
臨
時
総
会
決
議
第
三
一
五
号

(
I
M
8
¥と
1ES.
V
¥
R
e
s
.
 3
1
5
)

に
よ
り
採
択
さ
れ
た

I
M

八
年
三
月
に
発
効
し
た
旧

I
M
C
o
条
約
を
「
一
九
五
八
年
の

I
M
C
o
条
約
」
と
い
い
、

一
九
七
四
年
十
月
の
総
会
決
議
第
三
一
五

号
に
よ
り
採
択
さ
れ
一
九
七
八
年
四
月
に
発
効
し
た
改
正
条
約
を
「
一
九
七
八
年
の

I
M
C
o
条
約
」
と
い
う
。
ま
た
、

の
I
M
C
o

条
約
の
原
初
の
第
十
七
条
•
第
十
八
条
•
第
二
十
八
条
を
「
一
九
五
八
年
の

I
M
C
o

条
約
の
旧
第
十
七
条
・
旧
第
十
八

一
九
六
七
年
十
月
に
発
効
し
た
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
を
「
一
九
五
八
年
の

I
M
C

一
九
六
八
年
十
一
月
に
発
効
し
た
改
正
第
二
十
八
条
を
「
一
九
五
八
年
の

I
M
C

第
二
十
八
条

削
除
。

海
上
安
全
委
員
会
は
、
す
べ
て
の
加
盟
国
で
構
成
す
る
。
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一
九
七
四
年
四
月
九
日
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
I
M
C
0
条
約
の
改
正
提
案
を
う
け
と
り
、
こ
れ
を
四
月
十
一
日
に
口
上

(11~ 

書
で
も
っ
て
全
加
盟
国
に
通
告
し
た
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
改
正
提
案
は
、
前
述
の
一
九
七
四
年
二
月
四
日
か
ら
八
日
ま
で
開
催
さ
れ
た

「
総
会
決
議
第
一
―
二
四
号
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
臨
時
作
業
部
会
」
で
作
業
部
会
に
付
託
さ
れ
た
任
務
を
こ
え
た
も
の
が
あ
る
と
し
て
問

(
＊
）
条
約
改
正
手
続
の
改
正
、
等
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
五
回
臨
時
総
会
は
前
述
の
如
<
-
九
七
四
年
十
月
十
六
日
か
ら
十
八
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
が
、

の
改
正
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
の
審
議
」
で
あ
っ
た
。

を
経
過
し
て
お
り
、

（
イ
）
理
事
会
の
拡
大
、

フ
ラ
ン
ス
代
表
は
、

そ
の
間
に
若
干
の
改
正
は
な
さ
れ
た
が
、
国
際
社
会
な
ら
び
に
海
運
界
の
情
勢
も
変
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

(
1
2
)
 

議
題
四
で
の

I
M
C
o
条
約
の
部
分
改
正
よ
り
サ
ラ
に
す
す
ん
だ
全
面
的
改
正
の
必
要
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
総
会
に
は
表

決
手
続
に
関
す
る
第
四
十
三
条
の
日
本
の
改
正
提
案
や
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
修
正
案
も
だ
さ
れ
て
い
が
、
。
し
か
し

な
が
ら
、
第
五
回
臨
時
総
会
は
第
八
回
総
会
決
議
第
三
一
四
号
に
よ
っ
て
「
理
事
会
お
よ
び
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
お
よ
び
規
模
と

そ
の
関
連
事
項
」
の
改
正
に
つ
い
て
の
臨
時
作
業
部
会
の
勧
告
を
審
議
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
議
題
五
に
つ
い
て
若
干
の
審
議
は
な
さ
れ
た
が
、
会
期
三
日
間
で
は

I
M
C
o
条
約
の
全
面
改
正
に
も
つ
な
が
る
議
題
五
を
十
分

に
審
議
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
五
回
臨
時
総
会
は
、

各
国
の
註
釈
、

そ
の
他
の

I
M
C
o
条
約
の
改
正
案
を
検
討
す
る
」
た
め
に
全
加
盟
国
が
参
加
す
る
臨
時
作
業
部
会
を
一
九
七
五
年
―
―

(14) 

月
に
召
集
し
、
第
九
回
総
会
で
臨
時
作
業
部
会
の
報
告
お
よ
び
勧
告
を
審
議
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
十
‘

上
安
全
委
員
会
と
の
対
等
化
と
全
加
盟
国
へ
の
開
放
、

律
委
員
会
お
よ
び
海
洋
環
境
保
全
委
員
会
の
主
要
機
関
と
し
て
の
制
度
化
、

そ
の
議
題
五
が
「
I
M
C
0
条
約

I
M
C
0
条
約
の
採
択
後
す
で
に
四
分
ノ
一
世
紀

「
フ
ラ
ン
ス
の
改
正
案
、
第
五
回
臨
時
総
会
で
の

（
二
）
法
律
委
員
会
お
よ
び
海
洋
環
境
保
全
委
員
会
の
海

題
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
て
、

（
口
）
理
事
会
の
権
限
の
強
化
、

（
ハ
）
法

事
務
局
長
は
、

(
B
)
 
第
二
段
階
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「
第
五
十
二
条
」
は
「
第
六
十
二
条
」
、
第
五
十
六

第
五
回
臨
時
総
会
決
議
第
三
一
七
号
に
よ
る
「

I
M
C
0
条
約
の
改
正
案
を
検
討
す
る
」
た
め
の
臨
時
作
業
部
会
は
、

盟
国
の
な
か
の
三
十
九
カ
国
が
参
加
し
て
一
九
七
五
年
二
月
十
七
日
か
ら
―
―
十
一
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
。
第
五
回
臨
時
総
会
お
よ
び
臨

時
作
業
部
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
改
正
案
・
註
釈
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
提
矩
｛
、
オ
ラ
ン
ダ
の
提
案
と
註
邸
へ
、
日
本
の
提
案
と
註
面
（
、
西
ド

(18)

（

19)

（

20) 

イ
ツ
の
提
案
と
註
釈
、
イ
ギ
リ
ス
の
提
案
と
註
釈
、
ア
メ
リ
カ
の
提
案
、
等
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
作
業
部
会
は
、
新
し
い
条
項
を

(
2
1
)
 

追
加
し
た
十
九
部
・
七
十
四
カ
条
の

I
M
C
o
条
約
の
改
正
案
を
つ
け
た
報
告
を
作
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
九
回
総
会
は
同
年
十
一
月
三
日
か
ら
十
四
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
が
、

そ
の
議
題
十
が
「

I
M
C
o
条
約
の
改
正
案
を
検
討
す
る
た

め
の
臨
時
作
業
部
会
の
報
告
の
審
議
」
で
あ
っ
た
。
第
九
回
総
会
は
、
第
五
回
臨
時
総
会
で
改
正
さ
れ
た
「
理
事
会
お
よ
び
海
上
安
全

(22) 

委
員
会
の
構
成
お
よ
び
規
模
と
そ
の
関
連
事
項
」
を
の
ぞ
き
、
次
の
よ
う
な

I
M
C
0
条
約
の
広
汎
な
改
正
案
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。

（
イ
）
第
一
・
三
・
十
ニ
・
十
六
・
ニ
十
ニ
・
ニ
十
四
・
ニ
十
五
・
ニ
十
六
・
ニ
十
七
・
ニ
十
九
．
―
―
-
+
•
三
十
三
・
三
十
四
・
―
―
―

十
八
・
三
十
九
•
四
十
二
•
四
十
―
―
-
•
五
十
二
•
五
十
五
条
の
修
正
。

（
ハ
）
新
し
く
第
八
部
と
第
九
部
を
設
け
、
第
八
部
に
は
新
規
定
の
第
三
十
三
条
＼
第
三
十
七
条
、
第
九
部
に
は
新
規
定
の
第
三
十

（
二
）
し
た
が
っ
て
現
行
の
第
八
部
＼
第
十
七
部
は
第
十
部
＼
第
十
九
部
へ
移
行
。

I
M
C
O
加

（
ホ
）
し
た
が
っ
て
現
行
の
第
三
十
三
条
＼
第
六
十
三
条
は
第
四
十
三
条
＼
第
七
十
三
条
へ
移
行
。

（
へ
）
し
た
が
っ
て
第
六
条
の
な
か
で
の
引
用
規
定
「
第
五
十
七
条
」
は
「
第
六
十
七
条
」
、
第
七
条
で
の
「
第
五
十
七
条
」
は
「
第

六
十
七
条
」
、
第
八
条
で
の
「
第
五
十
七
条
」
は
「
第
六
十
七
条
」
、
第
九
条
で
の
「
第
五
十
八
条
」
は
「
第
六
十
八
条
」
、
第
五

十
三
条
お
よ
び
第
五
十
四
条
（
新
第
六
士
―
一
条
お
よ
び
新
第
六
十
四
条
）
で
の

八
条
＼
第
四
十
二
条
を
追
加
。

（
口
）
第
七
部
に
新
規
定
の
第
三
十
―
一
条
を
追
加
。
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く
し
て
、
作
業
部
会
は
、

（
イ
）
技
術
協
力
委
員
会
の
主
要
機
関
と
し
て
の
制
度
化
と
関
連
条
項
の
改
正
、

（
口
）
第
二
条
の
削
除
、

す
時
間
が
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
九
回
総
会
は
、

(
C
)
 

な
お
、

に
よ
り
採
択
さ
れ
た
ー

で
の
「
第
五
十
七
条
」
は
「
第
六
十
七
条
」
に
修
正
。

条
（
新
第
六
十
六
条
）
で
の
「
第
五
十
五
条
」
は
「
第
六
十
五
条
」
、
第
五
十
八
条
（
新
第
六
十
八
条
）

「
第
六
十
七
条
」
、
第
五
十
九
条
（
新
第
六
十
九
条
）

で
の
「
第
五
十
八
条
」
は
「
第
六
十
八
条
」
、
第
六
十
条
（
新
第
七
十
条
）

（
卜
）
条
約
の
名
称
を
国
際
海
事
機
構
条
約

(
C
o
n
v
e
n
t
1
0
n
o
n
 the 
International 
M
a
n
h
m
e
 O
r
g
a
n
i
z
a
t
o
n
)
に
変
更
。

こ
の
一
九
七
五
年
十
一
月
十
四
日
付
の
第
九
回
総
会
決
議
第
三
五
八
号
(
I
M
C
O
¥
A
・

文
ら
es.
3
5
8
)
 

M
C
o
条
約
の
改
正
は
、
本
稿
執
筆
の
一
九
七
八
年
十
二
月
現
在
ま
だ
発
効
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

第
三
段
階

で
の
「
第
五
十
七
条
」
は

第
九
回
総
会
は
「
総
会
決
議
第
三
一
七
号
に
よ
る

I
M
C
o
条
約
の
改
正
案
を
検
討
す
る
た
め
の
臨
時
作
業
部
会
」
の
報
告
を
審
議

し
て
前
述
の
如
き
I
M
C
0
条
約
の
広
汎
な
改
正
案
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
が
、
な
お
若
干
の
条
項
に
つ
い
て
は
十
分
に
審
議
を
つ
く

会
を
制
度
化
す
る
た
め
の
改
正
案
、

そ
の
他
の

I
M
C
o
条
約
の
改
正
案
を
検
討
し
て
、
第
十
回
総
会
に
報
告
す
る
」
た
め
に
全
加
盟

(23) 

国
が
参
加
す
る
臨
時
作
業
部
会
を
一
九
七
七
年
の
初
め
に
召
集
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
九
回
総
会
決
議
第
三
五
九
号
に
よ
る
臨
時
作
業
部
会
は
、

「
第
二
条
•
第
四
十
条
•
第
五
十
二
条
の
改
正
案
、
技
術
協
力
委
員

I
M
C
0
加
盟
国
の
な
か
の
四
十
三
カ
国
が
参
加
し
て
一
九
七
七
年
一

月
三
十
一
日
か
ら
二
月
四
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
。
作
業
部
会
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
提
案
‘
技
術
協
力
委
員
会
第
十
三
会
期
で
の
フ
ラ
ン

ス
の
提
廷
‘
エ
ジ
プ
ト
の
見
知
‘
総
会
決
議
第
三
一
七
号
に
よ
る
臨
時
作
業
部
会
の
報
告
か
ら
の
一
部
崖
飩
‘
第
九
回
総
会
の
行
政
・

法
律
•
財
政
委
員
会
の
報
告
か
ら
の
一
部
抜
釈
、
第
九
回
総
会
の
要
録
か
ら
の
一
部
抜
釈
、
等
が
討
議
の
た
め
に
だ
さ
れ
て
い
た
。
か
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約
の
改
正
も
ま
だ
発
効
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
口
）
新
し
く
第
十
部
を
設
け
て
、

（
ハ
）
前
の
（
口
）
に
関
連
し
て
第
三
・
十
ニ
・
十
六
・
ニ
十
ニ
・
ニ
十
六
•
四
十
二
（
総
会
決
議
第
一
二
五
八
号
に
よ
る
改
正
で
の
第
五

十
二
条
）

（
ホ
）
前
の
（
口
）

に
関
連
し
て
第
三
五
八
号
改
正
の
第
十
部
＼
第
十
九
部
は
第
十
一
部
＼
第
二
十
部
へ
移
行
。

（
へ
）
前
の
（
イ
）
に
関
連
し
て
第
三
条
＼
第
三
十
一
条
は
条
文
の
ナ
ン
バ
ー
が
一
っ
ず
つ
く
り
あ
が
る

で
の
第
三
十
二
条
1
第
四
十
―
一
条
も
条
文
の
ナ
ン
バ
ー
が
一
っ
ず
つ
く
り
あ
が
る
）
。

（
卜
）
前
の
（
口
）
に
関
連
し
て
第
三
五
八
号
改
正
の
第
四
十
三
条
＼
第
七
十
三
条
は
第
四
十
七
条
＼
第
七
十
七
条
へ
移
行
。

（
チ
）
し
た
が
っ
て
各
条
項
の
な
か
で
引
用
さ
れ
て
い
る
条
項
の
条
文
ナ
ン
バ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
の
新
し
い
条
文
ナ
ン
バ
ー
に
修
正
。

（
リ
）
附
属
書
II
の
な
か
の
「
第
五
十
一
条
」
は
「
第
六
十
五
条
」
に
修
正
。

こ
の
一
九
七
七
年
十
一
月
十
七
日
付
の
第
十
回
総
会
決
議
第
四

0
0号
(
I
M
C
O
¥
A
.
X
/
R
e
s
.
 4
0
0
)

に
よ
り
採
択
さ
れ
た

I
M
C
0
条

（
二
）
第
一
•
ニ
―
•
四
十
五
（
第
三
五
八
号
改
正
の
第
五
十
五
条
）
•
五
十
―
一
条
（
第
一
二
五
八
号
改
正
の
第
六
十
―
一
条
）

•
四
十
三
条
（
第
一
一
＿
五
八
号
改
正
の
第
五
十
三
条
）
の
修
正
。

（
イ
）
第
二
条
の
削
除
。

（
ハ
）
第
四
十
条
（
総
会
決
議
第
三
五
八
号
に
よ
る
改
正
で
の
第
五
十
条
）
の
存
続
、

(30) 

（
ホ
）
そ
の
他
の
条
文
の
文
言
の
小
修
正
、
等
を
内
容
と
す
る
報
告
を
作
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
十
回
総
会
は
同
年
十
一
月
七
日
か
ら
十
七
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
。
第
十
回
総
会
は
、

(31) 

の
報
告
を
審
議
し
、
次
の
よ
う
な

I
M
C
o
条
約
の
改
正
案
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。

正
で
の
第
六
十
二
条
）
の
改
正
、

（
な
お
、
第
一
二
五
八
号
改
正

の
改
正
。

そ
の
議
題
十
三
と
し
て
臨
時
作
業
部
会
か
ら

こ
の
第
十
部
に
新
規
定
の
第
四
十
二
条
＼
第
四
十
六
条
を
追
加
。

（
二
）
第
五
十
二
条
（
総
会
決
議
第
三
五
八
号
に
よ
る
改
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る。

「
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正
第
十
八
条
」
で
詳
述
し
た
如
く
、

全
加
盟
国
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

(
3
1
)
I
M
C
O
¥
A
.
 

(
3
0
)
I
M
C
O
¥
W
G
I
C
 II/6. 

l
¥
R
e
v
.
 1. 

(
2
7
)
I
M
C
O
¥
W
G
I
C
 II/2. 
A
n
n
e
x
 
m. 

(
2
8
)
I
M
C
O
¥
W
G
I
C
 II¥2. 
A
n
n
e
x
 IV. 

(
2
9
)
I
M
C
O
¥
W
G
I
C
 II¥2. 
A
n
n
e
x
 V. 

x
¥
R
e
s
.
 400. 

I
M
C
0
条
約
の
全
面
的
改
正
の
第
一
段
階
で
あ
る
一
九
七
八
年
の

I
M
C
0
条
約
の
第
二
十
八
条
に
よ
っ
て
海
上
安
全
委
員
会
は

の
勧
告
的
意
見
は
、
全
加
盟
国
で
構
成
さ
れ
る
海
上
安
全
委
員
会
に
つ
い
て
は
モ
ハ
ヤ
そ
の
意
義
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

第
二
節
の
四
「
改
正
の
意
義
」
の

(
B
)

構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

(
2
6
)
I
M
C
O
¥
W
G
I
C
 I
I
/
W
P
.
 

(
2
5
)
I
M
C
O
¥
W
G
I
C
 II¥3・ 

(
2
2
)
I
M
C
O
¥
A
.
 
IX＼
R
e
s
.
 
358. 

(
2
3
)
I
M
C
O
¥
A
.
 
IX＼
R
e
s
.
 359. 
a
n
d
 R
e
s
.
 360. 

(
2
4
)
I
M
C
O
¥
W
G
I
C
 
l
¥
4
.
 
a
n
d
 
W
G
I
C
 I
I
¥
4
¥
l
.
 

(
2
1
)
I
M
C
O
¥
W
G
I
C
 
I
¥
4
.
 

一
九
五
八
年
の

I
M
C
o
条
約
の
改
正
第
十
七
条
お
よ
び

海
上
安
全
委
員
会
お
よ
び
理
事
会
の
改
組
の
意
義

一
九
六

0
年
の
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所

「
海
上
安
全
委
員
会
の
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前
述
の
如
く
、
総
会
決
議
第
三
一
四
号
に
よ
る
臨
時
作
業
部
会
で
、

問
題
は
い
ぜ
ん
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
I
M
C
o
条
約
の
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
は
、

改
正
第
十
八
条
に
よ
っ
．
て
、

と
こ
ろ
で
、

の
で
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
は
、

t
h
e
 

一
九
五
八
年
の

I
M
C
0
条
約
の
改
正
第
十
七
条
お
よ
び
改
正

そ
の
舞
台
が
海
上
安
全
委
員
会
か
ら
理
事
会
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述

の
如
く
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
は
一
九
七
八
年
の

I
M
C
0
条
約
の
第
二
十
八

条
に
よ
っ
て
海
上
安
全
委
員
会
に
つ
い
て
は
そ
の
意
義
を
失
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
め
ぐ
る
問
題

I
M
C
o
条
約
の
全
面
的
改
正
の
第
二
段
階
お
よ
び
第
三
段
階
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
補
助
機
関
で
あ
っ
た
法
律
委
員

会
•
海
洋
環
境
保
全
委
員
会
・
技
術
協
力
委
員
会
は
、
総
会
・
理
事
会
•
海
上
安
全
委
員
会
の
三
主
要
機
関
と
な
ら
ん
で
、
新
た
に

主
要
機
関
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
等
の
法
律
委
員
会
・
海
洋
環
境
保
全
委
員
会
・
技
術
協
力
委
員
会
は
い
ず
れ
も
全
加

「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

新
た
に
主
要
機
関
に
な
っ
た
法
律
委
員
会
•
海
洋
環
境
保
全
委
員
会
・
技
術
協
力
委
員
会
に
は
な
ん
ら
関
連
を
も
つ
も
の
で
は
な
い

前
述
の
如
く
「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
が
理
事
会
に
関
連
し
て
問
題
と
な
る
の

は
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
の
選
出
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

事
国
数
が
十
八
カ
国
か
ら
二
十
四
カ
国
に
な
っ
た
こ
と
を
除
い
て
は
、

第
十
八
条
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

盟
国
で
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

が
な
お
残
っ
て
い
る
と
し
た
ら
理
事
会
に
つ
い
て
で
あ
る
。

I
M
C
o
条
約
の
全
面
的
改
正
の
一
部
で
あ
る
一
九
七
八
年

(

C

)

種
理
事
国
を
六
カ
国
か
ら
十
ニ
カ
国
に
ふ
や
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
全
理

I
M
C
o
条
約
の
全
面
的
改
正
に
よ
っ
て
も
、

理
事
会
の
「
国
際
海
運
業
務
の
提
供

に
最
大
の
利
害
関
係
を
も
つ
国
」
と
し
て
の
(

a

)

種
理
事
国
の
選
出
に
つ
い
て
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
関
連
す
る

「

(a)
S
i
x
 
shall 
b
e
 c
h
o
s
e
n
 
a
m
o
n
g
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裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
は

「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
に
つ
い
て
の
国
際
司
法

(
d
)
種
理
事
国
と
い
う
枠
を
つ
く
る
問

l

.

」
と
い
う
改
正
案
を
提
出
し
た
。

S
t
a
t
e
s
 
w
i
t
h
 t
h
e
 
l
a
r
g
e
s
t
 
i
n
t
e
r
e
s
t
 
i
n
 p
r
o
V
J
d
i
n
g
 
m
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 s
e
r
v
i
c
e
s
 

I
M
C
o
条

約
の
全
面
的
改
正
の
一
部
で
あ
る
一
九
七
八
年
の

I
M
C
0
条
約
の
第
十
八
条
で
は
＝
a)
S
i
x
 s
h
a
l
l
 
b
e
 S
t
a
t
e
s
 
w
i
t
h
 t
h
e
 
l
a
r
g
e
s
t
 

i
n
t
e
r
e
s
t
 
i
n
 p
r
o
v
i
d
i
n
g
 i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
h
i
p
p
i
n
g
 s
e
r
v
i
c
e
s
」
L
J
介5
っ
て
「
c
h
o
s
e
n
a
m
o
n
g
」が
5

ス3
サ入―-＝日

ii
つ
ふ
か
わ
｝
ゎ
い
介
9

か
ゲ
っ
ヤ
い
叶
ツ
わ
5

ど
も
、
作
業
部
会
で
は
こ
の
ス
ペ
イ
ン
の
改
正
案
は
「
第
十
七
条
お
よ
び
第
十
八
条
の
文
言
と
本
機
構
の
実
行
と
を
一
致
さ
せ
る
」
も

び
旧
第
十
八
条
さ
ら
に
は
改
正
第
十
八
条
に
よ
る
理
事
会
の
(

a

)

種
理
事
国
の
選
出
に
あ
た
っ
て
、
最
大
船
腹
登
録
国
の
上
位
（
時

に
は
文
字
ど
お
り
最
大
で
あ
る
第
一
位
）

の
リ
ベ
リ
ャ
を
除
く
上
位
六
カ
国
を
当
選
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

I
M
C
o
条
約
の
旧
第
十
七
条
お
よ
び
旧
第
十
八
条
の
も
と
で
は
理
事
会
が
、

ま
た
一
九
五
八
年
の

I
M
C
0
条
約
の
改
正
第
十
八
条

の
も
と
で
は
総
会
が
、
条
文
の
文
言
が
「
shall

b
e
 c
h
o
s
e
n
 a
m
o
n
g
J
で
は
な
く
「
s
h
a
l
l

b
e
」
と
な
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
は
最
大
船
腹

登
録
国
の
な
か
か
ら
選
出
し
、
結
果
と
し
て
最
大
船
腹
登
録
国
の
リ
ベ
リ
ャ
を
除
外
す
る
と
い
う
選
択
の
自
由
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

I
M
C
o
条
約
の
全
面
的
改
正
の
一
部
で
あ
る
一
九
七
八
年
の

I
M
C
o
条
約
の
第
十
八
条
の
も
と
で
も
、
総

会
が
最
大
船
腹
登
録
国
の
上
位
六
カ
国
を
そ
の
ま
ま
(

a

)

種
理
事
国
と
し
て
選
出
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
九
七
八
年
の

I
M
C
o
条
約
の
第
十
八
条
で
(

C

)

種
理
事
国
が
十
ニ
カ
国
に
ふ
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
便
宜
置
籍
船
国
の
リ
ベ
リ

ヤ
ま
た
は
パ
ナ
マ
が
他
の
開
発
途
上
国
と
と
も
に
(

C

)

種
理
事
国
に
選
出
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
ふ
え
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
関
連
し
て
の
(

a

)

種
理
事
国
の
選
出
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
便
宜
置
籍
船
国
を
含

む
開
発
途
上
国
の
た
め
に
(

C

)

種
理
事
国
の
数
を
サ
ラ
に
ふ
や
し
た
り
ま
た
は
新
た
に

題
に
埋
没
し
て
顕
在
化
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
と
い
う
問
題
の
背
後
に
あ
る
便
宜
置
籍
船
の
問
題
す
な
わ
ち
便
宜
置
籍
に

の
で
あ
る
と
し
て
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
本
機
構
の
実
行
」
と
は
、

一
九
五
八
年
の

一
九
五
八
年
の

I
M
C
o
条
約
の
旧
第
十
七
条
お
よ
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に
紆
余
曲
折
の
道
を
た
ど
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

関
連
し
て
の
「
船
籍
と
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
の
問
題
に
な
ん
ら
の
回
答
も
あ
た
え
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

「
船
籍
と
ジ
ェ
ヌ
イ

ン
・
リ
ン
ク
」
の
問
題
を
回
避
し
た
こ
と
に
よ
り
I
M
C
O
と
く
に
海
上
安
全
委
員
会
お
よ
び
理
事
会
の
構
成
と
理
事
国
の
選
出
方
法
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「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
が
国
家
と
船
舶
と
の
間

1

「
特
に
」
と
い
う
言
葉
を
つ

「
公
海
に
関
す
る
条
約
」
の
第
五
条
一
項
に
は
「
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
し
て
お
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
特
に
、

そ
の
国
家
は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て
、
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問

題
に
つ
い
て
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
有
効
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
船
舶
に
対
す
る
自
国
の
国
籍
の
許
与
、

自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
条
件
を
定
め
る
こ
と
を
各
国
に
ま
か
せ
て
は
お

「
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
な
ら
ば
、

イ
ン
・
リ
ン
ク
」
の
存
在
は
国
家
が
船
舶
に
対
し
て
船
籍
付
与
の
た
め
の
要
件
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議
の
「
公
海
に
関
す
る
条
約
」
の
草
案
の
準
備
に
あ
た
っ
た
国
連
の
国
際
法
委
員
会
や
第

一
次
国
連
海
洋
法
会
議
で
公
海
の
一
般
制
度
を
分
担
し
た
第
一
一
委
員
会
の
論
議
の
経
過
を
み
て
み
る
と
、

の
間
に
は
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
の
前
に
「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

家
的
属
性
が
他
の
国
家
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
」
と
い
う
所
謂
「
不
承
認
条
項
」
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
果
と

し
て
「
公
海
に
関
す
る
条
約
」
第
五
条
第
一
項
か
ら
こ
の
所
謂
「
不
承
認
条
項
」
は
削
除
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
「
そ
の
国
家
の
そ
の

船
舶
と
の
間
に
は
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
」
と
し
た
後
に
、

づ
け
て
「
そ
の
国
家
は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
管
轄
権
及
び
管
理
権

を
有
効
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

る
が

「
公
海
に
関
す
る
条
約
」

の
第
五
条

（

付

）

便

宜

置

籍

船

「
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と

そ
の
船
舶
の
国

「
ジ
ェ
ヌ



勧
告
的
意
見
の
な
か
で
、

「
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
」
と
い
う
問
題
の
背
後

に
存
在
す
べ
き
船
籍
許
与
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
の
か
、
国
家
が
船
籍
許
与
後
に
自
国
船
籍
の
船
舶
に
対
し
て
行
政
的
・
技
術
的
・
社

会
的
問
題
に
つ
い
て
有
効
に
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
行
使
す
べ
き
義
務
を
さ
だ
め
た
も
の
な
の
か
の
、
解
釈
上
の
対
立
が
生
じ
た
の
で

政
府
間
海
事
協
議
機
構
の
海
上
安
全
委
員
会
の
構
成
に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見

政
府
間
海
洋
協
議
機
構
が
正
式
に
発
足
し
て
の
最
初
の

I
M
C
0
総
会
が
一
九
五
九
年
一
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
が
、

C
0
の
主
要
機
関
で
あ
る
海
上
安
全
委
員
会
の
十
四
理
事
国
の
中
の
最
大
船
腹
保
有
国
た
る

8
理
事
国
の
選
挙
に
あ
た
っ
て
、

国
と
い
わ
れ
る
リ
ベ
リ
ヤ
は
第
3
位、

I
M
 

。
ハ
ナ
マ
は
第
八
位
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
の
結
果
は
リ
ベ
リ
ャ
も
パ
ナ
マ
も
最
大

こ
の
問
題
は

I
M
C
0
総
会
か
ら
国
際
司
法
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
が
も
と
め
ら
れ
、
国
際
的
司
法
裁
判
所
は
一
九
六

0
年
六
月
に

「
I
M
C
0
の
海
上
安
全
委
員
会
は

I
M
C
0
条
約
に
準
拠
し
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
勧
告
的
意
見
を
表
明
し
て
、
第
一
回

I
M
C
0
総
会
の
海
上
安
全
委
員
会
の
理
事
国
選
挙
、
す
な
わ
ち
第
三
位
の
リ
ベ
リ
ヤ
及
び
第
八
位
の
パ
ナ
マ
を
最
大
船
腹
保
有
国
た

る
八
理
事
国
に
選
ば
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
否
定
的
意
見
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、

「
最
大
船
腹
保
有
国
は
当
該
国
家
に
登
録
せ
ら
れ
た
ト
ン
数
を
も
っ
ぱ
ら
基
準
と
し
て
決
定
せ
ら
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
か
ら
、
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
て
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
問
題
に
こ
た
え
る
た
め
に
い
ま
さ
ら
ジ
ェ
ヌ

イ
ン
・
リ
ン
ク
に
も
と
づ
く
主
張
を
検
討
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
」
と
し
て
、

に
あ
る
便
宜
置
籍
船
の
問
題
、
す
な
わ
ち
便
宜
置
籍
に
関
連
し
て
の
「
船
籍
と
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
の
問
題
に
な
ん
ら
の
回
答
も

船
腹
保
有
国
た
る
八
理
事
国
に
は
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

船
腹
保
有
国
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の

ロ
イ
ド
船
級
協
会
の
船
舶
登
録
統
計
表
に
よ
る
と
、
便
宜
置
籍
船

あ
っ
た
。

「
最
大
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第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
の
改
訂
非
公
式
単
一
交
渉
草
案

た
の
は
第
二
委
員
会
で
あ
っ
た
。
総
括
報
告
者
ラ
ト
レ
ー
に
よ
る
第
一
会
期
及
び
第
二
会
期
に
お
け
る
海
洋
法
会
議
の
活
動
の
報
告
書

ヽ

t
r
e
n
d
s
)
に
よ
る
と

P
a
r
t

VII H.,gh 
S
e
a
s
 
a
n
d
 T
r
a
n
s
m
1
s
s
1
o
n
 

に
は
、
「
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
す
る
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
の
有
効

な
管
轄
権
及
び
管
理
権
の
行
使
」
に
つ
い
て

P
r
o
v
i
s
i
o
n
1
4
2
.
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
 1
4
6
 

す
る
規
定
で
あ
る

P
r
o
v
i
s
i
o
n
140
は
「
公
海
に
関
す
る
条
約
」
の
第
五
条
一
項
と
一
言
一
句
同
様
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
後
も
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
審
議
の
「
た
た
き
台
」
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
、
改
訂
非
公
式
単
一
交

渉
草
案
に
よ
る
と
、
第
五
部
「
公
海
」
の
第
一
章
「
一
般
規
定
」
の
第
七
九
条
（
船
舶
の
国
籍
）

対
す
る
自
国
籍
の
許
与
、
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
、
及
び
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
条
件
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
船
舶
は
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
権
利
が
あ
る
国
家
の
国
籍
を
保
有
す
る
。
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
ジ
ェ
ヌ

イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
な
っ
て
お
り
、
第
八
二
条
（
旗
国
の
義
務
）
の
一
項
に
「
す
べ
て
の
国
家

は
、
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
対
し
て
、
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
有
効
に
行
使
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、

ン
ク
」
と
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
の
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
の
行
使
」
と
を
「
特
に
」
と
い
う
文
言
で
結
び

つ
け
て
い
た
が
、
改
訂
非
公
式
単
一
交
渉
草
案
の
第
七
九
条
（
船
舶
の
国
籍
）
で
は
、

f
r
o
m
 t
h
e
 
H
i
g
h
 S
e
a
s
 

の
中
の
第
二
委
員
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー

(
m
a
i
n

現
在
な
お
開
催
さ
れ
て
い
る
第
3
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
は

あ
た
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
そ
の
国
家
と
そ
の
船
舶
と
の
間
に
は
ジ
ェ
ヌ

「
公
海
に
関
す
る
条
約
」
第
五
条
一
項
が
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ

で
は
第
一
項
は
「
各
国
は
、
船
舶
に

等
に
定
め
て
い
る
が
、

「
船
舶
の
国
籍
」
に
関

「
船
舶
の
国
籍
」
を
含
む
「
公
海
」
の
項
目
を
審
議
し
て
い
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b
 

a
 

て
、
私
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
の
発
言
の
結
び
と
す
る
。

機
会
に
私
見
を
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
が

船
舶
に
対
し
て
の
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
有
効
な
管
轄
権
及
び
管
理
権
を
行
使
す
べ
き
義
務
で
あ
る
と
は
解
釈
で

き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
は
国
家
と
船
舶
と
の
間
に
存
在
す
べ
き
船
籍
許
与
の
た
め
の
要
件
と
解
釈
せ

こ
の
よ
う
に
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
が
国
家
と
船
舶
と
の
間
に
存
在
す
べ
き
船
籍
許
与
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
は
い
え
、

そ
れ
で
は
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
船
籍

許
与
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
と
は
具
体
的
に
な
ん
で
あ
る
の
か
、
ま
た
な
ん
で
あ
る
べ
き
か
の
問
題
は
決

し
て
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
船
籍
許
与
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
他
の

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
に
つ
い
て
以
下
に
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ

船
舶
の
「
国
籍
」
と
自
然
人
の
「
国
籍
」
と
は
同
じ
「
国
籍
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
も
全
く
異
な
る
概
念
で
あ
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
人
の
「
国
籍
」
の
許
与
•
取
得
に
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
ま
た
は
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
コ
ネ

ク
シ
ョ
ン
」
が
要
件
と
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
船
舶
の
「
国
籍
」
の
許
与
を
要
件
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
？

船
舶
の
所
有
権
や
受
益
的
所
有
権
、
船
会
社
の
株
主
の
国
籍
、
船
会
社
の
主
要
な
役
員
の
国
籍
、
船
会
社
の
営
業
と
実
効
的
管
理

の
主
た
る
場
所
、
船
舶
の
船
長
・
士
官
・
乗
組
員
等
の
国
籍
と
そ
の
構
成
比
率
、
等
々
を
船
籍
許
与
の
要
件
た
る
「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・

四

結

五ロ-W" 

ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

管
理
権
の
行
使
」
を
削
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
は
、
国
家
が
船
籍
許
与
後
に
自
国
籍
の

イ
ン
・
リ
ン
ク
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
で
終
っ
て
、

「
行
政
的
・
技
術
的
・
社
会
的
問
題
に
つ
い
て
の
有
効
な
管
轄
権
及
び

45
 

ー



c
 な

い
が
、
他
方
で
は
、
改
訂
非
公
式
単
一
交
渉
草
案
の
第
八
二
条
（
旗
国
の
義
務
）
と
と
も
に
、
海
洋
環
境
、
船
員
労
働
、
船
舶
の

構
造
・
設
備
、
船
員
の
技
術
の
教
育
向
上
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
船
舶
に
対
す
る
有
効
な
管
轄
権
及

び
管
理
権
の
行
使
の
問
題
の
解
決
を
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？

あ
る
。

リ
ン
ク
」
と
す
る
こ
と
が
、
他
の
経
済
活
動
の
分
野
に
お
い
て
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
多
国
籍
企
業
と
の
関
連
に
お
い
て
問

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
の
問
題
は
、
国
連
の
国
際
法
委
員
会
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
以
来
す
で
に
四
分
の
一
世
紀
を
こ
え
て
い
る
の
で

「
ジ
ェ
ヌ
イ
ン
・
リ
ン
ク
」
に
つ
い
て
の
必
要
か
つ
重
要
性
か
ら
そ
の
今
後
の
継
続
的
解
明
や
論
議
を
否
定
す
る
も
の
で
は

題
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
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第

二

編

犯

罪

人

引

渡





引
渡
す
こ
と
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
犯
罪
人
引
渡
は
、
通
常
二
つ
の
国
家
の
間
に
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
し
て
、

て
行
わ
れ
て
い
る
。
グ
ロ
チ
ュ
ウ
ス
(
G
r
o
t
i
u
s
)

や
ヴ
ァ
ッ
テ
ル

(Vattel)

等
の
学
者
は
、
犯
罪
人
の
引
渡
は
一
般
国
際
法
に
基
く
権

(
1
)
 

利
ま
た
は
義
務
で
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
締
結
さ
れ
て
お
ら
な
い
国
家
の
間
に
犯
罪
人
引
渡
が
行
わ
れ
た
こ
と
も

(
2
)
 

し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
し
か
し
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
し
て
お
ら
な
い
外
国
か
ら
犯
罪
人
の
引
渡
を
要
求
せ
ら
れ
て
こ
れ
を
引
渡
し

(
3
)
 

た
場
合
は
、
人
道
・
友
好
関
係
の
維
持
そ
の
他
の
考
慮
か
ら
国
際
礼
譲

(
c
o
m
i
t
y
of 
n
a
t
i
o
n
s
)

と
し
て
で
あ
り
、
通
説
は
、
犯
罪
人

引
渡
を
義
務
と
す
る
一
般
国
際
法
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
犯
罪
人
引
渡
は
条
約
上
の
義
務
と
し
て
の
み
存
在
し
、
従
っ
て
か
か
る
条
約

犯
罪
人
引
渡
と
は
、

一
国
の
刑
法
そ
の
他
の
法
に
ふ
れ
た
犯
罪
人
が
他
国
に
あ
る
時
、
後
者
が
前
者
の
要
求
に
よ
り
こ
の
犯
罪
人
を

第
一
節

第
五
節
自
国
民
不
引
渡

第
四
節
政
治
犯
不
引
渡

第
三
節

引

渡

犯

罪

第

二

節

沿

革

第
一
節

意

第
一
章

義

意

義

犯

罪

人

弓l

渡

こ
の
条
約
に
基
い
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第

二

節

沿

を
締
結
し
て
お
ら
な
い
場
合
に
は
、
（
道
徳
的
義
務
は
別
と
し
て
も
）
法
的
義
務
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
ぺ
て
の
国
家
が
、
自
国
の
刑
法
そ
の
他
に
ふ
れ
た
犯
罪
人
の
み
な
ら
ず
、
犯
罪
行
為
地
の
い
ず
れ
た
る
を
問
わ
ず
他
国
の
刑
法
そ

の
他
に
ふ
れ
た
す
べ
て
の
犯
罪
人
を
、

革

そ
の
犯
罪
人
が
自
己
の
管
轄
権
内
に
あ
る
限
り
は
こ
れ
を
罰
し
て
、
犯
罪
必
罰
の
精
神
を
実
現

す
る
な
ら
ば
、
犯
罪
人
引
渡
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
大
多
数
の
国
は
、
自
国
内
で
行
わ
れ
た
犯
罪
は
自
国

の
刑
法
そ
の
他
を
適
用
し
て
処
罰
し
、
領
土
外
の
犯
罪
は
自
国
及
び
自
国
民
の
利
益
に
甫
大
な
害
を
お
よ
ぼ
す
一
部
の
犯
罪
の
み
を
罰

し
て
お
り
、
ま
た
英
米
の
如
き
若
干
の
国
は
領
土
外
の
犯
罪
は
こ
れ
を
罰
し
な
い
法
制
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
犯
罪
必
罰
の
精

神
に
反
し
て
、
犯
罪
人
に
し
て
他
国
に
逃
亡
し
た
る
も
の
で
全
然
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
故
、
犯
罪
人
引

渡
が
国
際
社
会
に
行
わ
れ
る
目
的
の
―
つ
は
、

国
家
（
通
常
犯
罪
行
為
地
国
）
で
あ
り
、

こ
の
犯
罪
必
罰
の
精
神
に
基
く
犯
罪
の
鎮
圧
・
秩
序
の
維
持
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
犯
罪

必
罰
の
精
神
が
完
全
に
実
現
さ
れ
る
に
し
て
も
、

そ
の
犯
罪
の
被
害
を
直
接
に
且
つ
最
も
大
き
く
蒙
る
の
は
そ
の
刑
法
を
お
か
さ
れ
た

そ
の
犯
罪
人
の
審
理
・
裁
判
・
処
罰
を
最
も
有
効
且
つ
確
実
に
行
い
う
る
の
も
こ
の
犯
罪
行
為

地
国
で
あ
る
。
こ
れ
が
犯
罪
人
引
渡
が
国
家
間
に
行
わ
れ
る
目
的
の
第
二
で
あ
る
。
ビ
ヨ
ー

(Billot)
は
、
犯
罪
人
引
渡
の
目
的
と
し

(

4

)

 

て
属
地
権
限
の
適
用
の
確
保
・
犯
罪
の
鎮
圧
・
秩
序
の
維
持
等
を
あ
げ
て
お
り
、
モ
ア
ー

(
M
o
o
r
e
)
も
、
犯
罪
鎮
圧
は
す
べ
て
の
国

家
の
共
通
の
関
心
事
で
あ
り
、
犯
罪
人
引
渡
は
す
べ
て
の
国
家
に
同
様
に
利
益
と
な
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
四
の
政
治
犯
不
引

渡
で
述
べ
る
如
く
、
最
初
は
外
国
の
刑
罰
権
の
実
現
の
た
め
の
国
家
の
外
国
へ
の
奉
仕
と
い
う
こ
と
も
、
犯
罪
人
引
渡
の
目
的
の
一
っ

と
な
っ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
こ
の
目
的
は
そ
の
意
義
を
失
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

犯
罪
人
引
渡
は
、
古
代
か
ら
国
家
の
間
に
行
わ
れ
て
い
た
。
西
暦
紀
元
前
―
二
九
一
年
(
-
三
二
七
年
と
も
い
わ
れ
る
）

に
、
古
代
エ
ジ
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プ
ト
の
ラ
ム
セ
ズ

(
R
a
m
e
s
e
s
)

二
世
と
ヒ
ッ
タ
イ
ト
(
H
i
t
t
i
t
e
s
)

王
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
友
好
同
盟
条
約
の
中
に
、
今
日
知
ら
れ

(Lfi} 

て
い
る
中
で
最
古
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
犯
罪
人
引
渡
条
項
か
み
ら
ォ
ま
た
ロ
ー
マ
法
の
中
に
は
犯
罪
人
引
渡
を
規
定
し
た
も
の

か
あ
り
、
フ
ェ
チ
ア
ー
レ
ス

(
F
e
c
i
a
l
e
s
)
と
い
う
ロ
ー
マ
の
神
官
に
犯
罪
人
引
渡
の
権
限
を
み
と
め
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

右
の
今
日
知
ら
れ
て
い
る
中
で
最
占
の
犯
罪
人
引
渡
条
項
を
含
む
条
約
は
、
後
述
す
る
政
治
犯
不
引
渡
の
規
定
を
含
ん
で
い
る
が
故

に
例
外
的
現
象
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
を
除
い
て
一
般
に
一
八
世
紀
以
前
に
於
い
て
は
、
国
家
間
の
犯
罪
人
引
渡
は
む
し
ろ
政
治
犯

に
つ
い
て
行
わ
れ
、
普
通
犯
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
、
た
。

と
は
、
亡
命
と
い
う
行
為
に
よ
り
自
ら
自
己
に
充
分
な
刑
罰
を
課
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
各
国
の
君
主
は
自
国
の
国
境
外
の
秩

序
の
維
持
に
は
な
ん
ら
の
貨
任
も
利
害
も
感
ぜ
ず
、
君
主
を
し
て
逃
亡
犯
罪
人
に
対
し
て
無
関
心
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

一
八
世
紀
以
前
に
は
、
各
国
の
君
主
は
犯
罪
人
の
引
渡
を
要
求
す
る
こ
と
を
殆
ん
ど
あ
き
ら
め
、
他
国
に
引
渡
要
求
を
な
す
の
は
、
自

己
の
存
立
に
屯
大
な
影
臀
を
及
ほ
し
、
そ
の
犯
人
に
対
し
て
大
き
な
憎
悪
を
も
ち
、
単
に
亡
命
と
い
う
刑
罰
で
は
あ
き
た
ら
な
い
政
治

犯
の
場
合
だ
け
で
あ
っ
が
、
。
ま
た
他
方
、
犯
罪
人
の
留
っ
て
い
る
国
家
の
君
主
に
し
て
も
、
同
様
に
他
国
の
秩
序
維
持
に
は
殆
ん
ど
貨

任
も
利
害
も
感
ぜ
ず
、

か
か
る
犯
罪
人
か
自
国
の
秩
序
を
乱
さ
さ
る
限
り
、

こ
れ
を
自
ら
処
罰
す
る
こ
と
も
、

ま
た
引
渡
要
求
も
な
い

の
に
相
手
国
に
引
渡
す
必
要
も
な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
庇
隠
権

(
t
h
e
r
i
g
h
t
 
of 
a
s
y
l
u
m
)

に
よ
り
こ
れ
に
庇
護
を
あ
た
え
る
傾
向
に

に
政
治
犯
か
ら
普
通
犯
に
ま
で
ひ
ろ
が
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
国
家
の
属
―
地
主
権
に
基
く

庇
隠
権
の
害
悪
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
及
び
各
国
の
裁
判
制
度
の
改
善
に
よ
り
従
前
よ
り
感
ぜ
ら
れ
て
い
た
外
国
の
司
法
に
対
す

(11) 

る
不
信
が
軽
減
し
た
こ
と
、
国
際
交
通
が
漸
進
的
に
発
達
す
る
に
つ
れ
て
犯
罪
人
が
外
国
に
逃
亡
す
る
機
会
が
多
く
な
っ
た
こ
と
、
及

か
く
の
如
く
、
古
く
は
犯
罪
人
引
渡
は
政
治
犯
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
が

あ
っ
た
。

一
七
世
紀
の
終
り
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
次
第

一
八
世
紀
以
前
に
於
い
て
は

犯
罪
人
が
国
外
に
逃
亡
す
る
こ
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び
外
国
の
安
全
に
も
は
や
無
関
心
で
は
お
ら
れ
ず
、
政
治
犯
の
み
な
ら
ず
普
通
犯
の
引
渡
が
国
際
社
会
の
共
同
の
利
益
で
あ
る
と
い
う

と

(
1
2
}
 

確
信
が
生
じ
て
き
た
こ
と
犯
罪
人
引
渡
が
迅
速
・
簡
便
に
且
つ
費
用
も
少
く
て
行
い
う
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
等
が
あ
げ
ら

犯
罪
人
引
渡
は
、

逆
に
政
治
犯
不
引
渡
と
い
う
事
態
が
生
じ
、

述
す
る
故
、

か
く
の
如
く
政
治
犯
引
渡
か
ら
す
べ
て
の
犯
罪
人
の
引
渡
に
ま
で
発
展
し
た
が
、

さ
ら
に
一
九
世
紀
に
入
る
と
、

ま
た
一
八
世
紀
に
は
自
国
民
不
引
渡
と
い
う
主
義
も
発
生
し
た
が
、

こ
れ
等
の
問
題
は
後

こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
か
か
る
犯
罪
人
引
渡
は
、
前
述
の
如
く
、
国
家
間
に
犯
罪
人
引
渡
条
約
（
ま
た
は
条
項
）
が
締
結
さ

れ
て
お
る
場
合
に
は
条
約
上
の
義
務
と
し
て
、
ま
た
か
か
る
条
約
が
な
い
国
家
の
間
で
は
（
こ
の
場
合
の
方
が
多
か
っ
た
が
）
、
国
際
礼
譲

と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
鉄
道
や
大
洋
横
断
汽
船
さ
ら
に
電
信
の
発
明
等
に
よ
る
交
通
通
信
機
関
の
躍
進
的
発
達
に
よ
り
、

紀
後
半
に
な
る
や
、
前
述
の
犯
罪
人
引
渡
が
政
治
犯
引
渡
か
ら
普
通
犯
引
渡
に
ま
で
拡
大
し
て
行
っ
た
理
由
が
ま
す
ま
す
痛
感
さ
れ
、

国
際
的
に
は
犯
罪
人
引
渡
条
約
が
国
家
間
に
飛
躍
的
に
多
く
締
結
さ
れ
、
国
内
的
に
は
外
国
に
犯
罪
人
を
引
渡
す
手
続
や
次
に
述
べ
る

引
渡
犯
罪
等
を
規
定
し
た
犯
罪
人
引
渡
法
令
な
る
特
別
の
国
内
法
が
相
つ
い
で
制
定
さ
れ
る
に
至
屈
‘

今
日
各
国
家
の
間
に
効
力
の
あ
る
犯
罪
人
引
渡
条
約
は
、
大
部
分
一
九
世
紀
後
半
ま
た
は
二

0
世
紀
初
頭
の
も
の
で
あ
り
、
犯
罪
人

引
渡
法
令
も
若
干
の
修
正
は
な
さ
れ
て
い
る
が
同
様
で
あ
る
。
し
か
も
、

お
の
お
の
相
異
が
あ
り
、
統
一
の
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
や
ヴ
ァ
ー
プ
ル
等
の
学
者
は
、
犯
罪
必
罰
の
精
神
の
完
全
な

実
現
の
た
め
に
今
日
要
請
さ
れ
て
お
り
し
か
も
近
い
将
来
実
現
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
全
文
化
国
家
を
そ
の
当
事
者
と
す
る
国

（、翌

際
的
引
渡
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
お
る
力
し
か
し
犯
罪
人
引
渡
の
制
度
の
現
状
は
、

(
1
6
)
 

進
歩
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
国
際
的
引
渡
条
約
の
で
き
る
可
能
性
な
し
と
の
主
張
も
あ
る
。

な
る
制
度
が
、
国
際
的
及
び
国
内
的
に
一
応
確
立
し
た
時
代
で
あ
る
。

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
犯
罪
人
引
渡
条
約
や
法
令
は
、

そ
の
詳
細
に
関
し
て

一
九
世
紀
後
半
よ
り
そ
れ
程

一
九
世
紀
後
半
は
犯
罪
人
引
渡

一
九
世
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き
犯
罪
を
通
常
定
め
て
い
る
。

こ
れ
を
引
渡
犯
罪
と
称
す
る
。

前
述
の
如
く
、
国
家
は
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
よ
っ
て
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
以
上
は
、
如
何
な
る
犯
罪
人
に
つ
い
て
も
引
渡
を
拒
絶

し
う
る
し
、
ま
た
国
内
法
に
よ
り
制
限
を
課
せ
ら
れ
て
な
い
限
り
は
、

あ
る
。
し
か
し
今
日
国
家
は
、

し
か
る
に
、
未
だ
世
界
の
国
々
は
統
一
さ
れ
た
刑
法
を
も
た
ず
、

そ
の
適
当
と
考
え
る
如
何
な
る
犯
罪
人
を
も
引
渡
し
う
る
の
で

そ
の
犯
罪
人
引
渡
法
令
の
中
に
、
ま
た
外
国
と
締
結
す
る
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
中
に
、
引
渡
を
な
す
べ

そ
れ
ぞ
れ
に
若
干
の
相
異
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

ま
た
言
語
の
相

異
、
さ
ら
に
は
異
っ
た
国
民
が
同
じ
言
語
で
同
一
の
言
葉
を
使
っ
て
も
そ
の
意
味
が
異
る
こ
と
に
よ
り
、
条
約
に
列
挙
さ
れ
た
引

渡
犯
罪
の
解
釈
に
つ
い
て
問
題
が
起
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
引
渡
請
求
国
が
列
挙
さ
れ
た
あ
る
引
渡
犯
罪
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

引
渡
を
要
求
し
て
も
、
被
請
求
国
で
は
そ
の
行
為
が
指
示
さ
れ
た
引
渡
犯
罪
に
は
該
当
し
な
い
場
合
が
起
る
。
引
渡
犯
罪
は
、
被
請
求

(、叩）、

国
の
法
よ
り
も
請
求
国
の
法
に
よ
り
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
力
自
国
の
法
で
犯
罪
と
し
て
処
罰
し
な
い
行

為
を
な
し
た
も
の
を
他
国
に
引
渡
す
こ
と
は
、
結
局
国
家
と
し
て
罪
刑
を
認
め
な
い
も
の
の
処
罰
に
力
を
か
す
こ
と
に
な
り
、
罪
刑
法

(18) 

定
主
義
に
そ
む
く
が
故
に
、
両
方
の
国
の
法
に
よ
り
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
引
渡
請
求
国
は
、
引
渡
要
求
を
な
す
に
あ
た
り
、
単
に
あ
る
行
為
で
自
国
の
法
に
ふ
れ
る
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
被
請
求
国
が
指
示
さ
れ
た
引
渡
犯
罪
に
合
致
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
足
る
材
料
を
被
請
求
国
に
提
供
し
、

ま
た
引

渡
を
要
求
さ
れ
た
個
人
が
そ
の
引
渡
犯
罪
以
外
の
犯
罪
で
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
を
被
請
求
国
に
保
障
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

今
日
、
犯
罪
人
引
渡
法
令
や
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
中
に
は
こ
の
趣
旨
の
規
定
を
挿
人
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
後
者
の
規
定
に
違
反
し

(19) 

こ
の
個
人
の
釈
放
を
要
求
し
う
る
。

て
引
渡
犯
罪
以
外
で
審
理
処
削
し
た
場
合
に
は
、
引
渡
国
は
、

第

二

節

引

渡

犯

罪

こ
の
裁
判
に
干
渉
し
、
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渡
を
認
め
て
い
た
。
し
か
る
に
、

慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
態
は
長
く
続
き
、

犯
罪
人
引
渡
法
令
及
び
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
中
に
は
、
政
治
犯
罪
人
を
引
渡
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
規
定
が
挿
入
さ
れ
る
の
が
今
日

で
は
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
を
政
治
犯
不
引
渡
と
い
い
、
次
の
自
国
民
不
引
渡
と
共
に
、
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
及
び
自
国
民
不
引
渡
の

原
則
と
通
常
い
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
規
範
的
意
味
で
の
「
原
則
」
で
は
な
く
、
従
っ
て
政
治
犯
不
引
渡
の
主
義
及
び
自
国
民
不
引

渡
の
主
義
と
い
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
政
治
犯
不
引
渡
の
主
義
の
根
拠
と
し
て
は
、
外
国
に
亡
命
す
る
こ
と
自
体
が
処
罰
と
な

る
と
い
う
亡
命
受
刑
説
、
引
渡
請
求
国
が
残
忍
且
つ
不
正
義
な
方
法
で
鎮
圧
す
る
か
ら
と
い
う
請
求
国
の
鎮
圧
不
正
義
説
、

に
庇
護
を
求
め
る
敗
者
の
信
任
を
裏
切
る
べ
か
ら
ず
と
す
る
信
任
者
庇
護
説
、
政
治
犯
罪
の
犯
罪
性
は
国
際
的
に
普
遍
絶
対
性
を
も

つ
も
の
で
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
政
治
犯
罪
相
対
性
説
、
外
国
の
政
治
闘
争
に
ま
き
こ
ま
れ
な
い
よ
う
に
せ
ん
と
す
る
不
干
渉
説
、

動
機
尊
重
説
、
等
々
が
あ
げ
ら
れ
て
い
孜
。
そ
の
他
確
信
犯
罪
説
や
、
ま
た
外
交
政
策
の
考
慮
に
基
く
と
い
う
説
も
あ
在
6

す
で
に
述
べ
た
如
く
、
犯
罪
人
引
渡
は
主
と
し
て
政
治
犯
の
引
渡
に
始
っ
た
の
で
あ
り
、
外
国
の
君
主
に
「
そ
の
御
機
嫌
を
と
り
む

(22) 

す
ぶ
た
め
に
そ
の
政
治
上
の
敵
を
引
渡
す
こ
と
」
は
、
そ
の
国
に
対
す
る
奉
仕
と
し
て
の
奴
果
が
大
で
あ
る
と
い
う
外
交
政
策
上
の
考

一
九
世
紀
に
入
る
や
、

義
・
絶
対
主
義
に
対
す
る
革
命
が
相
つ
い
で
起
り
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
を
そ
の
前
兆
と
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
わ
た
り
専
制
主

フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
そ
の
他
革
命
に
よ
っ
て
政
体
の
変
革
を
行
っ
た
国
々
は
勿

論
、
英
国
・
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
プ
ロ
シ
ャ
等
の
国
々
で
も
、

を
主
張
し
、
憲
法
・
犯
罪
人
引
渡
法
令
そ
の
他
の
国
内
法
で
こ
の
こ
と
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
外
国
に
対
す
る
奉
仕
と

し
て
の
政
治
犯
の
引
渡
が
、
む
し
ろ
悪
い
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
外
交
政
策
上
の
考
慮
や
、
そ
の
他
前
に
述
べ
た
若
干
の
根
拠
か
ら
で

第
四
節
政
治
犯
罪
不
引
渡

一
六
・
七
世
紀
の
学
者
（
例
え
ば
グ
ロ
チ
ュ
ウ
ス
）
は
、

そ
の
領
土

む
し
ろ
政
治
犯
の
引

い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
で
告
発
さ
れ
た
人
々
に
庇
護
を
あ
た
え
る
べ
き
こ
と
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い
と
い
う
提
案
を
行
わ
ん
と
し
た
ロ
シ
ャ
の
計
画
、

れ
、
ベ
ル
ギ
ー
条
款
と
も
い
う
）

あ
ろ
う
。

か
く
の
如
く
し
て
、
政
治
犯
の
不
引
渡
が
一
九
世
紀
そ
れ
も
三

0
年
代
以
降
に
各
国
の
実
行
と
な
り
、
学
説
上
も
種
々
の
根
拠
か
ら

主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
政
治
犯
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
だ
し
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
962、
°
し

か
し
、
政
治
犯
罪
の
定
義
、
す
な
わ
ち
政
治
犯
罪
の
性
格
や
政
治
犯
罪
と
他
の
犯
罪
と
を
区
別
す
る
特
徴
等
に
関
し
て
は
、
国
家
間
に

な
ん
ら
の
同
意
も
、

策
の
変
更
等
の
政
治
的
な
も
の
で
あ
り
、

も
の
を
目
的
と
す
る
す
べ
て
の
犯
罪
を
政
治
犯
罪
と
す
る
説
、
政
治
的
動
機
か
ら
政
治
的
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
犯
罪
の
み
を
政
治

犯
罪
と
す
る
説
、

ま
た
学
説
の
統
一
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
犯
罪
の
動
機
が
政
体
の
変
革
・
分
離
独
立
・
外
交
ま
た
は
内
政
上
の
政

こ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
行
わ
れ
た
犯
罪
を
す
べ
て
政
治
犯
罪
と
す
る
説
、
右
の
如
き
政
治
的
な

さ
ら
に
は
政
治
犯
罪
を
反
逆
罪
・
不
敬
罪
等
の
如
き
国
家
に
対
す
る
あ
る
種
の
犯
罪
に
の
み
限
定
せ
ん
と
す
る
説
、

等
学
説
は
種
々
に
わ
か
れ
て
い
砂
‘
。
し
か
も
実
際
に
、
そ
の
動
機
も
目
的
も
政
治
的
で
あ
る
と
同
時
に
殺
人
・
放
火
・
掠
奪
の
如
き
普

通
犯
罪
で
も
あ
る
い
わ
ゆ
る
相
対
的
政
治
犯
罪

(
d
~
l
i
t

p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
r
e
l
a
t
i
f
)

に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
国
家
間
に
問
題
が
起
り
、
こ
れ
に

(25) 

関
す
る
如
何
な
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ト
も
未
だ
確
立
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
間
に
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
政
治

犯
不
引
渡
の
主
義
の
存
立
を
あ
や
う
く
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
結
果
こ
の
主
義
の
真
価
を
害
す
る
こ
と
な
く
か
か
る
相
対
的
政
治
犯

罪
を
処
贋
せ
ん
と
す
る
種
々
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
外
国
の
元
首
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
行
為
は
政

治
犯
罪
と
は
み
な
さ
な
い
と
い
う
危
害
条
款
(
-
八
五
六
年
ベ
ル
ギ
ー
に
始
り
、
英
国
及
び
ス
イ
ス
を
除
く
ョ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
諸
国
に
採
用
さ

一
八
八
一
年
プ
ラ
ッ
セ
ル
で
国
際
会
議
を
開
き
殺
人
ま
た
は
殺
人
の
企
て
は
政
治
犯
罪
と
は
み
な
さ
な

ス
イ
ス
の
一
八
九
二
年
の
犯
罪
人
引
渡
法
令
の
相
対
的
政
治
犯
罪
に
し
て
普
通
犯

6
 

罪
の
要
索
の
多
い
も
の
は
最
高
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
引
渡
す
規
定
、
等
が
あ
る
か
く
の
如
く
政
治
犯
不
引
渡
の
主
義
は
、
今
日
世

界
各
国
に
よ
り
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
国
家
の
実
行
に
も
ま
た
学
説
上
も
一
致
し
た
も
の
が
な
く
、
時
代
の
趨
勢
に
よ
り
あ
る
い
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る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

第

杜

節

自

国

民

不

引

渡

は
厳
格
に
あ
る
い
は
緩
和
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

一
八
世
紀
に
至

政
治
犯
不
引
渡
と
同
様
に
、
犯
罪
人
引
渡
法
令
及
び
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
中
に
は
、
自
国
民
た
る
犯
罪
人
は
引
渡
さ
な
い
と
い
う
規

定
が
挿
入
さ
れ
る
の
が
今
日
で
は
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
い
時
代
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
及
び
国
家
の
実
行
を
観
察
す
る
時
、
自
国

民
の
引
渡
を
明
示
に
禁
止
し
て
い
る
規
定
も
、
ま
た
国
家
が
自
国
民
た
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
引
渡
を
拒
絶
し
た
事
例
も
存
在
せ
ず
、

む
し
ろ
そ
の
犯
罪
が
非
常
に
項
大
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
自
国
民
を
引
渡
す
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
し
か
る
に
、

っ
て
全
く
の
偶
然
か
ら
、

(27) 

を
生
じ
、
こ
の
ネ
ー
ザ
ー
ラ
ン
ド
及
び
フ
ラ
ン
ス
（
特
に
当
時
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
国
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
）
の
態
度
は
、
諸
外
国
の
犯
罪
人
り

フ
ラ
ン
ス
と
ネ
ー
ザ
ー
ラ
ン
ド
と
は
相
互
に
自
国
民
た
る
犯
罪
人
を
引
渡
か
ら
除
外
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
態

渡
制
度
に
於
け
る
自
国
民
の
取
扱
に
影
響
を
あ
た
え
、

か
く
し
て
全
く
の
偶
然
か
ら
生
じ
た
こ
の
自
国
民
の
不
引
渡
は
、
英
国
及
び
米

国
を
除
く
世
界
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
国
々
の
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
実
行
及
び
条
約
に
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
と
し
て
採
用
せ
ら
れ

こ
の
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
の
根
櫨
と
し
て
は
、
今
日
世
界
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
国
は
領
土
外
犯
罪
に
つ
い
て
自
国
民
を
処
罰
す
る

法
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
自
国
民
は
外
国
の
刑
法
そ
の
他
の
国
内
法
及
び
裁
判
手
続
に
不
案
内
な
と
こ
ろ
か
ら
充
分
に
自
己
の
利
益
を

擁
護
で
き
ず
公
正
な
結
果
を
え
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
国
家
の
も
つ
排
他
独
占
的
な
属
地
権
限
の
侵
害
に
な
る
と
い

う
こ
と
、
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
自
国
民
不
引
渡
の
主
張
の
根
拠
は
、

い
ず
れ
も
犯
罪
必
罰
の
精
神
に
反
し
た
り
、

全
く
い
わ
れ
な
き
猜
疑
心
や
危
惧
心
、
個
人
及
び
国
家
の
誇
張
さ
れ
た
権
利
及
び
特
権
、
等
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
、

(28) 

持
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

理
論
的
に
は
維
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し
か
し
、
国
家
の
今
日
の
実
行
を
み
る
と
、
犯
罪
の
属
地
法
主
義
を
最
後
ま
で
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
英
国
及
び
そ
の
法
制
を
英
国
に
な

ら
っ
て
い
る
米
国
を
除
い
て
ば
‘
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
犯
罪
人
引
渡
法
令
や
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
中
に
自

(30) 

国
民
不
引
渡
に
関
す
る
明
示
の
規
定
を
設
け
て
お
る
の
で
あ
る
。

七
頁
。

Vattel,
L
e
 D
r
o
1
t
 
d
e
s
 G
e
n
s
,
 

(
l
)
G
r
o
t
i
u
s
,
 D
e
 J
u
r
e
 
B
e
l
h
 
ac 
Pac1s, a
c
c
o
m
p
a
m
e
d
 b
y
 a
n
 a
b
n
d
g
e
d
 trans. 
b
y
 W
.
 W
h
e
w
e
l
l
,
―
八
五
三
年
、
二
巻
、
三
四

一
七
七
三
年
、
二
巻
、
七
三
頁
。

K
e
n
t
,
C
o
m
m
e
n
t
a
r
y
 o
n
 International 
L
a
w
,

―
八
六

ご
一
五
頁
。

一
九
二
八
年
、

一
巻
、
五
六
六
頁
。

(
2
)
例
え
ば
、
米
国
は
コ
ス
タ
リ
カ
か
ら
両
国
間
に
引
渡
条
約
が
な
か
っ
た
が
一
八
九
一
元
一
年
に
委
託
物
を
横
領
し
た

W
e
e
k
s
の
引
渡
を
う
け
、

ま
た
米
国
は
ス
ペ
イ
ン
に
、
両
国
間
に
引
渡
条
約
が
な
か
っ
た
が
一
八
六
四
年
に
奴
隷
売
買
を
な
し
た

A
r
g
u
e
l
l
e
s

を
引
渡
し
た
。

(
3
)
例
え
ば
、
註
2
の
後
者
の
事
件
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
は
国
際
礼
譲
と
し
て
引
渡
を
要
求
し
、
ま
た
米
国
国
務
長
官
セ
ウ
ァ
ー
ド

(
S
e
w
a
r
d
)

は
上
院
に
於
い
て
義
務
と
し
て
で
は
な
く
国
際
礼
譲
と
し
て
引
渡
す
と
述
べ
て
い
る
。

W
h
e
a
t
o
n
,
E
l
e
m
e
n
t
s
 of 
International 
L
a
w
,
 

一
九
二
九
年
、

六
年
、

一
巻
、
ニ
一
五
頁
。

(
4
)
B
i
l
l
o
t
,
 T
r
a
1
t
e
 
d
e
 l'extradit10n,

一
八
七
四
年
、
九

I
-
0頁。

(
5
)
M
8
r
e
,
 A
 T
r
e
a
t
i
s
e
 
o
n
 E
x
t
r
a
d
i
t
1
0
n
 a
n
d
 Interstate 
R
e
n
d
i
t
1
0
n
,

一
八
九
一
年
、

(
6
)
S
a
y
c
e
,
 E
g
y
p
t
 of 
the 
H
e
b
r
e
w
s
,
 

一
九
四
七
年
、
九
頁
。

一
八
八
九
年
、
八
二
頁
。

N
u
s
s
b
a
u
m
,

A
 C
o
n
c
i
s
e
 
H
i
s
t
o
r
y
 of 
t
h
e
 
L
a
w
 of 
N
a
t
i
o
n
s
,
 

(
7
)
L
e
w
i
s
,
 F
o
r
e
i
g
n
 J
u
n
s
d
i
c
t
1
0
n
 a
n
d
 t
h
e
 
E
x
t
r
a
d
i
t
1
0
n
 of 
C
n
m
m
a
l
s
,
 

(
8
)
モ
ア
ー
、
前
掲
書
、
九
頁
。

(
9
)
O
p
p
e
n
h
e
i
m
,
 Internat1onal 
L
a
w
,
 

一
巻
、
五
頁
。

一
八
五
九
年
、
五
一
頁
。

(
1
0
)
B
u
o
n
 a
n
d
 C
h
a
l
m
e
r
s疇

T
h
e
L
a
w
 a
n
d
 Practice of 
E
x
t
r
a
d
i
t
i
o
n
｀
一
九

0
三
年
、
七
ー
八
頁
。
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(24)
前
同
書
、
五
七
七
頁
。

(23)
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
前
掲
書
、

fi
七
四
頁
。

(22)
ヌ
ス
バ
ウ
ム
、
前
掲
書
、
二

0
九
頁
。

(21)
田
岡
良
一
著
、
国
際
法
、
昭
和
二
五
年
、

一
八
二
頁
。

と
し
て
は

一
九
四
八
年
の
ア
イ
ス
ラ
ー
事
件
が
あ
る
。

(16) 

一
八
九
五
年
、

一
九
〇
六
年
に
修
正
）

―
―
―
頁
。

(
1
4
)
M
a
r
t
i
t
z
,
 
I
n
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l
e
 R
e
c
h
t
s
h
i
l
f
e
 
1
n
 S
t
r
a
f
s
a
c
h
e
n
,
 I

八
八
九
年
、

罪
人
引
渡
法
令
を
制
定
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、

七
三
年
、

犯
罪
人
引
渡
条
例
を
全
面
的
に
改
め
、
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
（
法
律
第
六
八
号
）
を
制
定
し
た
）
、
等
か
か
か
る
法
令
を
設
け
て
い
る
。

(
1
5
)
V
a
b
r
e
s
,
 L
e
s
 p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 d
e
 droit 
p
e
n
a
l
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
I.;:竺
マ
ハ
仔
ナ
、
一
ご
九
一
百
以
。
ナ
ベ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
茄
削
坦
心
土
自
‘

五
六
七
頁
。

一
九
二
四
年
九
月
国
際
連
盟
総
会
で
採
択
さ
れ
た
決
議
に
よ
り
作
ら
れ
た
一
六
名
よ
り
な
る
法
典
化
の
た
め
の
専
門
家
委
員
会
で
ブ
ラ
ィ
ア

リ
ー

(
B
n
e
r
l
y
)

一
八
四
八
年
に
米
国
(
-
八
六

0
年
修
正
）
、
一
八
七

0
年
に
英
国
(
-
八

一
八
七
五
年
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
一
八
八
七
年
に
日
本
（
昭
和
二
九
年
七
月
、
従
来
の
逃
亡

他
一
名
は
か
か
る
一
般
的
条
約
の
で
き
る
可
能
性
な
し
と
い
っ
て
い
る
。

(
1
7
)
H
e
r
s
h
e
y
,
 T
h
e
 E
s
s
e
n
t
i
a
l
s
 o
f
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
P
u
b
l
i
c
 
L
a
w
 a
n
d
 O
r
g
a
m
z
a
t
1
0
n
,
 

(18)

マ
ル
テ
ィ
ツ
、
前
掲
書
、
七
二
頁
。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
前
掲
書
、
五
七

0
頁
。
バ
イ
ロ
ン
、
前
掲
書
、

―
一
頁
。
国
家
間
の
最
近
の
事
例

．
七
版
、
二
三
八
ー
ニ
三
九
頁
。
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
前
掲
書
、
五
七
一
頁
。

(
1
9
)
L
a
w
r
e
n
c
e
,
 T
h
e
 P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
o
f
 
I
n
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l
 
L
a
w
 

(20)
佐
瀬
昌
三
著
、
政
治
犯
罪
論
、
昭
和
―
一
年
、
二
五

0
ー
ニ
六
四
頁
。

(13)
バ
イ
ロ
ン
、
前
掲
書
、

―
―
頁
。

(12)
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
前
掲
書
、
五
六
六
頁
。

(11)
モ
ア
ー
、
前
掲
国
、

一
九
二
七
年
、
こ
八

0
1三
八
一
頁
。

一
巻
、
七
四
七
頁
以
下
。
ベ
ル
ギ
ー
か
一
八
―
―
一
八
年
に
犯
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て
い
る
国
も
あ
る
。

(28)
本
編
第
二
章
（
拙
稿
、
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
、
神
戸
法
学
雑
誌
、

(29)
英
米
以
外
に
エ
ク
ワ
ド
ル
も
目
国
民
引
渡
の
主
義
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(30)
刑
法
（
例
え
ば
イ
タ
リ
ー
）
、
憲
法
（
例
え
ば
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
）
の
如
く
犯
罪
人
引
渡
法
令
以
外
の
国
内
法
で
自
国
民
不
引
渡
を
規
定
し

(27)
ビ
ヨ
ー
、
前
掲
書
、
三
九
頁
。

(25)
ロ
ー
レ
ン
ス
、
前
掲
書
、
二
四
一
頁
。

(26)
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
前
掲
書
、
五
七
八
頁
以
下
。

一
巻
、
四
号
）
。

ロ
ー
レ
ン
ス
、
前
掲
書
、
二
四
三
頁
。
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は
、
鉄
道
・
汽
船
・

電
信
等
の
交
通
通
信
機
関
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
、
犯
罪
人
が
外
国
に
逃
亡
す
る
機
会
が
多
く
な
り
、
ま
た
他
面
ー

第
二
章

第
三
節

犯
罪
人
引
渡
の
制
度
は
、

か
な
り
古
く
か
ら
諸
国
家
の
間
に
行
わ
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
犯
罪
人
の
引
渡
は
、
通
常
―
―
つ
の
国
家
の

(
1
)
 

間
に
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
し
て
、
こ
の
条
約
に
基
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
犯
罪
人
引
渡
条
約
が
国
家
の
間
に
数
多
く

締
結
せ
ら
れ
、

こ
れ
に
基
い
て
犯
罪
人
の
引
渡
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
九
世
紀
に
人
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

第
一
節
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
の
成
立
及
び
起
因

結

び

第
四
節
ホ
ロ
ハ
ン
事
件

米

国
英

国

自
国
民
の
引
渡
に
つ
い
て
の
国
家
の
条
約
及
び
実
行

第
二
節
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
の
根
拠

第
一
節
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
の
成
立
及
び
起
因

—
ホ
ロ

ハ
ン
事
件
に
関
連
し
て
|
ー

自

国

民

不

引

渡

の

原

則

こ
れ



で
は
国
家
が
こ
れ
等
の
交
通
通
信
機
関
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
人
の
捜
索
・
逮
捕
・
引
渡
を
な
す
の
が
容
易
く
な
っ
た
か

(
2
)
 

ら
で
あ
る
。
勿
論
十
九
世
紀
以
前
で
も
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
や
他
の
種
類
の
条
約
中
の
一
条
項
と
し
て
の
犯
罪
人
引
渡
条
項
は
存
在
し

て
い
た
。
今
日
知
ら
れ
て
い
る
最
も
古
い
も
の
と
し
て
は
、
西
暦
紀
元
前
一
三
二
七
年
に
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ラ
メ
シ
ー
ズ
(
R
a
m
e
s
e
s
)

―
一
世
と
ヒ
ッ
タ
イ
ト

(
H
i
t
t
i
t
e
s
)

王
と
の
間
に
締
結
せ
ら
れ
た
友
好
同
盟
条
約
中
に
、
逃
亡
犯
罪
人
を
自
国
で
処
罰
す
る
か
、
ま
た
は

(
3
)
 

引
渡
す
こ
と
を
規
定
し
た
条
項
が
あ
る
。
こ
の
最
古
の
記
録
を
初
め
と
し
て
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
（
ま
た
は
犯
罪
人
引
渡
条
項
）
を
、
十

九
世
紀
以
前
に
発
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
し
か
し
十
九
世
紀
以
降
と
比
較
す
る
と
、

規
定
も
、

な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
自
国
民
を
引
渡
す
こ
と
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

う
規
定
が
あ
り
、

そ
の
数
は
甚
だ
少
い
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
犯
罪
人
引
渡
条
項
を
締
結
し
て
お
ら
な
い
外
国
か
ら
犯
罪
人
の
引
渡
を
要
求
せ
ら
れ
た
る
場
合
は
、
人
道
・
友
好
関
係
の
維
持
そ

(
4
)
 

の
他
の
考
慮
か
ら
国
際
礼
譲
(
c
o
m
i
t
y
of 
n
a
t
i
o
n
s
)
と
し
て
、
国
家
は
犯
罪
人
を
引
渡
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
犯
罪
人
の
引

渡
は
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
存
在
す
る
場
合
は
条
約
に
基
く
義
務
と
し
て
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
し
て
お
ら
な
い
場
合
は
国
際
礼

し
か
し
て
こ
れ
等
の
古
い
時
代
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
及
び
国
家
の
実
行
を
観
察
す
る
時
、
自
国
民
の
引
渡
を
明
示
に
禁
止
し
て
い
る

ま
た
国
家
が
自
国
民
た
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
引
渡
を
拒
絶
し
た
事
例
も
存
在
し
な
い
。
逆
に
、

そ
の
犯
罪
が
非
常
に
盾
大

使
節
に
暴
行
を
な
し
た
ロ
ー
マ
人
を
、
（
ロ
ー
マ
の
裁
判
所
で
処
罰
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
）
そ
の
外
国
に
引
渡
す
と
い

こ
の
規
定
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
人
が
外
国
に
引
渡
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
だ
‘o

し
か
る
に
十
八
世
紀
に
至
っ
て
、
全
く
の
偶
然
か
ら
自
国
民
を
引
渡
か
ら
除
外
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
。

三
年
フ
ラ
ン
ス
及
び
ネ
ー
ザ
ー
ラ
ン
ド
は
、
各
々
逃
亡
犯
罪
人
を
外
国
に
引
渡
す
布
告
を
国
内
に
出
し
た
。
こ
の
両
国
は
、
当
時
そ
の

間
に
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
以
後
こ
の
布
告
に
基
き
犯
罪
人
を
相
互
に
引
渡
す
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

譲
と
し
て
、
国
家
に
よ
り
古
来
か
ら
屡
々
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
七
六

ロ
ー
マ
法
の
中
に
は
、
領
土
内
で
外
国
の
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民
不
引
渡
の
態
度
を
と
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ー
で
犯
罪
を
行
っ
た
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
を
引
渡
す
こ
と
に
関
連
し
て
、

を
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
法
令
は
完
全
に
は
実
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
一
八
三

0
年
頃
か
ら
国
内
で
革
命
後
の
政
府
が
フ
ラ

(
7
)
 

ン
ス
人
を
外
国
に
引
渡
す
権
限
が
あ
る
か
否
か
ゞ
問
題
と
な
り
、
遂
に
一
八
四
一
年
、

い
う
司
法
大
臣
の
回
章
(
C
l
r
c
u
l
a
l
r
e
)

が
出
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、

こ
れ
等
ネ
ー
ザ
ー
ラ
ン
ド
及
び
フ
ラ
ン
ス

（
特
に
当
時
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
国
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
）

引
渡
制
度
に
於
け
る
自
国
民
の
取
扱
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
全
く
の
偶
然
か
ら
生
れ
た
こ
の
自
国
民
の
不

引
渡
は
、

そ
の
後
、
後
述
（
第
三
節
）
す
る
が
如
く
英
国
及
び
米
国
を
除
く
世
界
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
国
々
の
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る

そ
の
後
、

渡
と
結
び
つ
い
て
問
題
を
起
さ
な
か
っ
た
か

フ
ラ
ン
ス
は
一
八
四
一
年
以
降
は
こ
の
回
章
に
基
き
再
び
自
国

フ
ラ
ン
ス
人
は
こ
れ
を
外
国
に
引
渡
さ
な
い
と

ナ
ポ
レ
オ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
引
渡
を
定
め
た
―
つ
の
法
令

一
八
―
一
年
イ
タ
リ

そ
れ
よ
り
前
の
十
四
世
紀
に
ド
イ
ツ
皇
帝
に
よ
り
発
布
さ
れ
た
ブ
ラ
バ
ン
テ
イ
ン
告
書
(
B
r
a
b
a
n
t
m
e
B
u
l
l
)

に
よ
っ
て
、
ネ
ー
ザ
ー

ラ
ン
ド
の
一
部
を
な
し
て
い
た
ブ
ラ
バ
ン
ソ
ン
人
は
ブ
ラ
バ
ン
ト
侯
の
裁
判
権
を
奪
わ
れ
な
い
と
い
う
特
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
特
権
は
、
法
及
び
慣
習
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
国
民
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
。
か
ヽ
る
特
権
は
、

フ
ラ
ン
ス
と
ネ
ー
ザ
ー
ラ
ン
ド
と
が
各
々
そ
の
一
七
六
三
年
の
布
告
に
基
き
犯
罪
人
を

相
互
に
引
渡
す
こ
と
に
な
る
に
及
ん
で
、
自
国
民
を
犯
罪
人
引
渡
か
ら
除
外
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
を
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、

当
時
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
治
下
に
あ
っ
た
ネ
ー
ザ
ー
ラ
ン
ド
は
、

そ
の
一
七
六
三
年
の
犯
罪
人
引
渡
の
布
告
の
中
に
は
自
国
民
を
引
渡
か

ら
除
外
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
前
述
の
国
内
法
を
理
由
と
し
て
自
国
民
を
引
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
も
こ
れ
に
対
応
し
て
自
国
民
を
引
渡
か
ら
除
外
す
る
よ
う
に
な
っ
丘
へ
。
こ
れ
が
犯
罪
人
引
渡
の
制
度
に

於
い
て
自
国
民
を
引
渡
か
ら
除
外
す
る
実
行
の
生
じ
た
始
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
自
国
民
の
引
渡
に
関
す
る
そ
の
態
度
を
か
え
ん
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

の
態
度
は
、
諸
外
国
の
犯
罪
人

一
七
六
一
元
一
年
迄
は
犯
罪
人
引
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(
8
)
 

実
行
及
び
条
約
に
、
（
自
国
民
不
引
渡
の
）
原
則
と
し
て
採
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

(
1
)
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
、
条
約
の
当
事
国
が
多
数
で
あ
る
条
約
、
す
な
わ
ち
多
辺
的
条
約
と
し
て
締
結
し
て
も
不
都
合
は
生
じ
な
い
が
、
普
通

に
は
一
一
辺
的
条
約
で
あ
る
。
一
八
五
二
年
の
米
・
プ
ロ
シ
ャ
・
ヘ
ッ
セ
・
サ
ク
ソ
ニ
イ
等
の
間
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
は
多
辺
的
条
約
で
あ
る
が
、

か
ヽ
る
条
約
は
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
は
少
い
。
一
八
五
―
一
年
の
同
条
約
に
つ
い
て
は
、

C
l
a
r
k
e
,
A
 T
r
e
a
t
i
s
e
 u
p
o
n
 t
h
e
 
L
a
w
 of 
E
x
t
r
a
,
 

dition,

―
九

0
三
年
、
六
九
頁
参
照
。

(
2
)
B
i
r
o
n
 a
n
d
 C
h
a
l
m
e
r
s
,
 
T
h
e
 L
a
w
 a
n
d
 P
r
a
c
t
i
c
e
 
of 
E
x
t
r
a
d
i
t
i
o
n
`
 

(
3
)
S
a
y
c
e
,
 E
g
y
p
t
 
of 
t
h
e
 
H
e
b
r
e
w
s
,

―
八
八
九
年
、
八
二
頁
。
本
稿
の
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
に
は
関
係
は
な
い
が
、
こ
の
条
約
に
は

政
治
犯
不
引
渡
の
規
定
が
あ
る
。
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
前
後
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
寧
ろ
政
治

犯
の
引
渡
が
犯
罪
人
引
渡
の
主
た
る
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
本
条
約
の
政
治
犯
不
引
渡
の
規
定
は
例
外
的
現
象
と
し
て
注
意
を
要

す
る
。

(
4
)
犯
罪
人
引
渡
は
、
特
別
の
条
約
に
碁
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

一
九

0
三
年
、
二
頁
。

一
般
国
際
法
に
基
き
義
務
ま
た
は
権
利
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。

勿
論
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
し
て
お
ら
な
い
国
家
の
間
で
も
引
渡
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、

で
は
な
く
、
種
々
の
考
慮
に
基
く
任
意
的
な
国
際
礼
譲
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

―
二
五
頁
。

し
か
し
犯
罪
人
引
渡
を
一
般
国
際
法
上
の
権
利
ま
た
は
義
務
と
し
て
取
扱
っ
た
学
者
も
あ
る
。
例
え
ば
、

G
r
o
t
i
u
s
,
D
e
 J
u
r
e
 
Belli 
a
c
 

Pacis, 
(

I

六
二
五
年
）

a
c
c
o
m
p
a
n
i
e
d

b
y
 a
n
 a
b
r
i
d
g
e
d
 
t
r
a
n
s
.
 b
y
 
W
.
 
W
h
e
w
e
l
l
,

一
八
五
三
年
、
二
巻
、
三
四
七
頁
。

V
a
t
t
e
l
,
L
e
 
D
r
o
i
t
 
d
e
s
 
G
e
n
s
,
―
七
七
三
年
、
二
巻
、
七
章
、
（
七
三
頁
）
。

K
e
n
t
,
C
o
m
m
e
n
t
a
r
y
 o
n
 International 
L
a
w
,
 

六
六
年
、

本
稿
の
目
的
は
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
故
、
こ
の
問
題
に
は
立
人
ら
ず
、
通
説
に
基
い
て
論
議
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

(
5
)
L
e
w
i
s
,
 
F
o
r
e
i
g
n
 
J
u
n
s
d
i
c
t
1
0
n
 
a
n
d
 t
h
e
 
E
x
t
r
a
d
i
t
1
0
n
 
of 
C
r
i
m
i
n
a
l
s
｀
一
八
五
h
ば
年
、
五
一
百
t
o

(
6
)
B
i
l
l
o
t
,
 Trait~ 

d
e
 (ext radit10n, 
一
八
七
四
年
、
三
九
頁
。

八

一
般
国
際
法
上
の
義
務
ま
た
は
権
利
と
し
て
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い
う
の
で
あ
る
。

と
に
し
た
い
。

(
7
)
D
a
l
l
o
z
,
 Dictionnaire g
e
n
e
r
a
l
 
et 
r
a
i
s
o
n
n
e
 
d
e
 J
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
,

―
八
四
四
年
、
ニ
ニ
九
頁
。

(
8
)
自
国
民
を
引
渡
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
、
規
範
的
意
味
で
の
「
原
則
」
で
は
な
い
。
従
っ
て
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
と
称
す
る
よ
り
も
、
自

前
節
で
述
べ
た
如
く
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
は
、
全
く
の
偶
然
か
ら
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
米
国
及
び
英
国
を
除

く
世
界
の
す
べ
て
の
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、

こ
の
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
が
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
根
拠
を
考
察
す
る
こ

今
日
世
界
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
国
は
、
自
国
の
領
土
外
で
行
わ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
も
自
国
民
を
処
罰
す
る
法
を
設
け
て
い
る
。

そ
れ
故
、
国
家
は
、
自
国
民
を
外
国
の
裁
判
所
で
外
国
の
法
に
よ
っ
て
処
罰
せ
し
め
る
た
め
に
、
自
国
民
を
引
渡
す
必
要
は
な
い
、
と

し
か
し
、
犯
罪
は
、

そ
の
行
為
地
に
関
係
な
く
、
ま
た
加
害
者
・
被
害
者
の
国
籍
に
か
ヽ
わ
り
な
く
、
犯
罪
で
あ
り
、
必
ず
処
罰
せ

ら
る
ぺ
き
で
あ
る
。
犯
罪
人
が
行
為
地
の
国
の
裁
判
管
轄
権
の
外
に
逃
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
た
犯
罪
人
の
国
籍
が
理
由
と
な
っ
て
、

処
罰
を
免
れ
て
そ
の
ま
ヽ
に
放
置
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
国
家
は
、
自
己
の
管
轄
権
内
に
あ
る
犯
罪
人
を
、
自
国
の
法
に
よ

っ
て
処
罰
す
る
か
、
ま
た
は
行
為
地
の
国
に
引
渡
し
て
、
必
ず
刑
罰
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
国
家
が
、

で
外
国
人
に
被
害
を
与
え
た
犯
罪
人
た
る
自
国
民
を
処
罰
す
る
国
内
法
を
設
け
て
い
て
も
、
従
来
の
経
験
に
よ
る
と
、
そ
の
大
部
分
は
、

(

l

)

 

コ
ケ
嚇
し
(
b
r
u
t
u
m
f
u
l
m
e
n
)
で
あ
っ
て
、
滅
多
に
実
行
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
最
善
の
注
意
を
払
っ
て
も
、
刑
法
そ

の
他
の
国
内
法
に
欠
欽
が
あ
っ
て
、
犯
罪
に
よ
っ
て
は
、
自
国
民
で
も
こ
れ
を
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
時
々
起
る
。
従
っ

第
二
節
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
の
根
拠

国
民
不
引
渡
の
主
義
と
い
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

そ
の
領
土
外
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は
認
め
難
い
。

（
数
人
に

一
で
述
べ

て
、
領
土
外
犯
罪
に
つ
い
て
も
自
国
民
を
処
罰
す
る
法
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
自
国
民
を
絶
対
に
引
渡
さ
な
い
と
い
う
主
義
を

つ
ら
ぬ
く
と
、
犯
罪
に
は
必
ず
刑
罰
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
に
反
す
る
望
ま
し
く
な
い
場
合
が
時
々
生
ず
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
自
国
民
の
領
土
外
犯
罪
を
処
罰
す
る
法
が
あ
る
故
、
自
国
民
を
引
渡
さ
な
い
主
義
を
と
る
が
、
自
国
で
処
罰
し
な
い
場
合
に
は
、

例
外
的
に
自
国
民
も
引
渡
す
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
の
根
拠
に
基
く
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
国
家
の
実
行
を
み
る
と
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
を
と
る
と
（
第
三
節
の
英
国
の
2
参
照
）
共
に
、
そ
の
国
家
の
自
由

裁
量
で

(
i
n
its 
o
w
n
 d
i
s
c
r
e
t
i
o
n
)

引
渡
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
自
国
で
処
罰
し
な
い
時
に
は
義
務
的
に

引
渡
す
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
の
根
拠
を
領
土
外
犯
罪
に
つ
い
て
自
国
民
を
処
罰
す
る
国
内
法
の
存

在
に
求
め
る
場
合
、
犯
罪
必
罰
の
精
神
に
反
す
る
事
態
の
起
る
こ
と
を
防
ぎ
え
ず
、
従
っ
て
こ
の
根
拠
に
基
く
自
国
民
不
引
渡
の
主
義

国
家
は
、
言
語
・
習
慣
・
宗
教
•
生
活
様
式
・
政
治
及
び
法
の
理
念
等
の
異
っ
た
外
国
の
刑
法
そ
の
他
の
国
内
法
及
び
裁
判
手

続
の
公
正
に
対
し
て
、
或
種
の
猜
疑
心
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
猜
疑
心
か
ら
自
国
民
が
か
ヽ
る
外
国
で
裁
判
を
う
け
る
と
、
そ
の
国
の

法
令
に
関
す
る
知
識
に
欠
け
る
と
こ
ろ
か
ら
充
分
に
自
己
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
不
案
内
な
裁
判
手
続
に
よ
る
と

公
正
な
結
果
を
得
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
故
、
自
国
民
は
こ
れ
を
引
渡
さ
ず
、
自
国
で
処
罰
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

勿
論
犯
罪
人
が
自
国
の
裁
判
所
で
自
国
の
裁
判
手
続
に
よ
っ
て
審
理
せ
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
の
は
当
然
の
情
で
あ
る
が
、

た
如
く
法
の
欠
欽
そ
の
他
の
理
由
か
ら
、
犯
罪
必
罰
の
精
神
に
反
す
る
よ
う
な
事
態
が
起
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
自
国
民
不
引

渡
の
根
拠
た
る
か
ヽ
る
猜
疑
心
及
び
危
惧
心
は
全
く
謂
れ
な
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
証
拠
の
直
集
・
証
人
の
訊
問
・

よ
る
犯
行
の
場
合
）
犯
罪
の
分
担
に
よ
る
責
任
の
軽
重
の
決
定
等
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
行
為
地
の
国
の
裁
判
所
が
最
も
適
当
な
裁
判
所

で
あ
り
、
従
っ
て
最
も
公
正
な
裁
判
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

か
り
に
裁
判
に
不
公
平
な
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
場
合
に
は
、
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犯
罪
人
の
本
国
は
こ
れ
に
抗
議
し
干
渉
し
う
る
の
で
あ
る
。

ロ
ー
レ
ン
ス
も
、

さ
れ
る
か
ヽ
る
行
為
（
自
国
民
不
引
渡
）
を
正
当
づ
け
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
」
、
「
文
明
諸
国
が
相
互
に
充
分
に
信
頼
し

て
、
い
や
し
く
も
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
し
た
る
限
り
は
、
自
国
民
も
す
ヽ
ん
で
引
渡
す
べ
き
で
あ
る
」
、
「
事
件
は
常
に
監
視
さ
れ

う
る
し
、
ま
た
、
起
り
そ
う
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
明
白
に
不
公
平
な
取
扱
を
う
け
た
場
合
は
、
抗
議
を
申
込
み
う
る
」
と
い
っ

て
い
（
紀
。

フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
そ
の
他
の
国
家
で
は
、
憲
法
そ
の
他
の
国
内
法
が
、
領
土
外
で
犯
罪
を
な
し
た
自
国
民
は
自
国
で
裁
判
す

る
主
義
を
と
っ
て
お
り
、
外
国
で
裁
判
を
う
け
る
た
め
に
自
国
民
を
引
渡
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
‘
る
‘
。
フ
ラ
ン
ス
の
前
述
の
一
八
四
一

年
の
回
章
、

ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
、
ベ
ル
ギ
ー
の
引
渡
法
令
等
は
こ
の
例
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
憲
法
そ
の
他
の
国
内
法
が
、
自
国
民
の
引
渡
を
禁
止
し
た
の
は
、
次
の
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。
往
時
、
専
制
君
主
政
体

の
時
代
に
は
、
君
主
は
外
国
か
ら
引
渡
の
要
求
が
あ
る
と
、

そ
の
好
感
を
得
る
た
め
に
、
条
約
上
の
義
務
な
き
に
拘
ら
ず
、
履
々
犯
罪

人
を
引
渡
し
た
。
し
か
も
、
第
三
国
人
の
引
渡
を
要
求
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
第
三
国
と
自
国
と
の
関
係
を
考
慮
し
た
が
、
自
国
民
の

引
渡
を
要
求
さ
れ
た
場
合
は
、
自
己
の
恣
意
に
よ
っ
て
引
渡
を
な
し
、
個
人
の
権
利
を
無
視
し
て
顧
み
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
専
制
君

主
政
体
が
崩
壊
す
る
と
共
に
、

こ
れ
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
個
人
の
権
利
の
尊
重
、
国
家
の
都
合
に
よ
る
勝
手
な
行
動
の
抑
制
を
理

由
と
し
て
、
自
国
民
の
引
渡
の
禁
止
が
、
憲
法
・
犯
罪
人
引
渡
法
令
等
の
国
内
法
の
中
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
一
八
―
―

年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
法
令
か
ら
一
八
四
一
年
の
回
章
に
至
る
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
は
、

こ
れ
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
国
内
法
が
自
国
民
の
引
渡
を
禁
止
す
る
目
的
は
、
右
の
事
情
の
示
す
如
く
、
個
人
の
権
利
の
尊
重
と
国
家
の
恣
意
的
行
為

の
抑
制
に
あ
る
。
し
か
し
、
犯
罪
人
た
る
自
国
民
を
、
犯
罪
必
罰
の
精
神
に
基
い
て
、
外
国
に
引
渡
す
こ
と
が
、
個
人
の
権
利
の
侵
害

及
び
国
家
の
恣
意
的
行
為
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
専
制
君
主
政
体
の
時
代
の
如
く
、
自
国
民
を
外
国
の
好
意
を
得
る
た
め
に
引
渡
す
の

「
外
国
の
司
法
機
関
に
対
す
る
深
い
不
信
に
よ
っ
て
な
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四
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
人
の
権
利
の
侵
害
及
び
国
家
の
恣
意
的
行
為
と
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
国
で
処
罰
で
き
な
い
場
合
に
、

犯
罪
必
罰
の
精
神
か
ら
、
自
国
民
を
も
処
罰
す
る
法
の
存
在
す
る
外
国
に
、

法
に
従
っ
て
引
渡
す
こ
と
は
、
個
人
の
権
利
の
侵
害
に
も
、
国
家
の
恣
意
的
行
為
に
も
な
ら
な
い
。
寧
ろ
、
自
国
民
の
引
渡
を
禁
止
し

て
、
し
か
も
犯
罪
必
罰
の
精
神
に
基
き
自
国
民
の
領
土
外
犯
罪
を
す
べ
て
自
国
内
で
裁
判
す
る
主
義
を
と
る
と
、
適
用
法
規
の
欠
歓
そ

の
他
か
ら
、
却
っ
て
個
人
の
権
利
の
侵
害
及
び
国
家
の
恣
意
的
行
為
に
な
る
危
険
が
あ
る
。
歴
史
の
示
す
如
く
、

の
禁
止
の
国
内
法
は
、
専
制
君
主
政
体
に
対
す
る
反
動
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、

引
渡
の
主
義
を
主
張
す
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
と
し
て
も
、

い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
の
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

か
ヽ
る
自
国
民
引
渡

そ
れ
程
深
い
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

外
国
と
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
す
る
場
合
に
、
憲
法
そ
の
他
の
国
内
法
の
自
国
民
引
渡
の
禁
止
の
規
定
を
理
由
と
し
て
、
自
国
民
不

そ
の
理
由
た
る
国
内
法
の
自
国
民
引
渡
の
禁
止
自
身
が
深
い
根
拠
が
な

そ
の
他
、
国
家
は
そ
の
領
土
上
に
あ
る
人
及
び
物
（
特
に
自
国
民
）
に
対
し
て
排
他
独
占
的
な
権
限
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
自
国
民
を
外
国
に
引
渡
し
て
外
国
の
裁
判
権
を
及
ば
せ
し
め
る
が
如
き
は
、
自
国
の
主
権
の
侵
害
に
な
る
と
か
、
或
い
は
自
国
内

に
あ
る
自
国
民
は
、
自
己
の
庇
護
の
下
に
あ
っ
て
、
特
に
こ
れ
を
保
護
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
外
国
の
要
求
に
よ
っ

て
引
渡
し
て
、
処
罰
を
許
す
が
如
き
は
、
国
家
の
威
厳

(
d
i
g
n
i
t
y
)

に
か
ヽ
わ
る
と
か
、
或
い
は
す
べ
て
の
人
は
、
自
己
の
生
れ
た
土

地
に
留
る
生
得
の
(
i
n
n
a
t
e
)
権
利
及
び
本
国
の
保
護
を
う
け
る
権
利
を
も
つ
故
、
外
国
に
引
渡
さ
れ
え
な
い
、
等
種
々
の
論
議
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
、
国
家
ま
た
は
個
人
の
誇
張
さ
れ
た
権
利
及
び
特
権
に
基
い
て
、
自
国
民
の
不
引
渡
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
権

利
及
び
特
権
が
、
自
国
民
の
不
引
渡
を
正
当
づ
け
る
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
と
思
う
。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
が
主
張
せ
ら
れ
る
根
拠
は
、
い
ず
れ
も
首
肯
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が

(

4

)

 

明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
っ
。
最
近
で
は
、
所
謂
大
陸
法
系
の
若
干
の
学
者
を
除
き
、
英
米
法
系
た
る
と
大
陸
法
系
た
る
と
を
問
わ
ず
大

一
般
に
犯
罪
人
を
引
渡
す
要
件
及
び
手
続
を
定
め
た
国
内

178 



自
国
民
の
引
渡
に
つ
い
て
の
国
家
の
条
約
及
び
実
行

，
 

7
 

一
般
に
学
者
は
自
国

1

多
数
の
国
際
法
学
者
は
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
が
合
理
的
で
な
い
こ
と
を
認
め
、
自
国
民
を
も
引
渡
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
賛
成
し

て
い
る
。
ま
た
こ
の
自
国
民
を
引
渡
す
べ
き
か
否
か
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
一
八
七
八
年
の
英
国
の

Royal
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n

は、

し
て
我
々
は
問
題
の
規
定
（
自
国
民
不
引
渡
の
規
定
）
が
不
必
要
且
つ
不
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
我
々
は
、
将
来
の
条
約
か
ら
は

除
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
現
存
す
る
条
約
を
こ
の
点
に
関
し
て
修
正
す
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
を
、
勧
告
す
る
」
と
い
う
意
見
を

公
表
し
て
い
る
。
そ
の
他
一
八
八

0
年
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
開
か
れ
た
国
際
法
学
会
も
、

法
国
際
学
会
も
、
犯
罪
人
は
犯
罪
行
為
地
の
裁
判
所
で
裁
判
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
く
、
従
っ
て
、
自
国
民
も
こ
れ
を
引
渡
の
対
象
と
す

か
く
て
、
犯
罪
は
、
行
為
地
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
犯
罪
人
の
国
籍
の
如
何
を
問
わ
ず
、
犯
罪
で
あ
っ
て
、
必
ず
刑
罰
を

実
現
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
精
神
か
ら
、
ま
た
、
犯
罪
は
行
為
地
の
国
の
裁
判
所
が
取
扱
う
の
が
最
も
適
当
で
あ
る
と
い
う
事

実
か
ら
、
我
々
は
、
自
国
民
も
こ
れ
を
引
渡
す
方
が
、
合
理
的
且
つ
合
目
的
々
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

(
2
)
L
a
w
r
e
n
c
e
,
 
T
h
e
 Principles of 
International 
L
a
w
,
七
版
、
二
四
三
頁
。

一
巻
、
五
六
八
頁
。

(
3
)
O
p
p
e
n
h
e
i
m
,
 
International 
L
a
w
,
―
九
二
八
年
、

(
4
)例
え
ば
、
G
•
F
.Ma
r
t
e
n
s
,
 Precis 
d
u
 Droit 
d
e
s
 G
e
n
s
,

一
八
六
四
年
、

(
5
)
ク
ラ
ー
ク
、
前
掲
書
、
二
五
八
頁
。
こ
の
委
員
会
は
、
コ
ッ
ク
バ
ー
ン
(
C
8
k
g
r
n
)
を
長
と
し
て
七
人
よ
り
構
成
さ
れ
た
。

第
三
節

自
国
民
を
犯
罪
人
の
引
渡
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
、

(
1
)

ル
イ
ス
、
前
掲
書
、
二
九
頁
以
下
。

る
と
い
う
説
に
賛
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
理
論
的
に
は
維
持
し
難
い
も
の
で
あ
る
故
、

一
巻
、
二
七
六
頁
以
下
。

一
九
二
六
年
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
開
か
れ
た
刑 「概



実
行
を
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

民
不
引
渡
の
主
義
に
反
対
し
て
い
る
が
、
国
家
の
今
日
の
実
行
を
み
る
と
、
遺
憾
な
が
ら
自
国
民
は
こ
れ
を
引
渡
し
て
い
な
い
こ
と
を

認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
の
属
地
法
主
義
を
最
後
ま
で
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
英
国
及
び
そ
の
法
制
を
英
国
に
な
ら
っ
て
い
る
米
国
は
、

自
国
民
も
こ
れ
を
引
渡
す
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
唯
二
つ
の
国
家
で
あ
り
、

犯
罪
・
引
渡
の
手
続
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。

そ
の
他
の
国
家
は
す
べ
て
、
十
八
世
紀
末
に
出
現
し
た
こ

の
論
理
的
根
拠
の
な
い
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
を
、
全
く
そ
の
感
情
か
ら
採
用
し
て
お
る
の
で
あ
る
。

今
日
、
若
干
の
国
家
は
、
犯
罪
人
引
渡
法
令
な
る
特
別
の
国
内
法
を
作
り
、

そ
の
中
に
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
中
に
列
挙
す
べ
き
引
渡

こ
の
最
初
の
も
の
は
、

そ
の
後
、
一
八
四
八
年
に
は
米
国
(
-
八
六

0
年
に
修
正
）
、
一
八
七

0
年
に
は
英
国
(
-
八
七
三
年
、

一
八
八
七
年
に
は
日
本
、
等
が
こ
れ
を
設
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
か
ヽ
る
国
内
法
を
設
け
て

い
る
国
々
は
、
外
国
と
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
す
る
場
合
に
、

こ
の
制
約
を
う
け
る
わ
け
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
米
国
・
英
国
を
除

く
世
界
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
国
家
は
そ
の
犯
罪
人
引
渡
法
令
に
よ
り
、
或
い
は
憲
法
そ
の
他
の
国
内
法
に
よ
り
、
自
国
民
を
引
渡
す
こ

と
を
禁
止
せ
ら
れ
て
お
る
故
、
外
国
と
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
す
る
場
合
、
自
国
民
の
不
引
渡
を
規
定
す
る
条
項
を
必
ず
挿
入
し
て

い
る
。
従
っ
て
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
を
採
用
し
て
い
る
国
家
の
間
で
は
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
商
議
し
て
、
そ
の
中
に
自
国
民
の

不
引
渡
を
定
め
る
条
項
を
挿
入
す
る
場
合
に
、
ま
た
こ
の
条
項
に
基
い
て
実
際
に
犯
罪
人
た
る
自
国
民
を
引
渡
か
ら
除
外
す
る
場
合
に
、

自
国
民
の
取
扱
に
つ
い
て
実
際
上
重
要
な
問
題
が
起
る
の
は
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
を
と
る
国
家
と
自
国
民
引
渡
の
態
度
を
と
る

米
国
ま
た
は
英
国
と
の
間
に
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
す
る
場
合
、
及
び
そ
れ
等
の
国
家
の
間
に
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
実
際
に
適
用
し

て
自
国
民
を
取
扱
う
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自
国
民
引
渡
を
主
張
す
る
米
及
び
英
の
両
国
と
そ
れ
以
外
の
外
国
と
の
間
の
条
約
及
び

た
い
し
て
重
大
な
国
際
法
上
の
問
題
は
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

正）

一
八
七
五
年
に
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

一
八
九
五
年
、
一
九

0
六
年
に
修

一
八
三
三
年
の
ベ
ル
ギ
ー
の
犯
罪
人
引
渡
法
で
あ
る
。
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4

自
国
民
の
不
引
渡
に
関
し
て
明
示
の
規
定
が
な
い
の
は
、
米
国
、

ス
イ
ス
、
と
の
間
に
。

3
 

ゞ

ヽ

ラ
ク
ワ
イ

゜ヽノ ベ
ル
ギ
ー
、

2
 

ボ
リ
ヴ
ィ
ヤ
、
チ
リ
ー

ル
グ
ワ
イ
、
と
の
間
に
。

英
国
は
犯
罪
の
属
地
法
主
義
を
完
全
に
つ
ら
ぬ
く
が
故
に
、
国
家
は
、

行
為
地
の
国
家
か
ら
そ
の
者
の
引
渡
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

張
し
た
。
犯
罪
人
引
渡
の
制
度
の
起
因
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
今
H
、
国
際
社
会
に
於
い
て
こ
の
制
度
が
行
わ
れ
る
の
は
、

犯
罪
必
罰
の
精
神
と
犯
罪
の
属
地
性
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
属
人
法
主
義
の
遺
物
の
如
き
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
を
と
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
米
国
を
除
く
他
の
国
家
は
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
を
と
る
が
故
に
、

引
渡
条
約
の
商
議
を
行
う
時
、
自
国
民
の
引
渡
に
つ
い
て
常
に
相
手
国
と
意
見
の
衝
突
を
生
じ
た
。
今
日
迄
に
英
国
が
外
国
と
締
結
し

た
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
み
る
に
、
自
国
民
の
取
扱
に
関
し
て
は
、
結
局
英
国
が
譲
歩
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。

自
国
民
は
こ
れ
を
引
渡
さ
な
い
と
い
う
明
示
の
禁
止
規
定
の
あ
る
条
約
は
、

グ
ワ
テ
マ
ラ
、

こ
の
中
、

ペ
Jじ

I 
ヽ

ル
ー
マ
ニ
ャ
、

ハ
イ
チ
｀
イ
タ
リ
ー

ロ
シ
ャ
‘

サ
ン
マ
リ
ノ
、
セ
ル
ビ
ヤ
、
シ
ャ
ム
、
と
の
間
に
。

ニ
カ
ラ
グ
ワ
、

自
国
民
引
渡
の
義
務
は
お
わ
な
い
が
、
自
由
裁
量
に
よ
り
引
渡
し
て
も
よ
い
と
い
う
の
は
、

コ
ロ
ン
ビ
ヤ
、

英

国

フ
ラ
ン
ス
、

(

4

)

 

ェ
ク
ア
ド
ル
、
と
の
間
に
。

そ
の
領
土
外
で
犯
罪
を
な
し
た
者
が
自
国
内
に
あ
り
、
犯
罪

た
と
え
自
国
民
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
引
渡
す
べ
き
こ
と
を
強
く
主

ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
、

キ
ュ
ー
バ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、

ヽ

リ
ベ
リ
ヤ

サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
、

メ
キ
シ
コ
‘

英
国
は
自
国
民
を
引
渡
す
が
、
相
手
国
は
自
国
民
を
引
渡
す
義
務
を
お
わ
な
い
と
い
う
の
は
、

2

の
自
国
民
引
渡
の
義
務
は
お
わ
な
い
が
自
由
裁
量
に
よ
り
引
渡
し
て
も
よ
い
と
い
う
の
は
、

•
N
e
i
t
h
e
r
of 
t
h
e
 
c
o
n
t
r
a
-

ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
、

モ
ナ
コ

オ
ラ
ン
ダ
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

ス
ペ
イ
ン
、

パ
ナ
マ

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
、

ス
エ
ー
デ
ン

ウ

そ
れ
等
の
国
と
犯
罪
人
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も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ス
イ
ス
は
、
自
国
民

ス
と
の
間
に
は

一
八
七
四
年
に
ー
の
型
の
条
約
を
締
結
し
て
い
た
が

一
八
八

0
年
に
こ
の

3
の
型
に
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

c
t
m
g
 part1 e
s
 
shall 
b
e
 o
b
l
i
g
e
d
 
to 
d
e
l
i
v
e
r
 
u
p
 its 
o
w
n
 c
1
t
1
z
e
n
s
 
o
r
 
subjects・・・・・・・・・, 
b
u
t
 
t
h
e
y
 shall 
h
a
v
e
 t
h
e
 
p
o
w
e
r
 

同
年
ス
ペ
イ
ン
と
、

こ
の

2
の
よ
う
な
規
定
を
自
由
裁
量
型
式
、

to 
d
e
l
i
v
e
r
 
t
h
e
m
 u
p
 if 
m
 
t
h
e
i
r
 
d
i
s
c
r
e
t
i
o
n
 
......... 
• 

-¥.I
い{つ
i
又
苧
日
尤
d
砧
g

っヤ」
4

も
の
で
七
3

る
o
L
か
し
こ
の
文
主
自
の

(
5
)
 

な
い
場
合
で
も
自
国
民
を
引
渡
す
義
務
を
お
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
に
自
国
民
を
引
渡
し
え
な
い
の
で
は
な
く
、
引
渡

ー
を
絶
対
的
型
式
、

(
6
)
 

す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
英
国
は
と
っ
て
い
た
。

(
7
)
 

と
称
す
る
学
者
も
あ
る
。

3
の
型
の
条
項
は
、
第
二
節
末
尾
で
述
べ
た
一
八
七
八
年
の

R
o
y
a
l
C
o
m
m
1
s
s
1
0
n

の
勧
告
が
な
さ
れ
た
後
、
こ
の
勧
告
に
従
っ
て

(
8
)
 

の
間
の
条
約
に
挿
人
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
、

一
八
八

0
年
に
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
及
び
ス
イ
ス
と
、

の
こ
と
は
一
八
七
七
年
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
で
窃
盗
を
な
し
た
後
、
英
国
に
逃
げ
帰
っ
た
ウ
イ
ル
ソ
ン

(
A
.
T. W
i
l
s
o
n
)

が
ス
イ
ス
に
引
渡

(
9
)
 

さ
れ
な
か
っ
た
事
件
に
関
連
し
て
、
注
意
を
要
す
る
。
ま
た
こ
の
一
八
八

0
年
の
ス
イ
ス
と
の
間
の
条
約
に
は
、

を
引
渡
さ
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
犯
罪
人
た
る
ス
イ
ス
人
の
生
れ
た
州
(
C
a
n
t
o
n
)
の
法
で
処
罰
す
る
と
い
う
意
味
の
条
項
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
英
国
が
自
国
民
を
引
渡
す
こ
と
に
対
し
て
の
代
償
的
な
規
定
で
あ
る
と
共
に
、
犯
罪
必
罰
の
精
神
を
実
現
せ
ん
と
し
て
い
る

4
の
自
国
民
の
不
引
渡
に
関
し
て
明
示
の
規
定
が
な
い
条
約
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
自
国
民
を
含
む
す
べ
て
の
犯
罪
人
を
引
渡
す
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
英
国
と
米
国
は
共
に
自
国
民
を
も
引
渡
す
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ま
た
一

八
一
九
年
カ
ナ
ダ
で
窃
盗
を
行
っ
て
米
国
で
逮
捕
さ
れ
た
ウ
オ
シ
ュ
バ
ー
ン

(
W
a
s
h
b
u
r
n
)

事
件
で
ケ
ン
ト
判
事
(
C
h
a
n
c
e
l
l
o
r
K
e
n
t
)
 

は
犯
罪
人
が
処
罰
す
る
国
ま
た
は
逃
亡
し
た
る
国
の
国
民
で
あ
る
か
は
問
題
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
国
民

(10"―
 

不
引
渡
の
条
項
が
な
い
場
合
に
は
、
自
国
民
も
引
渡
さ
れ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う

b
u
t
 

ス
イ

以
下
が
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八
七
四
年
ト
ル
コ

一
八
七
七
年
ス
ペ
イ
ン
、

一
八
八
二
年
ベ
ル
ギ
ー
、

一
八
八
三
年
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、

一
八
八
七
年
オ
ラ
ン

一
八
五
七
年
バ
ー
デ
ン

一
八
六

0
年
ス
エ
ー
デ
ン
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ

一
八
六
一
年
メ
キ
シ
コ

一
八
六
四
年
ハ
イ
チ
、

い
る
の
は

一
八
五
二
年
プ
ロ
シ
ヤ
及
び
そ
の
他
の
侯
国
、

一
八
五
三
年
バ
ー
バ
リ
ヤ
、

一
八
五
六
年
オ
ー
ス
ト
リ
ー
ハ
ン
ガ
リ

て
大
別
す
る
。

こ
と
に
よ
る
免
除
を
与
え
て
い
な
い
な
ら
ば
、
米
国
民
た
る
事
実
は
彼
に
引
渡
の
免
除
を
与
え
る
な
に
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た

．
．
．
．
．
．
．
 
。

．
．
．
．
．
．
．
．
 
。

．．．． 

り
、
条
約
の
規
定
に
基
き
そ
の
犯
罪
が
引
渡
犯
罪
に
該
当
す
る
な
ら
ば
、
更
に
そ
の
条
約
が
犯
罪
人
引
渡
に
関
し
当
事
国
の
国
民
た
る

権
利
は
、
外
国
で
な
し
た
犯
罪
に
対
す
る
免
除
を
、
米
国
人
に
与
え
な
い
。

も
し
米
国
人
が
外
国
の
裁
判
管
轄
権
を
逃
れ
て
米
国
に
帰

米
国
も
自
国
民
の
引
渡
を
主
張
す
る
国
で
あ
る
。

ス
ペ
ー
ア
は
、
犯
罪
人
た
る
米
国
人
の
引
渡
に
関
し
て
次
の
如
く
い
っ
て
い
る
。

「
米
国
民
を
犯
罪
人
の
引
渡
か
ら
免
除
す
る
こ
と
を
保
障
し
た
憲
法
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
も
し
米
国
人
が
外
国
に
行
け
ば
、

間
彼
は
そ
の
外
国
の
国
内
法
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
も
し
彼
が
そ
の
国
の
法
を
犯
し
た
な
ら
ば
、
国
際
法
に
反
し
て
不
公
平
な
取
扱

を
お
し
つ
け
ら
れ
な
い
以
上
、

そ
の

そ
の
国
の
官
憲
に
よ
り
裁
判
及
び
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
米
国
の
保
護
は
与
え
ら
れ
な
い
。
米
国
民
た
る

そ
の
法
が
犯
さ
れ
た
外
国
で
裁
判
さ
れ
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
免
除
を
与
え
る
こ
と
は
、
米
国
民
た
る
こ
と
の
中
に
存
在
し
な
い
の
で
あ

(11) 

る
」
と
い
っ
て
い
る
。
彼
の
こ
の
言
葉
は
米
国
の
自
国
民
引
渡
に
関
す
る
主
張
及
び
態
度
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

米
国
は
、
英
国
と
同
様
に
自
国
民
の
引
渡
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
諸
外
国
の
中
に
は
、

そ
の
国
内
法
で
自
国
民
の
引
渡
を
明
示

に
禁
止
し
て
お
る
も
の
が
あ
る
故
、
外
国
と
の
間
に
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
自
国
民
を
引
渡
か
ら
除
外
す
る
こ
と

を
履
々
認
め
さ
る
を
え
な
か
っ
た
。
左
に
米
国
が
外
国
と
締
結
し
た
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
、
自
国
民
の
取
扱
に
つ
い
て
の
相
異
に
従
っ

い
ず
れ
の
当
事
国
も
、
こ
の
条
約
の
規
定
の
下
で
は
、
自
国
民
を
引
渡
す
義
務
を
お
わ
な
い
、

と
い
う
文
言
の
条
項
を
設
け
て

米

国
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4
 

3
 

2
 特

異
な
条
項
の
挿
人
さ
れ
て
い
る
の
は

ダ
、
等
の
国
と
の
間
の
条
約
。
米
国
が
外
国
と
締
結
し
た
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
中
で
は
、
自
国
民
の
引
渡
に
関
し
て
は
こ
の
型
を

と
っ
た
も
の
が
最
も
多
い
。
し
か
し
米
国
の
こ
の
条
項
に
基
く
実
行
は
前
の
一
の

2
に
つ
い
て
述
べ
た
英
国
の
実
行
と
異
っ
て
い

適
当
と
考
え
る
な
ら
ば
、
自
国
民
を
引
渡
す
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
文
言
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
自
国
民
を
引
渡
す
義
務
を
負
わ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
に
自
国
民
を
引
渡
し
え
な
い
の
で
は
な
く
、
引
渡
す
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
、
こ
の
解

(12) 

釈
に
基
い
て
実
際
に
自
国
民
を
引
渡
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
米
国
の
判
決
及
び
実
行
は
、
次
の

3
に

述
べ
る
が
如
き
「
自
由
裁
量
に
よ
り
…

．．． 
」
と
い
う
文
言
が
な
い
こ
の
場
合
に
は
、
政
府
は
そ
の
自
由
裁
量
で
自
国
民
を
引
渡
す

自
国
民
を
引
渡
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
条
項
を
設
け
て
い
な
い
も
の
は
、

七
二
年
エ
ク
ワ
ド
ル
、
等
の
国
と
の
間
の
条
約

C

自
国
民
の
不
引
渡
に
つ
い
て
明
示
の
規
定
が
な
い
か
ヽ
る
場
合
に
は
、
英
国
と

(13) 

同
様
に
、
自
国
民
を
含
む
す
べ
て
の
犯
罪
人
を
引
渡
す
の
で
あ
る
。

自
国
民
引
渡
の
義
務
は
お
わ
な
い
が
、
自
由
裁
量
に
よ
り
引
渡
し
う
る
と
い
う
条
項
を
設
け
て
い
る
の
は
、

と
の
間
の
条
約
。

自
国
民
を
引
渡
す
義
務
を
お
わ
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
と
共
に
、
犯
罪
人
た
る
自
国
民
を
領
土
外
犯
罪
で
そ
の
本
国
が
裁
判
す

る
場
合
に
、
犯
罪
行
為
地
の
国
、
す
な
わ
ち
相
手
方
当
事
国
が
、
証
拠
そ
の
他
の
裁
判
に
必
要
な
も
の
を
送
る
こ
と
を
規
定
し
た

一
八
七

0
年
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
と
の
間
の
条
約
。
こ
の
条
項
の
後
半
の
部
分
の
よ
う
な

規
定
が
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
中
に
挿
入
さ
れ
る
の
は
珍
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、

四
九
年
ハ
ワ
イ

一
八
五

0
年
ス
イ
ス

一
八
六
七
年
ド
ミ
ニ
カ

こ
の
規
定
も
、
犯
罪
必
罰
の
精
神
を
で
き
る
限

一
八
六
八
年
イ
タ
リ
ー
、

一
八
八
六
年
日
本

一
八
七

0
年
ニ
カ
ラ
グ
ワ
、

八

一
八
四
二
年
英
国
、

一
八
四
三
年
フ
ラ
ン
ス

八

権
限
を
有
し
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
。
す
な
わ
ち
、
英
国
の
実
行
は
、

「
自
国
民
を
引
渡
す
義
務
を
お
わ
な
い
」
と
い
う
文
言
を

「
自
己
の
自
由
裁
量
に
よ
っ
て
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(
5
)
例
え
ば

一
九

0
一
年
の
英
国
と
ベ
ル
ギ
ー
と
の
間
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
。

取
得
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

り
実
現
せ
し
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
l
)
こ
れ
等
犯
罪
人
引
渡
法
の
歴
史
及
び
原
文
に
つ
い
て
は
、

一
巻
、
七
四
七
頁
以
下
。

一
八
七
三
年
の
英
・
イ
タ
リ

M
a
r
t
i
t
z
,
 I
n
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l
e
 
R
e
c
h
t
s
h
i
l
f
e
 i
n
 S
t
r
a
f
s
a
c
h
e
n
,
 

(
2
)
ベ
ル
ギ
ー
及
び
日
本
は
犯
罪
人
引
渡
法
に
よ
り
、
旧
ド
イ
ツ
帝
国
は
憲
法
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ー
は
刑
法
に
よ
り
、
自
国
民
の
引
渡
を
禁
止
さ

れ
て
い
る
。
日
本
の
犯
罪
人
引
渡
法
令
は
、
自
国
民
不
引
渡
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
本
法
令
制
定
の
前
年
た
る
一
八
八
六
年
に
締
結
さ
れ
た

日
米
犯
罪
人
引
渡
条
約
第
七
条
に
「
い
ず
れ
の
当
事
国
も
本
条
約
の
規
定
の
下
で
は
自
国
民
を
引
渡
す
義
務
を
お
わ
な
い
。
し
か
し
そ
の
自
由

裁
量
で
引
渡
を
適
当
と
考
え
る
な
ら
ば
自
国
民
を
引
渡
す
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
条
項
が
あ
る
た
め
に
、
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
を
完
全
に

つ
ら
ぬ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
例
外
的
に
日
本
人
を
引
渡
す
場
合
を
定
め
て
い
る
。

(
3
)
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
自
国
民
不
引
渡
の
条
項
は
、
通
常
「
：
・
・
・
・
出
生
に
よ
る
と
帰
化
に
よ
る
と
を
問
わ
す
自
国
民
を
…
…
」
と
定
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、
あ
る
人
が
被
請
求
国
の
国
民
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
問
題
が
起
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
被
請
求
国
の
国
籍
に
関
す
る
法
に
よ
っ
て
そ

の
国
の
国
籍
を
取
得
し
て
い
る
場
合
に
、
自
国
民
と
し
て
不
引
渡
に
な
る
の
で
あ
る
。
被
請
求
国
の
あ
る
法
律
（
例
え
ば
一
八
四
八
年
の
ス
イ

ス
の
バ
ス
ル
州
の
公
民
権
に
関
す
る
法
）
に
よ
り
、
国
民
と
同
様
の
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
か
、
国
民
と
同
一
の
取
扱
を
う
け
て
い
る
と

か
い
う
こ
と
は
、
自
国
民
と
し
て
不
引
渡
の
理
由
に
な
ら
な
い
。
自
国
民
と
し
て
不
引
渡
に
な
る
か
否
か
は
、
被
請
求
国
の
国
籍
を
確
定
的
に

ま
た
犯
罪
遂
行
後
帰
化
し
た
国
民
の
引
渡
に
つ
い
て
問
題
が
起
る
可
能
か
あ
る
。
し
か
し
、
等
二
節
末
尾
で
言
及
し
た
一
八
八

0
年
の
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
国
際
法
学
会
の
決
議
の
第
七
に
、
「
自
国
民
を
引
渡
か
ら
除
外
す
る
現
在
の
実
行
を
認
め
て
も
、
引
渡
要
求
原
因
た
る
行
為

遂
行
後
に
取
得
し
た
国
籍
は
尊
甫
さ
れ
な
い
」
と
い
う
決
議
が
あ
り
、
ま
た
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
は
（
例
え
ば
、

1
条
約
）
か
ヽ
る
趣
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
故
、
問
題
に
は
あ
ま
り
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
M
e
l
l
o疇

A
M
a
n
u
a
l
 
o
f
 
t
h
e
 
L
a
w
 o
f
 
E
x
t
r
a
d
i
t
i
o
n
,

―
九
一
五
年
、
四

0
九
頁
。

年、

一
八
八
九
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一
八
七
九
年
の

T
o
u
r
V
1
1
l
e
C
a
s
e
。
オ
ー
ス
ト
リ
ー
の
チ
ロ
ル
州
で
妻
を
殺
害
し
て
英
国
に
逃
れ
た
ト
オ
ー
ヴ
ィ
ル
は
、

両
国
間
の
条
約
第
三
条
が
、
当
事
国
は
自
国
民
を
引
渡
す
義
務
を
お
わ
な
い
と
だ
け
規
定
し
て
い
た
が
、
英
国
の
自
由
裁
量
に
よ
り
引
渡
さ
れ

(
7
)
P
t
g
g
o
t
,
 E
x
t
r
a
d
i
t
i
o
n
,
 
A
 T
r
e
a
t
i
s
e
 
o
n
 t
h
e
 
L
a
w
 r
e
l
a
t
i
n
g
 to 
F
u
g
i
t
i
v
e
 O
f
f
e
n
d
e
r
s
,

―
九
一

0
年
、
二
三
六
頁
。

(
8
)
ピ
ゴ
ッ
ト
、
前
掲
書
、
二
三
五
頁
。
ク
ラ
ー
ク
、
前
掲
書
、
二
五
八
頁
。

(n)
英
国
と
ェ
ク
ワ
ド
ル
と
の
間
の
こ
と
は
、
具
体
的
ケ
ー
ス
も
、
ま
た
こ
れ
に
言
及
し
た
著
書
も
発
見
し
え
な
い
の
で
、
断
定
的
な
こ
と
は
い

え
な
い
が
、
後
の
米
国
と
の
間
の
条
約
に
も
自
国
民
不
引
渡
の
条
項
を
、
エ
ク
ワ
ド
ル
は
挿
入
し
て
い
な
い
し
、
自
国
民
も
引
渡
す
も
の
と
解

(
1
1
)
S
p
e
a
r
,
 L
a
w
 of 
E
x
t
r
a
d
i
t
i
o
n
,

―
八
八
五
年
、
三

0
ー
三
一
頁
。
こ
の
言
葉
の
傍
点
の
部
分
は
、
自
国
民
の
不
引
渡
に
関
す
る
明
示
の

規
定
が
な
い
場
合
に
は
、
自
国
民
も
当
然
引
渡
の
対
象
と
な
る
と
い
う
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。

一
八
四
四
年
の

T
r
i
m
b
l
e
C
a
s
e

及
び
一
八
七
七
年
の

D
o
m
i
n
g
u
e
z

a
n
d
 B
a
r
r
e
r
a
 C
a
s
e

に
於
け
る
米
国
の
裁
判
所
及
び
行
政
機

関
の
態
度
を
参
照
。

一
七
九
四
年
の

R
o
b
b
i
n
s
C
a
s
e
。
南
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
裁
判
所
判
事
ピ
ー

(
B
e
e
)
は
、
殺
人
罪
で
英
国
か
ら
引
渡
を
要
求
さ
れ
た
米
国
人
口

ビ
ン
ズ
の
事
件
に
つ
い
て
、
自
国
民
の
不
引
渡
に
関
す
る
条
項
が
な
い
場
合
は
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
は
国
籍
を
理
由
と
す
る
引
渡
の
免
除
を
与
え

ず
、
自
国
民
を
含
む
す
べ
て
の
犯
罪
人
は
引
渡
さ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
。

M
8
r
e
,
 A
 T
r
e
a
t
i
s
e
 o
n
 E
x
t
r
a
d
i
t
i
o
n
 
a
n
d
 
I
n
t
e
r
s
t
a
t
e
 
R
e
n
d
i
t
i
o
n
,

―
八
九
一
年
、

官
シ
ウ
ァ
ー
ド

(
S
e
w
a
r
d
)
の
「
自
国
民
を
引
渡
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
条
項
が
な
い
場
合
に
は
、
米
国
民
を
外
国
で
裁
判
せ
し
め
る
た
め

に
引
渡
す
こ
と
を
跨
躇
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
を
引
用
し
て
い
る
。

(13) 

(12) し
て
差
支
え
な
い
と
思
っ
゜

(
9
)
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
前
掲
書
、
五
六
九
頁
。

こ。t
 

(
6
)
 

一
七

0
頁
は
、

一
八
六
八
年
の
米
国
務
長

一
八
七
四
年
の
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偶
々
一
九
五

0
年
に
な
っ
て
事
件
が
発
覚
し
た
の
で
あ
る
。

年
九
月
、
ホ
ロ
ハ
ン
は
イ
カ
ル
デ
ィ

ポ
ロ
ハ
ン

(
w
.
v
•
H
o
l
o
h
a
n
)

は
、

ド
ノ
ヴ
ァ
ン

(W.J
.
 

D
o
n
o
v
a
n
)
少
将
を
長
と
す
る
米
国
戦
時
戦
略
局
の
メ
ム
バ
ー
で
あ
っ
た
。

こ
の
局
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
敵
の
後
方
で
ス
パ
イ
・
サ
ボ
・
パ
ル
チ
ザ
ン
の
指
導
等
の
撹
乱
工
作
に
従
事
し
て
い
た
。

ロ
ド
ル
ス
の
二
人
の
部
下
と
共
に
、

の
任
務
を
帯
び
て
、
当
時
ま
だ
ド
イ
ツ
軍
の
占
領
地
域
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ー
領
の
ア
ル
プ
ス
山
脈
中
の
オ
ル
タ
湖

(
L
a
k
e
O
r
t
a
)
の
附

近
に
落
下
傘
で
降
下
し
た
。
彼
等
は
す
ぐ
に
パ
ル
チ
ザ
ン
と
連
絡
を
つ
け
、

パ
ル
チ
ザ
ン
と
の
連
絡
係
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
連
合
国
側
に
降
伏
し
て
約
一
年
を
経
過
し
て
い
た
当
時
の
イ
タ
リ
ー
で
は
、

等
パ
ル
チ
ザ
ン
は
、
将
来
の
政
治
権
力
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
互
に
反
目
し
て
い
た
。
ホ
ロ
ハ
ン
は
、

れ
て
、
彼
等
の
勢
力
争
い
に
ま
き
こ
ま
れ
て
、

ト
ッ
チ
ニ
及
び
マ
ニ
ニ
の
一
一
人
と
衝
突
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
上
、
部
下
の
二
人
と
も

パ
ル
チ
ザ
ン
に
対
す
る
武
器
の
割
当
の
問
題
等
で
き
ま
ず
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
て
ホ
ロ
ハ
ン
を
除
く
四
人
の
誰
か
ら
と
も
な
く
、

ホ
ロ
ハ
ン
殺
害
の
話
が
で
て
、
遂
に
同
年
十
月
、

前
者
の
問
題
は
後
者
の
問
題
に
関
係
を
も
つ
か
、

ホ
ロ
ハ
ン
に
青
酸
加
里
を
飲
ま
し
た
上
、

夕
湖
に
沈
め
た
。
イ
カ
ル
デ
イ
は
、
戦
略
局
本
部
に
は
、

の
で
、
本
部
は
彼
に
指
導
権
を
与
え
た
。
そ
の
後
戦
争
も
終
り
、
二
人
の
米
国
軍
人
は
、
本
国
に
婦
り
召
集
解
除
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が

こ
の
ホ
ロ
ハ
ン
事
件
は
種
々
の
法
律
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
国
際
法
上
も
、

米
国
軍
人
と
イ
タ
リ
ー
人
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
管
轄
権
の
問
題
と
こ
れ
等
犯
罪
人
の
引
渡
の
問
題
と
が
あ
る
。

し
か
し
本
稿
は
自
国
民
の
引
渡
に
関
す
る
問
題
を
論
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

か
ら
、
犯
罪
人
引
渡
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
裁
判
管
轄
権
の
問
題
に
は
立
人
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

第

四

節

ホ

ロ

ハ

ン

事

件

ド
イ
ツ
軍
の
情
報
蒐
集
及
び
。
ハ
ル
チ
ザ
ン
分
子
と
の
連
絡

ト
ッ
チ
ニ
及
び
マ
ニ
ニ
の
一
一
人
の
イ
タ
リ
ー
人
が
彼
等
と

こ
れ

パ
ル
チ
ザ
ン
と
接
触
を
も
つ
に
つ

ピ
ス
ト
ル
で
射
殺
し
、

そ
の
死
体
を
オ
ル

ド
イ
ツ
軍
の
襲
撃
を
う
け
て
ホ
ロ
ハ
ン
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
報
告
し
た

ド
イ
ツ
軍
に
占
領
せ
ら
れ
て
い
る
イ
タ
リ
ー
領
土
上
で

一
九
四
四
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て
実
際
上
は
引
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。

こ
で
述
べ
た
。
そ
れ
故
、
米
国
と
イ
タ
リ
ー
の
間
で
は

ホ
ロ
ハ
ン
事
件
に
対
し
て
、

イ
タ
リ
ー
が
裁
判
権
を
行
使
し
て
も
、
米
国
が
裁
判
権
を
行
使
し
て
も
、
犯
罪
人
引
渡
、
就
中
自
国
民

引
渡
の
問
題
が
起
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
タ
リ
ー
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
米
国
に
よ
る
イ
カ
ル
デ
ィ
及
び
ロ
ド
ル
ス
の
二
人
の

自
国
民
の
イ
タ
リ
ー
ヘ
の
引
渡
が
、
米
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
イ
タ
リ
ー
に
よ
る
ト
ッ
チ
ニ
及
び
マ
ニ
ニ
の
一
一
人
の
自
国

現
在
米
国
と
イ
タ
リ
ー
の
間
に
効
力
の
あ
る
犯
罪
人
引
渡
条
約
は
、
前
節
の
米
国
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
分
類
の

2
の
中
に
列
挙
し

た
一
八
六
八
年
の
条
約
で
あ
る
。
こ
の

2
の
型
の
条
約
は
自
国
民
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
犯
罪
人
を
引
渡
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

事
例
と
し
て
、

イ
タ
リ
ー
の
刑
法
は
、

て
イ
タ
リ
ー
は
、
米
国
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ー
人
の
引
渡
を
両
国
間
の
こ
の
条
約
に
基
い
て
要
求
さ
れ
て
も
、

今
日
迄
に
こ
の
一
八
六
八
年
の
米
・
イ
タ
リ
ー
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
甚
い
て
米
国
が
イ
タ
リ
ー
に
イ
タ
リ
ー
人
の
引
渡
を
要
求
し
た

一
八
八

0
年
の
サ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
ル
・
パ
ラ
デ
ィ
ニ
事
件

(
S
a
l
v
a
t
o
r
e
P
a
l
a
d
i
n
i
 
C
a
s
e
)
が
あ
る
。
こ
の
時
、
米
国
は
イ

タ
リ
ー
に
対
し
て
通
貨
偽
造
行
使
の
罪
で
。
ハ
ラ
デ
ィ
ニ
の
引
渡
を
要
求
し
た
。
イ
タ
リ
ー
は
条
約
に
よ
っ
て
自
国
民
も
引
渡
す
義
務
の

あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
、
し
か
し
イ
タ
リ
ー
刑
法
が
自
国
民
の
引
渡
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
パ
ラ
デ
ィ
ニ
の
引
渡
を
拒

絶
し
た
。
米
国
は
こ
れ
以
上
そ
の
犯
罪
人
の
引
渡
を
要
求
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
条
約
に
基
き
自
国
民
を
も
引
渡
す
べ
き
で
あ

(
1
)
 

る
考
え
で
い
た
。

こ
の
先
例
も
示
す
如
く
、

ホ
ロ
ハ
ン
事
件
に
対
し
て
米
国
が
裁
判
権
を
行
使
し
て
、

の
引
渡
を
こ
の
条
約
に
基
い
て
要
求
し
て
も
、

イ
タ
リ
ー
人
を
外
国
で
裁
判
せ
し
め
る
た
め
に
引
渡
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
従
っ

イ
タ
リ
ー
は
こ
の
二
人
の
自
国
民
た
る
犯
罪
人
を
引
渡
す
こ
と
を
そ
の
刑
法
を
理
由
と

民
の
米
国
へ
の
引
渡
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ

一
八
六
八
年
の
こ
の
条
約
に
基
き
、
自
国
民
を
も
互
に
引
渡
す
こ
と
に
な
っ

そ
の
刑
法
に
制
約
せ
ら
れ

イ
タ
リ
ー
に
二
人
の
イ
タ
リ
ー
人
た
る
犯
罪
人
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し
て
拒
絶
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
イ
タ
リ
ー
が
ホ
ロ
ハ
ン
事
件
に
裁
判
権
を
行
使
す
る
場
合
に
、
条
約
で
は
自
国
民
引
渡
の
義
務

を
認
め
な
が
ら
、

そ
の
刑
法
を
理
由
と
し
て
実
際
に
は
引
渡
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
イ
タ
リ
ー
が
、

間
に
締
結
し
た
自
国
民
引
渡
の
義
務
を
認
め
た
条
約
に
基
き
、

な
お
こ
の
条
約
に
基
い
て

米
国
に
対
し
て
二
人
の
米
国
民
た
る
犯
罪
人
の
引
渡
を
要
求
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
自
国
民
を
引
渡
す
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る

憲
法
そ
の
他
の
国
内
法
を
有
し
な
い
米
国
が
、
実
際
上
は
刑
法
が
理
由
と
な
っ
て
自
国
民
を
引
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
イ
タ
リ
ー
と
の

イ
タ
リ
ー
の
要
求
に
応
じ
て
自
国
民
を
引
渡
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
我
々
は
前
に
述
べ
た
先
例
と
関
係
の
あ
る
恰
好
の
他
の
先
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
一

0
年
に
、

「
前
の
事
件
で
、

一
八
六
八
年
の
こ
の
条
約
に
基
き
、
殺
人
罪
で
ポ
ー
タ
ー
・
チ
ャ
ー
ル
ト
ン

(
P
o
r
t
o
r
C
h
a
r
l
t
o
n
)
 

と
い
う
米
国
人
の
引
渡
を
要
求
し
た
こ
と
が
あ
る
。
米
政
府
は
、
米
国
の
憲
法
そ
の
他
の
国
内
法
に
自
国
民
の
引
渡
を
禁
止
す
る
も
の

な
く
、
同
条
約
が
自
国
民
を
も
引
渡
の
対
象
と
し
て
い
る
故
、

イ
タ
リ
ー
の
要
求
に
応
ぜ
ん
と
し
た
。
そ
こ
で
チ
ャ
ー
ル
ト
ン
は
、
前

の
パ
ラ
デ
ィ
ニ
事
件
の
イ
タ
リ
ー
に
よ
る
自
国
民
不
引
渡
を
理
由
と
し
て
、
自
己
の
引
渡
に
異
議
を
申
立
て
た
が
、
米
国
の
最
高
裁
判

イ
タ
リ
ー
が
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
で
は
目
国
民
の
引
渡
を
認
め
て
い
る
に
拘
ら
ず
、

し
て
自
国
民
の
引
渡
を
拒
絶
し
た
の
は
、
条
約
の
義
務
違
反
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
国
内
法
を
理
由
と

そ
の
条
約
が
当
然
無
効
に
な
る

の
で
は
な
く
、
米
国
に
こ
の
条
約
を
解
約
す
る
権
利
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
米
国
政
府
の
チ
ャ
ー
ル
ト
ン
引
渡
を

(

2

)

 

支
持
し
た
。

前
の
。
ハ
ラ
デ
ィ
ニ
事
件
及
び
こ
の
チ
ャ
ー
ル
ト
ン
事
件
に
於
け
る
米
国
政
府
の
態
度
及
び
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、

リ
ー
が
、
条
約
で
は
自
国
民
の
引
渡
を
み
と
め
な
が
ら
、

相
互
主
義
に
よ
ら
ず
、
条
約
の
引
渡
義
務
に
基
い
て
自
国
民
を
引
渡
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
の
。
ハ
ラ
デ
ィ
ニ
事

件
で
は
、
条
約
上
の
自
国
民
引
渡
の
義
務
を
認
め
な
が
ら
も
そ
の
国
内
法
を
理
由
と
し
て
米
国
ヘ
イ
タ
リ
ー
人
を
引
渡
す
こ
と
を
拒
否

所
は
、

イ
タ
リ
ー
は
、
米
国
に
対
し
て
、

た
と
え
、

イ
タ

そ
の
国
内
法
を
理
由
と
し
て
イ
タ
リ
ー
人
の
引
渡
を
拒
絶
し
て
も
、
米
国
は
、
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か
く
し
て
、

一・九一

0
年
に
は
、

「
相
互
主
義
の
下
で
は
、

イ
タ
リ
ー
は
、

そ
の
同
じ
条
約
に
基
き
、
米
国
政
府
に
対
し
て
米
国
人
チ
ャ
ー
ル
ト
ン
の
引
渡
要
求
を
し
且

(
3
)
 

イ
タ
リ
ー
の
法
律
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
要
求
を
し
え
な
い
」
と

ホ
ロ
ハ
ン
事
件
に
米
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、

イ
タ
リ
ー
は
、

た
と
え
一
八
六
八
年
の
条
約
に
よ
っ
て
自

国
民
を
も
引
渡
す
こ
と
を
認
め
て
い
て
も
、
自
国
民
の
引
渡
を
禁
止
し
て
い
る
刑
法
の
制
約
を
う
け
て
、

ト
ッ
チ
ニ
及
び
マ
ニ
ニ
の
二

人
の
イ
タ
リ
ー
人
た
る
犯
罪
人
を
米
国
で
裁
判
を
う
け
し
む
る
た
め
に
引
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
イ
タ
リ

ー
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、

パ
ラ
デ
ィ
ニ
及
び
チ
ャ
ー
ル
ト
ン
両
事
件
の
先
例
の
示
す
如
く
、

基
い
て
、
も
し
イ
タ
リ
ー
に
裁
判
権
が
あ
る
な
ら
ば
、

(
4
)
 

と
考
え
ら
れ
る
。

イ
タ
リ
ー
は
米
国
に
対
し
て

イ
カ
ル
デ
イ
及
び
ロ
ド
ル
ス
の
二
人
の
米
国
人
の
引
渡
を
一
八
六
八
年
の
条
約
に
基
い
て
要
求
し
う
る
し
、
ま
た
米
国
は
こ
の
要
求
に

応
じ
て
引
渡
を
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
米
国
は
、
犯
罪
必
罰
の
精
神
と
属
地
法
主
義
に
基
く
伝
統
的
自
国
民
引
渡
の
主
張
に

こ
の
二
人
の
旧
軍
人
た
る
米
国
民
犯
罪
人
を
イ
タ
リ
ー
に
引
渡
す
べ
き
で
あ
る

(
3
)
T
h
e
 N
e
w
 Y
o
r
k
 T
i
m
e
s
,
―
九
五
一
・
八
・
一
九
、
二
面
。

(
4
)
犯
行
当
時
効
力
の
あ
っ
た
米
国
の
旧
軍
刑
法
の
第
二
条
は
、
退
役
軍
人
を
服
役
中
の
犯
罪
で
軍
法
会
議
に
ふ
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

定
め
て
い
た
。
一
九
五
0
年
五
月
の
新
軍
刑
法
は
第
三
条
で
こ
の
点
を
あ
ら
た
め
て
い
る
が
、
遡
及
効
が
な
い
。
ま
た
米
国
の
裁
判
所
は
領
土

外
犯
罪
に
対
し
て
裁
判
権
が
な
い
。
従
っ
て
イ
カ
ル
デ
イ
及
び
ロ
ド
ル
ス
の
二
人
は
米
国
で
処
罰
さ
れ
え
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
に

は
異
論
が
あ
る
が
、
第
二
節
で
述
べ
た
法
の
欠
欽
に
よ
り
国
家
が
自
国
民
を
裁
判
で
き
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
の
一
例
と
し
て
、
参
考
ま
で
に

附
言
し
て
お
く
。

(
2
)
前
同
書
、
五
七
0
頁
及
び
七
五
六
頁
。

(
1
)
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
、
前
掲
書
、
五
七
0
頁。

い
う
イ
タ
リ
ー
の
法
律
家
へ
の
回
答
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ
引
渡
を
う
け
た
こ
と
は
、

し
た
イ
タ
リ
ー
が
、
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犯
罪
人
引
渡
の
制
度
の
中
の
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
に
つ
い
て
、
条
約
及
び
国
家
の
実
行
を
参
照
し
つ
ヽ
そ
の
概
要
を
述
べ
た
が
、

犯
罪
人
引
渡
の
中
の
他
の
―
つ
の
所
謂
原
則
で
あ
る
政
治
犯
不
引
渡
の
主
義
と
比
較
す
る
時
、

こ
の
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
は
理
論
的

に
は
甚
だ
維
持
さ
れ
難
い
も
の
で
あ
る
。
政
治
犯
不
引
渡
の
主
義
も
、
政
治
犯
の
概
念
の
相
異
あ
る
い
は
国
家
の
政
策
上
の
考
慮
か
ら

生
ず
る
理
論
及
び
実
行
上
の
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
主
義
自
身
に
対
す
る
反
対
は
あ
ま
り
存
在
し
な
い
。
し
か
る
に
、

自
国
民
不
引
渡
の
主
義
は
、

そ
れ
自
身
に
対
す
る
反
対
（
自
国
民
引
渡
）
の
主
義
が
あ
り
、
し
か
も
反
対
た
る
自
国
民
引
渡
の
主
義
の

方
が
理
論
的
に
維
持
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
国
家
の
実
行
及
び
条
約
は
圧
倒
的
に
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
が
多

い
と
い
う
奇
妙
な
現
状
に
あ
る
。
自
国
民
不
引
渡
の
主
義
と
政
治
犯
不
引
渡
の
主
義
と
が
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
於
い
て
同
じ
く
所
謂

原
則
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
か
く
の
如
く
相
異
し
た
性
格
を
も
つ
の
は
、
前
者
が
全
く
の
偶
然
に
よ
っ
て
出
現
し
、
且

つ
国
家
の
威
厳
の
維
持
そ
の
他
の
感
情
に
よ
っ
て
維
持
せ
ら
れ
て
い
る
に
反
し
て
、
後
者
は
国
家
の
利
益
あ
る
い
は
政
策
上
の
考
慮
か

ら
生
れ
、
且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
維
持
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

結

び
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結 第
二
節

第
一
節

序

五ロ-1=" 

序

説

自
国
々
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

第
三
章

第
三
節

(
A
m
n
e
s
t
y
 C
l
a
u
s
e
 
i
n
 
T
r
e
a
t
i
e
s
 
of 
P
e
a
c
e
 
a
n
d
 W
a
r
 C
r
i
m
e
s
)
 

一
般
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

説
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
定
義

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
没
収
財
産
及
び
債
務

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
伴
虜
の
釈
放

特
殊
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

片
務
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

部
分
的
（
制
限
付
）
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
黙
認

講
和
条
約
を
締
結
す
る
主
要
な
目
的
は
、
戦
争
を
終
結
せ
し
め
る
こ
と
、
戦
争
を
惹
起
し
た
る
原
因
を
除
去
す
る
こ
と
、
戦
争
中
に

講
和
条
約
の
特
赦
条
項
と
戦
争
犯
罪
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生
じ
た
る
種
々
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
、

の
三
つ
で
あ
る
。
従
っ
て
講
和
条
約
の
内
容
も
、

が
で
き
る
。
勿
論
今
日
迄
に
締
結
せ
ら
れ
た
多
数
の
講
和
条
約
の
中
に
は
、

こ
の
三
つ
の
目
的
か
ら
分
類
す
る
こ
と

プ
カ
レ
ス
ト

(
B
u
c
h
a
r
e
s
t
)
講
和
条
約
の
如
く
、
締
約
当
事
国
間
の
戦
争
状
態
の
終
了
を
宣
言
し
て
居
る
だ
け
の
も
の
も
あ
る
。
し
か

し
か
ヽ
る
講
和
条
約
は
、
前
述
の
第
二
及
び
第
三
の
目
的
を
達
成
せ
ず
、
す
な
わ
ち
戦
争
の
原
因
は
除
去
さ
れ
て
居
ら
ず
、
戦
争
中
に

生
じ
た
問
題
は
解
決
さ
れ
て
居
ら
な
い
故
、
再
び
戦
争
が
勃
発
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
講
和
条
約
と
し
て
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。

っ
て
講
和
条
約
の
中
の
条
款
は
、

一
般
に
講
和
条
約
は
右
の
三
つ
の
目
的
を
具
体
的
に
表
現
す
る
条
款
を
含
ん
で
居
り
、
従

そ
の
条
款
の
目
的
か
ら
普
通
条
款

(
g
e
n
e
r
a
l
a
r
t
i
c
l
e
s
)
•

特
別
条
款

(
s
p
e
c
i
a
l

articles)
・
雑
条

款
(
m
1
s
c
e
l
l
a
n
e
o
u
s
a
r
t
i
c
l
e
s
)

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
普
通
条
款
と
は
、
戦
争
の
終
結
•
平
和
克
復
に
直
接
関
係
す
る
条
款
で

あ
り
、
第
一
の
目
的
た
る
戦
争
の
終
結
を
宣
言
し
、
第
三
の
目
的
た
る
戦
争
中
に
生
じ
た
る
種
々
の
問
題
の
中
で
通
常
交
戦
中
に
惹
起

す
る
問
題
を
解
決
す
る
も
の
を
含
む
が
故
に
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
講
和
条
約
に
於
て
共
通
で
あ
る
。
戦
闘
の
中
止
•
平
和
関
係
の
復
活

・
軍
事
占
領
の
廃
止
・
伴
虜
の
解
放
・
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
戦
争
前
に
締
結
さ
れ
た
条
約
の
効
力
等
に
関
す
る
規
定
を
言
う
。
特
別
条
款
と
は
、

第
二
の
目
的
た
る
戦
争
の
原
因
を
除
去
し
、
第
三
の
目
的
た
る
戦
争
中
に
生
じ
た
る
問
題
の
中
で
特
に
こ
の
戦
争
中
に
発
生
し
た
問
題

を
解
決
す
る
も
の
を
含
む
。

こ
の
特
別
条
款
を
締
約
当
事
国
が
受
諾
す
る
こ
と
が
講
和
の
条
件
と
な
り
、
特
別
条
款
の
内
容
は
、

戦
争
の
原
因
に
よ
り
、
ま
た
そ
の
戦
争
の
状
態
及
び
結
末
に
よ
り
相
異
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
部
分
の
講
和
条
約
に
於
て
特
別

条
款
の
分
類
に
人
る
規
定
の
中
で
共
通
な
も
の
は
、
領
上
割
譲
と
賠
償
、

に
関
す
る
規
定
を
含
む
こ
と
が
あ
り
、

そ
の

及
び
こ
れ
に
付
随
し
て
割
譲
地
の
住
民
の
国
籍
、
財
産
或
い

は
工
場
撤
去
等
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
以
上
二
つ
の
条
款
に
入
ら
な
い
も
の
は
雑
条
款
の
中
に
人
る
。
例
え
ば
確
定
講
和
条
約
の
中

に
、
予
備
講
和
条
約
と
確
定
講
和
条
約
の
関
係
を
規
定
し
た
り
、
或
い
は
講
和
条
約
の
中
に
、
漁
業
権
・
通
商
航
海
の
権
利
•
関
税
等

(
1
)
 

こ
れ
等
の
規
定
は
雑
条
款
の
中
に
入
る
。

か
ヽ
る
異
例
の
講
和
条
約
は
別
と
し
て

一
八
八
六
年
三
月
三
日
の
プ
ル
ガ
リ
ヤ
・
セ
ル
ビ
ヤ
間
の

194 



右
の
様
な
講
和
条
約
の
規
定
の
分
類
中
の
普
通
条
款
に
人
る
も
の
に
、
所
謂
「
特
赦
条
項

(
a
m
n
e
s
t
y
c
l
a
u
s
e
)
」
な
る
も
の
が
あ
る
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

(
a
m
n
e
s
t
y
,
a
m
n
i
s
t
i
e
)
 
と
は
、

ギ
リ
シ
ヤ
語
の
「
a
m
n
e
s
t
i
a
」
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
「
忘
却
(
f
o
r
g
e
t
f
u
l
n
e
s
s
)
」

を
意
味
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
講
和
条
約
の
中
に
は
、
通
常
こ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
宣
言
、
す
な
わ
ち
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
が

(
2
)
 

含
ま
れ
て
居
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
「
忘
却
」
す
な
わ
ち
「
不
法
行
為
の
宥
恕
」
を
宣
言
し
た
る
規
定
（
特
赦
条
項
）
は
、
二
十
世
紀

初
め
迄
の
、
正
確
に
は
一
九
一
四
年
の
第
一
世
界
大
戦
勃
発
迄
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
講
和
条
約
の
中
に
発
見
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
ア
ム

ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
内
容
は
、
時
代
の
変
遷
に
よ
っ
て
、
各
講
和
条
約
に
よ
り
、

ま
た
国
際

法
学
者
の
学
説
に
よ
り
多
少
相
異
が
あ
る
。
以
下
こ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に
つ
い
て
、
種
々
の
講
和
条
約
に
挿
入
せ
ら
れ
た
ア
ム
ネ
ス
テ

ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
及
び
国
際
法
学
者
の
学
説
か
ら
、
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
ヽ
す
る
。

(
l
)
講
和
条
約
の
規
定
の
分
類
は
種
々
あ
り
、
か
ヽ
る
分
類
の
外
に
、

B
e
r
n
a
r
d
,
F
o
u
r
 lectures 
o
n
 s
u
b
J
e
c
t
s
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
 
w
i
t
h
 d
i
p
l
o
-

m
a
c
y
,

―
八
六
八
年
、
三
七
ー
三
八
頁
は
、
第
一
に
普
通
条
款
を
挙
げ
て
、
こ
れ
に
は
平
和
克
復
の
宣
言
・
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に
関
す
る
規
定
を

入
れ
、
第
二
に
戦
争
原
因
の
除
去
・
戦
争
再
発
の
防
止
の
為
に
と
ら
る
べ
き
手
段
に
関
す
る
規
定
、
第
三
に
損
害
や
戦
争
の
費
用
の
賠
償
に
関

す
る
規
定
、
第
四
に
戦
争
前
に
締
結
さ
れ
た
条
約
の
効
力
に
関
す
る
規
定
、
と
四
つ
に
分
け
て
居
る
。
本
論
文
の
目
的
は
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
故
、
講
和
条
約
の
規
定
の
分
類
の
問
題
に
関
し
て
は
詳
述
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

こ
の
バ
ー
ナ
ー
ド
の
称
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
普
通
に
言
わ
れ
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
よ
り
広
い
意
味
に
解
さ
れ
て
居
る
が
、
と
に
か
く
ア
ム

ネ
ス
テ
ィ
を
普
通
条
款
に
入
れ
て
居
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
2
)
P
h
i
l
1
1
p
s
o
n
,
 T
h
e
 1nternat10nal 
l
a
w
 
a
n
d
 c
u
s
t
o
m
 of 
a
n
c
i
e
n
t
 
G
r
e
e
c
e
 a
n
d
 R
o
m
e
,
 vol. I
,

一
九
一

一
年
、
三
七
六
頁
。
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責
任
を
締
約
当
事
国
が
宥
恕
し
て
処
罰
し
な
い
こ
と
を
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
で
規
定
し
て
居
る
も
の
も
あ
る
。
か
ヽ
る
ア
ム

あ
る
。

「
交
戦
国
自
身
•
そ
の
軍
隊
の
所
属
員
・
そ
の
国
民
が
、
戦
争
中
に
、
政
治

(
1
)
 

的
動
機
に
基
い
て
な
し
た
す
べ
て
の
不
法
行
為
の
責
任
の
免
除
」
で
あ
る
と
言
っ
て
居
る
。
こ
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
定
義
及
び
講
和

条
約
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
か
ら
、
十
九
世
紀
或
い
は
二
十
世
紀
初
め
の
国
際
法
学
者
の
主
張
し
た
る
普
通
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

（イ）

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
相
手
方
当
事
国
に
双
務
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
与
え
る
と
言
う
の
は
、
講
和
条
約
の
締
約
当
事
国
が
、
相
互
に
相
手
方
当
事
困
•
そ
の
軍
隊
の
所
属
員
・
そ
の
国

民
の
、
も
し
こ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
当
然
そ
の
行
為
の
責
任
を
追
求
せ
ら
れ
る
ぺ
き
不
法
行
為
を
爾
後
は
宥
恕
し
て

不
問
に
附
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
締
約
当
事
国
は
相
互
に
相
手
方
当
事
国
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
認
め
る
の
で
あ
っ
て
、
締
約

当
事
国
が
自
国
の
軍
人
ま
た
は
国
民
を
、
講
和
条
約
に
反
対
の
規
定
が
な
い
以
上
は
、

法
の
反
逆
罪
で
講
和
条
約
締
結
後
で
も
処
罰
し
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
自
国
の
軍
人
或
い
は
国
民
が
中
立
国
領
土
で
戦
争
中
な
し
た
不

法
行
為
の
責
任
を
宥
恕
す
る
義
務
を
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
課
す
る
も
の
で
も
な
く
、
更
に
中
立
国
が
締
約
当
事
国
の
国
民
ま
た
は
軍
人
が

中
立
国
領
土
で
戦
争
中
な
し
た
不
法
行
為
の
責
任
を
宥
恕
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
を
締
約
当
事
国
に
与
え
る
も
の
で
も
な
い
の
で

し
か
し
講
和
条
約
の
中
に
は
少
数
で
は
あ
る
が
、
自
国
国
民
ま
た
は
軍
人
の
戦
争
中
の
反
逆
罪
や
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
の
違
反
の

の
定
義
は
、
次
の
如
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は

第
一
節

一
般
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
定
義

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
定
義
し
て
、

そ
の
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
の
違
反
或
い
は
刑
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で
あ
る
。

一
八
五
九
年
の
佛
澳
間
の
チ
ュ
リ
ッ
ヒ
(
N
u
n
c
h
)
講
和
条
約
第
二
|
―
条
、
一
八
六
六
年
の
普
澳
間
の
プ
ラ
ー
グ
(
P
r
a
g
u
e
)
講
和
条
約

を
約
束
す
る
と
言
っ
て
居
る
。
ま
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
が
最
も
簡
明
に
し
て
普
通
の
形
式
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
で
あ
る
と
言

(
2
)
 

っ
て
居
る
一
九
一
三
年
十
一
月
の
ト
ル
コ
・
ギ
リ
シ
ャ
問
の
ア
テ
ネ

(
A
t
h
e
n
s
)

講
和
条
約
第
三
条
は
、
「
締
約
当
事
国
は
、
充
分
に

．．．． ＇ 

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

し
て
完
全
な
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
、
本
条
約
締
結
前
の
政
治
上
の
諸
種
の
事
件
に
関
係
せ
る
す
べ
て
の
人
々
に
与
え
る
」
と
規
定
し
て

届
る
。
こ
れ
等
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
か
ら
、

／ヘ
ノ‘

ヽ

元
首
及
び
政
府
の
構
成
員
た
る
者
も
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
政
治
的
動
機
に
基
く
不
法
行
為
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
政
治
上
の
見
解
或
い
は
政
治
上
の

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
前
述
の
如
く
、
政
治
的
動
機
(
P
o
l
i
t
1
c
a
l

m
o
t
i
v
e
s
)

に
基
い
て
な
し
た
不
法
行
為
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の

一
般
に
国
際
法
学
に
於
て
「
政
治
的
」
な
る
言
葉
か
何
を
意
味
す
る
か
の
論
争
が
、
種
々
の
問
題
に
つ
い
て
生
じ
た
。
例
え

(
3
)
 

ば
国
際
裁
判
に
附
託
せ
ら
る
べ
き
紛
争
の
範
囲
に
於
け
る
法
律
的
紛
争
と
政
治
的
紛
争
の
区
別
、
或
い
は
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
に
於
け
る

(
4
)
 

政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
、
等
の
「
政
治
的
」
な
る
言
葉
の
定
義
に
つ
い
て
論
争
が
あ
る
。

行
動
に
対
し
て
も
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

0
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.
 

た
如
何
な
る
個
人
も
、
そ
の
階
級
や
身
分
の
如
何
を
問
わ
ず
、
そ
の
行
為
或
い
は
政
治
上
の
見
解
を
理
由
と
し
て
訴
追
さ
れ
な
い
こ
と

第
十
条
は

い
ず
れ
も
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
で
あ
る
が

そ
の
中
に
各
締
約
当
事
国
は
、
戦
争
の
種
々
の
事
件
で
嫌
疑
を
受
け

（
所
謂
政
治
家
を
含
み
）
に
も
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
か
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ネ
ス
テ
ィ
は
、
有
害
で
あ
り
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
（
第
二
節
一
参
照
）
。

（口）

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
相
手
方
当
事
国
の
元
首
・
政
治
家
・
国
民
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
締
約
当
事
国
に
よ
り
相
手
方
当
事
国
の
軍
隊
の
所
属
員
及
び
国
民
に
与
え
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
相
手
方
当
事

国
自
身
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
相
手
方
当
事
国
を
代
表
す
る
元
首
及
び
そ
の
政
府
、
す
な
わ
ち
政
府
を
構
成
す
る
者
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の
行
為
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
、

る
言
葉
を
使
っ
た
意
味
は
別
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
政
治
的
動
機
に
基
く
不
法
行
為
と
云
う
言
葉
の
意
義
を
理
解
せ
ん
と
す
る
場
合
に
、
余
り
政
治
的
と
言
う
言
葉
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
が
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
戦
争
に
直
接
関
係
が
あ
る
戦
争
目
的
の
為
の
不
法
行
為
に
与
え
ら
れ
る
と
言
っ
て

(
6
)
 

居
る
と
こ
ろ
か
ら
、
政
治
的
動
機
に
基
く
不
法
行
為
と
は
、
戦
争
に
直
接
関
係
の
あ
る
戦
争
目
的
の
為
の
不
法
行
為
と
言
う
意
義
に
理

解
し
て
大
体
誤
り
な
い
と
思
う
。
従
っ
て
戦
争
に
直
接
関
係
の
あ
る
戦
争
目
的
の
為
の
行
為
の
範
疇
に
人
ら
な
い
行
為
、
例
え
ば
伴
虜

の
虐
待
・
非
戦
闘
員
の
不
必
要
な
殺
数
の
如
き
に
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
与
え
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
相
手
方
交
戦
国
の
伴
虜
が
抑
留
中
殺

(
7
)
 

人
罪
そ
の
他
国
内
法
上
の
犯
罪
を
な
し
た
場
合
に
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（

二

）

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
戦
争
前
及
び
戦
争
中
の
政
治
的
動
機
に
基
く
不
法
行
為
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ネ
ス
テ
ィ
の
認
め
ら
れ
る
か
ヽ
る
不
法
行
為
は
、
戦
争
中
な
さ
れ
た
行
為
で
も
、
戦
争
前
の
戦
争
に
直
接
関
係
の
あ
る
戦
争
目
的
の
為

べ
た
如
く

ア
ム

こ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
不
法
行
為
の
動
機
た
る
政
治
的
動
機
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
本
節
冒
頭
に
引
用
し
た
る
オ

ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
も
、
ま
た
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
政
治
的
動
機
か
ら
す
る
不
法
行
為
に
認
め
ら
れ
る
と
同
様
に
定
義
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン

(
5
)
 

も
、
こ
の
言
葉
が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
居
る
の
か
を
明
確
に
し
て
居
ら
な
い
の
で
あ
る
。
戦
争
終
了
後
に
そ
の
戦
争
を
指
導
し
た

る
元
首
や
政
治
家
を
相
手
国
が
処
罰
し
な
か
っ
た
二
十
世
紀
初
め
迄
の
大
多
数
の
国
家
の
慣
行
か
ら
、
政
治
的
動
機
に
基
く
不
法
行
為

と
云
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
不
法
行
為
の
責
任
の
宥
恕
を
元
首
及
び
政
治
家
の
行
為
に
ま
で
及
ば
す
為
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
元
首
及
び
政
治
家
も
そ
の
政
治
上
の
見
解
や
政
治
活
動
に
つ
い
て
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
の
（
口
）

で
述

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
か
相
手
方
当
事
国
自
身
に
も
与
え
ら
れ
る
と
云
う
言
葉
か
ら
婦
納
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
政
治
的
動
機
な

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
戦
争
に
囲
接
関
係
の
あ
る
戦
争
目
的
の
為
の
不
法
行
為
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

198 



ス
テ
ィ
と
は

一
八
六
六
年
十
月
の

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
戦
争
中
及
び
戦
争

い
つ
な
さ
れ
た
政
治
的
動
機
に
基
く
不
法
行
為
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が

与
え
ら
れ
る
か
を
述
べ
て
居
ら
な
い
。
他
方
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、

「
戦
争
中
(
d
u
n
n
g
 t
h
e
 
w
a
r
)
」

れ
た
不
法
行
為
と
言
っ
て
居
る
。
し
か
し
戦
争
中
に
政
治
的
動
機
に
基
い
て
な
さ
れ
た
不
法
行
為
に
の
み
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
与
え
ら
れ
、

戦
争
前
の
戦
争
に
直
接
関
係
の
あ
る
戦
争

H
的
の
為
の
不
法
行
為
に
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
戦
争
の
法
規
及

び
慣
例
に
は
、

元
首
及
び
政
治
家
の
戦
争
中
の
政
治
活
動
ま
た
は
政
治
上
の
見
解
に
制
限
を
課
す
る
も
の
な
く
、
従
っ
て
元
首
及
び
政

治
家
の
戦
争
中
の
政
治
活
動
ま
た
は
政
治
上
の
見
解
で
不
法
行
為
と
し
て
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
認
め
る
べ
き
も
の
が
存
在
し
得
る
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

か
ヽ
る
政
治
活
動
ま
た
は
政
治
上
の
見
解
は
、
恐
ら
く
戦
争
勃
発
に
よ
り
或
い
は
戦
争
中
に
突

然
生
じ
た
る
も
の
で
は
な
く
、
少
く
と
も
戦
争
勃
発
の
暫
時
以
前
よ
り
存
在
す
る
も
の
も
あ
り
、
戦
争
中
の
か
ヽ
る
政
治
活
動
ま
た
は

政
治
上
の
見
解
は
宥
恕
せ
ら
れ
て
も
、
戦
争
勃
発
前
の
そ
の
一
部
は
宥
恕
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
結
局
交
戦
国
自
身
す
な
わ
ち
元
首

及
び
政
治
家
の
政
治
活
動
ま
た
は
政
治
上
の
見
解
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
ナ
ン
セ
ン
ス

(
n
o
n
s
e
n
s
e
)

と
な
る
の
で
あ
る
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
が
講
和
条
約
に
挿
人
さ
れ
る
の
は
、
交
戦
国
間
の
憎
悪
や
悪
感
情
を
一
掃
す
る
た
め
で
あ
り
、

「
忘
却
」
す
な
わ
ち
過
ぎ
去
っ
た
事
は
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、

前
の
政
治
的
動
機
に
基
い
て
な
さ
れ
た
不
法
行
為
に
与
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
国
家
の
慣
行
に
於
て
も
、

澳
伊
間
の
ウ
イ
ン

(
V
i
e
n
n
a
)

講
和
条
約
第
二
十
三
条
に
は
「
今
日
迄
の

(
u
p
to 
t
h
e
 
p
r
e
s
e
n
t
 
t
i
m
e
)
」
、
前
述
の
最
も
簡
明
に
し
て

普
通
の
形
式
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
と
言
わ
れ
て
居
る
ア
テ
ネ
条
約
第
三
条
に
は
「
本
条
約
締
結
前
の

(
p
n
o
r
to 
t
h
e
 
p
r
e
s
,
 

e
n
t
 
treaty)
」
、
と
言
う
言
葉
を
使
っ
て
、

こ
の
趣
旨
を
表
現
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
O
p
p
e
n
h
e
i
m
,
 Internattonal 
l
a
w
,
 vol. II,

―
九
二
六
年
、
四
一
＿
一
八
頁
。

(
2
)
P
h
i
l
l
i
p
s
o
n
,
 T
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 of 
w
a
r
 a
n
d
 treaties of 
peace,

一
九
一
六
年
、
四
五
0
頁。

フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
は
、
そ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
定
義
の
中
に

ア
ム
ネ

に
政
治
的
動
機
に
基
い
て
な
さ
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し
て
刑
事
上
或
い
は
民
事
上
の
訴
追
や
迫
害
を
し
な
い
と
言
っ
て
居
る
。
従
っ
て
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
は
、
没
収
財
産
の
返
還
・
伴
虜
の

釈
放
ま
で
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
不
法
行
為
の
責
任
を
不
問
に
附
し
、
溺
後
は
そ
の
不
法
行
為
を
宥
恕
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
学
説
も
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
か
く
の
如
き
意
味
に
解
し
て
居
る
。

し
か
し
十
九
世
紀
以
降
の
講
和
条
約
に
於
て
は

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
は
、

ナ
プ
リ
ュ
ッ
ク
(
O
s
n
a
b
r
i
i
c
k
)
講
和
条
約
、

(
6
)
W
i
l
s
o
n
,
 H
a
n
d
b
o
o
k
 of 
internattonal 
l
a
w
,
 

(
7
)
H
a
l
l
,
 A
 treatise 
o
n
 international 
l
a
w
,
 

十
九
世
紀
以
前
の
講
和
条
約
の
中
に
は
、

侯
国
間
の
オ
リ
バ

(
O
h
v
a
)

講
和
条
約
は
、

一九一

0
年
、
一
こ
八
一
頁
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
没
収
財
廂
及
び
債
務

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
が
、
相
手
方
当
事
国
の
不
法
行
為
の
責
任
の
宥
恕
の
み
な
ら

ず
、
戦
争
中
没
収
し
た
財
産
の
返
還
を
も
規
定
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
六
四
八
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
・
ス
エ
ー
デ
ン
問
の
オ
ス

一
六
六

0
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
・
ス
エ
ー
デ
ン
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
プ
ラ
ン
デ
ン
プ
ル
グ
選
挙

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
で
、
講
和
条
約
締
結
後
は
相
互
の
不
法
行
為
を
宥
恕
し
、
す

べ
て
の
人
の
戦
争
中
没
収
さ
れ
た
財
産
を
返
還
す
る
と
言
っ
て
居
る
。

ま
た
学
者
の
中
で
も
、
講
和
条
約
の
中
で
言
う
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
は
、
普
通
に
意
味
す
る
不
法
行
為
の
宥
恕
だ
け
で
な
く
、
締
約
当

事
国
が
保
有
す
る
意
思
の
な
い
征
服
地
の
返
還
・
戦
争
に
よ
り
そ
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
居
る
権
利
の
回
復
・
伴
虜
の
釈
放
を
も
意
味

(

1

)

 

す
る
と
言
う
者
が
あ
る
。

一
九
一
四
年
、
六
七
七
頁
。

(
5
)

フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
、
前
掲
害
、
ご
四
四
頁
。

(
4
)
田
岡
博

K
、
右
同
書

L
巻
、
昭
和
二
十
一
年
、
三
五
九
ー
六
五
頁
。

(
3
)
田
岡
博
士
、
国
際
法
学
大
綱

下
巻
、
昭
和
二
十
二
年
、
二
五
頁
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
認
め
て
、
身
体
•
財
産
に
対
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(
l
)

バ
ー
ナ
ー
ド
、
前
掲
書
、
三
八
頁
。

右
の
様
に

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に
は
伴
虜
の
釈
放
の
意
味
は
な
く
、

「
平
和
克
服
の
後

そ
れ
故
に
、
講
和
条
約
の
中
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
が
あ
っ
て
も
、
他
に
別
段
の
規
定
が
な
い
以
上
は
、
戦
争
前
の
契
約
上

の
債
務
や
損
害
賠
償
の
義
務
は
宥
恕
（
忘
却
）
さ
れ
ず
、

そ
の
請
求
権
は
戦
争
中
は
そ
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
居
る
が
、
平
和
克
服
に

(
2
)
 

よ
り
回
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
公
私
の
債
務
及
び
公
債
の
利
子
の
支
払
は
回
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
戦
争
中
の
債
務
、
例

証
券
(
r
a
n
s
o
m
,
b
i
l
l
)
に
よ
る
請
求
権
等
に
は
、

え
ば
、
戦
争
中
政
府
の
許
可
を
得
て
な
し
た
通
尚
上
の
債
務
、
伴
虜
が
そ
の
生
活
維
持
の
為
に
な
し
た
債
務
、
或
い
は
被
拿
捕
船
買
戻

(
3
)
 

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
適
用
は
な
く
、
講
和
条
約
締
結
後
も
有
効
な
の
で
あ
る
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
忘
却
或
い
は
宥
恕
と
言
っ
て
も
、
戦
争
前
及
び
戦
争
中
の
債
務
ま
で
も
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
り
、
も
し
債
務
の
消
滅
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
講
和
条
約
の
他
の
別
段
の
規
定
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

(
2
)
D
a
v
i
s
,
 E
l
e
m
e
n
t
s
 of 
internat10nal 
l
a
w
,
 
IJL
一
六
年
、
三
四
四
頁
。

(
3
)
ホ
ー
ル
、
前
掲
書
、
六
七
七
頁
。

Halleck, 
Internat1onal 
l
a
w
`
v
o
l
.
 I,

―
九

0
八
年
、
三
三
七
頁
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
伴
虜
の
釈
放

一
九

0
七
年
の
第
二
回
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
で
締
結
せ
ら
れ
た
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
の
第
二
十
条
は
、

は
成
る
べ
く
速
か
に
伴
虜
を
そ
の
本
国
に
帰
還
せ
し
む
べ
し
」
、
と
規
定
し
て
居
る
。
講
和
条
約
に
も
通
常
、
伴
虜
の
釈
放
に
関
す
る
規

定
か
設
け
ら
れ
、
相
手
方
当
事
国
の
倅
虜
は
は
釈
放
さ
れ
て
居
る
。
前
述
の
如
く
、

従
っ
て
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
と
は
別
に
伴
虜
釈
放
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
、
し
か
し
講
和
条
約
締
結
時
に
伴
虜
に

し
て
処
罰
さ
れ
て
居
る
者
或
い
は
嫌
疑
は
受
け
て
居
る
か
未
だ
処
罰
は
さ
れ
て
居
な
い
者
と
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
賦
与
と
の
問
題
か
生
ず
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る
。
す
な
わ
ち
か
ヽ
る
伴
虜
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
適
用
を
受
け
て
釈
放
さ
れ
る
か
否
か
の
問
題
が
起
る
。
こ
の
問
題
は
、
伴
虜
の
犯
し

た
不
法
行
為
を
国
内
法
・
国
際
法
・
軍
律
上
の
犯
罪
に
分
け
て
考
慮
す
る
こ
と
に
す
る
。

伴
虜
が
国
内
法
上
の
犯
罪
を
な
し
た
場
合
に
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

ハ
参
照
）
。
従
っ
て
国
内
法
上
の
犯
罪
を
な
し
た
伴
虜
に
し
て
、
処
罰
さ
れ
て
居
る
者
は
講
和
条
約
締
結
後
も
釈
放
さ
れ
る
こ
と
な
く
刑

期
満
了
迄
抑
留
せ
ら
れ
、
嫌
疑
は
受
け
て
居
る
が
未
だ
処
罰
さ
れ
て
居
な
い
者
は
講
和
条
約
締
結
後
で
も
そ
の
ま
ヽ
審
理
処
罰
せ
ら
れ

得
る
の
で
お
る
。
し
か
し
他
方
そ
の
犯
罪
が
重
罪
で
な
い
な
ら
ば
、
本
国
は
釈
放
を
要
求
し
得
る
と
、
す
な
わ
ち
重
罪
で
な
い
伴
虜
に

(

1

)

 

は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
適
用
が
あ
る
と
主
張
す
る
学
者
も
あ
る
。

次
に
国
際
法
上
の
犯
罪
を
な
し
て
捕
え
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
が
、
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
の
違
反
、
す
な
わ
ち
所
謂
戦
争
犯
罪
（
ニ

十
世
紀
初
め
迄
の
戦
争
犯
罪
は
、
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
の
違
反
・
間
諜
等
を
言
う
の
で
あ
り
、
今
日
の
戦
争
犯
罪
の
概
念
と
相
異
す
る
。
結
語
参
照
）

に
は
休
戦
旗
の
乱
用
の
如
く
道
徳
的
に
非
難
せ
ら
る
べ
き
犯
罪
も
あ
る
が
、
他
面
軍
事
占
領
下
に
於
け
る
一
般
国
民
の
ゲ
リ
ラ
戦
の
遂

行
の
如
く
愛
国
的
な
犯
罪
も
あ
る
が
、
交
戦
国
は
、

そ
の
行
為
の
動
機
・
目
的
・
道
徳
性
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
自
国
の
安
全
と
自
衛
の

為
に
之
を
捕
え
た
場
合
に
は
伴
虜
と
し
て
取
扱
わ
ず
処
罰
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
講
和
条
約
が
締
結
せ
ら
れ
て
、

が
相
手
方
当
事
国
の
軍
人
及
び
国
民
の
戦
争
前
及
び
戦
争
中
の
戦
争
に
直
接
関
係
の
あ
る
戦
争
目
的
の
為
の
不
法
行
為
に
与
え
ら
れ
、

爾
後
は
そ
の
不
法
行
為
を
宥
恕
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
戦
争
犯
罪
も
当
然
か
ヽ
る
不
法
行
為
の
範
疇
に
入
る
故
、
平
和
克
服
後
は
相
手

方
当
事
国
の
軍
人
及
び
国
民
を
戦
争
犯
罪
で
処
罰
し
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
伴
虜
に
し
て
戦
争
犯
罪
を
な
し
、
講
和
条
約
締
結
前
に

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
適
用
が
あ
り
釈
放
せ
ら
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る

未
だ
有
罪
判
決
を
受
け
て
居
ら
ず
処
罰
さ
れ
て
居
ら
な
い
者
は
、

が
、
問
題
は
既
に
戦
争
犯
罪
で
処
罰
さ
れ
て
居
る
伴
虜
は
、

（
本
節
一
の

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
適
用
せ
ら
れ
て
釈
放
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
刑
期
満
了
迄

抑
留
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
ウ
イ
ル
ソ
ン
は
、
身
体
に
対
す
る
も
の
に
せ
よ
、
財
産
に
対
す
る
も
の
に
せ
よ
、
既
に
課
せ
ら
れ
た
処
罰
に
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交
戦
国
は
自
衛
を
理
由
と
し
て
極
刑
を
課
す
る
傾
向
が
生
ず
る
と
言
っ
て
居
る
。

言
っ
て
居
る
。

八

(

2

)

 

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
救
済
を
与
え
な
い
と
言
っ
て
居
る
。
従
っ
て
戦
争
犯
罪
で
服
役
中
の
伴
虜
に
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
適
用
な
く
刑

期
満
了
迄
抑
留
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
か
ヽ
る
説
を
主
張
す
る
学
者
は
、
も
し
講
和
条
約
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
適
用
に
よ
り
服
役
中
の

伴
虜
ま
で
釈
放
さ
れ
る
と
す
る
と
、
国
内
法
上
の
犯
罪
に
は
量
刑
の
基
準
が
あ
る
が
、
国
際
法
上
の
犯
罪
に
は
量
刑
の
基
準
が
な
い
故

こ
れ
に
反
対
し
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
は
次
の
如
く
に

「
か
ヽ
る
見
解
は
、
正
義
・
公
平
の
理
念
及
び
政
治
上
・
軍
事
上
の
先
例
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
見
解

が
採
用
さ
れ
た
ら
、
戦
争
犯
罪
中
最
も
非
道
な
犯
罪
を
な
し
て
捕
え
ら
れ
た
者
で
も
、
講
和
条
約
締
結
前
に
裁
判
さ
れ
る
機
会
が
な
か

っ
た
ら
釈
放
せ
ら
れ
、
反
対
に
軽
い
犯
罪
を
な
し
た
者
が
、
講
和
条
約
締
結
後
で
も
な
お
数
年
間
獄
に
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
ま

た
交
戦
国
が
戦
争
終
了
後
の
釈
放
を
危
惧
し
て
す
べ
て
の
戦
争
犯
罪
人
を
死
刑
に
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
交
戦
国
が
そ
の
自
衛

の
為
の
処
罰
と
し
て
死
刑
を
必
要
と
考
え
る
だ
ろ
う
と
仮
定
す
る
の
も
誤
り
で
あ
る
。
す
べ
て
交
戦
国
は
犯
罪
の
種
類
に
よ
り
罰
に
区

別
を
し
て
居
り
、
ま
た
区
別
す
る
義
務
が
あ
る
。
も
し
交
戦
国
が
、

た
は
残
り
の
期
間
の
服
役
の
為
に
、

受
け
て
居
な
い
伴
虜
も
共
に
、

者
に
は
、

ま、
,_＇ 

か
ヽ
る
区
別
を
せ
ず
、
す
べ
て
の
戦
争
犯
罪
に
死
刑
を
課
す
る
な

ら
ば
、
敵
国
も
報
復
と
し
て
同
じ
手
段
を
と
る
で
あ
ろ
う
」
、
「
講
和
条
約
当
事
国
の
相
互
の
了
解
に
よ
り
、

か
ヽ
る
違
反
者
を
裁
判
ま

そ
の
本
国
政
府
に
引
渡
す
こ
と
も
で
き
る
」
、
と
言
っ
て
、
服
役
中
の
伴
虜
も
、
未
だ
有
罪
判
決
を

(
3
)
 

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
適
用
を
受
け
て
釈
放
さ
れ
る
と
主
張
し
て
居
る
。

最
後
に
伴
虜
が
、
抑
留
中
に
、
伴
虜
に
適
用
す
る
為
に
定
め
ら
れ
た
軍
律
に
違
反
し
た
場
合
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
に
於
て
の
国
家

の
実
行
及
び
国
際
法
学
者
の
見
解
に
も
対
立
が
あ
る
。
前
述
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
見
解
に
よ
る
と
、
軍
律
違
反
で
処
罰
さ
れ
て
居
る
伴
虜

に
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
救
済
は
な
く
、
従
っ
て
か
ヽ
る
伴
虜
は
釈
放
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
国
家
の
実
行
に
於
い
て
も
、

七
一
年
の
独
仏
間
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

(Frankfurt)
講
和
条
約
で
は
、
仏
人
伴
虜
に
し
て
抑
留
中
軍
律
に
違
反
し
て
有
罪
と
な
っ
た

(
4
)
 

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
適
用
は
な
く
、
独
に
よ
り
軍
律
違
反
は
普
通
の
犯
罪
と
み
な
さ
れ
た
。
従
っ
て
か
ヽ
る
仏
人
伴
虜
は
ア
ム
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第
二
節

(
3
)

フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
、
前
掲
書
、
二
四
八
頁
。

ネ
ス
テ
ィ
に
よ
り
釈
放
さ
れ
ず
、
独
皇
帝
の
恩
赦
に
よ
っ
て
の
み
釈
放
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
り
、

仏
人
伴
虜
は
そ
の
本
国
に
送
還
さ
れ
た
。
し
か
も
第
二
匝
目
の
送
還
さ
れ
た
倅
虜
は
、
仏
国
で
残
り
の
期
間
を
服
役
す
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
の
送
還
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
は
相
互
的
力
法
を
と
ら
す
、
独
人
伴
虜
を
無
条
件
で
釈
放
し
た
。
同
様
に
、

五
年
の
日
露
間
の
ポ
ー
ツ
マ
ス

(
P
o
r
t
s
m
o
u
t
h
)

講
和
条
約
で
も
、

日
本
の
と
っ
た
行
動
は
、

理
論
の
上
か
ら
も
、
公
平
の
上
か
ら
も
当
然
の
措
置
で
あ
る
。
伴
虜
に
適
用
せ
ら
れ
る
軍
律
は
、
抑
留
の
秩

序
と
規
律
を
維
持
す
る
為
の
も
の
で
あ
り
、

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
抑
留
は
講
和
条
約
の
締
結
と
同
時
に
終
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
他
の
伴
虜
が
釈
放
さ
れ
た
後
も
残
存
期
間

を
服
役
せ
し
め
る
の
は
、

と
共
に
、

日
本
は
軍
律
違
反
の
ロ
シ
ヤ
人
倅
虜
を
釈
放
し
た
。
こ
の
仏
及
び

こ
の
軍
律
の
違
反
者
を
処
罰
す
る
の
は
、
作
虜
の
社
会
に
対
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
も
の

た
と
え
そ
の
処
罰
の
目
的
が
教
化
・
見
せ
し
め
・
復
讐
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
と
、
停
虜
の
社
会
か
な
く
な
っ

た
後
に
は
無
意
味
な
且
つ
無
益
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
単
な
る
軍
律
違
反
の
伴
虜
は
、
講
和
条
約
締
結
後
他
の
伴
虜

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
は
関
係
な
く
成
る
ぺ
く
速
か
に
解
放
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

(
1
)
P
h
i
l
l
i
m
o
r
e
,
 T
h
r
e
e
 c
e
n
t
u
n
e
s
 of 
t
r
e
a
t
i
e
s
 of 
p
e
a
c
e
,

―
九
一
七
年
、

(
2
)
ウ
イ
ル
ソ
ン
、
前
掲
書
、
三
八
一
頁
。

(
4
)
T
a
y
l
o
r
,
 A
 t
r
e
a
t
i
s
e
 
o
n
 r
n
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l
 
p
u
b
!
J
c
 
l
a
w
,

―九

0
一
年
、
六

0
五
頁
。

特
殊
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

翌
年
勅
令
で
二
回
に
分
け
て
か
ヽ
る

前
節
で
は
、
普
通
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
言
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
学
説
及
び
国
家
の
慣
行
と
し
て
の
講
和
条
約
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

ク
ロ
ー
ズ
の
両
面
か
ら
述
べ
た
。

こ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
を
含
む
講
和
条
約
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
昔
か
ら
二
十
世
紀
の

一
六
一
頁
。

一
九

0
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初
め
迄
、
時
代
の
変
遷
と
共
に
種
々
に
変
化
し
て
居
る
。
従
っ
て
こ
れ
等
の
多
数
の
講
和
条
約
の
中
に
は
、
極
め
て
特
殊
な
ア
ム
ネ
ス

テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
、
す
な
わ
ち
普
通
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

の
国
民
に
双
務
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
国
々
民
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
与
え
た
り
、
或
い
は
締
約
当
事
国
の
一

方
が
片
務
的
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
与
え
る
、
等
の
種
々
の
特
殊
な
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
を
含
む
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
等
の
特
殊

な
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
が
規
定
し
て
居
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
内
容
は
、
多
種
多
様
で
あ
り
、

な
い
故
、
本
節
で
は
、
特
に
注
意
す
べ
き
特
殊
な
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
、
実
際
に
講
和
条
約
を
引
用
し
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
通
常
相
手
方
当
事
国
自
身
•
そ
の
軍
隊
の
所
属
員
•
そ
の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
締
約
当
事
国
が

自
国
の
軍
人
ま
た
は
国
民
の
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
の
違
反
或
い
は
刑
法
上
の
反
逆
罪
を
宥
恕
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
（
第
一
節
一
の
イ
）
。

（
一
般
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
）
は
、
相
手
方
当
事
国
・
そ
の
軍
隊
の
所
属
員
・
そ

と
こ
ろ
か
講
和
条
約
の
中
に
は
相
当
に
数
多
く
、
締
約
当
事
国
が
自
国
の
軍
人
ま
た
は
国
民
の
戦

争
中
の
対
敵
協
力
の
理
由
に
基
く
不
法
行
為
の
宥
恕
を
特
に
規
定
し
て
居
る
。
こ
の
場
合
に
、

か
ヽ
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
相
手
方
当
事

国
の
軍
人
ま
た
は
国
民
に
も
黙
認
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
ぱ
後
に
述
べ
る
が
（
第
三
節
参
照
）
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
の
中

で
、
自
国
々
民
に
も
与
え
ら
れ
る
が
、
相
手
方
当
事
国
の
国
民
に
も
与
え
る
と
、
特
に
明
示
し
て
居
る
も
の
も
あ
る
。

オ
リ
バ
講
和
条
約
（
第
一
節
―
ー
に
引
用
）
第
一
一
条
・
一
七
三
九
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
皇
帝
チ
ャ
ー
ル
ス
六
世
と
ト
ル
コ
間
の
ベ
ル
グ
ラ

ー
ド

(
B
e
l
g
r
a
d
e
)

講
和
条
約
第
八
条
・
一
八
五
六
年
の
英
・
仏
・
サ
ル
ヂ
ニ
ャ
・
澳
・
普
•
土
・
露
間
の
パ
リ
ー
（

P
a
n
s
)

約
第
五
条
等
は
、
自
国
々
民
で
戦
争
中
敵
国
の
為
に
行
動
し
て
嫌
疑
を
受
け
て
居
る
者
に
、
充
分
且
つ
完
全
な
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
与
え

る
こ
と
を
規
定
し
て
居
る
。
特
に
パ
リ
ー
講
和
条
約
第
五
条
は
、

こ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
当
然
相
手
方
当
事
国
の
国
民
に
も
及
ぶ
と

自
国
々
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

講
和
条

一
々
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
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(
l
)

フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
、
前
掲
書
、
二
五
0
頁。

明
が
し
て
居
る
。
ま
た
一
八
七
九
年
二
月
八
日
の
露
土
間
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル

(
C
o
n
s
t
a
n
t
i
n
o
p
l
e
)
確
定
講
和
条
約
も
、
第
八

条
は
前
と
同
じ
趣
旨
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
規
定
し
、
更
に
第
九
条
で
、
敵
国
と
の
関
係
を
理
由
と
し
て
逮
捕
・
流
刑
・
追
放
さ
れ
た
ト

か
く
の
如
く
、
締
約
当
事
国
が
自
国
々
民
の
対
敵
協
力
に
よ
る
不
法
行
為
を
宥
恕
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
相
当
数
多
く
講
和
条
約
に

そ
の
例
を
見
る
が
、
第
一
節
で
述
べ
た
如
く
、
通
説
で
は
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
相
手
方
当
事
国
の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
居

る
。
か
ヽ
る
自
国
々
民
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
賦
与
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
、

か
く
の
如
き
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
締
約
当
事
国
の
主
権
を
侵

害
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
者
が
あ
る
。
し
か
し
国
家
は
自
己
の
意
思
で
そ
の
主
権
に
制
限
を
課
す
協
定
を
な
し
得
る
し
、
ま
た
条
約
、

特
に
講
和
条
約
の
大
部
分
は
、
締
約
当
事
国
の
主
権
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

か
ヽ
る
反
対
の
理
由
は
首
肯
し
難
い
。
か
ヽ
る

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
ヘ
の
反
対
の
理
由
は
、
寧
ろ
公
序
の
維
持
の
見
地
に
甚
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
犯
罪
の
抑
圧
は
国
家
及

び
人
類
の
根
本
的
利
害
問
題
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
中
最
も
重
大
な
犯
罪
、
す
な
わ
ち
母
国
へ
の
反
逆
を
宥
恕
す
る
と
言
う
こ
と
は
、

人
間
の
叡
智
に
反
す
る
。
勿
論
戦
争
と
言
う
不
幸
が
終
り
永
遠
の
平
和
が
樹
立
さ
れ
た
時
に
、
過
去
の
こ
と
を
宥
恕
す
る
と
言
う
考
え

は
よ
い
こ
と
で
あ
る
が
、

に
な
り
、

こ
れ
は
相
手
方
交
戦
国
に
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
自
国
々
民
の
反
逆
罪
に
ま
で
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
与
え
る

の
は
、
国
家
を
根
本
か
ら
破
壊
す
る
が
如
き
犯
罪
を
許
容
し
て
、
金
銭
に
目
の
く
ら
ん
だ
裏
切
者
や
冒
険
家
を
却
っ
て
剌
戟
す
る
結
果

(
1
)
 

か
ヽ
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
有
害
で
あ
り
望
ま
し
く
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

締
約
当
事
国
が
自
国
々
民
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
与
え
る
問
題
に
関
連
し
て
、
割
譲
地
の
住
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
、
す
な
わ
ち

講
和
条
約
に
よ
り
譲
受
け
た
土
地
の
住
民
に
、
譲
受
国
が
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
が
、

（
制
限
付
）

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に
も
な
る
故
、
後
の
本
節
三
で
言
及
す
る
。

ル
コ
国
民
の
釈
放
•
本
国
帰
還
を
規
定
し
て
居
る
。

こ
れ
は
部
分
的
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一
八
七
八
年
の
露
土
間
の
サ
ン
・
ス
テ
フ
ァ
ノ

(
S
a
n
Stefano)

予
備
講
和
条
約
第
十
七
条
及
び
第
二
十
七
条
は
、

し
て
戦
争
中
ロ
シ
ャ
軍
隊
と
の
関
係
が
理
由
と
な
り
処
罰
さ
れ
て
居
る
者
や
そ
の
他
戦
争
に
関
係
し
て
不
法
行
為
を
な
し
た
者
に
、

ル
コ
政
府
は
充
分
に
し
て
完
全
な
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
を
規
定
し
て
居
る
。
こ
れ
は
本
節
一
の
自
国
々
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ

ス
テ
ィ
で
あ
る
と
共
に
、

ト
ル
コ
国
民
に

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
通
常
締
約
当
事
国
が
相
互
に
相
手
方
当
事
国
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
片
務
的
ア

ム
ネ
ス
テ
ィ
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
翌
一
八
七
九
年
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
確
定
講
和
条
約
（
本
節
一
に
引
用
）
が
締
結
さ

れ
、
こ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
相
互
的
の
も
の
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
予
備
講
和
条
約
と
確
定
講
和
条
約
と
の
間
に
、
英
・
露
•
仏
・
オ
ー

ス
ト
リ
ヤ
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
伊
・
独
•
土
が
参
加
し
て
ベ
ル
リ
ン
会
議
が
開
催
せ
ら
れ
、
露
土
両
国
の
示
談
の
結
果
で
あ
り
、

れ
て
居
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
も
片
務
的
な
も
の
で
、
清
国
が
ス
パ
イ
そ
の
他
の
戦
争
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
日
本
人
を
即
時
釈
放
す
る
こ

と
と
、
戦
争
中
の
日
本
陸
軍
と
の
関
係
を
理
由
と
し
て
嫌
疑
を
受
け
て
居
る
清
国
人
を
清
国
は
処
罰
し
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
居
る
。

後
者
は
自
国
々
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
あ
る
が
、

し
か
し
い
ず
れ
も
、

部
分
的
（
制
限
付
）

卜

サ
ン
・
ス
テ
フ
ァ
ノ
予
備
講
和
条
約
と
同
じ
く
片
務
的

な
も
の
で
あ
り
、
戦
勝
国
の
圧
力
の
結
果
で
あ
り
、
変
則
的
な
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
あ
る
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
相
手
方
当
事
国
自
身
•
そ
の
軍
隊
の
所
属
員
•
そ
の
国
民
に
、
特
に
制
限
的
な
協
定
が
な
い
限
り
は
、
明
示
の

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に
せ
よ
、
黙
認
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に
せ
よ
（
第
三
節
参
照
）
、
全
体
に
普
遍
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
部

ま
た
一
八
九
五
年
の
日
清
間
の
下
関
講
和
条
約
の
第
九
条
は
、

ス
テ
ィ
の
意
義
・
目
的
か
ら
考
え
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
伴
虜
送
還
と
を
規
定
し
て
居
る
。
こ
ヽ
に
規
定
さ

片
務
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

ア
ム
ネ
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分
的
（
制
限
付
）

了
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
規
定
し
た
講
和
条
約
も
、
少
数
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
一
七
ニ
一
年
の
露
瑞
間
の
ニ
ィ

シ
ュ
タ
ッ
ト
(
N
y
s
t
a
d
t
)

講
和
条
約
第
二
条
は
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
相
互
に
認
め
て
居
る
が
、

ク
を
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
賦
与
か
ら
除
外
し
て
居
る
。
ま
た
一
九

0
二
年
五
月
三
十
一
日
に
プ
レ
ト
リ
ア

(
P
r
e
t
o
r
i
a
)

で
署
名
さ
れ
た
併

合
条
約
(
P
e
a
c
e
o
f
 
V
e
r
e
e
n
i
g
i
n
g
)

第
四
条
は
、
戦
争
終
戦
了
直
ち
に
軍
事
裁
判
所
に
よ
り
審
理
さ
る
べ
き
こ
と
を
、
英
国
総
司
令
官

に
よ
り
ボ
ア
ー
軍
の
司
令
官
に
通
告
さ
れ
た
戦
争
犯
罪
を
な
し
た
者
に
は
、

る
。
勿
論
こ
の
条
約
は
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
相
互
に
認
め
る
普
通
の
講
和
条
約
で
は
な
く
、
被
征
服
国
の
併
合
の
為
の
条
約
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
賦
与
に
、
あ
る
制
限
が
付
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
。

次
に
フ
ラ
ン
フ
ル
ト
講
和
条
約
（
第
一
節
三
に
引
用
）
第
二
条
三
項
に
、

の
政
治
上
ま
た
は
軍
事
上
の
行
為
を
理
由
と
し
て
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
適
用
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
居

そ
の
身
体
財
産
に
対
し
訴
追
や
圧
迫
を
受
け
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
居
り
、

ネ
ス
テ
ィ
は
仏
に
よ
り
独
へ
割
譲
せ
ら
れ
た
土
地
の
住
民
に
限
定
さ
れ
て
居
る
。
こ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
賦
与
を

極
め
て
狭
い
範
囲
に
限
定
し
て
居
る
点
で
部
分
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
あ
り
、
ま
た
独
に
と
っ
て
は
講
和
条
約
に
よ
り
自
国
の
領
土
と
な

っ
た
土
地
の
住
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
賦
与
で
あ
る
点
で
自
国
々
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ア
ム

ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
を
適
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
独
は
軍
法
会
議
の
判
決
を
取
消
す
こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
強
硬
に
反
対
し
、
講

和
条
約
締
結
後
も
履
々
両
国
代
表
の
会
議
が
開
か
れ
、
結
局
、
仏
に
よ
り
独
へ
割
譲
せ
ら
れ
た
土
地
の
住
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ

(

l

)

 

は
、
独
皇
帝
の
恩
赦
の
大
権
に
委
ね
ら
れ
た
。

(
l
)

フ
ィ
リ
ッ
プ
ソ
ン
、
前
掲
書
、
二
四
九
頁
。
割
譲
地
の
住
民
は
、
普
通
に
言
う
と
こ
ろ
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
当
然
受
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

講
和
条
約
に
、
割
譲
地
の
住
民
に
つ
い
て
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
を
特
に
設
け
る
こ
と
は
、
余
計
な
こ
と
で
あ
り
、
非
論
理
的
で
あ
る

と
言
っ
て
居
る
。

ア
ム

「
（
仏
に
よ
り
独
へ
）
割
譲
さ
れ
た
土
地
の
住
民
は
、
戦
争
前

ス
エ
ー
デ
ン
の
軍
務
に
服
し
た
コ
ザ
ッ
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バ
ル
カ
ン
同
盟
国
間
の
プ
カ
レ
ス
ト
講
和
条
約
等
に
は
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
が
挿
入
さ
れ
て
居
ら
な
い
。

(
L
i
m
a
)

講
和
条
約
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
講
和
条
約
第
二
条
三
項
、
併
合
条
約
第
四
条
、
等

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
講
和
条
約
第
八
条
、
サ
ン
・

右
の
特
殊
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
、
特
に
自
国
々
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
及
び
片
務
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
各
々
そ
の
中
で
も
述
べ

た
如
く
、
主
と
し
て
十
九
世
紀
の
国
際
法
学
者
は
、
之
を
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
一
種
た
る
こ
と
は
認
め
て
居
る
け
れ
ど
も
、
真
の
意
味
に

於
け
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
は
な
い
と
し
て
、
か
ヽ
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
論
駁
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
彼
等
が
唱
道
し
た
の
は
、
第
一
節

の
意
味
に
於
け
る
（
一
般
的
）

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
あ
り
、

特
殊
的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
中
で
例
示
し
た
る
講
和
条
約
の
中
に
は
（
例
え
ば
、

ス
テ
フ
ァ
ノ
講
和
条
約
第
二
十
七
条
、
下
関
講
和
条
約
第
九
条
、

は
）
、
そ
の
文
言
に
「
a
m
n
e
s
t
y
」
な
る
語
を
使
用
し
て
居
ら
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

か
ヽ
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
に
関
す
る
原
則
を
承
認
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
ま
た

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
黙
認

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
二
十
世
紀
の
初
め
迄
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
講
和
条
約
に
、
そ
れ
も
確
定
講
和

(

1

)

 

条
約
の
み
な
ら
ず
、
予
備
講
和
条
約
に
も
、
挿
入
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
八
八
三
年
の
ス
ペ
イ
ン
・
チ
リ
ー
間
の
リ
マ

一
九
一
三
年
の
ト
ル
コ
・
バ
ル
カ
ン
同
盟
国
間
の
ロ
ン
ド
ン

(
L
o
n
d
o
n
)
講
和
条
約
、
同
年
の
ブ
ル
ガ
リ
ャ
・

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
賦
与
は
、

そ
れ
を
表
現
す
る
形
式
は
種
々
で
あ
る
が
、
通
常
講
和
条
約
に
規
定
を
設
け
て
明
示
さ
れ
る
。
し
か
し

講
和
条
約
の
中
に
か
ヽ
る
趣
旨
の
規
定
、
す
な
わ
ち
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
が
な
く
て
も
、
講
和
条
約
の
本
質
・
目
的
か
ら
、
講

和
条
約
に
反
対
の
規
定
が
な
い
以
上
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
原
則
が
締
約
当
事
国
間
に
黙
認
さ
れ
て
居
る
と
言
わ
れ
て
居
る
。
か
く
し
て

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
を
講
和
条
約
に
挿
入
し
て
、
相
互
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
認
め
る
の
が
通
例
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の

必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
初
め
に
引
用
し
た
講
和
条
約
は
い
ず
れ
も
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
が
欠
欽
し
て
居
る
が
、
締
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行
為
を
宥
恕
す
る
義
務
は
課
さ
な
い
。

約
当
事
国
は
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
黙
認
し
て
相
互
に
与
え
て
居
る
の
で
あ
る
。

か
ヽ
る
見
解
は
、
比
較
的
初
期
の
国
際
法
学
者
も
既
に
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
十
九
世
紀
の
国
際
法
学
者
が
唱
え

た
も
の
で
あ
り
、
今
迄
に
引
用
し
た
二
十
世
紀
初
め
の
国
際
法
の
著
書
も
す
ぺ
て
一
致
し
て
こ
の
見
解
を
認
め
て
居
り
、
ま
た
国
家
の

ス
テ
フ
ァ
ノ
予
備
講
和
条
約
は
、
い
ず
れ
も
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
を
含
ん
で
居
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
主
と
し
て
十
九
世
紀
の
国
際
法
学
者
の
唱
道
し
た
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
意
義
で
あ
る
が
、

（
一
）
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
と
は
、
講
和
条
約
締
約
当
事
国
が
そ
の
敵
意
・
憎
悪
を
全
く
終
ら
し
、
か
ヽ
る
悪
感
情
を
新
な

(

1

)

 

戦
争
の
種
と
し
な
い
と
言
う
約
束
で
あ
る
。

（二）

一
八
五
九
年
の
仏
壊
間
の
ヴ
ィ
ラ
フ
ラ
ン
カ
(Villafranca)
予
備
講
和
条
約
、
第
二
節
二
に
引
用
し
た
一
八
七
八
年
の
露
土
間
の
サ
ン
・

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
は
、
講
和
条
約
を
締
結
し
て
戦
争
が
終
っ
た
後
に
、
相
互
に
、
相
手
方
締
約
当
事
国
の
元
首
・
政
治
家
・

軍
人
・
国
民
を
特
赦
し
て
、

そ
れ
等
の
人
々
が
戦
争
前
及
び
戦
争
中
に
な
し
た
戦
争
に
直
接
関
係
の
あ
る
戦
争
目
的
の
為
の
不

法
行
為
（
政
治
的
及
び
軍
事
的
な
不
法
行
為
で
、
戦
争
犯
罪
を
含
む
。
但
し
十
九
世
紀
の
戦
争
犯
罪
の
概
念
は
、
今
日
の
戦
争

犯
罪
の
概
念
と
相
異
し
て
居
る
）
を
宥
恕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
締
約
当
事
国
の
国
民
・
軍
人
・
政
治
家
・
元
首
の
不
法

（
三
）
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
通
常
講
和
条
約
に
規
定
を
設
け
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
必
要
な
く
、
規
定
が
設
け
ら
れ
て
居
な
い

次
の
如
く
に
な
る
。

結

語

(
1
)
 

慣
行
も
二
十
世
紀
の
初
め
迄
は
殆
ん
ど
こ
れ
と
一
致
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
略
す
る
と
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更
に
第
二
世
界
大
戦
後
の

同
年
の
対
勃
講
和
条
約
第
一
―
八
ー
ニ

0
条、

い
規
定
を
設
け
て
居
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
従
来
の
戦
争
終
了
後
は
相
手
方
当
事
国
の
元
首
・
政
治
家
・

と
こ
ろ
が
一
九
一
四
年
の
第
一
世
界
大
戦
後
は
、

の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
(
L
a
u
s
a
n
n
e
)

講
和
条
約
を
除
き
、
十
九
世
紀
の
学
者
が
唱
道
し
た
一
般
的
な
意
味
の
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
は

―
つ
の
例
外
、
す
な
わ
ち
一
九
二
三
年
七
月
二
十
四
日
の
連
合
国
と
ト
ル
コ
の
間

講
和
条
約
か
ら
完
全
に
姿
を
没
し
た
。
第
三
節
で
述
べ
た
如
く
、

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
講
和
条
約
に
必
ず
し
も
規
定
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、

反
対
の
規
定
が
な
い
場
合
に
は
締
約
当
事
国
に
よ
り
黙
認
さ
れ
て
居
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
一
世
界
大
戦
後
の
講
和
条
約
は
、
前
述

の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
講
和
条
約
を
除
き
、
す
べ
て
反
対
の
規
定
、
す
な
わ
ち
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
黙
認
さ
れ
て
居
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な

先
ず
第
一
世
界
大
戦
後
の
、

一
九
一
九
年
の
対
独
講
相
条
約
第
ニ
二
八
ー
三

0
条
、
同
年
の
対
壊
講
和
条
約
第
一
七
―
―
―
ー
七
六
条
、

一
九
二

0
年
の
対
洪
講
和
条
約
第
一
五
七
ー
六

0
条
は
、
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
に
違

反
し
た
者
の
連
合
国
に
よ
る
処
罰
を
規
定
し
て
居
り
、
更
に
対
独
講
和
条
約
第
二
二
七
条
は
、
前
独
皇
帝
を
国
際
道
義
に
反
し
条
約
の

(

3

)

 

神
聖
を
潰
し
た
重
罪
と
し
て
訴
追
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
居
る
。

軍
人
・
国
民
の
戦
争
に
直
接
関
係
の
あ
る
戦
争
目
的
の
為
の
不
法
行
為
（
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
の
違
反
を
含
む
）
を
宥
恕
し
て
処
罰

し
な
い
と
言
う
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
概
念
と
両
立
せ
ず
、
従
っ
て
こ
れ
等
の
講
和
条
約
に
よ
り
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
黙
認
さ
れ
て
居
る
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
寧
ろ
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
を
除
外
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
一
九
四
七
年
二
月
十
日
パ
リ
ー
で
署
名
さ
れ
た
、
対
伊
講
和
条
約
第
四
十
五
条
、
対
勃
講
和

条
約
第
五
条
、
対
洪
講
和
条
約
第
六
条
、
対
罰
講
和
条
約
第
六
条
、
対
芥
講
和
条
約
第
九
条
は
、
第
一
世
界
大
戦
後
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
講

和
条
約
を
除
く
他
の
講
和
条
約
と
同
様
に
、
相
手
方
当
事
国
の
戦
争
犯
罪
人
を
戦
争
終
了
後
に
処
罰
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
居
る
。
そ

し
て
戦
争
犯
罪
と
な
る
罪
を
、
平
和
に
対
す
る
罪
・
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
の
違
反
・
人
道
に
対
す
る
罪
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
十

場
合
に
は
、
黙
認
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
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れ
る
こ
と
（
第
五
項
）
、
を
特
に
規
定
し
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。

の
学
者
の
唱
道
せ
る
（
一
般
的
）
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
あ
る
。

世
紀
の
初
め
迄
は
た
と
え
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
が
与
え
ら
れ
な
く
て
も
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
行
為
ま
で
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
唯

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
対
勃
講
和
条
約
第
三
条
、
対
洪
講
和
条
約
第
三
条
、
対
羅
講
和
条
約
第
四
条
、
対
分
講
和
条
約
第
七
条
に
、
「
連

合
国
に
有
利
な
行
動
を
し
た
か
ど
で
、
ま
た
は
連
合
国
に
同
情
し
た
と
言
う
理
由
で
：

．．．． 
拘
禁
さ
れ
て
居
た
一
切
の
者
を
、
市
民
権
及
び

国
籍
に
か
ヽ
わ
ら
ず
解
放
し
…
…
」
と
規
定
さ
れ
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
る
措
置
は
、
十
九
世
紀
の
学
者
の
言
う
片
務

的
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
で
あ
り
、

し
か
も
他
方
当
事
国
々
民
の
み
な
ら
ず
、
講
和
条
約
締
約
当
事
国
で
な
い
国
の
国
民
ま
で
も
解
放
し
、
更

に
自
国
々
民
を
解
放
す
る
点
で
は
、
自
国
々
民
に
対
す
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
と
も
な
る
。
か
ヽ
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
第
二
節
で
述
べ
た

如
く
十
九
世
紀
の
国
際
法
学
者
の
論
駁
し
て
居
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
兎
角
十
九
世
紀
の
国
際
法
学
者
の
唱
道
し
た
一
般
的
ア
ム

ネ
ス
テ
ィ
、
す
な
わ
ち
平
和
克
服
後
は
そ
の
敵
意
と
憎
悪
を
一
掃
す
る
為
に
、
相
互
に
相
手
方
当
事
国
の
元
首
・
政
治
家
・
軍
人
・
国

民
の
す
べ
て
を
特
赦
し
て
、

そ
の
戦
争
前
ま
た
は
戦
争
中
に
な
し
た
戦
争
に
偵
接
関
係
の
あ
る
戦
争
目
的
の
為
の
政
治
上
・
軍
事
上
の

一
切
の
不
法
行
為
を
宥
恕
す
る
と
言
う
原
則
は
、
完
全
に
否
定
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
K
l
u
b
e
r
,
 E
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
s
 V
c
i
l
k
e
r
r
e
c
h
t
,

―
八
五
一
年
、
三
八
ニ
ー
八
三
頁
。

(
2
)
対
土
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
講
和
条
約
に
は
、
特
赦
に
関
す
る
宣
言
（
七
項
）
及
び
議
定
書
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
講
和
条
約
締
約
当
事
国
は
、
相
互

に
、
軍
事
上
・
政
治
上
の
動
機
か
ら
一
九
一
四
年
八
月
一
日
か
ら
一
九
二
二
年
十
一
月
一
―
-
＋
日
迄
の
間
に
こ
の
戦
争
に
関
係
し
て
な
さ
れ
た
行

為
を
理
由
と
し
て
、
訴
追
ま
た
は
迫
害
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
居
る
。
こ
の
宣
言
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
居
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
は
、
十
九
世
紀

た
だ
こ
の
宣
言
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
ト
ル
コ
よ
り
分
離
さ
れ
た
地
域
の
住
民
に
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
与
え
る
こ
と
（
第
二
項
）
、
一
九
一

四
年
八
月
一
日
か
ら
一
九
二
二
年
十
一
月
三
十
日
迄
の
間
に
な
さ
れ
た
か
ヽ
る
行
為
に
対
す
る
判
決
は
取
消
さ
れ
、
審
理
中
の
裁
判
は
中
止
さ
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の
で
、
実
際
に
裁
判
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

(
3
)
戦
争
の
法
規
及
び
慣
例
に
違
反
し
た
ド
イ
ツ
人
の
連
合
国
へ
の
引
渡
は
、
独
に
よ
り
反
対
せ
ら
れ
た
の
で
、
独
自
ら
裁
判
せ
し
め
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
結
果
戦
争
犯
罪
人
処
罰
の
こ
の
規
定
は
有
名
無
実
と
な
っ
た
。
ま
た
前
独
皇
帝
の
処
罰
は
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
が
引
渡
を
拒
否
し
た
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制
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節

第
一
節

ま

し

が

き

,
1
 

人
的
管
轄
権

二
個
人
及
び
国
際
機
構

憲
章
第
九
十
二
条
）
。

物
的
管
轄
権

国
際
司
法
裁
判
所

(
T
h
e
International 
C
o
u
r
t
 of 
Justice
以
下
I
C
Jと
略
す
）
は
国
際
連
合
の
主
要
司
法
機
関
で
あ
る

I
C
J
に
つ
い
て
は
国
際
連
合
憲
章
第
九
十
二
条
＼
第
九
十
六
条
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
国
際
連
合
憲
章
と

不
可
分
の
一
体
を
な
し
て
い
る
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
（
S
t
a
t
u
t
e
of 
the 
International 
C
o
u
r
t
 
of Justice
以
下
I
C
J規
程
と
略
す
）

が
I
C
J
の
活
動
の
準
拠
法
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
外
に

I
C
J規
程
第
三
十
条
に
基
い
て
裁
判
所
規
則
(
R
u
l
e
s
of 
C
o
u
r
t
)
が

周
知
の
よ
う
に
、

I
C
J
を
含
め
て
国
際
社
会
の
裁
判
機
関
は
種
々
の
点
で
各
国
家
の
国
内
裁
判
所
と
異
っ
て
い
る
が
、

顕
著
な
も
の
は
管
轄
権
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

I
C
J
の
管
轄
に
つ
い
て
は
、

国

家

は

し

が

き

第
四
章

国

際

司

法

裁

判

所

そ
の
最
も

I
C
J規
程
の
草
案
を
作
成
し
た
連
合
国
法
律
家
委
員

（
国
連
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会

(
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
Jurists

一
九
四
五
年
四
月
九
日
か
ら
四
月
二
十
日
ま
で
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
）

合
憲
章
を
採
択
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
の
第
四
委
員
会

(
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n

N
)
の
第
一
小
委
員
会

(
C
o
m
m
i
t
t
e
e

N
¥
l
)
で
も
、

(
1
)
 

他
の
二
つ
の
問
題
と
と
も
に
、
重
要
問
題
と
し
て
最
も
論
議
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
今
日
ま
で

I
C
J
に
付
託
さ
れ
た
事

件
に
し
て
、

I
C
J
の
管
轄
権
そ
の
も
の
が
係
争
点
と
な
っ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
他
の
問
題
が
係
争
点
と
な
っ
て
い
て
も
、
ま
ず
そ
の

前
に

I
C
J
の
管
轄
権
が
争
わ
れ
て
（
い
わ
ゆ
る
先
決
的
抗
弁

p
r
e
h
m
i
n
a
r
y

(
2
)
 

い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

I
C
J
の
管
轄
に
つ
い
て
は

I
C
J規
程
第
三
十
四
条
＼
第
三
十
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
本
稿
は
こ
の

I
C
J
の
管
轄
権
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

で
も
、
ま
た
国
際
連

(
l
)
他
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
第
五
章
国
際
司
法
裁
判
所
裁
判
官
の
選
任
（
拙
稿
、
神
戸
法
学
雑
誌
、
第
十
三
巻
一
号
）
。

(
2
)
S
h
a
b
t
a
i
 
R
o
s
e
n
n
e
,
 T
h
e
 W
o
r
l
d
 C
o
u
r
t
-
W
h
a
t
 it 
is 
a
n
d
 H
o
w
 1t works•1962, 

p.87.

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
で
は
先
決

的
抗
弁
は
十
三
件
あ
っ
た
。
そ
の
中
、
三
件
に
つ
い
て
は
管
轄
権
が
な
い
と
い
う
先
決
的
抗
弁
が
み
と
め
ら
れ
、
八
件
に
つ
い
て
は
管
轄
権
が
な

い
と
い
う
先
決
的
抗
弁
が
と
お
ら
ず
（
但
し
こ
の
中
の
一
件
は
本
訴
が
打
切
ら
れ
た
）
、
残
り
の
二
件
に
つ
い
て
は
先
決
的
抗
弁
に
関
す
る
裁
判

所
の
決
定
が
あ
る
前
に
本
訴
が
打
切
ら
れ
た
。

I
C
J
で
は
先
決
的
抗
弁
は
一
九
六
一
年
ま
で
に
十
五
件
あ
っ
た
。
そ
の
中
、
五
件
は
管
轄
権

が
確
認
せ
ら
れ
、
五
件
は
管
轄
権
が
否
認
せ
ら
れ
、
二
件
は
管
轄
権
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
決
定
が
あ
る
前
に
本
訴
が
打
切
ら
れ
、

告
が
被
告
の
先
決
的
抗
弁
を
み
と
め
て
本
訴
を
打
切
っ
て
お
り
、

係
属
中
で
あ
る
。

一
件
は
先
決
的
抗
弁
が
取
下
げ
ら
れ
て
本
訴
に
移
っ
て
お
り
、
残
り
一
件
は

一
件
は
原

o
b
j
e
c
t
i
o
n
)
、
管
轄
権
の
確
認
ま
た
は
否
認
が
な
さ
れ
て
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J
規
程
の
当
事
国
で
な
い
国
に
も
開
放
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
I
C
J規
程
第
三
十
五
条
二
項
）
。

人
的
管
轄
権

(
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n

r
a
t
i
o
n
e
 
p
e
r
s
o
n
a
e
)
 

I
C
J規
程
第
三
十
四
条
一
項
に
は
「
国
の
み
が
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る

(
O
n
l
y
states m
a
y
 

b
e
 p
a
r
t
i
e
s
 in c
a
s
e
s
 b
e
f
o
r
e
 
t
h
e
 
C
o
u
r
t
.
)
 J 

を
付
託
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

I
C
J
に
係
属
し
う
る
事
件
は
国
家
対
国
家
の
事
件
の
み
で
あ
る
。

I
C
J
は
、
国
連
の
加
盟
国
で
あ
る
と
否
と
を
と
わ
ず
、
す
べ
て
の
国
家
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。

I
C
J規
程
は
国
連
憲
章
と
不
可

分
の
一
体
を
な
し
て
お
り
（
国
連
憲
章
第
九
十
二
条
）
、
国
連
加
盟
国
は
当
然
に

I
C
J規
程
の
当
事
国
で
あ
る
か
ら
（
国
連
憲
章
第
九
十
三

条
一
項
）
、

I
C
Jは
国
連
加
盟
国
に
開
放
さ
れ
て
い
る

(
I
C
J規
程
第
三
十
五
条
一
項
）
。
ま
た
国
連
非
加
盟
国
で
も
個
々
の
場
合
に
総

(
1
)
 

会
が
安
保
理
事
会
の
勧
告
に
基
い
て
決
定
す
る
条
件
で

I
C
J規
程
の
当
事
国
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
（
国
連
憲
章
第
九
十
三
条
ニ

項）、

I
C
Jは
国
連
非
加
盟
国
に
も
開
放
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

た
国
は
ス
イ
ス
・
リ
ヒ
テ
ン
ス
タ
イ
ン
・
サ
ン
マ
リ
ノ
・
日
本
の
四
カ
国
で
あ
っ
た
が
、
日
本
は
一
九
五
六
年
に
国
連
に
加
人
し
た
か

(

2

)

(

3

)

 

ら
現
在
は
一
―
―
力
国
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
安
保
理
事
会
の
定
め
る
条
件
を
う
け
い
れ
る
な
ら
ば
、

I
C
J
は
国
連
非
加
盟
国
に
し
て

I
C

メ
ン
バ
ー
の
す
べ
て
が
、

こ
の
よ
う
に
国
の
み
か

I
C
J
に
係
属
す
る
事
件
の
当
事
者
と
な
り
う
る
わ
け
で
あ
る
か
、
国
連
憲
章
発
効
の
当
時
に
は
、
国
連
の

(
4
)
 

た
と
え
は
イ
ン
ド
の
如
き
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
国
際
法
上
の
主
権
国
家
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
今
日
で
も

ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
白
ロ
シ
ャ
の
両
国
連
メ
ン
バ
ー
（
し
た
が
っ
て
I
C
J規
程
の
当
事
国
）

第
一
節

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
や
国
際
機
構
が

I
C
J
に
そ
の
紛
争
事
件

た
と
え
国
家
と
い
え
ど
も
個
人
や
国
際
機
構
を
相
手
と
し
て

I
C
J
に
提
訴
す
る
こ
と
も

国

家

こ
の
よ
う
に
国
連
非
加
盟
国
で

I
C
J規
程
の
当
事
国
と
な
っ

は
主
権
国
家
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
常
没
国
際
司
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「
国
連
の
メ
ン
バ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
け

法
裁
判
所
規
程
第
三
十
四
条
は
「
国
ま
た
は
国
際
連
盟
の
メ
ン
バ
ー
の
み
が
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
一
九
四
四
年
八
月
ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
会
議
に
ア
メ
リ
カ
が
提
出
し
た
裁
判
所
規
程
草
案
の
第

三
十
四
条
も
「
国
ま
た
は
一
般
国
際
機
構
(
g
e
n
e
r
a
l
international 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n

筆
者
註
、
こ
の
規
程
案
作
成
の
時
に
は
国
際
連
合
と

(
5
)
 

い
う
名
称
は
ま
だ
き
ま
っ
て
お
ら
な
か
っ
た
）
の
メ
ン
バ
ー
の
み
が
…
・
:
」
と
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
前
述
の
連
合
国
法
律
家
委
員

会
が
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
に
提
出
し
た
裁
判
所
規
程
草
案
の
第
三
十
四
条
も
「
国
ま
た
は
国
連
の
メ
ン
バ
ー
の
み
が
・
・
ー
…
」
と
規

定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
採
択
さ
れ
た

I
C
J規
程
で
は
、

ず
ら
れ
て
、
前
述
の
よ
う
に
「
国
の
み
が
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
際
連
盟
規
約
と
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
と
は
別

個
の
国
際
条
約
で
あ
り
、
国
際
連
盟
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
も
当
然
に
は
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
当
事
国
と
は
な
ら
な
か
っ
た

(
7
)
 

と
こ
ろ
か
ら
、
国
際
連
盟
の
メ
ン
バ
ー
で
は
あ
る
が
厳
密
な
意
味
で
の
国
際
法
上
の
主
権
国
家
で
は
な
い
も
の
に
も
常
設
国
際
司
法
裁

判
所
を
開
放
し
て
そ
こ
に
係
属
す
る
事
件
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
を
み
と
め
る
た
め
に
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
四
条
は

「
国
ま
た
は
国
際
連
盟
の
メ
ン
バ
ー
の
み
が
•
…
.. 
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
際
連
盟
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
れ
ば
厳
密

な
意
味
で
の
国
際
法
上
の
国
家
で
な
く
と
も
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
四
条
の
下
で
は
国
家
と
同
様
に
み
な
さ
れ
る
こ
と

(
8
)
 

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
国
連
憲
章
第
九
十
三
条
一
項
に
よ
り
国
連
の
メ
ン
バ
ー
は
当
然
に

I
C
J規
程
の
当
事
国
と
な
り
、

第
三
十
五
条
一
項
に
よ
り
I
C
Jは
I
C
J規
程
の
当
事
国
に
開
放
さ
れ
る
か
ら
、
厳
密
な
意
味
で
の
国
際
法
上
の
主
権
国
家
で
な
く

と
も
国
連
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
れ
ば
、

I
C
J規
程
の
当
事
国
と
し
て

I
C
Jは
開
放
さ
れ
、

ま
た

l
C
J規
程

I
C
J
に
係
属
す
る
事
件
の
当
事
者
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
た
し
か
に

I
C
J

規
程
第
三
十
四
条
一
項
で
は
「
国
ま
た
は
国
連
の
メ
ン
バ
ー
の
み
が
·
…
•
•
」
と
い

(

9

)

 

う
文
言
の
ほ
う
が
ヨ
リ
正
確
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

I
C
J規
程
第
三
十
四
条
一
項
の
文
言
を
「
国
の
み
が
…
…
」
と
し
た
結
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に
基
い
て
宣
言
を
行
な
っ
た
も
の
が
、
は
た
し
て

I
C
J規
程
第
三
十
四
条
一
項
に
さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
「

I
C
J
に
係
属
す
る
事
件
の

(12) 

当
事
者
と
な
り
う
る
国
家
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
が
お
こ
る
で
あ
ろ
う
。

非
当
事
国
に
裁
判
所
を
開
放
す
る
た
め
の
条
件
」
の
第

H
項
に
は
「
こ
の
決
議
の
諸
条
項
の
下
で
な
さ
れ
た
宣
言
の
有
効
性
ま
た
は
効

(
1
3
)
 

力
に
関
す
る
一
切
の
問
題
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
」
と
あ
り
こ
れ
に
つ
い
て
の

I
C
J
で
の
先
例
は
今
日
ま
で
の
と
こ

(14) 

ろ
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
主
体
に
ま
で
も
I
C
Jは
開
放
せ
ら
れ
、
国
家
と
同
様
に
み
な
さ
れ
て

つ
い
て
問
題
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、

件
に
つ
い
て
の
ア
ル
バ
ニ
ャ

ン
ド
・
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
条
約
に
基
き
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、

ま
た
、
個
別
的
宣
言
を
な
し
た
国
と
し
て
は
、
一
九
四
七
年
の
コ
ル
フ
海
峡
事

(11) 

一
九
五
三
年
の
金
貨
移
送
事
件
に
つ
い
て
の
イ
タ
リ
ー
、
等
々
が
あ
る
。
こ
れ
等
一
般
的
及
び
個
別
的

宣
再
を
ぶ
な
っ
た
国
の
中
で
ベ
ト
ナ
ム
と
西
ド
イ
ツ
を
除
く
国
々
は
、

程
の
非
当
事
国
で
あ
っ
た
時
に
宣
言
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
西
ド
イ
ツ
と
東
ド
イ
ツ
に
、

ト
ナ
ム
に
分
れ
て
お
り
、
二
つ
の
国
家
な
の
か
―
つ
の
国
家
な
の
か
、
あ
る
い
は
一
っ
の
国
家
と
し
て
い
ず
れ
が
正
統
政
府
な
の
か
に

一
九
四
六
年
に
安
保
理
事
会
が
決
議
し
た
「
規
程
非
当
事
国
に
裁
判
所
を
開
放
す
る
た
め
の
条
件
」

、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
第
十
条
に
基
き
ィ
タ
リ
ー

こ
の
は
か
、

一
九
四
六
年
に
安
保
理
事
会
が
決
議
し
た
「
規
程

果、

I
C
J
に
係
属
す
る
事
件
の
当
事
者
た
る
能
力
が
み
と
め
ら
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
他
の
国
連
加
盟
国
が
国
家
承
認
を
あ
た
え
て

お
ら
な
い
厳
密
な
意
味
で
の
国
際
法
上
の
土
権
国
家
と
は
い
え
な
い
も
の
ま
で
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た

I
C
J規
程
第
三
十
五
条
二
項
に
基
い
て
一
九
四
六
年
十
月
十
五
日
に
安
保
理
事
会
が
決
議
し
た
「
規
程
非
当
事
国
に
裁
判
所

を
開
放
す
る
た
め
の
条
件
(
C
o
n
d
i
t
1
0
n
s
u
n
d
e
r
 
w
h
i
c
h
 t
h
e
 C
o
u
r
t
 s
h
a
l
l
 
b
e
 o
p
e
n
 to 
S
t
a
t
e
s
 
n
o
t
 
P
a
r
t
i
e
s
 to t
h
e
 S
t
a
t
u
t
e
)
」
に
さ

だ
め
ら
れ
た
一
般
的
宣
言
を
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
西
ド
イ
ツ
）
は
一
九
五
五
年
四
月
十
八

H
に
l
C
J
の
書
記
局
に
寄
託
し
て
い
な
。

一
般
的
宣
―
―
日
を
な
し
た
国
と
し
て
は
、
対
日
平
和
条
約
に
基
き
日
本
・
ラ
オ
ス
・
カ
ン
ボ
ジ
ャ
・
セ
イ
ロ
ン
・
ベ
ト
ナ
ム

一
九
五
三
年
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
・
ス
エ
ー
デ
ン
条
約
及
び
一
九
五
三
年
の
フ
ィ
ン
ラ

い
ず
れ
も
国
連
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
前
に
、
す
な
わ
ち
I
C
J規

ベ
ト
ナ
ム
は
南
ベ
ト
ナ
ム
と
北
ベ
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(10) る
こ
と
、
（
ハ
）
裁
判
所
の
判
決
の
履
行
に
つ
い
て
の
国
連
憲
章
第
九

t
四
条
の
規
定
を
承
認
す
る
こ
と
、
の
三
つ
の
条
件
を
さ
だ
め
て
い
る

(
A
l
f
r
e
d
 
V
e
r
d
r
o
B
,
 Vi.ilkerrecht, 
1
9
5
9
`
s
.
 4
4
5
)
。

(
2
)
R
o
s
e
n
n
e
,
 o
p
.
 c1 t., 
pp. 7
5

ー

76.

(
3
)
こ
の
条
件
に
つ
い
て
の
一
九
四
六
年
十
月
十
五
日
の
安
保
罪
事
会
の
決
議
は
、

L
o
m
s
 B
.
 S
o
h
n
,
 B
a
s
i
c
 
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 o
f
 
t
h
e
 U
n
i
t
e
d
 

N
a
t
i
o
n
s
,
 
1956, 
pp. 2
1
8
|
2
1
9
.
~

照
。

(
4
)
H
a
n
s
 K
e
l
s
e
n
,
 T
h
e
 L
a
w
 o
f
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
N
a
t
i
o
n
s
,
 
1
9
5
1
`
p
.
4
8
3
 

(
5
)
R
u
t
h
 B
.
 R
u
s
s
e
l
l
 
a
n
d
 J
e
a
n
n
e
t
t
e
 
E
.
 M
u
t
h
e
r
,
 A
 H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
N
a
t
1
0
n
s
 
C
h
a
r
t
e
r
,
 
1958, 
p. 
1
0
6
3
 

(
6
)
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 o
f
 
S
t
a
t
e
,
 
T
h
e
 U
n
i
t
e
d
 N
a
t
1
0
n
s
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
o
n
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
nー

S
e
l
e
c
t
e
d
D
o
c
u
m
e
n
t
s
1
.
 

1946, 
p. 865. 

(
7
)
L
e
l
a
n
d
 M
.
 G
o
o
d
r
i
c
h
 a
n
d
 E
d
v
a
r
d
 H
a
m
b
r
o
,
 C
h
a
r
t
e
r
 of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
1
0
n
s
,
 
1949, 
p. 483. 

(
8
)
M
a
n
l
e
y
 0
.
 H
u
d
s
o
n
`
T
h
e
 P
e
r
m
a
n
e
n
t
 
C
o
u
r
t
 
of 
I
n
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l
 
J
u
s
t
i
c
e
`
1
9
3
4
,
 
p. 159. 

(
9
)
K
e
l
s
e
n
,
 o
p
.
 
cit., 
p
p
,
4
8
3
|
4
8
4
.
 

一
九
四
六
年
十
月
十
五
日
に
安
保
理
事
会
が
決
議
し
た
「
規
程
非
当
事
国
に
裁
判
所
を
開
放
す
る
た
め
の
条
件
」
の
第
二
項
で
は
、
既
に
発

生
し
て
い
る
特
定
の
紛
争
に
つ
い
て
の
み

I
C
J
の
管
轄
権
を
受
諾
す
る
個
別
的
宣
言

(
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
 
d
e
c
l
a
r
a
t
1
0
n
)
と
、
既
に
発
生
し
ま

た
は
将
来
発
生
す
る
す
べ
て
の
紛
争
ま
た
は
特
定
種
類
の
紛
争
に
つ
い
て
ひ
ろ
く

I
C
J
の
管
轄
権
を
受
諾
す
る
一
般
的
宣
言

(
a
g
e
n
e
r
a
l
 

対
し
て

(
1
)
た
と
え
ば

l
C
J
に
係
属
す
る
事
件
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
項
の
下
で
の
「
国
家
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
か
な
り
範
囲
の
ひ
ろ
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（イ）

I
C
J規
程
を
受
諾
す
る
こ
と
、

I
C
J
規
程
第
三
十
四
条

一
九
四
六
年
十
月
二
十
六
日
に
ス
イ
ス
が
国
連
非
加
盟
国
の

I
C
J規
程
に
加
入
す
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
照
会
し
た
の
に

一
九
四
六
年
十
二
月
十
二
日
の
国
連
総
会
の
決
議
は
、

（
口
）
裁
判
所
の
費
用
を
分
担
す
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国
家
で
な
い
と
し
た
。

(
1
2
)
H
u
d
s
o
n
,
 op. 
cit., pp. 3
5
4

ー
ふ
ぷ
5
.

E
u
r
o
p
e
a
n
 U
m
o
n
)
 

で
は
、

declarat10nJ
と
の
い
ず
れ
を
行
な
う
こ
と
も
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
西
ド
イ
ツ
は
一
九
五
五
年
四
月
十
八
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
第
十
条
に
よ

り
一
般
的
宣
言
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る

(
S
o
h
n
,
op.cit., 
pp. 2
1
8

ー
2
1
9
.
)

、
プ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
と
は
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
連
合

(
W
e
s
t
e
r
n

を
創
設
し
た
条
約
で
、
正
式
に
は
一
九
四
八
年
三
月
十
七
日
プ
ラ
ッ
セ
ル
で
署
名
さ
れ
一
九
五
四
年
十
月
二
十
三
日

パ
リ
ー
で
修
正
さ
れ
た
「
経
済
的
社
会
的
文
化
的
協
力
な
ら
び
に
集
団
的
自
衛
に
関
す
る
条
約
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
条
約
の
第
十
条
で

は
、
プ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
締
約
国
は
そ
れ
等
締
約
国
相
互
間
の
紛
争
で

I
C
J規
程
第
一
二
十
六
条
二
項
の
範
囲
内
の
紛
争
を

I
C
J
で
解
決
す
る

こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
西
欧
連
合
に
加
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
西
ド
イ
ッ
も
I
C
Jを
利
用
す
る
た
め
に
こ
の
一
般
的
宣
言
を
行

っ
た
の
で
あ
る

(
A
m
o
s
J
.
 
Peaslee, Internat10nal 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
ー
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l

D
o
c
u
m
e
n
t
s
ー・
1
9
6
1
,

V
o
l
.
 
II, 
pp. 1
8
6
3
|
1
8
7
7
)

。

(11)
小
和
田
恒
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
、
外
務
省
調
査
月
報
、
四
巻
四
号
、
四
二
頁
。

グ
ラ
ン
ド
・
リ
バ
ー
六
国
連
邦
(
C
o
n
f
e
d
e
r
a
c
y
of 
S
i
x
 N
a
t
1
0
n
s
 
of 
t
h
e
 
G
r
a
n
d
 R
1
 v
e
r
)
が

ア
メ
リ
カ
・
英
の
両
国
と
の
紛
争
を
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
る
条
件
に
つ
い
て
裁
判
所
書
記
局
に
照
会
し
た
が
、
単
に
常
設
国
際
司

法
裁
判
所
規
程
の
第
三
十
四
条
及
び
第
一
＝
＋
五
条
を
引
用
し
た
回
答
が
書
記
局
か
ら
お
く
ら
れ
、
裁
判
所
は
後
に
こ
の
書
記
局
の
措
罹
を
承
認

し
て
い
る
。
ま
た
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
ダ
ン
チ
ッ
ヒ
(
D
a
n
z
i
g
)
を
国
家
と
み
な
し
た
が
、
ダ
ニ
ュ
ー
プ
河
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
を

(
1
3
)
J
.
 
L
.
 S
i
m
p
s
o
n
 a
n
d
 H
a
z
e
l
 
F
o
x
,
 International 
A
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
|
L
a
w
 a
n
d
 Practice
ー・
1
9
5
9
,

p. 6
3
.
 

「
一
般
的
宣
言

の
有
効
性
及
び
効
力
に
つ
い
て
の
一
切
の
問
題
は
争
い
が
あ
る
と
な
い
と
に
か
ヽ
わ
ら
ず
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と

命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は

I
C
J規
程
第
三
十
六
条
六
項
の
下
に
お
け
る
よ
り
も
広
い
管
轄
権
を
裁
判
所
に
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
」
。

(14)
小
和
田
、
前
掲
論
文
、
四
―
―

1
四
―
-
＿
頁
で
は
、
出
訴
国
及
び
出
訴
国
政
府
の
地
位
の
問
題
な
ら
び
に
裁
判
所
の
管
轄
権
決
定
の
権
利
義
務
の

問
題
に
つ
い
て
若
干
の
疑
問
を
提
起
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
紙
面
の
都
合
で
詳
述
し
え
な
い
が
、
前
述
の
註
11
及
び

註
12
の
ほ
か
に
、
次
の
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
安
保
理
事
会
の
「
規
程
非
当
事
国
に
裁
判
所
を
開
放
す
る
た
め
の
条
件
」
に
基
く
宣
言
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で
、
個
別
的
宣
言
は
付
託
事
項
も
係
争
当
事
国
も
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
の
一
九
五
五
年
四
月
十
八
日
の
一
般
的
宣
言
で
は
、
事
項
的
管
轄
に
つ
い
て
は
個
別
的
宣
言
よ
り
も
範
囲
が
ひ
ろ
い
が
、
相
手
方
係
争

当
事
国
と
な
る
も
の
が
プ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
締
約
国
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、

一
般
的
宣
言
の
「
一
般
的
」
と
は
事
項
的

管
轄
権
に
つ
い
て
個
別
具
体
的
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
一
般
的
宣
言
と
呼
ぶ
よ
り
は
包
括
的
宣
言
と
呼
ぶ
ほ
う
が
適
当
か
も
し
れ
な

い
）
。
ま
た
、

S
i
m
p
s
o
n

a
n
d
 F
o
x
,
 op. cit., 
pp. 6
8
|
7
1
.

は
、
オ
ッ
ト
マ
ン
公
債
事
件
等
を
引
用
し
て
反
対
説
も
示
し
て
は
い
る
が
、

C
h
o
r
z
o
w
 
F
a
c
t
o
r
y
 
C
a
s
e
,
 N
o
t
t
e
b
o
h
m
 
C
a
s
e
そ
の
他
の
裁
判
所
の
判
決
文
を
引
用
し
て
、
係
争
両
当
事
者
の
間
に
争
い
が
な
い
に
も

か
ヽ
わ
ら
ず
裁
判
所
は
自
発
的
に
(
p
r
o
p
r
i
o
m
o
t
u
,
 
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
)

管
轄
権
の
決
定
を
な
し
う
る
と
述
べ
て
い
る
。

I
C
J規
程
第
三
十
四
条
一
項
に
よ
っ
て
国
家
の
み
が

I
C
J
に
係
属
す
る
事
件
の
当
事
者
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
、

個
人
及
び
国
際
機
構

こ
の

当
事
者
能
力
を
み
と
め
ら
れ
て
い
る
国
家
に
つ
い
て
も

I
C
J規
程
第
三
十
五
条
と
の
関
係
で
前
述
の
よ
う
に
種
々
の
問
題
が
存
す
る
。

こ
の

I
C
J規
程
第
一
二
十
四
条
一
項
の
規
定
の
も
つ
童
要
性
は
そ
の
消
極
的
な
面
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
‘
。
す
な

わ
ち
、
自
然
人
で
あ
ろ
う
と
法
人
で
あ
ろ
う
と
個
人
は
、
及
び
政
府
間
で
あ
ろ
う
と
非
政
府
間
で
あ
ろ
う
と
国
際
機
構
は
、
原
告
と
し

て
も
被
告
と
し
て
も

I
C
J
で
当
事
者
能
力
が
み
と
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

自
然
人
で
あ
ろ
う
と
法
人
で
あ
ろ
う
と
個
人
に
は

I
C
Jが
開
放
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

I
C
J
で
は
個
人
の
利
益
に
関

す
る
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
個
人
の
利
益
に
つ
い
て

の
ク
レ
ー
ム
を
そ
の
個
人
の
属
す
る
国
家
の
政
府
が
外
交
保
護
権
と
い
う
国
際
法
上
の
権
利
に
よ
っ
て
国
際
的
な
ク
レ
ー
ム
と
し
て
提

(

2

)

 

訴
し
た
事
件
を

1
C
Jは
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
領
土
紛
争
は
別
と
し
て
、
国
際
裁
判
所
で
解
決
さ
れ
た
紛
争
の
大

部
分
は
、
個
人
の
利
益
の
侵
害
が
原
因
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
に
当
事
者
能
力
を
み
と
め
て

2
 

2
 

一
般
的
宣
言
の
場
合
に
も
、
た
と
え
ば
西

2
 



で
は

お
ら
な
い
現
行
制
度
は

I
C
J
の
欠
点
で
あ
っ
て
個
人
も
外
国
政
府
を
相
手
ど
っ
て
提
訴
す
る
権
利
が
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
意
見
が
、
法
律
の
専
門
家
に
よ
っ
て
も
素
人
に
よ
っ
て
も
か
な
り
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
‘o

一
九

0
七
年
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
中
米
会
議
で
コ
ス
タ
リ
カ
・
ガ
テ
マ
ラ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
・
ニ
カ
ラ
ガ
・
サ
ル
バ

ド
ー
ル
間
に
締
結
さ
れ
た
条
約
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
中
米
司
法
裁
判
所
(
T
h
e
C
e
n
t
r
a
l
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 C
o
u
r
t
 
of 
J
u
s
t
i
c
e
)
 

(
5
)
 

個
人
も
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
こ
の
裁
判
所
に
出
訴
す
る
権
利
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
第
一
大
戦
後
の
諸
平
和
条
約
に
よ

っ
て
旧
交
戦
国
ニ
カ
国
間
に
設
置
さ
れ
た
混
合
仲
裁
判
所

(
T
h
e
M
i
x
e
d
 A
r
b
i
t
r
a
l
 
T
r
i
b
u
n
a
l
s
)

で
も
、
個
人
及
び
団
体
（
法
人
）

(
6
)
 

が
所
定
の
事
項
に
関
す
る
範
囲
内
で
他
の
国
家
を
相
手
と
し
て
出
訴
す
る
権
利
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
設
置
に
関
す
る
条
約

(
T
r
e
a
t
y
e
s
t
a
b
l
i
s
h
i
n
g
 t
h
e
 
E
u
r
o
p
e
a
n
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
)

に
よ
っ
て

設
立
さ
れ
た
裁
判
所
で
も
、
加
盟
国
及
び
共
同
体
の
機
関
と
な
ら
ん
で
、
自
然
人
た
る
と
法
人
た
る
と
を
と
わ
ず
個
人
も
所
定
の
事
項

に
つ
い
て
出
訴
権
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
過
去
及
び
現
在
の
実
行
は
、

I
C
J
で
も
個
人
に
外
国
政
府
を
相
手
と
し
て

出
訴
す
る
権
利
を
み
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
―
つ
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

人
が
外
国
政
府
に
よ
っ
て
そ
の
利
益
を
害
さ
れ
た
場
合
に
、

一
九
五
七
年
の

(
8
)
 

個
人
に
出
訴
権
を
み
と
め
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
を
つ
く
る
さ
い
に
も
多
い
に
論
議
せ
ら
れ
、

(
9
)
 

I
C
J規
程
を
立
案
す
る
さ
い
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
国
際
法
は
、
主
と
し
て
国
家
間
の
法
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

ま
た

他
の
す
べ
て
の
法
と
同
様
に
国
際
法
の
窮
極
の
単
位
(
u
l
t
i
m
a
t
e
u
n
i
t
)
で
あ
る
個
人
の
利
益
を
も
規
制
し
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
個

そ
の
外
国
政
府
を
相
手
と
し
て
そ
の
外
国
政
府
の
裁
判
所
に
訴
え
て
も
、

裁
判
拒
否
に
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
満
足
を
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
そ
の
個
人
の
属
す
る
国
家
の
政
府
が
個

人
の
ク
レ
ー
ム
を
外
交
保
護
権
に
よ
っ
て
国
際
的
な
ク
レ
ー
ム
と
し
て
国
際
裁
判
所
に
外
国
政
府
を
訴
え
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
個
人

の
属
す
る
国
家
の
政
府
が
外
交
そ
の
他
の
考
慮
か
ら
提
訴
を
さ
し
ひ
か
え
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
が
国
際
法
上
の
権
利
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と
し
て
自
国
政
府
の
介
入
な
し
に
外
国
政
府
を
相
手
と
し
て
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま

た
、
国
連
憲
章
は
個
人
の
基
本
的
人
権
及
び
自
由
の
尊
盾
遵
守
を
さ
だ
め
て
い
る
か
ら
、
自
国
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
と
外
国
に
よ
っ
て

で
あ
ろ
う
と
個
人
の
か
ヽ
る
基
本
的
人
権
及
び
自
由
が
侵
害
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
国
連
、
特
に
国
連
の
主
要
司
法
機
関
で
あ
る
I
C

J
を
通
じ
て
、
個
人
が
自
ら
直
接
に
救
済
を
う
る
道
が
講
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

国
連
憲
章
が
個
人
の
甚
本
的
人
権
及
び
自
由
の
尊
重
遵
守
を
さ
だ
め
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

い
わ
ん
や
、
こ
れ
等
の
問
題
に
つ
い
て
個
人
に

I
C
J
に
出
訴
す
る
法
的
可
能
性

(10) 

(
l
e
g
a
l
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
)
を
み
と
め
て
い
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
個
人
の
国
際
法
上
の
利
益
保
護
の
目
的
を
貫
徹
す
る

た
め
に
は
、
国
際
法
規
及
び
条
約
を
適
用
し
且
つ
国
際
法
規
及
び
条
約
に
精
通
熟
達
し
て
い
る
国
際
裁
判
所
で
事
件
が
解
決
さ
れ
る
よ

う
に
、
個
人
に
出
訴
権
を
み
と
め
る
の
が
適
当
で
あ
な
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
国
際
裁
判
所
に
つ
い
て
一
般
的
に
い
え
る
こ
と
で

あ
っ
て
、

I
C
J
で
も
個
人
に
出
訴
権
を
み
と
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

務
及
び
そ
の
現
状
か
ら
の
判
断
も
必
要
で
あ
る
と
思
れ
る
。
今
日
で
は
国
連
は
世
界
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
家
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る

全
世
界
的
な
国
際
機
構
で
あ
り
、

こ
れ
は
国
連
加
盟
国
に
義
務
を
課
し

I
C
J
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
任

そ
の
主
要
司
法
機
関
で
あ
る

I
C
J
は
い
わ
ゆ
る
世
界
法
廷
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
国
連
に
期
待
す

る
も
の
は
平
和
及
び
安
全
の
維
持
と
経
済
的
社
会
的
国
際
協
力
の
促
進
と
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
期
待
は

充
分
に
は
こ
た
え
ら
れ
て
お
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
も
か
く
、
国
際
平
和
及
び
安
全
の
維
持
を
あ
や
う
く
す
る
惧
れ
の
あ
る
紛

争
の
平
和
的
解
決
の
手
段
の
一
っ
と
し
て

I
C
J
に
よ
る
司
法
的
解
決
が
さ
だ
め
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
る
（
国
連
憲
章
第
三
十
三
条
一
項
）
。

事
項
的
管
轄
権
の
と
こ
ろ
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
国
家
は
選
択
条
項
に
よ
る
I
C
J
の
管
轄
を
で
き
る
だ
け
自
国
に
不
利
に
な

ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
が
現
状
で
は
あ
る
が
、
全
世
界
的
な
裁
判
所
で
あ
り
平
和
及
び
安
全
の
維
持
を
あ
や
う
く
す
る
惧
れ
の
あ

る
紛
争
の
解
決
を
も
そ
の
主
た
る
任
務
の
一
っ
と
し
て
い
る
I
C
J
で
は
、
個
人
に
出
訴
権
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
個
人
の
所
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こ。t
 

属
国
政
府
に
よ
る
外
交
そ
の
他
の
考
慮
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
き
か
な
い
結
果
と
し
て
無
用
の
国
民
感
情
の
刺
戟
を
生
ん
だ
り
し
な

い
よ
う
に
、
ま
た
、
個
人
に
出
訴
権
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ
り

I
C
J
に
係
属
事
件
が
山
積
す
る
結
果
と
し
て
（
そ
う
で
な
く
と
も
裁
判

に
長
年
月
を
要
す
る
の
が
実
情
で
あ
る
か
）
ま
す
ま
す
紛
争
事
件
の
解
決
が
遅
延
し
な
い
よ
う
に
し
て
、
平
和
及
び
安
全
の
維
持
を
あ
や
う

く
す
る
惧
れ
の
あ
る
よ
う
な
重
要
な
国
家
間
の
紛
争
の
解
決
に
専
心
せ
し
め
る
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
過
去
に
お
け
る
混
合

仲
裁
裁
判
所
の
よ
う
に
個
人
と
外
国
政
府
と
の
間
の
ク
レ
ー
ム
の
解
決
の
た
め
の
常
設
的
な
ク
レ
ー
ム
委
員
会
(
s
t
a
n
d
i
n
g
C
l
a
i
m
s
 C
o
-

（翌

(13)

m
m
i
s
s
i
o
n
)
を
別
に
設
置
す
る
と
力
過
去
に
お
け
る
中
米
司
法
裁
判
所
や
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
裁
判
所
の
よ
う
な
全

世
界
的
で
は
な
く
地
域
的
な
国
際
裁
判
所
を
設
置
し
て
、

そ
こ
で
は
個
人
に
出
訴
権
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
の
国
際
法
上

政
府
間
の
国
際
機
構

(internat10nal
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 o
r
g
a
m
N
a
t
i
o
n
s
ま
た
は
p
u
b
l
!
c
international 
o
r
g
a
n
i
z
a
t
1
0
n
s

公
的
国
際
機

構
）
も
I
C
Jに
係
属
す
る
事
件
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
を
作
成
す
る
さ
い
に
は
、
国
際
連
盟

に
当
事
者
能
力
を
特
別
に
み
と
め
る
問
題
も
で
た
が
、
し
か
し
ほ
と
ん
ど
討
議
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

際
司
法
裁
判
所
規
程
に
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
か
、
こ
の
時
に
は
国
際
連
盟
に
当
事
者
能
力
を
み
と
め
る
問
題
は
相
当
に
論
議
さ

(15) 

れ
た
け
れ
ど
も
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
旧
規
程
第
一
二
十
四
条
は
結
局
は
修
正
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
九
二
九
年

の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
修
正
の
さ
い
に
、
国
際
連
盟
の
当
事
者
能
力
の
問
題
に
間
接
に
関
係
の
あ
る
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。

国
際
連
盟
規
約
の
第
十
四
条
後
段
に
は
「
な
お
、

こ
の
裁
判
所
は
、
連
盟
理
事
会
ま
た
は
連
盟
総
会
の
諮
問
す
る
一
切
の
紛
争
ま
た
は

問
題
に
つ
い
て
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
に
も
か
ヽ
わ
ら
ず
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
旧
規
程
に
は
勧
告
的
意
見

(
a
d
v
i
s
o
r
y
 op1 n
i
o
n
)

に
関
す
る
規
定
は
お
と
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
則
に
さ
だ
め
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ

一
九
―
一
九
年
の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
修
正
に
あ
た
っ
て
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
旧
規
程
の
末
尾
の
規
定
で
あ
る
第
六

の
利
益
保
護
の
目
的
を
達
成
す
る
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

一
九
―
一
九
年
に
常
設
国
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＼
第
六
十
八
条
の
勧
告
的
意
見
に
つ
い
て
の
規
定
、

一
九
四
七
年
の
国
連
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
の
第
八
条
・
一
九
四
七
年

十
四
条
の
う
し
ろ
に
、
第
六
十
五
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
追
加
し
て
勧
告
的
意
見
に
つ
い
て
さ
だ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
常

設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
に
よ
っ
て
さ
だ
め
ら
れ
た
勧
告
的
意
見
の
手
続
は
国
家
間
の
紛
争
に
対
す
る
判
決
の
手
続
と
実
際
に
は
ほ

と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
り
、
両
者
の
重
要
な
相
異
点
の
一
っ
は
、
勧
告
的
意
見
は
大
き
な
権
威
と
道
義
的
な
効
力
を
も
っ
て
は
い

る
が
、
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
た
主
体
が
そ
れ
に
し
た
が
う
べ
き
義
務
の
な
い
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
に
か
く
、
国
際
連

盟
規
約
第
十
四
条
後
段
に
よ
っ
て
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
る
能
力
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
連
盟
総
会

と
連
盟
理
事
会
と
の
国
際
連
盟
の
二
つ
の
機
関
だ
け
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
連
盟
理
事
会
が
他
の
機
関
の
権
限
内
の
事
項
に
つ
い
て
裁

判
所
に
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
る
中
継
的
な
役
目
を
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
、
な
。
と
こ
ろ
が
、
国
際
連
合
で
は
、

I
C
J
に
勧
告
意

見
を
も
と
め
る
能
力
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
総
会
と
安
保
理
事
会
、

機
関
と
よ
ば
れ
る
政
府
間
の
国
際
機
構
で
あ
る
（
国
連
憲
章
第
九
十
六
条
及
び
I
C
J規
程
第
六
十
五
条
一
項
）
。

政
府
間
の
国
際
機
構
に
も
I
C
J
で
当
事
者
能
力
を
み
と
め
る
か
ど
う
か
は
、

合
国
法
律
家
委
員
会
で
も
ま
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
の
第
四
委
員
会
で
も
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
の

み
が
国
際
人
格
を
も
っ
と
い
う
伝
統
的
な
理
念
が
維
持
せ
ら
れ
、
政
府
間
の
国
際
機
構
に
は
当
事
者
能
力
は
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

I
C
J規
程
第
三
十
四
条
の
二
項
及
び
三
項
の
規
定
が
新
に
追
加
せ
ら
れ
て
、
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
に
関
係
の
あ
る
情

報
を
I
C
Jが
政
府
間
の
国
際
機
構
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
政
府
間
の
国
際
機
構
が
自
発
的
に
提
供
す
る
情
報
を
受
理
で
き

(17) 

る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た

I
C
J規
程
第
三
十
四
条
二
項
及
び
三
項
の
規
定
は
、

(18) 

政
府
間
の
国
際
機
構
に

I
C
J
で
の
当
事
者
能
力
を
み
と
め
な
か
っ
た
こ
と
を
ア
ル
程
度
つ
ぐ
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
に
総
会
の
許
可
を
え
て
国
連
の
他
の
機
関
及
び
専
門

I
C
J規
程
を
作
成
す
る
さ
い
に
も
、
す
な
わ
ち
連

こ
の

I
C
J規
程
第
一
―
-
＋
四
条
二
項
及
び
三
項
の
規
定
、
国
連
憲
章
第
九
十
六
条
な
ら
び
に

I
C
J規
程
第
六
十
五
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て
の
勧
告
的
意
見
の
中
で
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、

と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
専
門
機
関
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
の
第
九
条
・
一
九
五
九
年
の
国
際
原
子
力
機
関
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
協
定
の
第

十
条
等
に
み
ら
れ
る
制
度
、
す
な
わ
ち
当
該
国
際
機
構
と
そ
の
加
盟
国
と
の
間
に
生
じ
た
こ
れ
等
条
約
・
協
定
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て

の
紛
争
は

I
C
J
に
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
そ
の

I
C
J
の
勧
告
的
意
見
を
決
定
的
(
d
e
c
i
s
i
v
e
)
な
も
の
と
み
と
め
る
と
い
う
制
史
、

等
々
か
ら
考
え
て
、
特
定
の
条
約
・
協
定
の
解
釈
適
用
と
い
う
よ
う
な
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
ま
た
当
該
国
際
機
構
の
加
盟

国
を
相
手
と
し
て
の
み
で
あ
る
点
で
不
完
全
な
が
ら
、
さ
ら
に
は

I
C
J
の
側
か
ら
い
う
な
ら
ば
形
式
上
は
拘
束
力
あ
る
判
決
で
は
な

く
勧
告
的
意
見
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
間
接
的
で
あ
る
が
、
政
府
間
の
国
際
機
構
も
今
日
で
は

I
C
J
で
当
事
者
能
力
を
も
っ
て
い
る

一
九
四
九
年
の

I
C
J
の
損
害
賠
償
事
件
(
R
e
p
a
r
a
t
i
o
n
for 
Injuries 
S
u
f
f
e
r
e
d
 C
a
s
e
)
に
つ
い

「
国
際
機
構
も
、
国
際
法
の
主
体
で
あ
り
、
国
際
的
な
権
利
義
務
を
も
ち
、
国
際
的

(
2
0
)
 

請
求
を
提
訴
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
権
利
を
維
持
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る

(
l
)
A
r
n
o
l
d
 D
.
 M
c
N
a
i
r
,
 T
h
e
 D
e
v
e
l
o
o
m
e
n
t
 
of 
International 
Justice, 
1956, 
p
.
 8. 

(
2
)
R
o
s
e
n
n
e
,
 op. 
cit., 
p. 74. 

(
3
)
H
e
r
s
c
h
 L
a
u
t
e
r
p
a
c
h
t
,
 T
h
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
of 
International 
L
a
w
 b
y
 t
h
e
 
International 
C
o
u
r
t
,
 1958, 
p. 3
2
.
 

(
4
)
M
c
N
a
i
r
,
 op. cit., 
p.8. 

(
5
)
中
米
司
法
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
中
米
司
法
裁
判
所
、
田
岡
良
一
編
「
国
際
法
・
国
際
政
治
事
典
」
、
昭
和
三
十
一
年
、
を
参
照
さ
れ

た
い
。

(
6
)
混
合
仲
裁
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
、
拙
稿
、
混
合
仲
裁
裁
判
所
、
前
掲
事
典
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
P
e
a
s
l
e
e
,
 op, cit., Vol. I, 
pp, 5
7
1
-
5
7
2
.

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
区
任
栢
共
同
体
(
E
E
C
)

の
裁
判
所
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
(
E
u
r
o
p
e
,

a
n
 C
o
a
l
 a
n
d
 Steel 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
)

の
裁
判
所
を
吸
収
し
て
い
る
。

(
8
)
H
u
d
s
o
n
,
 op. cit., 
pp. 1
5
8
1
1
5
9
.
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第
一
一
節

(
1
9
)
C
.
 
W
i
l
f
r
e
d
 J
e
n
k
s
,
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
I
m
m
u
n
i
t
i
e
s
,
 
1
9
6
1
`
p
p
.
 21 
ff. 

(
2
0
)
E
d
v
a
r
d
 H
a
m
b
r
o
,
 T
h
e
 C
a
s
e
 L
a
w
 o
f
 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
u
r
t
,
 1961, 
Vol. I, 
p
p
,
2
0
6

ー

215,

国
家
は
、
国
際
法
上
も
ま
た

I
C
J規
程
に
よ
っ
て
も
、

(
1
)
 

そ
の
紛
争
を

I
C
J
に
付
託
す
る
義
務
は
な
い
の
で
あ
る
。

I
C
J規
程

(
2
)
 

を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
を
作
成
し
た
場
合
と
同
様
に
、

I
C
J
に
強
制
管
轄
権

(
c
o
m
p
u
l
s
o
r
y
ju, 

risdiction)
を
も
た
せ
る
か
ど
う
か
は
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
連
合
国
法
律
家
委
員
会
で
は
、

(
1
8
)
K
e
l
s
e
n
,
 o
p
,
 
cit., 
p. 487. 

(
1
7
)
R
 o
s
e
n
n
e
,
 op. 
cit., 
p. 75. 

(
1
6
)
K
e
l
s
e
n
,
o
p
.
 cit., 
p
,
4
8
9
.

二
十
七
回
勧
告
的
意
見
を
も
と
め
た
中
で
、

I
L
o
理
事
会
の
た
め
に
連
盟
理
事
会
が
勧
告
的
意
見
を
も
と

め
た
こ
と
が
六
回
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

物
的
管
轄
権

(
1
5
)
I
b
i
d
.
,
 p. 197. 

(
1
4
)
H
u
d
s
o
n
,
 o
p
.
 
cit., p. 159. 

e
n
c
y
)
を
そ
こ
な
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。

(
1
3
)
S
t
o
n
e
,
 o
p
.
 cit., p, 1
1
8
 

(
9
)
J
u
l
i
u
s
 S
t
o
n
e
,
 L
e
g
a
l
 
C
o
n
t
r
o
l
s
 
o
f
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
n
f
l
i
c
t
,
 1954, 
p. 118. 

(
1
0
)
K
e
l
s
e
n
`
o
p
.
 cit., 
p. 484. 

(11)

田
岡
良
一
、
国
際
法

m、
法
律
学
全
集
、
昭
和
―
―
-
＋
四
年
、

で
は
、
中
米
司
法
裁
判
所
が
個
人
の
出
訴
権
を
み
と
め
た
こ
と
は
裁
判
所
の
権
威
(
d
i
g
n
i
t
y
)
と
能
率
(effic1
-

(
1
2
)
M
c
N
a
i
r
,
 op. 
cit., 
p.10. 

(
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
 
r
a
t
i
o
n
e
 
m
a
t
e
r
i
a
e
)
 

一
八
九
＼
一
九

0
頁。

I
C
J
に
強
制
管
轄
権
を
み
と
め
る
べ
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て
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

d

国
際
義
務
の
違
反
に
対
す
る
賠
償
の
性
質
ま
た
は
範
囲

c
 

b
 

a
 

き
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
選
択
条
項
の
任
意
的
受
諾
に
よ
っ
て
義
務
的
管
轄
権
が
生
ず
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
と
が
鋭

く
対
立
し
た
。
結
局
、
連
合
国
法
律
家
委
員
会
は
、

議
に
そ
の
決
定
を
ま
か
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
連
合
国
法
律
家
委
員
会
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
に
提
出
し
た
も
の
は
、

(
3
)
 

次
の
よ
う
な
二
者
択
一
的
な
案

(al
ternatt v
e
 d
r
a
f
t
s
)
で
あ
っ
た
。

第
三
十
六
条

（
裁
判
所
の
管
轄
は
、
当
事
者
が
裁
判
所
に
付
託
す
る
す
べ
て
の
事

件
及
び
国
連
憲
章
ま
た
は
現
行
諸
条
約
に
特
に
規
定
さ
れ
る
す
べ
て

の
事
項
に
お
よ
ぶ
。

②
国
連
の
メ
ン
バ
ー
及
び
こ
の
規
程
の
当
事
国
は
、
次
の
事
項
に
関

す
る
す
べ
て
ま
た
は
い
ず
れ
か
の
種
類
の
法
律
的
紛
争
に
つ
い
て
の

裁
判
所
の
管
轄
権
を
同
一
の
義
務
を
受
諾
す
る
他
の
国
連
の
メ
ン
バ

ー
ま
た
は
国
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
当
然
に
特
別
の
合
意
な
し
に

義
務
的
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
を
、
い
つ
で
も
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
約
の
解
釈

国
際
法
上
の
問
題

認
定
さ
れ
れ
ば
国
際
義
務
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
事
実
の
存
在

131前
記
の
宣
言
は
、
無
条
件
で
、
ま
た
は
若
干
あ
る
い
は
一
定
の
メ

ン
バ
ー
ま
た
は
国
と
の
相
互
条
件
で
、
ま
た
は
一
定
の
期
間
を
つ
け

d

国
際
義
務
の
違
反
に
対
す
る
賠
償
の
性
質
ま
た
は
範
囲

c
 

b
 

a
 

田
上
に
同
じ
。

こ
の
問
題
は
非
常
に
重
要
な
政
治
的
問
題
で
あ
る
か
ら
、

②
国
連
の
メ
ン
バ
ー
及
び
こ
の
規
程
の
当
事
国
は
、
次
の
事
項
に
関

す
る
ど
ん
な
法
律
的
紛
争
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
管
轄
権
も
当
然
に

特
別
の
合
意
な
し
に
そ
の
間
で
義
務
的
で
あ
る
と
認
め
る
。

条
約
の
解
釈

国
際
法
上
の
問
題

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会

認
定
さ
れ
れ
ば
国
際
義
務
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
事
実
の
存
在
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④
裁
判
所
が
管
轄
権
を
も
つ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
場
合
に

は
、
裁
判
所
の
裁
判
で
決
定
さ
れ
る
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
の
第
四
委
員
会
の
第
一
小
委
員
会
で
は
、
多
数
の
国
の
代
表
は
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
下
で
は

選
択
条
項
が
多
数
の
国
に
よ
っ
て
受
諾
さ
れ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、

時
機
が
熟
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
若
千
の
国
が
、
特
に
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
ア
メ

リ
カ
・
ソ
連
の
二
国
が
強
制
管
轄
権
を
み
と
め
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
て
お
り
、
強
制
管
轄
権
を
I
C
J
に
み
と
め
る
と
い
う
理
想
の

(
4
)
 

実
現
に
こ
だ
わ
る
と

I
C
J
ど
こ
ろ
か
国
連
に
も
こ
れ
等
の
国
が
加
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
ソ
連
の
反
対
は
社
会

主
義
国
家
の
利
益
を
ま
も
る
必
要
か
ら
で
あ
り
、

(
5
)
 

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
連
合
国
法
律
家
委
員
会
の
提
出
し
た
右
の
案
の
中
で
上
段
の
規
定
、
す
な
わ
ち
選
択
条
項
の
任

意
的
受
諾
に
よ
っ
て
義
務
的
管
轄
権
が
生
じ
る
よ
う
に
す
る
主
張
の
ほ
う
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

第
三
十
六
条
は
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
一
二
十
六
条
と
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
か
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

十
六
条
が
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
十
六
条
と
相
異
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
第
一
項
で
は
？
…
•
国
連
憲
章
ま
た
は
…
…
」
と

い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
項
で
は
旧
規
程
の
「
…
…
す
べ
て
ま
た
は
い
ず
れ
か
の
種
類
の
法
律
的
紛
争
…
…
」
が
「
…
…

す
べ
て
の
法
律
的
紛
争
：
…
・
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
義
務
的
管
轄
権
受
諾
の
宣
再
書
の
寄
託
手
続
を
さ
だ
め
た
第
四
項
及
び
旧
規
程

(

6

)

 

第
三
十
六
条
に
よ
る
義
務
的
管
轄
権
受
諾
の
宣
言
の
効
力
に
つ
い
て
の
第
五
項
が
新
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

I
C
J
で
は
さ
ら
に
進
ん
だ
手
段
（
右
の
下
段
の
規
定
）
を
と
る

ア
メ
リ
カ
の
反
対
は
国
連
憲
章
及
び

I
C
J規
程
の
批
准
に
上
院
が
反
対
す
る
懸
念

I
C
J
に
は
強
制
管
轄
権
は
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

I
C
J
は
原
則
と
し
て
紛
争
両
当
事
者
が

I
C
J
に

付
託
す
る
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
紛
争
事
件
に
対
し
て
の
み
管
轄
権
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
は
、
（
イ
）
紛
争
が
発
生
す
る
ご
と
に
、
す
な
わ
ち
事
件
毎
に
(
a
d

h
o
c
)
 
.... 
C

Jに
付
託
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
個
別
的
な
合
意
、
（
口
）

③
上
の
中
に
同
じ
。

l
C
J規
程

I
C
J規
程
第
三

I
C
J
の
管
轄
権
の
基
礎
と
な
る
合
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合
意
、

＾ ノ‘

、-
I
C
J規
程
第
三
十
六
条
二
項
及
び
三
項
に
基
き
‘

国
連
憲
章
そ
の
他
の
国
際
条
約
に
よ
っ
て
、
あ
る
特
定
種
類
の
紛
争
に
つ
い
て
は
特
別
の
同
意
な
し
に

I
C
J
の
管
轄
権
を
み
と
め
る

い
わ
ゆ
る
選
択
条
項
の
受
諾
宣
言
に
よ
っ
て
、
条
約
の
解
釈
•
国

際
法
上
の
問
題
•
国
際
不
法
行
為
の
存
否
•
国
際
不
法
行
為
に
対
す
る
賠
償
の
性
質
ま
た
は
範
囲
等
に
関
す
る
法
律
的
紛
争
に
つ
い
て

は
、
同
一
の
義
務
を
受
諾
す
る
他
の
国
と
の
関
係
に
お
い
て
特
別
の
同
意
な
し
に
当
然
に

I
C
J
の
管
轄
権
を
み
と
め
る
合
意

若
干
の
国
ま
た
は
特
定
の
国
と
の
相
互
条
件
を
つ
け
て
も
よ
く
、
ま
た
合
意
に
期
間
を
つ
け
て
も
よ
い
）
、
の
以
上
三
つ
の
合
意
に
わ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
の
二
つ
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
は
、

あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、

受
諾
し
て
も
、

I
C
J
の
管
轄
権
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

(
l
C
J規
程
第
一
二
十
六
条
六
項
）
。
な
お
、

る
た
め
の
条
件
」
に
よ
っ
て
一
般
的
宣
言
を
行
な
っ
て

I
C
J規
程
第
三
十
六
条
―
一
項
に
さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
義
務
的
管
轄
権
を

そ
の
規
程
非
当
事
国
は
、
明
示
の
合
意
が
な
い
限
り
、

務
を
受
諾
す
る
他
の
国
」
た
る
こ
と
を
、

I
C
J
自
身
が
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

I
C
J規
程
非
当
事
国
が
安
保
理
事
会
の
決
議
し
た
「
規
程
非
当
事
国
に
裁
判
所
を
開
放
す

I
C
J規
程
第
二
十
六
条
二
項
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
同
一
の
義

選
択
条
項
受
諾
宣
言
を
な
し
た
他
の
規
程
当
事
国
に
対
し
て
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
（
規
程
非
当
事
国
に
裁
判
所
を
開
放
す
る
条
件
の
二
項
後
段
）
。
す
な
わ
ち
、

か
ヽ
る
一
般
的
宣
言
を
な
し
た
規
程
非
当
事
国
が
同
一

の
義
務
を
受
諾
し
て
い
る
他
の
規
程
当
事
国
を
相
手
と
し
て
特
別
の
合
意
な
し
に
一
方
的
に

I
C
J
に
提
訴
し
て
も
、
相
手
の
国
に
は

前
述
の
よ
う
に

I
C
J
の
設
立
に
あ
た
っ
て
最
も
問
題
と
な
っ
た
の
は

I
C
J
の
強
制
管
轄
権
に
つ
い
て
で
あ
り
、
し
か
も
、

J
の
発
足
後
今
日
ま
で
に

I
C
J
に
係
属
し
た
事
件
の
大
部
分
は
、

I
C
J
の
管
轄
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
争
い
か
、

I
C
 

そ
う
で
な
い
に

し
て
も
先
決
的
抗
弁
に
よ
っ
て
ま
ず
I
C
J
の
管
轄
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

I
C
J
の
設
立
に
あ
た
っ
て
多
数
の
国
々
が

I
C
J
に
強
制
管
轄
権
を
み
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

応
訴
の
義
務
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
主
張
の
主
た
る
論
拠
は
常
設
国
際
司
法
裁
判
所

一
方
の
紛
争
当
事
国
の
提
訴
だ
け
で

I
C
J
は
管
轄
権
を
も
つ
の
で

（
但
し
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規
程
の
下
で
の
多
数
の
国
々
に
よ
る
選
択
条
項
の
受
諾
で
あ
っ
た
。
か
ヽ
る
主
張
に
も
か
ヽ
わ
ら
ず
結
局
は

1
C
J
に
は
強
制
管
轄
権

は
み
と
め
ら
れ
ず
し
て
、
選
択
条
項
受
諾
に
よ
る
義
務
的
管
轄
の
制
度
が
維
持
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
の
第

(
8
)
 

四
委
員
会
は
、
国
連
加
盟
国
が
で
き
る
限
り
速
か
に
選
択
条
項
受
諾
の
宣
言
を
行
な
う
よ
う
に
と
い
う
決
議
を
し
た
。
ま
た
、
一
九
四
七

年
十
一
月
十
七

H
に
第
二
回
国
連
総
会
は
、
で
き
る
限
り
多
数
の
国
が
で
き
る
限
り
留
保
を
つ
け
な
い
で
義
務
的
管
轄
権
を
受
諾
す
る

(
9
)
 

よ
う
に
と
の
決
議
を
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

I
C
J
に
お
け
る
義
務
的
管
轄
受
諾
の
宣
言
に
つ
い
て
の
今
日
ま
で
の
国
家
の
実
行
を
み
て

み
る
と
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
時
代
よ
り
も
質
量
と
も
に
後
退
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

制
管
轄
権
を
み
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た

I
C
J設
立
時
に
お
け
る
多
く
の
国
々
の
考
え
が
皮
相
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
、
第
二
大
戦
後
の
国
際
社
会
の
現
実
が
あ
ま
り
に
も
き
び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

に
し
て
い
た
の
で
は
、

l
C
J
の
人
的
管
轄
権
の
範
囲
を
い
か
に
拡
大
改
善
し
て
も
、

I
C
J
の
機
能
の
円
滑
な
遂
行
は
望
み
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
他
面
、
国
際
社
会
の
現
実
を
無
視
し
た
飛
躍
的

改
革
は
「
角
を
た
め
て
牛
を
殺
す
」
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
ま
さ
に
「
国
家
が
何
を
な
す
ぺ
き
か
で
は
な
く
し
て
、

(OlO) 

国
家
が
何
を
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
か
」
で
あ
ろ
う

(
1
)
S
t
o
n
e
`
o
p
.
 Cit.

p`. 122. 

(
2
)
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
作
成
の
さ
い
の
事
項
的
管
轄
権
を
め
ぐ
る
論
議
に
つ
い
て
は
、

H
u
d
s
o
n疇

0
p
,
cit., 
p
p
.
 1
6
1

ー

165.

(
3
)
R
u
s
s
e
l
l
 
a
n
d
 M
u
t
h
e
r
,
 o
p
.
 cit., p
p
,
 8
6
8
 a
n
d
 8
8
4
|
8
8
5
.

な
お
、
強
制
管
轄
権
を
一
般
的
に
は
み
と
め
る
が
各
国
は
留
保
に
よ
っ
て

強
制
管
轄
権
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
エ
ジ
プ
ト
の
提
案
も
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
た

C

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
は
二

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
こ
れ
に
似
た
妥
協
案
を
だ
し
た
。

(
4
)
G
o
o
d
r
i
c
h
 a
n
d
 H
a
m
b
r
o
,
 o
p
.
 cit., 
p
p
.
4
7
9

ー

480.

こ
の
現
象
は
、

I
C
J
に
強

I
C
J
の
物
的
管
轄
権
を
そ
の
ま
ヽ
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を
作
成
す
る
た
め
に
、

む

す

び

第
二
節

第
一
節

第
一
節

国

際

司

法

裁

判

所

裁

判

官

の

選

任

国
際
司
法
裁
判
所
の
設
立

国
際
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
の
指
名
及
び
選
挙

正
規
の
裁
判
官

臨
時
裁
判
官

国
際
司
法
裁
判
所
の
設
立

国
際
連
合
憲
章
の
草
案
と
な
っ
た
ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
提
案

(
D
u
m
b
a
r
t
o
n
O
a
k
s
 
P
r
o
p
o
s
a
l
)
 

合
の
主
要
司
法
機
関
と
し
て
国
際
裁
判
所
を
設
置
し
（
第
一
項
）
、
国
連
憲
章
に
附
属
し
且
つ
そ
の
一
部
を
な
す
規
程
に
よ
っ
て
そ
の
裁

判
所
の
構
成
・
機
能
を
定
め
る
が
（
第
一
一
項
）
、
の
ぞ
ま
し
い
修
正
を
加
え
て
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程

(
S
t
a
t
u
t
e
of 
t
h
e
 
P
e
r
m
a
0
 

n
e
n
t
 C
o
u
r
t
 of International 
J
u
s
t
i
c
e
)
 W
~仔
廷
籾
さ
斗
U
ス
3
ふ
べ
七
のZ
3
い
i昆
帝
吊
部
双
国
国
叡
麻
司
り
壮
広
非

5判F
年5
坦
況8住
尤d↓
上
ム
ロ
e
L

て
江
和
な
坦
況
印
g尤d
こ
し

ら
え
る
と
し
て
い
る
（
第
一
二
項
）
。
そ
こ
で
、
国
連
憲
章
締
結
の
た
め
に
開
催
さ
れ
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
に
提
出
す
る
規
程
草
案

一
九
四
五
年
四
月
九
日
か
ら
四
月
二
十
日
迄
ワ
シ
ン
ト
ン
で
連
合
国
法
律
家
委
員
会
(
U
n
i
t
e
d
N
a
t
i
o
n
s
 
Com• 

第
五
章

の
第
七
章
で
は
、
国
際
連
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小
委
員
会

(
C
o
m
m
i
t
t
e
e
I
V
¥
l
)
 

轄
権
(jurisdict10n)

い
は
新
し
く
国
際
裁
判
所
を
設
置
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
、

(
1
)
 

m
1
 ttee of 
J
u
r
i
s
t
s
)

が
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
連
合
国
法
律
家
委
員
会
に
は
、
英
・
米
・
中
三
国
を
含
む
約
二
十
四
ケ
国
か
ら
常
設
国

際
司
法
裁
判
所
規
程
の
修
正
に
関
す
る
提
案
や
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
将
来
に
関
す
る
連
合
国
委
員
会
(
I
n
t
e
r
,
A
l
l
i
e
d
C
o
mー

(
2
)
 

m
i
t
t
e
e
 
o
n
 t
h
e
 F
u
t
u
r
e
 of 
the 
P
e
r
m
a
n
e
n
t
 
C
o
u
r
t
 
of 
International J
u
s
t
i
c
e
)

、
平
↑
いm斗
広
店
庄
未
女
匡
只
＾

H
（I
n
t
e
r
。
A
m
~
r
i
c
a
nJuridical 

(
3
)
 

C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
、
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
関
す
る
米
州
会
議
(Inter
。A
m
e
r
i
c
a
n
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
o
n
 P
r
o
b
l
e
m
s
 of 
W
a
r
 a
n
d
 P
e
a
c
e
)
か
ら

(
4
)
 

勧
告
や
決
議
が
提
出
さ
れ
た
。
連
合
国
法
律
家
委
員
会
で
は
、
か
ヽ
る
提
案
・
勧
告
・
決
議
を
考
慮
し
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議

(

a

)

 

こ
ヽ

の
ぞ
ま
し
い
修
正
は
加
え
る
が
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
を
存

続
さ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
を
土
台
に
し
て
、
新
し
い
規
程
を
こ
し
ら
え
る
の
か
、

と
い
う
ダ
ン
バ
ー
ト

ン
・
オ
ー
ク
ス
提
案
で
決
定
さ
れ
て
お
ら
な
か
っ
た
問
題
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
を
存
続
さ
せ
る
の
か
、
あ
る

の
で
あ
っ
た
。

の
問
題
、

(
b
)
裁
判
官
の
指
名
及
び
選
挙
方
法
の
問
題
、

(

C

)

裁
判
所
の
管

の
以
上
三
問
題
に
つ
い
て
は
、
未
解
決
の
ま
ヽ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
国
際
司
法
裁
判
所
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
っ
た
の
は
、
第
四
委
員
会
(
C
o
m
m
1
s
s
1
0
n
IV) 

の
中
の
第
一

で
あ
り
、
二
十
二
回
の
会
合
（
分
科
委
員
会

S
u
b
c
o
m
m
i
t
t
e
e

の
会
合
を
除
く
）
を
開
い
た
。

で
も
前
述
の
(

a

)

の
問
題
に
つ
い
て
は
意
見
が
対
立
し
た
。
国
際
裁
判
制
度
は
で
き
る
限
り
継
続
性
を
た
も
た
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
き
わ
め
て
長
足
の
進
歩
を
な
し
て
き
た
こ
と
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
な
お
現
存
の
組
織
で
あ
る
こ

と
、
多
数
の
国
際
条
約
が
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
そ
の
紛
争
の
解
決
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
こ
と
、
ま
た
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
経
歴

は
そ
の
存
続
を
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
等
々
が
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
存
続
論
の
論
拠
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
過
去
を

清
算
し
て
出
発
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、

四
国
連
合
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
つ
が
故
に
裁
判
所
も
新
設
す
る
方
が
の
ぞ
ま
し
い
こ
と
、

に
提
出
・
す
る
規
程
草
案
を
作
成
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
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裁
判
官
の
選
任
は
長
い
間
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
も
は
や
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
の
選
挙
の
た
め
の
機
関
は
利
用
で
き
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
当
事
国
の
中
に
国
際
連
合
の
メ
ン
バ
ー
で
な
い
国
や
国
際
連
合
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

国
の
中
に
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
当
事
国
で
な
い
国
が
で
き
て
く
る
結
果
、
裁
判
所
規
程
の
当
事
国
に
つ
い
て
混
乱
が
生
じ
る

(

6

}

 

と
い
う
こ
と
等
々
が
、
新
裁
判
所
設
置
論
の
論
拠
で
あ
っ
ナ
。
結
局
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程

一
九
二
九
年
九
月
に
改
正
せ
ら
れ
、
こ
の
改
正
旧
規
程
は
一
九
三
六
年
か
ら
発
効
し
た
。
従

っ
て
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
は
、
旧
規
程
と
は
改
正
旧
規
程
を
い
う
）

n
a
t
1
0
n
a
l
 
C
o
u
r
t
 
o
f
 
Justice. 

J
が
設
立
せ
ら
れ
た
が
、

国
際
連

を
土
台
と
し
て
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
(
S
t
a
t
u
t
e
of 
t
h
e
 
I
n
t
e
r
。

以
下
規
程
と
略
称
）
が
つ
く
ら
れ
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
（
以
下
P
C
I
Jと
略
称
）
を
廃
し
て
、
国

際
司
法
裁
判
所
（
以
下
I
C
Jと
略
称
）
か
設
闘
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
新
し
い
裁
判
所
と
し
て

I
C

P
C
I
Jは
国
際
連
盟
と
密
接
な
関
係
は
あ
っ
た
が
（
国
際
連
盟
規
約
第
十
四
条
）
、
国
際
連
盟
規
約
と
は
別
個

の
旧
規
程
と
い
う
国
際
条
約
に
よ
っ
て
設
立
せ
ら
れ
、
国
際
連
盟
の
機
関
で
は
な
く
、
国
際
連
盟
の
メ
ン
バ
ー
は
当
然
に
は

(
i
p
s
o

f
a
c
t
o
)
旧
規
程
の
当
事
国
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、

え
ら
れ
て
い
る
が
、

司
法
裁
判
所
規
程
は
一
九
―

-
0年
に
締
結
せ
ら
れ
た
が

I
C
Jは
国
連
憲
章
に
よ
っ
て
設
立
せ
ら
れ
（
規
程
第
一
条
）
、

合
の
司
法
機
関
と
し
て
そ
の
主
要
機
関
の
一
っ
で
あ
り
（
国
連
憲
章
第
七
条
及
び
第
九
十
二
条
）
、

規
程
は
国
連
憲
章
と
不
可
分
の
一
体
を

な
し
て
お
り
（
国
連
憲
章
第
九
十
二
条
）
、
国
際
連
合
の
メ
ン
バ
ー
は
当
然
に
規
程
の
当
事
国
と
な
る
の
で
あ
る
（
国
連
憲
章
第
九
十
三
条
一

項
）
。
こ
の
よ
う
に
旧
規
程
を
土
台
に
し
て
規
程
か
つ
く
ら
れ
、
新
た
に

I
C
J
が
設
立
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
規
程
第
五
章
の
改

正
に
つ
い
て
定
め
た
第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
条
に
相
当
す
る
規
定
が
旧
規
程
に
は
存
在
し
な
い
点
を
除
い
て
は
、
必
要
な
修
正
は
加

そ
の
条
文
の
ナ
ン
バ
ー
・
体
裁
・
内
容
は
、
規
程
と
旧
規
程
と
は
殆
ん
ど
同
様
で
あ
る
。
｀
従
っ
て
、
前
述
(

a

)

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
形
式
上
は
新
裁
判
所
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
、

旧
規
程
を
十
台
と
し
て
規
程
が
こ
し
ら
え
ら
れ
、

そ
の
条

文
は

P
C
I
J
の
経
験
と
国
際
連
合
へ
の
適
合
と
を
考
慮
し
て
必
要
な
修
止
を
加
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
殆
ん
ど
旧
規
程
を
踏
襲
し
て

（
以
下
旧
規
程
と
略
称
。
常
設
国
際
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参
加
し
て
、
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
で
開
催
さ
れ
た
。

(
3
)
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
関
す
る
米
州
会
議
は

四
三
年
五
月
か
ら
一
九
四
四
年
二
月
迄
に
十
九
回
会
合
し
た
。

い
る
の
で
あ
り
、

P
C
I
Jが
実
質
上
存
続
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、

I
C
Jは
新
設
論
と
存
続
論
と
の
妥
協
の
産
物
と
も
い
え
る

一
九
四
六
年
一
月
に

P
C
I
J
の
裁
判
官
は
辞
任
し
、
四
月
十
八
日
の
国
際
連
盟
総
会
の
決
議
に

よ
っ
て

P
C
I
Jは
解
散
せ
ら
れ
た
。

I
C
J
の
裁
判
官
は
一
九
四
六
年
二
月
六
日
に
選
任
せ
ら
れ
、

四
月
三
日
に
そ
の
第
一
回
会
合

を
開
い
て
い
る
。
ま
た
、
五
月
六
日
に
、
規
程
第
三
十
条
に
基
い
て
、
裁
判
所
規
則
(
R
u
l
e
s
of 
t
h
e
 
C
o
u
r
t
.
以
下
規
則
と
略
称
）
が
採

択
さ
れ
て
い
(69)0

こ
の
よ
う
に
し
て
設
立
せ
ら
れ
た

I
C
J
の
そ
の
後
の
活
動
を
見
る
と
、
な
お
種
々
の
問
題
が
あ
り
、
国
際
連
合
の
改
革
に
関
連
し

B
)
 

て
I
C
J
の
改
革
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
規
程
の
改
正
が
種
々
の
点
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
拙
稿
で
は
、
以
下
に
、
裁
判

官
の
指
名
及
び
選
挙
の
方
法
に
つ
い
て
の
問
題
を
論
じ
、
同
じ
く
、
連
合
国
法
律
家
委
員
会
で
解
決
さ
れ
ず
し
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

会
議
に
移
さ
れ
た
前
述
の
裁
判
所
の
管
轄
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
な
。

(
1
)

こ
の
連
合
国
法
律
家
委
員
会
に
は
、
イ
ン
ド
及
び
南
阿
連
邦
は
不
参
加
。
な
お
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
事
C
h
a
r
l
e
s
D
e
 V
i
s
s
c
h
e
r
,
 

G
u
s
t
a
v
o
 G
u
e
r
r
e
r
o
,
 M
a
n
l
e
y
 0
•
H
u
d
s
o
nの
三
人
が
代
表
ま
た
は
オ
プ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
た
。

(
2
)
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
将
来
に
関
す
る
委
員
会
は
、
英
国
政
府
に
よ
っ
て
召
集
さ
れ
た
が
、
ベ
ル
ギ
ー
・
カ
ナ
ダ
・
チ
ェ
コ
•
仏
・
英
・

ギ
リ
シ
ャ
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
専
門
家
か
ら
な
る
非
公
式
の
委
員
会
で
あ
っ
た
。

一
九
四
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
月
八
日
迄
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
除
く
米
州
二
十
ケ
国
が

(
4
)
R
u
t
h
 B
.
 R
u
s
s
e
l
l
 
a
n
d
 J
e
a
n
n
e
t
t
e
 
E. M
u
t
h
e
r
,
 A
 H
i
s
t
o
r
y
 of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
 Charter•1958, 

pp, 8
6
4
1
8
6
5
及
び

L
e
l
a
n
d
 M
.
G
8
d
r
i
c
h
 a
n
d
 E
d
v
a
r
d
 H
a
m
b
r
o
,
 C
h
a
r
t
e
r
 of 
t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
,
 
1949, 
p
p
.
 4
7
6
1
4
7
7
.
 

の
で
は
な
い
か
と
思
れ
る
。
な
お

一九
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第
二
節
国
際
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
の
指
名
及
び
選
挙

(
5
)
G
o
o
d
n
c
h
 a
n
d
 H
a
m
b
r
o
,
 op. 
ctt., 
pp. 14 
~
 15・ 

(
6
)
I
b
i
d
.
,
 
pp. 
4
7
7
 ~
 478. 

及
び
、
前
原
光
雄
、
国
際
司
法
裁
判
所
、
国
際
法
講
座
第
二
巻
、
昭
和
二
十
八
年
、
二
八
〇
＼
―
-
八
一
頁
。

(
7
)
A
r
n
o
l
d
 D. M
c
N
a
i
r
,
 
T
h
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
of 
Internat10nal 
Justice, 
1956, 
p. 
7. 

t10nal 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
 
1948, 
p. 346. 

(
8
)
旧
規
程
と
現
行
規
程
の
条
文
を
比
較
し
た
も
の
は
、

K
e
n
n
e
t
h
S
.
 C
a
r
l
s
t
o
n
,
 
T
h
e
 P
r
o
c
e
s
s
 of 
International 
Arbitrat10n, 

1946, 
pp. 2
6
5
 ~
 283. 

(
9
)
G
o
o
d
n
c
h
 a
n
d
 H
a
m
b
r
o
,
 op. 
cit., 
p.478. 

(
1
0
)例
え
ば
、
ウ
イ
ル
コ
ッ
ク
ス
・
マ
ー
シ
イ
共
著
広
瀬
•
平
井
共
訳
、
国
際
連
合
改
変
へ
の
諸
提
案

――一七頁。

及
び
、

C
l
y
d
e

E
a
g
l
e
t
o
n
,
 
I
n
t
e
r
n
a
-

(11)
第
四
章
国
際
司
法
裁
判
所
（
拙
稿
、
国
際
司
法
裁
判
所
、
田
岡
良
一
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
「
国
際
連
合
の
研
究
」
第
二
巻
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

正
規
の
裁
判
官

I
C
Jは
十
五
名
の
裁
判
官
か
ら
な
り
、
裁
判
官
の
中
の
い
ず
れ
の
一
一
名
も
同
一
国
の
国
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
る
（
規
程
第
三
条
一
項
）
。

P
C
I
J
は
、
改
正
前
の
旧
規
程
で
は
裁
判
官
十
一
名
と
予
備
裁
判
官
四
名
と
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、

九
三

0
年
以
降
は
現
在
と
同
様
に
十
五
名
の
裁
判
官
か
ら
な
っ
て
い
た
（
旧
規
程
第
一
ー
一
条
）
。

を
す
べ
て
異
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
行
わ
れ
て
い
た
が
、

な
お
、

P
C
I
J
で
は
、
裁
判
官
の
国
籍

(
l
)
 

旧
規
程
に
は
明
文
の
規
定
は
な
か
っ
た
。

I
C
J
の
裁
判
官
の

任
期
は
九
年
で
あ
っ
て
、
再
選
さ
れ
う
る
が
、
三
年
毎
に
五
名
ず
つ
選
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
（
規
程
第
十
三
条
一
項
）
、

P
C
I
J

下
巻
、
昭
和
―
―
-
＋
四
年
、
一
九
六
＼
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の
国
別
裁
判
官
団
と
は
、

が
、
再
選
は
み
と
め
て
い
た
が
、
九
年
毎
に
全
裁
判
官
を
選
任
し
て
い
た
の
と
異
っ
て
い
る
。

裁
判
所
の
継
続
性
を
た
も
た
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
な
お
十
五
名
の
裁
判
官
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
は
補
欠
選
挙
が
行
わ
れ
る
が

（
規
程
第
十
四
条
）
、

第
三
回
の
選
挙
会
が
終
っ
て
も
、

こ
の
候
補
者
名
簿
を
も
と
に
し
て
、
総
会
及
び
安
保
理
事
会
が
、
各
々
別

国
別
裁
判
官
団
が
、
前
記
国

I
C
J
が
か
ヽ
る
方
法
を
と
っ
た
の
は
、

補
欠
選
挙
に
よ
っ
て
選
任
せ
ら
れ
た
裁
判
官
の
任
期
は
、
前
任
者
の
任
期
の
残
存
期
間
で
あ
る
（
規
程
第
十
五
条
）
。

裁
判
官
の
選
任
に
は
、
ま
ず
候
補
者
の
指
名
が
行
わ
れ
る
。
候
補
者
の
指
名
は
、
各
国
の
国
別
裁
判
官
団
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ

一
九

0
七
年
の
ハ
，
ー
グ
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
の
当
事
国
で
あ
る
国
連
加
盟
国
に
あ
っ
て
は
、
同
条
約

第
四
十
四
条
に
よ
っ
て
そ
の
国
が
任
命
し
て
い
る
常
設
仲
裁
裁
判
所
(
T
h
e
P
e
r
m
a
n
e
n
t
 
C
o
u
r
t
 of 
A
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
)
 
の
四
名
以
下
の
裁

判
官
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
官
団
で
あ
り
、
同
条
約
の
当
事
国
で
な
い
国
連
加
盟
国
に
あ
っ
て
は
、
前
者
と
同
じ
条
件
で
そ
の
国
が
任
命

し
た
裁
判
官
団
で
あ
る
（
規
程
第
四
条
一
項
及
び
一
一
項
）
。
と
こ
ろ
が
、
国
連
加
盟
国
で
な
く
と
も
規
程
の
当
事
国
と
な
れ
る
の
で
あ
り
（
国

(
3
)
 

連
憲
章
第
九
十
―
―
一
条
二
項
）
、
か
ヽ
る
国
も
、
総
会
が
安
保
理
事
会
の
勧
告
に
基
い
て
決
定
す
る
条
件
で
、
裁
判
官
の
選
任
に
参
加
す
る
こ

(
4
)

（

5
)
 

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
規
程
第
四
条
一
二
項
）
。
と
に
か
く
、
候
補
者
の
指
名
は
、
国
別
裁
判
官
団
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
国
別
裁
判
官

団
は
、
候
補
者
を
指
名
す
る
ま
え
に
、
自
国
の
最
高
裁
判
所
、
法
科
大
学
及
び
法
律
学
校
、
法
律
研
究
に
従
事
す
る
学
士
院
及
び
国
際

学
士
院
の
自
国
支
部
の
意
見
を
も
と
め
る
こ
と
を
勧
告
さ
れ
て
い
る
（
規
程
第
六
条
）
。
し
か
し
な
が
ら
、

(
6
)
 

内
団
体
に
、
候
補
者
に
つ
い
て
の
意
見
を
も
と
め
る
こ
と
は
義
務
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
国
連
事
務
総
長
は
、

名
せ
ら
れ
た
候
補
者
の
名
簿
を
作
成
す
る
（
規
程
第
七
条
）
。

に
、
し
か
も
同
時
に
、
裁
判
官
の
選
挙
を
行
う
の
で
あ
る
（
規
程
第
八
条
）
。

こ
の
よ
う
に
し
て
指

総
会
及
び
安
保
理
事
会
の
両
方
で
投
票
の
絶
対
多
数

(
a
n

(
7
)
 

a
b
s
o
l
u
t
e
 
m
a
J
o
n
t
y
)
を
え
た
候
補
者
が
当
選
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
規
程
第
十
条
）
。
総
会
及
び
安
保
理
事
会
で
裁
判
官
を
選
挙
す
る
に

あ
た
り
、
第
一
回
の
選
挙
会
で
裁
判
官
の
席
が
み
た
さ
れ
ず
し
て
空
席
が
残
っ
た
場
合
に
は
、
第
二
回
の
選
挙
会
が
開
か
れ
る
が
、

お
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
回
の
選
挙
会
が
開
か
れ
る
（
規
程
第
十
一
‘
条
）
。
し
か
し
な
が
ら
、

な
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な
お
選
挙
せ
ら
る
べ
き
裁
判
官
の
席
に
空
席
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
会
ま
た
は
安
保
理
事
会
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
要
請
に
よ
っ
て
、
両

機
関
か
ら
各
々
三
名
ず
つ
任
命
せ
ら
れ
た
六
名
を
も
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
合
同
協
議
会
が
設
け
ら
れ
る
。
こ
の
合
同
協
議
会
は
、
総
会

及
び
安
保
理
事
会
の
選
挙
の
た
め
に
、
各
空
席
に
一
名
づ
つ
の
候
補
者
を
絶
対
多
数
票
で
選
定
す
る
の
で
あ
る
（
規
程
第
十
二
条
一
項
）
。

な
お
、
合
同
協
議
会
が
裁
判
官
選
挙
を
実
施
し
て
も
、
当
選
者
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
既
に
選
挙
さ
れ
た

裁
判
官
が
、
総
会
ま
た
は
安
保
理
事
会
の
ど
ち
ら
か
で
得
票
し
た
候
補
者
の
中
か
ら
裁
判
官
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
規

程
第
十
二
条
三
項
）
。
裁
判
官
の
選
挙
で
は
、
徳
望
高
く
、

つ
か
、
ま
た
は
国
際
法
に
有
能
な
法
律
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
規
程
第
二
条
）
の
外
に
、
裁
判
官
が
全
体
と
し
て
、
世
界
の
主
要
文
明

(

9

)

 

形
態
及
び
主
要
法
系
を
代
表
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
規
程
第
九
条
）
。

こ
の
よ
う
に
、

I
C
J
の
裁
判
官
の
選
任
方
法
は
、
連
盟
総
会
及
び
連
盟
理
事
会
に
代
っ
て
総
会
及
び
安
保
理
事
会
で
選
挙
が
な
さ

れ
る
点
を
除
い
て
は
、

呼
ば
れ
て
い
る
。

の
設
立
が
企
て
ら
れ
た
。
こ
の
時
に
、
大
国
側
は
、
国
際
社
会
に
お

そ
の
各
々
の
国
で
最
高
の
司
法
官
に
任
命
せ
ら
れ
る
の
に
必
要
な
資
格
を
も

P
C
I
J
の
そ
れ
と
全
く
同
様
で
あ
り
、
ル
ー
ト
・
フ
ィ
リ
ィ
モ
ー
ア
方
式

(
R
o
o
t
-
P
h
i
l
It m
o
r
e
 
P
l
a
n
)
と

P
C
I
J
の
設
立
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
官
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
連
盟
総
会
と
連
盟
理
事
会
と
に
選
挙
を
ま
か
す
と

い
う
ル
ー
ト

(
E
.
R
o
o
t

米
）
の
方
式
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
選
挙
と
い
う
デ
カ
ン

(
D
e
s
c
a
m
p
s

ベ
ル
ギ
ー
）
及
び
ラ

プ
ラ
デ
ー
ル

(
A
.
d
e
 
L
a
p
r
a
d
e
l
l
e

仏
）
の
方
式
、
各
国
政
府
が
裁
判
官
を
直
接
に
選
任
す
る
と
い
う
フ
ィ
リ
ィ
モ
ー
ア

(
W
・
G
.
F
・

C
.
 J. 
L
o
d
e
r
オ
ラ
ン
ダ
）

P
h
i
l
l
i
m
o
r
e
英
）
の
方
式
、
ま
た
、
候
補
者
の
指
名
に
つ
い
て
は
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
メ
ン
バ
ー
が
指
名
す
る
と
い
う
ロ
ー
デ
ル
(
B
.

(10) 

及
び
ル
ー
ト
の
方
式
、
各
国
政
府
が
直
接
指
名
す
る
と
い
う
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
方
式
、
等
々
が
提
案
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、

P
C
I
J
の
設
立
よ
り
前
の
一
九

0
七
年
の
第
二
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
で
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
外
に
、
真
に
常
設
的
な

ハ
ー
グ
仲
裁
裁
判
所

(
H
a
g
u
e
C
o
u
r
t
 
of 
A
r
b
i
t
r
a
l
 
J
u
s
t
i
c
e
)
 

け
る
そ
の
事
実
上
の
特
権
的
地
位
を
、
裁
判
官
の
席
に
も
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
小
国
側
は
、
国
家
平
等
の
原
則
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か
ら
、
裁
判
官
の
席
を
し
め
る
チ
ャ
ン
ス
も
各
国
平
等
で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

設
立
の
企
て
は
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
候
補
者
に
つ
い
て
、
大
国
が
恒
常
的
議
席
を
も
ち
且
つ
当
時
は
多
数
を
し
め
る
と
期
待
さ
れ
て
い
た
連
盟
理
事
会
と
、
大
国
と
小

国
と
が
平
等
の
立
場
で
議
席
を
も
っ
て
い
る
連
盟
総
会
と
で
、
裁
判
官
選
挙
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
国
と
小
国
と
を
共
に
満
足
せ

し
め
る
所
謂
ル
ー
ト
・
フ
ィ
リ
ィ
モ
ー
ア
方
式
を
採
用
し
た
の
で
あ
な
。

連
合
国
法
律
家
委
員
会
で
は
、
総
会
の
み
が
裁
判
官
選
挙
を
行
う
と
い
う
ベ
ネ
ズ
ェ
ラ
の
提
案
は
あ
っ
た
が
、
裁
判
官
の
選
挙
方
法

に
つ
い
て
は
、

P
C
I
J
で
は
、

こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
、

か
ヽ
る
経
験
に
か
ん
が
み
て
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
国
別
裁
判
官
団
の
指
名

P
C
I
J
の
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
一
致
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
候
補
者
の
指
名
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
候
補
者
を
直

接
指
名
す
る
と
い
う
英
・
中
・
ソ
連
・
ギ
リ
シ
ャ
・
オ
ラ
ン
ダ
・
チ
リ
ー
・
ベ
ネ
ズ
ェ
ラ
等
の
主
張
と
、
国
別
裁
判
官
団
が
指
名
す
る

従
来
の
方
法
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
米
•
仏
等
の
主
張
と
が
対
立
し
た
。
そ
こ
で
、
連
合
国
法
律
家
委
員
会
は
、

者
指
名
の
方
法
を
、

致
し
た
裁
判
官
の
選
挙
方
法
が
、

こ
の
二
種
類
の
候
補

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
に
提
案
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
は
、
候
補
者
指
名
に
つ

(12) 

い
て
は
、
従
来
の
方
法
を
維
持
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
合
国
法
律
家
委
員
会
で
は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
ず
に
一

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
は
重
要
な
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ル
ガ
イ
を
含

む
十
一
以
上
の
米
州
諸
国
と
イ
ラ
ン
は
、
安
保
理
事
会
が
裁
判
官
選
挙
を
行
う
こ
と
に
反
対
し
、
総
会
の
み
で
行
う
よ
う
に
と
主
張
し

た
。
総
会
と
安
保
理
事
会
と
の
二
つ
の
機
関
が
選
挙
を
行
う
の
は
煩
瑣
で
あ
る
こ
と
、
両
機
関
で
選
挙
を
行
う
の
は
、
若
干
の
国
に
、

特
に
安
保
理
事
会
の
常
任
理
事
国
に
、
二
重
の
投
票
権
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
て
、
国
家
平
等
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
、
安
保
理
事

会
で
は
政
治
的
考
慮
が
総
会
よ
り
も
強
く
作
用
し
、
裁
判
官
の
独
立
性
が
そ
こ
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
安
保
理
事
会
で
は
拒

否
権
に
よ
っ
て
選
挙
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
々
が
、
裁
判
官
選
挙
を
総
会
の
み
で
行
う
べ
し
と
主
張
す

る
国
々
の
論
拠
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
選
挙
方
法
は
一
九
二
二
年
以
来
う
ま
く
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
大
国
の
投

ゞ

2
 

ヽ

4
 

ノ
ク
仲
裁
裁
判
所

2
 



票
が
特
別
の
ウ
エ
イ
ト
を
も
つ
の
は
当
然
で
あ
る
こ
と
、
総
会
だ
け
で
の
裁
判
官
選
挙
は
プ
ロ
ッ
ク
票
に
支
配
さ
れ
や
す
い
こ
と
等
々

(13~ 

が
、
従
来
の
選
挙
方
法
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
国
々
の
論
拠
で
あ
っ
た
結
局
、
裁
判
官
選
挙
は
、
総
会
と
安
保
理
事
会

と
で
各
々
別
に
行
い
、
安
保
理
事
会
で
は
、
拒
否
権
の
行
使
を
み
と
め
ず
、
常
任
理
事
国
と
非
常
任
理
事
国
と
の
区
別
を
な
く
す
こ
と

か
く
し
て

I
C
J
の
裁
判
官
の
指
名
及
び
選
挙
方
法
と
し
て
は
、

I
C
J
の
裁
判
官
選
任
の
今
日
迄
の
結
果
を
み
る
と
、
安
保
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
す
べ
て
、

ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

に
は
、
十
二
の
米
州
諸
国
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
の
国
籍
を
も
っ
た
裁
判
官
の
数
が
、

P
C
I
Jと
同
様
に
、

そ
の
国
籍
を
も
っ
た
も
の
を
必
ず

裁
判
官
と
し
て
出
し
て
お
り
、
ま
た
、

(14) 

い
る
。
前
述
の
如
く
、
裁
判
官
は
、
全
体
と
し
て
、
世
界
の
主
要
文
明
形
態
及
び
主
要
法
系
を
代
表
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
ら
ね
ば
な

P
C
I
J
に
く
ら
べ
る
と
少
く
な
っ
て

こ
の
世
界
の
主
要
文
明
形
態
及
び
主
要
法
系
と
は
、
具
体
的
に
な
ん
で
あ
る
か
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
で

あ
る
。
従
っ
て
、
選
任
さ
れ
た

I
C
J
の
裁
判
官
の
構
成
か
ら
判
断
す
る
よ
り
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
旧
規
程
第
九
条
は
、
安
達
博

士
及
び
デ
カ
ン
男
爵
の
提
唱
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
旧
規
程
第
九
条
起
草
の
さ
い
に
採
用
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

(15) 

ロ
ン
ビ
ヤ
代
表
は
、
裁
判
官
の
選
任
に
あ
た
り
大
陸
別
と
い
う
地
理
的
分
布
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
ま
た
、

ル
ー
ト
・
フ
ィ
リ
ィ
モ
ー
ア
方
式
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
規
程
第
十
条
二
項
）
。

一
九
三

0
年

P
C
I
J
の
裁
判
官
の
席
は
、
連
盟
理
事
会
に
米
州
諸
国
が
代
表
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
割
合
だ
け
、

(16) 

米
州
諸
国
の
国
籍
を
も
っ
た
も
の
に
あ
た
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
か
く
の
如
き
事
実
か
ら
、

I
C
J
の
裁
判
官
を
、
安ふ）

保
理
事
会
の
非
常
任
理
事
国
選
出
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
周
知
の
如
き
地
理
的
分
布
に
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る

コ
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I
C
J
の
裁
判
官
が
政
府
代
表
で
構
成
さ
れ
て
い
る
総
会
及
び
安
保
理
事
会
に
よ
っ
て
選
挙
せ
ら
れ
る
限
り
は
、

殆
ん
ど
変
化
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

か
ヽ
る
分
布
に
は

こ
れ
が
世
界
の
主
要
文
明
形
態
及
び
主
要
法
系
を
公
平
に
代
表
し
て
い
る
か

ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
の
選
挙
が
、
国
連
の
他
の
機
関
、
例
え
ば
安
保
理
事
会
や
経
社
理
事
会
の
理
事
国
の
選
挙
と
か

ら
ん
で
、
総
会
で
取
引
き
の
具
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
も
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
国
別
裁
判
官
団
の
裁
判
官
の
任
命

自
身
が
各
国
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
故
に
、
国
別
裁
判
官
団
に
よ
る
候
補
者
の
指
名
も
、

候
補
者
を
指
名
し
、
国
別
裁
判
官
団
の
全
裁
判
官
が
、

あ
る
意
味
で
は
政
府
に
よ
る
指
名
で
あ

り
、
各
国
政
府
の
影
響
か
ら
の
裁
判
官
の
独
立
性
の
保
持
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
好
ま
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い

絞
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
国
政
府
の
影
響
は
、
国
別
裁
判
官
団
に
よ
る
候
補
者
の
指
名
に
対
し
て
は
、
疸
接
的
で
は
な
く
、
間
接
的
で

あ
っ
て
、
総
会
及
び
安
保
理
事
会
で
の
裁
判
官
選
挙
ほ
ど
に
は
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

P
C
I
J
及
び

1
C
J
の
設
立
に

あ
た
っ
て
提
案
せ
ら
れ
た
範
囲
内
で
、
し
か
も
現
在
考
え
ら
れ
る
限
り
で
は
、
規
程
第
四
条
の
如
く
各
国
の
国
別
裁
判
官
団
に
よ
っ
て

こ
れ
等
指
名
せ
ら
れ
た
候
補
者
に
つ
い
て
、
選
挙
を
行
う
と
い
う
方
法
が
、
各

国政府の影響からの裁判官の独立性の保持の目的に合致するのではないかと思われる。

A 東 北 英 米

ヨ 緊 区

A I 喜 州 分

ロ 西 連
ヨ

諸諸 ツ I 
ロ

年ノゞ＇ ツ

国 、ベ ノゞ＇ 邦 国

會
ソ

広 英 屎
月

連
‘-ノ 、一 、一 、一

＾ ユニニ 五 九
I 四
ゴ

， 
/‘ 

名 ↓名 名 名 名 ． 

九
II ‘’ II ‘’ II 

四
九． 

九
99 99 

’’ 
五

名 名 ． 

九

／／ II II ’’ 
99 

五
五． 

＾ ギ 九

II リ‘’ II II II 
五

シ／ 八
ヤ ． 
ツ

九
-Iヽ

II II II 

名 名 . 
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回
の
選
挙
会
と
は

を
い
う
の
か
、

(
8
)
 

(
1
)
芳
賀
四
郎
、
国
際
連
合
憲
章
の
解
説
、
昭
和
二
十
六
年
、
四
三
八
頁
。

(

2

)

J

.

 

L
.
 
S
i
m
p
s
o
n
 a
n
d
 H
a
z
e
l
 
F
o
x
,
 International 
A
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
,
 
1959, 
p,30. 

(
3
)
例
え
ば
、
ス
イ
ス
、
リ
ヒ
テ
ン
ス
タ
イ
ン
、
サ
ン
・
マ
リ
ノ
。

(
4
)
田
岡
良
一
、

国
際
法
講
義
、
上
巻
、
昭
和
三
十
年
、
三
一
五
頁
。
総
会
は
、

一
九
四
八
年
十
月
、
安
保
理
事
会
の
勧
告
に
基
い
て
、
国
連
の

非
加
盟
国
で
あ
る
規
程
の
当
事
国
は
、
国
連
加
盟
国
と
平
等
の
立
場
で
、
同
一
の
方
法
に
よ
っ
て
、
候
補
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
、
総
会

••••••• 
で
の
裁
判
官
選
挙
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
決
議
し
て
い
る
。

(
5
)
国
別
裁
判
官
団
の
指
名
す
る
候
補
者
の
数
は
、
最
大
限
四
名
で
あ
り
、
補
充
す
べ
き
裁
判
官
の
数
の
二
倍
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
国
の
国
籍
を
も
つ
も
の
を
、
二
名
以
上
指
名
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
規
程
第
五
条
）
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
官
の
国

籍
を
す
ぺ
て
異
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
、
自
国
の
国
籍
を
も
つ
も
の
の
指
名
を
二
名
以
下
に
制
限
し
て
い
る
こ
の
規
定
は
、
実
際
上
無
意

味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

(
R
u
s
s
e
l
l
a
n
d
 M
u
t
h
e
r
,
 op. 
cit., 
p.881.)
。

(
6
)
国
別
裁
判
官
団
が
、
候
補
者
に
つ
い
て
、
国
内
団
体
の
意
見
を
も
と
め
る
こ
と
を
義
務
的
と
す
る
と
、
裁
判
官
選
任
の
効
力
に
つ
い
て
、
攻

撃
の
口
実
を
あ
た
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
望
ま
し
く
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る

(
R
u
s
s
e
l
l
a
n
d
 M
u
t
h
e
r
,
 op. 
cit., 
p. 
871.)
。
な
お
、

国
別
裁
判
官
団
は
、
自
分
達
の
中
か
ら
、
候
補
者
を
え
ら
ぶ
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る

(
H
e
r
s
h
L
a
u
t
e
r
p
a
c
h
t
,
 O
p
p
e
n
h
e
i
m
'
s
 

International 
L
a
w
 V
o
l
.
 II, 
7
t
h
 
E
d
i
t
i
o
n
,
 
1952, 
p,49.)
。

(
7
)
国
連
の
一
致
し
た
慣
行
で
は
、
絶
対
多
数
と
は
、
実
際
に
投
票
す
る
と
し
な
い
と
に
拘
ら
ず
、
投
票
権
を
有
す
る
も
の
の
過
半
数
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
康
之
、
国
際
司
法
裁
判
所
裁
判
官
の
選
挙
手
続
き
、
外
務
省
調
査
月
報
、
一
巻
五
号
、
昭
和
三
十
五
年
、
七
十
三
頁
）
。

一
九
六
三
年
五
月
現
在
、
総
会
で
は
百
十
四
国
（
国
連
加
盟
国
は
一
―
一
国
で
あ
り
、
国
連
非
加
盟
国
で
規
程
当
事
国
は
三
国
で
あ
る
）
の
過

半
数
の
五
十
八
票
で
あ
り
、
安
保
理
事
会
で
は
十
一
国
の
過
半
数
の
六
票
で
あ
る
。

一
九
四
六
年
二
月
、
最
初
の

I
C
J
の
裁
判
官
選
挙
が
行
わ
れ
た
時
に
、
選
挙
の
た
め
の
会

(
m
e
e
t
i
n
g
)

の
意
味
が
問
題
と
な
っ
た
。
一

一
回
の
投
票
な
の
か
、
ま
た
は
投
票
の
回
数
に
か
ヽ
わ
ら
ず
一
日
の
会
日

(
o
n
e
d
a
y
'
s
 s
e
s
s
i
o
n
)
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(18)Lauterpacht.0p•Cit,, 

p, 49. 

(16)Ibid••p. 

245. 

(
1
5
)
H
u
d
s
o
n
.
 o
p
.
 
cit., 
p. 136. 

一
九
五
五
年
に
は
六
名
で
あ
る
。

を
つ
く
る
の
に
必
要
な
期
間
で
あ
っ
て

一
名
。

一
九
五
一
年
二
月
現
在
で
次
の
よ
う
に
分
類
し

P
C
I
J
で
は

一
九
―
二
年
に
は
十

し
か
し
な
が
ら
、

と
い
う
問
題
が
お
こ
っ
た
。
こ
れ
は
、
総
会
及
び
安
保
理
事
会
の
各
々
が
候
補
者
名
簿

(
a
c
o
m
p
l
e
t
e
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
a
l
 
list 
of 
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
)
 

一
連
の
投
票
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(
S
i
m
p
s
o
n
a
n
d
 F
o
x
,
 o
p
,
 
cit., 
p
。
29.

及
び
G
8
d
r
i
c
h
a
n
d
 H
a
m
 br
o
,
 o
p
.
 c1 t., 
p. 482.)
。

(
9
)
規
程
第
二
条
に
「
国
籍
の
如
何
を
問
わ
ず
…
…
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
規
程
第
三
条
で
は
「
同
一
国
の
国
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
裁
判

官
の
国
籍
に
制
限
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
す
こ
し
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(
L
a
u
t
e
r
p
a
c
h
t
,
o
p
.
 
cit••p. 

4
9
)
。

こ
れ
は
規
程
第
九
条
の
要
件
を
規
程
第
二
条
の
そ
れ
よ
り
も
頂
く
み
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

(
1
0
)
M
a
n
l
e
y
 0. H
u
d
s
o
n
,
 T
h
e
 P
e
r
m
a
n
e
n
t
 
C
o
u
r
t
 
of 
I
n
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l
 
Justice, 
1934, 
pp. 
1
2
9
 ~
 131. 

(
1
1
)
M
c
 Na
i
r
,
 op. 
cit., 
p. 6. 

(
1
2
)
H
本
国
際
連
合
協
会
編
、
国
際
連
合
大
観

上
巻
、
昭
和
二
十
五
年
、
三
三
四
頁
。

(
1
3
)
R
u
s
s
e
l
l
 
a
n
d
 M
u
t
h
e
r
,
 o
p
.
 cit., 
pp. 
8
6
6
 ~
 868, 
8
7
0
 ~
 87
2
 
a
n
d
 8
8
1
 
~
 884. 

(
1
4
)
S
h
a
b
t
a
i
 
R
o
s
e
n
n
e
,
 T
h
e
 I
n
t
e
r
n
a
t
1
o
n
a
l
 
C
o
u
r
t
 
of 
Justice, 
1957, 
pp. 
1
3
8
1
1
4
0
.
 

一
名
の
裁
判
官
の
中
で
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
七
名
、
一
九
―
―

-0年
に
は
十
五
名
の
中
で
九
名
で
あ
っ
た
。

I
C
J
で
は
、
一
九
四
六
年
に
は
七
名
、

(
1
7
)
O
l
i
v
e
r
 J. 
L
i
s
s
i
t
z
y
n
,
 T
h
e
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
u
r
t
 
o
f
 
Justice, 
1951, 
p
.
5
0
.
 

て
い
る
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ベ
ル
ギ
ー
•
仏
・
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
・
英
）
四
名
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ソ
連
・
ユ
ー
ゴ
ー
）
―
―
―
名
、

米
州
（
プ
ラ
ジ
ル
・
チ
リ
ー
・
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
メ
キ
シ
コ
）
四
名
、
カ
ナ
ダ
及
び
米
の
二
名
、
中
東
（
エ
ジ
プ
ト
）
一
名
、
極
東
（
中
）
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な
い
、
と
い
う
提
案
を
な
し
た
。

I
C
J
で
は
、

臨
時
裁
判
官

P
C
I
J
と
同
様
に
、
紛
争
当
事
国
の
国
籍
を
も
っ
た
裁
判
官
（
国
籍
裁
判
官
）
も
、
そ
の
紛
争
事
件
の
裁
判
に
参
加

す
る
権
利
を
も
っ
て
お
り
、

そ
の
裁
判
か
ら
除
斥
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
（
規
程
第
三
十
一
条
一
項
）
。
も
し
裁
判
所
に
紛
争
当

事
国
の
中
の
一
方
の
国
の
国
籍
を
も
っ
た
裁
判
官
し
か
お
ら
な
い
場
合
に
は
、
相
手
方
の
紛
争
当
事
国
は
、
自
ら
も
一
人
の
裁
判
官
を

任
命
で
き
る
の
で
あ
る
（
規
程
第
一
二
十
一
条
二
項
）
。
ま
た
、
両
紛
争
当
事
国
と
も
裁
判
所
に
自
国
の
国
籍
を
も
っ
た
裁
判
官
を
出
し
て
お

ら
な
い
場
合
に
は
、

い
ず
れ
も
各
一
名
の
裁
判
官
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
規
程
第
一
二
十
一
条
三
項
）
。
な
お
、
複
数
の
紛
争
当
事
国

が
同
一
利
害
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
複
数
紛
争
当
事
国
は
一
当
事
者
と
み
な
さ
れ
て
、
前
述
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
規
程
第
三
十
一
条
五
項
）
。
こ
の
よ
う
に
、
紛
争
当
事
国
が
そ
の
紛
争
事
件
の
裁
判
に
か
ぎ
っ
て
特
別
に
臨
時
に
任
命
す
る
裁
判
官
を
、

臨
時
裁
判
官

(
j
u
d
g
e
s
a
d
 h
o
c
)

と
い
う
の
で
あ
る
。

J
u
d
g
e
s
a
d
 
h
o
c

に
は
、
臨
時
裁
判
官
の
外
に
、
事
件
毎
の
裁
判
官
、
特
別

裁
判
官
、
当
事
国
裁
判
官
、
国
籍
裁
判
官
等
々
の
邦
語
訳
が
あ
る
。
臨
時
裁
判
官
は
、
正
規
の
裁
判
官
と
完
全
に
平
等
の
資
格
で
、
そ

の
裁
判
へ
の
参
加
を
み
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
規
程
第
三
十
一
条
六
項
）
。

紛
争
当
事
国
の
国
籍
を
も
つ
裁
判
官
の
裁
判
参
加
に
つ
い
て
は
、

P
C
I
J
の
設
立
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
な
経
緯
か
あ
っ
た
。

安
達
博
士
は
、
紛
争
当
事
国
の
国
籍
を
も
つ
裁
判
官
が
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
の
紛
争
事
件
の
審
理
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
臨
時
裁
判
官
の
制
度
を
提
唱
し
た
。

フ
ィ
リ
ィ
モ
ー
ア
は
、
臨
時
裁
判
官
が
投
票
権
の
な
い
補
佐
員

(
a
s
,

s
e
s
s
o
r
)

と
し
て
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
ラ
プ
ラ
デ
ー
ル
は
、
両
紛
争
当
事
国
が
国
籍
裁
判
官
を
も
つ
場
合
に
は
、

れ
等
裁
判
官
の
裁
判
参
加
を
み
と
め
、
紛
争
当
事
国
の
一
方
の
み
が
国
籍
裁
判
官
を
も
つ
場
合
に
は
、

そ

そ
の
裁
判
官
を
除
斥
し
て
、
両

紛
争
当
事
国
か
ら
の
補
佐
員
を
裁
判
に
参
加
せ
し
め
、
両
紛
争
当
事
国
と
も
国
籍
裁
判
官
を
も
た
な
い
場
合
に
は
、
補
佐
員
も
任
命
し

ロ
ー
デ
ル
そ
の
他
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
・
ス
エ
ー
デ
ン
の
委
員
は
、
紛
争
当
事
国
の
国
籍
を
も
つ
裁
判
官
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‘ヽ

用
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
制
度
は
、

「
な
に
人
も
自
ら
の
裁
判
官
た
り
え
ず
」
と
い
う
法
原
理
に
反
す
る

の
裁
判
参
加
は
仲
裁
裁
判
の
本
質
的
特
徴
で
あ
っ
て
、

P
C
I
Jを
司
法
裁
判
所
と
い
う
よ
り
は
仲
裁
裁
判
所
に
す
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
、
国
籍
裁
判
官
の
除
斥
を
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
籍
裁
判
官
の
除
斥
は
論
理
的
で
は
あ
る
が
、
国
家
と
い
う
も
の
は
そ

の
紛
争
事
件
が
裁
判
所
で
完
全
に
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
そ
の
裁
判
所
に
紛
争
事
件
を
付

託
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
紛
争
事
件
を
裁
判
所
に
付
託
す
る
場
合
に
、

そ
の
国
籍
裁
判
官
が
お
る
と
い
う
こ
と
を
き
わ
め
て
重
視
す
る

も
の
で
あ
る
と
し
て
、

P
C
I
J
で
は
、
国
籍
裁
判
官
の
裁
判
参
加
が
み
と
め
ら
れ
、
臨
時
裁
判
官
の
制
度
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ

(

1

)

 

た。

I
C
r
の
設
立
に
あ
た
り
、
連
合
国
法
律
家
委
員
会
で
は
、
国
籍
裁
判
官
の
裁
判
参
加
及
び
臨
時
裁
判
官
の
問
題
は
、
長
時
間
討

議
さ
れ
た
。
し
か
し
、
結
局
、
条
文
の
語
句
に
若
干
の
修
正
は
加
え
ら
れ
た
が
、

(

2

)

 

ら
れ
、
臨
時
裁
判
官
の
制
度
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

I
C
J
で
も
、
国
籍
裁
判
官
の
裁
判
参
加
は
み
と
め

国
籍
裁
判
官
及
び
臨
時
裁
判
官
の
制
度
は
、
前
述
の
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
、

(

a

)

国
際
的
に
充
分
に
周
知
さ
れ
て
い
な

(

3

)

 

い
特
別
の
問
題
に
関
し
て
の
個
々
の
法
律
そ
の
他
に
つ
い
て
他
の
裁
判
官
に
説
明
を
あ
た
え
る
こ
と
、

付
託
し
て
解
決
し
よ
う
と
い
う
気
持
を
紛
争
当
事
国
に
お
こ
さ
せ
る
こ
と
、
等
の
効
用
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
規

程
第
三
十
条
二
項
及
び
規
則
第
七
条
に
基
い
て
裁
判
所
が
任
命
す
る
補
佐
員
（
投
票
権
な
し
）
の
制
度
に
(

a

)

の
よ
う
な
効
用
は
充
分

期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
規
程
第
三
十
六
条
二
項
に
定
め
ら
れ
た
義
務
的
管
轄
権
が
受
諾
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
、

I
C
Jは
原
則
と
し
て
強
制
管
轄
権
を
も
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
国
籍
裁
判
官
及
び
臨
時
裁
判
官
の
制
度
に

(
b
)
の
よ
う
な
効

も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
規
程
第
三
十
六
条
二
項
の
試
み
が
紛
争
事
件
の

I
C
J
へ
の
付
託
を
法
的
義
務
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
国
籍
裁
判
官
及
び
臨
時
裁
判
官
の
制
度
は
、
紛
争
事
件
の

I
C
J
へ
の
付
託
に
つ
い
て
、
国
家
の
そ
の
時
々
の
任
意
的
意
思

に
ア
ワ
イ
期
待
を
か
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
国
籍
裁
判
官
及
び
臨
時
裁
判
官
の
制
度
に
よ
っ
て
、
国
家
が
そ
の
紛
争
事

(
b
)
紛
争
事
件
を
I
C
J
に
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件
を
実
際
に
ど
れ
だ
け
I
C
J
に
付
託
す
る
よ
う
に
な
る
か
、
す
な
わ
ち
、

(
b
)
の
効
用
が
実
際
に
ど
れ
だ
け
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

国
籍
裁
判
官
及
び
臨
時
裁
判
官
の
制
度
は
、

P
C
I
J設
立
の
際
に
ロ
ー
デ
ル
そ
の
他
の
委
員
も
指
摘
し
た
如
く
、
紛
争
当
事
国
の

国
籍
を
も
っ
た
も
の
と
第
三
国
の
国
籍
を
も
っ
た
も
の
と
で
裁
判
所
を
構
成
し
た
仲
裁
裁
判
の
制
度
の
名
残
り
で
あ
る
。
な
お
、

I
C
 

J
で
は
、
す
べ
て
の
問
題
が
出
席
裁
判
官
の
多
数
決
で
決
定
さ
れ
る
が
、
可
否
同
数
の
時
は
、
裁
判
所
長
ま
た
は
こ
れ
に
代
る
裁
判
官

が
決
定
投
票
権
(a
c
a
s
t
i
n
g
 v
o
t
e
)
を
も
つ
の
で
あ
る
（
規
程
第
五
十
五
条
）
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
所
長
が
国
籍
裁
判
官
で
あ
る
場
合
に

は
、
彼
に
決
定
投
票
権
を
行
使
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
紛
争
当
事
国
以
外
の
国
の
国
籍
を
も
っ
た
裁
判
官
に
、

そ
の
戦
務
を
代
行
さ
せ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
規
則
第
十
三
条
一
項
）
。
こ
れ
は
、
第
三
国
の
国
籍
を
も
っ
た
も
の
を
、
判
決
の
決
定
に
影
響
を
も
つ
裁
判
長
（
上

級
仲
裁
裁
判
官
）

に
す
る
仲
裁
裁
判
の
制
度
と
同
じ
考
え
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
籍
裁
判
官
及
び
臨
時
裁
判
官
の
制
度

は
、
国
籍
裁
判
官
た
る
裁
判
所
長
の
職
務
交
代
の
制
度
と
共
に
、
仲
裁
裁
判
の
制
度
の
名
残
り
で
あ
る
が
、
国
際
社
会
に
お
け
る
司
法

制
度
が
な
お
未
熟
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

や
む
を
え
ざ
る
も
の
と
し
て
是
認
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
連
憲
章

が
、
司
法
的
解
決

(
I
C
J
に
よ
る
紛
争
解
決
）
の
外
に
、
仲
裁
裁
判
に
よ
る
紛
争
の
解
決
を
み
と
め
て
い
る
こ
と
（
国
連
憲
章
第
三
十
三

条
及
び
第
九
十
五
条
）
、

(
4
)
 

る
こ
と
、
を
考
え
る
な
ら
ば
、
国
籍
裁
判
官
及
び
臨
時
裁
判
官
の
制
度
は

I
C
J
に
は
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

紛
争
当
事
国
が
い
ち
い
ち
裁
判
官
を
選
任
し
な
い
の
が
、
常
設
的
司
法
裁
判
所
と
仲
裁
裁
判
所
と
の
相
異
で
あ

臨
時
裁
判
官
の
制
度
は
、

こ
の
よ
う
に
存
在
価
値
が
疑
問
で
あ
り
且
つ
不
必
要
な
制
度
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
の
連
営
で
も
弊

害
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
臨
時
裁
判
官
は
、
国
別
裁
判
官
団
に
よ
っ
て
指
名
せ
ら
れ
た
者
の
中
か
ら
、
選
定
さ
れ
る
こ
と

(
5
)
 

か
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
（
規
程
第
一
二
十
一
条
二
項
）
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
義
務
的
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
実
行
さ
れ
ず
し
て
、
規
程
第

―
一
条
に
定
め
ら
れ
た
よ
う
な
司
法
官
ま
た
は
法
律
家
以
外
の
行
政
官
が
臨
時
裁
判
官
に
任
命
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
正
規

の
裁
判
官
が
国
際
的
な
選
挙
に
よ
っ
て
え
ら
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、
臨
時
裁
判
官
は
政
府
に
よ
っ
て
任
命
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

そ
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つ
い
て
の
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
の
で

む

す

(
9
)
L
a
u
t
e
r
p
a
c
h
t
`
o
p
,
 C
l
 t,, 
p, 78. 

以
上
の
よ
う
に
、
正
規
の
裁
判
官
の
選
任
方
法
や
国
籍
裁
判
官
及
び
臨
時
裁
判
官
の
制
度
に
つ
い
て
は
甫
要
な
問
題
が
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
等
の
問
題
の
解
決
に
は
す
べ
て
規
程
の
改
正
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
旧
規
程
に
は
改
正
に

(
8
)
S
t
o
n
e
,
 o
p
.
 
cit., 
p
,
1
1
5
.
 

(
2
)
R
u
s
s
e
l
l
 a
n
d
 M
u
t
h
e
r
,
 o
p
.
 
cit., 
p
.
8
7
2
.
 

(
3
)
高
橋
通
敏
、
国
際
司
法
裁
判
所
、
日
本
外
政
学
会
編
、
国
際
連
合
、
昭
和
三
十
二
年
、
一
五
二
頁
。

(
4
)
J
u
l
i
u
s
 S
t
o
n
e
,
 
L
e
g
a
l
 
C
o
n
t
r
o
l
s
 
of 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
n
f
l
i
c
t
,
 
1954, 

(
5
)
S
i
m
p
s
o
n
 a
n
d
 F
o
x
,
 o
p
.
 cit., 
p.31. 

(
7
)
I
b
i
d
.
,
 p

・156.

(
6
)
H
u
d
s
o
n
,
 o
p
.
 
cit., 
p. 334. 

び

(
l
)
H
u
d
s
o
n
`
o
p
.
 cit., pp, 1
5
5
 ~
 156. 

(

7

)

 

の
権
威
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

そ
の
一
時
的
な
身
分
や
自
国
政
府
の
将
来
の
好
意
（
例
え
ば
地
位
の
獲
得
や
昇
進
）(

8
)
 

る
考
慮
な
ど
が
作
用
す
る
の
で
、
臨
時
裁
判
官
に
は
、
正
規
の
裁
判
官
ほ
ど
に
は
裁
判
の
公
正
を
期
待
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
正
規
の

裁
判
官
が
、

そ
の
国
籍
の
属
す
る
紛
争
当
事
国
の
主
張
に
反
対
す
る
投
票
を
し
た
例
は
あ
る
が
、
臨
時
裁
判
官
が
、
自
己
を
任
命
し
た

紛
争
当
事
国
の
主
張
に
反
対
す
る
態
度
を
と
っ
た
こ
と
は
今
日
迄
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

p. 115. 

一
九
二

0
年
に
は
、
連
盟
総
会
の
決
議
で
も
っ
て
、
改
訂
議
定
書
(
R
i
v
i
s
i
o
n
P
r
o
t
o
c
o
l
)
 

に
対
す
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わ
れ
る
。

を
つ
く
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

I
C
J
で
は
、
規
程
改
正
は
、
国
連
憲
章
と
同
一
の
手
続
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
（
規
程
第
六
十
九

条
）
、
裁
判
所
自
身
も
規
程
改
正
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
規
程
第
七
十
条
）
。
周
知
の
如
く
、

改
正
は
、
少
く
と
も
五
大
国
の
一
致
が
な
い
限
り
は
不
可
能
で
あ
る
（
国
連
憲
章
第
一

0
八
条
及
び
第
一

0
九
条
）
。

は
、
規
程
の
改
正
は
、

国
連
憲
章
の

従
っ
て
、

I
C
J
で

P
C
I
Jと
異
な
っ
て
、
明
文
の
規
定
を
設
け
て
は
い
る
が
、
実
際
に
は

P
C
I
J
よ
り
も
困
難
で
あ
る
と
思
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五

第
一
節
パ
ナ
マ
会
議
と
そ
の
後
の
展
開

一
パ
ナ
マ
会
議

ニ
パ
ナ
マ
会
議
以
後
の
展
開

第
二
節
第
一
回
乃
至
第
四
回
米
州
国
際
会
議

一
第
一
回
米
州
国
際
会
議

二
第
二
回
米
州
国
際
会
議

三
第
三
回
米
州
国
際
会
議

四
第
四
回
米
州
国
際
会
議

こ
の
時
期
の
汎
米
主
義
の
性
格

第
三
節
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
汎
米
制
度
の
発
展

一
汎
米
主
義
の
危
機

二
汎
米
主
義
の
前
進

―
―
―
米
州
外
相
会
議

第
四
節
米
州
機
構
の
設
立

一
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ッ
ク
協
定
と
リ
オ
条
約

二
第
九
回
米
州
国
際
会
議

よ

し

＇， 

が

第
六
章

き

汎

米

制

度

の

沿

革
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rican 
States. 

は
現
在
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

米
州
機
構

(
T
h
e

A
g
e
n
c
y
)
で
あ
り
（
米
州
機
構
憲
章
C
h
a
r
t
e
r
of 
the 
0. A
 S, 

で
あ
る

(
O
A
S
憲
章
四
条
）
。

O

A

S
は
、
北
大
西
洋
条
約
機
構

(
N
A
T
o
)
、
東
南
ア
ジ
ア
条
約
機
構

(
S
E
A
T
o
)
、
中
央
条
約
機

構

(
C
E
N
T
o
)

等
と
と
も
に
、
西
方
側
の
地
域
的
集
団
安
全
保
障
機
構
の
一
っ
と
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、

カ
大
陸
の
平
和
と
安
全
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

し
米
州
諸
国
家
間
の
経
済
的
社
会
的
文
化
的
協
力
を
も
同
時
に
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
O
A
S
憲
章
四
条
）
。
そ
の
意
味
で
は
、

O

A

S
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
設
置
さ
れ
た
小
型
の
国
際
連
合
と
も
い
わ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
が
国
で
は
、
国
際
連
合
に
な

(
3
)
 

(
1
)
 

ぞ
ら
え
て
、

0

A

S
を
、
全
米
連
合
、
米
州
連
合
、
全
米
国
家
連
合
等
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
他
0

A

S
を
全
米
機
構
と
も
呼
ん
で
い

(

4

)

 

る
が
、

0

A

S
の
邦
語
訳
の
み
な
ら
ず
、

0

A

S
内
の
各
種
機
関
（
例
え
ば
0
A
S
憲
章
三
十
二
条
）
の
訳
語
も
統
一
が
な
く
、

O

A

S
憲
章
は
、

そ
の
前
文
冒
頭
に
あ
る
如
く
、
第
九
回
米
州
国
際
会
議

(
T
h
e
N
i
n
t
h
 International 

一
九
四
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
五
月
二
日
ま
で
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
の
ボ
ゴ
ダ
市
で
開
催
）
に
お
い
て
一
九
四
八
年
四

(
5
)
 

月
三
十
日
に
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
会
議
で
は
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
米
州
条
約

(
A
m
e
r
i
c
a
n
T
r
e
a
t
y
 o
n
 Pacific 

S
e
t
t
l
e
m
e
n
t
)
も
締
結
さ
れ
た
が
、
こ
の
条
約
を
通
称
ボ
ゴ
ダ
協
約

(Pact
of 
B
o
g
o
t
a
)
と
い
う
の
に
対
し
て
、

0

A

S
憲
章
は
ボ
ゴ

ダ
憲
章

(
B
o
g
o
t
a
C
h
a
r
t
e
r
)

と
も
い
わ
れ
て
い
る
‘
。
こ
の
よ
う
に
0

A

S
憲
章
は
第
九
回
米
州
国
際
会
議
に
お
い
て
署
名
さ
れ
た

が
、
前
文
末
尾
に
あ
る
如
く
、
メ
キ
シ
コ
の
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
で
開
催
さ
れ
た
「
戦
争
と
平
和
の
問
題
」
に
関
す
る
米
州
会
議

(
I
n
t
e
r
,
A
m
e
r
i
c
a
n
 C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 o
n
 P
r
o
b
l
e
m
s
 of 
W
a
r
 a
n
d
 P
e
a
c
e
 

g
g
a
m
z
 ation 
of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 

は

し

が

き

States. 

一
九
四
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
三
月
八
日
ま
で
開
催
）
の
決
議
第

邦
公
訳

一条）、

国
際
連
合
憲
章
の
下
で
の
そ
の
地
域
的
責
任
を
果
す
も
の

O

A

S
は、

ア
メ
リ

そ
の
面
で
は
地
域
的
集
団
安
全
保
障
機
構
で
あ
る
が
、
し
か

C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
of 
A
m
e
,
 

略
称
0
A
S
)

は
、
国
際
連
合
内
で
の
地
域
的
機
関

(
R
e
g
i
o
n
a
l
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と
が
、
直
接
の
動
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

第
一
節

。
ハ
ナ
マ
会
議

。
ハ
ナ
マ
会
議
と
そ
の
後
の
展
開

一
九
八
頁
。

九
に
基
い
て
締
結
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
戦
争
と
平
和
の
問
題
」
に
関
す
る
米
州
会
議
の
決
議
が

0
A
S
設
立
の
直
接
の
契
機

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

0
A
S
は
従
来
か
ら
ア
メ
リ
カ
大
陸
で
発
展
し
て
き
た
国
際
機
構
が
確
立
せ
し
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
り

(
O
A
S
憲
章
一
条
）
、
従
っ
て

0
A
S
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

0
A
S
設
立
以
前
の
米
州
諸
国
家
間
の
国
際
機
構
に
つ
い
て
知

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
1
)
横
田
喜
三
郎
編
、
国
際
条
約
集
、
昭
和
二
十
八
年
、
六
十
三
頁
。

(
2
)
高
野
雄
一
、
国
際
安
全
保
障
、
法
律
学
大
系
第
二
部
法
学
理
論
篇
一
六
五
、
昭
和
二
十
八
年
、
六
十
頁
。

(
3
)
田
岡
良
一
編
、
国
際
法
国
際
政
治
事
典
、
昭
和
三
十
一
年
、

(
4
)
田
岡
良
一
、
国
際
法
講
義
上
巻
、
昭
和
三
十
四
年
、

一
八
四
頁
。

(
5
)
T
h
e
 Royal 
Institute 
of 
International Affairs•Documents 

o
n
 R
e
g
i
o
n
a
l
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
 outside W
e
s
t
e
r
n
 

E
u
r
o
p
e
 1
9
4
0
 
~
 194
9
,
 1
9
5
0
,
 
p, 5
9
.
 
ftll¥lI々
0

午千日ハ日
i
J
S
-
hば四八ハ午千四
I日
ハ
ニ
十
ヤ
竺
日
に
fJ
っ
て
い
る
。

(
6
)
A
r
t
h
u
r
 P
.
 W
h
i
t
a
k
e
r
,
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 R
e
g
i
o
n
a
l
i
s
m
,
 International 
Conciliation, 1
9
5
1
,
 
p, 1
3
6
 
a
n
d
 

p,.138. 

(
C
o
n
g
r
e
s
s
 
o
f
 
P
a
n
a
m
a
)
 

一
八
二
三
年
十
二
月
二
日
の
モ
ン
ロ
ー
米
大
統
領
の
議
会
へ
の
教
書
に
よ
っ
て
、
所
謂
モ
ン
ロ
ー
主
義
(
M
o
n
r
o
e
D
o
c
t
r
i
n
e
)
が
声

明
せ
ら
れ
た
。
こ
の
モ
ン
ロ
ー
主
義
は
、
南
米
に
対
す
る
仏
の
野
心
と
、

ア
ラ
ス
カ
を
通
っ
て
の
北
米
太
平
洋
岸
へ
の
ロ
シ
ャ
の
南
進

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
米
大
陸
に
対
す
る
非
植
民
と
非
干
渉
を
主
た
る
内
容
と
す
る
も
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加
国
は

会
議
は

(
l
)
 

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
米
州
諸
国
は
、
米
国
が
モ
ン
ロ
ー
主
義
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
米
州
諸
国
の
独
立
を
武
力
で
ま
も

ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
「
偉
大
な
る
解
放
者
(
G
r
e
a
t

る
た
め
の
同
盟
に
ま
で
ふ
み
き
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
か
ヽ
る
米
州
諸
国
の
願
望
実
現
の
た
め
に
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
の
は
、

L
i
b
e
r
a
t
o
r
)
」
と
い
わ
れ
て
い
る
シ
モ
ン
・
ボ
リ
バ
ー
ル
(
S
i
m
6
n
B
o
l
i
v
a
r
)
 

(
J
o
s
e
 
d
e
 
S
a
n
 M
a
r
t
i
n
)
 

で
あ
っ
た
。
ボ
リ
バ
ー
ル
は
、
同
じ
く
解
放
運
動
の
斗
士
で
あ
っ
た
ホ
セ
・
ド
・
サ
ン
・
マ
ル
チ
ン

(
2
)
 

の
一
八
一
八
年
六
月
十
二
日
付
の
書
簡
に
も
う
か
が
わ
れ
る
如
く
、
西
半
球
外
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
米
州
諸
国
を
防
衛
し
、

(
3
)
 

州
諸
国
間
に
平
和
を
維
持
す
る
た
め
の
国
家
連
合

(
c
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
)

を
つ
く
る
構
想
を
も
っ
て
い
た
。
ボ
リ
バ
ー
ル
は
、

年
十
二
月
七

H
に、

パ
ナ
マ
会
議
へ
の
招
請
を
内
容
と
す
る
回
章

(
c
1
r
c
u
l
a
r
l
e
t
t
e
r
)
を
旧
ス
ペ
イ
ン
領
米
州
諸
国
に
送
付
し
た
。

一
八
二
六
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
七
月
十
五

H
ま
で
、
当
時
は
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
に
属
し
て
い
た
パ
ナ
マ
で
開
催
さ
れ
た
。
参

コ
ロ
ン
ビ
ヤ
（
現
在
の
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
エ
ク
ア
ド
ー
ル
、
パ
ナ
マ
を
含
む
）
、
メ
キ
シ
コ
‘

ス
タ
リ
カ
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ー
ル
、

(
4
)
 

を
派
遣
し
た
。

チ
リ
ー
と
ボ
リ
ビ
ヤ
は
、

パ
ラ
ガ
イ
と
プ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
合
衆
国

(
U
n
i
t
e
d
P
r
o
v
m
c
e
s
 o
f
 
B
u
e
n
o
s
 A
i
r
e
s
ま
た
は

U
n
i
t
e
d
P
r
o
v
i
n
c
e
s
 o
f
 
R10 d
e
 la P
l
a
t
a
 

ラ
プ
ラ
タ
河
合
衆
国
、
現
在
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）
と
は
、
招
請
を
拒
否
し
た
。
米
国
と
プ
ラ
ジ
ル
は
、
会
議
へ
の
招
請
は
う
け
た
が
、
結
局

(

5

}

 

参
加
で
き
な
か
っ
ナ
。
米
国
の
会
議
不
参
加
は
、
ボ
リ
バ
ー
ル
構
想
に
つ
い
て
の
ア
ダ
ム
ス

(
J
o
h
n
Q
u
i
n
c
y
 A
d
a
m
s
)

大
統
領
の
消

極
論
と
ク
レ
イ

(
H
e
n
r
y
 C
l
a
y
)
国
務
長
官
の
積
極
論
と
の
対
立
が
原
因
で
あ
っ
た
。

c
h
a
r
d
 
C
.
 
A
n
d
e
r
s
o
n
)
 

ニ
カ
ラ
ガ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
を
含
む
連
合
共
和
国
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
英
と
オ
ラ
ン
ダ
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

ボ
リ
バ
ー
ル
の
構
想
に
好
意
的
で
あ
っ
た
が
、
代
表
任
命
が
お
く
れ
て
、
会
議
に
ま
に
あ
わ
な
か
っ
た
。

と
サ
ー
ジ
ア
ン
ト

ペ
ル
ー
、
中
米
（
現
在
の
ガ
テ
マ
ラ

コ

一
八
二
四

ま
た
米

コ
ロ
ン
ビ
ヤ
駐
在
米
公
使
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

(
R
1
,

.（
J
o
h
n
 S
e
r
g
e
a
n
t
)

が
米
国
代
表
に
任
命
さ
れ
た
が
、
前
者
は
任
地
ボ
ゴ
タ
か
ら
パ

ナ
マ
に
行
く
途
中
で
死
亡
し
、
後
者
は
メ
キ
シ
コ
ま
で
行
っ
た
が
会
議
に
ま
に
あ
わ
な
か
っ
五
令
し
か
し
な
が
ら
、
米
国
は
、
た
と
え ヘ
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(
A
)
 
ア
メ
リ
カ
会
議
（
ど
n
e
r
i
c
a
n
C
o
n
g
r
e
s
s
)
。

ボ
リ
ビ
ヤ
、

チ
リ
ー

。
ハ
ナ
マ
会
議
以
後
の
展
開

そ
の
代
表
が
会
議
に
出
席
で
き
た
と
し
て
も
、

エ
ク
ア
ド
ー
ル

こ
の
会
議
で
採
択
さ
れ
た
条
約
に
署
名
し
た
か
ど
う
か
、
ま
た
米
国
上
院
が
条
約
を
批

(
7
)
 

准
し
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
会
議
で
採
択
さ
れ
た
の
は
、
永
世
連
合
条
約

(
T
r
e
a
t
y
of 
P
e
r
p
e
t
u
a
l
 
U
m
o
n
,
 
L
e
a
g
u
e
 
a
n
d
 
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
t
o
n
)
 

他
三
協
定
で
あ
っ
た
。
主
た
る
成
果
で
あ
る
永
世
連
合
条
約
は
、
本
文
一
二
十
一
ケ
条
と
付
則
一
ケ
条
か
ら
な
り
、
共
同
防
衛
、
加
盟
国

(
8
)
 

間
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
、
領
土
保
全
、
奴
隷
貿
易
の
廃
止
等
を
定
め
て
い
る
。
な
お
こ
の
機
構
の
常
設
機
関
と
し
て
全
権
公
使
総
会

(
G
e
n
e
r
a
l
 
A
s
s
e
m
b
l
y
 of 
M
i
n
i
s
t
e
r
s
 
P
l
e
n
i
p
o
t
e
n
t
i
a
r
y
)
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
会
議
参
加
四
ケ
国
の

う
ち
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
が
条
約
を
批
准
し
た
に
す
ぎ
ず
、
条
約
は
発
効
し
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
当
時
の
米
大
陸
の
現
実
か
ら
み
て
時
期
尚

早
で
あ
っ
た
の
で
、

ボ
リ
バ
ー
ル
の
構
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

は
異
る
所
謂
汎
米
主
義

(
P
a
n
ー
A
m
e
r
i
c
a
n
i
s
m
)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、

を
な
し
て
お
り
、
後
世
の
国
際
連
盟
や
国
際
連
合
に
は
、

一
八
三
一
年
、

1

八
三
八
年
、

1

八

ボ
リ
バ
ー
ル
構
想
は
、
米
国
の
モ
ン
ロ
ー
主
義
と

以
後
の
米
州
諸
国
間
の
国
際
機
構
設
置
の
先
駆
者
的
役
割

こ
の
永
世
連
合
条
約
の
精
神
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

外
部
か
ら
の
侵
略
に
対
し
て
の
共
同
防
衛
、
相
互
間
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
、
独
立
及
び
領
土
の
保
全
等
の
た
め
に
常
設
機
関
を

も
っ
た
国
家
連
合
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
ボ
リ
バ
ー
ル
の
構
想
は
、
前
述
の
如
く
パ
ナ
マ
会
議
で
は
失
敗
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

の
後
も
米
州
諸
国
間
に
は
こ
の
方
面
の
努
力
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
メ
キ
シ
コ
は
、

(
9
)
 

四
0
年
に
、
実
現
は
し
な
か
っ
た
が
、
会
議
開
催
を
企
て
て
い
る
。
ま
た
一
部
の
米
州
諸
国
間
に
は
次
の
よ
う
な
会
議
が
開
催
さ
れ
て

(10) 

い
る
。

ニ
ュ
ー
グ
ラ
ナ
ダ
（
現
在
の
コ
ロ
ン
ビ
ヤ そ

と
そ
の
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¥

J

O

 

ナ
ー
レ9ノ

ド

(
B
)
大
陸
会
議

(
C
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l

C
o
n
g
r
e
s
s
)
。
チ
リ
ー
、

(
C
)
 
ア
メ
リ
カ
会
議

(
A
m
e
n
c
a
n
C
o
n
g
r
e
s
s
)
。

こ
れ
等
会
議
も
、

ボ
リ
バ
ー
ル
構
想
を
実
現
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
米
州
諸
国
間
の
政
治
的
な
連
帯
感
す
な

わ
ち
政
治
上
の
汎
米
主
義
は
、
国
境
紛
争
や
内
乱
等
に
よ
る
一
時
的
な
停
滞
は
あ
っ
た
が
、
パ
ナ
マ
会
議
を
契
機
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
米
州
諸
国
問
の
政
治
的
な
面
で
の
連
帯
感
の
醸
成
と
と
も
に
、
他
方
、
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
な
面
で
の
米
州

(
A
)

米
州
法
律
家
会
議

(
A
m
e
n
c
a
n
C
o
n
g
r
e
s
s
 of J
u
r
i
s
t
s
)
。

ペ
Jレ
I 
ヽ

ガ
テ
マ
ラ
、

一
八
四
七
年
十
二
月
十
一
日
か
ら
一
八
四
八
年
三
月
一

H
ま
で
、

(
B
)
衛
生
会
議

(
S
a
m
t
a
r
y
 C
o
n
g
r
e
s
s
)

。

ボ
リ
ビ
ヤ
、

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、

ヽ

チ
リ
ー

一
八
六
四
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
一
八
六
五
年
―
―
一
月
十
三
日
ま
で
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

ウ
ル
ガ
イ
、

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
が
参
加
し
て
、

八
七
九
年
三
月
二
十
七
日
ま
で
ペ
ル
ー
の
リ
マ
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
で
は
国
際
私
法
の
統
一
に
関
す
る
条
約
が
採
択
さ
れ

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

諸
国
間
の
協
力
が
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
。

コ
ロ
ン
ビ
ヤ
‘

ボ
リ
ビ
ヤ
、

パ
ラ
ガ
イ
、

ヽ

チ
リ
ー

コ
ロ
ン
ビ
ヤ
、

ウ
ル
ガ
イ
が
参
加
し
て
、

一
月
一

H
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で
プ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
会
議
で
は
黄
熱
病
及
び
コ
レ

一
八
八
七
年
十

一
八
七
七
年
十
二
月
九
日
か
ら

エ
ク
ア

に
次
第
に
醸
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
が
参
加
し
て
、

ペ
ル
ー
の
リ
マ
で
開
催
さ
れ
た
。

チ
リ
ー
の
サ
ン
チ
ャ
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
。

れ
た
。

と
パ
ナ
マ
）
、
ペ
ル
ー
が
参
加
し
て
、

エ
ク
ア
ド
ー
ル
、

エ
ク
ア
ド
ー
ル
、
ペ
ル
ー
が
参
加
し
て

ガ
テ
マ
ラ
、
ペ
ル
ー
、

一
八
五
六
年
九
月
十
五
日
に

ペ
ル
ー
の
リ
マ
で
開
催
さ
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一
に
つ
い
て
特
に
早
く
か
ら
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

は
注
目
せ
ら
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
l
)

モ
ン
ロ
ー
主
義
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
立
作
太
郎
、
米
国
外
交
上
の
諸
主
義
、
昭
和
十
七
年
、
二
十
七
頁
以
下
。
梅
本
徹
雄
、
新
汎
米
主
義

(
2
)
ボ
リ
バ
ー
ル
及
び
マ
ル
チ
ン
に
つ
い
て
は
、

J
o
h
n
F
r
a
n
c
i
s
 
B
a
n
n
o
n
 a
n
d
 P
e
t
e
r
 
M
a
s
t
e
n
 D
u
n
n
e
,
 L
a
t
i
n
 
A
m
e
n
c
a
。
A
n
H
l
s
。

t
o
n
 cal 
S
u
r
v
e
y
,
 1
9
5
8
,
 

pp. 2
2
5
 
~
 22
6
.
 

(
3
)
C
h
a
r
l
e
s
 G
.
 
F
e
n
w
i
c
k
,
 T
h
e
 Inter-
A
m
e
n
c
a
n
 R
e
g
1
0
n
a
l
 
S
y
s
t
e
m
,
 1
9
4
9
,
 

p. 1
6
.
 

(
4
)
M
a
r
g
a
r
e
t
 
Kiser, 
O
r
g
a
m
z
a
t
1
0
n
 of 
A
m
e
n
c
a
n
 States, 
1
9
5
1
,
 

p. 5
6
.
 

梅
本
、
前
掲
書
、
四
四
七
＼
四
四
八
頁
。
ポ
リ
バ
ー
ル
は
ま
ず
旧
ス
ペ
イ
ン
領

(
5
)
F
e
n
w
i
c
k
,
 op. cit., 
p. 2
9
.
 

Kiser, op. cit., 
p. 5
6
.
 

と
米
州
国
際
法
、
昭
和
十
八
年
、
四
頁
以
下
。

（
ハ
）
経
済
、
社
会

文
化
の
面
で
の
協
力
と
い
っ
て
も
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
る
こ
と

（
二
）
米
州
諸
国
間
で
は
国
際
私
法
の
統

っ
て
お
ら
な
い
こ
と

し
か
し
な
が
ら

(
D
)
南
米
法
律
国
際
会
議

(
I
n
t
e
r
n
a
t
1
onal 

一
八
八
八
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
一
八
八
九
年
二
月
十
八
日
ま
で
ウ

(11) 

ル
ガ
イ
の
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
で
開
催
さ
れ
た
。
国
際
私
法
に
関
す
る
若
干
の
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。

（
イ
）
政
治
的
な
面
と
同
様
に
、
経
済
、
社
会
、
文
化
の
面
に
お
い
て
も
、
米
国
は
い
ま
だ
汎
米
主
義
に
ふ
み
き

（
口
）
米
州
諸
国
を
結
合
す
る
連
帯
感
が
、
す
べ
て
の
国
々
で
強
く
意
識
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、

チ
リ
ー

パ
ラ
ガ
イ

が
採
択
さ
れ
た
。

ペ
Jレ

I 

ウ
ル
ガ
イ
が
参
加
し
て

(
C
)
米
州
衛
生
会
議

(
A
m
e
r
i
c
a
n

S
a
n
i
t
a
r
y
 
C
o
n
g
r
e
s
s
)
。
ボ
リ
ビ
ヤ
、

八
八
年
一
月
一
一
日
か
ら
三
月
十
二
日
ま
で
ペ
ル
ー
の
リ
マ
で
開
催
さ
れ
た
。
黄
熱
病
及
び
コ
レ
ラ
の
対
策
に
つ
い
て
の
統
一
計
画

ラ
の
対
策
に
関
す
る
協
定
が
採
択
さ
れ
た
。

ヽ

チ
リ
ー

S
o
u
t
h
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
L
a
w
 C
o
n
g
r
e
s
s
)
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ボ
リ
ビ
ヤ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

エ
ク
ア
ド
ー
ル
、

ペ
ル
ー
が
参
加
し
て
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to 
D
o
m
i
n
g
o
 
現
在
の
ド
ミ
ニ
カ
）
を
再
征
服
し
た
場
合
や

(
1
1
)
I
b
i
d
.
,
 
p. 58. 

第
二
節

(10)Kiser•op. 

cit., 
p. 57. 

(
9
)
梅
本
、
前
掲
書
、
四
四
九
頁
。

ジ
ル
の
会
議
参
加
を
招
請
し
た
の
で
あ
る
。

米
州
諸
国
か
ら
な
る
国
家
連
合
を
つ
く
ろ
う
と
考
え
た
よ
う
で
あ
り
、
ボ
リ
バ
ー
ル
の
回
章
は
、
か
つ
て
英
領
及
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
で
あ
っ
た

米
国
及
び
プ
ラ
ジ
ル
に
は
送
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
、
メ
キ
シ
コ
、
中
米
の
各
国
が
、
米
国
の
招
請
を
強
く
主
張
し

た
。
結
局
、
会
議
開
催
地
国
た
る
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
の
副
大
統
領
サ
ン
タ
ン
デ
ー
ル
(
F
r
a
n
c
i
s
c
o
d
e
 P
a
u
l
a
 S
a
n
t
a
n
d
e
r
)が
、
米
国
及
び
プ
ラ

(
6
)
F
e
n
w
i
c
k
,
 op. cit••p. 

29. 
K
i
s
e
r
,
 op. cit••p. 

56. 

(
7
)
F
e
n
w
i
c
k
,
 op. cit., 
p.16. 

(
8
)
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
s
 of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 S
t
a
t
e
s
 
1889 ~
 1928, 1931, 
A
n
n
e
x
 pp, 19 ~
 29. 

第
一
回
乃
至
第
四
回
米
州
国
際
会
議

第
一
回
米
州
国
際
会
議

(
F
i
r
s
t
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 

米
国
は
、
パ
ナ
マ
会
議
以
後
、
し
ば
ら
く
は
西
部
へ
の
拡
大
に
専
心
し
て
、

C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
o
f
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 S
t
a
t
e
s
)
 

一
八
六
一
年
に
ス
ペ
イ
ン
が
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ

(
S
a
n
,

一
八
六
二
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
マ
キ
シ
ミ
ラ
ン
大
公

(
A
r
c
h
d
u
k
e
,
M
a
,

x
i
m
i
l
a
n
)

が
仏
の
あ
と
お
し
で
メ
キ
シ
コ
の
王
位
に
野
心
を
し
め
し
た
場
合
は
例
外
で
あ
る
が
、
が
い
し
て
米
州
諸
国
の
政
治
的

(
1
)
 

運
命
に
無
関
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
八
六
一
年
か
ら
四
年
間
に
お
よ
ぶ
南
北
戦
争
後
は
、
工
業
及
び
農
業
の
発
展
に
よ
り
、

(
2
)
 

そ
の
生
産
物
・
資
本
・
企
業
の
た
め
の
新
し
い
市
場
を
海
外
に
も
と
め
る
必
要
を
次
第
に
感
じ
て
き
た
。
他
方
、
米
州
諸
国
で
は
、
汎
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約
案
に
署
名
し
た
の
は
、
ボ
リ
ビ
ヤ
、
プ
ラ
ジ
ル
、

エ
ク
ア
ド
ー
ル
、

ガ
テ
マ
ラ
、

ハ
イ
チ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、

工

ル

サ

261 

官
は
プ
レ
ー
ン
が
再
任
し
て
い
た
。

ク
ア
ド
ー
ル

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ー
ル
、
ガ
テ
マ
ラ
、

一
カ
ラ
ガ
、

パ
ラ
ガ
イ

ペ
ル
ー
、
米

米
主
義
が
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
前
述
の
如
く
醸
成
さ
れ
て
き
て
い
た
。

一
八
八
一
年
十
一
月
二
十
九
日
、

プ
レ
ー
ン

(
J
a
m
e
s
G
.
 B
l
a
i
n
e
)
米
国
務
長
官
は
、

ト
ン
で
開
催
さ
れ
る
米
州
国
際
会
議
に
各
国
二
名
の
代
表
派
遺
を
要
請
す
る
よ
う
に
、
米
州
諸
国
に
駐
在
す
る
米
国
外
交
使
節
に
回
訓

し
た
。
こ
の
会
議
は
、
米
州
諸
国
間
の
戦
争
を
防
止
す
る
方
法
を
審
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
、
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ガ
ー
フ
ィ
ル
ド
(
J
a
m
e
s
A
.
 G
a
r
f
i
e
l
d
)

大
統
領
が
暗
殺
さ
れ
、

一
八
八
二
年
八
月
九
日
に
フ
レ
リ
ン
ハ
イ
ゼ
ン
(
F
r
e
d
e
r
i
c
k
T
.
 
F
r
e
l
i
n
g
h
u
y
s
e
n
)
国
務
長
官
に
、
会
議
開
催
の
中
止
を
命
じ
た
。

か
く
し
て
米
州
国
際
会
議
の
開
催
計
画
は
一
時
挫
折
し
た
が
、

そ
の
あ
と
を
つ
い
だ
ア
ー
サ
ー

(
C
h
e
s
t
e
r
A
r
t
h
u
r
)

大
統
領
は
、

こ
の
構
想
は
米
国
内
に
な
お
存
続
し
、
一
八
八
八
年
五
月
二
十
四
日
に
、

米
国
議
会
は
、
関
税
同
盟
の
設
立
、
交
通
通
信
及
び
通
商
貿
易
関
係
の
改
善
、
度
量
衡
及
び
通
貨
の
統
一
、
仲
裁
々
判
計
画
の
作
成
等

を
目
的
と
す
る
米
州
国
際
会
議
開
催
の
費
用
七
万
五
千
ド
ル
の
支
出
を
ク
リ
ー
プ
ラ
ン
ド

(
S
t
e
p
h
e
n
G
.
 C
l
e
v
e
l
a
n
d
)
大
統
領
に
認

め
た
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
ベ
ヤ
ー
ド

(
T
h
o
m
a
s
F
.
 B
a
y
a
r
d
)
国
務
長
官
は
一
八
八
九
年
十
月
か
ら
開
催
さ
れ
る
米
州
国
際
会
議
へ

(

4

)

 

の
参
加
を
米
州
諸
国
に
招
請
し
た
。

か
く
し
て
、
第
一
回
米
州
国
際
会
議
は
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、

ボ
リ
ビ
ヤ
、
プ
ラ
ジ
ル
、

ヽ

チ
リ
ー

コ
ロ
ン
ビ
ヤ
、

コ
ス
タ
リ
カ
、

ハ
イ
チ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、

(
5
)
 

国
、
ウ
ル
ガ
イ
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
十
八
ケ
国
が
参
加
し
て
、
一
八
八
九
年
十
月
二
日
か
ら
一
八
九

0
年
四
月
十
九
日
ま
で
、

(
6
)
 

ン
で
開
催
さ
れ
た
。
な
お
、
会
議
開
催
の
時
に
は
、
米
国
で
は
、
大
統
領
は
ハ
リ
ソ
ン

(
B
e
n
j
a
m
i
n
H
a
r
r
i
s
o
n
)

で
あ
り
、

ワ
シ
ン
ト

国
務
長

こ
の
会
議
で
は
、
前
文
と
十
九
ケ
条
か
ら
な
る
仲
裁
裁
判
条
約
案
（
P
l
a
n
of 
A
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
)

が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
仲
裁
々
判
条

ニ
カ
ラ
ガ
、

工

一
八
八
二
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
ワ
シ
ン



ル
バ
ド
ー
ル
、
米
国
、

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
の
十
一
ケ
国
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
条
約
の
第
十
九
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
期

(
7
)
 

限
(
-
八
九
一
年
五
月
一
日
）
ま
で
に
署
名
国
が
批
准
書
を
寄
託
し
な
か
っ
た
の
で
、
条
約
は
効
力
を
発
生
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の

会
議
で
は
、
度
量
衡
の
統
一
、
米
州
大
陸
鉄
道

(
I
n
t
e
r
。Continental
R
a
i
l
w
a
y
)
、
衛
生
規
則
、
特
許
及
び
商
標
保
護
、
国
際
法
、

国
際
通
貨
同
盟

ウ
ル
ガ
イ
、

(International 
M
o
n
e
t
a
r
y
 U
n
i
o
n
)

、
米
州
国
際
銀
行

(International

(
8
)
 

等
々
に
関
す
る
多
数
の
勧
告
や
報
告
が
採
択
さ
れ
た
。

会
議
の
か
ヽ
る
成
果
か
ら
、

(
9
↑
 

こ
の
会
議
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
前
述
の
如
く
仲
裁
々
判
条
約

案
を
発
効
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
故
に
、
米
州
諸
国
間
の
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
し
て
、
戦
争
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
を

達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
仲
裁
々
判
条
約
案
は
そ
の
後
米
州
諸
国
間
に
締
結
さ
れ
た
多
く
の
仲
裁
々

判
条
約
に
影
響
を
あ
た
え
、
ま
た
一
九
四
八
年
の
ボ
ゴ
タ
条
約
（
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
米
州
条
約
）
に
よ
っ
て
こ
の
仲
裁
々
判
条
約
案

(10) 

の
仲
裁
々
判
義
務
が
完
全
に
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ボ
リ
バ
ー
ル
構
想
の
中
の
共
同
防
衛
も
具
体
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、

政
治
的
・
軍
事
的
な
面
で
の
汎
米
主
義
と
い
う
点
か
ら
、

え
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
会
議
の
結
果
を
判
断
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
会
議
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
考

ベ
ヤ
ー
ド
米
国
務
長
官
は
、
米
州
諸
国
へ
の
会
議
招
請
状
の
中
で
、
会
議
は
協
議
的
な
も

の
で
あ
り
勧
告
を
な
す
も
の
に
す
ぎ
な
い

(consultative
a
n
d
 
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
o
r
y
 
o
n
l
y
)
 
と
し
て
お
り
、
会
議
の
大
部
分
は
経
済

問
題
の
討
議
に
つ
い
や
さ
れ
、
前
述
の
如
き
多
数
の
勧
告
が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば
度
量
衡
の
統
一
や

(11) 

米
州
関
税
同
盟

(
A
m
e
r
i
c
a
n
C
u
s
t
o
m
s
 U
n
i
o
n
)

の
如
く
、
現
在
に
至
る
も
実
現
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
特
許
及
び
商

標
の
保
護
や
犯
罪
人
引
渡
の
如
く
、

そ
の
勧
告
が
今
日
実
現
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
米
州
諸
国
間
の
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
な

面
で
の
協
力
、
特
に
こ
れ
等
問
題
に
関
連
し
て
の
米
州
地
域
の
国
際
機
構
の
設
立
と
い
う
点
で
は
、

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
会
議
は
、

こ
の
会
議
は
重
要
な
意
義
を
も
っ

四
月
十
四
日
に
関
税
規
則
に
関
す
る
委
員
会

(
C
o
m
m
i
t
t
e
e
o
n
 C
u
s
t
o
m
s
 R
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
)
 

A
m
e
r
i
c
a
n
 B
a
n
k
)
、
犯
罪
人
引
渡

262 



の
報
告
を
採
択
し
、

が
参
加
し
て
、

一
八
九
九
年
の
ハ
ー
グ
国
際
紛
争
平
和
的

一
九

0
0年
八
月
十
五
日
メ
キ
シ
コ
外
相
は
米
州
諸
国
に
第
二
回
米

の
前
身
で
あ

こ
の
報
告
に
基
き
、
通
商
貿
易
に
関
す
る
情
報
の
蒐
集
頒
布
を
目
的
と
す
る
米
州
国
際
連
合

U
n
i
o
n
 of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
R
e
p
u
b
l
i
c
s
)
と
そ
の
事
務
局
と
し
て
米
州
商
務
局

(
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l

B
u
r
e
a
u
 of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 R
e
p
u
b
l
i
c
s
)
 

(
2
~
 

が
期
間
十
年
で
設
置
さ
れ
ね
現
在
の
O

A

S
と
そ
の
事
務
局
パ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ニ
オ
ン

(
P
a
n
A
m
e
r
i
c
a
n
 U
n
i
o
n
)
 

そ
の
目
的
及
び
機
能
を
異
に
す
る
が
、

そ
の
起
源
は
遠
く
こ
の
米
州
国
際
連
合
と
米
州
商
務
局
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

後
連
続
し
て
開
催
さ
れ
た
米
州
国
際
会
議
は
、

O

A

S
の
機
関
で
あ
る
米
州
会
議

(
I
n
t
e
r
,
A
m
e
r
i
c
a
n
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
)
 

る
。
従
っ
て
、
第
一
回
米
州
国
際
会
議
は
、
米
州
地
域
に
お
け
る
国
際
機
構
の
沿
革
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

第
二
回
米
州
国
際
会
議

第
一
回
米
州
国
際
会
議
の
成
果
の
一
っ
で
あ
る
米
州
国
際
連
合
と
米
州
商
務
局
は
、
前
述
の
如
く
期
間
十
年
で
設
置
さ
れ
た
が
、

の
後
は
さ
ら
に
十
年
間
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

(13) 

州
国
際
会
議
へ
の
参
加
を
招
請
し
た
。
会
議
は
、
前
回
不
参
加
の
ド
ミ
ニ
カ
も
出
席
し
、
当
時
独
立
し
て
い
た
全
米
州
諸
国
十
九
ケ
国

一
九

0
一
年
＋
月
二
十
二
日
か
ら
一
九

0
二
年
一
月
二
十
二
日
ま
で
、

メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
で
開
催
さ
れ
た
。

こ
のそ

会
議
で
は
、
国
際
公
法
及
び
私
法
の
法
典
編
纂
に
関
す
る
条
約
、
文
学
的
・
美
術
的
著
作
権
に
関
す
る
条
約
、
政
府
刊
行
物
及
び
科

学
的
・
文
学
的
・
工
業
的
刊
行
物
の
交
換
に
関
す
る
条
約
、
発
明
特
許
・
工
業
的
図
面
及
び
雛
形
・
商
標
に
関
す
る
条
約
、
知
的
職
業

の
従
事
に
関
す
る
条
約
、
犯
罪
人
引
渡
及
び
無
政
府
主
義
防
止
に
関
す
る
条
約
、
外
国
人
の
権
利
に
関
す
る
条
約
、
義
務
的
仲
裁
々
判

に
関
す
る
条
約
、
金
銭
的
請
求
権
に
関
す
る
仲
裁
々
判
条
約
等
が
採
択
せ
ら
れ
が
、
。
ま
た
、

処
理
条
約
へ
の
加
入
に
関
す
る
議
定
書
、
パ
ン
ア
メ
リ
カ
ン
鉄
道
・
国
際
術
生
警
察
・
国
際
考
古
学
委
員
会
設
立
等
々
に
関
す
る
決
議

(15) 

や
勧
告
も
採
択
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま、
＇
ー
'

(International 
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以
上
の
外
に
、
第
二
回
米
州
国
際
会
議
で
は
、
米
州
地
域
の
国
際
機
構
の
発
展
に
関
連
の
あ
る
菫
要
な
成
果
が
あ
っ
た
。
第
二
回
米

州
国
際
会
議
開
催
前
の
一
八
九
六
年
四
月
一
日
に
、
第
一
回
米
州
国
際
会
議
で
設
立
さ
れ
た
米
州
国
際
連
合
と
米
州
商
務
局
の
加
盟
国

の
駐
米
外
交
使
節
が
米
国
務
省
に
集
り
（
五
ケ
国
不
参
加
）
、
こ
の
国
際
機
構
の
組
織
・
機
能
の
改
革
・
拡
大
を
は
か
っ
た
。
こ
の
計
画

(16) 

（
イ
）
米
州
国
際
会
議
は
五
年
毎
に
開
催
す
る
。

州
国
際
事
務
局

(International

B
u
r
e
a
u
 
of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
S
t
a
t
e
s
)
 

と
あ
ら
た
め
る
。

理
事
会

(
G
o
v
e
r
m
n
g
 B
o
a
r
d
)
を
設
置
す
る
。
こ
の
理
事
会
は
米
州
国
際
事
務
局
を
管
理
す
る

（
二
）
米
州
国
際
事
務
局
は
、
米
州
国
際
会
議
の
常
設
執
行
機
関
と
し
て
、
米
州
国
際

会
議
に
よ
っ
て
付
託
せ
ら
れ
た
任
務
を
遂
行
す
る
。
米
州
国
際
事
務
局
の
事
務
局
長
(
D
i
r
e
c
t
o
r
)
は
理
事
会
及
び
そ
の
委
員
会
の
会
議

(

1

7

)

G

1

8

)

 

に
出
席
す
る
。
（
ホ
）
専
門
会
議

(Special
o
r
 T
e
c
h
n
i
a
l
 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
s
)

の
制
度
を
設
け
る
（
こ
の
専
門
会
議
は
、
現
在
の
O
A
S
の
機
関
で
あ

る
専
門
会
議

S
p
e
c
i
a
l
i
z
e
d
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
s

の
前
身
で
あ
る
）
。

（
へ
）
現
在
の
O

A

S
の
専
門
機
関

(Specialized,
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
)
 

の
中
の
一
っ
で
あ
る
汎
米
衛
生
機
構

(
P
a
n
A
m
e
r
i
c
a
n
 
S
a
n
i
t
a
r
y
 
O
r
g
a
m
z
a
t
i
o
n
)
の
前
身
た
る
汎
米
衛
生
事
務
局

(
P
a
n
A
m
e
。

(19) 

rican 
S
a
n
i
t
a
r
y
 
B
u
r
e
a
u
)
を
設
置
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
改
革
が
第
一
一
回
米
州
国
際
会
議
で
な
さ
れ
た
結
果
、
米
州
国
際
連
合
と

い
う
米
州
地
域
の
国
際
機
構
の
制
度
は
か
な
り
確
立
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

（
口
）
米
州
尚
務
局
の
名
称
を
、
米

前
述
の
如
く
、
第
二
回
米
州
国
際
会
議
で
、
米
州
国
際
会
議
は
五
年
毎
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
新
に
独
立
し
た

キ
ュ
ー
バ
及
び
パ
ナ
マ
を
含
め
て
全
米
州
諸
国
二
十
一
ケ
国
の
中
の
十
九
ケ
国
（
ハ
イ
チ
と
ペ
ネ
ズ
エ
ラ
が
不
参
加
）
が
参
加
し
て
、
一
九

0
六
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
二
十
六
日
ま
で
、

プ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
第
三
回
米
州
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ

第
三
回
米
州
国
際
会
議

の
機
関
で
あ
る
理
事
会

C
o
u
n
c
i
l
の
前
身
で
あ
る
）
。

は
第
二
回
米
州
国
際
会
議
で
実
現
せ
ら
れ
た
。

（
な
お
こ
の
理
事
会
は
現
在
の
O
A
S

（
ハ
）
各
加
盟
国
の
外
交
代
表
か
ら
な
る
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t

前
の
第
二
回
米
州
国
際
会
議
の
決
議
に
よ
れ
ば
、
第
一
回
及
び
第
二
回
米
州
国
際
会
議
で
採
択
さ
れ
た
多
数
の
勧
告
の
実
施
状
況

述

(21
↑
 

に
つ
い
て
の
完
全
な
報
告
を
、
第
三
回
米
州
国
際
会
議
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
従
っ
て
、
こ
の
会
議
で
は
、
再
び
本
国
に

住
居
を
定
め
る
帰
化
民
の
地
位
を
確
定
す
る
条
約
、
金
銭
的
請
求
権
に
関
す
る
条
約
、
発
明
特
許
・
図
面
及
び
工
業
的
雛
形
・
商
標
・

文
学
的
及
び
美
術
的
所
有
権
に
関
す
る
条
約
、
国
際
法
に
関
す
る
条
約
等
が
採
択
せ
ら
れ
、
仲
裁
々
判
、
天
然
資
源
、
コ
ー
ヒ
ー
会
議
、

米
州
国
際
事
務
局
の
機
能
拡
大
等
々
に
つ
い
て
決
議
が
な
さ
れ
ば

b

こ
の
会
議
で
、
米
国
代
表
ル
ー
ト

(
E
l
i
h
u
R
8
t
)

国
務
長
官
は
、
汎
米
制
度
が
非
軍
事
的
・
非
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
演

説
し
た
が
、
他
の
米
州
諸
国
は
会
議
で
政
治
問
題
を
論
議
し
た
。
こ
れ
は
、
米
国
が
な
お
非
軍
事
的
・
非
政
治
的
な
汎
米
主
義
の
立
場

(23) 

を
固
守
せ
ん
と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
米
州
地
域
の
国
際
機
構
の
制
度
の
面
か
ら
は
、
こ
の
会
議
は
次
の
如
き
成
果
を

（
イ
）
前
述
の
如
く
米
州
国
際
事
務
局
の
機
能
の
拡
大
が
な
さ
れ
、
事
務
局
長
は
予
算
と
事
務
局
職
員
に
つ
い
て
広
大
な
権
限
が
認
め

ら
れ
た
。

（
口
）
第
二
回
米
州
国
際
会
議
で
採
択
さ
れ
た
国
際
公
法
及
び
私
法
の
法
典
編
纂
に
関
す
る
条
約
に
よ
っ
て
法
典
編
纂
に
関
す
る
委
員

会
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
条
約
は
、

ボ
リ
ビ
ャ
・
ガ
テ
マ
ラ
・
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ー
ル
が
批
准
し
た
に
す
ぎ
ず
、
発
効
し
な
か
っ
た
。
第
三
回
米
州
国
際
会
議
で
採
択
さ

れ
た
国
際
法
に
関
す
る
条
約
に
は
、
会
議
参
加
十
九
ケ
国
が
署
名
し
、

十
五
ケ
国
が
批
准
し
て
、
条
約
は
発
効
し
た
。
こ
の
条
約
も
、
国
際
公
法
及
び
私
法
の
法
典
化
の
た
め
に
国
際
法
律
家
委
員
会

(International 

達
成
し
て
い
る
。

ベ
ネ
ズ
エ
ラ
を
除
く
会
議
参
加
十
七
ケ
国
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
が
、

ボ
リ
ビ
ヤ
・
キ
ュ
ー
バ
・
ニ
カ
ラ
ガ
・
。
ハ
ラ
ガ
イ
を
除
く

C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
of 
Jurisis)'l(<J 
~-Pl 

1"'
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

こ
の
条
約
に
基
き
一
九
―
二
年
六
月
二

(24) 

十
六
日
か
ら
七
月
十
九
日
ま
で
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
国
際
法
律
家
委
員
会
の
第
一
回
会
合
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
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こ
に
移
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

五

（口）

議
で
改
称
せ
ら
れ
た
米
州
国
際
事
務
局
を
パ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ニ
オ
ン

米
州
地
域
の
国
際
機
構
に
関
し
て
の
こ
の
会
議
の
成
果
は

四

委
員
会
は
、
大
部
分
の
米
州
諸
国
が
参
加
し
、
恒
常
的
な
も
の
で
あ
り
、
現
在
の

O
A
S
の
機
関
で
あ
る
米
州
法
律
家
理
事
会

(
I
n
t
e
r
-
A
m
e
r
i
c
a
n
 C
o
u
n
c
i
l
 
of 
Jurists)
の
茄
叩
己
つ
で
あ
る
。

二
日
か
ら
八
月
十
日
ま
で
、

第
四
回
米
州
国
際
会
議

会
議
は
、
ボ
リ
ビ
ヤ
が
不
参
加
で
あ
っ
た
の
で
、
全
米
州
諸
国
二
十
一
ケ
国
の
中
の
二
十
ケ
国
が
参
加
し
て
、

(
2
5
}

。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
プ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
で
開
催
さ
れ
ナ
文
学
的
・
美
術
的
著
作
権
に
関
す
る
条
約
、

金
銭
的
請
求
権
に
関
す
る
条
約
、
商
標
の
保
護
に
関
す
る
条
約
等
が
採
択
せ
ら
れ
、
経
済
・
法
律
・
文
化
等
の
問
題
に
つ
い
て
の
多
数

の
決
議
が
な
さ
れ
后
か
な
お
教
授
・
学
生
の
交
換
を
含
む
知
的
協
力
に
つ
い
て
の
決
議
は
こ
の
会
議
の
特
色
で
あ
る
。

（
イ
）
第
一
回
米
州
国
際
会
議
で
設
立
せ
ら
れ
た
米
州
国
際
連
合
の

「
国
際

International
」
と
い
う
語
を
お
と
し
て
、
米
州
連
合

(
U
n
i
o
n
of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 R
e
p
u
b
l
i
c
s
)
 

一
九

0
六
年
の
米
国
議
会
の
法
律
に
よ
っ
て
ワ
シ
ン
ト
ン
に
土
地
が
寄
贈
せ
ら
れ
、
米
州
諸
国
と
カ
ー
ネ
ギ
ー

C
a
r
n
e
g
i
e
)
か
ら
の
寄
附
金
で
事
務
局
の
建
物
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
米
州
連
合
の
本
部
で
あ
る
。
ハ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ニ
オ
ン
を
こ

こ
の
時
期
の
汎
米
主
義
の
性
格

米
州
法
律
家
会
議
・
南
米
法
律
国
際
会
議
は
、
参
加
国
も
少
く
、

一
九
一

0
年
七
月
＋

と
し
、
第
二
回
米
州
国
際
会

(
P
a
n
 A
m
e
r
i
c
a
n
 
U
n
i
o
n
)

と
あ
ら
た
め
た
こ
杉
｀
、

(
A
n
d
r
e
w
 

第
一
回
か
ら
第
四
回
ま
で
の
米
州
国
際
会
議
の
間
に
は
、
前
述
の
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
現
在
の

O
A
S
及
び
そ
の
機
関
で

一
回
限
り
の
臨
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
国
際
法
律
家
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っ
て
は
、

こ
の
時
期
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

あ
る
米
州
会
議
、

理
事
会
、
米
州
法
律
家
理
事
会
、
。
ハ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ニ
オ
ン
、
専
門
会
議
、
専
門
機
関
と
は
、

機
能
等
に
は
若
干
の
相
異
は
あ
る
が
、

際
法
律
家
委
員
会
、

そ
の
構
成
・

こ
れ
等
の
も
の
の
前
身
で
あ
る
米
州
連
合
（
米
州
国
際
連
合
）
、
米
州
国
際
会
議
、
理
事
会
、
国

。
ハ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ニ
オ
ン
（
米
州
商
務
局
、
米
州
国
際
事
務
局
）
、
専
門
会
膨
｛
、
専
門
機
構

衛
生
事
務
局
）
が
設
立
あ
る
い
は
開
催
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

0
A
S
と
い
う
米
州
地
域
の
国
際
機
構
の
制
度
の
沿
革
史
に
と

し
か
し
な
が
ら
、
汎
米
制
度
の
非
政
治
性
及
び
非
軍
事
性
を
強
調
し
た
第
三
回
米
州
国
際
会
議
で
の
ル
ー
ト
米
国
務
長
官
の
演
説
に

も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
如
く
、
米
国
は
米
州
地
域
の
国
際
機
構
た
る
米
州
連
合
に
政
治
的
・
軍
事
的
汎
米
主
義
を
み
と
め
る
ま
で
に
は
い

た
っ
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
米
国
は
、

察
官

(
s
e
l
f
,
a
p
p
o
i
n
t
e
d

こ
の
時
期
に
、

キ
ュ
ー
パ
の
問
題
に
介
入
し
た
り
、

世
界
的
国
家

(
w
o
r
l
d

p
o
w
e
r
)
と
し
て
国
際
警
察
力

(
m
t
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l

police 
p
o
w
e
r
)
 

。
ハ
ナ
マ
の
独
立
を
援
助
し
た
り
し
て
、

を
行
使
し
た
。
か
ヽ
る
米
国
の
自
称
警

(29) 

B
!
i
c
e
m
a
n
)
的
行
動
は
、
他
の
米
州
諸
国
に
不
信
と
疑
惑
の
念
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
米
国
の
国
内
に

お
け
る
米
州
連
合
を
支
持
す
る
国
際
主
義
者

(internationalists)

と
こ
れ
に
反
対
す
る
孤
立
主
義
者
(
i
s
o
l
a
t
i
o
n
i
s
t
s
)
と
の
対
立
が
、

(30) 

米
州
連
合
の
性
格
・
活
動
を
限
定
し
た
と
同
時
に
、
前
述
の
如
き
米
国
の
自
称
警
察
官
的
傾
向
に
対
す
る
他
の
米
州
諸
国
の
不
信
と
疑

惑
の
念
と
が
、
米
州
連
合
に
対
す
る
他
の
米
州
諸
国
の
態
度
に
影
響
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

こ
の
時
期
に
お
け
る
米
州
地
域
の

国
際
機
構
た
る
米
州
連
合
は
、
米
州
諸
国
間
の
戦
争
防
止
の
た
め
に
そ
の
間
の
紛
争
を
平
和
的
に
処
理
す
る
仲
裁
々
判
の
問
題
を
と
り

あ
げ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
共
同
防
衛
あ
る
い
は
集
団
安
全
保
障
的
要
素
を
も
た
ず
、
主
と
し
て
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
汎
米
主
義

の
分
野
に
そ
の
性
格
・
活
動
が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
米
州
諸
国
間
の
経
済
的
社
会
的
協
力
も
屡
々
政
治
上
の
障
害
に

(31) 

よ
っ
て
阻
害
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
、
こ
の
時
期
は
米
州
地
域
の
国
際
機
構
の
発
生
な
ら
び
に
成
長
期
で
は
あ
っ
た
が
、
し

か
し
そ
の
汎
米
主
義
も
な
お
政
治
的
・
軍
事
的
な
面
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
例
え
ば
汎
米
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(
1
3
)
I
b
i
d
.
,
 p. 253. 

則
、
商
標
法
等
に
関
す
る
書
物
・
報
告
書
・
指
導
書
等
ま
で
も
公
刊
し
た
。

(
5
)
キ
ュ
ー
バ
は
一
九

0
二
年
、
パ
ナ
マ
は
一
九

01
一
一
年
に
独
立
し
た
の
で
、
当
時
独
立
し
て
い
た
米
州
諸
国
の
中
で
ド
ミ
ニ
カ
だ
け
が
不
参
加
。

(
6
)
!
(
i
s
e
r
,
 o
p
.
 cit., 
p,58. 

(
7
)
外
務
省
条
約
局
、
汎
米
条
約
集
、
昭
和
十
七
年
、

務
的
仲
裁
々
判
を
定
め
て
い
る
が
（
二
条
及
び
三
条
）
、
紛
争
当
時
国
が
自
国
の
独
立
を
あ
や
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、

仲
裁
々
判
付
託
を
義
務
的
と
し
な
い
と
い
う
例
外
を
設
け
て
い
る
（
四
条
）
。
な
お
、
条
約
の
有
効
期
間
は
二
十
年
で
あ
り
、
爾
後
は
一
年
の

予
告
で
廃
棄
し
う
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
＋
八
条
）
。

(
1
2
)
M
a
n
g
o
n
e
;
 op. 
cit., 
p. 252. 

米
州
国
際
連
合
の
年
間
予
算
は
三
万
六
千
ド
ル
で
あ
り
、
十
八
加
盟
国
の
人
口
比
率
に
よ
っ
て
分
担
金

が
き
め
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
米
国
は
予
算
の
半
分
を
負
担
し
、
コ
ス
タ
リ
カ
が
最
低
額
で
七
十
五
ド
ル
で
あ
っ
た
。
米
州
商
務
局
は
、
最

初
は
事
務
局
長
以
下
九
名
の
職
員
で
構
成
さ
れ
た
事
務
局
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
米
州
国
際
連
合
の
中
心
を
な
す
重
要
な
機
関
と
し
て
活
動

し
、
各
国
の
関
税
率
や
海
上
輸
送
規
則
に
つ
い
て
の
情
報
を
蒐
集
頒
布
し
た
り
、
米
州
開
発
史
、
バ
ナ
ナ
の
栽
培
状
況
、
地
理
統
計
、
領
事
規

(11)Ibid••p.21 (10)Fenwick•op. 

cit••p.22. 

(9)Mangone•op. 

cit., 
p. 252. Fenwick•op. 

Cit,, 
p. 21 

(
8
)
前
同
書
、
五
三
六
＼
五
三
八
頁
。

(4)Fenwick•op, 

Cit,, 
p
p
,
2
0
 ~
 21 

(
3
)
G
e
r
a
r
d
 J
.
 

M
a
n
g
o
n
e
,
 A
 S
h
o
r
t
 
H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
,
1
9
5
4
,
 
p
.
2
5
1
.
 

(
2
)
W
h
i
t
a
k
e
r
.
 o
p
.
 cit., 
p
.
1
2
5
.
 

(1)Fenwick•op, 

cit., 
p
p
,
 1
8
 ~
 19. 
B
a
n
n
o
n
 a
n
d
 D
u
n
n
e
,
 o
p
.
 cit,, 
pp. 5
1
4
 -
`
5
1
5
 
a
n
d
 
p, 555. 

-
1十
頁
。
こ
の
条
約
は
、
締
約
国
た
る
米
州
諸
国
間
の
あ
ら
ゆ
る
紛
争
に
つ
い
て
の
義
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(
3
1
)
F
e
n
w
i
c
k
`
o
p
.
 Cl t., 
p
p
.
 2
4
 ~
 26. 

(
3
0
)
W
h
i
t
a
k
e
r
,
 o
p
.
 
cit., 
p. 126. 

(
2
9
)
F
e
n
w
i
c
k
,
 o
p
.
 
cit., 
p
p
.
 2
4
 ~
 2
5
 

九

01
―
一
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
第
一
回
汎
米
関
税
会
議
、

一
九

(22)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
五
十
五

1
六
十
八
頁
及
び
五
四

0
1
五
四
二
頁
。

(
2
3
)
W
h
i
t
a
k
e
r
,
 o
p
.
 
cit., 
p. 126. 

(24)
外
務
省
条
約
、
前
掲
書
、
六
十
八
頁
。
第
二
回
会
合
は
一
九
一
四
年
六
月
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
第
一
世
界
大
戦
に
よ
り
実

(
2
5
)
K
1
s
e
r
,
o
p
.
 cit., 
p
.
5
9
.
 

(26)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
六
ト
ニ
＼
八
十
二
頁
及
び
五
四
一
ー
＼
五
四
一
1

頁。

K
i
s
e
r
,
 
o
p
.
 
c1 
t••p.4. 

一
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
第
一
回
中
米
商
業
会
議
、
等
々
。

(28)
例
え
ば

一
八
九
一
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
で
の
ア
メ
リ
カ
金
融
会
議
、

(
2
7
)
M
a
n
g
o
n
e
,
 o
p
・
C
i
t
,
,
 
p, 254. 

現
し
な
か
っ
た
。

(
2
1
)
M
a
n
g
o
n
e
,
 o
p
,
 cit., 
p. 253. 

(
2
0
)
I
b
i
d
.
,
 
p. 59. 

(19)Ibid••p.44. 
(
1
8
)
K
i
s
e
r
.
 o
p
.
 
cit., p
.
5
9
.
 

(
1
7
)
M
a
n
g
o
n
e
,
 o
p
.
 cit••p. 

253. 

(
1
6
)
B
a
n
n
o
n
 a
n
d
 D
u
n
n
e
,
 o
p
.
 c1 t., 
p. 578. 

(15)
前
同
書
、
十
二
頁
及
び
五
三
八
ー
五
四

0
頁。

(14)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
十
二
＼
五
十
四
頁
。

一
九
〇
二
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
ア
メ
リ
カ
・
コ
ー
ヒ
ー
会
議
、
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わ
れ
た
如
く
、

第
三
節

第
五
回
米
州
国
際
会
議
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
汎
米
制
度
の
発
展

汎
米
主
義
の
危
機

一
九
二
三
年
―
―
一
月
二
十
五
日
か
ら
五
月
三
日
ま
で
、

一
九
一
四
年
に
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
第
五
回
米
州
国
際
会
議
は
、
第
一
世
界
大
戦
の
勃
発

(
1
)
 

に
よ
っ
て
一
九
二
三
年
ま
で
延
期
さ
れ
た
。
会
議
は
、
ボ
リ
ビ
ャ
・
ペ
ル
ー
・
メ
キ
シ
コ
を
の
ぞ
い
た
十
八
の
米
州
諸
国
が
参
加
し

(
2
)
 

チ
リ
ー
の
サ
ン
チ
ャ
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
。
商
品
分
類
の
た
め
の
名
称
統
一
に

関
す
る
条
約
、
税
関
書
類
の
公
表
に
関
す
る
条
約
、
商
業
的
・
工
業
的
・
農
業
的
商
標
及
び
商
号
の
保
護
に
関
す
る
条
約
、
米
州
諸
国

間
の
紛
争
を
回
避
ま
た
は
防
止
す
る
た
め
の
条
約
等
が
採
択
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
他
に
公
衆
衛
生
、
農
業
、
女
性
の
権
利
、
国
勢
調
資
、

(
3
)
 

交
通
通
信
等
々
の
経
済
・
社
会
・
文
化
に
関
す
る
約
七
十
の
決
議
が
な
さ
れ
た
。

第
一
世
界
大
戦
後
、
世
界
的
規
模
の
国
際
機
構
で
あ
る
国
際
連
盟
が
設
立
せ
ら
れ
た
。
国
際
連
盟
は
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
如
き
局
地
的

了
解
の
存
在
を
是
認
し
た
に
も
か
ヽ
わ
ら
ず
（
国
際
連
盟
規
約
第
二
十
一
条
）
、
米
国
は
国
際
連
盟
に
加
人
し
な
か
っ
た
。
米
国
は
当
時
モ

ン
ロ
ー
主
義
を
自
ら
定
義
・
解
釈
・
適
用
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
伝
統
的
態
度
を
な
お
つ
づ
け
て
い
た
。
米
国
が
か
ヽ
る
態
度
を
維

持
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
国
際
警
察
力
に
も
と
ず
く
キ
ュ
ー
バ
そ
の
他
の
カ
リ
ブ
海
諸
国
へ
の
千
渉
や
、
武
力
に
よ
っ
て
政
権
を

獲
得
し
た
オ
ブ
レ
ゴ
ン

(
A
l
v
a
r
o
O
b
r
e
g
o
n
)

政
府
の
メ
キ
シ
コ
ヘ
の
干
渉
（
こ
れ
が
原
因
で
メ
キ
シ
コ
は
こ
の
会
議
に
不
参
加
）
に
も
あ
ら

自
身
が
米
州
諸
国
の
国
内
問
題
に
干
渉
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
不
安
と
疑
惑
の
念
を
、
米
州
諸
国
、
特
に
ア
ル
ゼ
ン
チ

(
4
)
 

ン
に
強
く
感
ぜ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

州
地
域
の
国
際
機
構
で
あ
る
米
州
連
合
の
改
組
強
化
・
軍
備
制
限
・
不
戦
条
約
締
結
等
を
目
的
と
す
る
第
五
回
米
州
国
際
会
議
が
開
催

て

モ
ン
ロ
ー
主
義
の
非
干
渉
の
原
則
を
盾
に
と
っ
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
の
米
州
へ
の
干
渉
を
排
除
し
な
が
ら
、
米
国

こ
の
よ
う
な
米
国
に
対
す
る
不
信
と
疑
惑
の
念
が
米
州
諸
国
に
強
く
存
在
し
て
い
る
時
に
、
米
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際
法
律
家
委
員
会
が

こ
の
会
議
は

(
5
)
 

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
会
議
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

通
称
ゴ
ン
ド
ラ
条
約

(
G
o
n
,

dra T
r
e
a
t
y
)

と
い
わ
れ
て
い
る
米
州
諸
国
間
の
紛
争
を
回
避
ま
た
は
防
止
す
る
た
め
の
条
約
が
採
択
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、

こ
の
会
議

の
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
約
は
、
審
査
委
員
会

(
C
o
m
m
i
s
s
1
0
n
of 
I
n
q
m
r
y
)

に
よ
っ
て
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
は

(
6
)
 

か
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
米
州
連
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
事
会
の
議
長
を
従
来
は
慣
例
に
よ
り
米
国
務
長
官
が
つ
と

め
て
い
た
が
、
議
長
・
副
議
長
と
も
に
選
挙
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
こ
と
に
さ
れ
た
。

ー
バ
の
ハ
バ
ナ
で
開
催
さ
れ
た
。
国
際
私
法
に
関
す
る
条
約
（
プ
ス
タ
マ
ン
テ
法
典
）
、
商
業
航
空
に
関
す
る
条
約
、
パ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン

•
ユ
ニ
オ
ン
に
関
す
る
条
約
、
外
国
人
の
地
位
に
関
す
る
条
約
、
条
約
に
関
す
る
条
約
、
外
交
官
に
関
す
る
条
約
、
領
事
に
関
す
る
条

約
、
海
の
中
立
に
関
す
る
条
約
、
内
乱
の
場
合
に
お
け
る
各
国
の
義
務
及
び
権
利
に
関
す
る
条
約
等
々
が
採
択
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
汎

(
8
)
 

米
赤
十
字
会
議
、
移
民
、
商
事
仲
裁
々
判
、
為
替
手
形
統
一
法
、
侵
略
禁
止
等
々
に
関
す
る
約
六
＋
の
決
議
が
な
さ
れ
た
。

し
て
お
り
、

ニ
カ
ラ
ガ
に
対
す
る
米
国
の
干
渉
の
さ
な
か
に
開
催
さ
れ
た
の
で
、
従
来
か
ら
米
州
諸
国
が
米
国
に
対
し
て
も
っ
て

い
た
不
信
や
反
感
が
一
時
に
爆
発
し
た
。
第
五
回
及
び
第
六
回
米
州
国
際
会
議
は
、
と
も
に
多
数
の
決
議
と
い
く
つ
か
の
条
約
を
採
択

こ
れ
ま
で
の
米
州
国
際
会
議
に
く
ら
べ
て
成
功
で
あ
っ
た
よ
う
な
印
象
を
あ
た
え
る
。

第
六
回
米
州
国
際
会
議
。
全
米
州
諸
国
二
十
一
ヶ
国
が
参
加
し
て

こ
の
会
議
で
採
択
さ
れ
た
諸
条
約

は
、
国
際
公
法
及
び
私
法
上
、
重
要
な
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
会
議
で
か
ヽ
る
重
要
な
成
果
が
あ
が
っ
た
の
は
、
前
述
の
国

(
9
)
 

一
九
二
七
年
の
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
の
そ
の
会
合
で
努
力
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

等
の
成
果
は
、
汎
米
主
義
の
経
済
的
・
社
会
的
な
面
に
関
係
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
政
治
的
・
軍
事
的
な
面
で
の
汎
米
主
義
の
実
現

と
い
う
点
で
は
、
第
五
回
及
び
第
六
回
米
州
国
際
会
議
は
最
悪
の
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
米
国
は
集
団
安
全
保
障
の
原

則
を
国
際
連
盟
は
勿
論
の
こ
と
米
州
地
域
の
国
際
機
構
に
お
い
て
も
承
認
す
る
意
思
は
い
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

ま
た
他
の
米
州

一
九
二
八
年
一
月
十
六
日
か
ら
二
月
―

-+Hま
で
、

キ
ュ
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諸
国
は
米
国
に
よ
る
干
渉
を
招
来
す
る
と
い
う
危
惧
か
ら
政
治
的
・
軍
事
的
汎
米
主
義
に
は
強
く
反
対
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
ゞ

前
述
の
パ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ニ
オ
ン
に
関
す
る
条
約
に
よ
っ
て
、
米
州
連
合
は
条
約
上
の
根
拠
を
も
ち
、

(
1
0
~
 

能
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
成
果
で
あ
る

調
停
及
び
仲
裁
々
判
に
関
す
る
米
州
国
際
会
議

(International

C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
S
t
a
t
e
s
 
o
n
 
Conciliat10n 

一
月
五
日
ま
で
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
の
ぞ
い
た
米
州
諸
国
二
十
ケ
国
が
参
加
し
て
、

(11) 

ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
は
第
六
回
米
州
国
際
会
議
の
決
議
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
米

(12) 

州
調
停
に
関
す
る
一
般
条
約
、
米
州
仲
裁
々
判
に
関
す
る
一
般
条
約
、
漸
進
的
仲
裁
々
判
に
関
す
る
議
定
書
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
会
議
は
、

一
九
三
三
年
十
二
月
三
日
か
ら
＋

そ
の
性
格
・
組
織
・
機

五
年
毎
に
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
米
州
国
際
会
議
の
特
別
会
議
で
あ
り
、

O
A
S
設
立
ま
で
に
四
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

O
A
S
の
機
関
で
あ
る
米
州
会
議
が
、
通
常
会
議
の
外
に
特
別
会
議
を
開
催
し
う
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

月
二
十
六
日
ま
で
、

a
n
d
 
A
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
)
 

こ
の
先
例
に
し
た
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
七
回
米
州
国
際
会
議
。

コ
ス
タ
リ
カ
を
の
ぞ
い
た
米
州
諸
国
二
十
ケ
国
が
参
加
し
て
、

(13) 

ウ
ル
ガ
イ
の
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
で
開
催
さ
れ
た
。
婦
人
の
国
籍
に
関
す
る
条
約
、
国
籍
に
関
す
る
条
約
、
犯
罪
人
引

渡
に
関
す
る
条
約
、
政
治
的
庇
護
に
関
す
る
条
約
、
国
家
の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
条
約
等
々
が
採
択
せ
ら
れ
た
。
ま
た
周
旋
及
び

居
中
調
停
、
航
空
機
上
の
犯
罪
、
国
際
河
川
の
工
業
的
・
農
業
的
使
用
、
国
家
の
国
際
的
責
任
等
々
に
関
す
る
約
一

0
0
の
決
議
や
宣

言
が
な
さ
れ
た
。

前
述
の
如
く
、
米
国
と
米
州
諸
国
と
の
関
係
は
第
五
回
及
び
第
六
回
米
州
国
際
会
議
の
頃
に
は
最
悪
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

汎
米

t
義
の
前
進

か
ヽ
る
特
別
会
議
は

一
九
二
八
年
十
二
月
十
日
か
ら
一
九
二
九
年
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治
的
な
面
が
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

t
i
o
n
s
)
 

あ
る
。

一
九
二
九
年
以
降
の
世
界
的
不
況
は
、
米
州
諸
国
を
し
て
、
経
済
的
汎
米
主
義
の
強
化
の
必
要
を
ま
す
ま
す
感
じ
せ
し
め
て
い
た
。
他

方
、
米
国
も
、
国
内
の
経
済
的
困
難
や
英
国
の
プ
ロ
ッ
ク
経
済
化
に
よ
っ
て
、
中
南
米
市
場
の
確
保
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
に
は
、
経
済
的
・
社
会
的
汎
米
主
義
に
の
み
と
ゞ
ま
っ
て
、
政
治
的
汎
米
主
義
を
否
認
す
る
と
い
う
伝
統
的
態
度
を
米
国
は
固

守
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
第
七
回
米
州
国
際
会
議
で
は
、
米
国
は
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト

(
F
r
a
n
k
l
i
n
D
.
 R
8
s
e
v
e
l
t
)
大
統
頷

の
提
唱
し
た
善
隣
政
策

に
も
み
ら
れ
る
如
く
、
米
州
諸
国
間
の
連
帯
感
、
特
に
汎
米
主
義
の
政

（
イ
）
米
州
国
際
連
盟

(
L
e
a
g
u
e
of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 N
a
,
 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
プ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
で
開
催
さ

(
G
o
o
d
 N
 e1
g
h
b
o
r
 
P
o
l
i
c
y
)
に
基
き
、
米
州
諸
国
と
の
協
調
、
他
国
の
内
政
及
び
外
交
へ
の
不
干
渉
、

ロ
ー
主
義
の
制
限
的
解
釈
を
う
ち
だ
し
た
の
で
あ
っ
‘
だ
。
か
く
し
て
、
会
議
は
、
従
来
の
米
州
国
際
会
議
以
上
に
経
済
・
社
会
・
文
化

に
関
す
る
問
題
に
力
を
そ
ヽ
ぎ
、
前
述
の
如
く
こ
れ
等
問
題
に
関
す
る
約
一

0
0も
の
決
議
や
宣
言
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
こ
の
会
議
で
は
、
経
済
的
社
会
的
汎
米
主
義
が
強
化
さ
れ
た
と
と
も
に
、
政
治
的
汎
米
主
義
の
要
素
も
漸
く
に
し
て
加
っ
た
の
で

平
和
維
持
の
た
め
の
米
州
会
議

(
I
n
t
e
r
,
A
m
e
r
i
c
a
n
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 for 
t
h
e
 
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 of 
P
e
a
c
e
)
。

一
九
三
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
十
二
月
二
十
三
日
ま
で
、

全
米
州
諸
国
二
十

一
ケ
国
が
参
加
し
て
、

(16) 

れ
た
。
平
和
の
維
持
・
擁
護
・
再
建
に
関
す
る
条
約
、
紛
争
防
止
に
関
す
る
条
約
、
周
旋
及
び
居
中
調
停
に
関
す
る
米
州
条
約
、
米
州

ハ
イ
ウ
エ
イ
に
関
す
る
条
約
、
米
州
文
化
関
係
の
促
進
に
関
す
る
条
約
、
教
育
的
・
宣
伝
的
映
画
の
便
益
に
関
す
る
条
約
等
々
が
採
択

せ
ら
れ
た
。
そ
の
他
、
侵
略
者
の
定
義
、
米
州
国
際
司
法
裁
判
所
、
米
州
国
際
連
盟
、
軍
備
制
限
、
移
民
、
航
空
輸
送
等
々
に
関
す
る

(17) 

約
六
十
の
決
議
や
勧
告
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、

の
設
立
が
論
議
さ
れ
た
こ
と
、
（
口
）
米
州
諸
国
間
の
連
帯
と
協
力
の
原
則
に
つ
い
て
の
宣
言

(
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
of 
P
r
i
n
c
i
,
 

p
i
e
s
 
of 
I
n
t
e
r
-
A
m
e
r
i
c
a
n
 
S
o
l
i
d
a
r
i
t
y
 a
n
d
 
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
 

モ
ン
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第
八
回
米
州
国
際
会
議
。
全
米
州
諸
国
一
一
十
一
ケ
国
が
参
加
し
て
、

(18) 

ペ
ル
ー
の
リ
マ
で
開
催
さ
れ
た
。
条
約
は
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

ア
メ
リ
カ
の
連
帯
性
に
関
す
る
原
則
に
つ
い
て
の
宣
言

(
D
啓
laration
of 
t
h
e
 P
n
n
c
1
p
l
e
s
 of 
t
h
e
 
S
o
!
i
d
a
n
t
y
 of 
A
m
e
n
c
a
 

リ
マ
宣
言
）
は
、
米
州
諸
国
の
平
和
及
び
安
全
が
お
び
や
か
さ
れ
た
場
合
に
共
同
行
動
を
と
る
た
め
に
協
議
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
お
り
、

米
州
共
同
防
衛
の
基
礎
、
す
な
わ
ち
米
州
集
団
安
全
保
障
制
度
の
下
地
を
こ
し
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
七
回
米
州
国
際
会
議
で
は

汎
米
主
義
に
政
治
的
要
素
が
加
っ
た
が
、
第
八
回
米
州
国
際
会
議
で
は
、
具
体
化
は
し
な
か
っ
た
が
、
汎
米
主
義
に
軍
事
的
な
要
素
が

平
和
維
持
の
た
め
の
米
州
会
議
の
平
和
の
維
持
・
擁
護
・
再
建
に
関
す
る
条
約
及
び
第
八
回
米
州
国
際
会
議
の
リ
マ
宣
言
に
よ
れ
ば
、

米
州
の
平
和
維
持
に
関
係
あ
る
緊
急
問
題
を
協
議
す
る
た
め
に
、
米
州
諸
国
の
外
相
が
会
合
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
第
八
回
米
州

国
際
会
議
で
は
、

チ
リ
ー
は
外
相
会
議
を
常
設
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
米
国
は
少
く
と
も
年
一
回
開
催
す
る
こ
と
を
希
望

し
た
。
し
か
し
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
反
対
に
よ
っ
て
、
リ
マ
宣
言
は
、
望
ま
し
い
と
お
も
わ
れ
る
場
合

(
w
h
e
n
d
e
e
m
e
d
 d
e
s
i
r
a
b
l
e
)
 

(20)

（

21) 

に
外
相
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
っ
て
三
回
の
外
相
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
な
お

(
A
)
第
一
回
米
州
外
相
会
議

A
f
f
a
i
r
s
)
の
前
身
で
あ
る
。

こ
の
外
相
会
議
は
現
在
の

O
A
S
の
機
関
で
あ
る
外
相
協
議
会
議

米
州
外
相
会
議

一
九
三
八
年
十
二
月
九
日
か
ら
十
二
月
二
十
七
日
ま
で
、

(
1
9
)
 

1
0―
一
の
宣
言
・
決
議
・
勧
告
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
等
の
中
で
、

(
M
e
e
t
i
n
g
 of 
C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
of 
M
i
m
s
t
e
r
s
 of 
F
o
r
e
i
g
n
 

(
F
i
r
s
t
 
M
e
e
t
m
g
 of 
M
m
1
s
t
e
r
s
 
of 
F
o
r
e
i
g
n
 
A
f
f
a
i
r
s
 
of 
t
h
e
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
R
e
p
u
b
l
i
c
s
)
0
 

草
へ
の
道
を
開
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
て
加
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
米
州
連
合

(
A
s
s
o
c
1
a
h
o
n
 of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
N
a
t
1
0
n
s
)
 

に
関
す
る
決
議
は
、

0
A
S
憲
章
の
起

四

通
称
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か
ら
十
月
三

H
ま
で
、

1
0頁
、
五
四
四
＼
五
四
八
頁
。

第
二
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
り
、
米
州
諸
国
の
安
全
と
中
立
の
維
持
の
問
題
を
協
議
す
る
た
め
に
、

パ
ナ
マ
で
開
催
さ
れ
た
。
経
済
協
力
に
関
す
る
決
議
、
大
陸
の
連
帯
性
に
関
す
る
共
同
宜
言
、
米
州
諸
国

の
中
立
に
関
す
る
一
般
的
宣
言
、
戦
争
の
人
道
化
に
関
す
る
決
議
、
戦
時
禁
制
品
に
関
す
る
決
議
、
パ
ナ
マ
宣
言
等
が
な
さ
れ
た
。

(
B
)
第
二
回
米
州
外
相
会
議
。

ら
七
月
三
十
日
ま
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
敗
北
を
含
め
戦
争
の
情
勢
の
変
化
に
対
処
す
る
た
め
、

ハ
バ
ナ
で
開
催
さ
れ
た
。
米
州
中
立
委
員
会
に
関
す
る
決
議
、
領
水
及
び
安
全
地
帯
で
の
戦
斗
行
為
に
関

す
る
宣
再
、
米
州
諸
国
の
防
衛
の
た
め
の
相
互
援
助
及
び
協
力
に
関
す
る
宣
言
、
経
済
上
及
び
財
政
上
の
協
力
に
関
す
る
決
議
、

ア
メ
リ
カ
に
あ
る
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
及
び
属
領
の
暫
定
的
統
治
に
関
す
る
ハ
バ
ナ
議
定
書
等
が
採
択
さ
れ
た
。

(
C
)
第
三
回
米
州
外
相
会
議
。

H
本
の
真
珠
湾
攻
撃
に
よ
り
戦
火
が
西
半
球
に
ま
で
お
よ
ん
で
き
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、

四
二
年
一
月
十
五
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
、

係
の
断
絶
の
勧
告
や
米
州
諸
国
の
資
源
利
用
に
関
す
る
経
済
協
力
に
つ
い
て
の
宣
言
等
が
採
択
せ
ら
れ
た
。
な
お
、

は
、
米
国
の
提
案
に
よ
っ
て
、
侵
略
に
対
す
る
集
団
防
衛
に
必
要
な
手
段
を
研
究
・
勧
告
す
る
た
め
に
、
米
州
諸
国
の
軍
人
に
よ

(22) 

(
I
n
t
e
r
-
A
m
e
r
i
c
a
n
 D
e
f
e
n
s
e
 B
o
a
r
d
)

が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
米
州
防
衛
理
事
会
は
0

A

っ
て
構
成
さ
れ
る
米
州
防
衛
理
事
会

S
の
防
衛
諮
問
委
員
会

(
A
d
v
i
s
o
r
y
 
D
e
f
e
n
s
e
 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
の
前
身
で
あ
る
。

(
1
)
B
a
n
n
o
n
 a
n
d
 
D
u
n
n
e
,
 o
p
・
C
l
 t., 
p. 578. 

(
2
)
K
i
s
e
r
,
 op. cit., 
p. 59. 

(
3
)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
八
十
三
1
-

リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
催
さ
れ
た
。
対
枢
軸
国
外
交
関
係
及
び
通
商
金
融
関

(
4
)
F
e
n
w
i
c
k
,
 op. 
cit., 
pp. 2
6
 ~
 27 
a
n
d
 
pp, 3
9
 ~
 40
.
 

(
5
)
梅
本
、
前
掲
書
、
四
五
七
頁
。

B
a
n
n
o
n
 a
n
d
 
D
u
n
n
e
`
o
p
.
 Cit., 
p
p
.
5
1
9
 ~
 521. 

こ
の
会
議
で

一
九

一
九
四

0
年
七
月
二
十
一
日
か

一
九
三
九
年
九
月
二
十
三
日
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national 
L
a
w
,
 V
o
l
.
 42, 
1948, 
p,553. 

(
2
0
)
M
a
n
g
o
n
e
,
 op. 
cit., 
pp. 2
5
6
 ~
 257. 

r
6
)
F
e
n
w
i
c
k
,
 op. 
cit., 
pp・3
8
~
 39.

外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
九
十
八

1
1
0九
頁
。

(
7
)
M
a
n
g
o
n
e
,
 op. 
cit., 
pp. 2
5
5
 ~
 256. 

(
8
)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
一
―

-
1
二
七
九
頁
、
五
四
九

1
五
五
三
頁
。

(10)
パ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ニ
オ
ン
に
関
す
る
条
約
の
原
文
は
、
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、

て
、
米
州
国
際
会
議
、
理
事
会
、
。
ハ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ユ
ニ
オ
ン
、
そ
の
他
米
州
諸
国
間
の
条
約
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
機
関
を
あ
げ
て
い

る
（
一
条
）
。
な
お
、
米
州
連
合
と
各
加
盟
国
と
の
間
の
連
絡
な
ら
び
に
米
州
連
合
の
事
業
へ
の
協
力
等
を
目
的
と
し
て
米
州
諸
国
の
外
務
省

内
に
パ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
国
内
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
（
九
条
）
。
こ
の
条
約
は
現
在
の

O
A
S
の
制
皮
の
研
究
資
料
と
し
て
参
考
に
な
る
。

(
1
1
)
K
i
s
e
r
,
 op. 
cit., 
pp. 61 ~
 62. 

(12)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
四
八
一

1
四
九
五
頁
。

(
1
3
)
K
i
s
e
r
,
 op. 
cit., 
p.60. 

(14)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
二
八
〇
＼
三
四
九
頁
、
五
五
四
＼
五
五
九
頁
。

(16)Kiser•op. 

cit••p.62. 

(17)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
三
五

0
1
四
0
0頁
、
五
五
九
＼
五
六
三
頁
。

(
1
8
)
K
i
s
e
r
,
 op. 
cit., p.60. 

(19)
外
務
省
条
約
局
、
前
掲
書
、
四

0
1
-
四
0
六
頁
、
五
六
三
＼
五
六
九
頁
。

(
2
1
)
C
h
a
r
l
e
s
 G
.
 
Fenwick•The 

N
i
n
t
h
 International 
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 of 
A
m
e
r
i
c
a
n
 States, 
A
m
e
r
i
c
a
n
 J
o
u
r
n
a
l
 
of 
Inter, 

(15)Fenwick•op. 

cit., 
p
p
,
4
3
~
4
4
.
 

(9)Fenwick•op. 

cit••pp.40 

~
 42. 

一
九
九
ー
ニ
―
二
頁
。
米
州
連
合
の
機
関
と
し

276 



米

州

機

構

の

設

立

時
な
お
中
立
国
で
あ
っ
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
の
ぞ
い
た
米
州
諸
国
二
十
ケ
国
が
参
加
し
て
、

戦
争
と
平
和
の
問
題
に
関
す
る
米
州
会
議
。
第
二
世
界
大
戦
の
末
期
の
一
九
四
五
年
―
一
月
二
十
一
日
か
ら
三
月
八
日
ま
で
、
当

(
1
)
 

メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
で
開
催
さ
れ
た
。
こ

の
会
議
は
、
米
州
国
際
会
議
の
特
別
会
議
で
あ
る
。
こ
の
会
議
で
は
、
米
州
諸
国
の
―
つ
に
対
す
る
侵
略
の
場
合
に
全
米
州
諸
国
が
こ

の
侵
略
に
対
抗
す
る
手
続
を
定
め
た
条
約
を
戦
後
締
結
す
る
こ
と
を
き
め
た
チ
ャ
プ
ル
テ
ペ
ッ
ク
協
定

(
A
c
t
of 
C
h
a
p
u
l
 t
e
p
e
e
)
 

(
2
)
 

及
び
米
州
連
合
の
改
組
・
強
化
に
関
す
る
決
議
が
採
択
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
会
議
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
他
の
米
州
諸
国
の
共
同
行

動
に
参
加
す
る
よ
う
に
と
い
う
希
望
を
表
明
し
た
が
、
三
月
二
十
七
日
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
こ
の
会
議
の
協
定
や
決
議
に
加
っ
て
日
独

(
3
)
 

に
宣
戦
し
た
。
か
く
し
て

0
A
S
の
設
立
は
こ
の
会
議
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

米
大
陸
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
の
米
州
会
議

(
I
n
t
e
r
。A
m
e
r
i
c
a
n
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
 
for 
t
h
e
 
M
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 of 
C
o
n
-

tinental 
P
e
a
c
e
 
a
n
d
 S
e
c
u
r
i
t
y
)
。
第
一
一
世
界
大
戦
終
了
後
た
ゞ
ち
に
、
戦
争
と
平
和
の
問
題
に
関
す
る
米
州
会
議
で
採
択
さ
れ
た
決

議
を
実
行
に
移
す
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
戦
争
中
か
ら
の
ペ
ロ
ン
大
統
領
一
派
の
ナ
チ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
的
な
独
裁
政
治
に
関
連
し
て
、
米

州
諸
国
、
特
に
米
国
及
び
ウ
ル
ガ
イ
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
間
に
一
九
四
五
年
か
ら
四
六
年
に
か
け
て
問
題
が
生
じ
た
た
め
、
決
議
の
実

(
4
)
 

現
に
つ
い
て
の
米
州
諸
国
間
の
外
交
々
渉
は
殆
ん
ど
進
渉
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

主
義
世
界
と
非
共
産
主
義
世
界
、

の
対
立
が
激
化
し
、
国
連
と
く
に
安
保
理
事
会
の
機
能
が
マ
ヒ
し
た
こ
と
に
剌
戟
せ
ら
れ
、
米
州
諸

第
四
節

(
2
2
)
M
a
n
g
o
n
e
,
 op. 
cit., 
p. 2
5
6
.
 

チ
ャ
。
フ
ル
テ
ペ
ッ
ク
協
定
と
リ
オ
条
約

一
九
四
七
年
に
な
っ
て
、
米
国
と
ソ
連
、
共
産
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全
米
州
諸
国
二
十
一
ケ
国
が
参
加
し
て

t
a
n
c
e
)
 

(
E
c
o
n
o
m
i
c
 A
g
r
e
e
m
e
n
t
 
of 
B
o
g
o
t
a
)
、
犀
i

9
)
 

ヽ

（
 

一
九
四
八
年
三
月
三
十
日
か
ら
五
月
二
日
ま
で

一
九
四
七
年
八
月
十
五
日
か
ら
九
月
二
日
ま
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
・
デ
・
ジ

ャ
ネ
イ
ロ
（
正
確
に
は
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
州
の
ペ
ト
ロ
ポ
リ
ス

P
e
t
r
6
p
o
l
i
s
)

で
、
ニ
カ
ラ
ガ
を
の
ぞ
い
た
米
州
諸
国
二
十
ケ
国

(
6
~
 

が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
た
国
連
事
務
総
長
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
会
議
に
出
席
し
た
。
こ
の
会
議
で
は
、

0

A

S
憲
章
・
ボ
ゴ
タ

(Inter-
A
m
e
r
i
c
a
n
 
T
r
e
a
t
y
 
of 
Rec1procal 

協
約
と
と
も
に
0

A

S
の
三
基
本
条
約
の
―
つ
で
あ
る
米
州
相
互
援
助
条
約

(
7
)
 

が
締
結
せ
ら
れ
た
。
こ
の
条
約
は
、
通
称
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
条
約
（
ま
た
は
リ
オ
条
約
R
i
o
T
r
e
a
t
y
)
と
い
わ
れ
、
前

(
8
)
 

一
九
四
八
年
十
二
月
一
一
一
日
コ
ス
タ
リ
カ
の
批
准
書
寄
託
に
よ
っ
て
発
効
し
た
。
こ
の
条
約
は
、
国
連
憲

章
第
五
十
一
条
の
個
別
的
及
び
集
団
的
自
衛
権
に
基
く
地
域
協
定
の
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
米
州
の
内
外
を
と
わ
す
、

よ
っ
て
で
も
、
米
州
の
一
国
の
平
和
及
び
安
全
に
対
し
て
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
全
米
州
諸
国
が
こ
れ
を
援
助
す
る
こ
と
を
定

め
て
お
り
、

O

A

S
の
集
団
安
全
保
障
機
構
と
し
て
の
行
動
の
法
的
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

ャ
プ
ル
テ
ペ
ッ
ク
協
定
は
0

A

S
の
設
立
・
性
格
・
行
動
に
決
定
的
な
影
轡
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
。

O

A

S
憲
章
、

第
九
回
米
州
国
際
会
議

ボ
ゴ
タ
協
約
（
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
米
州
条
約
）
、

W
o
m
e
n
)
、
婦
人
に
市
民
権
を
み
と
め
る
こ
と
に
関
す
る
条
約

(10) 

t
o
 
W
o
m
e
n
)
が
締
結
せ
ら
れ
た
。

文
と
二
十
六
ケ
条
か
ら
な
り
、

ボ
ゴ
タ
経
済
協
定

(
5
)
 

国
間
に
決
議
実
現
の
気
運
が
強
く
な
っ
た
。
そ
こ
で

A
S
S
l
s
.
 

い
か
な
る
国
に

こ
の
条
約
締
結
を
決
議
し
た
チ

コ
u

ン
ビ
ヤ
の
ボ
ゴ
タ
で
開
催
さ
れ
た
。

人
に
参
政
権
を
み
と
め
る
こ
と
に
関
す
る
米
州
条
約

(
I
n
t
e
r
-
A
m
e
n
c
a
n
C
o
n
v
e
n
t
1
0
n
 
o
n
 t
h
e
 G
r
a
n
t
 
of 
Polit1cal 
R
i
g
h
t
s
 to 

(
I
n
t
e
r
-
A
m
e
n
c
a
n
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 t
h
e
 
G
r
a
n
t
 
of 
Givil 
R
i
g
h
t
s
 

こ
の
会
議
で
は
六
つ
の
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
第
一
及
び
第
二
委
員
会
は
0

A

S
憲
章
の
審
議
に
あ
た
り
、
第
三
委
員
会
は
ボ
ゴ
タ
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協
約
を
審
議
し
、
第
四
委
員
会
は
経
済
問
題
、
第
五
委
員
会
は
社
会
及
び
文
化
問
題
、
第
六
委
員
会
は
、
西
半
球
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植

民
地
、
事
実
上
の
政
府
の
承
認
、
西
半
球
の
民
主
々
義
の
維
持
及
び
擁
護
、
個
人
の
権
利
及
び
義
務
等
の
法
律
及
び
政
治
問
題
を
分
担

が
重
要
問
題
を
審
議
・
決
定
し
、

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
四
月
九
日
の
暴
動
後
は
、
各
国
代
表
団
の
長
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
連
営
委
員
会

こ
の
決
定
に
甚
い
て
各
委
員
会
が
条
約
案
を
つ
く
っ
が
、
。
そ
の
結
果
、
前
述
の
五
つ
の
条
約
が
締
結

せ
ら
れ
、

そ
の
外
に
事
実
上
の
政
府
の
承
誌
、
共
産
主
義
そ
の
他
の
非
民
主
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
脅
威
、

(12) 

び
属
領
等
々
に
関
す
る
四
十
六
の
決
議
が
採
択
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
あ
る
植
民
地
及

か
く
し
て
、
第
九
回
米
州
国
際
会
議
に
お
い
て

0
A
S
憲
章
が
締
結
せ
ら
れ
、
米
州
地
域
の
国
際
機
構
は
、

0
A
S
に
な
っ
て
、
は

(
1
3
3
 

じ
め
て
完
全
な
形
で
の
法
的
基
礎
を
も
っ
た
の
で
あ
る
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、

0

A
S
は、

そ
の
設
立
は
新
し
い
が
、

根
拠
を
あ
た
え
、

そ
の
由
来
は
古
い
の
で
あ
っ
て
、
従
来
か
ら
米
州
地
域
に
存
在
し
て
い
た
国
際
機
構
に
条
約
上
の

そ
の
組
織
・
機
能
を
整
備
・
強
化
・
確
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ボ
リ
バ
ー
ル
が
パ
ナ
マ
会
議
を
召
集
し
て

か
ら
約
百
二
十
年
、
第
一
回
米
州
国
際
会
議
に
よ
っ
て
米
州
地
域
に
国
際
機
構
が
は
じ
め
て
設
立
さ
れ
て
か
ら
約
六
十
年
に
し
て
、

リ
バ
ー
ル
の
構
想
が
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

構
と
単
に
表
面
的
に
組
織
・
機
能
の
面
か
ら
の
み
比
較
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

O
A
S
の
性
格
・
組
織
・
機
能
は
、

ボ

こ
の
よ
う
に

0
A
S
は
古
い
伝
統
と
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
が
故
に
、
他
の
国
際
機

゜

A
S
の
み
が
も
っ
て
い
る
伝
統
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

O
A
S
の
真
の
理
解
の
た
め
に
は
汎
米
制
度
の
沿
革
を
知
る
必
要
が

あ
り
、
拙
稿
が
汎
米
制
度
を
沿
革
史
的
に
考
察
し
た
の
は
、

か
ヽ
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
期
に
お
い
て
は
、

経
済
的
な
汎
米
主
義
の
実
現
を
さ
ま
た
げ
た
の
は
、
政
治
問
題
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
今
日
で
は
、
政
治
的
な
汎
米
主
義
の
維
持
が

経
済
問
題
に
よ
っ
て
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
皮
肉
な
現
象
で
あ
る
。

(
S
t
e
e
r
i
n
g
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
)
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h
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S
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:
 Fifty Years of 

Progress, A
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n
 Journal 
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む

す

び

第
四
節

第
三
節

第
二
節

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
に
よ
る
特
殊
性

1
|
「
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
」
と

永
世
中
立
国
の
義
務

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
特
殊
性

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
の
特
殊
性

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と

E
E
C

第
一
節
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
独
立
再
建
及
び
永
世
中
立
に
い
た
る
沿
革

は

し

が

き

「
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
」

第

七

章

オ

に
関
連
し
て
ー
|

ス

ト

リ

ャ

と

E

E

C
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A
諸
国
も
動
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、

一
九
六
一
年
十
月
に
ウ
イ
ー
ン
で
他
の

E
F
T
A
加
盟
の
中
立
国
ス
イ
ス
及

今
日
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
・
経
済
・
法
律
・
科
学
・
文
化
そ
の
他
い
か
な
る
問
題
を
と
り
あ
げ
て
も
、

パ
経
済
共
同
体

(European
Economic 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
)
 

か
ら
一
九
六
二
年
に
か
け
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
最
も
直
要
な
外
交
問
題
は

E
E
C
対
策
で
あ
り
、

(Europaische 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
g
e
m
e
m
s
c
h
a
f
t
)
な
る
ヰ
虫
子
が
見
あ
た
ら
な
い
日
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
程
で
あ
っ

た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
英
国
・
デ
ン
マ
ー
ク
・
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
エ
ー
デ
ン
・
ス
イ
ス
と
の
間
に
締
結
し
た
一
九
五

九
年
十
一
月
二
十
日
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
条
約
に
よ
っ
て

E
F
T
A
(
E
u
r
o
p
e
a
n
Free Trade Associaston, 
Europaische 
Frei. 

handelsassoziati on.
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
由
貿
易
連
合
）
に
参
加
し
て
い
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
輸
出
入
は

E
F
T
A
諸
国
と
よ
り
も

E
E
C

(
I
L
 

諸
国
と
の
間
の
も
の
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は

E
E
C
に
対
す
る
経
済
面
で
の
依
存
度
が
大
き
い
と
こ
ろ
か

一
九
六
―
―
一
年
一
月
末
に
英
国
の

E
E
C
加
盟
交
渉
が
失
敗
し
た
結
果
E
F
T
A
加
盟
国
の
中
の
他
の
中
立
国
ス
イ
ス
及
び
ス
エ
ー

い
と
い
う
意
見
を
表
明
し
て
、

デ
ン
か
当
分
は

E
E
C
と
の
連
携
交
渉
を
見
送
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
単
独
連
携
を
も
辞
さ
な

(

2

)

 

E
E
C
に
対
し
て
積
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
永
世
中
立
国
な
る
が
故
に

E
E
C
に
正
式
メ
ン
バ
ー
と
し
て
加
人
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
正
式
加
盟
よ
り

も
ゆ
る
い
結
び
つ
き
で
あ
る

E
E
C
と
の
連
携
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
こ
の
よ
う
な
連
携
の
た
め
の

交
渉
を
正
式
に

E
E
C
と
の
間
に
開
始
し
た
の
は
一
九
六
一
年
十
二
月
で
あ
る
。

ウ
イ
ー
ン
の
主
要
新
聞
に

E
W
G

E
F
T
A
設
立
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
イ
ブ
を
と
り
し
か
も

E
F
T
A
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
英
国
が
一
九
六
一
年
八
月
に

E
E
C
に
正
式
加
盟
の
申
請
を
な
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の

E
F
T

び
ス
エ
ー
デ
ン
と
協
議
し
た
の
ち
に
、
同
年
ト
ニ
月
に
正
式
に

E
E
C
と
の
交
渉
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

オ
ー
ス

らノ

の
問
題
が
直
接
ま
た
は
間
接
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

は

し

が

き

一
九
六
一
年

E
E
C
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
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フ ポノ デ ス スイ
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ラ
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ド

各む
ウ

リ
ガ I デ 単

工

位

計 ）レ イク ンス ス 形

九

゜゚゚
四 五 /＇ ‘ 輸．． ．． ．． ．． 

八 七 五 八 五 七

゜
年

九

゜゚゚
五 五 /-』-‘• 入

．． ．． ．． ．． 
五 九 五

゜゚
年

九
五 四

゜
-』―・

-Iヽ 輸ノ‘.. ．． ．． ．． 
四 四

゜
/， ‘ 

゜
年

九

五

゜
七

.J._,. 出五 ノ‘．． ．． ．． ．． 
九

゜
四 五 八 年

H
e
f
t
2
.
,
 
S
.
1
1
7
~
1
1
8
 

対
E
F
T
A
諸
国

g
a
n
g
 

に
よ
れ
ば

ト
リ
ャ
の

E
E
C
と
の
連
携
に
つ
い
て
は

E
E
C
の
内
部
に
お
い
て
反
対
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

E
E
C
の
外
部
と
く
に
ソ
連
を
は
じ

(
3
)
 

め
と
す
る
東
欧
諸
国
か
ら
も
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
こ
の
動
向
を
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
と
の
連
携
に
つ
い
て
、

そ
の
政
治
上
・
経
済
上
の
利
害
得
失
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
し
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
及
び
オ

ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
規
程
と
の
関
連
に
お
い
て
国
際
法
上
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
オ

ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
と
の
連
携
は
「

E
E
C
で
他
の
加
盟
国
と
く
に
ド
イ
ツ
と
同
棲
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
結
婚
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
は
な
い
」
と
い
う
に
ひ
と
し
い
と
い
う
非
難
が
は
た
し
て
あ
た
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

(
l
)
S
i
e
b
e
n
t
e
r
 B
e
r
i
c
h
t
 
d
e
r
 B
u
n
d
e
s
r
e
g
i
e
r
n
n
g
 z
u
m
 S
t
a
n
d
 d
e
r
 w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 
I
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
 
E
u
r
o
p
a
s
 fiir 
d
i
e
 Z
e
i
t
 

v
o
m
 16. 
S
e
p
t
e
m
b
e
r
 
1
9
6
2
 
b
i
s
 
z
u
m
 15. 
M
a
r
z
 1963, 
O
s
t
e
r
r
e
i
c
h
i
s
c
h
e
 
Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
 
fiir 
A
u
s
s
e
n
p
o
l
i
t
i
k
,
 1963, 3. 
J
a
h
r
,
 

る。
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ン
地
区
を
五
区
に
わ
け
て
、
周
辺
の
四
つ
の
区
は
各
国
に

周
知
の
よ
う
に
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は

第

一

節

オ

ー

ス

ト

リ

ヤ

の

独

立

再

建

及

び

永

世

中

立

に

い

た

る

沿

革

対
E
E
C
諸
国

(
2
)
外
務
省
経
済
局
経
済
調
査
室
、

E
E
C
の
発
展
と
展
沼
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
「
国
際
問
題
シ
リ
ー
ズ
」
第
三
十
二
号
、
昭
和
三
十
八
年
、

五
十
ー
五
十
一
頁
。

(
3
)
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
と
の
交
渉
の
経
過
、

E
E
C
の
こ
れ
に
対
す
る
態
度
、

E
E
C
外
の
第
三
国
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
立
場
等
の

政
治
的
分
析
は
、
川
崎
晴
朗
、
E
E
C

の
開
放
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
—
ョ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
中
立
諸
国
|
ー
‘
外
務
省
調
査
月
報
第
三
巻

十
一
号
、
昭
和
三
十
七
年
。

一
几
三
八
年
三
月
十
三
日
に
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
併
合
せ
ら
れ
て
ド

イ
ツ
の
一
部
と
な
り
、
第
二
大
戦
で
は
ド
イ
ツ
と
運
命
を
と
も
に
し
た
が
、
戦
後
は
ド
イ
ツ
と
は
別
に
そ
の
国
土
は
米
・
英
・
フ
ラ
ン

ス
・
ソ
連
の
そ
れ
ぞ
れ
の
占
領
地
区
に
四
分
さ
れ
た
。
な
お
、
首
都
ウ
イ
ー
ン
は
ソ
連
の
占
領
地
区
内
に
あ
っ
た
が
、
特
別
に
ウ
イ
ー

中央の―つの区（現在のウイーン一区、InnerStadt)は共同

オフ ベ イ西
I↑ .V, 

フフ タド
Jレ

計 ク

ンン
セ

リイ 単ぅ 位
Jレ

％ ダス グ lツ

五 四 九
＇ 九 七 /‘ 輸．． ．． ．． 

伍 九 七九 九 年

伍 四 九

九 八 I-」 -ヽ 入
．． .. ．． 

九 八 年ト—-

四 九、

仇 五 七 /＇ ‘ 輸．． ．． ．． 
広

゜
八 五 年

五
九

出， 

゜
五 八/‘ ．． ．． ．． 

゜
五

゜
年
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と
こ
ろ
が
、

に
、
占
領
管
理
さ
れ
た
。
し
か
し
な
か
ら
、

選
挙
に
よ
っ
て
国
民
党
と
社
会
党
と
の
連
立
政
権
と
し
て
再
組
織
さ
れ
た
が
、
と
に
か
く
、

リ
ヤ
の
場
合
に
は
政
権
が
分
裂
す
る
こ
と
な
く
終
始
統
一
政
権
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

ド
イ
ツ
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、

一
九
五
五

ド
イ
ツ
降
伏
前
の
一
九
四
五
年
四
月
に
は
や
く
も
ウ
イ
ー
ン
に
樹
立
せ
ら
れ
た
カ
ー
ル
・

レ
ン
ナ
ー
の
暫
定
政
権
は
、
同
年
九
月
二
十
四

H
か
ら
二
十
六
日
ま
で
開
か
れ
た
各
州
代
表
者
会
議
の
決
定
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ

(
4
)
 

を
代
表
す
る
統
一
政
権
と
な
り
、
同
年
十
月
二
十
日
に
は
連
合
国
占
領
委
員
会
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
年
十
二
月
の
総

ォ
ー
ス
ト

一
九
四
五
年
十
二
月
の
総
選
挙
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
共
産
党
は
国
民
議
会
一
六
五
議
席
中
わ
ず
か
に
四
議
席
し
か
え
ら
れ
ず
、
そ
の

後
の
一
九
四
九
年
十
月
の
総
選
挙
で
も
共
産
党
へ
の
投
票
は
わ
ず
か
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
、
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
共
産
党
を
通
じ
て

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
を
自
己
の
勢
力
の
下
に
お
こ
う
と
し
た
ソ
連
の
努
力
は
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
民
の
根
づ
よ
い
抵
抗
に
あ
っ
て
失
敗
し
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
問
題
処
理
の
任
を
ま
か
さ
れ
て
い
た
米
・
英
・
フ
ラ
ン
ス
・
ソ
連
四
カ
国
外
相
会
議
で
は
、

ソ
連
の
賠
償
及
び
占
頷
費
用
補
償
要
求
問
題
等
々
の
種

一
九
四
―
―
一
年
十
一
月
一
日
の
米
・
英
・
ソ
連
三
国
の
モ
ス
コ
ー
宣
言
の
中
で
の
ド
イ
ツ
に
よ
る
オ
ー

ス
ト
リ
ヤ
の
強
制
的
な
併
合
を
無
効
と
し
自
由
且
つ
独
立
の
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
を
再
建
し
よ
う
と
い
う
約
束
は
な
か
な
か
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
五
―
―
一
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
の
東
西
緊
張
の
緩
和
は
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
問
題
に
も
影
響
を
お
よ
ば
し
、

年
四
月
十
二
日
か
ら
十
五

H
ま
で
モ
ス
コ
ー
で
ソ
連
側
代
表
モ
ロ
ト
フ
外
相
・
ミ
コ
ヤ
ン
副
首
相
と
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
側
代
表
ラ
ー
ブ
首

相
・
シ
エ
ル
フ
副
首
相
・
フ
ィ
グ
ル
外
相
・
ク
ラ
イ
ス
キ
ー
官
房
長
官
と
の
間
に
行
わ
れ
た
会
談
に
よ
っ
て
、

ス
ト
リ
ヤ
代
表
を
加
え
た
会
議
が
開
か
れ
、

約
締
結
の
最
後
の
障
害
が
と
り
の
ぞ
か
れ
た
。
同
年
五
月
二
日
か
ら
ウ
イ
ー
ン
で
米
・
英
・
フ
ラ
ン
ス
・
ソ
連
の
四
カ
国
大
使
に
オ
ー

(
6
)
 

ォ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
家
条
約
の
原
文
の
最
終
案
が
確
定
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
同
年
五
月
十
五

々
の
難
問
題
が
も
ち
だ
さ
れ
て
、

ー
の
領
土
及
び
賠
償
要
求
問
題
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
あ
る
ド
イ
ツ
資
産
問
題
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条

ユ
ー
ゴ
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を
通
じ
て
外
国
に
通
告
せ
ら
れ
、

法
規
程
は
効
力
を
生
じ
た
。

の
交
渉
の
最
終
ラ
ウ
ン
ド
に
突
然
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

日
に
サ
ボ
イ
の
オ
イ
ゲ
ン
王
子
の
嘗
て
の
夏
の
宮
殿
で
あ
っ
た
ベ
ル
ベ
デ
レ
宮
で
ダ
レ
ス
米
国
務
長
官
・
マ
ク
ミ
ラ
ン
英
外
相
・
ピ
ネ

ー
仏
外
相
・
モ
ロ
ト
フ
ソ
連
外
相
と
フ
ィ
グ
ル
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
外
相
と
の
間
に
「
独
立
民
主
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
再
建
に
関
す
る
国
家
条
約

(
S
t
a
a
t
s
v
e
r
t
r
a
g
 b
e
t
r
e
f
f
e
n
d
 die 
W
i
e
d
e
r
h
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
 e
i
n
e
s
 
u
n
a
b
h
a
n
g
i
g
e
n
 u
n
d
 d
e
m
o
k
r
a
t
i
s
c
h
e
n
 O
s
t
e
r
r
e
i
c
h
.
 ~
l
-
'
＇
オ
ー
ス
ト

リ
ヤ
国
家
条
約
と
略
す
）
」
が
署
名
せ
ら
れ
、
同
条
約
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
同
年
七
月
二
十
七
日
に
効
力
を
発
生
し
、
同
条
約

(
7

↑
 

第
二
十
条
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
同
年
十
月
二
十
五
日
以
降
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
占
領
か
ら
開
放
さ
れ
た
の
で
あ
る

こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
家
条
約
は
、
前
文
•
本
文
三
十
八
条
・
付
属
書
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、

こ
ろ
は
全
然
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

ヤ
国
家
条
約
の
中
に
、

の
交
渉
に
よ
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
に
ふ
れ
た
と

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
を
永
世
中
立
に
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
締
結

ド
イ
ツ
に
対
す
る
戦
争
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
解
放
に
兵
力
を
も
っ
て
参
加
し
た
国
々
に
対
抗
す
る
軍
事
同
盟
へ

(
8
)
 

の
不
参
加
、
外
国
軍
事
基
地
の
不
設
置
、
外
国
人
軍
事
顧
問
の
不
採
用
等
の
規
定
を
い
れ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
外
相
会
議

で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
成
果
を
み
な
か
っ
た
が
、

そ
の
後
の
ソ
連
と
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
の
外
交
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
締
結
の
道
を
開
い
た
前
述
の
モ
ス
コ
ー
会
談
が
開
催
せ
ら
れ
、

こ
の
モ
ス
コ
ー
会
談
の

一
九
五
五
年
四
月
十
五
日
付
の
覚
書
で
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
永
世
中
立
国
に
な
る
こ
と
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ

国
家
条
約
が
署
名
さ
れ
た
後
の
一
九
五
五
年
七
月
十
九
日
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
政
府
は
「
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
の
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規

程
(
B
u
n
d
e
s
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
g
e
s
e
t
z
iiber 
die 
N
 eutralitat 
O
s
t
e
r
r
e
i
c
h
s
.

以
下
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
と
略
す
）
」
案
を
国
会
に

提
出
し
、
外
国
軍
隊
が
撤
退
し
た
直
後
の
同
年
十
月
二
十
六
日
に
国
会
は
こ
れ
を
可
決
し
、
|
―
月
五
日
に
こ
の
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲

つ
い
で
十
一
月
十
四
日
に
こ
の
連
邦
憲
法
規
程
に
よ
る
永
世
中
立
の
声
明
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
在
外
代
表

一
九
五
六
年
八
月
八
日
ま
で
に
は
五
十
数
国
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
は
承
認
ま
た
は

一
九
五
四
年
一
一
月
の
ベ
ル
リ
ン
外
相
会
議
で
、
ソ
連
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
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権
承
認
に
関
す
る
レ
ン
ナ
ー
宛
の
連
合
国
占
領
委
員
会
の
覚
書

(
5
)
モ
ー
ズ
リ
ー
著
、
山
川
・
木
村
訳
、

一
、
外
に
対
し
常
に
独
立
を
確
保
す
る
た
め
及
び
自
国
領
土
を
お
か
さ
れ
な
い
た
め
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、
こ
ヽ
に
自
由
意
思
を
も
っ
て

二
、
将
来
に
わ
た
り
こ
の
目
的
を
確
保
す
る
た
め
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、
い
か
な
る
軍
事
同
盟
に
も
加
入
せ
ず
、
ま
た
そ
の
領
土
内
に
い
か

(
4
)
S
t
e
p
h
a
n
 V
e
r
o
s
t
a
,
 D
i
e
 m
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 S
t
e
l
l
u
n
g
 O
s
t
e
r
r
e
1
c
h
s
 
1
9
3
8
 
b
i
s
 
1947, 
S
.
 
1
3
-、
14,
2
9
 ~
 31, 
71 ~
 7
4
 
u
n
d
 

97 ~
 98. 

一
九
八
頁
I
―
1
0九
頁
。

E
r
m
a
c
o
r
a
,
 a. 
a
.
 0
.
,
 S
.
1
0
 ~
 25.
及
び
、
入
江
啓
四

一
切
の
手
段
を
あ
げ
て
永
世
中
立
を
維
持
し
且
つ
擁
護
せ
ん
と
す
る
。

「
ソ
ビ
エ
ト
と
柑
界
政
治
」
、
昭
和
三
十
七
年
、
一
七
四
頁
。
こ
の
書
物
で
は
、
第
一
回
総
選
挙
は
一
九

四
五
年
十
二
月
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

F
e
l
i
x
E
r
m
a
c
o
r
a
`
O
s
t
e
r
r
e
i
c
h
s
 S
t
a
a
t
s
v
e
r
t
r
a
g
 
u
n
d
 N
e
u
t
r
a
l
i
f
a
t
,
 

1957, 
s. 
100
に
よ
れ
ば
、
同
年
十
一
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

一
九
四
五
年
十
月
二
十
日
付
の
暫
定
政

(
M
e
m
o
r
a
n
d
u
m
 d
e
s
 
A
l
l
i
i
e
r
t
e
n
 
R
a
t
e
s
 
a
n
 S
t
a
a
t
s
k
a
n
z
l
e
r
 
D
r
.
 

R
e
n
n
e
r
,
 b
e
t
r
e
f
f
e
n
d
 d
i
e
 
A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 d
e
r
 
p
r
o
v
i
s
o
n
s
c
h
e
n
 
R
e
g
i
e
r
u
n
g
,
 v
o
r
n
2
0
.
 
O
k
t
o
b
e
r
 1
9
4
5
.
)
の
第
さ
石
唄
は
、
「
斬
〗

定
政
権
の
重
要
な
任
務
の
―
つ
は
、
十
二
月
一
―
-
＋
一
日
よ
り
前
の
で
き
る
か
ぎ
り
早
い
時
期
に
自
由
選
挙
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
6
)
A
l
f
r
e
d
 V
e
r
d
r
o
s
s
,
 D
i
e
 
i
r
n
r
n
e
r
w
・
a
h
r
e
n
d
e
 
N
e
u
t
r
a
l
i
t
a
t
 
d
e
r
 
R
e
p
u
b
l
i
k
 O
s
t
e
r
r
e
i
c
h
,
 1958, 
S
.
9
.
 

(
7
)
第
二
大
戦
終
了
後
か
ら
国
家
条
約
締
結
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
は
、

郎
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
「
中
立
主
義
の
研
究
」
、
昭
和
―
二
十
六
年
、

(
8
)
E
r
m
a
c
o
r
a
,
 a
.
 
a
.
0
.
,
 s. 9
5
 ~
9
6
.
 

第
二
条
こ
の
連
邦
憲
法
法
規
を
執
行
す
る
こ
と
は
連
邦
政
府
の
責
任
で
あ
る
。

か
な
る
外
国
の
軍
事
基
地
を
も
許
さ
な
い
。

永
世
中
立
を
官
言
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は

第
一
条

(10) 

こ
の
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

(
9
)
 

認
知
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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オーストリヤの中立を承認または認知した国

国 家 名 承認時期 国 家 名 承認時期

1. 日 本 1955. 1 I. 16 28.インドネシャ 1955.12.21 

2.コ ロ ン ピャ 11. 17 29.プ ラ ジ Jレ 12. 21 

3.ス エーデン 11. 18 30.デンマーク 12.22 

4.イ 夕 リ 11. 18 31.ボ リ ビ ヤ 12.22 

5.イ ス ラエル 11. 20 32.エル・サルバドール 12.22 

6.ホンジュラス 11. 22 33.タ イ 12.23 

7.アイルランド 11. 22 34.ノール ウエイ 12.23 

8.ス イ ス 11. 23 35.オ ラ ン ダ 12.23 

9.ガ テ マ ラ 11. 23 36.ポー ラ ン ド 12.24 

10.ノ‘ ンガリ 11. 24 37.メ キ シ’ コ 12.26 

II.イ ン ド 11. 25 38.ベ ｝レ ギ 1956. 1. 2 

12.チ リ 11. 25 39.バ チ 力 ン 1. 4 

13.フィンランド 11. 25 40.イ ラ ン 1. 8 

14.チェッコスロバキャ 12. 1 41.セ イ ロ ン 1. 9 

14a;iーゴスラビヤ 12. 1 42.ビ ｝レ マ 1. 10 

15.ノゞ チ 力 ン 12. 4 43.アフガニスタン I. 11 

16.フ ラ ン ス 12. 6 44.南 阿 連 邦 1. 16 

16a．英 国 12. 6 45.バキスタ ン＇ 1. 25 

17.ソ 連 12. 6 46.ギ リ シ‘ ヤ 2. 9 

17a．ァ メ リ 力 12. 6 47.、ン リ ヤ 2. 26 

18.ルクセンプルグ 12. 7 48.エ ジ プ 卜 3. 19 

19.西 ド イ ツ 12. 7 49.ベネズエ ラ 3.21 

20.ルーマニャ 12. 8 50.ニ 力 ラ ガ 4. 4 

21.ポル 卜 ガル 12. 13 51.インドネシャ 4.26 

22.カ ナ ダ 12. 13 52.アルゼンチン 5. 4 

23.プルガリ ヤ 12. 15 53.オ ーストラリヤ 5. 18 

24.ト Jレ コ 12. 15 54. ヨ Jレ ダ ン 7. 7 

25.ペ ）レ 12. 17 55.ス ペ イ ン 7. 9 

26.イ ラ ク 12. 19 56.イ ラ ク 8. 2 

27.レ ノゞ ノ ン＇ 12. 20 57.モ ナ コ 8. 8 
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と
い
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、

件
と
し
て
課
し
た
義
務
以
上
に
は
い
か
な
る
義
務
も
お
わ
な
い
。
」

「
永
世
中
立
と
は
、
そ
の
本
質
は
臨
機
の
中
立

義
務
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
節

(
9
)
I
b
i
d
.
,
 S
.
 9
5
 
u
n
d
 
1
0
5
.
 

シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
は

な
お
、
エ
ル
マ
コ
ー
ラ
の
右
の
図
表
で
、
バ
チ
カ
ン

(15
と
39)
・
イ
ラ
ク

(26
と
56)
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ャ

(28
と
51)
が
童
複
し
て
お
る
こ
と
、

ま
た
、
ユ
ー
ゴ
ー
が
1
4
a
、
英
国
が
1
6
a
、
米
国
が
1
7
a
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
あ
る
い
は
註
37
で
後
述
す
る
こ
と

に
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

(10)
外
務
省
条
約
局
、
二
国
間
条
約
集
、
昭
和
一
二
十
三
年
、
四

0
四
頁
、
に
よ
る
。

永

世

中

立

国

の

義

務

以
上
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
永
世
中
立
国
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
永
世
中
立
国
が
一
般
に
お
う
と
こ
ろ
の

(
d
i
e
 
g
e
l
e
g
e
n
t
l
i
c
h
e
 
N
e
u
t
r
a
l
i
t
a
t
)
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
戦

争
に
関
し
て
常
に
中
立
を
宣
言
し
他
国
に
よ
っ
て
永
久
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
承
認
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
効
果
、
そ
の
義
務
、
な
ら

び
に
そ
の
権
利
は
、
他
国
間
に
戦
争
が
勃
発
し
て
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
平
時
に
は
永
世
中
立
は
潜
在
的
な
も
の
で
あ
っ
て
一
般
に

お
か
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
平
時
に
は
な
ん
ら
直
接
の
義
務
を
お
わ
し
め
な
い
も
の
で
あ
り
、
永
世
中
立
国
は
他
国
家
間
の
将
来
の
戦
争
に
ま
き

こ
ま
れ
る
よ
う
な
措
置
や
約
束
を
せ
い
ぜ
い
さ
け
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
前
の
用
心
は
、
中
立
国
自
身
の
問
題

で
あ
っ
て
、
他
国
の
監
督
の
下
に
お
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
際
法
上
の
義
務
で
は
な
く
て
せ
い
ぜ
い
道
徳
的
意
味
の
義
務
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
…
…
…
永
世
中
立
は
、
臨
機
の
中
立
の
場
合
の
一
般
的
義
務
の
ほ
か
に
は
、
当
該
永
世
中
立
条
約
が
そ
の
永
世
中
立
の
承
認
ま
た
は
保
障
の
条
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(12) 

と
い
っ
て
い
る
。

、
ド
ょ
、

ノ
ィ
ー

し
た
が
っ
て

一
般
に
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
て
い
る
法
理
で
あ
る
。
」

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
条
約
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
た
は
承
認
せ
ら
れ
た
永
世
中
立
は
、
中
立
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
戦
時
に
の
み
存
在
し
う
る

普
通
の
中
立
義
務
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
該
条
約
す
な
わ
ち
永
世
中
立
条
約
が
課
し
て
い
る
義
務
以
外
に
は
い
か
な
る
義
務
も
お
わ
さ
れ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
約
上
の
義
務
は
そ
れ
ぞ
れ
の
永
世
中
立
国
で
異
っ
て
お
っ
て
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

と
主
張
し
て
い
が
、
。
前
述
の
如
く
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、

そ
の
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
に
よ
っ
て
、
永
世
中
立
を
宣
言
し
（
第
一

条
一
項
）
、
軍
事
同
盟
の
不
参
加
と
軍
事
甚
地
の
不
貸
与
と
を
宣
明
し
て
い
る
（
第
一
条
二
項
）
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
の
主

張
に
基
く
な
ら
ば
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
国
と
し
て
お
う
義
務
は
、
所
謂
「
戦
時
に
お
け
る
中
立
」
の
義
務
、
軍
事
同
盟
不
参

加
の
義
務
、
軍
事
基
地
不
貸
与
の
義
務
だ
け
に
な
る
。
し
か
も
、

ス
イ
ス
・
ベ
ル

シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
後
二
者
の
義
務
は
所
謂
永
世
中
立
条

約
上
の
義
務
で
あ
っ
て
、
も
し
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
に
そ
の
第
一
条
二
項
を
含
ん
で
な
け
れ
ば
、
軍
事
同
盟
不
参
加
と
軍
事

基
地
不
貸
与
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
と
っ
て
国
際
法
上
の
義
務
で
は
な
く
、
単
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
と
っ
て
得
策
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ

「
当
該
多
数
国
間
条
約
群
の
解
釈
か
ら
、
所
謂
中
立
国
は
、
自
ら
を
戦
争
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
意
図
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
あ
る
い
は
中
立
化

の
計
画
を
不
成
功
に
お
わ
ら
せ
る
よ
う
な
い
か
な
る
手
段
も
全
然
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
国
が
同
盟
条
約
ま
た
は
保
障
条
約
に

加
人
し
た
り
あ
る
い
は
そ
の
他
交
戦
国
と
し
て
攻
撃
的
行
動
を
企
図
す
る
よ
う
な
責
任
を
ひ
き
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
論
理
的
涸

繹
で
あ
り
、

ハ
イ
ド
に
よ
る
な
ら
ば
、
永
世
中
立
国
の
義
務
、
就
中
軍
事
同
盟
不
参
加
の
義
務
は
、
永
世
中
立
条

約
か
ら
演
繹
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
と
同
様
に
、
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ま、
99~ 

フ
ェ
ア
ド
ロ
ス

「
(
-
）
他
国
間
の
戦
争
に
中
立
に
つ
い
て
の
国
際
法
規
範
を
遵
守
す
る
義
務
が
あ
る
。

故
に
永
世
中
立
は
武
装
中
立
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
九

0
七
年
の
陸
戦
の
場
合
の
中
立
に
つ
い
て
の
ハ

ギ
ー
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
そ
の
他
に
つ
い
て
の
永
世
中
立
条
約
の
条
文
は
、
い
ず
れ
も
簡
単
で
あ
っ
て
、

繹
さ
れ
る
も
の
が
永
世
中
立
国
の
義
務
の
す
べ
て
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
国
際
法
の
著
書
の
中
で
、
永
世
中
立
国
の
義
務
は
他
国
間
の
戦
争
に
加
ら
な
い
こ
と
と
同
盟
条
約
・
保
障

(13) 

条
約
の
よ
う
な
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
条
約
を
平
時
に
締
結
し
な
い
こ
と
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
ま
た
、

和
国
の
永
世
中
立
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
前
述
の
一
九
五
五
年
四
月
十
五

H
の
ソ
連
と
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
の
間
の
モ
ス
コ
ー
覚
書

が
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
は
ス
イ
ス
を
見
本
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

(14) 

観
し
て
、
永
世
中
立
国
の
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

（
二
）
外
部
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
そ
の
領
土
を
ま
も
る
権
利
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
す
る
義
務
が
あ
る
。
そ
れ

（
三
）
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
よ
う
な
い
か
な
る
義
務
も
平
時
に
お
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
他
国
の
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
か
ら
、
同

盟
条
約
を
締
結
し
て
も
な
ら
な
い
し
、
自
国
領
土
に
他
国
の
軍
事
基
地
を
許
し
て
も
い
け
な
い
。

（
四
）
他
方
、
他
国
に
自
国
領
土
の
不
可
侵
の
保
障
を
も
と
め
、
そ
の
保
障
の
言
明
を
う
け
い
れ
て
も
よ
い
。

こ
れ
等
条
約
の
条
文
か
ら
演

ス
イ
ス
の
永
世
中
立
の
歴
史
を
概

（
五
）
条
約
上
反
対
の
義
務
が
な
い
か
ぎ
り
は
、
そ
の
内
政
及
び
外
交
政
策
は
そ
の
他
の
点
で
は
完
全
に
自
由
で
あ
る
。

（
六
）
と
く
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
立
の
義
務
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新
聞
及
び
言
論
の
自
由
は
、
永
世
中
立
国
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
、
中
立
国
に
つ
い
て
の
若
干
の
ナ
チ
の
著
者
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
立
を
主
張
し
た
時
に
、
国
際
法
上
の
根
拠

が
な
い
と
し
て
ス
イ
ス
の
み
な
ら
ず
ノ
ー
ル
ウ
エ
イ
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
に
、

ー
グ
第
五
号
協
定
の
締
結
に
さ
い
し
て
は
、
中
立
的
新
聞
の
自
由
が
明
瞭
に
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
単
な
る
一
時
的
中
立
国
は
そ
れ
が
中
立
を
宣
言
し
て
い
る
あ
る
特
定
の
戦
争
中
は
中
立
法
規
を
厳
守
す
る
義
務
が

「
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
共
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あ
る
の
に
対
し
て
、
永
世
中
立
国
は
平
時
に
お
い
て
も
一
定
の
国
際
法
上
の
義
務
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
に
列

挙
し
た
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
義
務
以
外
の
い
か
な
る
国
際
法
上
の
義
務
も
お
わ
な
い
の
で
あ
る
。
」

前
述
の
よ
う
に
ス
イ
ス
に
つ
い
て
の
永
世
中
立
条
約
の
条
文
は
簡
単
で
あ
る
か
ら
、

国
際
法
上
の
義
務
な
る
も
の
は
、

そ
の
永
世
中
立
条
約
の
条
文
の
み
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

戦
後
日
本
で
は
永
世
中
立
な
る
制
度
は
日
本
の
安
全
保
障
に
関
連
し
て
問
題
と
な
っ
た
が
、
永
世
中
立
な
る
制
度
の
も
つ
本
来
の
目

的
は
利
害
関
係
あ
る
対
立
す
る
強
国
の
間
に
一
種
の
緩
衝
地
帯
と
し
て
の
国
家

(
a
b
u
f
f
e
r
 
s
t
a
t
e
)
を
設
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
ギ

ー
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
が
嘗
て
永
世
中
立
国
に
な
っ
た
の
は
ま
さ
し
く
緩
衝
国
と
し
て
で
あ
り
、

ス
イ
ス
が
永
世
中
立
国
に
な
っ
た
の

(15) 

は
、
こ
の
緩
衝
地
帯
と
し
て
の
制
度
が
ス
イ
ス
国
民
の
希
求
と
そ
の
数
世
紀
に
お
よ
ぶ
伝
統
的
政
策
と
に
合
致
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ス

イ
ス
は
一
八
一
五
年
に
永
世
中
立
国
と
な
っ
て
い
る
が
、

通
常
の
義
務
の
ほ
か
に
特
別
の
義
務
、

ス
イ
ス
の
永
世
中
立
の
法
的

そ
れ
以
前
か
ら
、
す
な
わ
ち
一
六
四
八
年
の
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
ー
リ
ヤ
平
和
条

(16)
、

約
以
来
伝
統
的
に
中
立
政
策
を
維
持
し
て
き
て
お
っ
た
の
で
あ
り
他
国
家
間
の
戦
争
に
対
し
て
「
静
か
に
座
っ
て
い
る

(stille
z
u
 

s
i
t
z
e
n
,
 
S
t
i
l
l
e
s
i
t
z
e
n
)

」
と
い
う
ス
イ
ス
の
こ
の
政
策
の
オ
リ
ジ
ン
は
遠
く
十
四
世
紀
の
終
り
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

ぃ
人
。
ス
イ
ス
に
と
っ
て
は
永
世
中
立
は
国
民
大
衆
の
意
思
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
の
永
世
中
立
は
国

民
の
希
求
を
考
慮
せ
ず
し
て
多
く
の
人
々
の
意
思
に
反
し
あ
る
い
は
少
く
と
も
国
民
の
充
分
な
同
意
を
え
ず
し
て
強
国
に
よ
っ
て
お
し

つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
等
の
国
が
永
世
中
立
国
に
な
っ
た
政
治
情
勢
の
相
異
に
よ
っ
て
、
永
世
中
立
国
の

た
と
え
ば
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
対
す
る
国
内
警
察
を
除
く
兵
力
不
保
持
の
義
務
や
要
塞
不
保
持

の
義
務
の
よ
う
な
特
別
の
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て

bi、
ま
た
、
将
来
な
ん
ら
か
の
理
由
か
ら
永
世
中
立
の
地
位
を
維
持
し

て
い
く
べ
き
か
ま
た
は
脱
す
る
べ
き
か
の
岐
路
に
立
っ
た
場
合
に
、

発
展
と
慣
行
を
通
じ
て
演
繹
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
選
択
す
る
道
を
異
に
す
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
緩
衝
地

フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
の
列
挙
し
て
い
る
永
世
中
立
国
の
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（
ハ
）
そ
の
領
土
の
一
部
を
割
譲
し
な
い
義
務
、

に
つ
い
て
は
反
対
説
の
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
な
か
ら
）
、
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、

(20) 

こ
の
他
の
点
で
も
束
縛
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
田
岡
教
授
は
、
永
世
中
立
国
の
義
務
と
し
て
、

し
か
し
な
が
ら
、

（
口
）
攻
撃
的
戦
争
の
禁
止
、

げ
て
い
る
永
世
中
立
国
の
こ
れ
等
の
義
務
は
永
世
中
立
の
制
度
の
目
的
か
ら
演
繹
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

立
国
が
関
税
連
合
を
結
ぶ
こ
と
の
可
否
の
問
題
を
独
立
を
喪
失
し
ま
た
は
喪
失
に
み
ち
び
く
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
に

関
連
す
る
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が

E
E
C
と
い
う
経
済
共
同
体
に
加
盟
ま
た
は
連
携
す
る
こ
と
は
、

永
世
中
立
国
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
独
立
の
喪
失
ま
た
は
喪
失
に
み
ち
び
く
行
為
に
な
ら
な
い
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
へ
の
加
盟
ま
た
は
連
携
に
は
、
永
世
中
立
国
と
し
て
い
ま
―
つ
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
永
世
中
立
国
が
他
国
間
の
戦
争
に
対
し
て
中
立
を
ま
も
る
義
務
す
な
わ
ち
所
謂
「
戦
時
に
お
け
る
中
立
の
義
務
」
の
存
在
す
る

こ
と
は
、
す
べ
て
の
国
際
法
学
者
の
一
致
し
て
み
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
永
世
中
立
国
の
戦
時
に
お
け
る
中
立
の
義
務
と

は
、
直
接
攻
撃
を
う
け
た
場
合
以
外
は
そ
の
戦
争
に
加
わ
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

所
謂
「
黙
認
義
務
」
と
「
公
平
義
務
」
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
の
公
平
義
務
と
は
、
中
立
国
が
交
戦
国
軍
隊
の
領
土
通
過
を
許

止

（
二
）
独
立
を
喪
失
し
ま
た
は
喪
失
に
み
ち
び
く
行
為
の
禁
止
、

に
対
し
て
中
立
を
ま
も
る
義
務
、

義
務
、

な
い
義
務
、

（
口
）
他
国
間
の
戦
争
に
間
接
的
に
ま
き
こ
ま
れ
る
よ
う
な
同
盟
条
約
・
保
障
条
約
そ
の
他
類
似
の
条
約
を
締
結
し
な
い

ロ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
は
、
永
世
中
立
国
の
義
務
と
し
て
、

一
般
に
中
立
国
の
お
う
義
務
、
す
な
わ
ち

ロ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
は
永
世
中
立
国
が
そ
の
行
動
の
自
由
を

（
こ
の
点

帯
と
し
て
永
世
中
立
国
が
設
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
永
世
中
立
の
本
来
の
目
的
は
な
ん
ら
か
わ
り
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

永
世
中
立
国
の
義
務
一
般
も
こ
の
永
世
中
立
の
制
度
の
本
来
の
目
的
か
ら
梱
繹
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
イ
）
攻
撃
を
う
け
た
場
合
を
の
ぞ
い
て
は
、
他
国
に
対
し
て
戦
争
を
な
さ

お
よ
び
、
保
障
国
の
同
意
な
し
に
新
に
領
土
を
取
得
し
な
い
義
務

ま
た
、

（
イ
）
他
国
間
の
戦
争

（
ハ
）
戦
争
を
な
す
義
務
を
お
わ
し
め
ら
れ
る
条
約
へ
の
加
人
の
禁

(

2

1

)

 

（
ホ
）
領
土
割
譲
の
禁
止
、
を
あ
げ
て
い
る
。
田
詢
教
授
の
あ

田
岡
教
授
は
永
世
中
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ら
ば
こ
そ

容
し
な
い
こ
と
や
交
戦
国
に
軍
需
物
資
を
国
家
と
し
て
供
給
し
な
い
こ
と
等
で
あ
る
。
永
世
中
立
国
は
、

て
、
直
接
攻
撃
を
う
け
た
場
合
以
外
は
そ
の
戦
争
に
加
わ
ら
な
い
と
い
う
義
務
の
み
な
ら
ず
、
交
戦
国
に
自
国
領
土
を
軍
事
的
に
利
用
せ

し
め
な
い
こ
と
及
び
交
戦
国
に
軍
需
物
資
を
国
家
と
し
て
供
給
し
な
い
こ
と
と
い
う
義
務
も
お
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
永
世

中
立
国
の
「
永
世

(
p
e
r
m
a
n
e
n
t
,
1
m
m
e
r
w
a
h
r
e
n
d
)

」
と
い
う
言
葉
は
、
平
時
に
お
い
て
も
戦
時
と
同
じ
よ
う
に
「
常
時
」
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
な
。
ひ
と
た
び
永
世
中
立
国
に
な
っ
た
限
り
は
そ
の
国
家
が
滅
亡
す
る
ま
で
は
如
何
な
る
方
法
を
も

っ
て
し
て
も
永
世
中
立
の
地
位
を
脱
し
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、

P
e
r
m
a
n
e
n
t
C
o
u
r
t
 
of 
lnternat10nal 
Justice 

や
安
保
理
事
会
の

意
味
で
あ
っ
て
、

P
e
r
m
a
n
e
n
t
 
M
e
m
b
e
r

が
「
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
」
や
「
恒
常
的
理
事
国
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
と
同
じ
よ
う
な

「

P
e
r
m
a
n
e
n
t
J
と
は
「
常
時
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
平
時
に
お
い
て
も
戦
時
と
同
様
に
中

立
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
も
、

ど
こ
に
も
戦
争
が
な
い
の
に
「
戦
時
に
お
け
る
中
立
」
の
あ
り
え
よ
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ

り
、
戦
時
に
お
け
る
中
立
国
の
義
務
と
ま
っ
た
く
同
じ
義
務
を
永
世
中
立
国
が
平
時
か
ら
そ
の
永
世
中
立
条
約
の
相
手
方
締
約
国
に
対

し
て
ま
も
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
緩
衝
国
を
設
置
す
る
と
い
う
永
世
中
立
の
制
度
の
目
的
及
び
精
神
か
ら
、
他
国
間

に
戦
争
が
勃
発
し
た
場
合
に
中
立
国
と
し
て
の
義
務
に
反
す
る
よ
う
な
義
務
を
、

他
国
間
の
戦
争
に
さ
い
し

し
か
も
そ
の
時
に
な
っ
て
も
こ
れ
を
免
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
な
義
務
を
平
時
に
お
う
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
よ
う
な
義
務
あ
る
い

は
戦
時
に
そ
の
中
立
義
務
を
ま
も
る
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
義
務
を
平
時
に
永
世
中
立
国
は
お
う
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
灰
。
そ
れ
な

ス
イ
ス
は
国
際
連
盟
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
メ
ン
バ
ー
と
し
て
加
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
軍
事
行
動
へ
の
参
加
・
外
国
軍
隊
の

(24) 

通
過
・
軍
事
施
設
の
設
置
を
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
条
件
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
矩
程
の
第
一
条
一
項
に
よ
っ
て
、
永
世
中
立
国
と
し
て
お
う
義
務
一
般
を
み
と
め
た

の
で
あ
り
、
同
条
二
項
は
永
世
中
立
国
の
お
う
義
務
の
中
で
も
軍
事
同
盟
不
参
加
の
義
務
と
軍
事
基
地
不
貸
与
の
義
務
と
の
一
―
つ
を
特
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オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
の
特
殊
性

(
2
2
)
C
u
r
t
 
E
k
d
a
h
l
,
 L
a
 n
e
u
t
r
a
l
i
t
e
 
p
e
r
p
e
t
`
u
e
l
l
e
 
a
v
a
n
 le 
P
a
c
t
e
 d
e
 la 
S
o
c
1
e
t
e
 d
e
s
 N
a
t
i
o
n
s
,
 
1923, 
p
.
6
9
.
 

(
2
3
)
M
a
x
 P
e
t
i
t
p
1
e
r
r
e
,
 
Die s
c
h
w
 e
1
N
e
n
s
c
h
e
 N
e
u
t
r
a
l
i
t
a
t
 
rn d
e
r
 W
e
l
t
 
v
o
n
 h
e
u
t
e
,
 
1959, 
S
.
 5
1
6
.
な
お
、
田
岡
、
前
掲
書
、

一五――

-
I
―
五
六
頁
、
及
び
、
田
岡
良
一
、
永
世
中
立
と
日
本
の
安
全
保
障
、
昭
和
二
十
五
年
、
一
ヒ
六
頁
以
下
に
は
、
永
世
中
立
国
の
義
務

と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
義
務
を
あ
げ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
田
岡
良
一
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
、
国
際
法
外
交
雑
誌
、
第
五
十
五
巻
五
号
、

••••• 

昭
和
三
十
一
年
、
九
1
1
0
頁
に
は
、
ど
の
永
世
中
立
国
に
も
共
通
な
義
務
の
一
っ
と
し
て
、
平
時
に
外
国
と
同
盟
を
結
ん
だ
り
自
国
領
土
に

•••••••••••• 
外
国
の
軍
事
基
地
を
許
し
た
ら
そ
の
外
国
が
交
戦
国
と
な
っ
た
と
き
戦
争
の
渦
中
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
平
時
に
こ
う
い

う
条
約
を
外
国
と
結
ぶ
こ
と
自
身
が
永
世
中
立
の
地
位
に
反
す
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
義
務
の
存
在
を
み
と
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
2
4
)
L
a
u
t
e
r
p
a
c
h
t
,
 o
p
.
 
c1 t., 
p
p
.
 2
4
5
 ~
 246. 

第
三
節

前
述
し
た
と
こ
ろ
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
特
殊
性

E
E
C
へ
の
加
盟
ま
た
は
連
携
に
関
連
し
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
み
な
ら
ず
永
世
中
立
国
一
般
に
つ
い
て
の

(25) 

問
題
点
の
指
摘
で
あ
る
。
永
世
中
立
は
武
装
中
立
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
あ
る
が
、
条
約
上
の
禁
止
規
定
が
な
い
か
ぎ

り
は
一
般
に
永
世
中
立
国
は
自
己
の
軍
備
を
も
っ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
永
世
中
立
国
が
軍
備
を
も
つ
こ
と
は
そ
の

義
務
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
前
述
の
ベ
ル
ギ
ー
の
如
く
、
兵
力
や
軍
備
に
つ
い
て
の
制
限
や
禁
止
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
永
世
中
立
国
の
中
に
も
特
殊
な
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

前
述
の
よ
う
に
、

E
E
C
へ
の
加
盟
ま
た
は
連
携
に
関
連
し
て
、

ト
リ
ヤ
の
特
殊
性
か
ら
生
じ
る
問
題
が
あ
る
か
ど
う
か
を
以
下
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

オ
ー
ス

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
「
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
」
と
い
う
国
内
法
に
よ
っ
て
永
世
中
立
を
一
方
的
に
宣
言
し
、

296 



ト
リ
ヤ
国
会
に
決
議
の
た
め
に
提
出
す
る
。

こ
の
永
世
中
立
の
承
認
を
も
と
め
る
通
告
を
当
時
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
外
交
関
係
を
も
っ
て
い
た
各
国
に
お
く
り
、
各
国
が
こ
の
通
告
を

明
瞭
に
承
認
ま
た
は
異
議
な
く
認
知
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
永
世
中
立
国
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
永
世
中
立
と
い
う

組
織
を
つ
く
る
た
め
の
国
家
間
の
約
束
は
永
世
中
立
化
さ
れ
る
国
・
こ
れ
と
国
境
を
接
す
る
国
・
そ
の
地
域
の
平
和
維
持
に
関
心
を
も

つ
国
等
の
利
害
関
係
国
が
国
際
会
議
を
開
き
条
約
の
形
で
こ
れ
を
結
ぶ
の
が
原
則
で
あ
り
、
永
世
中
立
を
一
方
的
に
宣
言
し
て
外
国
に

通
告
を
お
く
っ
て
こ
の
宣
言
に
対
す
る
承
認
を
求
め
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
は
理
論
上
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
が
、
今
日
ま
で
そ

(26) 

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
最
初
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
こ
の
よ
う
に
理
論
上
は
考
え
ら
れ
て
い
た
が
歴
史
上
そ
の
例
を
み

の
例
は
な
く
、

月
十
五
日
の
覚
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

な
い
方
法
で
永
世
中
立
国
に
な
っ
た
の
は
、
前
述
の
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
家
条
約
締
結
の
道
を
開
い
た
モ
ス
コ
ー
会
談
の
一
九
四
五
年
四

(27)
、

モ
ス
コ
ー
覚
書
の
第
一
部
で
は

(
l
)
い
か
な
る
軍
事
同
盟
に
も
参
加
し
な
い
し
そ
の
領
土
に
軍
事
基
地
を
お
く
こ
と
も
許
さ
な
い
と
い
う
一
九
五
四
年
の
ベ
ル
リ
ン
会
議
で
オ
ー

ス
ト
リ
ヤ
が
既
に
な
し
た
言
明
を
考
慮
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
連
邦
政
府
は
ス
イ
ス
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
方
式
の
中
立
を
永
続
的
に

実
行
す
る
義
務
を
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
国
際
的
に
お
わ
せ
る
と
い
う
形
で
の
宣
言
を
だ
す
。

(
2
)
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
連
邦
政
府
は
、
国
家
条
約
の
批
准
後
た
だ
ち
に
、
こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
宣
言
を
連
邦
憲
法
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
オ
ー
ス

(
3
)
連
邦
政
府
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
会
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
こ
の
宣
言
が
国
際
的
承
認
を
う
る
た
め
に
適
当
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
と
る
。

と
約
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
永
世
中
立
国
に
な
る
こ
と
が
、

モ
ス
コ
ー
会
談
の
時
に
す
で
に
合
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

(28) 

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
で
き
た
永
世
中
立
に
つ
い
て
は
保
障
を
あ
た
え
る
国
の
連
帯
性
を
欠
く
結
果
を
生
じ
る
が
、

し
か
し
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
各
国
に
も
と
め
た
の
は
そ
の
永
世
中
立
の
承
認
で
あ
っ
て
、
保
障
を
も
と
め
て
は
お
ら
な
い
の
で
あ
秒
、
。
し

た
が
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
に
つ
い
て
は
、
保
障
の
連
帯
性
に
関
連
す
る
問
題
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、

ォ
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さ
ら
に

を
み
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

場
合
に
、

ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
国
と
な
っ
た
方
法
が
こ
の
よ
う
に
珍
し
い
か
ら
と
い
っ
て
も
、
永
世
中
立
国
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
へ
の

加
盟
ま
た
は
連
携
に
つ
い
て
他
の
永
世
中
立
国
と
は
別
の
特
殊
の
束
縛
が
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、

こ
の
モ
ス
コ
ー
覚
書
の
中
で
、

一
九
五
五
年
当
時
に
は
国
家
条
約
に
よ
る
承
認
も

に
な
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
そ
こ
で

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
「
ス
イ
ス
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
方
式
の
中
立

tralifii.t 
d
e
r
 A
r
t
 
z
u
 iiben, 
w
i
e
 
sie 
v
o
n
 d
e
r
 S
c
h
w
e
i
z
 
g
e
h
a
n
d
h
a
b
t
 

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
、
と
く
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
国
と
し
て
の
権
利
・
義
務
を
問
題
と
す
る

モ
ス
コ
ー
覚
書
の
こ
の
文
言
を
根
拠
と
し
て
、

W
1
r
d
.
）

」

ス
イ
ス
の
永
世
中
立
を
ま
ず
と
り
あ
げ
て
、

で、

(30) 

世
中
立
国
と
し
て
の
権
利
・
義
務
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

す
る
も
の
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、

ス
イ
ス
が
永
世
中
立
国
と
な
っ
た
の
は
、

(
e
m
e
 N
e
u
。

そ
こ
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永

モ
ス
コ
ー
覚
書
の
所
謂
「
ス
イ
ス
型
」
永
世
中
立
の
意
味

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
国
と
な
っ
た
方
法
は
ス
イ
ス
と
ち
が
っ
て
歴
史
上
例

ス
イ
ス
が
永
世
中
立
国
と
な
っ
た
当
時
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
プ
ロ
シ
ャ
・
ロ
シ
ャ
・
英
・
フ

ラ
ン
ス
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
等
が
保
障
国
と
な
っ
た
の
と
ち
が
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
に
は
保
障
国
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
伝
統
的
外
交
政
策
の
国
際
的
承
認
を
え
よ
う
と
す
る
ス
イ
ス
の
願
望
と
こ
ヽ

に
緩
衝
地
帯
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
列
強
の
意
図
と
が
合
致
し
た
か
ら
で
あ
る
が
、
前
述
の
沿
革
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

リ
ヤ
は
、
国
家
条
約
を
締
結
し
て
独
立
再
建
す
る
た
め
に
、

四
大
国
と
く
に
ソ
連
の
こ
ヽ
に
緩
衝
国
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
要
求
に
し

た
が
っ
て
、
永
世
中
立
国
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
ス
イ
ス
と
ち
が
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
ベ
ル
ギ
ー
あ
る
い
は
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
の
場
合
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト

保
障
も
な
い
け
れ
ど
も
中
立
的
な
外
交
政
策
を
と
っ
て
い
た
国
々
、
例
え
ば
、
伝
統
的
に
中
立
政
策
を
と
っ
て
い
た
ス
エ
ー
デ
ン
、
あ

る
い
は
新
典
国
に
し
て
中
立
政
策
を
と
っ
て
い
る
イ
ン
ド
そ
の
他
の
国
々
が
か
な
り
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
法
で
い

う
と
こ
ろ
の
永
世
中
立
国
に
し
て
当
時
存
在
し
て
い
た
の
は
ス
イ
ス
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
と
る
べ
き
中
立
が
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「
ス
イ
ス
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
方
式
の
…
…
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か

(31) 

っ
た
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
点
で
ス
イ
ス
の
永
世
中
立
に
な
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
部
、

(
4
)
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
連
邦
政
府
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
領
土
の
不
可
侵
な
ら
び
に
保
全
を
四
大
国
が
保
障
す
る
こ
と
を
歓
迎
す
る
。

(
5
)
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
連
邦
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
四
大
国
に
よ
る
保
障
を
フ
ラ
ン
ス
・
英
・
ア
メ
リ
カ
の
各
国
政
府
か
ら
う
る
よ
う
に

つ
と
め
る
。

(
5
)

ソ
連
政
府
は
ー
ー
ス
イ
ス
の
例
に
な
ら
っ
て
1
ー
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
領
土
の
不
可
侵
な
ら
び
に
保
全
の
四
大
国
に
よ
る
保
障
に
加

モ
ス
コ
ー
覚
書
が
そ
の
第
一
部

(
1
)
及
び
第
二
部

(
5
)

ト
リ
ヤ
が
前
述
の
よ
う
な
中
立
主
義
的
外
交
政
策
を
自
発
的
に
と
っ
て
い
る
所
謂
「
中
立
国
」
で
は
な
く
し
て
国
際
法
で
い
う
と
こ
ろ

の
永
世
中
立
国
に
な
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
永
世
中
立
は
米
・
英
・
ソ
連
・
フ
ラ
ン
ス
の
四
大
国
に
よ
っ
て
保
障
を
う
け
る
よ
う

に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

は
保
障
を
と
も
な
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
別
に
特
殊
な
永
世
中
立
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
モ
ス
コ
ー
覚
書
の
性
格
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
は
、

で
ス
イ
ス
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
オ
ー
ス

「
国
家
間
の
合
意
は
そ
れ
が
ど
ん
な
形
式
で
あ
ら
わ
れ
て
こ
よ
う
と
も
国
際
法
上
の
条
約
と
み
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
国
際
法
で
あ
る

か
ら
、
若
干
の
著
者
は
、
モ
ス
コ
ー
覚
書
を
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
共
和
国
と
ソ
連
と
の
間
に
結
ば
れ
た
条
約
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際

に
は
、
モ
ス
コ
ー
覚
書
は
、
ソ
連
政
府
と
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
政
府
代
表
団
と
の
間
の
政
治
的
取
極

(
e
i
n
e
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
 
A
b
m
a
c
h
u
n
g
)
 

、
し
て
、

(32) 

と
い
っ
て
い
る
。
力
＜

わ
る
用
意
が
あ
る
。

弟
一
部
、

さ
ら
に
モ
ス
コ
ー
覚
書
は
、

永
世
中
立
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
す
る
た
め
に
、

モ
ス
コ
ー
覚
書
か
ら
は
、

に
す
ぎ
な

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立

299 



(33) 

と
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

エ
ル
マ
コ
ー
ラ
は
、

い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
任
意
の
形
式
で
国
際
法
上
の
条
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
国
家
間
に
権
利
義
務
が

生
じ
る
場
合
に
の
み
国
際
法
上
の
条
約
に
な
る
の
で
あ
る
。
モ
ス
コ
ー
覚
書
の
場
合
に
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
こ
れ
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ

る
。
ま
ず
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
連
邦
憲
法
第
五
十
条
に
よ
る
と
、
大
統
領
の
み
が
国
会
の
同
意
を
え
て
政
治
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
政
府
代
表
団
は
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
を
中
立
と
す
る
義
務
を
ひ
き
う
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
モ
ス
コ

ー
覚
書
の
文
言
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
共
和
国
に
義
務
を
お
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
政
府
代
表
団
の
メ
ン
バ
ー
に
一
定
の
処

置
を
と
る
世
話
を
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
モ
ス
コ
ー
覚
書
か
法
的
に
無
意
味
で
あ
る
と

い
う
誤
っ
た
結
論
を
だ
し
て
は
な
ら
な
い
。
モ
ス
コ
ー
宣
言
の
第
四
点
及
び
第
五
点
で
予
見
さ
れ
た
四
大
国
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
領
土
の
不
可
侵

及
び
保
全
の
保
障
の
問
題
が
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
き
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
寧
ろ
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
の
承
認
と
い
う
一
応
の
結
末

に
い
た
る
一
連
の
処
置
や
決
定
の
序
曲
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
モ
ス
コ
ー
宣
言
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
連
邦
政
府
や
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ

国
会
が
そ
れ
を
実
施
す
る
処
置
の
土
台
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
処
韻
の
理
解
と
解
釈
の
た
め
に
は
参
考
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

「
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、
そ
の
中
立
法
（
筆
者
註
、
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
）
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
課
し
た
そ
の
制
限
を

免
れ
て
、
も
と
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
ー
ー
法
的
に
み
て
ー
ー
そ
の
中
立
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
は
な
ん
ら
の
国
際
条
約
に
も
基
い
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
国
家
は
そ
の
一
方

的
宣
言
に
よ
っ
て
国
際
法
上
の
永
世
中
立
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
永
世
中
立
は
条
約
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
オ
ー
ス

ト
リ
ヤ
の
中
立
を
と
り
あ
げ
る
学
者
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
の
国
際
法
的
条
約
的

(
v
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
0
v
e
r
t
r
a
g
l
 i
c
h
)

根
拠
を
も
と
め
る

か
、
ま
た
は
、
な
に
か
そ
の
よ
う
な
も
の
を
前
提
と
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
等
学
者
は
モ
ス
コ
ー
覚
書
を
国
際
的
に
拘
束
力
あ
る
も
の
と
み
な
す
べ

き
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
モ
ス
コ
ー
覚
書
に
つ
い
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
公
式
コ
メ
ン
タ
ー
ル
自
身
が
、
モ
ス
コ
ー
覚
書
は
備
忘
録
に
す
ぎ
な
い

と
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
法
的
義
務
を
お
か
す
こ
と
な
く
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
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(35)
。

と
い
っ
て
お
る
ク
ン
ツ
の
主
張
に
よ
る
な
ら
ば

る。」 「
こ
の
文
書
は

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ン
ツ
は

が
っ
て
、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
の
主
張
に
よ
る
な
ら
ば

と
い
っ
て
い
（
砲
。

ず
廃
止
し
て
も
差
支
え
な
い
国
内
政
治
上
の
決
定
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
私
は
と
る
の
で
あ
る
。

通
告
せ
ら
れ
、

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
は
国
際
的
に
侵
害
せ
ら
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
国
に

一
部
は
認
知
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
、
し
か
し
保
障
は
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
か
く
し
て
オ
ー

ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
は
国
際
法
社
会
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
承
認
に
よ
っ
て
の
み
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
一
方
的
宣
言
は
国
際

法
上
の
効
果
を
も
つ
こ
と
か
で
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
外
国
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
の
承
認
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
な
ん
ら
の
法
的

義
務
を
お
わ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
承
認
を
な
し
た
国
に
法
的
義
務
を
お
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
」

っ
て
、

フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
連
邦
憲
法
第
五
十
条
に
よ
っ
て
、

を
え
て
他
国
と
の
間
に
政
治
的
取
極
を
な
し
た
場
合
に
の
み
、

そ
の
覚
書
の
文
言
か
ら
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
国
に
な
る
義
務
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
代
表
団
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
で

ス
イ
ス
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
型
の
中
立
を
永
続
的
に
実
行
す
る
義
務
を
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
国
際
的
に
お
わ
せ
る
宣
言
を

な
す
よ
う
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
を
拘
束
し
て
い
る
。
こ
の
覚
書
は
法
律
技
術
の
見
地
か
ら
は
勿
論
不
正
確
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が

自
ら
を
国
際
的
に
拘
束
す
る
一
方
的
な
宣
言
を
な
す
こ
と
は
法
律
上
不
nJ能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
完
全
な
言
葉
づ
か
い
に
も
か
ヽ
わ

ら
ず
、
当
事
者
の
合
意
は
明
瞭
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
段
階
的
に
そ
の
永
世
中
立
を
生
み
だ
す
一
連
の
手
段
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

一
部
は
外
国
に
よ
っ
て
承
認
せ
ら
れ

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
大
統
領
が
そ
の
国
会
の
同
意

そ
の
合
意
は
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た

モ
ス
コ
ー
覚
書
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
義
務
を
課
す
る
国
際
条
約
で
は
な
い
の
で
あ

モ
ス
コ
ー
覚
書
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
ソ
連
と
の
間
の
約
束
す
な
わ
ち
オ
ー
ス
ト
リ
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ヤ
が
永
世
中
立
国
に
な
る
と
い
う
将
来
の
こ
と
に
関
す
る
予
約
で
あ
っ
て
、

ヤ
は
モ
ス
コ
ー
覚
書
の
第
一
部

(
1
)
か
ら

(
5
)
ま
で
の
義
務
を
お
っ
て
お
り
、

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
に
関
し
て
は
、

オ
ー
ス
ト
リ

モ
ス
コ
ー
覚
書
の
性
格
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
条
約
の
締
結
権
及
び
そ
の
効
果
の
問
題
か
ら
解
明

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、

ド
イ
ツ
に
併
合
せ
ら
れ
て
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
に
よ
っ
て
独
立
再
建
す
る
ま
で

の
間
の
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
国
際
法
上
の
地
位
の
問
題
に
も
関
係
し
て
く
る
の
で
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
な
が

モ
ス
コ
ー
覚
書
が
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
い
う
国
家
に
永
世
中
立
に
な
る
義
務
を
課
し
て
い
な
い
と
す
る
立
場
を
と
る
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス

「
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
は
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
に
の
み
根
拠
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
だ
け
で
一
方
的
に
改
廃
で
き
る
」
と
す
る
前
述
の
エ
ル
マ
コ
ー
ラ
の
主
張
の
誤
り
を
指
摘
し
て
、

「
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
法
だ
け
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
共
和
国
の
国
際
法
上
の
義
務
の
根
拠
と
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
注
意
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
の
通
告
が
、
他
の
国
家
に
よ
っ
て
あ
る
場
合
に
は
承
認
せ
ら
れ
、
あ
る
場
合
に
は
異
議
な
く
認
知
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
永
世
中
立
を
遵
守
す
る
と
い
う
他
国
に
対
し
て
な
さ
れ
た
約
束
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
約

束
が
う
け
い
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ス
コ
ー
覚
書
で
予
見
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
共
和
国
の
国
際
的
束
縛
が
、
ソ
連
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず

他
の
国
家
に
対
し
て
も
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
こ
の
約
束
は
一
方
的
な
法
律
行
為
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
約
束
も
国
際
条
約
で
お

う
義
務
と
同
じ
法
律
上
の
効
力
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
他
国
に
対
し
て
一
方
的
に
な
し
た
こ
の
約
束
も
信
義
誠
実
の
原
則
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
国
際
法
上
の
条
約
に
妥
当
す
る
前
提
要
件
の
下
に
お
い
て
の
み
改
廃
さ
れ
う
る
の
で
あ
る

J

」

翁

）

（

37
）

と
い
っ
て
い
る
（
と
に
か
く
、
モ
ス
コ
ー
覚
書
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
義
務
を
課
す
る
も
の
で
な
い
と
解
し
て
も
、
あ
る
い
は
モ
ス
コ
ー

覚
書
は
将
来
永
世
中
立
国
に
な
る
と
い
う
予
約
で
あ
る
と
解
し
て
も
、

に
し
て
も
、

ら、

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
を
永
世
中
立
国
に
し
た
も
の
は
、

オ
ー
ス
ト
リ

ヤ
が
外
国
に
そ
の
「
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
」
を
通
告
し
承
認
を
も
と
め
た
の
に
対
し
て
外
国
が
こ
れ
を
承
認
し
た
も
の
、
す

ソ
連
は
第
二
部

(
4
)
及
び

(
5
)
の
義
務
を
お
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で
は
四
大
国
の
保
障
つ
き
の
永
世
中
立
が
予
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ソ
連
の
目
的
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
を
永
世
中
立
国
と
し
て
東
西
両

よ
る
保
障
の
実
現
に
つ
い
て

ソ
連
と
オ

モ
ス
コ
ー
覚
書
の
中
で
予
見
さ
れ
た
四
大
国
に

な
わ
ち
二
国
間
の
合
意
の
集
積
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
永
世
中
立
の
義
務
を
現
在
お
わ
し
め
て
い
る
も
の
は
、

の
二
国
間
の
合
意
の
集
積
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
だ
け
な
の
で
あ
る
。

モ
ス
コ
ー
覚
書
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
に
つ
い
て
は
米
・
英
・
ソ
連
・
フ
ラ
ン
ス
の
四
大
国
に
よ
る

保
障
が
予
見
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
に
対
す
る
こ
の
保
障
は
、
四
大
国
に
よ
る
共
同
保
障
で
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
咬
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
の
署
名
の
た
め
の
会
議
に
さ
い
し
て
、
す
な
わ
ち
一
九
五
五
年
五
月
一
四
日
に
モ
ロ
ト
フ

・
ソ
連
外
相
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
に
対
す
る
四
大
国
の
保
障
を
提
案
し
た
が
、
米
・
英
・
フ
ラ
ン
ス
三
国
外
相
は
原
則
的
に

て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、

は
賛
成
し
た
け
れ
ど
も
、
保
障
を
あ
た
え
る
前
に
ま
ず
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
の
概
念
内
容

(
B
e
g
n
f
f
s
i
n
h
a
l
t
)
が
は
っ
き
り
し
な
く

(39) 

そ
れ
ぞ
れ
の
国
会
の
同
意
を
え
て
か
ら
最
終
的
に
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト

リ
ャ
の
永
世
中
立
に
対
す
る
保
障
の
問
題
は
解
決
さ
れ
ず
し
て
五
月
十
五
日
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
は
署
名
せ
ら
れ
、
七
月
十
九

日
に
「
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
」
案
が
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
会
に
提
出
せ
ら
れ
、
七
月
二
十
九
日
に
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
家
条
約
は

効
力
を
発
生
し
、
＋
月
二
十
五
日
に
は
ソ
連
を
含
む
外
国
軍
隊
が
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
か
ら
撤
退
し
、
翌
十
月
二
十
六
日
に
は
「
中
立
に
関

す
る
連
邦
憲
法
規
程
」
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
会
を
通
過
し
、
十
一
月
五
日
に
は
効
力
を
生
じ
、
十
一
月
十
四

H
に
は
各
国
の
承
認
を
も

と
め
る
通
告
が
な
さ
れ
、
十
二
月
六
日
に
は
米
・
英
・
ソ
連
・
フ
ラ
ン
ス
は
い
ず
れ
も
ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
を
承
認
し
た
。
と

、q

ヽ

力
＜

こ
,

9

 

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
署
名
の
た
め
の
会
議
以
降
現
在
に
い
た
る
ま
で
、

ソ
連
が
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
正
式
に
注
意
を
喚
起
し
た
こ
と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
、

こ

ー
ス
ト
リ
ャ
の
い
ず
れ
も
こ
の
た
め
に
米
・
ザ
央
・
フ
ラ
ン
ス
の
他
の
三
国
に
働
き
か
け
た
こ
と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
モ
ス
コ
ー
覚
書

陣
営
の
緩
衝
地
帯
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
目
的
は
外
国
軍
隊
と
く
に
ソ
連
軍
が
撤
退
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
独
立
再
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第
四
条

建
を
達
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、

し
め
さ
ず
放
置
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、

中
立
を
承
認
さ
れ
て
は
い
る
が
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
に
対
し
て
保
障
を
あ
た
え
て
い
る
国
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
保
障
の
問
題
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
へ

(40) 

の
加
盟
ま
た
は
連
携
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
の
特
殊
性
を
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、

在
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
ま
た
、

ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
に
は
保
障
国
が
な
い
け
れ
ど
も
、

に
関
連
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
を
他
の
永
世
中
立
国
と
区
別
し
て
取
扱
う
べ
き
根
拠
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、

い
ず
れ
も
そ
の
主
た
る
目
的
を
実
現
で
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
場
合
に
は
、
諸
外
国
か
ら
そ
の
永
世

そ
の
永
世
中
立
に
対
し
て
保
障
を
あ
た
え
て
い
る
国
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
を
永
世
中
立
国
に
し
た
特
殊
事
情
は
存

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
に
な
っ
た
方
法
は
異
例
の
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

こ
れ
等
は
い
ず
れ
も
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
へ
の
加
盟
ま
た
は
連
携
の
問
題

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
に
よ
っ
て
、
若
干
の
特
別
の
制
限

製
造
・
実
験
の
禁
止
）
や
若
干
の
特
別
の
義
務
（
例
え
ば
、
第
十
九
条
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
領
土
内
に
あ
る
連
合
国
の
兵
士
の
墓
や
戦
勝
記
念
碑

の
尊
重
・
保
存
・
維
持
の
責
任
）
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
と
り
あ
げ
て
い
る
問
題
に
特
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

(41) 

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
家
条
約
第
四
条
の
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

ア
ン
シ
ュ
ル
ス
の
禁
止

主
要
連
合
国
（
筆
者
註
、
米
・
英
・
ソ
連
・
フ
ラ
ン
ス
の
四
国
）
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
ド
イ
ツ
と
の
間
の
政
治
上
ま
た
は
経
済
上
の
連
合
を
禁

（
例
え
ば
、
第
十
三
条
に
よ
る
特
別
の
武
器
の
保
有

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
に
よ
る
特
殊
性

こ
の
保
障
の
実
現
に
は
ほ
と
ん
ど
熱
意
を

た
と
え

さ
ら
に
オ
ー
ス
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イ
ツ
主
義
の
宣
伝
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

止
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
そ
の
責
任
を
完
全
に
み
と
め
、
い
か
な
る
形
に
せ
よ
ド
イ
ツ
と
政
治
上

こ
の
よ
う
な
連
合
を
予
防
す
る
た
め
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、
直
接
に
せ
よ
問
接
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
と
の
政
治
上
ま
た
は
経
済
上
の
連
合
を
助
長
す
る

よ
う
な
、
す
な
わ
ち
そ
の
領
土
の
保
全
あ
る
い
は
政
治
上
ま
た
は
経
済
上
の
独
立
を
害
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
協
定
を
も
ド
イ
ツ
と
結
ん
で
は
な
ら
な

い
し
、
そ
の
よ
う
な
い
か
な
る
行
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
い
か
な
る
手
段
も
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
オ
ー
ス
ト

リ
ヤ
は
、
そ
の
領
土
内
で
直
接
に
せ
よ
間
接
に
せ
よ
そ
の
よ
う
な
連
合
を
助
長
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
行
動
を
も
予
防
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
ド

イ
ツ
と
の
政
治
上
ま
た
は
経
済
上
の
連
合
を
そ
の
目
的
と
す
る
い
か
な
る
団
体
の
存
在
・
再
興
・
活
動
及
び
ド
イ
ツ
と
の
連
合
に
賛
成
す
る
汎
ド

こ
の
第
四
条
の
規
定
は
、
第
一
大
戦
後
の
諸
平
和
条
約
に
さ
だ
め
ら
れ
た
類
似
の
規
定
、
す
な
わ
ち
対
独
ベ
ル
サ
イ
ユ
ー
平
和
条
約

の
第
八
十
八
条
及
び
対
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
セ
ン
ト
ジ
ャ
ー
マ
イ
ン
平
和
条
約
の
第
八
十
条
よ
り
も
は
る
か
に
詳
細
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

(42) 

い
る
。
こ
の
第
四
条
の
規
定
は
、
完
全
に
自
主
独
立
で
あ
り
た
い
と
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
民
の
意
思
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲

法
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
が
、
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
民
の
み
な
ら
ず
い
か
な
る
国
の
国
民
で
あ
ろ
う
と
完
全
に
自

主
独
立
で
あ
り
た
い
と
希
求
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
か
ヽ
わ
ら
ず
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
何
故
に
と
く
に
か
ヽ
る
行

動
の
制
限
・
禁
止
を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
サ
イ
ユ
ー
平
和
条
約
第
八
十
八
条
及
び
セ
ン
ト
ジ
ャ
ー
マ
イ
ン
平
和
条
約
第

八
十
条
が
あ
っ
た
に
も
か
ヽ
わ
ら
ず
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
併
合
せ
ら
れ
ド
イ
ツ
の
一
部
と
し
て
第
二
大
戦
に
ま
き
こ
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

ま
た
そ
れ
が
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
民
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
現
実
に
は

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
民
の
完
全
に
自
主
独
立
で
あ
り
た
い
と
い
う
意
思
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
東

方
陣
営
の
ソ
連
の
み
な
ら
ず
西
方
陣
営
の
米
・
英
・
フ
ラ
ン
ス
も
と
も
に
そ
の
必
要
を
感
じ
て
、
あ
る
意
味
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
行

2
 ま

た
は
経
済
上
の
連
合
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
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動
の
自
由
を
束
縛
す
る
措
置
を
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
義
務
と
し
て
積
極
的
に
特
に
課
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
第
四
条
で
は
「
連
合

(
u
m
o
n
ご
と
い
う
言
葉
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
家
条
約
の
ド
イ
ツ
語
正
文
で
は

u
n
l
o
n
と
い
う
言
葉
は
、
万
国
郵
便
連
合

(
U
m
v
e
r
s
a
l
Postal 

の
よ
う
に
国
際
機
構
の
名
称
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
関
税
同
盟

結
合
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
身
上
連
合

(personal
u
m
o
n
)
と
真
正
連
合

(real
u
m
o
n
)
と
は
共
に
、

u
m
o
n

で
は
あ

一
方
は
事
実
上
ニ
カ
国
と
し
て
独
立
で
あ
る
の
に
、
他
方
は
事
実
上
一
国
と
し
て
行

「
連
合

(
u
n
1
0
n
)
」
を
禁
止
す
る
と
い
っ
て
も
、

U
m
o
n
)
 

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
連
合

の
内
容
、
す
な
わ
ち
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
い
か
な
る
連
合
を
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
同
条
第
二
項
の

「
…
…
ド
イ
ツ
と
の
政
治
上
ま
た
は
経
済
上
の
連
合
を
助
長
す
る
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
そ
の
領
土
保
全
あ
る
い
は
政
治
上
ま
た
は
経
済

上
の
独
立
を
害
す
る
よ
う
な
…
…
」
と
い
う
文
言
か
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
連
合
の
内
容
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
が
、
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、
そ
の
領
土
の
保
全
を
害
し
た
り
政
治
上
ま
た
は
経
済
上
の
独
立
を
そ
こ
な
う
よ
う
な
結
合
を
ド
イ
ツ

と
な
す
こ
と
が
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
条
約
第
二
条
で
四
大
国
に
よ
っ
て
尊
菫
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
独
立
と
領

土
の
保
全
を
対
ド
イ
ツ
と
の
関
係
で
維
持
す
べ
き
義
務
を
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
課
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
第
四
条
の
タ
イ
ト
ル
の
文
字

ど
お
り
の
「
合
邦
の
禁
止
」
な
の
で
あ
る
。

か
ぎ
り
は
、

動
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

る
が
、
そ
の

u
m
o
n

こ
の
第
四
条
の
タ
イ
ト
ル
「
ア
ン
シ
ュ
ル
ス

(
A
n
s
c
h
l
u
s
s
)
の
禁
止
」
と
は
、
ド
イ
ツ
と

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
の
合
邦
の
禁
止
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
の
中
で
他
に
別
段
の
さ
だ
め
が
な
い

ま
た
他
の
条
約
に
よ
る
特
別
の
禁
止
が
な
い
か
ぎ
り
は
、

を
構
成
す
る
複
数
国
が

u
m
o
n
の
と
こ
ろ
は

V
e
r
e
i
n
i
g
u
n
g

と
な
っ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
そ
の
独
立
・
主
権
・
領
土
保
全
を
害
し
な
い

な
ら
ば
い
か
な
る
関
係
を
ド
イ
ツ
と
の
間
に
も
つ
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
ヽ
に
い
う
と
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
と
は
、
現
在
の

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
だ
け
で
な
く
、
将
来
統
一
さ
れ
る
ド
イ
ツ
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ

1
へ
。
さ
ら
に
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
考

(
c
u
s
t
o
m
s
 
u
m
o
n
)
の
よ
う
に
複
数
国
の
経
済
上
の
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え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

な
ら
ば
、

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
東
ド
イ
ツ
）
と
の
合
邦
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
と
ド
イ
ツ
と
の
間
の
合
邦
の
禁
止
で
あ
っ
て
、

の
反
対
の
立
場
で
の
合
邦
、

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
と
ド
イ
ツ
と
の
対
等
の
立
場
で
の
合
邦
の
い
か
な
る
立
場
で
の
合
邦
も
禁
止
さ
れ
て
い
る

つ
ぎ
に
、

こ
の
合
邦
の
禁
止

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
主
と
な
り
ド
イ
ツ
が
従
と
な
っ
て
の
合
邦
、

そ

ド
イ
ツ
と
の
直
接
の
合
邦
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
他
の
第
三
国
も
加
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

直
接
ド
イ
ツ
と
合
邦
す
る
の
で
は
な
く
と
も
、
結
果
に
お
い
て
事
実
上
ド
イ
ツ
と
合
邦
す
る
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
家
条
約
第
四
条
に
よ
っ
て
、

中
立
を
承
認
し
た
他
の
国
々
に
対
し
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
ド
イ
ツ
と
の
合
邦
、
す
な
わ
ち
そ
の
領
土
保
全
や

政
治
上
ま
た
は
経
済
上
の
独
立
を
そ
こ
な
う
よ
う
な
ド
イ
ツ
と
の
結
合
を
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、

こ
れ
も
禁
止
せ
ら

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
国
と
し
て
お
っ
て
い
る
義
務
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
も
し
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
将
来
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
の
地
位
を
脱
す
る

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
第
四
条
に
よ
る
「
ド
イ
ツ
と
の
合
邦
禁
止
」
は
、
西
ド
イ
ツ
が

E
E
C
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
か
ら
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と

E
E
C
と
の
関
係
を
と
り
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

リ
ヤ
が
永
世
中
立
国
で
あ
る
現
在
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
へ
の
加
盟
ま
た
は
連
携
の
問
題
を
考
慮
す
る
に
あ
た
っ
て
、

の
合
邦
の
禁
止
は
特
別
の
意
味
を
も
た
な
い
の
で
あ
り
、

え
ら
れ
る
。

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト

ド
イ
ツ
と

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
を
他
の
永
世
中
立
国
と
区
別
し
て
取
扱
う
必
要
は
な
い
と
考

(
2
5
)
V
e
r
d
r
o
s
s
,
 D
i
e
 i
m
m
e
r
w
a
h
r
e
n
d
e
 
Neutraliilit 
d
e
r
 
R
e
p
u
b
l
i
k
 
O
s
t
e
r
r
e
i
c
h
,
 S
.
1
5
~
1
6
.

及
び

P
e
t
i
t
p
i
e
r
r
e
,
a
.
 a
.
 0,, 

s. 5.

で
は
、
永
世
中
立
国
は
侵
略
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
自
国
領
土
を
ま
も
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
永
世
中
立
は
武
装

中
立
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
部
か
ら
の
侵
略
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
す
義
務
が
あ
る
か
ら

307 



national 
L
a
w
,
 1955, 
Vol.49, pp•191 

~
 194.
に
も
み
ら
れ
る
。
米
国
際
法
雑
誌
に
よ
る
と
モ
ス
コ
ー
覚
書
は
三
部
か
ら
な
っ
て
い

る
が
、
エ
ル
マ
コ
ー
ラ
で
は
二
部
に
わ
け
ら
れ
て
お
り
、
米
国
際
法
雑
誌
で
第
三
部
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
第
二
部
の
中
に
入
れ
て
あ
る
。

(28)
田
岡
、
前
掲
論
文
、
六
頁
、
及
び
、
田
岡
、
前
掲
書
、

(29)
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
の
承
認
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
政
府
と
の
問
の
交
換
公
文
に
つ
い
て
は
、
田
畑
茂
二
郎
・
高

林
秀
雄
編
、
国
際
条
約
・
資
料
集
、
昭
和
三
十
五
年
、
三
六
一
＼
三
六
二
頁
。

(30)
た
と
え
ば
、
前
述
の

(
2
)
永
世
中
立
国
の
義
務
の
中
で
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
。

(31)Kunz•op. 

cit., 
p, 422. 

(
3
2
)
E
r
m
a
c
o
r
a
 
a. a. 
0., S. 
22 ~
 23. 

(
3
4
)
E
r
m
a
c
o
r
a
,
 a. 
a. 
0., 
S
.
1
0
8
 ~
 110. 

(35)Kunz•op. 

cit., 
p. 421. 

(
3
6
)
V
 erdross, a. 
a. 
O., 
S
.
 12 ~
 13. 

(
3
7
)モ
ス
コ
ー
覚
書
を
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
中
立
に
関
す
る
連
邦
憲
法
規
程
第
一
条
一
項
の
「
…
•
•
•
こ
ヽ
に
自
由
意
思
を

も
っ
て

(
a
u
s
freien 
Stiicken, 
of 
its 
o
w
n
 free 
w
i
l
l
)
永
世
中
立
を
宣
言
す
る
。
」
の
「
自
由
意
思
を
も
っ
て
」
の
意
味
が
説
明
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
に
な
っ
た
沿
革
を
考
え
る
な
ら
ば
、
実
情
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
心
か
ら

望
ん
で
永
世
中
立
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
自
由
意
思
で
永
世
中
立
に

(
3
3
)
V
e
r
d
r
o
s
s
.
 a. 
a. 
0., 
S
.
1
1
 ~
1
2
.
 

(27)
モ
ス
コ
ー
覚
書
は

と
い
っ
て
、
そ
れ
か
ら
永
世
立
国
が
軍
備
を
も
つ
義
務
が
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

(26)
田
岡
、
前
掲
論
文
「
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
」
、
五
＼
六
頁
、
及
び
同
じ
く
、
田
岡
、
前
掲
書
「
永
世
中
立
と
日
本
の
安
全
保
障
」
、
一
三

0
1
一
三
一
頁
。

E
r
m
a
c
o
r
a
,
 a. 
a. 
O
.
,
S
.
2
2
~
2
4
.
 
に
よ
る
。
な
お
、
モ
ス
コ
ー
覚
書
は
、

A
m
e
r
i
c
a
n
J
o
u
r
n
a
l
 
of 
Inter, 

―
―
―
―
―
頁
。
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こ
と
は
な
に
か
実
質
的
意
味
を
含
ま
し
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
自
由
意
思
で
一
方
的
に
永
世
中
立
の
地
位
か
ら
脱
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
ゞ
、
筆
者
と
し
て
気
に
か
か
る
点
は
、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス

(
V
e
r
d
r
o
s
s
,
a. 
a. 
O., 
S
.
 11 
~
 12
.
)
 

a. 
a. 
0., S
.
 
9
5
,
1
0
5
 
u
n
d
 
1
0
9
.
)

も
、
外
国
が
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
を
「
承
認
す
る

(
a
n
e
r
k
e
n
n
e
n
)
ま
た
は
認
知
す
る

(
z
u

K
e
n
n
t
n
i
s
 
n
e
h
m
e
n
)
」
と
か
「
一
部
で
は
明
瞭
に
承
認
し

(ausdriickl
ich a
n
e
r
k
e
n
n
e
n
)
 I

部
で
は
異
議
な
く
認
知
し
（
w
i
d
e
r
s
,

p
r
u
c
h
l
o
s
 
z
u
r
 
K
e
n
n
t
n
i
s
 
n
e
h
m
e
n
)
」
と
つ
か
い
わ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
田
畑
・
高
林
編
、
前
掲
書
、
三
六
二
頁
で
は
、
日
本
か

ら
の
交
換
公
文
は
「
承
認
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
諸
外
国
か
ら
の
中
に
は
あ
る
い
は
「
異
議
な
く
認
知
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
及
び
エ
ル
マ
コ
ー
ラ
が
こ
の
よ
う
に
言
葉
を
つ
か
い
わ
け
て
い
る

「
認
知
し
た
」
あ
る
い
は
「
異
議
な
く
認
知
し
た
」
と
い
う
場
合
に
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
を
「
承
認
す
る
」
と
い
う
積
極
的
意
味
を
も
た
な
い
で
、
単
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
の
通
告
を
受
領
し
了

解
し
た
と
い
う
だ
け
の
消
極
的
意
味
し
か
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
等
の
外
国
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
を
尊
重
す
る
義
務
を
お
わ
な

い
の
で
あ
り
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
も
そ
れ
等
の
外
国
に
対
し
て
は
そ
の
永
世
中
立
の
義
務
を
お
わ
な
い
も
し
く
は
一
方
的
に
免
れ
う
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
3
8
)
K
u
n
z
,
 op. cit••p. 

4
2
2
.
 

(
3
9
)
E
r
m
a
c
o
r
a
,
 a. 
a. 
O., S
.
 1
0
9
.
 

(40)
註
12
（
ハ
イ
ド
）
及
び
二
永
世
中
立
国
の
義
務
の
本
文

（
ロ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
）
の
と
こ
ろ
で
、
永
世
中
立
国
は
新
に
領
土
を
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
見
が
わ
か
れ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
た
。
ま
た
、

B
a
u
m
g
a
r
t
n
e
r
•
o
p
.

cit., 
p. 9
.

に
も
、
ベ
ル

ギ
ー
が
コ
ン
ゴ
ー
自
由
国
を
併
合
し
た
場
合
を
例
に
あ
げ
て
、
こ
の
問
題
が
論
争
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
田
岡
教
授
は
、
永

世
中
立
国
は
保
障
国
の
同
意
な
し
に
は
新
に
領
土
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
説
に
賛
成
し
て
い
る
（
田
岡
、
前
掲
書
、
二

0-
＿1

二
0
五
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
イ
タ
リ
ー
か
ら
の
南
チ
ロ
ル
の
返
還
の
よ
う
な
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
領
土
を
新
に
取
得
す
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
場

合
に
は
、
保
障
の
問
題
に
ふ
れ
る
必
要
が
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

も
ェ
ル
マ
コ
ー
ラ

(
E
r
m
a
c
o
r
a

309 



第
四
節

(
4
5
)
K
u
n
z
.
 
op•Cit,, 

p,537. 

(
4
3
)
E
r
m
a
c
o
r
a
.
 a. 
a. 
0
 

•. 

S
.
 5
 

(
4
2
)
K
u
n
z
,
 op.cit., 
p.537. 

E
r
m
a
c
o
r
a
,
a
.
 a. 
0., 2
6
 ~
 46・
を
参
照
。

(41)
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
第
一
二
十
八
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
条
約
は
ロ
シ
ャ
語
・
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ド
イ
ツ
語
か
公
的

(
a
u
t
h
e
n
t
i
c
,

a
u
t
h
e
n
t
l
s
c
h
)
な
よ
ど
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
4
4
)筆
者
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
条
約
第
四
条
の
中
で
、

•
p
o
l
i
t
i
c
a
l

o
r
 
e
c
o
n
o
m
1
c
 
u
n
i
o
n
.
 • 

"
e
i
n
e
 
politische 
o
d
e
r
 w
i
r
t
s
c
h
a
,
 

ftliche 
V
e
r
e
1
m
g
u
n
g
.
 
• 

以
ド
、
英
文
条
約
は
外
務
省
条
約
局
、
条
約
集
、
第
三
十
三
集
―
二
十
五
巻
、
ド
イ
ツ
文
条
約
は

の
or,
o
d
e
r

は
「
ま
た
は
」
「
あ
る
い
は
」
と
解
し
た
か
、

u
n
i
o
n
 
w
i
t
h
 G
e
r
m
a
n
y
,
 Qr to 
i
m
p
a
i
r
 
its 
territorial 
r
n
t
e
g
n
t
y
 o
r
 
political 
o
r
 
e
c
o
n
o
m
i
c
 rndependence."•e1ne 

politische 
o
d
e
r
 w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
V
e
r
e
i
n
i
g
u
n
g
 
m
i
t
 
D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
 z
u
 f
o
r
d
e
r
n
 ~
 

s
e
i
n
e
 territoriale 
U
n
v
e
r
。

s
e
h
r
t
h
e
i
t
 
o
d
e
r
 
politische 
o
d
e
r
 w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
U
n
a
b
h
a
n
g
i
g
k
e
i
t
 
z
 u
 b
e
e
i
n
t
r
a
c
h
t
i
g
e
n
 •
の
2
I
4
区
k巴

と
解
し
た
。
な
お
、
こ
の
第
四
条
の
解
釈
ま
た
は
実
施
に
つ
い
て
、
直
接
の
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
ず
し
て
紛
争
が
お
こ
っ
た
な
ら
ば
、

米
・
英
・
ソ
連
・
フ
ラ
ン
ス
の
四
カ
国
の
ウ
ィ
ー
ン
駐
在
外
交
使
節
の
長
か
ら
な
る
外
交
団
に
付
託
さ
れ
、
そ
こ
で
ニ
カ
月
内
に
解
決
さ
れ
ず

ま
た
紛
争
当
事
国
間
で
他
の
解
決
方
法
が
合
意
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
紛
争
当
事
国
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
要
請
で
、
両
紛
争
当
事
国
の
代
表
各

一
人
と
第
三
者
か
ら
な
る
一
一
一
人
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
こ
ヽ
で
最
終
的
に
拘
束
力
あ
る
決
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
オ
ー
ス
ト
リ

ヤ
国
家
条
約
第
三
十
五
条
）
。

前
述
し
た
よ
う
に
、

オ

ー

ス

ト

リ

ャ

と

E
E
C

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が

E
E
C
に
加
盟
ま
た
は
連
携
す
る
に
あ
た
っ
て
の
問
題
は
、

そ
れ
が
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
独
立

.
5
p
r
o
m
o
t
e
 political 
or 
e
c
o
n
o
m
i
c
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の
喪
失
ま
た
は
喪
失
に
み
ち
び
く
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
、

立
国
と
し
て
経
済
上
の
公
平
義
務
を
ま
も
り
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

永
世
中
立
国
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
、
永
世
中
立
国
が
他
国
と
関
税
連
合
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が

よ
く
論
議
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
の
が
、

一
八
四

0
年
か
ら
一
八
四
二
年
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
と
関
税
連
合
を
結
ぼ
う
と
し
て
結
局
は
実
現
し
な
か
っ
た
事
例
と
、

に
永
世
中
立
国
と
し
て
独
立
し
た
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
が
一
八
四
二
年
か
ら
加
入
し
て
い
た
ド
イ
ツ
関
税
連
合
に
そ
の
ま
ま
と
ど
ま
る
こ

（
お
）

と
を
許
さ
れ
て
い
た
事
例
と
で
あ
る
。
永
世
中
立
国
が
他
国
と
関
税
連
合
を
結
ぶ
こ
と
は
な
ん
ら
さ
し
つ
か
え
な
い
と
す
る
説
と
永
世

中
立
国
は
関
税
連
合
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
説
と
が
あ
/
妥
°
リ
ヒ
タ
ー
は
、
こ
の
い
ず
れ
の
立
場
も
「
同
じ
よ
う
に
不
正
確

で
あ
る
」
と
し
て
反
対
し
、

そ
の
永
世
中
立
国
が
「
防
衛
能
力
が
あ
り
経
済
上
自
立
し
て
い
る
国
で
あ
る
か
、
ま
た
は
防
衛
能
力
が
な

く
し
た
が
っ
て
他
国
に
依
存
し
て
い
る
国
で
あ
る
か
の
区
別
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
“
が
）
。
さ
ら
に
、
リ
ヒ
タ
ー
は
、
永
世

中
立
国
は
関
税
連
合
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
説
を
と
る
ピ
ク
チ
ォ
ー
ニ
が
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
場
合
を
原
則
の
例
外
で
あ
る

「
は
ん
の
す
こ
し
前
ま
で
は
国
際
法
上
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
を
あ
る
場
合
に
突
然
例
外
と
し
て
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
は

全
く
不
可
解
で
あ
る
。
こ
ヽ
で
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
文
法
の
法
則
で
は
な
く
い
か
な
る
例
外
も
許
さ
れ
な
い
国
際
法
観

(
V
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
s
a
n
,

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
際
法
観
が
一
般
的
に
妥
当
し
な
い
な
ら
ば
、
も
は
や
な
ん
ら
の
存
在
価
値
も
な
い
の
で
あ
る
ヴ
ド
イ
ツ

s
c
h
a
u
u
n
g
e
n
)
 

と
し
た
の
に
反
対
し
て
、

一
八
六
七
年

一
八
二
ニ
年
に
永
世
中
立
国
に
な
っ
た
ベ
ル
ギ
ー
が

E
E
C
諸
国
と
他
国
と
の
間
の
戦
争
で
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
中

関
税
連
合
の
場
合
に
ま
さ
し
く
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
が
、
関
税
連
合
は
常
に
真
正
連
合
へ
と
近
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
ピ
ク
チ
ォ
ー
ニ
の
見
解

に
は
な
お
一
言
す
る
必
要
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
統
一
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
関
税
連
合
で
は
な
く
し
て
ド
イ
ツ
帝
国
の
根
本
理
念
で
あ
る
民

族
的
努
力
で
あ
り
、
そ
の
指
導
者
た
ち
が
関
税
連
合
を
そ
の
先
ダ
チ
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
共
属
感
情
は
徐
々
に
目
的
に
達
す
る
た
め
に
種
々
の
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方
策
を
た
ど
る
の
で
あ
り
、
そ
の
―
つ
が
こ
の
関
税
連
合
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
関
税
連
合
は
弱
い
国
が
強
国
に
併
合
さ
れ
る
危
険
を
常
に
つ

く
り
だ
す
も
の
で
あ
る
と
ピ
ク
チ
ォ
ー
ニ
が
い
っ
て
い
る
の
は
全
く
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
単
な
る
関
税
連
合
な
ら
ば
異
民
族
に
と
っ
て
は
利
益

(49) 

と
い
っ
て
い
る
。
永
世
中
立
国
が
関
税
連
合
に
加
入
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
国
際
法
上
の
原
則
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ

っ
て
、
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
リ
ヒ
タ
ー
の
主
張
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
個
々

の
場
合
に
つ
い
て
判
断
す
る
基
準
を
そ
の
永
世
中
立
国
が
防
衛
能
力
が
あ
り
経
済
上
自
立
し
て
い
る
国
で
あ
る
か
ま
た
は
防
衛
能
力
が

な
く
他
に
依
存
し
て
い
る
国
で
あ
る
か
に
も
と
め
て
い
る
の
は
、
正
し
く
な
い
の
み
な
ら
ず
、
誤
解
を
生
じ
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
リ

「
ス
イ
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に
経
済
上
自
立
し
て
い
る
国
は
、
自
国
よ
り
も
強
力
な
隣
国
と
の
関
税
同
盟
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ

う
な
国
は
、
そ
の
経
済
上
の
自
立
を
あ
や
う
く
さ
れ
、
な
か
ん
づ
く
他
国
の
政
治
的
影
響
を
う
け
や
す
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
平
和
を
促

進
す
る
の
で
は
な
く
反
対
の
結
果
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
永
世
中
立
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
永
世
中
立
国
は
他
国
に
従
属
す
る
こ
と

に
な
る
。
…
…
…
…
•
•
…
•
こ
の
依
存
政
策
は
し
ま
い
に
は
な
ん
ら
安
全
な
政
策
で
は
あ
り
え
な
く
な
り
、
そ
の
あ
げ
く
は
永
世
中
立
国
が
そ
の
外
国

の
国
際
政
治
に
お
け
る
勢
力
を
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
永
世
中
立
国
が
ひ
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ

る
。
」「

経
済
上
自
立
の
能
力
が
な
く
防
衛
能
力
も
な
い
国
、
例
え
ば
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
の
よ
う
な
国
の
場
合
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
危
険
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
は
、
軍
事

L
無
力
で
あ
る
か
ら
、
関
税
連
合
を
結
ん
で
い
る
外
国
を
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
強
化
す
る
こ
と
は
全

然
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
で
と
り
た
て
て
い
う
程
の
従
属
関
係
を
生
ず
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
他
面
、
そ
の
永
世
中
立
国
は
、
そ

の
恰
好
の
販
路
で
あ
る
隣
国
が
な
ん
ら
の
関
税
制
限
も
課
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
繁
栄
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
関
税
連
合
は
、
防
衛
能
力
の
な
い
永
世
中
立
国
に
と
っ
て
は
加
入
が
許
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
事
情
に
よ
っ
て
は
願
わ
し
く
且
つ
必
要

ょヽ', 

ヒ
タ
ー

共
同
体
を
つ
く
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
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か
ら
判
断
す
る
の
が
正
し
い
や
り
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

し
>
し
な
が
ら
、

(50~ 

と

い

っ

て

い

る

カ

あ
る
永
世
中
立
国
が
防
衛
能
力
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
客
観
的
に
き
め
う
る
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

ベ
ル
ギ
ー
は
国
内
警
察
を
除
い
て
は
兵
力
の
保
持
を
禁
止
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
防
衛
能
力
が
あ
り
経
済
上
自
立
し
て
い
る
永
世
中
立
国
が
、
外
国
と
関
税
連
合
を
結
ぶ
と
、

立
を
あ
や
う
く
さ
れ
、

そ
の
外
国
の
政
治
的
影
響
を
う
け
や
す
く
な
る
が
、
経
済
上
自
立
の
能
力
が
な
く
防
衛
能
力
も
な
い
永
世
中
立

国
は
、
経
済
上
の
関
係
を
の
ぞ
い
て
は
、

と
り
た
て
て
い
う
程
の
従
属
関
係
を
生
じ
な
い
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
逆
で
は
な
か
ろ
う
か
。

外
国
と
関
税
連
合
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
上
の
自
立
を
失
い
、

従
属
関
係
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
、

り
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
前
述
の
リ
ヒ
タ
ー
の
見
解
の
中
で
、
関
税
連
合
に
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
平
和
を
促
進
す
る
の
で
は

な
く
反
対
の
結
果
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
永
世
中
立
の
目
的
に
反
す
る
」
か
ど
う
か
に
基
準
を
も
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
態
度
に
は
首

肯
し
う
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
永
世
中
立
国
は
あ
る
意
味
で
の
「
緩
衝
国
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

あ
る
諸
外
国
が
、

そ
の
関
税
連
合
の
性
格
あ
る
い
は
機
能
に
よ
っ
て
き
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
と
っ
て
も
、
関
税
連
合
を
結
ぶ
こ
と
が
願
わ
し
く
且
つ
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
か
わ

そ
の
国
の
軍
事
上
・
経
済
上
の
甫
要
性
か
ら
、

そ
の
外
国
の
政
治
的
影
響
を
う
け
や
す
く
な
り
、

そ
の
国
が
防
衛
能
力
が
あ
る
と
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
ー
ー
む
し
ろ

防
衛
能
力
の
な
い
場
合
の
ほ
う
が
よ
け
い
に

i

そ
の
国
を
永
世
中
立
国
に
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
経
済
上
の
自

な
ん
ら
か
の

そ
の
国
に
利
害
関
係
の

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
永

世
中
立
国
が
関
税
連
合
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
上
の
原
則
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
々
の
場
合
に

つ
い
て
、
す
な
わ
ち
永
世
中
立
の
制
度
の
目
的
か
ら
演
繹
さ
れ
る
永
世
中
立
国
の
義
務
を
基
準
と
し
て
そ
の
関
税
連
合
の
性
格
・
機
能

ベ
ル
ギ
ー
に
と
っ
て
も
、
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必
要
が
あ
る
。

ド
ロ
ス
ま.,' 

フ
ェ
ア

（
以
下
ロ
ー
マ
条
約
と
略
称
）

は
、
前
文
•
本

フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
・
ル
ク
セ
ン
プ

一
九
五
五
年
十
二
月
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
国
際
連
合
へ
の
加
人
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
国
連
加
人
の
問
題
を
と
り
あ

げ
た
学
者
は
い
ず
れ
も
、
国
連
が
平
和
破
壊
者
に
強
制
行
動
を
と
っ
た
場
合
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
国
と
し
て
所
謂
「
戦
時
に

(51) 

お
け
る
中
立
」
を
ま
も
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く
国
連
の
メ
ン
バ
ー
で
は
あ
る
が
本
来
は
ソ
連

の
構
成
分
子
で
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
白
ロ
シ
ャ
は
別
と
し
て
、
国
連
の
メ
ン
バ
ー
は
国
連
に
加
人
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
独
立
を
失

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
国
連
加
人
に
あ
た
っ
て
、

こ
れ
が
永
世
中
立
国
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ

の
独
立
の
喪
失
に
な
る
か
ど
う
か
の
点
は
問
題
外
で
あ
る
と
し
て
、
所
謂
「
戦
時
に
お
け
る
中
立
」
を
ま
も
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
点
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
か
ら
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
へ
の
加
盟
ま
た
は
連
携
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に

は、

E
E
C
諸
国
と
他
国
と
の
間
の
戦
争
で
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
中
立
の
義
務
な
か
ん
ず
く
経
済
上
の
公
平
義
務
を
ま
も
る
こ
と
が
で
き

E
E
C
へ
の
加
盟
ま
た
は
連
携
が
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
独
立
の
喪
失
ま
た
は
喪
失
に
み
ち
び
く
こ

と
に
な
ら
な
い
か
の
点
か
ら
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

な
考
え
は
あ
ま
り
に
も
独
断
的
で
あ
り
誤
解
で
あ
っ
て
、

が
あ
が
、
。
し
か
し
な
が
ら
、

E
E
C
の
国
際
法
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る

一
九
五
七
年
三
月
一
―
十
五
日
に
ロ
ー
マ
で
ベ
ル
ギ
ー
・
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
西
ド
イ
ツ
）

ル
グ
・
オ
ラ
ン
ダ
の
間
に
署
名
さ
れ
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
を
設
懺
す
る
条
約
」

文
二
四
八
カ
条
・
付
属
書
か
ら
な
っ
て
い
が

6

こ
の
ロ
ー
マ
条
約
は
全
署
名
国
の
比
准
に
よ
っ
て
一
九
五
八
年
一
月
一
日
に
発
効
し
た
。

ロ
ー
マ
条
約
に
よ
っ
て
成
立
し
た

E
E
C
の
制
度
・
運
営
が
従
来
の
国
際
機
構
の
そ
れ
と
ち
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

E
E
C
は
連

邦
国
家

(
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
)

ま
た
は
准
連
邦
国
家

(
a
q
u
a
s
i
.
 f
e
d
e
r
a
l
 
s
t
a
t
e
)
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
よ
う

E
E
C
は
従
来
の
国
際
機
構
と
根
本
的
に
は
ち
が
っ
て
い
な
い
と
い
う
主
張

「
制
度
上
・
機
能
上
の
判
断
基
準
に
よ
っ
て
超
国
家
的
国
家
結
合
（
ぎ
e
r
n
a
t
1
0
n
a
l
e
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S
t
a
a
t
e
n
v
e
r
b
1
n
d
u
n
g
)

な
る
も
の
が
あ
り
」
、
こ
れ
は
「
連
邦
国
家
的
混
人
物
を
も
っ
た

(
m
i
t
b
u
n
d
e
s
s
t
a
a
t
l
i
c
h
e
n
 
E
m
s
c
h
l
器
e
n
)

構

(
s
u
p
r
a
n
a
t
1
0
n
a
l
e
O
r
g
a
m
s
a
t
1
0
n
)」

的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、

「
国
際
法
の
規
範
に
の
っ
と
っ
て
改
廃
さ
れ
う
る
よ
う
な
国
際
条
約
に
基
い
て
い
る
か
ら
、
国

際
法
上
の
国
家
結
合

(
v
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
S
t
a
a
t
e
n
v
e
r
b
m
d
 u
n
g
)

で
あ
る
」
と
し
て
、

E
E
C
を
こ
の
よ
う
な
「
超
国
家
的
国
際
機

で
あ
る
と
し
て
い
，
灰
。
と
こ
ろ
で
、

E
E
C
は
、
従
来
の
関
税
連
合
と
は
異
り
、
共
同
市
場

(
C
o
m
m
o
n
 
M
a
r
k
e
t
)
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
業
・
鉄
鋼
・
石
炭
・
石
油
等
の
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
関
税
・
貿
易
・
運
輸
・
資

本
・
通
貨
・
労
働
等
の
分
野
に
い
た
る
ま
で
共
通
の
経
済
・
社
会
政
策
を
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
条
約
の
内
容
が
経
済

(55)
、

そ
れ
を
実
行
す
る
手
段
は
政
治
的
な
概
念
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
政
治
と
経
済
と
は
決
し

て
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
関
税
連
合
は
単
な
る
経
済
的
統
合
で
あ
っ
て
政
治
的
統
合
を
含
む
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
一

八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
統
一
が
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
ド
イ
ツ
関
税
連
合
を
根
底
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
経
済
的
現
象
は
政
治
的

ま
た
は
法
律
的
現
象
の
基
盤
と
な
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ふ

6

し
か
も
前
述
の
よ
う
に

E
E
C
は
単
な
る
関
税
連
合
で

相
会
議
は
、

一
九
五
五
年
六
月
一
日
＼
―
-
日
に
メ
シ
ナ

(
M
e
s
s
r
n
a
)
で
開
か
れ
た
六
カ
国
外

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
促
進
す
る
た
め
の
今
後
の
処
筐
を
討
議
し
た
結
果
と
し
て
、
経
済
的
分
野
と
く
に
あ
ら
ゆ
る
経
済
部

（包

門
で
の
共
同
市
場
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
を
お
し
す
す
め
る
決
意
を
し
た
カ

の
端
緒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
共
同
市
場
は
ま
さ
に
第
二
大
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
み
ら
れ
た
統
一
へ
の
二
つ
の
運
動
す
な
わ
ち
経
済
的

(58) 

な
も
の
と
政
治
的
な
も
の
と
を
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

E
E
C
の
性
格
に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

E
E
C
の
経
済
統
合
が
長
期
計
画
に
基
い
て
段
階
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
生
。
し
た
が
っ
て
、

E
E
C
は
、
現
状
に
お
い
て
普
通

の
国
際
機
構
と
形
式
上
も
実
質
上
も
ち
が
わ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
も
、
将
来
に
お
い
て
は
、
た
と
え
形
式
上
は
普
通
の
国
際
機
構
で
あ
っ

て
も
実
質
上
は
普
通
の
国
際
機
構
と
ち
が
っ
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
な
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け

は
な
く
そ
れ
以
上
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

新
し
い
型
の
国
家
結
合
」
で
あ
る
が

こ
れ
が
現
在
の

E
E
C
の
設
立
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こ
と
を
完
全
に
し
め
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

で
あ
る
。

邑

E
E
C
の
国
際
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
詳
論
す
る
力
と
に
か
く
、

E
E
C
の
制
度
・
機
能
か
ら
考
え
て
も
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
へ
の
正
式
加
盟
に
は
障
害
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
オ

ー
ス
ト
リ
ヤ
の
正
式
の
加
盟
に
つ
い
て
の
障
害
と
は
、

る
。
す
な
わ
ち
、

E
E
C
の
本
質
・
目
的
か
ら
考
え
て
も
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
永
世
中
立
国
と
し
て
お
っ
て
い
る
義
務
に
反
す
る
こ
と
で
あ

た
と
え
独
立
を
失
う
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
独
立
を
失
う
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
禁
止
に
反
し
、
ま
た
、

諸
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
と
が
経
済
的
に
実
質
上
不
可
分
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
結
果
と
し
て
、

し
た

E
F
T
A
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
参
加
し
た
が
、

E
E
C
 

E
E
C
諸
国
と
他
国
と
の
間
の
戦
争
で
経

済
上
の
公
平
義
務
を
維
持
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

E
E
C
が
つ
く
ら
れ
た
後
で
英
国
が
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
プ
を
と
っ
て
結
成

こ
れ
に
関
連
し
て
ツ
ェ
ル
ネ
ッ
ツ
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
磁

6

「
な
ぜ
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は

E
W
G
に
参
加
し
な
い
こ
と
に
し
た
の
か
。
政
府
及
び
政
府
与
党
は
、

F
W
G
へ
の
参
加
は
一
九
五
五
年
の
中
立
宣
言

に
基
く
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
義
務
に
一
致
し
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
数
力
月
に
わ
た
っ
て
は
げ
し
い
討
論
が
な
さ
れ

た
。
国
際
法
学
者
は
そ
の
専
門
家
と
し
て
の
鑑
定
書
を
発
表
し
た
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
法
律
家
た
ち
は
互
い
に
は
げ
し
く
対
立
し
て
相
反
す
る

意
見
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
国
際
法
の
苦
宿
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
教
授
は
、
中
立
国
は
そ
の
中
立
を
そ
こ
な
っ
て
は
な
ら
な
い
か

ら
超
国
家
的
機
関
に
そ
の
主
権
を
移
譲
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
厳
密
な
立
場
を
と
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
民
党
所
属
の
国
会
議
員
ト
ン
チ
ッ
ク

(
L
u
J
o
 Tonc1c)
博
七
も
国
際
法
上
同
じ
立
場
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
若
き
国
法
学
教
授
エ
ル
マ
コ
ー
ラ
は
、

E
W
G
は
経
済
的
連
合
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
は
単
な
る
軍
事
的
性
格
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
見
を
主
張
し
た
。

E
W
G
の
メ
ン
バ
ー
は
そ

の
国
家
主
権
す
な
わ
ち
そ
の
独
立
の
一
部
を
放
棄
す
る
の
に
反
し
て

E
F
T
A
で
は
そ
れ
が
保
持
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
ェ
ル
マ
コ
ー
ラ
教
授
は
全

く
み
と
め
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
決
定
的
な
相
異
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
ス
イ
ス
の
国
際
法
学
者
た
ち
は
、
ロ
ー
マ
条
約
が
時
間

的
に
無
制
限
で
あ
っ
て
解
約
告
知
約
款
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
に
注

llし
て
い
る
。
中
立
国
は
、

E
W
G
に
参
加
し
た
ら
、

ロ
ー
マ
条
約
は
全
然
メ

ン
バ
ー
の
脱
退
を
予
見
し
て
い
な
い
か
ら
、
戦
時
に
そ
の
共
同
体
か
ら
去
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
中
立
国
が

E
W
G
に
所
属
す
る
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か
く
し
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、

加
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、

を
き
め
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
、

失
敗
し
た
結
果
、

そ
の
永
世
中
立
国
と
し
て
の
義
務
に
反
す
る
か
ら

E
E
C
に
は
加
人
せ
ず
し
て
、

（
ヨ
ー
ロ

E
F
T
A
に
参

E
F
T
A
の
中
で
の
指
導
的
国
家
で
あ
る
英
国
が

E
E
C
に
正
式
加
盟
す
る
態
度

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
も
他
の
永
世
中
立
国
ス
イ
ス
及
び
中
立
主
義
的
外
交
政
策
を
と
る
ス
エ
ー
デ
ン
と
か

た
ら
っ
て
共
に

E
E
C
と
の
連
携
を
働
き
か
け
た
の
で
あ
る
。
本
年
(
-
九
六
三
年
）
一
月
末
の
英
国
の

E
E
C
へ
の
加
盟
の
交
渉
が

ス
イ
ス
・
ス
エ
ー
デ
ン
を
含
む
他
の

E
F
T
A
諸
国
は

E
E
C
と
の
加
盟
ま
た
は
連
携
の
交
渉
を
見
送
る
態
度
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
だ
け
は

E
E
C
と
の
連
携
の
交
渉
に
き
わ
め
て
熱
意
を
も
っ
て
お
り
積
極
的
で
あ
る
。
こ
れ
は

も
っ
ば
ら

E
E
C
諸
国
と
の
貿
易
が
輸
出
人
の
い
ず
れ
も
約
五

0
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
る
と
い
う
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
対
外
経
済
関

係
の
必
要
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で

E
E
C
と
の
連
携
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ロ
ー
マ
条
約
第
二
三
七
条
は
、
英
国
が
試
み
た
よ
う
な

E
E
C
の
正
式
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。

ロ
ッ
パ
の
国
家
で
あ
れ
ば
、

ヨ
ー

理
事
会
（
ロ
ー
マ
条
約
第
一
四
六
条
に
よ
れ
ば
、
各
加
盟
国
の
政
府
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
）
に
加
盟
を
申
請

し
、
理
事
会
が
委
員
会
（
ロ
ー
マ
条
約
第
一
五
七
条
及
び
第
一
五
八
条
に
よ
れ
ば
、
加
盟
国
政
府
問
の
合
意
に
よ
っ
て
任
命
せ
ら
れ
る
九
人
の
委
員

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
）
の
意
見
を
徴
し
た
後
に
全
員
一
致
で
賛
成
す
れ
ば
正
式
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
正
式

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
加
人
す
る
場
合
で
も
、
加
人
に
つ
い
て
な
に
か
条
件
を
つ
け
る
な
ら
ば
、
各
加
盟
国
と
そ
の
加
人
申
請
国
と
の
間

に
そ
の
条
件
に
つ
い
て
の
協
定
が
つ
く
ら
れ
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

図
し
て
い
る
の
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
意

ロ
ー
マ
条
約
第
二
三
八
条
に
基
<
E
E
C
と
の
連
携

(
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,

こ
の
よ
う
な
正
式
加
盟
で
は
な
く
し
て
、

(62)

。

A
s
s
o
z
n
e
r
u
n
g
)
で
あ
る
こ
の
第
二
三
八
条
に
よ
っ
て

E
E
C
と
連
携
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
で
あ
る
と
否
と

を
問
わ
な
い
の
で
あ
り
、

ま
た
国
際
機
構
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

こ
の
連
携
の
申
請
は
理
事
会
に
な
さ
れ
、

理
事
会
が
総
会

ッ
パ
議
会
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
条
約
第
一
三
八
条
に
よ
れ
ば
、
各
加
盟
国
議
会
が
そ
の
議
員
の
中
か
ら
指
名
す
る
も
の
、
ベ
ル
ギ
ー
十
四
人
・
ド
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ィ
ッ
三
十
六
人
・
フ
ラ
ン
ス
三
十
六
人
・
イ
タ
リ
ー
三
十
六
人
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
六
人
・
オ
ラ
ン
ダ
十
四
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
）
に
諮
問
し
た
後

に
全
員
一
致
で
賛
成
す
れ
ば
連
携
の
た
め
の
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
携
の
た
め
の
協
定
は
相
互

の
権
利
義
務
・
共
同
行
動
•
特
別
手
続
等
を
さ
だ
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
ロ
ー
マ
条
約
の
修
正
を
含
む
場
合
に
は
、
同
条
約

第
二
三
六
条
の
手
続
が
と
ら
れ
て
各
加
盟
国
の
批
准
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
連
携
の
た
め
の
協
定
が
ロ
ー
マ
条
約
の

修
正
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
各
加
盟
国
の
批
准
の
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

こ
の
第
二
三
八
条
に
基
く
連
携
の
た
め
の
協

゜

(

6

3

)

 

ロ
ー
マ
条
約
に
は
な
ん
ら
の
制
限
も
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
し
た
が
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
そ

の
永
世
中
立
国
と
し
て
の
義
務
に
反
し
な
い
よ
う
な
連
携
関
係
を
E
E
C
と
の
間
に
設
定
す
る
道
は
開
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

て
も
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
そ
の
永
世
中
立
国
と
し
て
の
立
場
を
保
持
し
な
が
ら
E
E
C
と
連
携
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
っ

い
か
な
る
連
携
関
係
が
設
定
せ
ら
れ
る
べ
き
か
を
具
体
的
・
網
罹
的
に
の
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
オ
ー
ス

ト
リ
ヤ
の
対
E
E
C
諸
国
と
の
貿
易
は
輸
出
入
い
ず
れ
も
約
五

0
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

は
な
く
て
そ
の
域
内
関
税
を
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
も
均
霰
さ
せ
る
と
い
う
面
だ
け
で
の
連
携
関
係
、
換
言
す
る
な
ら
ば
こ
の
程
度
の
関
税

（咆

連
合
を
結
ぶ
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
永
世
中
立
国
と
し
て
の
義
務
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
ヽ
で
い
い
う
る
こ
と
は
、

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、

あ
る
の
み
な
ら
ず
、

の
で
あ
る
か
ら
、

E
E
C
と
連
携
す
る
に
あ
た
っ
て
、

E
E
C
の
域
外
関
税
で

そ
の
独
立
を
失
う
こ
と
の
な
い
よ
う
な
関
係
を
設
定
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、

E
E
C
諸
国
と
他
国
と
の
間
の
戦
争
で
所
謂
「
戦
時
に
お
け
る
中
立
義
務
」
な
か
ん
ず
く
経
済
上
の
公
平
義
務
を
維
持
し
う
る
よ
う
な

関
係
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
れ
は
永
世
中
立
国
と
し
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
と
っ
て
義
務
で

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
を
尊
重
し
て
お
か
さ
な
い
義
務
を
お
っ
て
い
る

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
連
携
関
係
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て

E
E
C
諸
国
に
と
っ
て
も
同
じ
く
義
務
な
の
で
あ
る
。

定
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
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(
4
6
)
S
i
e
g
f
n
e
d
 R
i
c
h
t
e
r
,
 D
i
e
 
N
e
u
t
r
a
h
s
a
t
1
0
n
 
v
o
n
 Staaten, 
1913,S. 155 ~
 160.

ま
た
、
田
岡
、
前
掲
書
、

(
4
7
)
E
k
d
a
h
l
,
o
p
.
c
i
t
.
,
 p
.
1
2
0
.

で
は
、
永
世
中
立
国
が
関
税
連
合
に
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
可
能
と
す
る
説
は
ワ
ン
パ
ッ
ク

(
W
a
m
p
a
,

c
h
)
、
不
可
能
と
す
る
説
は
デ
カ
ン

(
D
e
s
c
a
m
p
s
)

・
シ
ュ
バ
イ
ツ
ァ
ー

(
S
c
h
w
e
i
z
e
r
)
・
ピ
ク
チ
ォ
ー
ニ

(
P
i
c
c
i
o
n
i
)
。
ま
た
、

R
i
,

一
九
七
＼
一
九
九
頁
。

c
h
t
e
r
,
 
a
.
 a
.
O
.
,
S
.
1
5
3
.

で
は
、
前
述
の
人
々
の
ほ
か
に
、
可
能
説
と
し
て
は
ゲ
フ
ケ
ン

(
G
e
f
f
c
k
e
n
)
・
ホ
ル
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ

(
H
o
l
t
z
。

e
n
d
o
r
f
f
)
・
レ
ジ
ュ
ノ
ー

(
R
e
g
n
a
u
t
s
)
、
不
可
能
説
と
し
て
は
ア
ジ
ェ
リ
ュ
プ

(
H
a
g
e
r
u
p
)

・
フ
ー
ル
ガ
シ
エ

(
F
o
u
r
g
a
s
s
i
e
)
を
あ
げ

(
5
0
)
I
b
i
d
.
,
 S. 1
5
3
 ~
 155. 

(51)
例
え
ば
、
前
掲
の

A
l
f
r
e
d
V
e
r
d
r
o
s
s
,
 Austria•s 

P
e
r
m
a
n
e
n
t
 
N
e
u
t
r
a
l
i
t
y
 a
n
d
 T
h
e
 U
n
i
t
e
d
 N
a
t
1
0
n
s
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
1
0
n
,
 

首
e
r
i
c
a
n
J
o
u
m
a
l
of 
International 
L
a
w
,
 1956, 
V
o
l
.
5
0
,
 p
p
.
6
1
 ~
6
8
.
 
Josef 
K
u
n
z
,
 A
u
s
t
r
i
aぶ

P
e
r
m
a
n
e
n
t
N
e
u
t
r
a
,
 

Ii ty, 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
J
o
u
r
n
a
l
 
of 
International 
L
a
w
,
 1956, 
V
o
l
.
 50, 
pp. 4
1
8
 ~
 425.
田
岡
t

自
｛
一
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
永
世
中
立
、

国
際
法
外
交
雑
誌
、
第
五
十
五
巻
五
号
、
一

1
二
十
七
頁
。
ま
た
、
そ
の
ほ
か
に
、
入
江
啓
四
郎
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
中
立
、
日
本
国
際
問
題
研
究

一
九
八

1
-
―
―
七
頁
。
高
野
雄
一
、
国
際
連
合
と
中
立
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
「
中
立

所
「
中
立
主
義
の
研
究
」
上
巻
、
昭
和
―
―
―
十
六
年
、

主
義
の
研
究
」
下
巻
、
昭
和
―
―
-
＋
六
年
、
二
六
ニ
ー
ニ
九
一
二
頁
。
石
本
泰
雄
、
国
際
連
合
と
中
立
、
田
岡
良
一
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
「
国
際

連
合
の
研
究
」
第
一
巻
、
昭
和
三
十
七
年
、
六
十
六
＼
八
十
七
頁
、
等
々
。

ロ
ー
マ
条
約
の
全
文
は
、

A
m
o
s
J. Peaslee, International 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
l
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
1
0
n
|ー
,
C
o
n
s
t
i
t
u
t
1
0
n
a
l

D
o
c
u
m
e
n
t
s
 

2
0
6
 ~
 306. 

ー

•
1
9
6
1
,
Vol.11, pp. 5
2
4
 ~
 585・

及
び
、

A
l
a
n
C
a
m
p
b
e
l
l
 
a
n
d
 D
e
n
n
i
s
 T
h
o
m
p
s
o
n
,
 C
o
m
m
o
n
 M
a
r
k
e
t
 
L
a
w
,
 1962, 
pp. 

な
お
、
ロ
ー
マ
条
約
第
二
四
八
条
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ー
・
オ
ラ
ン
ダ
の
四
カ
国
語
が
正
文
で
あ
る
。

(
4
9
)
I
b
i
d
.
,
 S. 1
5
5
 ~
 156. 

(
4
8
)
R
i
c
h
t
e
r
,
 a. 
a. 
0., S. 153. 

て
い
る
。
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(
5
3
)
M
i
c
h
e
l
 Gaudet•The 

L
e
g
a
l
 
F
r
a
m
e
w
o
r
k
 of 
t
h
e
 
C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
 L
e
g
a
l
 
P
r
o
b
l
e
m
s
 
of 
E
E
C
 a
n
d
 
E
F
T
A
,
 1961, 

(
5
4
)
V
e
r
d
r
o
s
s
,
 V
t
l
l
k
e
r
r
e
c
h
t
,
 S
.
2
8
0
 
u
n
d
 482. 

(
5
5
)
C
a
m
p
b
e
l
l
 
a
n
d
 
T
h
o
m
p
s
o
n
,
 op. cit., 
p.1. 

(56)
田
岡
、
前
掲
書
、

一
九
七
頁
。

(
5
7
)
G
u
n
t
h
e
r
 J
a
e
n
i
c
k
e
,
 D
e
r
 iibernationale C
h
a
r
a
k
t
e
r
 d
e
r
 E
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
n
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
,
 A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 

z
u
m
 V
b
l
k
e
r
r
e
c
h
t
 
als 
F
e
s
t
g
a
b
e
 fiir 
A
l
e
x
a
n
d
e
r
 N
.
 M
a
k
a
r
o
v
,
 1958, 
S
.
1
6
3
 ~
 164. 

(
5
8
)
J
e
a
n
 
D
e
n
i
a
u
,
 T
h
e
 O
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 a
n
d
 C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
S
t
r
u
c
t
u
r
e
 of 
t
h
e
 E
u
r
o
p
e
a
n
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 C
o
m
m
u
n
i
t
y
,
L
e
g
a
l
 

P
r
o
b
l
e
m
s
 of 
E
E
C
 a
n
d
 
E
F
T
A
,
 1961, 
p. l. 

す
る
目
的
と
程
度
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、

「
主
権
国
家
と
国
際
機
構
と
の
法
的
関
係
」
、
政
治
経
済
論
叢
、
第
六
巻
三
号
、
及
び
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
市
場
に
お
け
る
法
と
経
済
」
、
国
際
法
外
交
雑
誌
、
第
六
十
一
巻
六
号
、
で
と
り
あ
げ
て
い
る
。

(61)

臣
rl
C
z
e
r
n
e
t
z
,
 O
s
t
e
r
r
e
i
c
h
 u
n
d
 die 
E
i
n
h
e
i
t
 
E
u
r
o
p
a
s
,
 A
k
t
u
e
l
l
e
 
P
r
o
b
l
e
m
e
 u
n
s
e
r
 Z
e
i
t
 N
r
.
 4, 
1960, 
S
.
1
9
1
2
0
.
 

(62)
奥
村
敏
雄
、

E
E
C
に
お
け
る
連
携
と
准
加
盟
の
問
題
、
早
稲
田
法
学
会
誌
、
第
十
三
巻
、
昭
和
三
十
七
年
、
一
八
二
頁
は
、

association

を
、
ロ
ー
マ
条
約
第
四
部
の

E
E
C
諸
国
と
特
別
な
関
係
に
あ
る
国
及
び
領
域
と
の
場
合
に
は
連
携
と
い
い
、
ロ
ー
マ
条
約
第
二
三
八
条
の
場

「
連
合
」
と
い
う
言
葉
が
「
連
携
」
よ
り
も
や
や
対
等
の
意
味
が
強
い
と
い
っ
て
い
る
が
、
所
謂
「
専

門
機
関
」
で
あ
る
国
際
機
構
と
国
際
連
合
と
の
関
係
が
連
携
関
係
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

が
弱
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
よ
う
に
最
終
的
に
は
完
全
な
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
場
合
に
は
准
加
盟

と
い
う
言
葉
が
た
し
か
に
適
切
で
あ
る
が
、
同
じ
く
第
二
三
八
条
に
よ
る
粒
S
8
i
a
t
i
o
n
で
も
国
際
機
構
や
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
完
全
な
メ
ン
バ
ー
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、

E
E
C
と

a
s
s
o
c
i
a
t
e

合
に
は
准
加
盟
と
つ
か
い
わ
け
て
い
る
。

(60)
な
お
、
こ
れ
に
関
連
あ
る
問
題
を
佐
藤
和
男
教
授
は
、

(59)
ロ
ー
マ
条
約
第
二
条
。

p
p
.
8
-
`
1
2
.
 

「
連
携
」
と
い
う
言
葉
は
対
等
の
意
味
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世
中
立
国
と
し
て
の
義
務
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

む

す

び

(64)
な
お
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、

一
九
五
五
年
十
二
月
十
四
日
に
G
A
T
T
に
加
入
し
て
い
る
。

川
崎
晴
朗
、
前
掲
論
文
、
で
は
、

「
連
合
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る
。

一
月
末
の
こ
の
加
盟
交
渉
の
決
裂
に
い

国
際
機
構
の
み
な
ら
ず
国
家
で
も
「
連
携
」
と
い
う
ほ
う
が
適
切
な
こ
と
も
あ
る
。
な
お
、
外
務
省
経
済
局
経
済
調
査
室
、
前
掲
書
、
及
び
、

(
6
3
)
C
a
m
p
b
e
l
l
 
a
n
d
 T
h
o
m
p
s
o
n
,
 op. cit., 
p
p
.
1
5
 ~
 16. 

以
上
の
べ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
永
世
中
立
国
の
枠
内
で

E
E
C
と
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、

ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
と
の
連
携
を
い
ち
が
い
に
永
世
中
立
国
と
し
て
の
義
務
違
反
で
あ
る
と
か
「
冷
い
ア
ン
シ
ュ
ル
ス
」
で
あ
る
と

か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
と
E
E
C
と
の
間
に
連
携
協
定
が
実
際
に
締
結
さ
れ
て
、

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が

E
E
C
の
枠
外
に
た
つ
こ
と
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
国
家
経
済
に
と
っ
て
重
大
問
題
で
あ
り
、

世
中
立
国
と
し
て
の
枠
内
に

E
E
C
と
連
携
し
よ
う
と
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
の

E
E
C
の
態
度
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
一
九
六
一
年
八
月
の
英
国
の
E
E
C
へ
の
加
盟
申
請
か
ら
本
年
(
-
九
六
三
年
）

オ

こ
れ
に
基
い
て
永

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
永

た
る
ま
で
の
経
過
が
し
め
す
と
お
り
、

E
E
C
の
内
部
で
加
盟
各
国
の
意
見
が
わ
か
れ
て
お
り
、

E
E
C
は
閉
鎖
性
と
開
放
性
と
の
い
ず
れ

を
と
る
べ
き
か
を
決
し
か
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

E
E
C
の
ハ
ル
ス
タ
イ
ン
委
員
長
は
、
一
九
六
一
年
九
月
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
で
「
連
合
は
、

単
な
る
通
商
協
定
、
単
な
る
二
国
間
通
商
組
織
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
連
合
さ
れ
た
国
は
政
治
的
に
は
完
全
な
主
権
を
維

持
す
る
。
し
か
し
、
連
合
は
、

こ
の
国
と

E
E
C
と
の
間
に
構
造
的
な
関
係
を
う
ち
た
て
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
。
…
…
連
合
も
、
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(
6
5
)
川
崎
、
前
掲
論
文
、
三
十
四
頁
。

ョ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
の
点
に
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
加
盟
の
場
合
と
ち
が
い
、
連
合
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
決
方
法
が
可
能
で
あ
る
。

条
約
の
ご
く
一
部
分
の
み
を
基
礎
と
す
る
連
合
も
、
ま
た
、
条
約
規
定
の
完
全
な
採
用
に
等
し
い
連
合
も
あ
る
。
」

商
上
の
特
恵
制
度
を
拡
大
し
、

と
お
も
う
と
、
数
力
月
後
に
ア
メ
リ
カ
で
お
こ
な
っ
た
演
説
で
は
「
共
通
政
策
の
例
外
を
認
め
、
政
治
的
統
合
へ
の
前
進
を
妨
げ
、
通

そ
れ
に
よ
っ
て

E
E
C
の
友
人
の
間
に
差
別
を
設
け
る
こ
と
は
よ
く
な
い
」
と
い
っ
て
い
疎
。
こ
の
ハ

ル
ス
タ
イ
ン
委
員
長
の
発
言
は
ま
さ
し
V
E
E
C
の
態
度
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、

継
続
し
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な

E
E
C
の
態
度
は
今
日
に
い
た
る
も

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

E
E
C
と
の
連
携
の
は
た
ら
き
か
け
に
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ

の
E
E
C
へ
の
連
携
の
交
渉
と
い
う
外
交
問
題
の
前
途
を
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、

(
6
6
)
 

リ
ヤ
の
国
連
加
盟
に
関
連
し
て
ク
ン
ツ
の
い
っ
た
次
の
言
葉
は
印
象
ぶ
か
い
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、

オ
ー
ス
ト

「
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
連
邦
政
府
に
よ
る
こ
の
連
邦
憲
法
規
程
の
実
行
は
、
国
際
法
上
の
問
題
と
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
考
察
が
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
法
律
的
考
察
と
は
別
の
中
立
政
策
上
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
立
政
策
は
現
在
の
世
界
情
勢
で
は
デ
リ
ケ

ー
ト
な
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
年
間
の
外
国
に
よ
る
占
領
か
ら
生
じ
た
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
き
わ
め
て
巧
妙
に
処
理
し
た
オ
ー
ス
ト
リ

ヤ
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
有
利
に
、
し
か
も
世
界
平
和
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
、
そ
の
永
世
中
立
を
処
理
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
」

(
6
6
)
K
u
n
z
,
 o
p
.
 
cit., p
.
 4
2
4
.
 

「
追
記
」
。
最
近
（
九
月
十
二
日
）
に
ト
ル
コ
が
ロ
ー
マ
条
約
第
二
三
八
条
に
よ
る
連
携
を
み
と
め
ら
れ
た
が
、
お
そ
ら
く
ギ
リ
シ
ャ
と
同
様
に
正

式
加
盟
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
准
加
盟
と
い
う
ほ
う
が
適
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
い
っ
て
い
る
か
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第
一
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
の
一
っ
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
対
す
る
平
和
条
約
は
、

サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
平
和
条
約
第
二
十
七
条
―
―
項

ロ
ン
ド
ン
秘
密
協
定

南
チ
ロ
ル
割
譲
に
対
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
反
対
運
動

サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
平
和
条
約
第
二
十
七
条
二
項

サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
平
和
条
約
に
よ
る
南
チ
ロ
ル
の
割
譲

第

八

章

サ

ン

一
九
一
九
年
九
月
十
日
に
署
名

ー

「

南

チ

ロ

ル

問

題

と

国

際

法

(
T
h
e
P
r
o
b
l
e
m
 of 
S
o
u
t
h
 Tyrol, 

S
t
u
d
y
 in 
International 
L
a
w
)」
の
第
一
部
と
し
て
—
|

> 
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
平
和
条
約
に
よ
る
南
チ
ロ
ル
の
割
譲

さ
れ
た
サ
ン
ジ
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27. 

Die G
r
e
n
z
 e
n
 Osterreichs 

w
e
r
d
e
n
 w
i
e
 folgt 

festgesetzt (vergleiche die 
beigefiigte 

Karte). 

1. 
G
e
g
e
n
 die 

S
c
h
w
e
i
z
 u

n
d
 g
e
g
e
n
 Liechtenstein: 

Die g
e
g
e
n
w
a
r
t
i
g
e
 
Grenze. 

2. 
G
e
g
e
n
 Italien: 

V
o
n
 der 

K
o
t
e
 2645 

(
G
r
u
b
e
n
-
]
.
)
 
o
s
t
w
a
r
t
s
 
bis 

zur 
Kote 

2915 (Klopainer Spitze) :
 

erne 
1
 
m
 Gel

百
n
d
e
n
o
c
h
 z
u
 b
e
s
t
i
m
m
e
n
d
e
 Linie,die iiber 

die 
Kote 

1483 
verl

召
uft,

w
e
l
c
h
e
 sich auf 

der Strasse 

v
o
n
 R
e
s
c
h
e
n
 n
a
c
h
 N
a
u
d
e
r
s
 
befindet; 

v
o
n
 dort 

o
s
t
w
召
rts

bis 
z
u
m
 Gipfel 

d
e
r
 
Dreiherrnspitze 

(
K
o
t
e
 3
5
0
5
)
 :

 

die 
Linie 

der 
W
a
s
s
e
r
s
c
h
e
i
d
e
 z
w
i
s
c
h
e
n
 d
e
n
 B
e
c
k
e
n
 des 

Inn i
m
 N
o
r
d
e
n
 
u
n
d
 d
e
r
 
E
t
s
c
h
e
 i

m
 Siiden; 

v
o
n
 dort 

i
m
 allgemeinen 

g
e
g
e
n
 Siidsiidost 

bis 
zur 

K
o
t
e
 
2545 

(
M
a
r
c
h
k
i
n
k
e
l
e
)
 

die 
Linie 

der 
W
a
s
s
e
r
s
c
h
e
i
d
e
 z
w
i
s
c
h
e
n
 d
e
n
 B
e
c
k
e
n
 d
e
r
 
D
r
a
u
 i
m
 Osten u

n
d
 d
e
r
 
E
t
 sch i

m
 W
e
s
t
e
n
;
 

v
o
n
 dort 

g
e
g
e
n
 Si.idosten 

bis 
zur Kote 

2483 
(
H
e
l
m
s
p
i
t
z
e
)
:
 



eine 
i
m
 Gel

五n
d
e
noch z

u
 b
e
s
t
i
m
m
e
n
d
e
 Linie, welche die 

D
r
a
u
 z
w
i
s
c
h
e
n
 d
e
n
 Ortschaften W

i
n
n
b
a
c
h
 u
n
d
 

A
r
n
b
a
c
h
 iibersetzt; 

v
o
n
 dort 

g
e
g
e
n
 Ostsiidost 

bis 
zur 

Kote 2050 
(Osternig), u

n
g
e
f
召hr

n
e
u
n
 Kilometer 

nordwestlich v
o
n
 Tarvis: 

die 
Linie der 
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w
i
s
c
h
e
n
 d

e
m
 D
r
a
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b
e
c
k
e
n
 i
m
 N
o
r
d
e
n
 u
n
d
 d
e
n
 einander 

folgenden B
e
c
k
e
n
 

des Sextenbaches, der 
Piave 

u
n
d
 des Tagliamento; 

v
o
n
 dort 

g
e
g
e
n
 Ostsi.idost 

bis 
zur 

Kote 1492 
(
u
n
g
e
倍
hr

zwei 
Kilometer 

westlich v
o
n
 T
h
o
r
!
)
 :

 

die 
Linie der Wasserscheide z

w
i
s
c
h
e
n
 d

e
m
 Fluss Gail 

i
m
 N
o
r
d
e
n
 u
n
d
 d

e
m
 Fluss Gailitz 

i
m
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v
o
n
 dort 

g
e
g
e
n
 Osten bis 
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P
e
t
s
c
h
)
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eine 
i
m
 G
e
l
a
n
d
e
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e
s
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m
m
e
n
d
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e
l
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h
e
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Stadt 

u
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d
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v
o
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 iiber 

die 
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C
a
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i
n
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ver
ぽ
uft.
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d
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い
て
決
定
せ
ら
れ
る
線
。

レ
ッ
シ
ェ
ン
か
ら
ナ
ウ
デ
ル
ス
に
通
じ
る
街
道
に
あ
る
一
四
八
―
―
一
高
地
を
横
断
す
る
線
に
し
て
、
こ
の
地
帯
に
つ
い
て
決
定
せ
ら
れ
る
線
。

そ
こ
か
ら
東
ヘ
ド
ラ
イ
ヘ
ル
ン
・
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ェ
の
頂
上
（
三
五

0
五
高
地
）
に
い
た
る
ま
で
の
間
は
、

そ
こ
か
ら
ほ
ゞ
南
々
東
ヘ
―
一
五
四
五
高
地
（
マ
ル
ヒ
・
キ
ン
ケ
レ
）
に
い
た
る
ま
で
の
間
は
、

東
方
の
ド
ラ
ウ
盆
地
と
西
方
の
エ
ッ
チ
盆
地
と
の
間
の
分
水
嶺
の
線
。

そ
と
か
ら
南
東
ヘ
二
四
八
一
＝
高
地
（
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ェ
）
に
い
た
る
ま
で
の
間
は
、

ビ
ン
バ
ッ
ハ
部
落
と
ア
ル
ン
バ
ッ
ハ
部
落
と
の
間
で
ド
ラ
ウ
河
を
横
断
す
る
線
に
し
て
、
こ
の
地
帯
に
つ
い
て
決
定
せ
ら
れ
る
線
。

そ
こ
か
ら
東
南
東
へ
二

0
五
0
高
地
（
タ
ル
ビ
ス
の
約
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
北
西
に
あ
る
オ
ス
テ
ル
ニ
ッ
ク
）
に
い
た
る
ま
で
の
問
は
、

北
方
の
ド
ラ
ウ
盆
地
と
ゼ
ッ
ク
ス
テ
ン
バ
ッ
ハ
・
ピ
ア
ベ
・
タ
グ
リ
ア
メ
ン
ト
等
の
一
連
の
盆
地
と
の
間
の
分
水
嶺
の
線
◎

そ
こ
か
ら
東
南
東
ヘ
一
四
九
二
高
地
（
テ
ェ
ー
ル
の
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
西
）
に
い
た
る
ま
で
の
間
は
、

北
方
の
ガ
イ
ル
川
と
南
方
の
ガ
イ
リ
ッ
ツ
川
と
の
間
の
分
水
嶺
の
線
。

そ
こ
か
ら
東
ヘ
一
五

0
九
高
地
（
ペ
ッ
チ
ュ
）
に
い
た
る
ま
で
の
間
は
、

テ
ェ
ー
ル
の
町
の
駅
の
南
方
で
ガ
イ
リ
ッ
ツ
川
と
交
差
し
且
つ
―
二
七

0
高
地
（
カ
ビ
ン
ベ
ル
グ
）
を
横
断
す
る
線
に
し
て
、
こ
の
地
帯
に
つ

こ
の
第
二
十
七
条
に
つ
づ
く
第
二
十
八
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

A
r
t
i
k
e
l
 2
8
.
 

D
i
e
 
i
m
 g
e
g
e
n
w
a
r
h
g
e
n
 V
e
r
t
r
a
g
e
 
b
e
s
c
h
n
e
b
e
n
e
n
 G
r
e
n
z
e
n
 s
1
n
d
`
s
o
w
e
i
t
 
s1e 
b
e
s
h
m
m
t
 s
i
n
d
,
 a
u
f
 
e
i
n
e
r
 
K
a
r
t
e
 
i
m
 

北
方
の
イ
ン
盆
地
と
南
方
の
エ
ッ
チ
盆
地
と
の
間
の
分
水
嶺
の
線
。
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B
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 1,000,000 

eingezeichnet, die 
d
e
m
 g
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w
召
rtigen

Vertrage beigeschlossen ist. 
I
m
 Falle 

v
o
n
 

A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
 z
w
i
s
c
h
e
n
 T
e
x
t
 
u
n
d
 Karte 

ist 
der 

T
e
x
t
 
maBgebend.("') 

繹
l
+
<
~
怜

社
《
料
か
足
紺
'
(
心
兵
ド
ニ
心
避
芯
以

...J
ド
湮
按

...J
ド
ニ
心
企

S
足

0
ニ
ド
吐
＇
社
怨
品
足
芝
謎

...J
ド

ニ
心

四
ミ

念
ヽ

I
G
妾

区
足

国
<

初
菜

ヤ
ニ

心
゜
《
怜
~
E
/
1
ド

-tt-K.L..→
妾
図
4
る
西
砒
＇
ヤ
心
空
4口
足
さ
＇

~
*
~
8
1
ド
¾K.L..

る
埠
茫
→
初
兵
心
゜

切
心
以
’
キ
，ヽ

・
'
，

9、
H
ミ
ト
，ヽ

丹
品
《
料
忌
3
探

II
海

「
m
ー
ロ
ぺ
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d
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棄
す
る
。

w
e
r
d
e
n
.
 

オ
ー
文
ト
リ
ヤ
は
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
か
ぎ
り
、
イ
タ
リ
ー
の
た
め
に
、
第
二
部
（
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
国
境
）
の
第
二
十
七
条
二
項
で
決
定
さ

れ
た
境
界
の
向
こ
う
側
の
領
域
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
等
の
境
界
・
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
と
イ
タ
リ
ー
と
の
境
界
・
ア
ド
リ
ア
海
・
後

に
決
定
せ
ら
れ
る
イ
タ
リ
ー
の
東
部
境
界
に
囲
ま
れ
た
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
領
土
に
対
す
る
一
切
の
権
利
な
ら
び
に
請
求
権
を
放

以
上
の
諸
規
定
と
く
に
第
二
十
七
条
二
項
に
よ
っ
て
電
南
チ
ロ
ル
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
か
ら
イ
タ
リ
ー
に
割
譲
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
チ

ロ
ル
地
方
(
T
i
r
o
l
e
r
B
o
d
e
n
)
の
総
面
積
二
万
六
千
七
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
う
ち
一
万
六
千
三
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
イ
タ
リ
ー

に
割
譲
さ
れ
た
の
で
あ
り
（
附
図
ー
の
矢
印
の
部
分
）
、
チ
ロ
ル
地
方
の
総
人
口
九
十
万
一
千
人
の
う
ち
六
十
一
万
九
千
人
が
割
譲
地
域
に

(
5
~
 

居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
こ
の
六
十
一
万
九
千
人
の
割
譲
地
域
の
住
民
の
民
族
構
成
は
ド
イ
ツ
系
・
イ
タ
リ
ー
系
・
レ
ー
ト
ロ
マ
ン

系
（
に
d
i
n
e
r
)
の
三
種
類
で
あ
っ
て
、
各
民
族
の
居
住
分
布
を
し
め
す
た
め
に
明
確
な
線
を
割
譲
地
域
に
画
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

一
九
一

0
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
プ
レ
ン
ネ
ル

(
B
r
e
n
n
e
r
)

か
ら
サ
ル
ル
ン

(
S
a
l
u
m
)
ま
で
の
南
チ
ロ
ル
地
域
困
蘭
-11
の
横
線
の
部
分
）

九
千
九
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
は
ド
イ
ツ
系
二
十
二
万
三
千
人
・
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
一
万
五
千
人
・
イ
タ
リ
ー
系
八
千
人
が
居
住
し

て
お
り
、

ト
レ
ン
ト
地
域
（
附
図
II
の
縦
線
の
部
分
）
六
千
四
百
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
は
イ
タ
リ
ー
系
三
十
六
万
七
千
人
・
ド
イ
ツ
系

第
三
十
六
条

(

3

)

 

．．．．． 
(
4
)
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一
万
人
・
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
四
千
人
が
居
住
し
て
い
[
{
ま
た
、
同
じ
く
一
九
―

0
年
の
統
計
で
は
あ
る
が
、
別
の
資
料
に
よ
る
ど
、
‘

南
チ
ロ
ル
（
附
図
II
の
横
線
の
部
分
で
東
南
の
す
み
の
点
線
よ
り
外
側
の
小
地
域
を
除
い
た
部
分
。
現
在
の
ボ
ー
ツ
ェ
ン
県
）
の
総
人
口
二
十
四
万

二
千
人
の
う
ち
で
ド
イ
ツ
系
お
よ
び
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
二
十
三
万
五
千
人
・
イ
タ
リ
ー
系
七
千
人
で
あ
る
か
ら
イ
タ
リ
ー
系
は
総
人
口

附図 I 斜線の部分は旧オーストリヤハンガリー帝国の版図

ルト`

ス

南チロル

疇トレント

附図 II

ツ

:スノ／三イロ
•インスブルック 、・ヘ．．．、

玉/‘‘砿‘・•.轟
ロ

プレンネJI,峠 チリエンツ

ェ／ぷ●九，ぶネt,9‘•I 

心~ヽ，、ポル；！芍←へJ ノオ

イ

イ
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線
と
ア
ル
プ
ス
の
自
然
的
境
界
線
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

の
三
。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
（
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
領
と
し
て
残
っ
た
フ
ォ
ー
ラ
ル
ル
ベ
ル
ク
で
は
、

。
ハ
ー
セ
ン
ト
）
、
南
チ
ロ
ル
の
三
大
都
市
ボ
ー
ツ
ェ
ン

(
B
o
z
e
n
)

・
プ
リ
ク
セ
ン

(
B
r
i
x
e
n
)
・
メ
ラ
ー
ン
(
M
e
r
a
n
)

の
人
口
六
万
一
千
人

の
う
ち
で
ド
イ
ツ
系
お
よ
び
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
五
万
八
千
人
・
イ
タ
リ
ー
系
三
千
人
で
あ
る
か
ら
イ
タ
リ
ー
系
は
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、

の
他
の
市
町
村
の
人
口
十
八
万
一
千
人
の
う
ち
で
ド
イ
ツ
系
お
よ
び
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
十
七
万
七
千
人
・
イ
タ
リ
ー
系
四
千
人
で
あ
る

ド
イ
ツ
系
・
イ
タ
リ
ー
系
・
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
の
三
民
族
が
割
譲
地
域
に
混
住
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

ロ
マ
ン
系
の
居
住
地
域
と
イ
タ
リ
ー
系
の
居
住
地
域
と
に
わ
か
れ
て
割
譲
地
域
に
民
族
の
境
界
線
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
南
チ
ロ
ル
に
つ
い
て
の
問
題
点
の
一
っ
は
、

ド
イ
ツ
系
お
よ
び
レ
ー
ト

ド
イ
ツ
系
お
よ
び
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
と
イ
タ
リ
ー
系
と
の
民
族
の
境
界

(
l
)
D
e
r
 S
t
a
a
t
s
v
e
r
t
r
a
g
 v
o
n
 St. 
G
e
r
m
a
i
n
 s
a
m
t
 
B
e
g
l
e
i
t
n
o
t
e
 
v
o
m
 2. 
S
e
p
t
e
m
b
e
r
 1
9
1
9
 
u
n
d
 e
i
n
e
m
 a
l
p
h
a
b
e
t
i
s
c
h
e
n
 

N
a
c
h
s
c
h
l
a
g
e
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
s
s
e
,
 D
r
u
c
k
 u
n
d
 V
e
r
l
a
g
 d
e
r
 o
s
t
e
r
r
e
i
c
h
i
s
c
h
e
n
 
S
t
a
a
t
s
d
r
u
c
k
e
r
r
e
i
,
 Wien•1919, 

s. 34. 

(
2
)
I
b
i
d
.
,
 S
.
 39. 

(
3
)
I
b
i
d
.
,
 S
.
 41. 

(
4
)
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
平
和
条
約
の
英
文
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は

Official

D
o
c
u
m
e
n
t
s
,
 S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
 
to 
t
h
e
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 J
o
u
r
n
a
l
 

of 
International Law•1920, 

V
o
l
.
1
4
:
 

(
5
)
H
e
r
b
e
r
.
t
 
N
e
u
n
e
r
,
 Siid tirol -
G
e
s
c
h
i
c
h
t
l
i
c
h
e
r
 
A
b
r
i
 8
 e
i
n
e
r
 e
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
n
 F
r
a
g
e
,
 Siid t
i
r
o
l
。

V
e
r
l
a
g
•
1
9
6
4
,

s. 5.
 

(
6
)
I
b
i
d
.
,
 S
.
 5.
 

(
7
)
H
e
i
n
r
i
c
h
 v
o
n
 
Siegler•The 

P
r
o
b
l
e
m
 of 
S
o
u
t
h
 T
y
r
o
l
,
 S
p
e
c
i
a
l
 
E
d
i
t
i
o
n
 
of 
A
u
s
t
r
i
a
 o
n
 t
h
e
 W
a
y
 t
o
w
a
r
d
s
 

S
o
v
e
r
e
i
g
n
t
y
,
 
N
e
u
t
r
a
l
i
t
y
 a
n
d
 P
r
o
s
p
e
r
i
t
y
,
 V
e
r
l
a
g
 fiir 
Z
e
i
t
a
r
c
h
i
v
e
,
 Bonn•p.38. 

か
ら
イ
タ
リ
ー
系
は
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

そ

゜
3
 

一
九
一

0
年
に
は
イ
タ
リ
ー
系
は
総
人
口
の
三
・
九

3
 



面
的
に
ま
た
は
部
分
的
に
閉
鎖
す
る
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
。

る
と
同
時
に

は
い
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
こ
の
平
和
条
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
は
、

ウ
イ
ル
ソ
ン
に

一
九
一
八
年
一
月
八
日
付
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
閣
下
の
議
会

リ
ー
帝
国
は
、
す
で
に
敗
色
濃
厚
で
あ
っ
た
一
九
一
八
年
十
月
四
日
に
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
閣
下
に
、
貴
国
な
ら
び
に
貴

ス
エ
ー
デ
ン
政
府
を
通
じ
て
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の

敗
戦
国
が
そ
の
領
土
を
で
き
る
か
ぎ
り
戦
勝
国
に
と
ら
れ
ま
い
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
も
サ
ン
・
ジ

ェ
ル
マ
ン
平
和
条
約
の
締
結
に
い
た
る
ま
で
に
南
チ
ロ
ル
の
割
譲
に
対
し
て
強
く
抵
抗
し
た
の
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ

「
常
に
防
衛
の
た
め
に
の
み
戦
争
を
遂
行
し
且
つ
流
血
を
終
ら
せ
て
公
正
に
し
て
名
誉
あ
る
和
平
に
い
た
る
熱
意
を

く
り
返
し
表
明
し
て
き
た
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
は
、

然
と
す
す
め
る
こ
と
。

こ
こ
に
、

国
の
同
盟
国
と
陸
海
空
に
つ
い
て
の
即
時
の
停
戦
協
定
を
結
び
且
つ
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
い
て
直
ち
に
平
和
条
約
締
結
の
た
め
の
交
渉
に

へ
の
教
書
の
十
四
点
お
よ
び
一
九
一
八
年
二
月
十
―

-
H
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
閣
下
の
演
説
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
た
四
点
を
基
礎
と
す

一
九
一
八
年
九
月
二
十
七
日
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
頷
閣
下
の
演
説
の
な
か
で
声
明
せ
ら
れ
た
見
解
を
も
考
慮
に
い
れ
ら

る
べ
き
も
の
と
す
る
」
と
い
う
和
平
の
申
し
入
れ
を
し
て
い
る
‘o

(

2

)

 

こ
こ
の
和
平
の
申
し
入
れ
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
と
は
、

一
、
平
和
条
約
の
討
議
は
こ
れ
を
公
開
と
し
且
つ
公
表
し
、
い
か
な
る
秘
密
の
国
際
的
了
解
も
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
外
交
は
常
に
公

―
-
、
平
時
・
戦
時
を
と
わ
ず
領
海
外
の
海
洋
の
航
行
の
絶
対
的
自
由
。
た
だ
し
、
国
際
条
約
の
強
制
の
た
め
の
国
際
的
行
動
に
よ
っ
て
、
海
洋
を
全

三
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
障
壁
を
で
き
る
か
ぎ
り
除
去
す
る
こ
と
。
平
和
に
同
意
し
且
つ
そ
の
維
持
の
た
め
に
結
集
す
る
す
べ
て
の
国
家
の
間
に
、
平

南
チ
ロ
ル
割
譲
に
対
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
反
対
運
動
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最
も
自
由
な
機
会
が
こ
れ
等
の
国
民
に
あ
た
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

等
な
通
商
条
件
を
確
立
す
る
こ
と
。

を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
の
厳
格
な
遵
守
が
こ
の
よ
う
な
調
整
の
基
礎
と
な
る
。

一
八
七
一
年
に
プ
ロ
シ
ア
が
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ

四
、
適
当
な
保
障
の
も
と
で
、
国
内
の
治
安
維
持
に
必
要
な
最
低
限
度
に
ま
で
、
各
国
の
軍
備
を
縮
小
す
る
こ
と
。

五
、
植
民
地
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
主
張
に
つ
い
て
は
自
由
か
つ
偏
見
の
な
い
絶
対
的
に
公
平
な
調
整
を
な
す
こ
と
。
主
権
に
関
す
る
そ
の
よ
う

な
問
題
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
当
該
地
域
に
対
し
て
権
限
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
政
府
の

JE
当
な
権
利
主
張
と
当
該
住
民
の
利
益
と
が
同
じ
比
重

六
、
す
べ
て
の
ロ
シ
ア
領
土
か
ら
の
撤
兵
。
ロ
シ
ア
の
政
治
的
発
展
と
そ
の
国
策
を
自
主
的
に
決
定
す
る
た
め
の
な
に
も
の
に
も
妨
げ
煩
わ
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
機
会
を
も
つ
に
あ
た
っ
て
ロ
シ
ア
が
世
界
の
他
の
諸
国
の
最
善
に
し
て
全
く
惜
し
み
な
い
協
力
を
え
ら
れ
且
つ
自
由
諸
国
の
国
際
社

会
に
ロ
シ
ア
が
自
ら
選
ん
だ
体
制
の
も
と
で
心
か
ら
歓
迎
さ
れ
て
う
け
い
れ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
ロ
シ
ア
が
必
要
と
し
欲
す
る
あ
ら
ゆ
る
援
助
を

え
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
に
関
す
る
す
べ
て
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
。
姉
妹
諸
国
の
ロ
シ
ア
に
対
す
る
今
後
数
力
月
間
の
処
遇
を
そ
れ
等
諸

国
の
善
意
・
ロ
シ
ア
の
必
要
に
対
す
る
そ
れ
等
諸
国
の
非
利
己
的
な
理
解
•
そ
れ
等
諸
国
の
明
白
に
し
て
無
私
の
同
情
の
試
金
石
と
す
る
。

七
、
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
撤
兵
せ
ら
れ
且
つ
ベ
ル
ギ
ー
が
他
の
す
べ
て
の
自
由
諸
国
な
み
の
主
権
を
な
ん
ら
の
制
限
も
う
け
ず
に
享
有
し
て
再
典
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
全
世
界
は
み
と
め
る
。
そ
の
相
互
関
係
を
規
律
す
る
た
め
に
各
国
が
自
ら
さ
た
め
た
法
に
対
す
る
信
頼
を
回
復
す
る
に
は
こ

れ
に
ま
さ
る
手
段
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
回
復
手
段
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
国
際
法
の
構
造
と
効
用
は
永
久
に
そ
こ
な
わ
れ
る
。

八
、
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
領
土
は
解
放
さ
れ
且
つ
侵
略
さ
れ
た
部
分
は
回
復
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ー
ヌ
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
な
し
た
不
正
は
そ
の
後
五
十
年
に
わ
た
り
世
界
の
平
和
を
み
だ
し
た
の
で
あ
り
、
平
和
か
世
界
の
す
べ
て
の
国
の
た

め
に
再
び
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
こ
の
不
正
は
矯
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

九
、
明
瞭
に
識
別
で
き
る
民
族
の
境
界
線
に
そ
っ
て
イ
タ
リ
ー
の
境
界
地
幣
の
再
調
整
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

＋
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
国
民
の
国
際
社
会
に
お
け
る
地
位
が
保
護
・
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
沼
む
と
と
も
に
、
そ
の
自
治
を
発
展
す
る

十
一
、
ル
ー
マ
ニ
ア
・
セ
ル
ビ
ア
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
か
ら
撤
兵
せ
ら
れ
且
つ
占
領
さ
れ
た
地
域
は
回
復
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
海
洋
へ
の
自
由
か
つ
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な
ら
な
い
。

ま
た 組

織
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

確
実
な
通
路
か
セ
ル
ビ
ア
に
あ
た
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
バ
ル
カ
ン
諸
国
家
の
相
互
関
係
は
歴
史
的
に
確
立
さ
れ
た
忠
誠
と
民
族
の
境
界
線
に

そ
っ
て
友
好
的
な
協
議
で
も
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
バ
ル
カ
ン
諸
国
家
の
政
治
的
・
経
済
的
独
立
と
領
上
保
全
を
国
際
的
に
保
障
す
る

十
二
、
現
在
の
オ
ッ
ト
マ
ン
帝
国
の
な
か
の
ト
ル
コ
の
領
域
に
は
確
実
な
主
権
を
み
と
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
ト
ル
コ
の
統
治
の
も
と
に
あ
る

巽
民
族
に
は
確
実
な
生
活
保
障
と
な
に
も
の
に
も
絶
対
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
自
治
発
展
の
機
会
を
み
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。
す
ぺ
て
の
国

家
の
船
舶
と
通
商
の
た
め
の
自
由
な
る
通
路
と
し
て
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
は
国
際
的
保
障
の
も
と
で
永
久
に
開
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

+
―
―
一
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
独
立
国
家
と
し
て
建
設
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
明
ら
か
に
居
住
し
て
い
る
地
域
が
こ
れ
に
包
含
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
海
洋

へ
の
自
由
か
つ
確
実
な
通
路
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
あ
た
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
政
治
的
・
経
済
的
独
立
と
領
土
保
全
は
国
際
条
約

に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

十
四
、
政
治
的
独
立
と
領
土
保
全
を
大
国
た
る
と
小
国
た
る
と
を
と
わ
ず
相
互
に
保
障
す
る
た
め
の
特
別
の
条
約
の
も
と
で
普
遍
的
な
国
家
結
合
か

一
九
一
八
年
二
月
十
二
日
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
演
説
の
な
か
で
の
四
点
と
は
、

ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
ド
イ
ツ
首
相
フ

ォ
ン
・
ヘ
ル
ト
リ
ン
伯

(
C
o
u
n
t
v
o
n
 H
e
r
t
l
i
n
g
)
の
提
案
し
た
講
和
プ
ラ
ン
を
拒
否
し
た
理
由
を
議
会
で
説
明
し
た
後
に
述
べ
た
も
の

(
3
)
 

で
あ
る
。

一
、
最
終
的
解
決
と
し
て
の
講
和
の
い
ず
れ
の
部
分
も
当
該
ケ
ー
ス
に
固
有
な
妥
当
性
と
永
続
的
平
和
を
も
た
ら
す
よ
う
な
調
和
と
に
基
づ
か
ね
ば

二
、
人
民
お
よ
び
領
土
か
単
な
る
家
財
道
具
か
チ
ェ
ス
の
「
歩
」
の
駒
の
よ
う
に
一
方
の
主
権
国
家
か
ら
他
方
の
主
権
国
家
へ
交
換
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
未
来
永
劫
に
悪
名
を
残
し
た
勢
力
均
衡
と
い
う
大
パ
ク
チ
に
お
い
て
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。

三
、
こ
の
戦
争
に
関
連
の
あ
る
す
べ
て
の
領
土
的
解
決
は
、
当
該
住
民
の
利
益
と
便
宜
を
考
慮
し
て
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
相
反

協
定
が
締
結
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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目
し
て
い
る
国
家
の
権
利
主
張
の
単
な
る
調
整
ま
た
は
妥
協
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
国
家
の
明
確
な
要
望
に
は
で
き
る
か
ぎ
り
最
大
の
満
足
が
あ
た
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
不
和
と
反
目
の
新
し
い
要
素
を
も
ち
こ
む
か

ま
た
は
古
い
要
素
を
永
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
結
局
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
平
和
し
た
が
っ
て
世
界
の
平
和
を
破
る
こ
と
の
な
い
よ

一
九
一
八
年
九
月
二
十
七
日
の
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
演
説
の
な
か
で
声
明
せ
ら
れ
た
見
解
と
は
、

(
4
)
 

平
和
公
債
の
公
募
に
さ
い
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
和
平
条
件
の
追
加
と
し
て
次
の
「
五
項
目

(
T
h
e
F
i
v
e
 

を
あ
げ
て
い
（
免
゜

P
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
)
」

ア
メ
リ
カ
の
第
四
回

一
、
わ
れ
わ
れ
が
正
し
く
あ
り
た
い
と
欲
す
る
人
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
と
正
し
く
あ
り
た
い
と
欲
し
な
い
人
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
と
差
別
の
な
い
不

偏
の
正
義
を
適
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
エ
コ
ひ
い
き
も
規
格
も
な
く
当
該
各
国
民
の
平
等
権
を
み
と
め
る
正
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
全
体
の
共
通
の
利
益
と
両
立
し
な
い
一
国
ま
た
は
国
家
群
の
特
別
な
利
益
は
最
終
的
解
決
と
し
て
の
講
和
の
い
ず
れ
の
部
分
の
基
礎
に
も
な
り

―
―
-
、
普
遍
的
共
同
社
会
で
あ
る
国
際
連
盟
の
な
か
で
は
同
盟
や
特
別
の
盟
約
お
よ
び
了
解
は
存
在
し
え
な
い
。

四
、
さ
ら
に
明
瞭
な
こ
と
で
あ
る
が
、
国
際
連
盟
の
な
か
で
は
利
己
的
な
特
別
の
経
済
連
合
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
形
式
で
の
経

済
的
な
ボ
イ
コ
ッ
ト
ま
た
は
排
斥
も
許
さ
れ
な
い
。
世
界
の
市
場
か
ら
の
締
出
し
と
い
う
経
済
制
裁
の
権
限
は
懲
罰
と
統
制
の
た
め
の
手
段
と
し

て
国
際
連
盟
に
の
み
あ
た
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

五
、
い
か
な
る
種
類
の
条
約
・
協
定
も
す
べ
て
そ
の
全
容
を
世
界
の
他
の
国
々
に
周
知
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
別
の
同
盟
お
よ
び
経
済
的
な
競

争
と
反
目
が
現
代
で
は
戦
争
発
生
の
主
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
戦
争
発
生
の
主
因
を
法
的
に
確
実
に
除
去
し
な
い
か
ぎ
り
は
偽
り
の
不
安

定
な
平
和
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

え
な
い
。

さ
ら
に

う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
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域
の
割
譲
に
は
と
く
に
厳
粛
に
異
議
を
申
し
立
て
る
も
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
は
以
上
の
二
十
三
点
を
基
礎
と
す
る
和
平
を
申
し
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
十
三
点
の
和
平

の
基
礎
の
な
か
で
南
チ
ロ
ル
問
題
に
と
↑
に
関
係
が
あ
る
の
は
、

と
の
国
境
は
民
族
の
境
界
線
に
そ
っ
て
調
整
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
項
目
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
南
チ
ロ
ル
地
域
に
は
明
ら
か
に

と
こ
ろ
で
、

こ
の
和
平
の
申
し
人
れ
を
な
し
た
直
後
の
一
九
一
八
年
十
月
十
三
日
に
は
、
早
く
も
プ
リ
ク
セ
ン
で
民
衆
大
会
が
開
催

さ
れ
、
統
一
チ
ロ
ル
の
叫
び
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
つ
づ
い
て
同
月
に
は
、

(

7

)

 

v
e
r
t
r
e
t
u
n
g
 v
o
n
 B
o
z
e
n
)

は
、
次
の
よ
う
な
決
議
を
万
場
一
致
で
採
択
し
て
い
る
。

ボ
ー
ツ
ェ
ン
地
方
議
会
(
D
i
e
G
e
m
a
i
n
d
e
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
•
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
政
府
が
恐
し
い
殺
数
を
終
ら
せ
る
た
め
に
敵
国
に
講
和
を
申
し
入
れ
て
平
和
条
約
で
は
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の

周
知
の
講
和
の
基
本
原
則
を
そ
の
基
礎
と
す
る
こ
と
を
み
と
め
た
こ
と
を
ボ
ー
ツ
ェ
ン
地
方
は
知
っ
た
。
こ
の
講
和
の
基
本
原
則
で
は
イ
タ
リ
ー
と

の
境
界
線
を
修
正
し
て
イ
タ
リ
ー
人
が
居
住
し
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
領
土
は
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
こ
れ
を
イ
タ
リ
ー
王
国
に
割
譲
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
イ
タ
リ
ー
王
国
の
統
治
の
も
と
に
は
い
る
こ
と
が
当
該
地
域
の
大
多
数
の
住
民
の
希
求
で
あ
る
こ
と
を
人
民
投
票
に
よ
っ
て

各
地
域
で
証
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、
ボ
ー
ツ
ェ
ン
地
方
は
い
か
な
る
領
土
の
割
譲
に
も
反
対
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
厳
粛
に
宣
言
す
る
。
チ
ロ
ル

州
の
不
可
分
の
構
成
要
素
と
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
い
う
国
家
結
合
の
な
か
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
ボ
ー
ツ
ェ
ン
地
方
の
住
民
の
希
求
で
あ
る
こ
と
は

も
と
も
と
な
ん
の
疑
い
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
ボ
ー
ツ
ェ
ン
地
方
は
そ
の
住
民
の
大
部
分
が
ド
イ
ツ
系
ま
た
は
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
で
あ
る
地

南
チ
ロ
ル
の
地
方
自
治
体
の
全
部
が
こ
の
ボ
ー
ツ
ェ
ン
地
方
議
会
の
声
明
に
あ
い
つ
い
で
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

マ
ン
系
も
こ
れ
に
呼
応
し
た
の
で
あ
っ
て
、

(
8
)
 

て
い
る
。

レ
ー
ト
ロ

ド
ロ
ミ
ッ
テ
ン
峡
谷

(
D
o
l
o
m
i
t
e
n
t
a
l
e
r
)
の
地
方
自
治
体
は
次
の
よ
う
な
叫
び
を
あ
げ

民
族
の
境
界
線
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
の
な
か
の
第
九
点
す
な
わ
ち
イ
タ
リ
ー

335 



共
属
関
係
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
は
な
い
と
声
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

憂
慮
の
念
を
い
だ
い
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
他
の
民
族
と
同
様
に
、
チ
ロ
ル
生
抜
き
の
最
古
の
住
民
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
も
民
族
自
決
権
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
、
イ
タ
リ
ー
人
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
昔
か
ら
イ
タ
リ
ー
人
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
将
来
に
お
い
て
も
イ
タ
リ
ー

人
に
な
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
チ
ロ
ー
ラ
ー
で
あ
り
、
今
後
も
チ
ロ
ー
ラ
ー
で
あ
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
の
な
か
の
第
九
点
が
イ
タ
リ
ー
と
の
国
境
は
民
族
の
境
界
線
で
あ
る
と
う
た
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
よ
う
に
南
チ
ロ
ル
の
ド
イ
ツ
系
お
よ
び
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
の
住
民
が
統
一
チ
ロ
ル
の
叫
び
を
あ
げ
て
イ
タ
リ

ー
に
婦
属
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
の
は
、
後
述
す
る
一
九
一
五
年
四
月
二
十
六
日
の
い
わ
ゆ
る
ロ
ン
ド
ン
秘
密
協
定
の
内
容
が
ソ
連
の

(

9

)

 

ボ
ル
シ
ェ
ビ
ィ
キ
政
権
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ー
が
連
合
国
側
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ

・
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
対
し
て
宣
戦
す
る
代
償
と
し
て
イ
タ
リ
ー
に
ブ
レ
ン
ネ
ル
峠
に
い
た
る
ま
で
の
チ
ロ
ル
を
割
譲
す
る
と
い
う
ロ
ン
ド

(10
炉

ン
秘
密
協
定
の
存
在
が
一
九
一
七
年
に
は
既
に
わ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る

南
チ
ロ
ル
で
の
前
述
の
よ
う
な
統
一
チ
ロ
ル
の
叫
び
に
呼
応
し
て
、
北
チ
ロ
ル
で
も
、

議

(
D
i
e

Tiroler 
L
a
n
d
e
s
v
e
r
s
a
m
m
l
u
n
g
)
 
ょ、
9

9

・

チ
ロ
ル
の
代
議
員
団
体
で
あ
る
チ
ロ
ル
州
会

一
九
一
九
年
一
月
二
十
日
に
、
次
の
よ
う
に
決
議
し
て
い
が
、
。

チ
ロ
ル
の
ド
イ
ツ
系
お
よ
び
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
の
全
地
域
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
チ
ロ
ル
の
全
人
民
は
深
い

わ
れ
わ
れ
チ
ロ
ル
人
は
南
チ
ロ
ル
の
割
譲
に
は
絶
対
に
応
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
最
大
の
犠
牲
を
は
ら
っ
て
も
南
チ
ロ
ル
の
ド
イ
ツ
系
同
胞
と
の

こ
の
決
議
は
当
時
パ
リ
ー
に
い
た
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
宛
の
チ
ロ
ル
州
政
府
の
同
年
二
月
二
十
六
日
付
の
陳
情
書
の
な
か
に
と
り
い
れ

(
1
2
)
 

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
陣
情
書
に
は
占
領
中
の
イ
タ
リ
ー
軍
の
厳
重
な
監
視
の
目
を
く
ぐ
っ
て
同
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
集
め
ら
れ
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「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
を
含
む
二
十
三
点
を
条
件
と
し
て
、

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
の
な
か
の
第
九
点
す
な
わ
ち
南
チ
ロ
ル

た
サ
ル
ル
ン
か
ら
プ
レ
ン
ネ
ル
に
い
た
る
間
の
ド
イ
ツ
系
南
チ
ロ
ル
の
全
地
方
自
治
体
お
よ
び
レ
ー
ト
ロ
マ
ン
系
の
居
住
し
て
い
た
四

州
政
府
の
代
表
に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
、

つ
の
盆
地
の
地
方
自
治
体
の
署
名
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
陳
情
書
は
、
中
立
国
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
公
館
に
チ
ロ
ル

(13) 

イ
タ
リ
ー
に
よ
る
併
合
に
反
対
し
て
チ
ロ
ル
の
統
一
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

一
八
年
十
一
月
に
停
戦
協
定
が
締
結
さ
れ
て
イ
タ
リ
ー
軍
が
南
チ
ロ
ル
に
進
駐
し
た
直
後
に
ロ
イ
ト
ニ
コ
ル
シ
(
E
d
u
a
r
d
R
e
u
t
1
1
N
i
c
o
,
 

J
u
s
s
i
)
~

主
唱
に
よ
っ
て
イ
ン
ス
プ
ル
ッ
ク
の
州
庁

(
L
a
n
d
h
a
u
s
)

に
設
置
さ
れ
た
情
報
宣
伝
局
は
、

ウ
イ
ー
ン
に
シ
ン
パ
を
組
織
し
て
、

ベ
ル
ン
に
支
部
を
お
き
、
ま
た

イ
タ
リ
ー
の
占
領
政
策
に
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
南
チ
ロ
ル
の
民
族
構
成
・
文
化
等
を
海
外
に
宣

(14) 

伝
し
て
、
南
チ
ロ
ル
分
割
反
対
の
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
当
該
地
域
（
チ
ロ
ル
地
方
）
の
住
民
で
あ
る
チ
ロ
ー
ラ
ー
の
反
対
運
動
と
な
ら
ん
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
政
府
も
南
チ
ロ

ル
の
割
譲
に
は
強
く
抵
抗
し
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

を
イ
タ
リ
ー
に
割
譲
し
な
い
こ
と
を
―
つ
の
条
件
と
し
て
、
和
平
の
申
し
入
れ
を
し
た
の
で
あ
る
。
同
年
十
月
十
六
日
に
皇
帝
カ
ー
ル

（
お
iser
K
a
r
l
)
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
連
邦
国
家
と
し
て
新
生
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
が
、
十
月
十
九
日
に
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
国

会
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
独
立
を
宣
言
し
、
十
月
三
十
一
日
に
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
革
命
が
お
こ
っ
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
国
会
が
そ
の
支
配

権
を
掌
握
し
た
。

つ
い
に
十
一
月
十
一
日
に
皇
帝
カ
ー
ル
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
お
け
る
国
務
の
指
導
権
の
放
棄
を
宣
言
し
、
こ
こ
に
オ

(15) 

ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
は
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
皇
帝
カ
ー
ル
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
連
邦
国
家
と
し
て
の
新
生

の
宣
言
の
翌
日
の
十
月
十
七
日
に
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
は
、
一
九
一
八
年
十
月
四
日
に
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
国
会
の
ド
イ
ツ
系
全
政
党
の
代
表
た
ち
は
、

オ
ー
ス
ト
リ

ャ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
国
会
の
ド
イ
ツ
系
全
議
員
に
よ
る
制
憲
議
会
を
十
月
二
十
一
日
に
ウ
イ
ー
ン
で
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

(16) 

こ
の
制
憲
議
会
で
は
次
の
よ
う
な
決
議
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

一
九
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オ
ー
ス
ト
リ
ャ
の
ド
イ
ツ
系
民
族
は
そ
の
将
来
の
国
家
秩
序
を
自
ら
決
定
し
て
独
立
自
主
の
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
家
(
e
i
n
d
e
u
t
s
c
h
o
s
t
e
,
 

r
r
e
i
c
h
i
s
c
h
e
 S
t
a
a
t
)
 
を
建
設
し
他
国
民
と
の
関
係
を
自
由
な
る
合
意
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
こ
の
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ

国
は
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
人
の
居
住
し
て
い
る
全
地
域
に
対
す
る
領
土
主
権
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

南
チ
ロ
ル
を
含
む
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
人
の
居
住
し
て
い
る
全
地
域
を
新
た
に
建
設
さ
れ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
の
版
図
と
す
る
こ

と
を
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
人
（
南
チ
ロ
ル
の
そ
れ
を
含
む
）
が
こ
の
決
議
に
よ
っ
て
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

九
年
二
月
十
六
日
に
行
な
わ
れ
た
総
選
挙
に
お
い
て
は
、
選
挙
法
に
よ
っ
て
八
名
の
定
数
が
割
当
ら
れ
て
い
た
南
チ
ロ
ル
で
も
選
挙
が

行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
南
チ
ロ
ル
は
既
に
イ
タ
リ
ー
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
お
り
自
由
選
挙
は
不
可
能
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

旧
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
国
会
に
南
チ
ロ
ル
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
た
議
員
を
暫
定
的
に
ド
イ
ツ

(17) 

系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
の
国
会
議
員
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

南
チ
ロ
ル
の
割
譲
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
す
な
わ
ち
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
連
邦
共
和
国
の
努
力
は
、

ェ
ル
マ
ン
平
和
条
約
の
締
結
の
交
渉
に
さ
い
し
て
、

そ
れ
も
妥
結
の
最
後
の
瞬
間
ま
で
、
粘
り
づ
よ
く
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

九
一
九
年
五
月
二
日
に
連
合
国
側
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
対
し
て
平
和
条
約
締
結
の
た
め
の
代
表
団
の
派
遣
を
も
と
め
、
五
月
十
四
日
に

カ
ー
ル
レ
ン
ナ
ー

(
K
a
r
l

R
e
n
n
e
r
)

首
相
を
全
権
代
表
と
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
の
代
表
団
が
サ
ン
ジ
ェ
ル
マ
ナ
ン
ラ
ー
エ
に
到
着
し

命
～

六
月
二
日
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
代
表
団
に
連
合
国
側
の
和
平
の
条
件
の
一
部
が
提
示
さ
れ
た
カ
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
代
表
団
は
サ
ン
・

逍ジ
ェ
ル
マ
ン
平
和
会
議
の
議
長
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
首
相
ク
レ
マ
ン
ソ
ー

(
G
e
o
r
g
e
s

C
l
e
m
e
n
c
e
a
u
)
 

っ
て
い
る
。
こ
の
覚
書
の
な
か
で
、

に
六
月
十
六
日
付
の
覚
書
を
お
く

(
2
0
)
 

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
国
境
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
態
度
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
利
害
圏
は
、
地
理
的
に
み
る
と
、
ま
た
そ
の
国
土
の
南
部
の
交
通
路
を
考
慮
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
画
定
さ
る
ぺ
き

し
た
が
っ
て

サ
ン
・
ジ

一
九
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で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、
講
和
条
約
に
よ
っ
て
、
東
か
ら
西
に
の
び
る
長
い
ア
ル
プ
ス
の
峡
谷
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら

れ
る
東
ア
ル
プ
ス
の
国
家
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
レ
ッ
シ
ェ
ン
峠

(
R
e
s
c
h
e
n
s
c
h
e
1
d
e
c
k
)
か
ら
エ
ッ
チ
(
E
t
s
c
h
)
川
の
上
流
を
く
だ
っ
て
ア
イ
ザ

ッ
ク

(
E
i
s
a
c
k
)
川
と
の
合
流
点
に
い
た
り
更
に
リ
エ
ン
ツ

(
R
t
e
n
z
)

川
を
遡
り
そ
こ
か
ら
ト
プ
ラ
ッ
ハ

(
T
o
b
l
a
c
h
)

平
野
お
よ
び
全
ド
ラ
ウ

盆
地
を
く
だ
っ
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
の
国
境
に
む
か
う
線
は
、
ま
さ
し
く
―
つ
の
長
い
峡
谷
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
長
い
峡
谷
は
、
地
理
的

一
体
を
な
し
た
単
一
の
も
の
で
あ
る
。
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
•
•

講
和
条
約
の
草
案
で
き
め
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
国
境
線
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
こ
の
講
和
条
約
が
発

…
…
…
…
…
…
…
、
と
く
に
南
西
部
に
お
い
て
は
プ
リ
ク
セ
ン
・
ボ
ー
ツ
ェ
ン
・
メ
ラ
ー
ン
・

効
し
た
な
ら
ば
、

マ
ル
ス

(
M
a
i
s
)

ま
で
も
が
異
な
る
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る
征
服
者
の
支
配
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
六
百
万
人
の
住
民
を
も
っ
た
ド
イ

ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
国
の
周
囲
に
な
お
数
百
万
人
の
同
一
民
族
が
分
散
し
、
同
じ
種
族
に
属
し
同
じ
言
葉
を
話
し
そ
の
一
部
は
同
一
の
家
系
に
属
し

て
い
な
が
ら
隣
接
の
国
々
で
そ
の
敵
意
あ
る
支
配
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
推
測
で
き
な
い
よ
う
な
重
大
な
紛
争
の
タ
ネ
を
ま
く

も
の
で
あ
り
、
こ
ん
な
間
違
っ
た
こ
と
が
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
：
・
・
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…

さ
ら
に
、

(
2
1
)
 

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
代
表
団
は
、
八
月
六
日
に
、
和
平
の
条
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
表
明
し
反
対
提
案
を
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
和
平
の
条
件
の
文
言
は
民
族
の
解
放
と
統
一
を
も
と
め
る
ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
民
の
願
望
を
全
く
は
っ
き
り
と
拒
否
し
て
い
る
。

北
ボ
ヘ
ミ
ア

(
N
o
r
d
b
o
h
m
e
n
)

・
ズ
ー
デ
ッ
テ
ン
地
方

(
S
u
d
e
t
e
n
l
a
n
d
)

・
南
ポ
ヘ
ミ
ア
と
南
モ
ラ
ビ
ア
（
S
デ

dコ
即
h
r
e
n
)

・
シ
ュ
タ
イ
ァ

マ
ー
ク

(
S
t
e
i
e
r
m
a
r
k
)
と
ケ
ル
テ
ン

(
K即
r
n
t
e
n
)

・
プ
レ
ン
ネ
ル
の
向
う
側
の
チ
ロ
ル
に
あ
る
ド
イ
ツ
系
民
族
の
広
大
な
ガ
ウ

(
G
a
u
e

地

方
）
が
他
国
に
ひ
き
わ
た
さ
れ
異
民
族
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ズ
ー
デ
ッ
テ
ン
地
方
お
よ
び
ア
ル
プ
ス
地
方
の
ド
イ
ツ
系

民
族
は
一
五
―
一
六
年
以
降
は
同
一
の
帝
国
の
国
民
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
血
縁
姻
戚
関
係
が
あ
っ
て
真
に
―
つ
の
家
系
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
二
つ
の
国
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
二
つ
の
国
が
敵
意
を
も
っ
た
国
で
あ
る
と
は
。

に
み
て
も
、
交
通
路
と
し
て
も
、
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南
チ
ロ
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
和
平
の
条
件
に
よ
る
と
、
実
際
上
自
由
を
う
ば
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
戦
争
で
疲
労
困
懲
し
挫
折
し
た
民
族
の
心
を
お
そ
っ
た
自
暴
自
棄
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
岳
民
族
チ
ロ
ー
ラ
ー
た
ち
は
、
そ
の
国
土
の
解
放

を
信
じ
、
正
義
感
が
廃
墟
の
な
か
で
も
常
に
力
を
え
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
た
。
戦
勝
国
は
、
戦
争
中
も
、
さ
ら
に
戦
争
終
結
後
も
、
戦
勝
国

の
国
民
た
る
と
敗
戦
国
の
国
民
た
る
と
を
と
わ
ず
全
世
界
に
、
社
会
的
政
治
的
隷
属
関
係
の
廃
止
と
正
義
の
秩
序
と
を
期
待
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

戦
勝
国
は
自
決
権

(
S
e
l
b
s
t
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
s
r
e
c
h
t
)
す
な
わ
ち
民
族
の
意
思
と
幸
福
に
も
と
づ
く
安
定
し
た
平
和
と
い
う
素
晴
し
い
原
則
を
予
告

し
た
の
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
系
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
チ
ロ
ル
の
解
放
と
統
一
が
法
律
的
に
も
実
際
に
も
正
義
な
ら
び
に
現
実
の
経
済
生
活
の
基
本
要
件
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
充
分
な
根
拠
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
…
…
•
•
;
…
…
…
…
•
•

こ
の
よ
う
に
、
南
チ
ロ
ル
の
割
譲
に
強
く
反
対
し
、
イ
タ
リ
ー
と
の
国
境
は
人
種
上
の
境
界

(
d
i
e
e
t
h
n
o
g
r
a
p
h
i
s
c
h
e
 G
r
e
n
z
e
)

に
も

(
2
2
)
 

と
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

(23) 

同
年
九
月
二
日
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
代
表
団
に
和
平
の
条
件
に
つ
い
て
の
最
終
テ
キ
ス
ト
が
手
交
さ
れ
た
。
五
日
間
の
回
答
期
限
付
の

最
終
テ
キ
ス
ト
で
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
と
の
国
境
の
画
定
に
関
し
て
は
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
の
反
対
提
案
が
う
け
い
れ

ら
れ
て
和
平
の
条
件
が
修
正
さ
れ
て
い
た
が
、
南
チ
ロ
ル
に
関
し
て
は
な
ん
ら
の
変
更
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
南
チ
ロ

ル
割
譲
に
対
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
抗
議
に
こ
た
え
て
、
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
の
署
名
し
た
次
の
よ
う
な
文
言
を
含
ん
だ
総
括
覚
書
(
M
a
n
t
e
l
。

n
o
t
e
)

が
最
終
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
い
ば
6

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
代
表
団
に
提
示
し
た
和
平
の
条
件
の
な
か
の
イ
タ
リ
ー
と
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
と
の
間
の
境
界
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
変
更
も
く
わ
え
る

必
要
が
な
い
と
連
合
国
は
考
え
た
。
イ
タ
リ
ー
首
相
が
ロ
ー
マ
の
国
会
で
き
わ
め
て
明
快
に
言
明
し
た
と
こ
ろ
か
ら
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
タ
リ
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tat 
T
i
r
o
l
s
)」

ー
政
府
は
新
た
に
臣
民
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
系
に
対
し
て
そ
の
言
語
・
文
化
お
よ
び
経
済
上
の
利
益
に
つ
い
て
広
汎
な
寛
容
の
政
策
を
と
る
も
の
で
あ
る
。

九
月
六
日
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
国
会
は
賛
成
九
十
六
・
反
対
二
十
三
で
和
平
の
条
件
に
つ
い
て
の
最
終
テ
キ
ス
ト
の
受
諾
を
決
定
し
、
九

(25) 

月
十
日
に
レ
ン
ナ
ー
首
相
が
サ
ン
ジ
ェ
ル
マ
ナ
ン
ラ
ー
エ
に
お
い
て
平
和
条
約
に
署
名
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ォ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
第
二
大
戦
後
の
一
九
五
五
年
に
永
世
中
立
国
と
な
っ
，
だ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
南
チ
ロ
ル
の
割
譲
に
対
す
る
オ
ー
ス

ト
リ
ヤ
の
反
対
運
動
に
関
連
し
て
、

チ
ロ
ル
の
中
立
化
の
構
想
が
当
時
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ー
の
軍
事
上
・
戦
略
上
の
理
由
に
も
と
づ
く
南
チ
ロ
ル
の
割
譲
の
要
求
に
反
対
し
て
、

ま
も
る
た
め
に
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、

チ
ロ
ル
の
統
一
を

チ
ロ
ル
の
中
立
化
を
提
案
し
た
。
前
述
の
一
九
一
九
年
六
月
十
六
日
付
の
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
代
表
団
の
ク
レ
マ
ン
ソ
ー

宛
の
覚
書
の
付
属
文
書

E
は
、
四
カ
条
か
ら
な
る
「
チ
ロ
ル
の
中
立
に
関
す
る
付
属
協
定
(
A
n
s
a
t
z
k
o
n
v
e
n
t
i
o
n
iiber 
d
i
e
 
N
e
u
t
r
a
 -

(
2
7
)
 

で
あ
る
。
こ
の
付
属
協
定
に
よ
る
と
、
南
チ
ロ
ル
を
含
む
全
チ
ロ
ル
を
ス
イ
ス
の
中
立
に
関
係
せ
し
め
て
、
こ
の
中

立
を
列
国
が
承
認
し
て
保
障
し
、
軍
事
基
地
・
軍
需
工
場
・
軍
需
品
倉
庫
等
を
チ
ロ
ル
に
設
置
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ

ま
た
は
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
お
よ
び
イ
タ
リ
ー
の
隣
国
と
イ
タ
リ
ー
と
が
戦
争
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
ま
た
は
イ
タ
リ
ー
が

ス
イ
ス
に
チ
ロ
ル
の
軍
事
占
領
を
申
し
人
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
、
イ
タ
リ
ー
の
南
チ
ロ
ル
併

合
を
阻
止
し
て
チ
ロ
ル
の
統
一
を
維
持
す
る
た
め
に
、
チ
ロ
ル
の
中
立
化
ま
で
も
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。

(
l
)
H
e
r
b
e
r
t
 K
r
a
u
s
 u
n
d
 G
u
s
t
a
v
 R
o
d
i
g
e
r
,
 C
h
r
o
n
i
k
 d
e
r
 F
n
e
d
e
n
s
v
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 n
e
b
s
t
 
e
i
n
e
r
 
U
b
e
r
s
i
c
h
t
 U
b
e
r
 d
i
e
 

D
i
p
l
o
m
a
t
i
e
 
d
e
s
 W
e
l
t
k
r
i
e
g
e
s
,
 V
e
r
l
a
g
 v
o
n
 F
r
a
n
z
 
V
a
h
l
e
n
,
 B
e
r
l
i
n
,
 1
9
2
0
,
 
S
.
8
7
 
~
 
8
8
.
 

(
2
)
H
e
r
b
e
r
t
 H
8
v
e
r
,
 T
h
e
 O
r
d
e
a
l
 
of 
W
8
d
r
o
w
 W
i
l
s
o
n
,
 
M
c
G
r
a
w
、Hill
B
8
k
 C
o
m
p
a
n
y
,
 Inc., 
N
e
w
,
 Y
o
r
k
,
 1
9
5
8
,
 

p
p
.
2
0
-
2
2
.
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正
確
に
こ
れ
等
の
地
域
の
境
界
が
き
め
ら
れ
て
い
た
。

二、

試
練
」
に
よ
る
と
、

ロ
ン
ド
ン
秘
密
協
定

ロ
シ
ア
を
含
め
て
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
・
日
本
の
列
強

の
間
で
、
戦
後
の
勝
利
の
分
前
に
つ
い
て
多
く
の
秘
密
協
定
が
結
ば
れ
て
い
た
。

(
1
)
 

こ
の
よ
う
な
秘
密
協
定
の
な
か
の
主
な
も
の
は
、

フ
ー
バ
ー
の
著
書
「
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
の

一
九
一
五
年
三
月
の
ロ
シ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
間
の
交
換
公
文
（
後
に
イ
タ
リ
ー
も
加
わ
っ
て
い
る
）
。

ノ
ー
プ
ル
の
領
有
と
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
の
自
由
通
過
を
み
と
め
て
い
た
。
ロ
シ
ア
は
北
ペ
ル
シ
ア
の
一
部
を
併
合
し
北
ペ
ル
シ
ア
の
他
の
地
域

に
勢
力
圏
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
こ
の
勢
力
圏
と
南
ペ
ル
シ
ア
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
圏
と
の
間
に
は
中
立
地
帯
が
つ
く
ら
れ
る
）
。

ロ
シ
ア
は
イ
ラ
ク
・
ヨ
ル
ダ
ン
・
シ
リ
ア
を
含
む
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
勢
力
圏
を
支
持
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
。

一
九
一
五
年
四
月
二
十
六
日
の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
・
イ
タ
リ
ー
の
間
の
ロ
ン
ド
ン
協
定
。
イ
タ
リ
ー
が
連
合
国
に
味
方
し
て
参

戦
す
る
な
ら
ば
、
ト
レ
ン
チ
ノ
地
方

(
t
h
e
T
r
e
n
t
i
n
o
)
・
プ
レ
ン
ネ
ル
峠
・
ト
リ
エ
ス
テ
(
T
r
i
e
s
t
e
)
・
ダ
ル
マ
チ
ア
(
D
a
l
m
a
t
i
a
)
の
一
部
・

ア
ド
リ
ア
海
の
若
干
の
島
・
ア
ナ
ト
リ
ア
（
と
i
a
t
o
l
i
a
)

の
一
部
を
イ
タ
リ
ー
に
あ
た
え
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
た
。
フ
ユ
ー
メ

(
F
i
u
m
e
)

の

港
は
セ
ル
ビ
ア
の
た
め
に
留
保
し
て
イ
タ
リ
ー
に
あ
た
え
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農
地
の
境
界
標
示
の
よ
う
に

一
九
一
六
年
五
月
の
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
間
の
サ
イ
ク
ス
・
ピ
コ
ー
条
約
(
S
y
k
e
s
,
P
i
c
o
t
T
r
e
a
t
y
)
。
フ
ラ
ン
ス
は
ア
ク
レ

(
A
c
r
e
)

の
北
ま
で
の
シ
リ
ア
の
海
岸
と
チ
グ
リ
ス
河

(
T
i
g
r
i
s
R
i
v
e
r
)
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
そ
の
背
後
地
域

に
な
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
地
中
海
に
の
ぞ
む
ア
ク
レ
と
ハ
イ
フ
ァ

(
H
a
i
f
a
)
の
両
港
お
よ
び
バ
ク
ダ
ッ
ド
と
ペ
ル
シ
ア
湾
と
の
間
の
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
の
一
部
を
領
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
若
干
の
ア
ラ
プ
諸
国
を
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
両
国
の
勢
力
圏
に
分
割
し
、
そ
こ
に
勢
力

圏
を
も
つ
国
が
「
そ
こ
の
資
源
に
対
し
て
、
ま
た
借
款
供
与
に
つ
い
て
、
優
先
権
」
を
も
ち
且
つ
「
そ
こ
に
自
国
民
で
あ
る
顧
問
や
政
府
喘
員
を

派
遣
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
に
み
と
め
た
も
の
を
除
い
て
は
、
旧
ト
ル
コ
帝
国
に
お
け
る
外
国
の
権
利
を
す
べ
て
し
め
だ
す
も
の

ヽ
第
一
大
戦
中
に
、
そ
れ
も
ア
メ
リ
カ
が
参
戦
す
る
ま
で
に
、

(
h
m
t
e
r
l
a
n
d
)

を
領
有
す
る
こ
と

ロ
シ
ア
に
コ
ン
ス
タ
ン
チ
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な
っ
て
い
た
。

一
九
一
七
年
三
月
の
ロ
シ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
の
交
換
公
文
。
ロ
シ
ア
は
ペ
ル
シ
ア
国
境
と
黒
海
と
の
間
の
六
ガ
平
方
マ
イ
ル
の
地
域
を
取

得
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
ト
ル
コ
の
地
中
海
沿
岸
の
地
域
の
一
部
（
イ
ギ
リ
ス
と
調
整
さ
れ
う
る
範
囲
）
を
取
得
す
る
こ
と
に

こ
れ
等
の
秘
密
協
定
の
な
か
で
南
チ
ロ
ル
問
題
に
直
接
に
関
係
が
あ
る
の
は
二
の
ロ
ン
ド
ン
協
定
で
あ
る
。

七、
て
い
な
い
の
で
あ
り
且
つ
認
め
る
つ
も
り
も
な
い
と
声
明
し
た
。

で
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ー
は
こ
の
条
約
の
締
結
を
し
っ
て
こ
れ
に
加
わ
る
こ
と
を
も
と
め
、

き
な
勢
力
圏
を
も
つ
こ
と
が
一
九
一
七
年
八
月
に
イ
タ
リ
ー
に
約
束
せ
ら
れ
た
。

(
T
r
a
n
s
y
l
v
a
m
a
)
お
よ
び
プ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
ド
プ
ル
ジ
ア
(
D
o
b
r
u
J
a
)

ス
ミ
ル
ナ

(
S
m
y
r
n
a
)
を
領
有
し
且
つ
そ
の
北
に
大

一
九
一
六
年
八
月
の
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
と
ル
ー
マ
ニ
ア
と
の
間
の
条
約
）
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
帝
国
か
ら
ト
ラ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア

が
ル
ー
マ
ニ
ア
に
参
戦
の
代
償
と
し
て
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

ヽ
こ
。

し

t

五
、
一
九
一
七
年
二
月
十
六
日
の
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
の
条
約
。
日
本
は
中
国
の
山
東
省
(
t
h
e
C
h
i
n
e
s
e
 
P
r
o
v
i
n
c
e
 
of 
S
h
a
n
t
u
n
g
)
 

に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
利
権
な
ら
び
に
太
平
洋
の
ド
イ
ツ
領
諸
島
の
う
ち
の
赤
道
よ
り
北
の
諸
島
の
す
べ
て
を
ひ
き
っ
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
イ
ギ

リ
ス
は
赤
道
よ
り
南
の
ド
イ
ツ
領
諸
島
を
領
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

一
九
一
七
年
二
月
お
よ
び
三
月
に
ロ
シ
ア
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
若
干
の
協
定
。
こ
れ
等
協
定
の
要
旨
は
、
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー

ヌ

(
A
l
s
a
c
e
。5
r
r
a
i
n
e
)

が
フ
ラ
ン
ス
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
ザ
ー
ル
地
方

(
t
h
e
S
a
a
r
)
が
フ
ラ
ン
ス
に
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
、
ラ
イ

ン
河
の
西
（
い
わ
ゆ
る
「
左
岸

•
l
e
f
tb
a
n
k
•」
)
の
ド
イ
ツ
領
土
に
中
立
国
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル

を
併
合
し
且
つ
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
を
自
由
に
通
航
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
処
理
を
含
み
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
お
よ
び
ド
イ

ツ
両
帝
国
の
東
部
領
土
に
つ
い
て
は
ロ
シ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
の
両
国
は
行
動
の
自
由
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ソ
連
の
革
命
政
権
が
一
九
一
七

年
十
一
月
に
こ
れ
等
の
協
定
を
暴
露
し
た
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
外
相
バ
ル
フ
ォ
ア

(
A
r
t
h
e
r
J
a
m
e
s
 B
a
l
f
o
u
r
)

は
、
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
を
認
め

六、 四、

一
九
一
五
年
四
月
二
十
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し
て
、

皇
太
子
お
よ
び
皇
太
子
妃
を
殺
害
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
た
第
一
大
戦
の
勃
発
時
に
は
、

に
い
わ
ゆ
る
三
国
同
盟
が
存
在
し
て
い
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
が
セ
ル
ビ
ア
に
最
後
通
告
を
つ
き
つ
け
た
二
日
の
ち
の
同
年
七
月
二
十
五

日
に
、

イ
タ
リ
ー
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
セ
ル
ビ
ア
と
の
間
の
武
力
衝
突
で
は
同
盟
関
係
に
し
た
が
っ
て

(

3

)

 

友
好
的
な
態
度
を
と
る
で
あ
ろ
う
と
言
明
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
こ
の
当
時
の
両
国
の
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
友
好
的
な
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
d

七
月
二
十
八
日
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
は
セ
ル
ビ
ア
に
宣
戦
布
告
し
た
が
｀
イ
タ
リ
ー
は
、
オ
ー
ス

(

6

)

 

ト
リ
ヤ
お
よ
び
ド
イ
ツ
か
ら
事
前
に
相
談
を
う
け
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
八
月
三
日
に
は
中
立
を
公
式
に
表
明
し
た
。
か
く

好
状
態
を
た
も
っ
て
、

に
つ
い
て
の
イ
タ
リ
ー
に
対
す
る
最
初
の
打
診
は
連
合
国
側
か
ら
で
あ
っ
て
、

ま、
'
,
 

イ
タ
リ
ー

周
知
の
よ
う
に
、

六
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
イ
ギ
リ
ス
外
相
と
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
シ
ア
・
イ
タ
リ
ー
の
各
駐
英
大
使
と
の
間
に
署
名
さ
れ
た
こ
の
協
定
の
第
四
条

(
2
)
 

は
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

平
和
条
約
に
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ー
は
、
ト
レ
ン
チ
ノ
地
方
、
シ
ス
ア
ル
プ
ス
(
C
i
s
a
l
p
i
n
e
)
、
チ
ロ
ル
の
地
理
的
・
自
然
的
境
界
地
帯

(
g
e
o
g
r
a
p
h
i
c
a
l
 
a
n
d
 n
a
t
u
r
a
l
 
f
r
o
n
t
i
e
r
)
 
す
な
わ
ち
プ
レ
ン
ネ
ル
境
界
地
帯
(
t
h
e
B
r
e
n
n
e
r
 f
r
o
n
t
i
e
r
)
、
ト
リ
エ
ス
テ
、
ゴ
リ
チ
ア
郡

と
グ
ラ
ジ
ス
カ
郡

(
t
h
e
c
o
u
n
t
i
e
s
 
of 
G
o
n
z
i
a
 
a
n
d
 
G
r
a
d
i
s
c
a
)
、
ボ
ロ
ス
カ

(
V
o
l
o
s
c
a
)
を
含
む
ク
ァ
ル
ネ
ロ
(
Q
u
a
r
n
e
r
o
)
に
い
た

る
ま
で
の
全
イ
ス
ト
リ
ア
、
イ
ス
ト
リ
ア
海
の
ケ
ル
ゾ

(
C
h
e
r
s
o
)
・
ロ
ー
シ
ニ

(
L
u
s
s
i
n
)
の
諸
島
、
プ
ラ
プ
ニ
ク

(
P
l
a
v
n
i
k
)

・
ウ
ー
ニ
ェ

(
U
n
i
e
)
・
カ
ニ
ド
レ

(
C
a
n
i
d
o
l
e
)
・
パ
ラ
ッ
ツ
オ
リ

(
P
a
l
a
z
z
u
o
l
i
)
・
サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
ジ
ネ
ム
ピ

(
S
a
n
P
i
e
t
r
o
 
di 
N
e
m
b
i
)

・
ア
ジ

ネ
ッ
ロ

(
A
s
i
n
e
l
l
o
)
・
グ
ル
イ
カ

(
G
r
u
i
c
a
)

の
小
島
群
、
な
ら
び
に
そ
の
近
隣
の
小
島
を
取
得
す
る
。

第
四
条

一
九
一
四
年
六
月
二
十
八
日
に
セ
ル
ビ
ア
の
学
生
と
印
刷
工
と
が
サ
ラ
エ
ボ

(
S
a
r
a
j
e
v
o
)

で
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の

ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
•
イ
タ
リ
ー
の
間

一
方
で
は
三
国
同
盟
の
関
係
を
形
式
だ
け
で
は
あ
る
が
維
持
し
、
他
方
で
は
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
と
友

そ
の
領
土
拡
大
の
熱
望
を
ど
ち
ら
の
側
が
ヨ
リ
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
か
静
観
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点

イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
が
そ
の
ピ
ー
タ
ー
ス
プ
ル
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す
る
和
平
を
申
し
人
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら

年
十
月
四
日
に

ス
エ
ー
デ
ン
政
府
を
通
じ
て
、
ウ
イ
ル
ソ
．
ン
大
統
領
に
、

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
を
含
む
二
十
三
点
を
基
礎
と

グ
(
P
e
t
e
r
s
b
u
r
g
)
駐
在
公
使
を
通
じ
て
ロ
ー
マ
に
接
触
し
て
き
た
。
イ
タ
リ
ー
は
、
当
時
の
イ
タ
リ
首
相
サ
ラ
ン
ド
ラ
(
A
n
t
o
n
i
o
S
a
,
 

l
a
n
d
r
a
)

の
名
誉
で
あ
る
「
s
a
c
r
a
e
g
o
i
s
m
o
 (
神
聖
な
る
利
己
主
義
）
」
に
も
と
づ
い
て
、

り
あ
げ
る
た
め
に
、

し
か
し
な
が
ら
、

ォ
ー
ス
ト
リ
ャ
と
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
と
を
両
天
秤
に
か
け
て
、
結
局
は
前
述
の
一
九
一
五
年
四
月
二
十
六
日

の
ロ
ン
ド
ン
（
秘
密
）
協
定
を
締
結
し
、
い
わ
ゆ
る
ア
ル
プ
ス
の
自
然
的
境
界
ま
で
の
南
チ
ロ
ル
と
ト
レ
ン
チ
ノ
を
約
束
さ
せ
た
の
で
あ

(
7
)
 

t

J

o

 

こ
の
ロ
ン
ド
ン
秘
密
協
定
に
よ
る
南
チ
ロ
ル
割
譲
の
約
束
は
、

「
民
族
の
境
界
線
」
と
明
ら
か
に
衝
突
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、

一
九
一
八
年
「
一
月
八
日
の
演
説
の
後
に
お
こ
っ
た
非
常
に
重
要
な
事
態
の
変
化
は
ア

メ
リ
カ
政
府
の
態
度
と
責
任
と
を
当
然
に
か
え
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
…
…
…
…
…
…
…
」
、
「
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
し

ア
メ
リ
カ
政
府
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
と
ド
イ
ツ
帝
国
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
と
の
間
に
交
戦
状
態
が
存
在
し
且

つ
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
国
民
評
議
会
が
チ
ェ
コ
ス
ロ
ハ
キ
ア
の
軍
事
な
ら
び
に
政
治
を
処
理
す
る
正
当
な
権
限
を
も
っ
た
事
実
上
の

交
戦
国
政
府
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
政
府
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
民
族
的
熱
望
の
正
当
性
を
も
完
全
に
認
め
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
」
ウ
イ
ル
ソ
ン
・
の
十
四
点
の
な
か
の
第
十
点
の
単
な
る
自
治
を
認
め
る
だ
け
を
も
っ
て
和
平
の
基
礎
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
し
て
、

ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
十
月
十
九
日
に
、

交
渉
の
結
果
を
待
つ
こ
と
な
く
、

そ
の
中
立
を
放
棄
し
て
参
戦
す
る
対
価
を
つ

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ャ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
に
、
和
平
の
基
礎
の
一
っ
で

(
8
)
 

あ
る
「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
の
な
か
の
第
卜
点
の
変
更
を
提
案
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
、
十
月
二
十
九

R

に
、
第
十
点
の
変
更
を
受
諾
す
る
と
と
も
に
「
…
…
…
…
…
…
…
…
。
し
た
が
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
政
府
は
、
他
の

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
連
合
国
と
の
和
平
な
ら
び
に
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
全

一
九
一
八

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
の
う
ち
の
第
九
点
の
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戦
線
で
の
即
時
の
休
戦
の
た
め
の
交
渉
に
は
い
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
手
段
を
と
る
こ
と
を
ウ
イ
ル
ソ

(
9
)
 

ン
大
統
領
に
要
請
す
る
」
と
い
う
通
告
を
お
く
っ
た
。
他
方
、
ド
イ
ッ
も
、
十
月
四
日
に
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
に
、

の
十
四
点
と
そ
の
後
の
声
明
」
を
基
礎
と
す
る
和
平
を
申
し
人
れ
て
い
る
。
和
平
実
現
の
前
段
階
で
あ
る
停
戦
協
定
の
締
結
の
た
め
に
、

ド
イ
ツ
政
府
と
ア
メ
リ
カ
政
府
と
の
間
で
、
十
月
八
日
・
ト
月
十
二
日
・
十
月
十
四
日
・
十
月
二
十
日
・
ト
月
二
十
一
＝
日
・
十
月
二
十

七
日
・
十
一
月
五
日
に
、
覚
書
が
交
換
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
ド
イ
ツ
と
連
合
国
と
の
間
に
停
戦
協
定
が
十
一
月
十
一
日
に
締
結
さ

(10) 

れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
卜
四
点
と
そ
の
後
の
声
明
」
を
和
平
の
基
礎
に
す
る
と
い
う
気
連
が
ア
メ
リ
カ
政
府
と
ド
イ
ツ
政
府

お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
政
府
と
の
間
に
生
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

グ
(
R
o
b
e
r
t
L
a
n
c
m
g
)
を
通
じ
て
、

ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
＋
月
二
十
一
＝
日
に
は
、
国
務
長
官
ラ
ン
シ
ン

ワ
シ
ン
ト
ン
に
駐
在
し
て
い
た
ベ
ル
ギ
ー
・
プ
ラ
ジ
ル
・
中
国
・
キ
ュ
ー
バ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ

ガ
ル
・
ロ
シ
ア
・
セ
ル
ビ
ア
・
タ
イ
の
各
国
外
交
使
節
に
、

リ
ス
・
ギ
リ
シ
ア
・
ガ
テ
マ
ラ
・
ハ
イ
チ
・
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
・
イ
タ
リ
ー
・
日
本
・
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
・
ニ
カ
ラ
ガ
・
パ
ナ
マ
・
ポ
ル
ト

(11) 

こ
の
和
平
の
基
礎
に
つ
い
て
諒
解
を
も
と
め
る
書
信
を
お
く
っ
て
い
る
。

そ
の
後
十
一
月
四
日
に
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
個
人
的
代
表
で
あ
っ
た
ハ
ウ
ス
大
佐
(
E
d
w
a
r
d
E
.
 

H
o
u
s
e
)
 
を
迪
じ
て
、

ロ
イ
ド
ジ
ョ
ー
ジ

(
D
a
v
i
d
L
l
o
y
d
 G
e
o
r
g
e
)
 

・
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
・
オ
ル
ラ
ン
ド
(
V
i
t
t
o
r
i
o
E
.
 O
r
l
a
n
d
o
)

の

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
の
各
国
首
相
を
含
む
連
合
国
側
か
ら
、

け
ら
れ
て
い
る
。

い
て
の
第
二
点
に
対
す
る
留
保
つ
き
で
「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
と
そ
の
後
の
声
明
」
を
和
平
の
基
礎
と
す
る
こ
と
の
諒
解
が
と
り
つ

こ
の
趣
旨
の
い
わ
ゆ
る
ラ
ン
シ
ン
グ
覚
書
が
十
一
月
五
日
に
ド
イ
ツ
政
府
に
お
く
ら
れ
た
の
で
あ
っ
が
、
。

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
と
そ
の
後
の
苗
明
」
を
和
平
の
基
礎
と
し
て
受
諾
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

ヽ
よ
'
~
~
 

イ
タ
リ
ー

ン
ド
ン
秘
密
協
定
に
よ
る
「
地
理
的
・
自
然
的
境
界
線
」
に
し
た
が
っ
て
の
南
チ
ロ
ル
併
合
の
権
利
主
張
と
対
立
す
る
「
民
族
の
境
界

か
く
し
て

ロ

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
の
う
ち
の
海
洋
の
自
由
に
つ

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
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も
か
か
わ
ら
ず
平
和
会
議
に
出
席
す
る
た
め
に

一
本
に
か
か
っ
て
い
た
。

線
」
に
し
た
が
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
と
の
国
境
を
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
平
和
会
議
で
の
そ
の
立
場
は
き
わ
め
て

苦
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

密
協
定
に
よ
っ
て
イ
タ
リ
ー
に
参
戦
の
対
価
と
し
て
南
チ
ロ
ル
の
割
譲
を
約
束
し
て
お
り
、
他
方
で
は
こ
れ
と
矛
盾
す
る
「
ウ
イ
ル
ソ

ン
の
十
四
点
」
の
な
か
の
第
九
点
を
諒
承
し
て
お
り
、

そ
の
立
場
は
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
な
か
ん
づ

く
チ
ロ
ー
ラ
ー
の
期
待
は
ア
メ
リ
カ
す
な
わ
ち
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

平
和
会
議
で
の
イ
ギ
リ
ス
代
表
団
の
一
員
で
あ
っ
た
ニ
コ
ル
ス
ン
は
、

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
翠

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
の
な

そ
の
著
書
「
一
九
一
九
年
の
平
和
条
約
の
締
結
」
の
な
か
で
、

私
は
こ
れ
等
の
原
則
を
心
か
ら
信
じ
て
い
た
だ
け
で
な
く
平
和
条
約
は
当
然
に
こ
れ
等
の
原
則
に
だ
け
基
礎
を
お
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。

ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
そ
の
識
見
を
実
行
す
る
無
限
の
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
当
時
は
、
軍
資
金
そ
の
他
の
戦
争
の
原
動
力

の
み
な
ら
ず
平
和
の
原
動
力
に
つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
は
ア
メ
リ
カ
に
依
存
し
て
い
た
。
食
糧
補
給
や
資
金
は
完
全
に
ワ
シ
ン
ト
ン
の
指
令

一
九
一
九
年
の
は
じ
め
の
数
力
月
に
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
も
っ
て
い
た
強
制
力
は
圧
倒
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
歴
史
上
も
先
例
の
な
い
は
ど
に
全
世
界
の
知
的
・
精
神
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
当
時
は
も
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

（必
た
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
そ
の
よ
き
協
力
者
で
あ
っ
た
ハ
ウ
ス
大
佐
さ
ら
に
は
ラ
ン
シ
ン
グ
・
フ
ー
バ
ー
を
含
む
人
々
の
反
対
に

一
九
一
八
年
十
二
月
十
四
日
に
パ
リ
ー
に
到
着
し
て
い
‘
み
。
十
二
月
十
八
日
か
ら
は

じ
ま
る
予
定
で
あ
っ
た
平
和
会
議
は
そ
の
開
会
を
翌
年
一
月
十
八
日
ま
で
延
期
さ
れ
て
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
そ
の
間
に
ロ
ン
ド
ン

(16) 

と
ロ
ー
マ
を
訪
問
し
た
。
こ
の
一
月
は
じ
め
の
ロ
ー
マ
訪
問
の
時
に
は
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、

か
の
第
九
点
す
な
わ
ち
民
族
の
境
界
線
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
と
イ
タ
リ
ー
と
の
国
境
の
調
整
を
主
張
し
、
ブ
レ
ン
ネ
ル
境
界
線
す
な

(17) 

わ
ち
南
チ
ロ
ル
の
併
合
に
反
対
し
て
い
た
。
し
か
し
な
か
ら
、
平
和
会
議
の
初
期
の
段
階
で
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
イ
タ
リ
ー
代

ロ
ン
ド
ン
秘
密
協
定
の
当
事
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
は

一
方
で
は
ロ
ン
ド
ン
秘
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(18) 

表
団
に
、
ブ
レ
ン
ネ
ル
境
界
線
す
な
わ
ち
南
チ
ロ
ル
の
併
合
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
秘
密
協
定
と
「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
と
の
間
の
闘
争
は
帝
国
主
義
と
民
族
自
決
と
の
間
の
闘
争
で
あ
り
旧
秩
序
と
新

(19) 

秩
序
と
の
間
の
闘
争
で
も
あ
っ
て
イ
タ
リ
ー
問
題
は
会
議
全
体
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
平
和
会
議
の
初
期
の

段
階
で
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
プ
レ
ン
ネ
ル
境
界
線
す
な
わ
ち
南
チ
ロ
ル
の
併
合
を
イ
タ
リ
ー
に
何
故
に
簡
単
に
認
め
た
か
は
完
全
な

謎
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
イ
タ
リ
｀
ー
が
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
最
も
熱
意
を
も
っ
て
い
た
国
際
連
盟
規
約
を
平
和
条
約
に
い
れ
る

に
つ
い
て
イ
タ
リ
ー
が
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
主
張
に
同
調
す
る
と
約
束
し
た
こ
と
に
よ
る
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

ー
は
、
全
く
意
外
で
あ
っ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ャ
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
瓦
解
に
よ
っ
て
そ
の
北
部
国
境
に
出
現
し
た
ド
イ
ツ
系
国
家
に
対

す
る
軍
事
的
・
戦
略
的
必
要
性
を
ロ
ン
ド
ン
秘
密
協
定
の
地
理
的
・
自
然
的
境
界
線
と
結
び
つ
け
て
、
プ
レ
ン
ネ
ル
境
界
線
す
な
わ
ち

南
チ
ロ
ル
の
併
合
を
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
の
な
か
に
列
挙
さ
れ
て
い
た
諸
原
則

の
中
心
を
な
す
菫
要
な
原
則
で
あ
る
民
族
自
決
の
そ
れ
に
矛
盾
し
て
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
平
和
会
議
の
初
期
の
段
階
で
二
十
三
万
人

(20) 

の
チ
ロ
ー
ラ
ー
を
イ
タ
リ
ー
の
支
配
の
も
と
に
お
く
こ
と
を
認
め
た
影
響
は
測
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
大
戦
中
の
前
述
の

(21) 

主
要
な
秘
密
協
定
の
な
か
の
五
の
山
東
省
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
利
権
の
日
本
へ
の
ひ
き
つ
ぎ
に
関
す
る
譲
歩
も
そ
の
例
で
あ
る
。
と
に

‘
-
、

カ
＜

ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
平
和
会
議
出
席
に
反
対
し
た
ハ
ウ
ス
大
佐
・
ラ
ン
シ
ン
グ
・
フ
ー
バ
ー
等
の
人
々
の
危
惧
が
不
幸
に
し

て
適
中
し
、

こ
と
に
反
対
す
る
と
お
ど
し
た
こ
と
に
よ
る
と
か

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
・
ア
ル
バ
ニ
ア
・
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
等
に
関
係
の
あ
る
問
題

イ
タ
リ

「
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
十
四
点
」
を
含
む
二
十
三
点
の
な
か
で
平
和
条
約
に
完
全
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
の
は
僅
か
に
四
点
に
す

ぎ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
攻
。
な
お
、
後
日
に
な
っ
て
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
、
プ
レ
ン
ネ
ル
境
界
線
す
な
わ
ち
南
チ
ロ
ル
の
併
合
を
認

め
た
こ
と
を
「
研
究
不
足
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
告
白
し
、
卒
直
に
後
悔
し
て
い
却

6

イ
タ
リ
ー
に
よ
る
南
チ
ロ
ル
の
併
合
に
関
し
て
興
味
の
あ
る
こ
と
は
、
少
数
で
は
あ
る
が
イ
タ
リ
ー
の
国
内
に
す
ら
反
対
の
あ
っ
た
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私
は
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自
由
な
る
住

(25) 

民
の
こ
の
自
由
な
る
意
思
表
示
が
う
け
い
れ
ら
れ
て
そ
の
願
望
が
勝
利
を
う
る
こ
と
を
望
む
」
と
言
っ
て
い
る
。
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Regierung verpflichtet, alle moglichen Verfilgungen zum Zwecke der 

Zurilcknahme Siidtirols zu treffen. Anderseits glaube ich, da/3 auch 

Italien verpflichtet ist, seinen Anspruch auf Siidtirol ex aequo et bona 

zu begriinden, weil Italien im Inland eine solche Minderheit hat, wie 

sie die Tiroler in zwei Landern haben. W enn I ta lien den Siidtirolern 

verstandlich machen konnte, da/3 der Anspruch auf Siidtirol sogar ex 

aequo et bona gerechtfertigt ist, ware dies fur Italien niltzlich. 

Als ich durch Tirol gefahren bin, babe ich zuweilen das Schlagwort 

"Siidtirol vor die UNO" gesehen. Der Internationale Gerichtshof ist 

zwar ein Hauptorgan der UNO, aber ich mochte sagen : "Siidtirol vor 

den Internationalen Gerichtshof". 

10 



den Internationalen Gerichtshof aufgeben muBte. Daher ist es notwen-

dig, da/3 Osterreich den italienischen Vorschlag unter der Bedingung 

der Methode des Schiedsvertrags~chlusses und der Zeit der Mitteilung 
beim Gerichtshof des Schiedsvertages nsw. annimmt. 

Das Selbstbestimmungsrecht ist in den 14 Punkten von Prasident 

Wilson, der Atlantic-Charta, der Charta der UNO usw. nur abstrakt 

geauBert.20> Jetzt ist es eher der Grundsatz als das von dem allgeme-

inen Volkerrecht garantierte Recht.m Obwohl der Streitgegenstand 

bei der Auslegung des Pariser Abkommens beschrankt war, wiirde es 

fiir Osterreich schwierig sein, beim Gerichtshof ein fiir Osterreich giin-

stiges Urteil zu bekommen, aber der Gerichtshof kann mit Zustimmung 

der Parteien den Streitfall ex aequo et bona entscheiden. lch glaube, 

daB Osterreich durch das ex aequo et bona entschiedene Urteil seinen 

Zweck erreichen kann. Zwar kann man das durch diplomatische Ver-

handlungen oder anderen politischen Vergleich gemachte Nachgeben 

als Fehler seiner Regierung riigen, aber man wird nicht sagen konnen, 

daB seine Regierung an dem Urteil des lnternationalen Gerichtshofes 

schuldig ist. 

Die durch den lnternationalen Gerichtshof angewandte Methode 

kann langere Zeit dauern, doch, wie oben gesagt, sind die anderen 

politischen Ausgleiche weit schwieriger und daher auch zeitraubender. 

W enn man sagt, daB die durch den lnternationalen Gerichtshof gebrau-

chte Methode kostspieliger ist, ist es kaum der Rede wert. 

In dem Schiedsvertrag oder der Klageschrift miiBten die Parteien 

den strittigen Punkten, woriiber der Internationale Gerichtshof zu ents-

cheiden hat, zustimmen. Diese strittigen Punkte sind so wichtig, daB 

es davon abhangt, ob man den ProzeB gewinnt oder verliert. Mit 

einer Ausnahme will ich in diesem Artikel die strittigen Punkte nicht 

beriihren. Die beiden Regierungen sollen bei der vom lnternationalen 

Gerichtshof ex aequo et bono getroffenen Entscheidung verlangen, ob 

ltaliens Anspruch auf Siidtirol begriindet werden kann oder nicht. Es 

scheint, da/3 einige Tiroler mit der Art und Weise der Behandlung des 

Siidtirolproblems von Seiten der osterreichischen Regierung nicht zufri-

eden sind. Osterreichs Regierung hat gesagt, daB es nicht nur sein 

Recht, sondern auch seine Pflicht ist, ltalien beziiglich der Autonomie 

dem Pariser Abkommen gemaB anzusprechen. Zugleich ist Osterreichs 

20) z.B. Ziffer 3 der Atlantic-Charta und Artikel 1, Abs. 2 der Charta der UNO. 
21) Hubert Armbruster, Selbstbestimmungsrecht, Worterbuch des Volkerrechts 
von Strupp-Schlochauer, 1962, Ill Band, S. 252 ff. 

22) Artikel 38, Abs. 2, Statut des Internationalen Gerichtshofes. 
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Der internationale Untersuchungsauschul3 ist ein Mittel, durch das 

man die Ursachen eines zwischenstaatlichen Streites untersucht, die 

Ursachen deutlich aufzeigt und dann die Losung des Streites leichter 

macht. Man kann viele Beispiele anfiihren, bei denen zwischenstaatliche 

Streitigkeiten durch dieses Mittel gelost wurden. Beim Siidtirolproblem 

gab es wiederholt bilaterale Aul3enministerkonferenzen und Experten-

konferenzen;17l bei denen die Anspriiche beider Seiten dargelegt wurden. 

In diesem Fall ist es nicht das richtige Mittel, zwischenstaatliche Stre-

itigkeiten zu losen. Au13erdem hat der Erfolg der Untersuchung keine 

bindende Kraft. Danach ist es, wie gesagt, fast unmoglich, durch 

diplomatische Verhandlungen einen politischen Ausgleich zu erreichen. 

Auch auf versohnlicher Basis wird der Umfang, in dem ltalien nach-

geben kann, Osterreich, insbesondere Tirol, nicht geniigen. Das Pro-

blem wiirde noch nicht gelost sein und die Unruhe bleibt in Siidtirol 

bestehen. Ferner ist das Siidtirolproblem im Moment kein so wichtiges 

Problem, das den W eltfrieden gefahrden konnte. Es scheint, dal3 kein 

Staat wiinscht, an diesem Untersuchungsausschul3 als Mitglied teilzune-

hmen. Sogar die Staaten, die vor dem zweiten Weltkrieg die Unge-

rechtigkeit, Siidtirol an Italien abzutreten, erkannt haben, nehmen heute 

keine aktive Stellung dazu. Zwar macht der Ausschul3 nur die Unter-

suchung der Umstande, aber es ist eine sehr unangenehme Aufgabe. 

Da dem so ist, glaube ich, wird es einer der Griinde sein, warum die 

UNO dem Ersuchen Osterreichs, das Problem vor einen internationalen 

Untersuchungsausschul3 zu bringen, nicht zugestimmt hat.18l 

lch habe gehort, Osterreich hat Herrn Prof. Josef Kunz die Frage, 

das Siidtirolproblem dem lntemationalen Gerichtshof zu iiberbringen, 

vorgelegt. Ich habe die Antwort von Herrn Prof. Kunz noch nicht 

gesehen. Im folgenden will ich die Griinde, warum Osterreich das 

Siidtirolproblem nicht dem Internationalen Gerichtshof vorlegen will, 

darlegen. 

Wenn der Streitfall beim Gerichtshof anhangig gemacht wird, 

miissen die Parteien "compromis", das heil3t einen Schiedsvertrag, einsc-

hliel3lich der Streitpunkte, iiber die sie das Urteil des Gerichtshofes 

erwarten wollen, schliel3en.19l Japan machte mit dem Perlenfischerei-

streit in der Arafura-See bose Erfahrungen, wobei Australien den Schlul3 

des Schiedsvertrages aufgeschoben hat und Japan spater die Vorlage vor 

17) z.B. bilaterale Konferenzen in Milan, Klagenfurt und Zurich. 
18) Sudtirol-Resolution der XV. Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
A/Res/1497 (XV). 

19) Artikel 40, Abs. 1, Statut des Intemationalen Gerichtshofes. 
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ein natiirliches Vorgehen, dal3 es die Siidtiroler italienisiert, weil, wie 

oben gesagt, Siidtirol fur die italienische Volkswirtschaft von grol3er 

Wichtigkeit ist. Die von Osterreich geforderte Autonomie stimmt mit 

der Autonomie, die trotz des Pariser Abkommens I tali en Siidtirol geben 

will, nicht uberein. W ahrscheinlich ist die italienische Verfassung das 

Hindernis, wodurch einige Punkte der Verfiigungen der italienischen 

Regierung dem Pariser Abkommen nicht entsprechen. w Damals hat 

Italiens Regierung mit Osterreich das Pariser Abkommen schlie13en 

konnen, weil I ta lien noch das besiegte Land war und es fur I tali en 

besser war als die Abtretung Siidtirols. Aber jetzt, 15 Jahre spater, 
will Italien nur ungern das Pariser Abkommen einhalten. Falls die 

italienische Regierung beziiglich der Siidtiroler Autonomie nachgeben 

sollte, dann wird die italienische Regierung von Seiten des Volkes 
geriigt werden und kann eine notwendige Modifikation der Verfassung 

nicht durchfiihren. Andererseits ist auch das grol3tmogliche Entgegen-

kommen der Italiener fur die Siidtiroler nicht geniigend. 

Denn fur jeden Menschen ist sein Vaterland, auch wenn es ihm 

im Ausland gut geht, am schonsten. Eine solche Minderheit, die nur 

in einem Staat lebt, wird innerhalb des Staates bleiben und nach Assi-

milation streben. Die Tiroler wohnen nicht nur in Italien, sondern 

auch in Osterreich, und doch ist das Gebiet der Siidtiroler fruchtbarer. 

Es liegt in der Natur des Menschen und daher auch der Siidtiroler, 
nach V erbindung mit dem Nordtirolem zu streben, auch wenn I talien 

die Siidtiroler gut regieren wiirde. Es ite eine Tucke des Schicksals, 

da13 vor dem ersten W eltkrieg Osterreich selbst in einer umgekehrten 

Stellung zu Serbien war. 

(4) Internationaler Gerichtshof als Internationaler 

UntersuchungsausschuB 

Osterreich hat der UNO vorgeschlagen, durch einen internationalen 

Untersuchungsausschu13 das Siidtirolproblem zu losen15> und Italien vor 

den Internationalen Gerichtshof zu bringen.16> Ich glaube der Interna-

tionale Gerichtshof ist besser als der internationale Untersuchungsau-

sschul3. 

14) V gl. Record of the Negotiations with Italy concerning the South Tyrol as 
of July 1, 1960. 

15) Osterreichischer AuBenminister Dr. Kreisky am 15. November 1961 vor dem 
Politischen SpezialausschuB der Vereinten Nationen nach A/SPC/SR 289, S. 
4. 

16) Italian Memorandum of 1960, a.a.O., S. 63 ff. 
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waren,m sah sich Osterreich vor die Wahl gestellt, entweder einen 

aussichtslosen Protest gegen die Entscheidung vorzubringen oder den 

Versuch zu unternehmen, durch direkte Verhandlungen mit ltalien ein 

HochstmaB von Autonomie zu erreichen. Man kann nicht sagen, daB 

die zweite Version zu wahlen ein MiBerfolg ist, weil das Pariser 

Abkommen iiber Siidtirol abgeschlossen wurde. Aber es scheint, daB 

Osterreich eine giinstige Gelegenheit voriibergehen hat !assen. 

2. Die Teilung von Triest zwischen Jugoslawien und Italien. Aus 

der V erandeiung der internationalen Beziehungen bekam I ta lien den 

halben Tei! von Triest, den Italien eingebiiBt hat.12i Wenn Herr von 

Metternich leben wiirde, konnte er diese Gelegenheit beniitzen, um die 

Zuriickgabe von Siidtirol zu verwirklichen. Ungliicklicherweise war 

damals Osterreich mit dem groBeren Problem, dem Staatsvertrag und 

der Neutralitat beschaftigt. 

Abgesehen von einer nur teilweisen Abanderung der Grenzlinie, 

kann die Veranderung der Zugehorigkeit eines Gebietes gewohnlich in 

Friedenszeiten nicht geschehen. Eine nachtragliche Ausgleichung nach 

dem Krieg ermoglicht es. Vor einigen Jahren gab es einen Film "River 

of no return" ; danach ist Siidtirol "Land of no return". 

Osterreichs Regierung fordert von Italien keine Riickgabe von 

Siidtirol, sondern eine Autonomie wie im Valle d'Aosta und noch dazu 

die durch das Pariser Abkommen iiber Siidtirol bestimmte Autonomie.18l 

Es gibt zwei Arten von Autonomie : eine zentrifugale und eine zentri-

pedale Autonomie. W enn eine Minderheit, die im wesentlichen unab-

hangig sein soil und noch nicht genilgend Selbstverwaltungsfahigkeit 

besitzt, dann bleibt sie innerhalb eines Staates, und es ist eine zentri-

fugale Autonomie gegeben. Daher werden dergleichen Minderheiten 

eine umfassende Autonomie und eine besondere Stellung genieBen. 

Andererseits hat die zentripedale Autonomie das Ziel, eine Minderheit 

zu assimilieren. Der Minderheit wird einstweilen die nicht so 

umfassende Autonomie gegeben, aber der Staat, dem die Minderheit 

zugehorig ist, obwohl der Staat der Minderheit zuerst eine besondere 

Stellung gibt, wird allmahlich die Assimilationspolitik aufnehmen. 

W enn ltalien auf Grund des Pariser Abkommens iiber Siidtirol eine 

gesetzgeberische oder verwal tende V erfilgung treffen wird, gibt es 

grossen Abstand zwischen der Verfilgung auf zentrifugaler Autonomie 

und der Verfilgung auf zentripedaler Autonomie. Fiir ltalien ist es 

12) Das LondonPr Abkommen vom Oktober 1954. 
13) Vgl. U. N., G. A., XV Session, Doc. A/4530, October 5, 1960; Osterreichi-
sches Memorandum vom 10. Oktober 1961, S. 5. 
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diese Strafe erleiden mul3. Die Siidtiroler miil3ten zur Demokratie 

erzogen werden. Es wird ganz und gar unsinnig, aus Strafe wegen 

einer Tat wahrend eines Krieges einen Tei! eines Volkes unter die 

V erwaltung eines anderen Volkes zu stellen, welches ebenfalls durch 

seinen Faschismus strafpflichtig ware. Es ware verstandlich, wenn 

Siidtirol unter die Verwaltung der UNO kame bis zum Plebiszit. Die 

Siidtiroler sind ein bemitleidenswertes Volk, das wahrend des ersten 

W eltkrieges den Grol3machten zum Opfer gefallen ist und wahrend 

des zweiten W eltkrieges zur Abstattung einer Dankesschuld fiir die 

wohlwollende Haltung des faschistischen I ta liens beim Einmarsch des 

nationalsozialistischen Deutschland in Csterreich im Marz 1938 neuer-

liches Opfer wurde.10i 

Zuletzt gibt es noch ein weiteres Argument zum derzeitigen Zustand. 

Man sagt, dal3 die europaische politische Integration gefahrdet sei, weil 

das Problem Siidtirol zu nationalistisch und engherzig ware. Die euro-

paische politische Integration ist noch nicht sicher und obwohl sie eines 

Tages verwirklicht werden wird, werden die Siidtiroler miide darauf 

warten. Nicht nur bei zwischenstaatlichen Streitigkeiten, sondern auch 

bei der UNO kann man viele Beispiele finden, wo der Staat seine 

Souveranitat behauptet. Zurn Beispiel, einer der Griinde, warum I talien 

den osterreichischen Vorschlag, das Problem einer internationalen Unte-

rsuchungskommission zu iibergeben, abgelehnt hat, ist der, dal3 der 

Ausschu13 die Souveranitat Italiens hatte verletzen konnen. Dieses 

Argument ist etwa so, wie wenn einer jemanden ein X fur ein U 

vormachte. Jedenfalls besitzt Italien durch den Friedensvertrag von 

Saint-Germain-en-Laye Siidtirol, das es eigentlich nicht besitzen sollte. 

(3) Die Schwierigkeiten der politischen Losung des 

Siidtirolproblems 

Csterreich hat zwei giinstige Gelegenheiten zur Zuriickgabe von 

Siidtirol voriibergehen !assen. 

1. Den Friedensvertrag der alliierten und assoziierten Machte mit 

I talien vom 10. Februar 1947 in Paris. Damals haben die alliierten 

und assoziierten Machte Triest von ltalien abgetrennt und unter die 

direkte Verwaltung der UNO gestellt, aber Siidtirol ist unter der Ver-

waltung ltaliens geblieben. Nachdem alle Versuche Osterreichs auf 

Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes fiir Siidtirol gescheitert 

10) Das MusgoJini-Hitler-Umsiedlungsabkommen vom 23. Juni 1939. 
11) lstituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale, a.a.O., S. 21 ff. 
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genden Mehrheit. Dafilr ist entscheidend die italienische Zuwanderung, 

besonders infolge der lndustrialisierung. Italien konnte die italienische 

Bevolkerung in diesem Gebiet durch Errichtung von Fabriken verme-

hren, aber auf dem Lande konnten die italienischen Bauem ohne Eingriff 

in das Grundeigentum der deutschen Bauern nicht zuwandem. Somit 

kann Italien ethnographisch seine Besitzrechte au£ Sildtirol im engeren 

Sinne nicht rechtfertigen. 

Es macht aber historisch-ethnographische Grilnde geltend,9) wonach 

die Besiedlung Tirols durch die Bayem im ersten Jahrtausend nach 

Christus au£ der Siidseite des Brenners ein Obergriff gewesen sei, der 

gesilhnt werden milsse und die Sildtiroler germanisierte Romanen seien, 

die nun italienisiert werden mill3ten. Es ware, als ob man das Rad der 

historischen Zeit zurilckdrehen, ja bis in die Urzeit zurilckdrehen wilrde. 

W enn dies richtig ware, mill3ten die Amerikaner indianisiert werden und 

in Europa die grol3e Volkerwanderung nochmals stattfinden. Selbstve-

rstandlich kann man mit solchen Grilnden seinen Anspruch nicht recht-

fertigen. ・ 

Es gibt auch strategische Grilnde. Vor dem zweiten Weltkrieg 

war dies nur ein Vorwand, weil Italien mit Deutschland und dem 

angeschlossenen Osterreich als eine der Achsenmachte zusammen kam-

pfte. Jetzt sind Osterreich und die Schweiz dauemd neutralisierte 

Staaten, also kann Italien au£ strategische Notwendigkeiten nicht mehr 

hinweisen. Daher ist es selbstverstandlich, dal3 man die strategische 

Notwendigkeit des Besitzes eines Gebietes, auf das man keinen Anspruch 

hat, nicht rechtfertigen kann. 

I talien mag behaupten, dal3 dieses Gebiet filr die italienische Volk-

swirtschaft grol3e Wichtigkeit hat. Obwohl es richtig ist, wie auch aus 

dem Pariser Abkommen ilber Sildtirol vom 5. September 1946 klar 
hervorgeht, dal3 es zwischen Nord-und Sildtirol innige und unteilbare 

Wirtschafts-und V erkehrsbeziehungen gibt und man I ta lien verstehen 

kann, dal3 es Anspruch au£ die Provinz Bozen erhebt, weil es dort jetzt 

eine Grol3industrie gibt, die filr die Volkswirtschaft von grol3er Wichtig-

keit ist, so mul3 doch darauf verwiesen werden, dal3 I talien erst diese 

Grol3industrie dorthin verlegt hat. Daher kann man diesen Anspruch 

nicht anerkennen. 

Es gibt ein unsinniges Argument, dal3 namlich Sildtirol wahrend 

des zweiten W eltkrieges die Brutstatte des Faschismus war und daher 

9) Istituto Per Gli Studi Di Politica lnternazionale, Alto Adige, 1959, S. 7 

ff. ; Italian Memoradum on Item 68 of the Agenda of the General Assembly 
of the U. N. of 12 October 1960, S. 9 ff. 
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Vor allem ist der geographische Grund scheinbar am rechtskrafti-

gsten, weil dort die W asserscheide verlauft. Wirklich kann man einige 

an der W asserscheide gezogene Staatsgrenzen finden. Solche Staatsgren 

zen werden gezogen, weil der Personen-und Gilter-Durchgangsverkehr 

au£ beiden Seiten des Gebirges oder der Gebirgskette nicht so intensiv 

ist, und es bequem und praktisch ist, die W asserscheide als Staatsgrenze 

zu benutzen. Der einzige Grund eines Staates, an der W asserscheide die 

Grenze zu ziehen, ist der, daB die W asserscheide als Staatsgrenze klar 

und praktisch ist. Es gibt keine volkerrechtlich festgestellte allgemeine 

Norm, nach der die Staatsgrenze an der Wasserscheide verlaufen und 

durch sie bestimmt werden solJ.5> Wie Italien aus dem Pariser Abko-

mmen vom 5. September 1946 erkennen milBte,6> ist das Wirtschaft-
sund Verkehrsverhaltnis zwischen beiden Seiten des Brennerpasses 

unabtrennbar. Eine solche geographische Grenze wie der BrennerpaB 

ist in Wirklichkeit keine Grenze, sie bricht nur die Verbindung der 

Nation oder des Volkes ab. Als angemessene Staatsgrenze kann man 

nicht immer eine solche W asserscheide rechtfertigen, wenn es noch 

andere geographische Grenzen gibt. Bei Siidtirol gibt es noch andere 

geographische Grenzen, und zwar die zwei Bergketten, die vom Stelvi-

opaB und dem DobbiacopaB sich gegen die Klause von Salum hinziehen 

und mit dem deutschsprachigen Gebiet fast ilbereinstimmen.7> Es ist 

kaum notig zu sagen, wo die Staatsgrenze gezogen werden sollte. 

Ein I taliener sagte mir, daB der italienische Bevolkerungsanteil in 

Bozen, Brixen und Meran nach der Volkszahlung vom Jahre 1953 72% 
war. Nach der Volkszahlung vom Jahre 1939 betrug er 51 %, nach 
der Volkszahlung von 1910 5%. Im Jahre 1953 zahlte die italienische 
Bevolkerung 115.000, das waren 34 Prozent der Gesamtbevolkerung der 
Provinz Bozen, Sildtirol im engeren Sinne. Ohne die drei Stadte machte 

die italienische Bevolkerung in Siidtirol nur 31.000 oder 14 Prozent aus.8> 
Im Stadtegebiet ist die italienische Bevolkerung also in der ilherwie-

5) Alfred VerdroB, Volkerrecht, 1959, S. 208: "Die Landesgrenzen konnen 
langs einer natiirlichen Grenze, z. B. einer Bergkette oder eines FluBes 
verlaufen, niemals aber bestimmt die natiirliche Grenze als sloche die Staa-
tsgrenze." 

6) Artikel 3, Abs. C, Pariser Abkommen (sag. Gruber-De Gasperi-Abkommen). 
7) Gaetano Salvemini, The Frontiers of Italy, Foreign Affairs, 1944, Vol. 
XXIII. S. 64; Karl Heinz Ritschel, Siidtirol-Ein Europaisches Unrecht-, 
1959, s. 19 ff. 

8) Heinrich Siegler, Das Problem Siidtirol-Eine Chronik des Geschehens 
1915-1959-, 1960, s. 48. 
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(1) Die urspriingliche Verantwortung eines europaischen 

Unrechtes. 

Wie es allgemein bekannt ist, wurde Siidtirol bis zum Brenner 

durch den St. Germain-Friede van 1919 ltalien zugesprochenD. Eigent-

lich sollte Siidtirol im engeren Sinn van ltalien nicht besetzt werden. 

Die Staatsgrenze sollte zwischen der Provinz Trient und der Provinz 

Bozen verlaufen. Das Gebiet, dessen Anspruch ltalien nicht verniinftig 

begriinden kann, hat I talien durch volkerrechtlich giiltige Formalitat 

erhalten. 

Nach dem ersten Weltkrieg gab es folgende Stimmen des Auslands, 

insbesondere der V ereinigten Staaten und Eng lands. Ein volliges Gehei-

mnis ist die hochst schadliche Konzession van Prasident Wilson, lalalien 

die Brennergrenze zuzusprechen, ohne die Alliierten zu befragen, was 

auch in direktem Gegensatz zu Punkt 9 seiner eigenen 14 Punkte steht.2J 

Er sagte, dal3 er diese Handlung tief bedauere und seine eigene Zusti-

mmung zu der Brennergrenze auf unzulanglichem Studium basierte.3l 

Man kann nicht iiber alles unterrichtet sein. Bei der Friedenskonferenz 

hat Prasident Wilson zwar eine wichtige Rolle gespielt, aber bei den 

Alliierten gab es doch noch andere Grol3machte. Und zwar ist Italien 

auf Grund des in London am 26. April 1915 abgeschlossenen Geheim-
vertrages, <i durch den England, Frankreich und Rul3land die Abtretung 

Siidtirols zugesichert batten, an der Seite de Alliierten dem Kriege 

beigetreten. Dies veranlasste Prasident Wilson, der Grenze zuzustim-

men. Ich glaube, dal3 diese drei Machte fiir die Abtretung Siidtirols 

an Italien mehr verantwortlich sind als Prasident Wilson. 

(2) Keine verntinftigen Grtinde ltaliens fiir einen Anspruch 

auf Siidtirol. 

Es gibt verschiedene Griinde, mit denen I talien seinen Anspruch 

auf Siidtirol im engeren Sinne geltend zu machen sucht. (Siidtirol im 

engeren Sinne bedeutet Siidtirol der deutschsprachigen Bevolkerl!ng). 

1) Artikel 27 und Artikel 36, Friedensvertrag van Saint-Germain-en-Laye vom 
10. September 1919. 

2) Vgl. Harold Nicolson, Peace Making 1919, 1933, S. 169; R. W. Seton-Wat-
son, Britain and the Dictators, 1928, S. 62 ; Ensyclopedia Britannica, 1944, 

Vol. XXII. S. 243. 

3) Vgl. Ray Stannard Baker, Woodrow Wilson and World Stetlement, 1922, 

Vol. II. S. 146 ; Charles Seymour, The Intimate Papers of Colonel House, 
1928, Vol. IV. S. 435. 

4) Artikel 4, Memorandum Italiens mit der Triple-Entente vom 26. April 1915. 
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W arum Stimmt Osterreich der Vorlage des 
Problems Stidtirol beim Internationalen 

Gerichtshof nicht zu? 

Ich studierte an der Universitat Wien, um mich mit dem Siidtirol-

problem naher vertraut zu machen. In Japan weiJ3 fast niemand etwas 

von dem Problen. Ich konnte daher kein Forschungsmaterial dariiber 

bekommen. Wahrend meines Aufenthaltes in Wien ist es mir <lurch 

die Unterstiltzung zahlreicher Personlichkeiten moglich geworden, Zu-

gang zu umfangreichem Forschungsmaterial und Urkunden zu erlangen. 

Deshald will ich ein Buch "Selbstbestimmungsrecht der Nationen", 

einschlief3lich der Behandlung des Siidtirolproblems, publizieren. Es 

wiirde mich sehr gliicklich machen, wenn viele Menschen das Buch, in 

dem ich das Siidtirolproblem ausfiihrlich und wissenschaftlich darlege, 

lesen wiirden. 

Im allgemeinen ist es bei uns schwierig und unangenehm, eine 

Meinung iiber den Streit zweier Staaten zu auJ3ern. W enn eine der 

beiden Parteien recht hatte, wiirde es zu einem Ausgleich gekommen 

sein, obwohl das Volkerrecht noch unvollendet ist. Weil sich aber 

beide Parteien auf begriindete Argumente stiltzen konnen, wird der Streit 

sehr lange dauern. 

In Wien habe ich vie! Forschungsmaterial, welches in Japan schwer 

erreichbar ist, erhalten, und ich bin sehr dankbar fur das W ohlwollen, 

welches mir entgegengebracht wurde und meinen Aufenthalt sehr 

niitzlich gemacht hat. Eben darum bin ich Osterreich dankbar. Ande-

rerseits empfinde ich auch Italien gegeniiber keine Abneigung. Daher 

ist es selbstverstandlich, daf3 ich diesen Artikel ohne Voreingenommen-

heit und hose Absicht schreiben will. 

* AuBerordentlicher Professor des Volkerrechts. 
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岡

良



ラ
ス
に
は
、
京
大
そ
の
他
の
大
学
を
出
た
韓
国
人
、
中
国
人
が
幾
人
も
人
っ
て
こ
ら
れ
た
が
、

に
つ
い
て
で
あ
る
。
嘉
納
君
は
生
来
、
民
族
に
よ
っ
て
人
事
を
差
別
す
る
観
念
を
全
く
持
合
せ
て
い
な
い
人
で
あ
っ
た
。
表
面
上
の
態

度
と
し
て
人
事
の
平
等
を
説
き
、
民
族
に
よ
る
差
別
の
誤
り
を
唱
え
る
こ
と
は
誰
に
で
も
で
き
る
が
、

て
、
時
々
破
綻
を
現
わ
す
。
嘉
納
君
の
無
差
別
平
等
精
神
は
心
底
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
を
う
け
て
、
本
来
精
神
偏
狭
な

私
を
始
め
と
し
て
、

ク
ラ
ス
の
全
員
が
、
民
族
の
垣
根
を
超
え
て
、

和
気
謁
々
た
る
雰
囲
気
の
下
に
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
偏
に
嘉
納
君
の
優
れ
た
人
格
の
お
蔭
で
あ
っ
て
、
も
し
同
君
が
お

私
の
嘉
納
君
と
の
付
合
は
こ
の
よ
う
に
古
く
、
大
学
の
内
で
も
外
で
も
、
処
世
上
嘉
納
君
に
依
存
す
る
所
が
多
か
っ
た
だ
け
に
、
昨
年

一
月
同
君
の
夭
折
の
報
に
接
し
た
と
き
の
私
の
驚
愕
と
落
胆
と
は
誓
え
よ
う
も
な
い
は
ど
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ら
れ
た
思
い
」
と
い
う
よ
う
な
月
並
な
形
容
で
は
言
い
つ
く
さ
れ
ぬ
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
。
-

し
か
し
そ
れ
に
も
増
し
て
大
き
い
悲
し
み
は
、

る
。
こ
れ
は
私
個
人
に
と
っ
て
の
損
失
だ
け
で
な
く
、

同
君
が
生
前
発
表
さ
れ
た
労
作
は
、

法
に
輿
味
を
も
た
れ
る
よ
う
に
な
り
、

問
的
良
心
に
富
ま
れ
た
嘉
納
君
自
身
に
と
っ
て
も
、

い
か
ば
か
り
か
心
残
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

ら
れ
な
か
っ
た
ら
、

と
い
う
よ
り
民
族
の
違
い
な
ど
い
う
も
の
を
全
く
感
じ
な
い
で
、

そ
の
学
業
の
半
ば
に
し
て
、

こ
れ
ら
の
異
民
族
学
生
諸
君
の
取
扱
い

わ
れ
わ
れ
の
は
付
焼
刃
で
あ
っ

「
片
腕
を
も
ぎ
取

な
す
べ
き
仕
事
を
多
く
残
し
て
他
界
さ
れ
た
こ
と
で
あ

わ
が
国
の
国
際
法
学
に
と
っ
て
の
損
失
で
あ
り
、

ま
た
真
に
学
問
を
愛
し
、
学

そ
の
初
期
の
も
の
は
、
通
商
条
約
の
最
恵
国
条
款
の
研
究
か
ら
始
ま
っ
て
、
犯
罪
人
引
渡
、
国

際
司
法
裁
判
所
の
研
究
、
南
チ
ロ
ー
ル
領
有
権
を
続
る
伊
澳
間
の
紛
争
の
問
題
な
ど
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
実
証
に
徹
し
た

着
実
な
研
究
で
あ
る
が
、
私
ら
が
感
じ
て
い
る
嘉
納
君
の
秘
め
た
実
力
か
ら
言
え
ば
、
将
来
の
大
成
へ
の
途
次
の
習
作
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
十
数
年
前
神
戸
商
船
大
学
の
国
際
法
の
講
義
を
兼
担
す
る
よ
う
に
な
ら
れ
て
か
ら
は
、
船
舶
関
係
の
国
際

こ
れ
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
有
益
な
論
文
お
よ
び
翻
訳
書
を
公
け
に
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も
、

こ
の
幸
福
は
獲
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。



あ
る
と
思
っ
。

昭
和
五
十
六
年
一
月

の
度
神
戸
大
学
の
経
済
経
営
研
究
所
の
手
に
よ
っ
て
、
嘉
納
教
授
の
遺
稿
集
が
刊
行
さ
れ
、

教
授
の
（
未
完
成
）
論
考
を
、
甲
南
大
学
の
畝
村
繁
教
授
（
上
に
述
べ
た
京
大
旧
制
大
学
院
で
の
嘉
納
君
の
後
輩
に
当
る
）
の
筆
に
な

る
解
説
を
付
加
し
て
、
世
に
公
け
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
故
人
の
霊
を
慰
め
る
た
め
、

の
構
図
を
頭
の
中
に
描
き
‘

ム
は
、
嘉
納
君
逝
去
の
二
月
前
、
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
に
東
京
で
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
君
は
病
を
推
し
て
上
京
し
こ
れ
に

参
加
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
同
君
の
食
道
癌
ー
—
同
君
に
は
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
私
ら
も
知
ら
な
か
っ
た
が
ー
ー
は
す
で
に
相
当
に
進

行
し
て
お
り
、

日
常
の
食
事
は
咽
を
通
ら
ぬ
状
態
で
あ
っ
た
。
元
の
嘉
納
君
を
知
る
友
人
達
は
、
痩
せ
細
り
衰
弱
し
た
同
君
の
姿
を
見

て
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
学
問
に
対
す
る
其
の
執
念
の
凄
ま
じ
さ
に
驚
き
、
ま
た
感
嘆
し
た
。
し
か
し
本
当
に
私
ら

さ
い
な

が
身
に
し
み
て
こ
れ
を
感
じ
た
の
は
、
ニ
カ
月
の
后
、
昭
和
五
十
五
年
一
月
十
八
日
、
同
君
の
訃
と
と
も
に
、
同
君
を
苛
ん
だ
病
の
性

質
を
知
ら
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
。さ

い
ご

癌
と
い
う
病
の
患
者
は
、
普
通
最
期
ま
で
頭
は
ク
リ
ー
ア
で
あ
る
と
い
う
。
恐
ら
く
嘉
納
君
は
、
息
を
引
取
る
ま
で
、
目
指
す
新
著

一
日
も
早
く
病
気
か
ら
脱
出
し
て
、
執
筆
に
か
か
り
た
い
と
い
う
念
に
燃
え
て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ

其
の
后
も
論
文
を
書
き
、
ま
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（
日
本
海
洋
協
会
主
催
）

（
点
都
大
学
名
営
教
授
）

こ
れ
に
勝
る
も
の
な
き
良
い
供
養
で

昭
和
四
十
年
に
国
際
法
外
交
雑
誌
と
神
戸
法
学
雑
誌
と
で
発
表
さ
れ
た
「
船
舶
の
国
籍
」
を
主
題
と
す
る
二
つ
の
論
文
は
、
同
君
が
直

ふ
え
ん

き
を
置
か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
敷
術
し
発
展
さ
せ
て
一
冊
の
著
書
と
す
る
希
望
を
抱
か
れ
、
こ
の
線
に
沿
う
て

に
報
告
書
を
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
最
后
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

そ
の
第
一
部
に
、
船
舶
の
国
籍
に
関
す
る



国際法上の船籍論

昭和56年 3月7日 印 刷

昭和56年 3月14日 発 行

（非売品）

著者 翌納
か
嘉

とおる

孔

神戸市灘区六甲台町

発 行 所 神戸大学経済経営研究所

神戸市中央区中山手通 7-5-7
印 刷 所 有限会社 興 文 社


	目次
	序
	第一編　国際法上の船籍論
	序章
	第一章　政府間海事協議機構条約第二十八条　－国際法上の船籍（一）－
	第一節　政府間海事協議機構の構成
	第二節　海上安全委員会の理事国の選挙
	第三節　最大船腹保有国の意義

	第二章　便宜船籍と「ジュヌイン・リンク」　－国際法上の船籍（二）－
	第一節　便宜船籍
	一．便宜船籍の意義
	二．便宜船籍国
	三．便宜船籍に対する批判

	第二節　ジェヌイン・リンク
	一．ジェヌイン・リンク条項
	二．国際法委員会の採択した「船舶の国籍」に関する規定
	三．公海に関する条約の第五条
	四．ジェヌイン・リンク条項の解釈上の問題


	第三章　政府間海事協議機構条約の改正と便宜置籍船国　－国際法上の船籍（三）－
	第一節　海上安全委員会および理事会の理事国の改選
	一．海上安全委員会の理事国の改選
	二．理事会の理事国の改選

	第二節　政府間海事協議機構条約の一部改正
	一．国際司法裁判所の勧告的意見をめぐる諸問題
	二．第十七条および第十八条の改正
	三．第二十八条の改正
	四．改正の意義

	第三節　政府間海事協議機構条約の全面改正
	一．全面改正
	二．海上安全委員会および理事会の改組の意義


	（付）便宜置籍船

	第二編　犯罪人引渡
	第一章　犯罪人引渡
	第一節　意義
	第二節　沿革
	第三節　引渡犯罪
	第四節　政治犯罪不引渡
	第五節　自国民不引渡

	第二章　自国民不引渡の原則　－ホロハン事件に関連して－
	第一節　国民不引渡の原則の成立及び起因
	第二節　国民不引渡の主義の根拠
	第三節　自国民の引渡についての国家の条約及び実行
	一．英国
	二．米国

	第四節　ホロハン事件
	結び

	第三章　講和条約の特赦条項と戦争犯罪（Amnesty Clause in Treaties of Peace and War Crimes）
	序説
	第一節　一般的アムネスティ
	一．アムネスティの定義
	二．アムネスティと没収財産及び債務
	三．アムネスティと俘虜の釈放

	第二節　特殊的アムネスティ
	一．自国々民に対するアムネスティ
	二．片務的アムネスティ
	三．部分的（制限付）アムネスティ

	第三節　アムネスティの黙認
	結語

	第四章　国際司法裁判所
	はしがき
	第一節　人的管轄権
	一．国家
	二．個人及び国際機構

	第二節　物的管轄権

	第五章　国際司法裁判所裁判官の選任
	第一節　国際司法裁判所の設立
	第二節　国際司法裁判所の裁判官の指名及び選挙
	一．正規の裁判官
	二．臨時裁判官

	むすび

	第六章　汎米制度の沿革
	はしがき
	第一節　パナマ会議とその後の展開
	一．パナマ会議
	二．パナマ会議以後の展開

	第二節　第一回乃至第四回米州国際会議
	一．第一回米州国際会議
	二．第二回米州国際会議
	三．第三回米州国際会議
	四．第四回米州国際会議
	五．この時期の汎米主義の性格

	第三節　第一次世界大戦後の汎米制度の発展
	一．汎米主義の危機
	二．汎米主義の前進
	三．米州外相会議

	第四節　米州機構の設立
	一．チャプルテペック協定とリオ条約
	二．第九回米州国際会議


	第七章　オーストリヤとEEC　－「オーストリヤ国家条約」と「中立に関する連邦憲法規程」に関連して－
	はしがき
	第一節　オーストリヤの独立再建及び永世中立にいたる沿革
	第二節　永世中立国の義務
	第三節　オーストリヤの特殊性
	一．オーストリヤの永世中立の特殊性
	二．オーストリヤ国家条約による特殊性

	第四節　オーストリヤとEEC
	むすび

	第八章　サン・ジェルマン平和条約による南チロルの割譲　－「南チロル問題と国際法 (The Problems of South Tyrol, A Study in International Law)」の第一部として－
	一．サン・ジェルマン平和条約第二十七条二項
	二．南チロル割譲に対するオーストリヤの反対運動
	三．ロンドン秘密協定

	（付）Warum Stimmt Osterreich der Vorlage des Problems Sudtirol beim Internationalen Gerichtshof nicht zu?

	嘉納教授の追憶



